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日本における結核療養所の歴史と 
時期区分に関する考察

青木　純一

目　次　　

はじめに

１．結核療養所史の概要とその要点

（1）療養所の誕生

（2）結核対策としての療養所

（3）戦時体制下の療養所

（4）占領下の療養所対策

（5）結核医療の変化と療養所の終焉

２．結核史の時期区分と療養所史の課題

ア．青木正和の区分（2004年）

イ．島尾忠男の区分（2008年）

ウ．戸井田一郎の区分（2009年）

３．療養所における時期区分の検討

（1）戦前における時期区分

1）公立療養所の患者動向

2）公私別病床数の変化

3）公立療養所、完成までの日数

（2）戦後における時期区分
おわりに

はじめに

結核療養所はかつて結核対策の中心的な役割

を担う施設であった。日本では19世紀末にな

ると私立療養所が誕生し、20世紀に入ると公

立療養所も生まれる。さらに終戦後はその数を

増やし最も多いときは約700施設、26万床にま

で及んだ。ところが、結核が治る病気に変わる

と今度は急激にその数を減らし、日本に残った

最後の療養所も2013（平成25）年に閉院した。

1889（明治22）年の須磨浦療病院から125年を

経て日本の結核療養所は遂にその歴史に幕を下

ろしたといえる。

療養所は膨大な患者数と入院期間の長さにお

いて極めて特異な施設である。とくに都市部の

公立療養所は患者、医者、看護婦、職員、家族、

あるいは周辺地域を巻き込んだ大規模なコミュ

ニティを形成する。結核療養所はその一面で隔

離を目的とするが、決して社会に閉じた施設で

はない。むしろ患者が生み出す文化や情報の発

信力、政治や医療政策に与えた影響力において

開かれた施設であったといえる。

いま結核療養所の歴史が終わろうとするとき、

あらためてこうした療養所の特徴をまとめる必

要がある。療養所ではどんな人々が療養生活を

送りときに文化や情報を生み出したのか、ある

いは社会に対し何を発信したのか、その果たし

た役割や意義をまとめることは結核史研究にお

いて重要な課題である。

本稿はこうした問題意識の手はじめとして療

養所の歴史とその時期区分を検討する。療養所

が誕生し120余年の歳月を経て後、その役割を

終えるまでの過程で、人々は療養所に対して何

を思いどんな気持ちを抱いたのか、こうした療

養所に対する人々の意識の変化を通して療養所

の時期区分を検討できないか、そこに本稿の目

的がある。
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一般に療養所に向けられた人々の意識は大き

く2つある。ひとつが入所して治癒や快復を願

うポジティヴな意識、いまひとつが隔離される

不安や恐怖、さらに死と裏表にあることへのネ

ガティブな意識である。こうした意識は一般に

は個人的であるが、社会意識として特定の時期

や年代に表れることもある。

そこで療養所の歴史を第一節で振り返ること

にする。明治から現在にいたる療養所の歴史を

追うことで第二節や第三節の基本となる知見を

まとめる。第二節では代表的な研究者による結

核史の時期区分をまとめる。療養所史は結核史

を構成するひとつの要因であることから、結核

史の時期区分が療養所史の分析に重要な示唆を

与えると考えている。そして第三節で療養所史

の時期区分を検討する。療養所に対する人々の

意識において療養所史を画する時期とはいつか、

その考察を試みたい。

なお、本稿が使う「療養所」とは結核患者の

みを収容する専門病院を指す。よって、結核病

床を有する一般病院をここでは「病院」と呼ん

で区別して使う。

１．結核療養所史の概要とその要点

（1）療養所の誕生

結核療養所はいつ頃できたのか、まず欧米の

歴史について簡単にふれる1）。療養所の歴史を

遡るとそれは古代まで行きつくが、近代的な治

療施設としての療養所は19世紀半ばに誕生し

た。1840 年 に イ ギ リ ス 人 医 師、George 

Bodingtonがバーミンガム近郊に開設したサナ

トリウムがその嚆矢である。1859年にはドイ

ツ人医師Herrmann Brehmerも、現ポーランド

南西部のシレジア地方Görbersdorfにサナトリ

ウムを開設する。さらに1876年になると、

Brehmerの弟子のPeter Dettweilerが、ドイツ南

東部のFalkenSteinに同じくサナトリウムを開

設している。

19世紀末になると、サナトリウムは米国に

も広がり、米国人医師Edward Trudeauがニュー

ヨーク市北東部のAdirondack地方にコテージ

（のちのトルドー・サナトリウム）を開設した

のが1884（明治17）年のことである。

日本の療養所は、トルドー・サナトリウムの

翌年となる1885（明治18）年に現鎌倉市由比

ヶ浜に開所した海浜院が最初であるが、すぐに

一般のホテルに転身した2）。本格的な療養所は

トルドー・サナトリウムから遅れること5年、

1889（明治22）年に鶴崎平三郎が兵庫県須磨

浦海岸に建設した須磨浦療病院がその嚆矢だと

いわれている。

鶴崎は1904（明治37）年の日本内科学会総

会において、開所当時を振り返りながら次のよ

うに述べていた。

十九世紀ノ終リニ於テ、独逸国皇后陛下ハ肺

結核ハ庶民病トシテ憂慮セラレ萬国結核撲滅

会議ナルトモノヲ伯林府ニ開カレ（中略）此

等会議ニ提出セラレタル論説種々アリト雖ド

モ是ヲ治スルニハ帰スル所、ブレーメル、デ

ッドワイレル氏原則療法ヲ以テ最上ノ方法ト

セリ、爾来欧米諸国ニ於テハ気候療法的治肺

院ノ建設ハ一層ノ熟度ヲ加ヘ或ハ富豪慈善的

或ハ赤十字事業トシテ起ルモノ甚タ多ク目下

独逸国ノミニテモ其数一百ニ達セントス、而

シテ其結果彼諸国ニ於テハ既ニ 年々結核病

ノ減少ヲ示スニ至レリ3）

第1回国際結核会議がベルリンで開催される

1899（明治32）年当時、すでに患者の療養方

法としてブレーメル、デッドワイレル氏原則療法

（安静療法）が広く知られていたこと、また相

当数の療養所がドイツに存在したことがわかる。
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（2）結核対策としての療養所

日本の療養所は19世紀末から20世紀初めま

では私立がその中心であった。その後、1914

（大正3）年に「肺結核療養所ノ設置及国庫補

助ニ関スル件」が公布されると、公立療養所も

本格的に建設される。ところが各地で起こる反

対運動によって療養所の建設は思うようには進

まない。著名な結核医である遠山椿吉はこうし

た状況をつぎのように捉えていた。

（反対運動は）人民の智識が低ひので、伝染

病毒の性質の如何を知らずに漫
みだ

りに之を恐怖

したのに基くものとは言へ、其の裏面には多

く自ら為にするところがあつて、扇動する徒
やから

があると言ひます、此の現象は将来に於て結

核の予防上最も有力なる療養所の設立を阻害

すべき一大弊風ですから、根本的に之を除か

ねばなりません、乃ち一方には人民の智識を

啓発し、斯くの如き悪風は実に無意味にして

非道なることを覚らせ、又一方には政府の力

を以つて之を排除し、其成立を助成せしむる

やうにしたいのである。4）

医師である遠山からすれば「人民の智識が低

ひ」とみえるが、反対運動は結核を忌み嫌う

人々の素直な気持ちの表れだともいえる5）。

結核予防法が成立する前年の1918（大正7）

年8月、内務省衛生局は結核病院・療養所の全

国調査を実施した6）。この調査によると病院が

81施設（1,064床）、療養所が43施設（2,224床）

で合計124施設（3,288床）である。これを道

府県別の病床数でみると、最多が大阪（590床）

で、ついで東京（545床）、神奈川（525床）、

兵庫（277床）、福岡（206床）の順である。大

阪は調査前年の1917（大正6）年に市立刀根山

療養所（350床）が完成したことで病床数を押

し上げたと思われる。1919（大正8）年に東京

市療養所（500床）が完成すると東京が1千床

を超えて最多となる。

表1は、この時期の東京における結核病院・

療養所の一覧である。東京には病院・療養所が

のべ16施設（562床）あるが、結核専門の療養

所は養生園（160床）と救世軍療養所（91床）

の2施設のみであった。また病院は14施設（294

床）あるが、比較的小規模な「10床以下」が6

施設ある。となりの神奈川が7施設（525床）

表１　東京府における結核病院・療養所の実態（1919）

名称 設立年 収容人数 経営者名 所在地
 1．北里研究所付属病院
 2．養生園
 3．東京慈恵病院
 4．恩賜財団済生会病院
 5．日本赤十字社病院
 6．東洋内科医院
 7．済生会病院麹町分院
 8．聖研堂病院
 9．赤坂病院
10．杏雲堂病院
11．馬島病院
12．日本病院
13．救世軍療養所
14．東京市施療病院
15．海岸病院
16．東京帝国大学医科大学付属病院

1917
1893
1902
1915
1886
1896
1914
1902
1883
1892
1912
1911
1916
1911
1903
1904

9
160
37
37
30
9
23
10
7
82
5
2
91
30
10
20

北里柴三郎
北里柴三郎
高木兼寛
済生会
日本赤十字社
高田畊安
済生会
栗本秀次郎
ウィリアムラッフセルワトソン
佐々木政吉
馬島永徳
磯部検三
日本救世軍
東京市
安藤勝四郎
東京帝国大学医科大学

芝区白金三光町
芝区白金三光町
芝区愛宕町
芝区赤羽町
豊多摩郡渋谷町
麹町区三番町
麹町区富士見町
浅草区蔵前片町
浅草区氷川町
神田区駿河台西紅梅町
神田区北神保町
神田区淡路町
豊多摩区和田堀内村
京橋区越前堀
京橋区新佃島東町
本郷区本富士町

　注）内務省衛生局保健衛生調査室『結核病院及療養所並結核予防会概況』内務省、1919 年より作成。



― 6 ―

専修大学社会科学年報第 50 号

で病床数は東京とほぼ同じだが、療養所（482

床）に対して病院（43床）と、圧倒的に結核

専門の療養所が多い。1918（大正7）年におけ

る東京の肺結核死亡数が9,689人、神奈川はそ

の3分の1にも満たない2,580人である7）。一見

すると神奈川の施設の充実ぶりが伺えるが、県

外からも多数の患者を受け入れる私立療養所の

場合、その判断は難しい。また、全国的にみる

と結核病床をひとつも持たない道府県も多く存

在し、北海道、宮城、山形、栃木、茨城、埼玉、

山梨、富山、奈良、高知、長崎、宮崎の11道

県がそれにあたる。

図1は1900（明治33）年～ 1990（平成2）年

までの結核死亡数と病床数の変化を表している。

ご覧のように統計のない戦争中の一時期を除け

ば戦前と戦後ではその特徴が明らかに異なる。

結核死亡数140,747人と戦前の最初のピークと

なる1918（大正7）年の病床数がわずかに2,229

床で、死亡数145,160人とそのピーク超えた1936

（昭和11）年でさえ病床数は11,718床であった。

戦前の病床不足は慢性的な問題であると同時に

多くの患者にとって療養所は「高嶺の花」であ

り続けた。

（3）戦時体制下の療養所

1931（昭和6）年の満州事変の頃から日本の

結核対策は少しずつその体制を変えていく。

1934（昭和9）年には保健衛生調査会が「結核

予防の根本的対策」を答申、病床の整備を重要

課題とし、「一箇年の結核死亡者と同数」8）を

目標に「毎年三千床の増床」計画を示す。

日中戦争が始まる1937（昭和12）年には結

核予防法が一部改正される。国による療養所設

置命令の対象となる自治体を「五万人以上ノ

市」から「北海道府県市」へ拡大するとともに、

感染防止を目的に入所対象者を「療養の途な

き」生活困窮者から「病毒伝播の虞ある」患者

に変更した。それでもこの年の病床数が13,974

床で、死亡数144,620人のわずか10分の1であ

った。

政府の対策がさらに強化されるきっかけとな

ったのが軍隊の結核である。とくに陸軍におけ
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注）財団法人結核予防会『結核統計総覧（1900 ～ 1992年）』，1993年より作成。
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る結核蔓延は深刻で除役軍人の受入先が大きな

社会問題となる。1937（昭和12）年、第70回

帝国議会衆議院の審議はその経緯を詳しく伝え

ている。

結核の為に軍隊から除役される者の数が、大

體に於きまして一年三千人内外であると云ふ

風に計算致して居ります、之に対する対策と

致しまして、昭和十二年度以降五箇年計画を

以ちまして、國立の結核療養所を建設するこ

とになって居ります、現在結核予防協会に於

て、村松晴嵐荘と云ふ私立の療養所を経営し

て居りますが、之を國に全部寄付することに

なって居ります、昭和十二年以降之を國立に

移管いたしまして、さらに十二年度に於きま

して、五百床建設する、国立結核療養所を建

設する予算が、只今御審議中になって居る訳

であります、更に引続きまして二千床を増加

して、三千床を収容する設備が、五箇年計画

を以て、完成する訳であります9）

政府は新たに国立の軍人結核療養所、健康保

険療養所を建設する計画を立て10年で4万床の

整備を目標とした。この審議でもふれた軍人療

養所村松晴嵐荘は1935（昭和10）年に日本結

核予防協会が茨城県に開所するが、1937（昭和

12）年5月に国へ移管され日本初の国立結核療

養所となる10）。同年6月に出た国立療養所官制

には「国立結核療養所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ

陸海軍下士官兵ニシテ結核ノ為、一種以上ノ兵

役ヲ免ゼラレタルモノノ結核ノ療養ニ関スルコ

トヲ掌ル」と記されていた。戦時下においては

軍人の結核対策こそまずは優先すべき課題であ

った。

太平洋戦争が始まる5ヶ月前の1941（昭和16）

年7月、陸軍出身の小泉親彦が厚生大臣に就任

すると国は積極的に医療事業の一元化を進める。

翌1942（昭和17）年には国民医療法のもとに

日本医療団を結成した。日本医療団は国民の体

力向上や医療の普及向上が活動の目的であるが、

とりわけ結核対策はその中心であった。ところ

が戦局は相当に悪化し日本医療団による結核療

養所の整備拡充もほどなく停滞する。日本医療

団は1943（昭和18）年に公立療養所14施設

（2,488床）を統合、療養所新設に際しては既存

施設を転用し奨健寮のような簡易療養所で補う

が、時すでに遅しであった11）。しだいに医者や

看護婦が不足し医療器具や医薬品も欠乏する。

療養所を退所して疎開する患者が増えるととも

に病院や診療所の休廃業も目立ち始める。1944

（昭和19）年には衛生統計さえその集計が困難

になっていた。

戸井田一郎は「戦況が悪化し、日本全土が空

爆に曝され、配給される食料の質、量が飢餓線

にも達しなくなった状況の下では、それ自体ど

れほど優れたものであろうと結核対策などは

『絵にかいた餅』、不急不要の絵空事」12）だと

述べたが、1945（昭和20）年3月の医療団傘下

療養所の入所率が49.4%、終戦直後12月が31

％で、そこには戸井田の言葉そのままの光景が

広がっていた13）。

（4）占領下の療養所対策

戦後の結核対策は連合国総司令部（GHQ）

の監督・指令のもとに進められる。1945（昭和

20）年11月、総司令部は「軍事保護院に対す

る覚書」「陸海軍病院に対する覚書」を発令し、

軍人施設の一般開放を決めた。翌1946（昭和

21）年9月、総司令部が結核患者及びその疑い

のある者の検診、隔離、入院に関する命令を出

すと、翌1947（昭和22）年3月、厚生省は結核

予防対策の強化拡充計画をまとめている。総司

令部はこの計画の柱である予防組織の強化、結

核療養所の整備拡充、予防事業担当者の技術向



― 8 ―

専修大学社会科学年報第 50 号

上、結核予防思想の普及徹底を受け入れると、

直ちに「結核対策強化に関する覚書」を発令し

迅速な対応をみせた14）。

終戦から5年を経た1950（昭和25）年4月、

衆参両院は「結核対策確立に関する決議」をま

とめる。この決議文は「今後五ヶ年乃至十ヶ年

の間に、世界の最低水準にまで、その死亡率を

低下せしめる」15）ことを目標に、療養所の整

備拡充、在宅患者の医療保護、保健所の強化を

謳っている。同年10月には政府の社会保障制

度審議会が「社会保障制度に関する勧告」を出

すが、ここでも「結核病床は年次計画をもつて

19万床を確保する」という大きな目標を掲げ

ていた。

1951（昭和26）年になると新たに結核予防

法が制定される。結核対策の一元化をめざすこ

の法律は、その根幹は結核病床の増強であると

捉え、日本赤十字社や済生会といった「営利を

目的としない法人に対しても補助し得る」16）規定

を盛り込んだ。さらに、1954（昭和29）年に

は厚生省が結核対策強化要綱を策定し4年で26

万床という大きな目標を示している。

終戦間もない1947（昭和22）年は、結核死

亡数146,241人に対して病床数53,391床、その

内の34,400床が国立療養所（以下、国療）で

ある（図2）。病床全体に占める国療の割合は

64.4%でおよそ全体の3分の2であった。とこ

ろが、7年後の1952（昭和27）年は死亡数

55,124人に対して病床数は210,062床とおよそ

4倍の増加である。病床数急増には私立の病院

や療養所、さらに国立病院が大きく貢献した。

実際、国療の病床数は59,050床でその割合は

全体の28％、3分の1以下にまで低下してい

る。

順調な病床増に比してこの頃の病院や療養所

はどこも満床である。1950年代初めの病床利

用率をみても、1951年（95.6%）、52年（96.2%）、

53年（96.1%）とその高さに驚く17）。これは結

核死亡数の減少が必ずしも患者の減少には繋が

らず、むしろ全く別の問題であることを示して
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注） 財団法人結核予防会『結核統計総覧（1900 ～ 1992年）』、1993年、および厚生省『国立療養所年報』（昭和24年
～昭和48年）より作成。
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いる18）。

これまで「患者は死亡者の10倍」という通

説があった。結核予防会は、終戦翌年の1946

（昭和21）年に愛媛県宇和島地区の調査や民間

企業の集団検診の分析から、あらためて「患者

は死亡者の10倍」という原則を確認する。そ

の結果、1949（昭和24）年の患者数を約140万

人と推計した19）。ところが、先にも述べたよう

に、死亡数の減少に比して患者数が減る様子は

ない。死亡数から患者数を推計するこれまでの

方法はすでに限界となっていた。

1953（昭和28）年になると厚生省は全国規

模の実態調査を実施する。より正確な患者数を

知るためのこの調査は、推計患者数292万人、

入院治療の必要な患者137万人という驚くべき

結果であった20）。さらに驚くのはその5年後に

実施した第2回実態調査（1958年）である。新

結核予防法によって広範囲にBCG接種や健康

診断が行われ、また外科療法や化学療法が普

及・発展する中で、推定患者数297万人という

前回を上回る数字が示されたからである。こう

した背景もあって1954（昭和29）年から1959

（昭和34）年の間、療養所は600施設、25万床

を優に超え、まさに最盛期を迎えていた。

（5）結核医療の変化と療養所の終焉

結核療養所は1960年代に入ると急速にその

数を減らした。最多が1956（昭和31）年の713

施設で、その10年後の1966（昭和41）年は

283施設とすでに全盛期の半分以下となる。施

設数と比べると病床数の減少はやや遅く、1958

（昭和33）年の263,235床が半減するのが1975

（昭和50）年で17年をかけている。

図3は施設数の変化を「国公立」と「私立」

に分けて示したものだが、1953（昭和29）～

1963（昭和38）年頃までの施設数の増減には

私立療養所が大きく影響したことがわかる。私

立療養所はおそらく病床数の少ない小規模な療

養所で、患者数の増加とともにいち早く開所し、

患者数が減少すると一般病院に転換したと推察

図３　結核療養所数の変遷（1953－1986）

注）財団法人結核予防会『結核統計総覧（1900～1992年）』1993年より作成。
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する。

ちなみに1959（昭和34）年の結核療養所は

655施設あるが、この経営主体をみると、「国

立」が180施設（約28％）、「個人」が125施設

（約19％）、「医療法人」が114施設（約17％）、

「都道府県」が55施設（約8％）、「公益法人」

が41施設（約6％）であった21）。また施設規模

は「50 ～ 99床」（約22％）が最も多い。つい

で「100 ～ 149床」（約16％）と「200 ～ 299床」

（約16％）がほぼ同じで、「400床以上」（約11

％）の大規模な療養所も相当数あった22）。さら

に病院・療養所の病床数平均を経営主体別にみ

ると、「国立」（363床）、「公益法人」（225床）、

「都道府県」（209床）、「市町村」（182床）の順

で、「個人」は57床と極めて規模が小さい23）。

結核療養所が減少した理由は、BCG接種や

集団検診といった予防対策の強化、外科療法

や化学療法のような治療技術の進歩によると

ころが大きいが、一方で、これまでの日本の

結核医療がその根本から見直される事態も起

きる。それが1964（昭和39）年に発表された

WHO（世界保健機関）結核専門委員会第8回

報告である。

日本の療養所はこれまで施療患者や開放性患

者を優先し、大気、安静、栄養の原則に沿って

療養生活を送らせる。また退院後もしばらく安

静を保つことが治療の常識であった。これに対

しWHOは療養所治療の中止を求め、治療期間

も短縮化するなど日本のこれまでの治療方針と

は大きく異なる内容である（表2）。このほか

にもX線検査による集団検診を否定し、喀痰塗

抹検査を重視するといった方針も示されていた。

日本は、WHO勧告はあくまで発展途上国を意

識したもので現状の日本とは異なると解釈し治

療方針の転換を先延ばしにしたが、こうした動

きも療養所の衰退に拍車をかけたと思われる。

たとえば国療の新設は1954（昭和29）年が

最後で以降はない。1960（昭和35）年代に入

ると国療においても統廃合や一般病院への転換

など生き残りをかけた組織改革が進められる。

こうした動きを1960（昭和35）年頃の変化か

ら拾うと、1961年が「転換」6「統合」1、1962

年が「転換」5「統合」3、1963年が「転換」

3であった24）。

1974（昭和49）年になると療養所は2桁のの

べ99施設となる。1990（平成2）年が15施設、

2000（平成12）年が3施設、2005年4月からは

和歌山市にある神田病院が日本で唯一の結核療

養所であった。しかし、この病院も2013（平

成25）年2月28日をもって閉院した。鶴崎平

三郎が須磨浦療病院を開所した1889（明治22）

年から数えると125年目のことである。

２．結核史の時期区分と療養所史の課題

結核史の時期区分には様々ある。その中から

著名な3人の結核研究者の時期区分を取り上げ、

さらに療養所に関係する重要事項を付した一覧

が表3である。この図を参考にしながら3人の

区分を振り返る。

ア．青木正和の区分（2004年）
青木正和は近代以降の結核史を6期に区分し

表２　日本とWHOの治療方針の違い
　　　（療養所関係事項）

日本の治療方針 WHO勧告の治療方針
◦開放性結核患者は入
院治療で。

◦治療期間はしばしば
極めて長い。

◦治療終了後は 3 ～ 5
年は管理検診でチェ
ックする。

◦入院治療は不必要で
ある。

◦療養所治療は中止す
べきである。

◦外来・有効な処方・
服薬励行が最重点。

◦治療期間は 1年で十
分である。

出典） 青木正和『医師・看護職のための結核病学
結核対策史』財団法人結核予防会、2004 年、
76 頁より作成。
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た25）。青木が各時期に付けたタイトルは、第Ⅰ

期が「結核対策萌芽期」（明治～ 1913年）、以

下は第Ⅱ期「生育期」（1914年～1945年）、第

Ⅲ期「確立期」（1946年～1960年）、第Ⅳ期「最

盛期」（1961年～1973年）、第Ⅴ期「転換期」

（1974年～2001年）、そして第Ⅵ期「新結核対

策実施期」（2002年～現在）である。

各区分の特徴をまとめると、第Ⅰ期は、明治

になって近代衛生行政が確立し結核予防会の前

身である日本結核予防協会が成立するまでの時

期。第Ⅱ期は、公立療養所建設に関する法律の

制定（1914年）から結核予防法（1919年）の

成立、さらに戦時下の結核対策を経て終戦にい

たるまでの時期である。そして、第Ⅲ期が占領

下の結核対策から新結核予防法の制定（1951

年）を経てその見直しが行われる1960年まで

の時期。この時期には日本医療団傘下の療養所

が国に移管され、外科療法やSMやPASを使っ

た化学療法26）がめざましい発展を遂げる時期

でもある。ところが、第1回結核実態調査

（1953年）やその5年後の第2回結核実態調査

（1958年）は、戦後の結核対策に対する人々の

期待をみごとに裏切る結果となる。こうした事

態を受けて「結核対策最盛期」と名付けた第Ⅳ

期が登場する。

1961（昭和36）年には結核予防法を再び改

正し、新たな患者管理制度によって治療成績が

大幅に向上する。すでに必要な病床数27）も確

保され、化学療法や外科療法が飛躍的に進歩し

た。さらに保健所網の整備が進んだのもこの時

期である。

第V期は、結核対策がこれまでの拡大一途か

ら集約化へと向かう時期である。小中学生の健

康診断の定期化（1974年）、BCG接種の定期化

（1974年）、さらにWHO結核専門委員会の報

告28）を受けてX線診断から細菌学的診断へ、

また入院治療から外来治療へと治療内容が大き

く転換する。中学生までの化学予防29）対象の

拡大（1975年）、高校生の健康診断の定期化

（1982年）、結核サーベイランス事業の開始

（1987年）など、結核対策の近代化と呼ぶべき

大きな変化の時期である。後半になると小中学

青木 正和 明治～ Ⅰ期  1913 Ⅱ期 1945 Ⅲ期 1960 Ⅳ期 1973 Ⅴ期 2001 Ⅵ期  現在

島尾 忠男 1889～ Ⅰ期 1918 Ⅱ期 1930 Ⅲ期 1943 Ⅳ期 1975 Ⅴ期    現在

戸井田一郎 明治～    Ⅰ期  1935 Ⅱ期 1945 Ⅲ期 1951 Ⅳ期 1975 Ⅴ期    現在

注）青木正和『結核対策史』財団法人結核予防会、2004 年、島尾忠男『結核の今昔』克誠堂出版、2008 年、兼松・戸井田一郎『日本における BCG の

歴史』「日本における BCG の歴史」出版委員会、2009 年より作成。

表３　日本における結核史の時期区分比較
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生のＸ線検査の廃止や接触者検診の強化（1992

年）、短期化学療法の導入（1996年）といった

変化もあった。

最後の第Ⅵ期が、DOTS30）の推進（2003年）、

小中学生のツ反検査やBCG接種が廃止（2003

年）など、結核対策の効率化と重点化を進める

現在までとなっている。

イ．島尾忠男の区分（2008年）
島尾忠男は死亡統計から結核史を5期に区分

した31）。各区分に付したタイトルをみるとその

時期の特徴がわかる。たとえば、第Ⅰ期は「主

な被害者は若い女性」（1889年～ 1918年）、第

Ⅱ期が「インフルエンザの大流行の影響で結核

死亡率減少」（1918年～ 1930年頃）、第Ⅲ期は

「結核は第2次工業化、戦時状態とともに再度

増加」（1930年～ 1943年）、第Ⅳ期が「第2次

世界大戦の影響と結核対策の成果」（1943年～

1975年）、最後に第V期が「結核減少の停滞、

再増加」（1975年～現在）である。

第Ⅰ期は、死亡統計が始まる1889年から結

核死亡数140,747人、死亡率257.1人（10万人

比）で戦前のピークとなる1918年までの時期

である。死亡数増加の最大の被害者が若い女性

であると統計から裏付けている。第Ⅱ期は

1918年にピークを迎えた死亡率が減少を続け

る1930年までをその範囲とした。1918年のイ

ンフルエンザ大流行が結核患者を巻き込んだこ

とで死亡率は一時低下するが、1930年頃を境

に再び上昇に転じる。第Ⅲ期は、1930年から

戦時体制の混乱で統計把握さえ困難な1943年

までの時期とした。とくに青年層への罹患がこ

の時期の大きな特徴だと分析する。

第Ⅳ期は1943年から結核死亡率が一桁（9.5

人・対10万人）になる1975年までとした。

結核死亡率低下の背景には戦争による患者の

淘汰、BCG接種の予防効果、新結核予防法の

制定、さらにSMやPASといった化学療法の普

及、外科療法の進歩など様々な要因があった。

1975年以降の第Ⅴ期はまさに「結核減少の

停滞、再増加」の時期である。日本で結核罹患

率の減少速度が鈍化した背景には人口の急速な

高齢化があった。結核罹患率が1998年に再び

上昇し、翌年には結核緊急事態宣言を発する事

態を招いていた。

ウ．戸井田一郎の区分（2009年）
戸井田一郎も青木同様に結核対策からその歴

史を5期に区分する32）。第Ⅰ期が「結核対策の

移り変わり－明治から昭和10年代初期まで」

（明治～ 1935年頃）、第Ⅱ期が「戦争の拡大と

国家意思としての結核対策」（1935年頃～ 1945

年）、第Ⅲ期が「敗戦と占領下の結核対策」

（1945年～ 1951年）、第Ⅳ期が「経済回復と

『新・結核予防法』の成立－結核の急速な減少」

（1951年～ 1975年）、第Ⅴ期が「結核減少速度

の鈍化、“再興”と結核対策の見直し」（1975

年～現在）である。

第Ⅰ期は、明治期から戦時体制が始まる

1935年頃までとした。第Ⅰ期には結核予防協

会設立（1912年）、肺結核療養所ノ設置及国庫

補助ニ関スル件（1913年）の公布、結核予防

法制定（1919年）と重要施策が並んでいる。

戦時体制下の約10年を第Ⅱ期とした。1934

年2月、保健衛生調査会が「結核の蔓延により

国民の蒙る惨害は洵に寒心に堪へざる所にして

速に其の防遏を図るに非ざれば国民の福祉を損

傷し国力の発展を阻害する」33）と国を挙げた

結核対策を求めると、その後は結核予防法改正

（1937年）、厚生省新設（1937年）、結核予防会

創設（1939年）、国民体力法制定（1940年）と、

国家規模の取組みが進められそれは終戦まで続

いていた。

第Ⅲ期は、1945年の終戦から新たに結核予

防法が制定される1951年までの6年間である。

占領下、総司令部（GHQ）の監督・指示のも
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と強力な結核対策が次々と打ち出される。傷痍

軍人療養所や軍事保護院など軍人施設の一般開

放もそのひとつだが、1947年には結核予防組

織の強化、結核療養所の整備拡充、結核予防事

業担当者の技術向上、結核予防思想の普及徹底

を骨子とする「結核対策強化に関する覚書」を

発令した34）。このほかにも保健所法、伝染病届

出規則、予防接種法制定などにも深く関与し総

司令部はこの時期の結核対策を強力にリードし

た。

第Ⅳ期は、1951年の結核予防法から結核罹

患率が順調に低下した1975年までをひと区切

りとした。この間に保健所網の整備、BCG接

種の範囲拡大、あるいは結核予防法による新た

な施策が打ち出される。また抗結核剤の効果も

あって結核の蔓延は急速に改善へと向かう。

1951年は結核死亡数が1908年以来43年ぶりに

10万人を下回るとともに死亡原因の第一位を

「脳出血」に譲る記念すべき年でもあった35）。

以後、1975年まで結核死亡率や罹患率は順調

に低下する。

第Ⅴ期は、1975年から現在にいたる、文字

通り「結核減少速度の鈍化、“再興”と結核対

策の見直し」の時期である。1951年の結核予

防法以降、順調に低下した結核罹患率も1975

年を境にその傾向が鈍化する。さらに1997（平

成5）年には新規結核登録患者数が38年ぶりに

増加するなど、これまでの結核対策を見直す時

期になっている。

以上3者の時期区分を簡単にまとめたが、療

養所の時期区分を考える上で重要だと思われる

課題をいくつか挙げてみたい。

第1は、青木や島尾が指摘する1910年代の区

分は療養所に対する人々の意識においても画期

となるかである。日本結核予防協会設立（1913

年）、肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル

件の公布（1913年）、結核予防法制定（1919年）

と重要施策が並ぶこの時期が、そのまま療養所

史に当てはまるとは限らない。

第2は、島尾や戸井田が区分する1930年代前

半の評価である。戦時体制が進む中で国は率先

して結核対策に取組むようになる。厚生省が誕

生し結核対策の中心組織であった日本結核予防

協会が結核予防会へと変わる36）。また公立結核

療養所が軍事保護院傘下に統合される中で療養

所をみる人々の意識において変化があったのか、

それが課題である。

戦後になって日本の結核対策は大きく変化し

た。占領軍や政府が進める結核対策によって死

亡数は減少し療養所はその数を飛躍的に伸ばす。

ところが外科療法や化学療法が普及し結核が治

る病気に変わると、今度は一転して療養所はそ

の数を減らす。こうした変化は人々の意識にど

んな影響を齎したのか、それは戸井田が指摘す

るように占領期が終わる1951年頃か、あるい

は結核予防法が再改正され患者管理が徹底され

る1960年前後に求めるべきか、それが第3の課

題である。

次節ではこうした課題を踏まえながら療養所

の時期区分を考察する。なお、結核史において

終戦となる1945（昭和20）年が時代を画する

重要な年であることは、いまさら指摘するまで

もない。先に図1で示したように戦前と戦後の

死亡数や病床数の違いをみれば一目瞭然である。

よって、ここではあえて終戦の意味にはふれず、

専ら療養所史の時期区分を戦前と戦後に分けて

その中から検討する。

３．療養所における時期区分の検討

（1）戦前における時期区分

結核療養所はその初期において裕福な人々が

利用する特別な施設であった。ところが、1910
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年代になって公立療養所が誕生しその数が少し

ずつ増えていくと療養所に対する人々の意識に

も変化がみられる。その変化を1）公立療養所

の患者動向、2）公私別病床数の変化、3）療養

所完成までの日数という3点から検討してみる。

1）公立療養所の患者動向
公立療養所に患者が殺到したのはいつ頃から

なのか、ここでは日本最大の規模を誇った東京

市療養所を例にその実態を探ってみた。東京市

療養所が開所したのは1919（大正8）年で、以

後、『東京市療養所年報』（以下「年報」）をみ

ると療養所の実態や患者の動向がわかる。

開所当時、東京市療養所へ入所を希望する患

者はさほど多くはなかった。開所後の数年間は

定員500人に対して年間500人から800人の患

者で推移した。ところが、1927（昭和2）年頃

を境に目立って入所希望者が増加し待機者も増

えていく。年報はその様子を次のように伝えて

いる。

◦入所を希望して満員のため停滞せる者日々
平均貮百名を算し前年来少しも緩和する所

なく寧ろ益々増加の徴あり（昭和2年）37）

◦入所希望者の停滞せるもの依然として多数
なり（昭和3年）38）

◦本所の入所出願者はその停滞せる者常に二
百名以上に及び、入所までに一ヶ月半或は

二ヶ月近くも待たざる可らざる状況（昭和

4年）39）

こうした傾向は東京市と並んで大規模であっ

た大阪市立刀根山療養所においても同じである。

◦入所希望申込者は年々増加し、殊に大正十
四年四月市域拡張、人口増加の結果其傾向

顕著となり、収容病床不足を来し未収容患

者停滞し、希望者は容易に収容不可能なり

（大正15年）40）

図4は東京市療養所における入所申込者数と

待機日数の変化である。1928（昭和3）年の入

所申込者が1,841人、それが5年後には4,239人

と倍増する。また待機日数も1930（昭和5）年

の58日が5年後には333日と5倍増となり入所
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図４　東京市療養所の入所動向（1928－1937）

注）東京市役所『東京市療養所年報』（昭和12年）より作成。
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までほぼ1年も待つようになる。公立療養所に

患者が殺到した背景には結核の蔓延があるが、

一方で療養所がその利用しやすさも含めて公私

立ともに人々の身近な存在になったためだと推

察する。それは次項においても同じである。

2）公私別病床数の変化
図5は1913（大正2）年から1940（昭和15）

年までの病院・療養所の公私別病床数の変化で

ある。

この図から病床数全体の変化をおよそ3つの

時期に分けることができる。第1期が1913（大

正2）年から1924（大正13）年頃までの小幅な

増減を繰り返す微増期、第2期が1925（大正

14）年から1935（昭和10）年頃までの安定的

な増加期、第3期が1936（昭和11）年以降の病

床数の急増期である。さらにこの図を丁寧にみ

ると、病床総数を押し上げた原因は第2期が私

立療養所、そして第3期が公立療養所の増加で

ある。

実際、私立療養所の数をみると、第2期の1928

（昭和3）年が21施設、第3期前の1935（昭和

10）年が83施設とわずか7年で4倍増であった
41）。ただし、私立療養所の規模は小さく、たと

えば1938（昭和13）年の病院・療養所153施設

中43施設（約28％）が「30床以下」で、その

内の38施設が私立である。つまり、小規模な

私立療養所が顕著に増加した時期が第2期であ

った。

私立療養所はなぜ増えたのか、その理由を考

えてみたい。ひとつには蔓延する結核が療養所

の新設や増床を促したと考えられる。経営を優

先する私立にとって膨大な患者はそれだけで新

設や増設を進める大きな理由となる。その一方

で、私立療養所の変化も見逃すことはできない。

かつてサナトリウムと呼ばれ一部の裕福な人々

のみが利用した私立療養所が庶民に身近な施設

として変化したと推察する。また、この変化の

背景には公立療養所が大きく影響したとも考え

る。

設立当初、公立療養所は「療養の途なき」患

者が対象であった。よって、私立は裕福な患者

で公立は貧しい患者と、比較的両者の棲み分け
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図５　公私別結核病床数の変化（1913－1940）

注）内務省衛生局『衛生局年報』、および厚生省『衛生年報』より作成。
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は容易であった。ところが公立療養所も途中か

ら施設数や収容人数を拡大し有料患者の受入れ

を開始した。白十字会『日本結核予防事業総

覧』によると、1936（昭和11）年頃の患者1日

当たりの入院費は、私立の南湖院が2～ 10円、

惠風園療養所が2.5円～ 4.8円であるが、公立

は横浜市療養院（有料患者）が1円、東京市療

養所（有料患者）が1.5円である42）。これまで

私立と公立の間にあった垣根が低くなったこと

で、療養所に対する人々の意識もしだいに変化

したと思われる。

3）公立療養所、完成までの日数
図6は公立療養所の設置命令から完成までの

日数である。たとえば、図中の「1917年」は

京都、横浜、名古屋の3市に設置命令が出され

た年で、それぞれ完成までの期間が36ヶ月、

44ヶ月、61ヶ月を要したことを表している。

結核療養所の建設は簡単な話ではない。建設

計画が明らかになると地域住民による反対運動

が頻繁に起きた。自治体によっては建設計画を

極秘に進める場合や利用目的を偽って土地を購

入することもあったが、いずれも反対運動を恐

れてのことである。図中の「1919年」は広島

市畑賀病院であるが、反対運動によって168ヶ

月という膨大な歳月を費やした療養所である。

ところが、これまでの調査によると、1930（昭

和5）年頃を境にそれ以降は大きな反対運動が

見当たらなくなる43）。こうした傾向はこの図か

らもわかる。療養所完成までの日数は1930（昭

和5）年頃を境に大幅に短縮した。そこで公立

療養所を設置命令の前半と後半に分けて日数を

比較すると、前半10施設の平均が57ヶ月に対

し、後半10施設の平均は23ヶ月と半分以下に

なっていた。日数の短縮化は療養所の小規模化

によるものではない。同じく前半と後半でその

規模を比較すると、前半が平均136床、後半が

平均192床でむしろ施設の規模は拡大していた。

なぜ短縮化したのか、ひとつには満州事変以

降の戦時体制化によって国の施策が遂行し易く

なったことが考えられる。人々からみれば国の

施策に背くことは容易なことではない。いまひ

とつは療養所が人々の生活の中に定着したため

だと思われる。先に挙げた2つの分析結果も併

せて考えると十分に予想できる判断である。

以上、3つの視点から戦前の療養所へ向けら

図６　公立療養所の設置命令から完成までの日数

注）厚生省予防局『公立結核療養所状況調』、1937年より作成。
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れた人々の意識を検討した。その結果から療養

所を区分する時期を推定すると、それは1910年

代でも1930年代でもなく、1920年代後半に大

きな区切りがあったと結論付けることができる。

（2）戦後における時期区分

人々は戦後の療養所をどう捉えたか、ここで

は病床数や病床利用率、さらに治療内容の変化

を中心にみることとする。

終戦後しばらくの間、療養所は患者のいない

閑散とした状態になる。戦後の食糧難や戦争に

よる患者の淘汰によって入所希望者が減ったこ

とが原因である。終戦後2年を経た1947（昭和

22）年の新聞は、「政府はこの三年間に八万床

の療養所を増設するということだが七万以上は

あろう公私病床がその入院患者は定員の半分に

も満たず、ある療養所のごときは三割程度だ」
44）と伝えている。ところが、患者が療養所に

戻り始める1948（昭和23）年頃から病床数も

しだいに増え、その後は1958（昭和33）年の

およそ26万床まで増加の一途を辿る。

日本の療養所はそれまで年間死亡数を目標に

増床計画を立てている。病床数が死亡数を上回

る1951（昭和26）年は記念すべき年となるは

ずだが45）、死亡数の減少に反して療養所はどこ

も満床状態であった。厚生省の調査によれば、

1951（昭和26）年11月現在の平均待機日数が

2.18 ヶ月46）、それから2年後の1953年におい

ても、国立中野療養所を取材した新聞は「療養

所入所、二、三年待たされる」47）との見出しを

載せていた。驚く数の入院希望者が療養所へ殺

到したと考えて間違いない。たしかに結核病床

利用率をみると、1951（昭和26）年～1955（昭

和30）年までは軒並み90％を超える48）。結核の

ような慢性疾患の場合、患者の性別や手術等によ

る病室のゆとりを考慮すると、85％～90％の病

床利用率が適当だといわれる中でのこの数字で

ある49）。

患者が療養所に殺到した背景には治療成績の

向上がある。当時、清瀬病院長だった島村喜久

治が「『療養所とは肺結核患者を治療する病院

である』という定義さえおかしくない時代がき

た」50）と述べるように、治療内容の変化ととも

に戦後の療養所は大きくその役割も変えたので

ある。

図7は国立療養所の治療方法や施術件数の変

化である。この図をみると1950年代前半は胸
きょう

膜
まく

腔
こう

に空気を入れて肺を縮め病巣の安静を図る

図７　国立療養所における外科療法の推移（1949－1965）

注1）厚生省『国立療養所年報』（昭和24年～昭和40年）から作成。
注2）「人工気胸術」の49年、50年は患者実数、それ以降はのべ送気回数。
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人工気胸術やその応用である人口気腹術、さら

に菌の発育を抑える虚脱療法（胸郭形成術、横

隔膜神経捻除術、胸膜外気胸術等）が治療の中

心であった。ところが、その後はしだいに病巣

部そのものを除去する直達療法（肺切除術、空

洞吸引術、空洞切開術）が増えていく。

外科療法の進歩と併せて治療法に革命的とも

いえる影響を及ぼしたのが化学療法である。戦

時中に米国で発見されたストレプトマイシン

（以下、ストマイ）は、日本でもすぐにその効

果が話題となる。すでに1948（昭和23）年9月

の新聞で予防衛生研究所梅沢浜夫は「結核性疾

患に悩む人々が現在その最後の希望をストレプ

トマイシンにかけていることは誰でも知ってい

る」51）と述べ、翌年12月になると結核予防会

結核研究所隈部英雄は「ストマイは用いるにし

てもあくまで従来の療法を行うと同時に試むべ

きものである」52）とその治療法にまで言及した。

ストマイの正式輸入が1949（昭和24）年2月、

ストレプトマイシン研究協議会の慎重な審査を

経て製造許可が下りたのが1950（昭和25）年

10月、本格的な製造開始が1951（昭和26）年

である。ストマイへの強い関心はかなり早くか

らあったといえる。

結核予防会は1950（昭和25）年3月に結核に

関する意識調査を実施した53）。調査項目で「結

核に特に効く薬や療法があると思いますか」と

尋ねると、男性の47.5%、女性の35.6%が「あ

る」と答えている。また若い年代ほど「ある」

の回答率が高かった。さらに「それはどんなも

の（薬や療法）ですか」（括弧は筆者）と尋ね

たその結果が図8である。ストマイは歴史のあ

る人工気胸術や外科療法と比べてもかなり高い

認知度であった。よって、特効薬ストマイを必

死になって求める患者も多い。公務員の初任給

5千円54）の時代にストマイで完治するにはおよ

そ4万円の費用が必要である55）。ストマイ1本

を求めて「なけなしの着物や、タンスを売る」
56）者も現れる始末で、国内生産が始まる1951

（昭和26）年頃までは闇売買も横行した。その

後の化学慮法の普及は速くストマイの後にはパ

スやチビオンも使われるようになる。

1951（昭和26）年11月、厚生省は病院・療

養所の患者5,194人に対して実態調査を実施す
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図８　結核に関する男女・年代別調査（1950）

注）財団法人結核予防会『日本における結核の実態　1950』、1950年、112頁。
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るが、その際の治療内容の内訳が図9である57）。

化学療法による単独治療やほかの療法との組合

せを合計すると実に43％で化学療法が使われ

ている。

ところが化学療法の普及は療養所の退潮を進

める原因にもなる。図10から平均病床利用率

と平均在院日数の変化をみると、平均病床利用

率が90％代を維持するのは1951年～ 1955年の

わずか5年間で1959（昭和34）年には80％を

割っていた。同じ病床率の変化を国療に絞って

みると、90％を割るのが1955（昭和30）年、

80％を割るのが1964（昭和39）年で国療の減

少幅の方がやや緩やかであったが大きくは変わ

らない。

一方、在院日数をみると1950年代の国療は

平均の倍近くある。先の施設数（図2）と併せ

て考えると、戦後しばらくの間、結核医療にお

いて国療の果たした割合は極めて大きかったこ

図９　施設内患者治療概況（1951）

図10　在院日数及び病床利用率の変化

注）厚生省『昭和26年11月　施設内結核患者実態調査報告』、1951年。

注）厚生省『国立療養所年報』（1950－1974）より作成。
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とがわかる。

戦後における療養所の時期区分を考察する際

に最も注目すべき点は、結核が治る病気になっ

たことである。患者が快復を願って療養所に殺

到したこの時期こそ、人々の療養所に対する意

識の変化が象徴的に表れていると思われる。

よって、戦後においては化学療法が登場する

1950年頃の一時期が療養所史を画したと判断

する。

おわりに

本稿は結核療養所の歴史を踏まえてその時期

区分を検討した。まず戦前期は病床数や療養所

数さらに待機日数や療養所完成までの日数など

から考察し、人々の療養所に対する意識の変化

を探った。また戦後期は治療内容の変化、病床

数やその利用率などを使って同様の分析を試み

た。

療養所の時期区分はこのほかにも様々なテー

マを使って考察できる。たとえば、東京の清瀬

にあった国立療養所清瀬病院の同窓会記念誌58）

は、1931（昭和6）年に東京府立清瀬病院が発

足して以降の歴史を「患者」を軸に区分した。

すなわち第1期「隔離と収容の時代」（1931年

～ 1945年）、第2期「混乱を経て躍進の時代」

（1945年～ 1956年）、そして第3期「安定それ

から転換の時代」（1956年～）である。さらに

第2期を「荒廃と混乱の時期」（1945年～ 1950

年）と「新しい秩序に向けた躍進の時期」（1951

年～ 1956年）に分けている。「1956年」に着目

した検討は本稿にはなく、何を視座とするかに

よって時期区分は大きく異なることがわかる。

冒頭にも述べたが、日本の結核療養所は膨大

な患者数と入院期間の長さにおいて特異な施設

である。結核療養所の情報発信力や社会的影響

力を分析するという本研究の大きなテーマから

しても、今回の時期区分の考察を踏まえてさら

に「患者」を軸とした時期区分の検討があらた

めて必要であると思われる。この点を今後の課

題としてまとめとする。
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合衆国における耐久消費財の普及と背景（Ⅰ） 
― 自動車社会の基盤形成と初期の自動車製造を中心に ―

石川　和男

はじめに

20世紀の世界は、あらゆる分野に自動車が

大きく影響したといっても言い過ぎではないだ

ろう。19世紀後半に欧州で発明された自動車は、

合衆国で開花した大量生産と大量販売によって、

社会を大きく変化させた。また、第一次世界大

戦後から第二次世界大戦にかけては、自動車が

欧米から紹介され、輸出されたことにより、各

国や各地域の社会を変化させていったといえる。

わが国においても、1920年代後半からは合衆

国の大メーカーによるノックダウン生産が開始

されるなどの動きがあった。また、それが

1930年代には、わが国国内の自動車製造業者

の誕生を促し、大規模製造へと発展することと

なった。

本稿では、欧州ではなく、合衆国で自動車社

会が形成され、誕生した背景について取り上げ

る。特に耐久消費財としての自動車が合衆国社

会に浸透し、人々の生活になくてはならない製

品として位置づけられていった背景から掘り起

こしていきたい。また、当時、自動車製造を手

がけようとした人々、実際に大量生産を軌道に

乗せたFordを中心として、自動車の大量生産

が合衆国社会に与えた影響についても考察して

いきたい。さらにFordは大量生産を軌道に乗せ、

自動車を人々の移動の道具や仕事の道具として

の必需品としたが、それが次第に付加価値を有

し始めた時期におけるGeneral　Motors（GM）

内でのさまざまな動きを取り上げていきたい。

そして、自動車製造業者にとっては、製造にお

ける効率性の向上だけではなく、それを使用す

る顧客を見据えたマーケティング活動の萌芽と

もされる一面を取り上げ、合衆国のマーケティ

ング形成期における当該活動の核となった事象

についても考察していきたい。

　

１．�19世紀後半から20世紀はじめの
　合衆国の生活

（1）都市の変容と交通網の発達

合衆国では、1880年から1920年頃までが、

生産者資本主義から消費者資本主義への転換期

であった。ピューリタン精神を支柱に蓄積や生

産に携わった人々は、南北戦争後、消費志向を

強めることとなった。この間、合衆国では人口

2,500人以上の都市が3倍に増え、都市人口が

1880年の28%から1920年には農村人口を超え

た（Davis［1972］p.601）。したがって、合衆

国の都市化は既に20世紀になる頃にはかなり

進んでいたことになる。

また、19世紀の終わりから20世紀にかけて、

合衆国の都市化と新中産階級の急増により、都

市住民の工場や事務所への通勤態様が変容した。

南北戦争前後までは、都市に工場や事務所が所

在し、多くの人々は徒歩で通勤していたが、人

口増加により、オムニバス（馬車）や鉄道馬車、

New Yorkではフェリー通勤も見られ始めた。
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こうした交通機関の発達は、最富裕層を都市郊

外へ転居させ、1865年から1900年にかけては

「鉄道の郊外」が形成された。特に合衆国の都

市と郊外は、1887年に発明されたトロリー（市

街電車）の普及によって変化し、軌道は都市中

心部から郊外へと放射状に延びた。1890年に

は鉄道馬車軌道が5,700マイル、ケーブルカー

が500マイル、市街電車が1,260マイルであっ

たが、1893年になると250以上の会社が認可さ

れ、12,000マイルの軌道のうち6割が電化され

た。1900年には全国3万マイルの軌道が電化さ

れ、馬車鉄道は衰退することになった（秋元

［1995］pp.150-152）。さらに電車通勤範囲を超

えた郊外の住宅地では、多くの中産階級が自動

車通勤を始めるようになった。市街電車は

1917年の72,911台、乗客数は1923年に157億

人でピークであった（秋元［1995］pp.154-

155）。このように南北戦争後になると、合衆国

での交通手段は馬車、鉄道から始まり、決して

自動車からではなかったことがわかる。しかし、

次第に自動車がそれらから主要な交通手段とし

ての地位を奪うことになった。

（2）耐久消費財の普及による生活の変化

合衆国では、自動車が中産階級から労働者階

級に浸透すると、人々の生活は一変した。Lynd

ら［1929］による調査では、Indiana州 Muncie

では19世紀後半には、住民が自発的で自然な

疎外されない生活を送り、熟練技術を活した製

造職に就き、日々の労働に満足し、余暇は歌、

朗読、散歩、ハイキング、キャンプなどを楽し

んだとされる。そして日曜日には、哲学、倫理、

政治の議論をしたことを伝えている。しかし

1924年になると、 Muncieには町外から文明が

侵入し、職人的熟練技能が不要となり、単調な

ものへと変化していった。広告、映画、ラジオ、

信用制度、自動車が生活の一部となり、余暇は

受動的で商業化し、非参加的になった。家庭は、

家族員が各々の仲間と余暇時間を過ごす基地に

変化した。休息日はレクリエーション日となり、

3分の2の住民は自動車を運転し、公的集まり

を自動車が阻むようになった（秋元［1995］

pp.153-154）。こうして自動車だけではないが、

多くの文明がそれ以前の人々の生活を大きく変

化させていた。

1920年には、合衆国では約半数の家庭が持

ち家となり、賃金上昇と建築費低下に後押しさ

れて1922年から29年にかけては、年平均で

88.7万戸が建設された。市街電車の通らない空

間を自動車が埋め、雇用地区の分散や人口密度

の低い住環境、新型住居を可能にした。一方、

1880年代以降、多くの商品の全国市場が形成

された。Kodak、CocaCola、Campbell、Cannon

など製造業者の製品ブランドが訴求され、消費

者は店舗や商店主の信用ではなく、ブランド

（名）で商品を購入するようになっていった。

購入場所は、個人商店よりも百貨店や連鎖店な

どが多くなっていった。商品は包装され、家庭

内で作られるものは減り、家計の主機能は消費

となった。また、商品広告は、住民に意識的・

無意識的に新しい「消費者の倫理」を植え付け

た。売り手は、消費者に商品・サービスの快適

さと利便性を訴求した（秋元［1995］pp.155-

156）。マーケティングが世界各国や地域に紹介

されたのは、第二次世界大戦後であったが、既

に合衆国では大規模工場で、大量生産された製

品に対して、製造業者がブランドを付与し、ブ

ランドを直接顧客に訴求するようになっていた。

他方で、多くの学問は、欧州で誕生したとされ

るが、19世紀後半から20世紀初頭にかけての

このような状況を考えると、マーケティングが

合衆国で誕生したといわれるさまざまな要素が

あり、その背景が理解できよう。

合衆国では消費者における購買力の増大は、



合衆国における耐久消費財の普及と背景（Ⅰ）― 自動車社会の基盤形成と初期の自動車製造を中心に ―

― 25 ―

1920年以降顕著になり、1914年頃からその兆

候が見られた。商業的利用でも国民生活をスピ

ード・アップする効果でも、自動車が貢献した

（Griffin［1926］井上抄訳［1991］pp.126-127）。

そして合衆国では、1920年代に「耐久消費財

革命（Consumer Durables Revolution）」が起こ

ったとされる（Olney［1991］）。これは単に価

格と所得の相対的変化では説明できない需要変

化であり、耐久財需要の価格・所得弾力性が増

加したことによる。耐久消費財は自動車・自動

車部品、その他モーター車、馬車、家具、ラジ

オ、蓄音機などであった。1920年代には新車

（70%）、中古車（65%）、家具（70%）、ラジオ

（75%）、ピアノ（90%）なども信用販売された

（秋元［1995］p.156）。このように耐久消費財

の普及には、信用販売が効果的に作用した。そ

れ以前は各店舗では、顔見知りに顧客に掛売を

することがあったが、割賦販売に代表される信

用制度の普及が耐久消費財普及の一助となって

いった。

合衆国の自家用車世帯普及率は、1920年に

26%、1935年に55%となった。都市の持ち家

率は1910年に38%、1920年に41%、1930年に

46%となった。電灯普及率は、1920年に35%、

1930年に68%となった。図表1に示したように

電気冷蔵庫、電気洗濯機、真空掃除機も急速に

普及した。そして、多くの耐久消費財は1920

年代には価格がほぼ一定になった（秋元［1995］

p.158）。このように多くの耐久消費財の価格が

安定してきたことも、その普及を促進させる基

となった。

合衆国では1920年代には、所得分配の不公

平が拡大したが、1930年時点のFordの従業員

100家族調査では、平均年収1,700ドル、自動

車47、ラジオ36、ミシン5、真空掃除機19、電

気洗濯機49、アイロンは98家族が所有してい

た。59家族は家具、家電製品、自動車購入に

おいては割賦契約をしていた。また1920年代

の株式ブームは、当初は経済拡大を反映するも

のであった。株式ブームにより、最上位5%の

所得階層が個人所得総額に占める割合が、1920

年の25.7%から1929年の32%へと上昇した。

そして、高額所得者の貯蓄性向が高かったため、

1920年代には合衆国では貯蓄率が上昇した。

高額所得層は自動車や住宅を購入し、彼らは株

式や銀行預金のような金融資産に資金を投じて

いた（秋元［1995］pp.164-168）。このように

合衆国では、早くから株式ブームが起こり、そ

の結果として富裕層が一定割合で誕生した。一

方、貧富の差も拡大したが、富裕層や中産階級

といった層が耐久消費財の普及を牽引した。

住宅及び耐久消費財は、多くの国民が体験し

たことがない都市型、郊外型の生活を約束する

製品であった。そこに自動車、電灯、ラジオ、

家電製品、合成繊維に対する爆発的な需要が起

こった。一般に新製品の投資曲線は、緩いS字

型曲線とされる。そして、成長期における高い

産出とその後の自律的な動き、需給ギャップの

消滅に伴う投資の低下が起こるとされる。また、

消費と実質所得の関係は、この時期の広告と信

用販売の普及が消費関数を上向きに変化させた。

ただ所得増加は、生産性の伸びを下回り、消費

関数の変化は一時的であった。他方、合衆国で

の新しい住宅建築は1925年から26年がピーク

であり、その後は非居住建築や公共建築が増大

図表１　冷蔵庫を持つ家庭数　（%）

年 総数 氷 電気
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

18
48
48
72
91
90
99

18
48
40
27
11

 8
44
80

99
（出所）Lebergott［1976］p.259
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し、大恐慌の起った1929年までは高水準であ

った。これらは戦争による積み残し需要、賃金

の安定、郊外化の進展、安価な建築費用が貢献

した。しかし、1924年以降、人口増加が鈍化し、

1926年以降は住宅建設が頭打ちになり、家賃

も下がった。住宅が過剰供給となり、住宅資金

は貸付に依存し、ローン残高は1919年の80億

ドルから1929年の270億ドルに上昇した。1925

年のFlorida不動産ブームは、富裕層の夢を実

現させるものであった。その根拠には自動車普

及、余暇の増大があった。しかし投機が進行し、

10%の頭金で取得した宅地には住宅を建てず、

転売益を目的とするような面も見られたが、投

機ブームは1926年秋のハリケーンの来襲によ

り、1928年に崩壊した（秋元［1995］pp.164-

167）。一般に資本主義経済社会においては、好

況と不況が循環するが、1920年代の合衆国に

おいても観察可能である。ただ、好況と不況を

繰り返しながらも、1929年に大恐慌が起こる

前までは、住宅建築をはじめ、耐久消費財の購

買において合衆国の人々の購買意欲は非常に旺

盛であった。

（3）自動車がもたらした生活の変化

合衆国では自動車の影響で、道路建設が復活

し、有料道路時代を思い出させた（Ropley

［1915］p.346）。1890年代には自転車が流行し、

1896年に農村への郵便無料配達制度の導入、

農村交通を都市と同様にしたい願望が道路改善

運動につながった（Faulker［1959］小原訳

［1976］pp.654-655）。特に自動車は人々の生活

を変化させ、文明の象徴となった。1920年代

には自動車で余暇を楽しむことが一般的になり、

1926年には約5,400カ所のモーター・キャンプ

場が全国に点在していた。さらに「自動車の普

及は階級や人種の壁を越え、金持ちと貧乏人、

白人と黒人、皆平等に同じ型の車に乗ることを

可能にした。……社会が個人に強制するのでは

なく、個人個人が自分の意志で行動する新しい

社会的な基礎を自動車がもたらした（Flink

［1975］秋山監訳［1982］pp.181-182）」。こう

したモータリゼーションは、社会文化的側面

への影響も大きかった。また自動車の耐久性

能の向上、燃費改善、自動車レース、展示会、

各種メディアでの宣伝、補修サービス、割賦

販売など、自動車製造業者のマーケティング

活動は、自動車普及に大きな役割を果たすよ

うになった（孫［2003］pp.36-37）。

欧州では自動車は富裕層の道楽玩具から始ま

ったが、合衆国での自動車は、農村でその普及

が進んだことから、都市と農村の生活格差を埋

める道具としての地位が与えられていった。ま

た、自動車が生活必需品となるにしたがい、合

衆国での人々の生活の一部を変化させただけで

なく、生活の大部分、さらに社会全体を変化さ

せた耐久消費財となった。

２．自動車工業の発展とその普及

（1）19世紀後半からの自動車工業の勃興

1880年代まで、合衆国での主な富の源泉は

農業にあったが、1890年の国勢調査では製造

工業が首位となり、10年後には工業製品価額

は農産物価額の2倍を超えた。1860年に生産高

では上位4工業、1914年には上位6工業のうち

4つ、1919年には3つが農林業に由来し、農産

物を原料とする製造工業が支配的であった。一

方、鉄鋼生産が1914年には2位となり、輸送用

生産物（車両建造・修理業と自動車工業）が上

位10部門に登場し、1900年から1914年には自

動車工業が機械部門から分かれて8位になった。

1929年には自動車工業は、車体と部品を除い

て首位となった（Faulker［1959］小原訳［1976］

pp.513-517）。このように自動車は、急速に製
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造工業においての地位を上昇させていった。

また、新しい発明は、多くの製造工業を生成

した。これらには運輸設備の製造、電信・電

話・ラジオ・照明・家庭器具などの家電製品、

自転車、自動車、航空機などがあり、1865年

以降、農業機械のほか、多くの工業を刺激する

ようになった（Faulker［1959］小原訳［1976］

p.521）。耐久財、特に生産者向けの耐久財は生

産手段であり、非耐久財は消費手段である。工

業生産は、生産手段の増大と新興産業の発展に

依拠した。個別部門では、1921年から1929年

には非鉄金属155%、機械118%、鉄鋼、同製品

107%、運輸設備103%であり、自動車、アルミ

ニウム、ラジオ、映画用機械、航空機、人絹の

増加が顕著であった。消費財では食料品工業43%、

繊維工業33%などの伸長が著しかった（神野・宇

治田［1948］p.188）。これらの発明は、すべて合

衆国で誕生したものではないが、合衆国では発明

された製品を製造し、それを受容する市場が存在

したことが、各産業の発展を支える基盤となった。

合衆国では自動車産業は、1890年代に出現し、

1900年を過ぎてその重要性が認められ始めた。

1904年の合衆国における自動車生産台数は2万

2,000台であった。そして1920年代初めには、自

動車産業が世界最大の製造業に成長した（Krooss 

and Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］p.441）。

自動車は、経済・社会生活に大きな影響を及ぼ

した。それは資金（money）、市場（market）、

人間（men）、機械（machine）、資材（materials）、

組織（methodology）、管理（management）とい

う企業や経営における「7M」以外でも、生活

のあらゆる場面に影響した。たとえば、有料道

路や道路沿いのホテルなどの古い産業を再興さ

せ、広告、ガソリン・スタンド、モーテル、野

外映画劇場などの新産業を誕生させた。そして

先にも取り上げたように自動車は、人々に郊外

や準郊外への居住を可能にし、都市を大都市圏

に成長させ、可処分所得の5%を自動車購入や

維持費に費消するようになった（Krooss and 

Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］pp.470-471）。

このように自動車は、当該市場を拡大しただけ

ではなく、関連する多くの市場を形成し、発展

させるエンジンともなった。

自動車の急速な普及により、「市街電車の郊

外」の様相も変化した。欧州で発明された自動

車は、当初、金持ちの奢侈品であった。合衆国

でも1920年以前は鉄道が専用軌道を走り、自

動車道路や都市間道路は未整備であった。自動

車運転は冒険であり、スポーツであった。それ

でも企業は自動車を生産し、1908年には24企

業が比較的安価な自動車を生産していた（秋元

［1995］p.152）。FordのModel Tは家族全員が乗

れ、個人が運転、整備でき、修理も簡単であっ

た。一方、農産物価格が上昇し、1900年代は

農村は好景気であった。本格的な農村向けの自

動車販売は、FordによるModel Tの開発前後に

おいてであった。当初から農村での自動車普及

率は高く、1926年には Iowa州では自作農の

93%、小作農の89%が所有するようになってい

た。農村での自動車利用は、農民の孤立感を緩

和し、買い物やレジャーの行動半径を拡大させ

た（秋元［1995］p.159）。図表2からわかるよ

図表２　T型の販売額、シェア及び価格
　　　　（1908 ～ 1916年）

年 T型車
販売額

シェア
（%）

価格
（ドル）

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

　5,986
　12,292
　19,293
　40,402
　78,611
182,809
260,720
355,276
577,036

　9.4
　9.9
10.6
20.3
22.1
39.6
47.6
39.7
37.8

850
950
780
690
600
550
490
440
360

（出所）Norris［1990］p.164
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うにModel Tは、発売当初からかなりの勢いで

販売台数が増え、そのシェアは上昇し、価格は

一貫して下がるという状況が生まれた。

（2）大衆自動車（低価格車）の普及

合衆国では、低価格車が実現したことにより、

自動車の奢侈品イメージは次第に消えることと

なった。そして自動車は、初期の裕福な資産階

級から大衆に普及し、消費市場は急拡大した。

1912年頃からは1人あたり実質国民所得が、

Ford Model Tの小売価格を上回り、大衆にも自

動車に手が届くようになった（孫［2003］p.35）。

1913年になると、合衆国での自動車登録台

数が100万台を超え、道路整備の必要性が各業

界で叫ばれ始めた。そこで政府は1916年に連

邦道路法を制定し、ハイウェイ局を設置した州

には補助金を支出することとした。1921年の

連邦道路法では、20万マイルの道路を1級に認

定し、費用の半額の連邦補助金を支出した。翌

年、合衆国は公共道路局を設置し、人口5万人

以上の全都市間を結ぶ計画が進捗した（秋元

［1995］p.154）。このように合衆国では、自動

車産業が他の国や地域よりも早くから発展した

のは、自動車製造業を中心とした自動車産業自

体の努力だけでなく、自動車が走行できる基盤

整備が進捗したことも影響していた。

合衆国における価格要因以外の自動車普及要

因では、先にあげた道路建設のほかに、交通規

制、自動車登録と運転免許制度の確立があった。

自動車普及と安全走行には、やはり、法令関係

の整備が必要であった。1920年代、合衆国の

大都市には自動車道路網が建設され、道路建設

が伸張し、自動車利用に適した道路システムは

完成間際であった（Flink［1975］秋山監訳

［1982］p.203）。また自動車登録制度は、1910

年は36州で義務づけられた（Flink［1975］秋

山監訳［1982］p.27）。そして、1910年から

1929年にかけての自動車普及率は、1,000人に

5台から189.9台にまで上昇した。図表3を見れ

ばわかるように、合衆国は一気に自動車社会と

なり、自動車は人々の生活に必要不可欠な耐久

消費財となった（孫［2003］p.37）。

自動車は、消費者にとっては住居に次いで、

2番目に高額な支出である。これは現在の社会

においても同様である。ただ、耐久消費財とし

てはなかなか信頼されず、製造業者は製品の信

頼性向上のため、修理施設を用意する必要があ

った（塩地・キーリー［1994］pp.51-52）。合

衆国において、自動車は低価格車の登場と大量

生産体制により、大量販売が開始された。一方

図表3　合衆国における乗用車の登録台数と普及率の増加　（1910-1929年）

年 乗用車工場
出荷台数 登録台数 1000 人あた

り登録台数 年 乗用車工場
出荷台数

登録台数 1000 人あた
り登録台数

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

　　　181 千台
　199
　356
　462
　548
　896
1,526
1,746
　943
1,652

　　　458 千台
　619
　902
1,190
1,664
2,332
3,368
4,727
5,555
6,679

　　5.0 台
　6.6
　9.5
12.2
16.8
23.2
33.0
45.8
53.8
63.9

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

1,906 千台
1,468
2,274
3,625
3,186
3,735
3,692
2,937
3,775
4,455

　8,132 千台
　9,212
10,704
13,253
15,436
17,481
19,268
20,193
21,362
23,121

　　74.6 台
　84.9
　97.3
118.4
135.3
150.9
164.1
169.6
177.3
189.9

（出所）塩見編［1986］p.205
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で、製造業者には生産とともに流通についても

も重要な課題となった。生産過程の変化による

競争上の優位は、流通過程もそれに連動しなけ

ればならない。また、自動車販売に付随する補

修、割賦販売などのマーケティングも、流通過

程の組織化と管理が必要であった。そこで大規

模自動車製造業者は、1910年以降、製品の流

通過程の組織化と管理に着手するようになった

（孫［2003］pp.37-38）。ここでは大規模自動車

製造業者が、生産だけではなく、早くから販売

にも関心を払っていたことがわかる。

また一般に、当該製品が浸透していない市場

では、製造業者が特段の努力をしなくても、当

初は製品は販売可能である。ただ、消費が一巡

し、多くの消費者が当該製品を手にしたときに、

漸くマーケティングの重要性に気づき、当該活

動を展開するようになる。合衆国では多様な大

規模製造業者が、早くから市場対応を開始した

ところに、マーケティングの母国としての背景

が観察できる。

（3）自動車需要の変化

合衆国では、1920年以降、自動車産業は生

産過剰状態に陥った（Hewitt［1956］p.61）。一

方、消費市場も飽和化し、買換需要が自動車需

要の中心となり、中古車割合が急増した（孫

［2003］pp.41-42）。そのため、1921年以降は、

最低価格車の購入傾向は逓減した。そこで自動

車は全系列で改良され、多様な装備が追加され

るようになった。特にオープン・カー（無蓋

車）からクローズド・カー（有蓋車）への移行

は、改良の代表であった。ただクローズド・カ

ーを大量生産した影響は、販売価格には反映せ

ず、価格の変化はなかった（Griffin［1926］井

上抄訳［1991］p.126）。図表4からわかるよう

に、1919年に生産比率でおよそ1割であったク

ローズド・カーは、6年後には6割を超えてい

る。ここではわずかの期間でいかに大きな自動

車の形態変化が起こったかがわかる。

市場の性質変化は、価格の重要性が薄れたこ

とも意味した。当初、自動車需要は価格弾力的

であった。そして価格引き下げにより売上高は

それ以上の比率で増加した。しかし、1920年

代初期には自動車需要は所得弾力性を強め、自

動車の売上高は、価格の関数よりも、消費者所

得の期待との関数となった（Herman and Gilbert

［1972］鳥羽他訳［1974］p.458）。つまり、顧

客は、低価格や値下げに対して以前のようには

反応しなくなり、購買製品選択の要素として、

価格以外に重きを置き始めるようになったため

である。

また、耐久消費財の取替需要は時間経過によ

り、その重みを増してくることになる。過去の

取替需要は、毎年の自動車登録台数、生産台数、

輸出入台数データを、毎年の配車台数と取替を

要する台数＝取替需要として把握できる。図表

5は、合衆国における1910年以降の廃車台数を

示しており、年度によってバラツキはあるが、

全体的に廃車台数が上昇していることがわかる

（Griffin［1926］井上抄訳［1991］pp.122-123）。

この廃車台数の上昇は、当然のことながら耐久

消費財とはいえ、製品寿命があること、さらに

マーケティングにより、新車への買換えが進ん

だことを示している。

そして、合衆国において、取替需要が市場で

図表４　クローズド・カーの生産比率

年次 生産比率（%）
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

10.3
17.0
22.1
30.0
34.0
43.0
61.5

（出所）Griffin［1926］井上抄訳［1991］p.126
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大きな割合を占めるようになったとされるのは、

1910 ～ 1914 年（17.6%）、1915 ～ 1919 年

（19.3%）、1920 ～ 1924年（33.1%）のように5

年ごとの区切りではあるが、かなり取替需要

が発生していることがわかる（Griffin［1926］

井上抄訳［1991］p.123）。

さらに廃車台数の予測は、将来の自動車工業

にとって、生産台数を決定する上でも意義があ

る。増加車両数は、廃車された代替を要求し、

新規顧客数が増加しなくても、同水準での自動

車需要が維持可能である。つまり、取替需要が

新規需要を補填する。年間400万台の生産を継

続（年間約20万台の輸出が含まれる）するには、

自動車工業は新規購入客開拓が必要である

（Griffin［1926］井上抄訳［1991］pp.124-125）。

Griffinは、合衆国では1926年（200万人）以降、

1927年（170万人）、1928年（150万人）、1929

年（120万人）、1930年（90万人）というよう

に、これだけの新規購入客を開拓しなければな

らないとした。

1925年にはCalifornia州では、自動車登録比

率は2.8人に1台であった。これを合衆国全体

に対応させると、1930年には4,370万台が登録

される予想であった。ただ、1929年に発生し

た大恐慌により、この通りにはならなかった。

他方、1921年以降の自動車価格の低下は、ド

ルの一般的な購買力の減退に原因があったが、

1914年よりも低い水準で価格設定がされてい

た。第一次世界大戦中には、戦時中の自動車価

格上昇は、他商品よりも低かった。それ以降、

全般的な価格低下の中で、自動車は他の商品よ

りも下落した。しかし、製品自体がその仕様を

変化させたために、量的観点で価格変動を理解

することは困難である（Griffin［1926］井上抄

訳［1991］p.125）。図表6は、1915年以降の自

動車の平均価格を示している。FordのModel T

が、次第に価格を引き下げたことがしばしば取

り上げられるため、自動車の平均価格も全体と

して下降したと考えられるが、実際にはそうは

なっておらず、1910年代後半には上昇し、1921

年以降では下落することもあったが、Model T

のような価格変化を示してはいない。

1908年にFordの小型車は700ドル、6気筒の

高級車は2,500ドル以上であった。1924年に

Fordの小型車は260ドルになり、高級車は

1,700ドルになった。高級車も品質改善し、セ

ルフ・スターターがクランクに代わり、屋根付

図表６　自動車の平均価格　　

年次 平均価格（ドル）
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

900
800
800

1,150
1,175
1,275
975
875
825
825
865

（出所）Griffin［1926］井上抄訳［1991］p.126

図表５　自動車廃車台数　（1910 ～ 1924年）

年次 廃車台数（台）
　1910
　1911
　1912
　1913
　1914
　1915
　1916
　1917
　1918
　1919
　1920
　1921
　1922
　1923
　1924

　　24,148
　　50,662
　115,603
　　57,585
　　56,881
　371,196
　365,792
　　81,220
　126,303
　361,335
　256,253
　651,562
　934,115
　807,912
1,442,000

（出所）Griffin［1926］井上抄訳［1991］p.123
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き車が購入可能になった。取外し自在のリム、

自動給油装置、コード・タイヤ、全輪ブレーキ

などが採用された（Krooss and Gilbert［1972］

鳥羽他訳［1974］p.462）。こうして自動車のイ

ノベーションが積み重ねられ、自動車の品質が

改善されてきたことで、1925年には自動車の

平均耐用年数は約6年半となり、走行距離は2

万 5,000マイルになった（Krooss and Gilbert

［1972］鳥羽他訳［1974］p.459）。特に消費者

には、経済的に豊かになると価格志向よりも、

自動車が自己主張をする製品としての位置づけ

をより重視するようになったため、車体の色や

型式がより重要になった。つまり、自動車製造

業者も、顧客に訴求する要素を価格一辺倒とす

るのではなく、他の要素により訴求することも

必要となった。しばしばマーケティングの教科

書では、後者に力点を置いたGMがその後の自

動車業界での競争をうまく進めたことが強調さ

れてきた。

（4）自動車が合衆国社会に与えた別の側面

経済学者たちは、自動車の経済的利益に強い

確信を抱いていた。しかし、自動車による他の

社会的要因を強調する思想家たちは、悲観的な

見方をしていた。伝統的な道徳観念は、自動車

が消費や豊かさの象徴になるにしたがい、その

意味を喪失した。社会学者たちは、自動車が家

庭生活の規律に及ぼした影響に対しては、半信

半疑であった。彼らは自動車生産が精神生活に

与えた影響を取り上げたが、それは自動車が流

れ作業の過程と同義語であり、無味乾燥で機械

化された社会の縮図を示すものであった。その

面では人間の労働が、機械化された面を強調し

たようなところがある。ただ、時間が経過した

ことにより、これらの批判の多くは、その鋭さ

を喪失するようになった。それは、技術者らが

自動車産業に対する批判を、自動車の安全性に

向けるようになったからであった。合衆国では

長い間、自動車は人間の死亡原因の第7位であ

った。自動車事故による死亡は、1927年に2万

5,000人、1950年には3万5,000人に増加した。

しかし、登録された自動車台数と走行マイルを

考慮すると、自動車は危険な存在というより

も、むしろ安全な乗り物という主張もあった

（Krooss and Gilbert［1972］ 鳥 羽 他 訳［1974］

p.471）。それは人間の移動ということに焦点を

おくと、確かに自動車はその移動距離の割には、

他の移動手段に比べて、格段に安全な乗り物で

あるかもしれない。

他方、社会生態学者らは、自動車が社会を脅

かすとして告発した。彼らは自動車が大気汚染

の直接原因であると非難し、当該産業全体がこ

の問題に対策を講じていないと非難した。自動

車産業は、その安全性には多くの対策を講じ、

大気汚染にも種々の対策を講じてきた。ただ、

こうした改善は緩慢なものであり、多くの阻害

条件もあった（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽

他訳［1974］p.472）。さらに自動車が引き起こ

す公害などの側面は、合衆国では第二次世界大

戦後、社会的に影響力のある弁護士や大学教授

らが、交通事故による死者の増加とともにその

危険性を主張したが、大恐慌前の時期において

は、環境面への影響はそれほど大きなうねりに

なっていなかった。

３．�自動車における大量生産志向の芽
　生えと実践

（1）産業における自動車の地位向上

合衆国では、1910年から1920年の間に、自

動車産業が急速に発展した。前節でも取り上げ

たが、1900年の政府による製造業統計では、

自動車産業は独立した1項目として取り扱われ

ていなかったが、1923年には生産額では合衆
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国の産業の中で首位となった（Hewitt［1956］

p.11） 。図表7について、1914年と1929年の主

要工業の順位変化を見ると、1914年には農林

産物に由来する肉缶詰業が首位であり、1929

年には2位に下がったが、生産額は2倍強に増

加した。一方、自動車産業の順位は、1915年

の8位から首位まで上昇し、生産額は7.5倍に

も増加した。いかにこの間の自動車産業の成長

力は強力であったかがわかる。

合衆国における1920年代の経済成長の中心

は、製造業と建設産業であり、製造業は自動車

と自動車関連産業が中心であった。自動車と鉄

道の鉄鋼消費は1920年代に逆転し、鉄鋼製品

ではレールや鋼板生産が減少し、反対に薄板圧

延鋼板などが増大し、重量構造材よりも軽量材

や新合金において需要が変化した。自動車産業

の後方連関については、鉄鋼以外でゴム、板ガ

ラ ス、 石 油 な ど が あ っ た（ 秋 元［1995］

pp.162-163）。図表8を見ると、1920年代に鉄

鋼の消費率が変化したのは、鉄道産業において

は次第に減少したが、自動車産業で消費される

鉄鋼割合が上昇していることが理由であること

がわかる。

合衆国の国内政策は、1930年代までは保護

関税制度とは対照的に自由放任であった。1887

年の州際商業法と1890年のシャーマン反トラ

スト法による統制があったが、製造工業は州際

商業の自由に助けられた面もあった（Faulker

［1959］小原邦訳［1976］p.520）。また合衆国

の製造工業は、発展過程で多様な影響を受けた

図表７　主要工業の順位変化

順
位

1860 年 1914 年 1929 年
工業（生産額 1百万ドル） 工業（生産額 1百万ドル） 工業（生産額 1百万ドル）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

製粉業
綿製品
製材業
製靴業
鋳鉄及び機械
衣料
皮革業
羊毛製品
飲料
蒸気機関
鋳鉄
鉄加工品
食料品
印刷
車両

249
116
105
92
89
88
76
66
57
47
37
37
32
31
27

肉缶詰業
鉄鋼製品
小麦粉製品
鋳鉄及び機械
木材製品
綿製品
車両
自動車
製靴業
印刷・出版
パン
婦人衣料
男子衣料
製鋼業
飲料

1,652
919
878
867
715
677
510
502
502
496
492
438
458
444
442

自動車
肉缶詰業
鉄鋼製品
鋳鉄及び機械
石油精製
電気機械
印刷・出版
婦人衣料
自動車車体及び部品
パン
綿製品
木材製品
車両
煙草
小麦粉製品

3,723
3,435
3,366
2,791
2,640
2,301
1,738
1,710
1,537
1,526
1,524
1,273
1,184
1,067
1,060

（出所）Faulker［1959］小原邦訳［1976］p.517（一部改）

図表８　生産額に占める産業の鉄鋼消費比率
 （単位 :%）

産業 1922 年 1926 年 1929 年 1939 年
鉄道
建設
自動車
石油･ガス･鉱業
輸出
食料品容器
機械
農業
その他

22
15
10
10
7
4
－
4
28

23.5
19.5
14.5
　9.5
　5　
　4　
　4　
　4　
16　

17　
16.5
18　
10.5
5.5
5　
3　
5.5
19　

9.3
13.1
18.1
5.5
6.5
9.4
3.8
1.9
32.4

（出所） Bernstein益戸他訳［1991］『アメリカ大
不況』p.62
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ため、欧州のそれとは異なるものとなった。合

衆国では、ほとんどの時代に労働力が不足して

いたため、それが労働を節約することを促進す

る機械発明の原動力となった。合衆国での生産

物は、主に機械で製造されるものであった。そ

して、手工業生産に代わり、機械の代替による

大量生産は、芸術的で精巧で美的な部分を犠牲

にした。靴や自動車の例外はあるが、欧州の消

費財は合衆国よりも品質に優れ、芸術的であっ

た（Faulker［1959］小原邦訳［1976］pp.523-

524）。こうして合衆国では、大量生産の発展で

完成品生産が増え、原料生産高が約2倍になっ

た。同時に、消費者が必要な財よりも、資本設

備に使用する財（機械、道具及び生産用具）が

重要になった。Fordは「大量生産は、力、正確

性、組織性、連続性、速度などの諸原理をある

工業製品に集中させることである。……そして、

その通常の結果は、標準的な原料、技能及びデ

ザインによる有益な商品を最低の費用で大量に

生み出す生産的組織（Ford［1926］pp. Vol.Ⅱ

p.821）」と述べていることからも、機械による

大量生産の重要性が分かる。

また大量生産は、1790年以降、部品の標準

化と互換的な機構を、Eli Whitneyが銃砲製造に

応用したことで知られるようになった。このよ

うな大量生産の発展は、互換的機構での技術・

発明の進歩、資本の利用可能性、生産物が吸収

可能な全国的市場を基盤としていた（Faulker

［1959］小原邦訳［1976］pp.526-527）。別の見

方をすると、合衆国は大量生産により、生産さ

れた製品を受容可能な大きさの市場が、当初か

らあったことになる。その後次第にマーケティ

ングにより、市場を形成・拡大したが、第1節

でも取り上げたように市場形成・拡大の努力以

前から受容するに十分な受け皿が既にあったと

とらえられよう。

（2）大量生産以前の自動車産業の成長　

合衆国では、1923年まで自動車需要が増加

したことで、製造設備は不足しがちとなった。

自動車産業では、その販売可能性の判断を誤り、

技術的に最も望ましい型、消費者の嗜好に訴求

する型を発見する過程では、多くの実験を行っ

てきたが、特殊設備の能力が活されないことも

あった（Epstein［1928］p.243）。自動車産業の

成長過程は、便宜上3つに区分されている。そ

れは①生産と財務問題がその他あらゆる問題に

比べて大きな意味を有した1893年から1900年

の開拓期、②中心問題が生産や財務から経営管

理やマーケティングに移行した1900年から25

年の大量生産体制拡張期、③労働組合や社会生

態学の問題が重大化した1925年以降の成熟期

である（Kroos and Gilbert［1972］ 鳥羽他訳

［1974］p.442）。これらの区分では、自動車の

製造自体よりも、自動車を取り巻く環境が大き

く変化したことによる影響により、自動車産業

の成長過程を区分するものとなっている。

黎明期の自動車工業では、蒸気力による1世

紀に及ぶ実験の後、1893年になって漸く実用

的自動車が製作された。しかし、1903年以前

における自動車工業は不安定であり、初期の実

験は主に欧州で行われ、合衆国よりも以前から発

展していた。合衆国では、New York州Rochester

のSeldenが、1877年にガソリンエンジン車輌

を製造し、1895年に特許を取得した。この「馬

なし馬車」が1890年代に合衆国で紹介されると、

Dauley、Olds、Haines、Fordらの機械工が、電

気、ガソリン、蒸気、炭酸ガスやアルコールで

動く機械の組立てに次々と成功した（Kaempffert

［1924］chp.4）。また、自動車産業での企業者

活動は、この産業に携わろうと決意した事業家

ではなく、Duryea兄弟やApperson家、あるい

は自動車づくりに興味を持ち、他事業から転じ

た者たちであった。後者には、当時著名な自転
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車製造業者であったHope、有能なエンジニアで

あったWinton、ピアノ製造業者であったSteinway、

ガス事業者であったHaines、電線の製造者であ

ったPackard、風呂設備の取付工法を考案した

Buickらがいた。初期のそれぞれの製造業者は、

ガソリン、蒸気、電器の内燃タイプの自動車を

製造すべきか、奢侈市場あるいは大衆市場いず

れを標的とするべきか、自らの工場で何をつく

り、他の部品製造業者から何を購入すべきか、

どのようにすれば自己資本を最も有効に利用で

きるのかといった問題があった（Krooss and 

Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］pp.442-443）。

そして、自動車製造を手がけた者たちの夢は、

破れることになったが、Fordなどはその中での

成功者となった。

（3）初期の自動車製造業者

他方、1900年以降、合衆国の自動車産業で

は競争が激化し、自動車は急速に実用化された。

デザインが改良され、自動車人気が上昇した。

また、技術的に改良され、機械的訓練がない人

でも運転可能となった。ガソリン自動車では、

1900年には後ろ向き走行が可能となり、1913

年には実用的な自動スターターが発明された。

同年、自動車の生産台数は約56万9,000台、登

録台数は171万1,339台となり、自動車生産へ

の投資は4億ドルを超え、自動車の拡張とその

影響は次の15年間に現れることになった（Faulker

［1959］小原邦訳［1976］pp.653-654）。

合衆国の自動車産業は、1904年に2万3,000

台を生産し、付加価値は1,700万ドルであった

が、1929年には500万台を超え、付加価値は25

億ドルに増加した。1920年以降、自動車製造

業では、全製造業の労働者の約4%を雇用する

こととなり、非農業労働者のうち残り10%は、

自動車が創出した仕事に従事するようになった

（Krooss and Gilbert［1972］ 鳥 羽 他 訳［1974］

pp.470-471）。つまり、多くの労働者が、何ら

かの形で自動車産業と関わりを持つようになっ

た。1900年から1910年は、合衆国の自動車産

業生成時期であった。1900年には約300の企業

が自動車を製造したが、総生産台数はわずか

4,192台であった（Epstein［1928］p.30）。した

がって、20世紀になった直後は、その後隆盛

を極めた合衆国の自動車産業でさえ、まだまだ

緒に就いたといえる時期ではなく、自動車製造

を多くの企業が模索していた時期ととらえられ

る。

1904年頃までに生産された自動車は、主に

単気筒か2気筒であった。それらは軽量でバギ

ー、キャリエージあるいは自転車に近いもので

あった。次第に4気筒車が生産されたが、重く、

強力で高価であった。小型で強力な高速自動車

は存在せず、望ましい性能実現には大きさと重

量が要求されるようになった。自動車需要は、

上流階層に依拠したものであり、高価格で高馬

力車の市場が形成された。これは1904年から

1909年頃に拡大した。1910年以降、4気筒車が

標準になったが、次第に軽量車もつくられ始め

た。設計が改良され、新生産方法と組み合わさ

れたことで、優れた4気筒車を低廉な費用で製

造可能となった。そのために、重量車への需要

は止むこととなり、軽量で安価な自動車への需

要が急拡大した。ただ、1903年に自動車業界

で上位グループを構成していた8～10社は、

1904年から1905年の好況が忘れられずに、重

量車を製造し続けた。8社のうち4社は、大型

車を製造しており、重く、操作が難しかった。

そのために4社は、すぐに主導的地位から滑り

落ち、3社は自動車業界から撤退した（Epstein

［1927］井上抄訳［1991］pp.140-141）。しばし

ば製造業の失敗について指摘されるのは、経営

者が好況時の頭で物事を考えてしまい、不況と

なった現実を直視できないことである。そして、
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好況時の手法で、不況時にも経営に当ろうとす

るために、その失敗は致命的なものとなる。

合衆国における初期の自動車産業では、大衆

車製造業者の覇権が確立し、技術水準の急速な

上昇と大量生産体制が整った1907年から1910

年頃の「馬なし馬車時代（同時に高級車製造業

者優位の中小製造業者乱立時代）」には、販売

機関は多種多様な事業者が出現し、当初は資金

力がそれほど必要ではなかった（Hewitt［1960］

pp.9-10）。しかし、1907年から1912年には、

全般的に倒産率が上昇した。これは急速なデザ

インや生産技術において変動があり、高価格車

と低価格車間の市場需要変化による影響があっ

た。そして1907年以降、低価格車と中価格車

割合が増加した。自動車産業の拡大は、低所得

層への自動車販売の必要性が認識され、エンジ

ンの再設計だけでなく、アクセル、変速機、そ

の他部品の再設計が必要となった（Epstein 

［1927］井上抄訳［1991］ pp.132-133）。つまり

低価格を実現するためには、これまで使用して

いた費用が嵩む高価格の部品調達を断念し、安

価な事業者へと切り換える必要があった。

多くの企業が、自動車産業に参入・退出した

ため、自動車産業は不安定であった。合衆国で

は1910年までに600社以上が自動車産業に参入

し、採算がとれたのは77社とされている

（Seltzer［1928］p.65）。当時、自動車製造に必

要な資金は、それほど多くなく、製造業者は部

品供給業者と購入契約を結び、30日から60日

の手形を振り出し、大部分の資本負担は部品供

給業者に転嫁可能であった。さらに初期のフラ

ンチャイズ・システムでは、販売業者がフラン

チャイズ契約の締結時に、製造業者に対して現

金預託をし、配車と同時に現金を支払っていた

（Gaylord［1987］pp.1-2）。この段階は、発明、

製品の改善・向上、大衆への自動車紹介が中心

であり、自動車工業の初期からいえば、販売量

は急増した。しかし、この段階は1910年に終

わり、同年には合衆国では46万8,000台が生産

された程度であった（Griffin［1926］井上抄訳

［1991］p.121）。現在では自動車製造業に参入

するには、それに要する費用が高いため、かな

り高い参入障壁となっている。ただ当時として

は、自動車は部品を寄せ集めて、効率よく組み

立てればよいという考えが一般的であり、それ

ほど参入の壁は高くなかった。

自動車の歴史では、3,000車種以上が異なる

1,500の自動車製造業者が製造した。このうち

存続した企業は、1ダース以下であった。初期

の自動車事業は、組立作業に止まっていた。一

方で、少額資本でも調達は困難であった。他の

幼年期産業と同様、自動車製造には資金が流入

せず、先駆的な自動車産業に投資するため、他

事業から資本が引上げられることもなかった。

したがって、初期の企業家は、銀行借入や販売

業者から当該事業資金を調達していた。この資

本調達は、初期の大量生産の段階を通して、自

動車製造業者を悩ませた。この業界における有

価証券の流通は、GMが5カ年の約束手形を振

出した1910年以後であった（Krooss and Gilbert

［1972］鳥羽他訳［1974］pp.443-444）。つまり、

将来有望な事業であれば、出資者はすぐに見つ

けられる。しかし、当時の資本家が、自動車製

造を全く気にもかけることもなかったのは、そ

れほど有望な仕事とは見られていなかったと推

測される。

合衆国では1903年に、24社が自動車製造を

手がけ、1924年には180社にまで増加した。こ

れらが商業的規模で乗用車を生産・販売した。

この数字は、既に公にされたものよりも少ない。

この間、180社以外にも自動車を組立てた企業

が存在した。これらは1、2台から数台の試作

車を作っただけであった（Epstein［1927］井上

抄訳［1991］p.128）。他方で、既にFordは大量
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生産を開始し、GMも規模の利益を追求して企

業規模を大きくしようとしていた時期に到達し

ていた。このようにほんの数台しか自動車を製

造していない企業の存在を考えると、まだまだ

自動車産業自体、「伸び代」を見極めようとし

ていた状況であったためだろう。

合衆国では、1903年から1924年にかけては、

自動車会社が多く倒産した。概して参入と消滅

が同年にはほとんど発生していない。つまり、

参入と消滅は逆の相関関係にあり、多くの企業

が生成した年は倒産企業数が少ない。反対に倒

産企業数が多い年は、少数企業しか参入してい

ない。この逆の相関関係は完全ではないが、新

企業が事業を開始する｢好況の年」の選択を正

当化し、｢不況の年｣には事業を開始しない方

がよいことを示唆している。1912年から1913

年の自動車工業分野への参入企業は、おそらく

不況期の1910年から1911年の延期した計画を

実行したためであろう（Epstein ［1927］ 井上抄

訳 ［1991］ pp. 131-132）。図表9を見ると、失敗

率が10%を超えるような年は、やはり参入企

業数もほぼ減少している。ただ、1年ほどの時

間の差は確認できそうである。

最初の実験段階と同様、拡張段階も終了時は

不明確である。しかし、この段階で成長・発展

し、新規顧客が市場流入した割合は減少した。

新規需要減が生産量を吸収できなくなり、第2

段階が終了した。第3段階は、多くの潜在・新

規顧客が自動車を所有し、使用していた自動車

を代替する｢取替需要段階｣である。長い間、

多くの産業は第3段階に止まった。実際、長期

間、この段階にあるため、この状況が常態とさ

れるようになった（Griffin［1926］井上抄訳

［ 1991］p.121）。それは各企業や産業が、技術

革新を伴った世の中にとって、全く新しい製品

を発明していないことが影響している。世の中

にとっての新しい製品が、旧来の製品市場を駆

逐し、新市場を形成するならば、第3段階を超

えて、第4段階に突入するであろう。しかし、

第3段階のまま、顧客は製造業者の改良製品を

受容する状況が一般化する。この状況を「常

態」と呼んでいるに過ぎない。

合衆国において、1924年に主導的な役割を

果たしていた自動車企業10社のうち、2社は参

入後10年以下だった。10社のうち3社は、1908

年から1909年以前に生産開始した。つまり、

過去10年以内に設立された企業は、一躍最前

線に踊り出たが、当時のトップグループは厳密

にはパイオニア企業ではなかった。それら企業

の歴史は約15年であり、1903年あるいは1906

年頃に創始されただけであった。それら企業は、

早くから自動車製造事業に関与した人々が設立

し、例外はあったが、それらを牽引した人々は

図表９　乗用車メーカーの参入・消滅数

年次 参入数 消滅数 存続数 失敗率（%）
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

－
13
12
5
6
1
10
18
1
3
12
20
8
10
6
8
1
10
12
5
4
1
2

－
1
1
2
1
0
2
1
18
2
8
7
7
6
7
6
6
4
5
1
9
13
14

12
24
35
38
43
44
52
69
52
53
57
70
71
75
74
76
71
77
84
88
83
71
59

－
4
3
5
2
0
4
1
26
4
12
10
9
7
9
7
7
5
6
1
10
15
19

（出所）（Epstein［1927］井上抄訳［1991］p.131
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実験を楽しんだだけではなく、自らの冒険前に

自動車｢製造経験｣も楽しんだ（Epstein［1927］

井上抄訳［1991］pp.139-140）。つまり、自動

車製造を自らの趣味のように考えていた人々

（職人）と、自動車産業としてその意義を社会

で確立しようとした企業家の考え方の違いであ

ろう。

（4）自動車生産における大量生産志向の芽生え

Oldsは、自動車を作るよりも製造しようとし

た。この意味は、手工業によって年間に数台を

組み立てることをいうのではなく、一気にとま

ではいかなくとも、大量生産を志すことを意味

している。彼は、ガソリン駆動車を1897年に

地方銀行家の資金的援助で、Michigan州

Lansingで製造し始めた。そして、大量生産を

構想し、荷馬車原理が自動車にも適用できると

信じていた。ただLansingでは、大規模な構想

を実現できる労働力、資金、建物が入手できず

に倒産した。彼の最初の工場では、機械装置

が複雑な自動車をつくった。これは時代に先

行し過ぎていたため、価格も1,250ドルと高価

であった。その後、New Jersey州Newarkに移り、

工場建設を目指した。東部の資本家は、彼の構

想を非現実的と判断し、彼への貸付けを拒否し

た。彼はその後、Smithから資金援助を受け、

1899年に資本金20万ドルによってDetroitで事

業を開始した。資金提供者であるSmithは95%

の株式を保有することになった（Krooss and 

Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］pp443-445）。

Oldsは、自動車産業で初めて分業や移動式組

立てを開始し、労働者が部品を取りに行かず、

部品が労働者に届けられる方式を実行した。彼

が改良した生産工程では、1904年に5,000台を

販売し、3年間で105%の配当をした。彼はこ

の時点でSmithとのパートナーシップを解いた。

それは彼が廉価車製造の継続を望んでいたが、

Smithは威厳のある高級車の製造を望むという

志向の相違によるものであった。この点で彼は、

大量生産方式導入の先駆者であったといえる

（Krooss and Gilbert［1972］ 鳥 羽 他 訳［1974］

pp445-446）。彼が大量生産方式の先駆者であり

ながらも、その後の自動車産業の牽引者となれ

なかったのは、Fordのように市場での廉価車時

代の到来を見据え、自動車が価格弾力性を持つ

商品であり、価格を引き下げれば、引き下げ分

以上に販売量が増大するという信念を持続でき

なかったためである。また技術面では、①標準

化、連続性、移動組立ライン、スピードなどを

正確に巧みに組み合わせ、②製造、原材料の段

取り、組立におけるタイミングに関しても考え

が及んでいなかったという原因もあげられてい

る。初期の自動車産業は Grasのいう小資本主

義（petty capitalism）に類似したと指摘される

（Gras［1939］植村訳［1980］）。やはり、Ford

は産業資本主義の象徴的存在であり、FordやGM

は、組織は経営戦略に適応し、分権化は多角化

に従うというChandler理論を実証していた（Kroos 

and Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］p.442）。

Chandlerの「組織は戦略にしたがう」とは、Ford

やGMのその黎明期から発展期を研究者視点か

ら、事後的に整理しただけである。逆に考える

と、Oldsが20世紀の初めに大量生産を試みて

いた時期に、「組織は戦略にしたがう」という

テーゼにより、戦略に合わせて組織を構築する

ことが示唆され、実行しても、おそらくはFord

のような成功はなかったかもしれない。

４．Ford�MotorとGMによる大量生産と
　　マーケティング

（1）Fordの形成と価格マーケティング

Ford Motorは、1901年に創設された。Fordは

早期に近代的組立工場を建て、1908年にこの
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ラインからModel Tを世に送った。Model Tの

開発以前は、手工業により、限られた自動車を

製造していただけであったが、Model Tは大量

生産を考慮して設計され、部品の互換性や部品

組立作業の単純化が大量生産を可能にした

（Womack et.al［1990］pp.26-27）。先にも取り上

げたように1908年頃は、ほとんどの自動車製

造業者が、高価格車を製造する傾向があった。

しかし、この傾向に逆らってFordは、大衆車

を製造する決心をした。彼は最初の自動車が出

現した日から、それが必需品となることを信じ、

シャーシーは全ての車について全く同様のもの

とし、1つのモデルをつくろうとした。特に後

に有名になった「われわれは黒い車だけを提供

する。というのは、消費者は車が黒色である限

り、どんな色であれ、彼が望む色に塗り替える

ことができるからである」いう言葉が、彼の大

量生産への強い決意を象徴していた。そのため

にFordは、自らの見解に賛同したとは言い切

れない抵抗する株主から株を買取ったうえで、

Model Tを製造し始めた。Fordはきちんとした

給料を取っている人ならば誰でも自分の車を持

つことができ、そして家族と共に神の与え給う

た広い野山で楽しみの時間を持つことのできる

ような低価格車を作るのが目標であった。競争

業者や自動車業界の評論家たちは、もしFord

が彼の意思通りに実行したならば、彼の事業は

6ヶ月もしないうちに潰れてしまうというもの

だった（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他訳

［1974］p.449-450）。こうしてFordは大量生産

を実行し、低価格で入手できる自動車破壊の実

現を目指していた。

Fordは、大衆車の大量生産をしようとした

が、技術力が不足していた。そこで既にFordは、

Model Tの製造以前、完全な製品規格化を開始

しており、1906年には自動車生産を年間1万台

に伸ばすため、科学的管理法で有名なTaylorの

弟子Walterを雇用した。ただ目標達成は、1910

年に操業開始したHighland　Park工場の建設以

後であった。この工場では、ライン生産システ

ムが採用された。機械や労働者は、自動車の組

立順序によって配置され、自動車の各部分を組

立てるために用いられる材料は、生産ラインに

沿って移動した（Krooss and Gilbert［1972］鳥

図表10　Ford、GM及びアメリカの自動車生産推移 （単位：千台）

年
フォード GM 全メーカー

生産高
全米の
登録台数生産高 構成比（%） 生産高 構成比（%）

1910
1915
1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

34.9
283.2
530.8
2,024.3
1,651.4
518.4
758.3
1,870.3
1,451.6
731.6
395.9
429.6
757.9

18.7
29.2
23.8
47.5
38.4
15.2
17.4
35.0
43.2
30.7
29.7
22.7
27.7

39.3
102.4
370.7
790.9

1,179.2
1,472.5
1,709.8
1,799.4
1,105.8
997.6
506.9
779.0

1,086.3

21.0
10.6
16.6
18.5
27.4
43.3
39.2
33.7
32.9
41.9
38.1
41.2
39.7

187.0
970.0

2,227.3
4,265.8
4,300.9
3,401.3
4,358.8
5,337.1
3,362.8
2,380.4
1,331.9
1,889.8
2,737.1

468.5
2,445.7
9,231.9
19,937.2

26,545.3

26,227.3
（出所）角山編［1980］p.238
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羽他訳［1974］p.450）。これによりFordは、大

量生産発展の主導権を握り、流れ作業による組

立技術を発展させた。初期の自動車は、多様な

機械工場でつくられ、1つの工場に集められた

部品を組立てた。Fordは最大の生産者で（1913

年に日産1,000台）、以前に銃器、ミシン、自

転車、その他の製品で開発された固定式組立方

式を導入した。1913年には、移動式組立実験

を小部品から始め、シャシーの組立てに導入し

た。労働者の持ち場や一定速度での仕事への専

門化は、時間と実験の問題であった。Fordによ

る時間と費用の節約は、自動車工業を新方式に

移行させ、同時に1914年には、最低日給を5ド

ルにあげ、労働時間を9時間から8時間に減少

さ せ た（Faulker［1959］ 小 原 邦 訳［1976］

pp.527-528）。

「Fordシステム」と呼ばれたベルト・コンベ

ア・システムによる大量生産方式は、1913年

にHighland Park工場で本格化した。そしてModel 

Tは、同規模車が約2,000ドルであった時代に

550ドルで販売（発売当初は950ドル）し、

1916年に360ドル、1924年に260ドルと次第に

価格を引き下げていった。Fordのこのような価格

の引下げには、競争企業が対抗できず、Citroën

の10, CV, A型は最も影響を受けたとされる。

この時期には、他の大衆車はModel Tに対して

は、性能ではなく、価格で対抗できず、多くの

小製造業者が消えた（桜井［1987］p.3）。

Fordのマーケティングは、価格が顧客への唯

一の訴求手段であった。彼は1922年に、｢価格

が適正である限り、われわれは将来の過剰生産

について全く心配していない｣｢価格が高いか

ら買うのを差し控えるという人々の態度こそ、

このビジネスに本当の意味で刺激を与えるもの

である｣と述べた。Fordは、価格以外のどの競

争にも賛同せず、｢われわれは、以前の型式を

陳腐化させるような陳腐化は決してしない」と

述べ、製品による競争を拒否し、｢古い型式の

車を流行遅れにさせ、新型の車を買わせようと、

デザインを時々変えるといったやり方が、よい

製造方針だと考えられている……しかしわれわ

れは、絶えることなく永遠に続くような種類の

機械をつくりたいと考えている（Ford［1922］

pp.148-149）」と語った。前節でも触れたが、

1908年にはFordの小型車は700ドル、6気筒の

高級車は2,500ドル以上であった。それが1924

年に小型車は260ドル、高級車は1,700ドルに

引き下げられた。したがって価格は、Fordが主

導者であった。まさにFordは、自動車マーケ

ティングにおいて、価格が唯一のマーケティン

グ手段として機能した時期が存在したことを証

明している。しかし、Fordのマーケティングは

価格だけであり、Fordは価格を強調してはいた

が価格理論を持たず、価格政策は漠然としたも

のであった。価格の引下げは、顧客の製品への

不満からなされたものでなく、製造活動で達成

された経済的成果によるものであった。そのた

めFordの価格設定は、需要・供給より費用に

基づいていた（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他

訳［1974］pp.462-463）。このような価格設定方

法は、当時としては、それほど珍しいものでは

なかった。また現在でも見られる価格設定方法

ではある。つまり、製造にかかった費用から販

売価格を導き出す方法であり、昨今のマーケテ

ィングでなされるような顧客価値（顧客が喜ん

で支払ってくれる価格）から、導き出す価格と

は全く逆の発想によるものである。

この時期を通して、FordとGMの競争では

Fordが優位を保った。Fordの内部成長による

垂直的統合が、DurantのM&Aを繰り返すこと

による成長戦略よりも、その成果が大きかった。

Fordは、1915年には全自動車生産台数の38%、

1921年には56%を生産した。1911年にFordは、

GMの18%に対してわずか20%であった。
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Durantの在任中、FordとGMの差が拡大し、

GMは1915年に11%、1921年には13%になっ

た（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］

p.455）。この時点までを見ると、Fordが価格と

いう圧倒的な手段により、GMをねじ伏せてい

たことがわかる。

また製品供給は、その経済的意味では生産の

一側面である。製品を顧客ニーズに適応させる

ことが重要であり、それを実行しなければ当該

産業における主導権が維持できない。Fordの自

動車生産は、絶対数では巨大であったが、過去

4年間でのカーブはほぼ水平であった。1924年

と1926年に登録された Fordの販売台数は、

1923年や1925年以降の数字よりも低かった。

過去数年間におけるFordによる販売台数の絶

対的・相対的減少は、製品デザインとは別の要

因があったとされる。それはあらゆるメーカー

における全乗用車生産曲線が、1916年頃から

全般的に先細り傾向を示していたためであった。

つまり、Fordの販売台数の激減は、業界全体の

拡張率鈍化を反映していた。さらに全般的状況

により、市場に流通する全メーカーにおける中

古車の増加が、Fordの販売に影響した。

350~600ドルが支出可能な人々は、Ford車より

も、数も豊富でサービス状況がよい中古車を選

択するようになった。その上、全般的な好況が

影響し、Ford車の価格に150～200ドルを上乗

せし、ChevroletやEssexなどを購入する大衆が

増加したことが理由とされる（Epstein［1927］

井上抄訳［1991］pp.141-142）。

Fordでは、需要が増大する好況期よりも、需

要が減退する不況期に徹底的に値下げした。

Fordは、需要増大手段として値下げを利用した

が、これは彼が需要・供給の法則を理解してい

ないことを表していた。1920年代初め、Ford

の市場シェアが低下し始めても、この原因が経

済変数のなかで最も神秘的な消費者の需要変化

が認識できなかった。彼はさらなる値下げでこ

の問題に対応した。しかし型や技術を強調した

GMのChevroletは、逆に価格を引き上げた。こ

れらの対応にも関わらず、Fordは収益を上げ続

けていた（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他訳

［1974］p.463）。

1923年頃になると、自動車事業での課題は

生産や財務ではなく、経営管理やマーケティン

グへと変化していった。先にも取り上げたよう

に、この時期の顧客にとって、価格は以前ほど

重要ではなくなり、つまり購買にあたって考慮

すべき第一要素ではなくなり、低価格で1モデ

ルを大量生産することで、価格を引き下げる

Fordの考えは古いものとなってしまった。その

結果、1923年にFordの市場占有率は46%に下

落し、GMは20%に拡大した。1927年には、

FordはModel Tに見切りをつけたが、その時の

市場シェアは9%にまで落ち込んでいた。一方

で、GMのシェアは43%に上昇し、1925年に初

めてフル操業を開始したChryslerは6%を占有

するようになった。その後、Fordの市場占有率

は回復したが、GMを超えることができず、

1936年には一時的にChryslerに抜かれたことも

あった。Fordの経営の行き詰まりは、彼の死後、

明確になり、かつてGMで訓練を受けた経営者

Bleachの下、FordはGMの路線で再建されるこ

とになった（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他

訳［1974］p.457）。つまり価格一辺倒のマーケ

ティングが、Model Tにより否定されたことを

意味した。

大きな変化がなく、長年製造したModel Tは、

季節性に関して同一期間の他社や、後年におけ

るFordの型と全く異なり、1923年から26年の

経験で2つの季節性の標準を創出した。1つは

Model Tにのみ適用され、他はその期間内に製

造された他の全自動車に適用された（Nourse 

and Associates［1934］武石訳［1942］p.260）。
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ただ、このような2つの別の季節性を打ち出し

たにもかかわらず、Fordのシェアは、その後長

期間下落することになった。

（2）GMの形成とマーケティング

GMを合衆国一の自動車製造企業へと導いた

Sloanは、第二次世界大戦以前までの自動車産

業の歴史を創業期から1920年代までについて3

期に区分した。第1期は、1908年以前で高価な

自動車限定の高級市場（class　market）時代。

第2期は、1908年から1920年代中頃までの

Fordが主導した大衆車時代。ここでは「自動車

は廉価な基本的運輸手段」という考え方が自動

車市場を支配した。そして第3期は、より豊か

に変化する大衆高級車（mass-class market）時

代である。ここではGMが採用した低価格車か

ら最高級車までを製造し、品揃えするフル・ラ

イン政策と型式の変更で需要者の欲望を駆り立

てるモデル・チェンジを経営方針が優位となる

時期であった（桜井［1987］pp.4-5）。

新しい生産方法は、完全な標準化・規格化、

新しい機械、適応力のある労働者を必要とした。

Fordの組織は、これらを生み出す能力があった。

しかし、当然、競争相手も存在しており、その

筆頭がDurantであり、彼はあらゆる面でFord

とは異なっていた。Durantは、温厚で社交性に

富んだ魅力的な人物とされる。彼は1885年に

馬車製造業を始め、統合された組織を構築した。

同じ頃、Michigan州FlintのBuickが苦境に陥り、

彼はFlint市民の要請で会社を引き受け、Durant 

Dort馬車会社の方法を導入して再建した。その

一方、彼は地方において流通組織を構築し、大

都市に自社直属の販売営業所を設置した。1908

年にはBuickは最大企業となり、8,847台の車

を製造した。Fordは6,181台で第2位、2,380台

でCadillacが第3位であった（Krooss and Gilbert

［1972］鳥羽他訳［1974］pp.452-453）。

さらにDurantは、 Buick、 Cadillac、 Auckland、 

McClone Motorを合併し、資本金1千万ドルで

GMを設立した。その後もGMは拡張したが、

1910年頃には自動車販売が伸張しなくなり、

流動資金が枯渇するようになった。そこで彼は、

シンジケートにより、優先株と普通株を合わせ

て、6万株の株式を引き渡した。そして彼は、一

時期会社を離れたが、1915年に復帰し、DuPont

の援助でChevrolet Motorの支配権を獲得した。

その後、彼はChevroletを利用し、GMの支配権

を買収した。彼は、再び拡張計画を進め、多角

化のために多様な部品メーカーを買収した。新

規市場では価格が重要であるが、主な競合企業

が混乱状態にあったため、Fordは順調であった。

一方Durantには、財務管理や権限ラインの考

えはなかった。予算統制や一貫した戦略や戦術

がなく、個人の忠誠心や閃きで他人の仕事を妨

害することもあった。彼の根本的欠陥は、

Chryslerへの処遇に表れた。彼はBuickの決定

について、Chryslerに一切相談することがなか

ったと伝えられている（Krooss and Gilbert

［1972］鳥羽他訳［1974］p.456）。

そしてDurantは、不況期を乗り切る資金が

なくなり、再度失敗することとなった。第一次

世界大戦の終了時、需要が急激に落ち、GMで

は1920年10月に給料支払いができなくなり、

DuPont家とMorgan家は、Durantに再びGMを

去ることを要請した。その後、DuPontが社長、

Sloanが業務担当副社長となり、1923年にSloan

が社長となった。彼は元Durantが買収した部

品メーカーうちの1社であったHyatt Roller Baring

の共同所有者だった。Sloanは1920年代初期か

らGMの最高指導者であったが、唯一人の意思

決定者ではなかった（Krooss and Gilbert［1972］

鳥羽他訳［1974］pp.453-454）。

1920年代にGMは、製品戦略を明確化し、事

業部毎の車種重複を避け、各種車格による製品
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ラインにより低価格車から高級車まで各段階に

適合する製品系列を用意し、Fordが独占してき

た低価格車領域に進出した（Sloan［1963］田

中他訳［1967］pp.83-92）。これはフルライン

政策を製品系列の多様化だけでなく、主要な製

品系列を明確化し、総合的政策の基本目標を確

定することで達成しようとした。製品系列にお

いて、戦略的に重要な低価格車も革新的な新車

の出現より、現実的な改良を進め、Fordの低価

格車とは製品イメージが異なる戦略的車種を低

価格上層から導入した（下川［1977］pp.177-

178）。つまり、この面だけを見ると、GMも価

格対応をしていたことがわかる。ただそれは、

低所得層でも入手可能な製品を提供するという

面からの対応であった。

Fordの価格政策は曖昧だったが、Durantには

価格政策がなかった。Durant体制では、各事業

部長が販売する自らの自動車価格を決定した。

Durantは、価格政策に関心がなかった。GMの

マーケティングや価格政策は、その他の点と

同様、Sloanと彼の同僚たちが変更した。1920

年にGMのセダンは、2,150ドルを中心として、

1,375ドルから5,690ドルまでラインナップさ

れていた。1921年にGMは、原則として｢全て

の人々の資力と目的に沿うような車をつくる｣

という目標を掲げた。1925年にはこの目標は

達 成 さ れ、GMで は 525 ド ル の Chevrolet 

Roadstarから4,485ドルのCadillac Imperialまで、

多様な価格の自動車が製造され、市場に出され

た（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他訳［1974］

pp.463-464）。「GMの車種系列が不完全である

ならば、われわれは最高級車から低価格車まで、

すなわち｢あらゆる人々の財布と目的に合致」

した、そしてそれらがすべて高品質車であるよ

うなラインを付け加えるであろう。われわれは、

価格のために品質を犠牲にする致命的な誤りは

犯さない。別言すれば、GMは現在の製品系列

のどの車種も廃止される可能性も見込みもない

ということだ。むしろそれらは拡張され改善さ

れ る だ ろ う（Sloan［1927.9.28］ 井 上 抄 訳

［1991］p.243）」としている。

GMの基本政策は、｢つくれば売れる生産｣

から｢売れるものをつくる、あるいはつくった

からには売らなければならないマーケティン

グ」や経営管理に重点を移行することとなった。

その一環として、各社は大量広告、中古車の下

取慣習＝新規需要開拓志向から取替需要開拓志

向、クローズド・カーの生産増、大衆高級車市

場参入を打ち出した。そのような同業他社の方

針に対し、GMも将来の企業の活殺権を握る「決

め手」である販売施策に取り組んだ。具体的には、

GM販売金融会社（General Motors Acceptance 

Corp.: GMAC）を強化し、販売網の整備に努め

た。さらに物理的輸送手段＝先天的機能のみを

重視し、低価格を基本理念としたFordのModel 

Tに対し、後天的機能の重視 ― 型式変更の恒例

化、カラフルな車体、快適な乗り心地、フルラ

イン政策などの形で大衆のニーズを充足する政

策を明確にした。その結果、Fordに代わり、相

対的に同業界の主導的地位に成長した（Sloan

［1927.9.28］井上抄訳［1991］p.237）。1節で

も取り上げたが、耐久消費財の普及には、販売

信用が必要であり、GMはそれをGMACにより

実現しようとした。

GMが支配的地位についたのは、経営者の能

力によるものであった。1920年代中頃、自動

車事業の性質は根本的に変化した。20年間続

いた大量生産により、初期の新規市場は消滅し、

取替市場へと変化するようになった。消費者は

新車購入を控え、前年の車を翌年に買替えるよ

うになった。こうして自動車市場は中古車と分

割払制度の確立によって、変化することになっ

た。大衆車の新車の価格と同等、もしくはそれ

以下で、高級車の中古車が購入できるようにな
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った。分割払により自動車は貧富の差をさらに

埋めた（Krooss and Gilbert［1972］鳥羽他訳

［1974］pp.457-458）。

GMのマーケティング目標には、予測、販売

活動、価格理論あるいは価格原則が必要であっ

た。同社にBrownが参加すると、開始された予

測計画には、3つの目的があった。つまり、現

在の事業を統制する用具に利用可能なこと、収

益率という点から経営管理者が業績を測定可能

にすること、価格政策の指針として活用できる

ことであった。この計画は、全体的な経済成長

や季節変動、景気循環の変動や競争の一般的な

状態、こうした要因に配慮するようになった。

予測計画から利用可能なデータを使用し、

BrownはGMの乗用車及びトラックの価格設定

のために複雑な公式を開発した。この公式は、

1925年に実施され、価格設定は誰でもできる

標準的な技術となり、その後Brownの公式は、

若干修正されたが、全ての自動車会社で採用さ

れるようになった（Krooss and Gilbert［1972］

鳥羽他訳［1974］p.464）。

他方、合衆国での1920年の不況は、自動車

製造業者の整理淘汰を促進し、1923年には10

社が自動車生産の90%を占めるようになった。

1920年代には、自動車市場の様相は変化し、

製造業者のマーケティングも生成期とは大きく

変化した。1925年以降、大量生産方式とモー

タリゼーションによって、自動車市場は飽和状

態となり、中心需要は新規需要から取替需要へ

と移行し、過剰生産能力が存在するようになっ

た。この事態に対し、過剰能力を吸収する販売

圧力が強まった。また、製造業者の生産計画で

取替需要に焦点を当てた型式重視の傾向となっ

た（Hewitt［1960］pp.14-15）。取替需要への重

点移行と過剰生産能力は、製造業者が販売会社

との長期的安定的な関係を強め、新車販売を促

進する「高圧的マーケティング」の色彩を帯び

たと指摘されている（下川［1977］pp.168-

169）。しばしば、マーケティング活動の時期区

分やマーケティング概念の発展について言及さ

れる。当初の「生産志向」「製造志向」「製品志

向」から「販売志向」を経て、「マーケティン

グ志向」「社会志向」へと変化することが説明

される。「高圧的マーケティング」は、「販売志

向」の時期（時代）において、採用される手法

であるが、その説明では、製造業者は過剰生産

物を販売業者（流通業者）に対して、さまざま

な手法によってそれらを押しつけるとされる。

その例として、この時期の自動車製造業者によ

る販売活動が取り上げられる。つまり、この時

期に自動車製造業者が採用した手法は「高圧

的」と説明されているが、他の製品の製造業者

を含めて、それほど長期間そのような手法をと

り続けられたということは疑わしい。まして

「高圧的マーケティングの時代」あるいは「販

売志向時代」と区切られることに関しては、若

干の違和感がある。

むすびにかえて

本稿では、まず19世紀後半から20世紀初め

にかけての合衆国における人々の生活から取り

上げた。欧州からの貧しい農民が移民して形成

された合衆国では、身近な楽しみを中心とした

地域コミュニティ中心の生活があった。しかし、

多くの資料が示しているように、電気冷蔵庫、

電気洗濯機、真空掃除機などの急速な普及が、

大きく人々の生活を変化させた。とりわけ、20

世紀になると、自動車が人々の移動範囲を格段

に拡大させ、余暇活動も大きく変化させた。そ

して、自動車が通勤の足となることで、居住地

域も大きく変化した。他方、自動車は農村での

人々の生活も大きく変化させた。合衆国では自

動車の普及とともに、道路が整備され、商品の
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動きもよりも広範囲で、より早く行われるよう

になった。National Brand商品の流通範囲が全

国に拡大し、製造業者によりマーケティングが

開始されたことにも影響しているといえる。

また、さまざまな統計において、20世紀初

頭から「自動車」という言葉が浮上したことも

注目される。それだけ各方面に自動車製造の影

響力が強かったということであるが、自動車産

業という括りで、多くの富を生み出した側面ば

かりが取り上げられる。特にFordに代表され

る大量生産によって、奢侈品であった自動車価

格を毎年引き下げ、一般大衆に手の届く製品と

なったことが、多くの人々の生活に変化を与え

る影響が大きかった。この背景には、耐久消費

財普及モデルともいえるような割賦販売の普及

や、販売チャネルの増加、さらにはマーケティ

ングの影響があったことも明確にされている。

一方で、自動車が与える負の影響については、

既に学者を中心として主張する者も現れてはい

たが、それほど大きな影響にはならなかった。

合衆国において、初期の自動車製造を志した

者は、ほとんど根っからの起業家たちであった。

多くの企業家が、自動車製造は将来それほど有

望ではないと見ていたが、ごく一部ではあるが、

年間に数台を手工業的に生産するだけではなく、

大規模工場で大量に生産することを真剣に考え

ていた。これがその後の自動車普及に大きな影

響を及ぼしたといえる。とにかく低価格で多く

の大衆が受け入れることができた自動車の製造

は、合衆国の社会を大きく変化させた。このよ

うな状況の中から大量生産と低価格だけを訴求

するマーケティングを実践したFordは、希有

な存在であったといえる。ただし、時間経過に

よって消費者嗜好が変化したことは、Ford本人

が読み切ることができなかった失敗を犯すこと

となった。一方のGMでは、大量生産という視

野には立っていたが、顧客の嗜好を多く取り入

れ、多様な製品を用意することの方を重視して

いた。ただ、ここに至るまでに、経営上の失敗

を重ねることが多くあった。

自動車は製品マーケティングの代表ともいえ

る製品であり、特にこの時期における自動車マ

ーケティングは、非常にダイナミックな動きを

示している。それが「高圧的マーケティング」

に代表される押し込み販売である。ただ、これ

は1つのとらえ方である。単に価格を引き下げ、

顧客を引きつけることが、マーケティングにお

ける禁じ手であるのか。しばしば「マーケティ

ングとは販売をなくすこと」といわれる。しか

し、低価格が販売をなくすことと同じ意味でと

らえられるのか。これについては、今後検討が

必要であり、今後、大規模自動車製造業者が構

築したマーケティングチャネルについてより検

討を加える中で、考察していきたい。

本稿は平成24年度専修大学長期在外研究員

「アメリカ合衆国における外資系耐久消費財メ

ーカーのマーケティング・チャネル構築と管

理」の一部である。このような貴重な機会を与

えてくれた専修大学に記してお礼を申し上げる

次第である。
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［1］　カント批判と天文学史 ― マルクス「差異論文」の問題像 ―

マルクスは1841年に学位論文「デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異」（以下

「差異論文」と略）をイエナ大学に提出し学位を取得した。「差異論文」の主題は「カント批判およ

び天文学史」である。1）

［古代哲学におけるカント認識論の不成立］　「差異論文」でマルクスは、カントの『純粋理性批
判』の認識装置である「感性・知性・理性」がカント以前の遙か昔の古代の哲学者の間で破産＝解

体していたことを、デモクリトスの自然哲学およびエピクロスの自然哲学を分析して、指摘する。

すなわち、エピクロスは感性を信じ知性（Verstand）2）には懐疑的である。対するデモクリトスは

感性を疑い知性を信じ知性による分析対象（事実）を地の果まで旅をして探し求める。エピクロス

もデモクリトスも原子（アトム）を認識するかぎりで理性を認める。このように感性・知性・理性

はエピクロスとデモクリトスにおいてばらばらに解体し、カントが『純粋理性批判』で論じる遙か

前に感性・知性・理性のトリアーデは解体していたと指摘する。マルクスは、デモクリトスおよび

エピクロスの自然哲学的断片の顕微鏡的な解読作業をとおして、この解体を論証したのである。カ
4

ントの解体された
4 4 4 4 4 4 4 4

「真理の論理学
4 4 4 4 4 4

」は
4

、如何にして
4 4 4 4 4

「仮象の論理学
4 4 4 4 4 4

」として再定義できるかを追跡
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

した過程が
4 4 4 4 4

、マルクスの
4 4 4 4 4

『資本論
4 4 4

』形成史である
4 4 4 4 4 4

。

［カント・アンチノミー批判］　さらに、マルクスは、エピクロスの自然哲学的断片（特に自然哲
学ノート第一）に、カントの「アンチノミー」に対応する命題を精緻に検出する。その結果、奇妙

な結論に帰着することに気づく。

エピクロスの原子は自由な運動体である。デモクリトスの原子のような直線運動をするのではな

く、曲線（クリナーメン）を描く。エピクロスの原子は、相互に「要素」として接合し「集合」に

なる可能態である。原子は「要素かつ集合」である。原子は接合してより大きな存在になり、「自

己の限界を超える」。同時に、原子は多数の原子ならなる集合より小さい原子でありうるあるから、

或る始元より以前に遡及可能である。したがって、カントの「第1アンチノミー」《より前の始元

は措定できるか否か、或る限界を超えられるか否か》は成立しない。

原子は「要素かつ集合」であるから、全体が部分＝要素からなる集合でありうるし（全体→部

分）、部分＝要素は内部に要素を包含する全体＝集合でもありうる（部分→全体）。原子は「要素か

つ集合である」という命題では、カントの「第2アンチノミー」《世界は部分からなるのか、世界

は全体として存在しているのか》が成立しない。

『資本論』と『純粋理性批判』 
― マルクスのカント哲学摂取 ―

内田　　弘
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原子は自由な運動体として他の原子と接合しより大きな存在になる。接合運動が生み出す結果は、

夜空に浮かぶ天体である。原子のミクロの自由な運動は、天体という結果を必然的にもたらす。自

由は自然必然性に転化する。このパラドックスは、カントの「第3アンチノミー」《人間は自由な

存在か、それとも自然必然性に決定されている存在か》が成立しないことを明らかにする。自由と

自然必然性は、カントが判断するように相対立せず、両立する。

原子の自由な運動がもたらした天体を民衆たちは、彼らを超越する天体を神として崇める。原子

は民衆の心を呪縛する宗教的超越物になる。エピクロスは心の安逸（アタラクシア）を求める自然

哲学者である。彼の原子論は心を縛る神を生んでしまう。これはカントの「第4のアンチノミー」

《神は存在するのか、存在しないのか》のパラドックスに満ちた帰結である。

このパラドックスは、マルクスに独自の論法を示唆する。マルクスは、論敵の主張の前提を共有

する広場（locus communis）から議論を開始し、その前提とは逆の帰結を論証するというパラドッ

クスを『資本論』で展開する。3）この論法の原型がエピクロスの原子論に潜在する。その意味でも

「差異論文」は『資本論』に継承される。4）エピクロスの原子論が「要素＝集合」であることは、の

ちにみるように、『純粋理性批判』の論理学が「要素＝集合の関数」であることや、『資本論』冒頭

商品の「集合かつ要素」規定に対応する。

［地動説の禁圧史］　マルクスのカント批判の動機は、カントが『純粋理性批判』（第一批判）が神
の存在証明はできないと判断することで閉じてしまい、宗教批判（さらには経済学批判）の十分な

哲学的根拠を与えていない点にある。ローゼンクランツを中心とする「差異論文」当時のドイツの

カント学派は何の独創的な研究をおこなわないで、ただ「数珠（ローゼンクランツ＝ロザリオ）を

撫で回しているだけである。マルクスの『純粋理性批判』の批判的摂取は、第一批判に「神（神

学）＝貨幣（経済学）」を論証する可能性を探究することにある。ではなぜ、マルクスは宗教批判

の哲学的根拠をもとめたのであろうか。天動説から地動説へのコペルニクス革命を中心とする近代

科学革命の成果を、カトリックを中心とする宗教権力が禁圧してきたからである。

ガリレオの『星界の報告』（1610年）に示されているように、人間の視覚能力を拡張する望遠鏡

で月の表面を正確・詳細に観察すると、月を含む天体は起伏が一切ない完全な球体であるというキ

リスト教会の説とはまったく異なり、月の表面には複雑で不規則な凹凸（クレータ）がある。月は

この点で地球の表面の地理的特徴と同じである。地球から月へのこの類推を逆にすれば、地球も月

と同じ天体の一つではないかと推定される。ガリレオはこうして間接的に天動説を批判し地動説の

正しさを暗示した。感性（視覚）と知性の間を、知性（光の屈折理論）の実践的応用である屈折式

望遠鏡が媒介する。5）望遠鏡による天体の観察はその批判力を潜在する。

その6年後の1616年、ガリレオは『天文対話』を発刊したため、カトリックの異端尋問にかけら

れ、その書は発禁処分を受けた。その206年後の1822年までカトリックは、地動説を主張する書物

の刊行を禁止する。その禁圧史は、宗教は無条件に知性を超越するという没知性的な傲岸の支配史

である。1822年といえば、マルクスは生まれて4年後である。1822年にようやくガリレオの『天文

対話』の発禁が解かれた。6）現在ではカトリックはしぶしぶ地動説を認めるようになりはしたもの

の、マルクスの当時もなお非科学的な宗教イデオロギーとしての天動説が支配していた。『資本論
4 4 4

』

形成史は
4 4 4 4

「天文学史的ルネサンスの系統
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」に位置づけるとき
4 4 4 4 4 4 4 4

、はじめてその真実を開示する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。
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［禁書・スピノザ全集の再刊］　その約40年前の1802-03年にイエナでスピノザ全集が刊行される。7） 
《エピキュリアン無神論者》と論難されたスピノザの著作である。最初のスピノザ全集の1678年の

発刊禁止以来、約125年間の長い期間、禁圧状態が続いてきた。再刊されると、ヘーゲルを始めと

する当地の哲学者たちはスピノザを取りあげ論じる。ヘーゲルの論文「信仰と知」（1802年） 8） に

スピノザが登場するのは問題的禁書が刊行されたからである。そのヘーゲルのテキストにも、画期

的な出来事で沸き立つイエナの知的興奮が滲
にじ

みでている。その興奮は若きマルクスにまで持続する。

「差異論文」執筆の際、そのスピノザ全集に収められた『神学･政治論』を自然哲学的観点から独

自な順序でそのノートをとり、スピノザの政治哲学は民主制に帰着すること、しかもその民主制は

貨幣制度を同型であることを確認した。9）その確認は、約17年後の草稿『経済学批判要綱』「貨幣

に関する章」に再現する（MEGA, II/1.1, S.96）。

［カントの物神崇拝批判］　カント（1724-1804）は若き頃の自然哲学書『天界の一般自然史および
理論』（1755年）で、無神論者エピクロスの自然哲学（原子）で天体の運動の原理的説明を行いつ

つも、宇宙の究極の根拠は神にあると主張する。この二元論で、「カント＝エピキュリアン＝スピ

ノザ的無神論者」という教会＝世俗の論難を回避した。カントは「（巧みに宗教弾圧から逃れた）

デカルトのポリティーク」（林達夫）に類似した「カントのポリティーク」で不合理な事態に対応

したのである。マルクスが「差異論文」でエピクロスを自然哲学だけでなく、その延長上に宗教哲

学問題（天体崇拝）をすえたのは、カントのその二元論を批判するためである。しかしカント自身

も、すでに三批判書を刊行したあと、スピノザ全集刊行の約10年前の1793年、宗教哲学論文の発

禁処分に遭い弁明書を提出した。その論文を収めた宗教哲学書『単なる理性の限界内の宗教』の印

刷を「生涯の街ケーニヒスベルク」でなく、密やかにイエナで行なった。カントも宗教権力の受難

者である。カントはその宗教書でなおも、神への奉仕を「物神崇拝（Fetischmachen）」に変質させ

る宗教勢力を批判し、聖職制を「物神崇拝（Fetischdienst）」であると論難した。10）「物神崇拝

（Fetischismus）」に対する批判こそ、『資本論』を貫徹する基本視座である。

カントは、コペルニクス以来の天文学史上の旋回に衝撃を受け、人間の認識能力の限界を痛感す

る。特にケプラーの三法則に代表されるような、人間のこれまでの認識能力の限界（天動説）を超

えて、天体の観測データを整合的に説明する科学的理論（地動説）が成立するのは、何に根拠をも

つのであろうかと熟慮し、それを根拠づける理論哲学の樹立に取り組んだ。カントのその問題構成

は『純粋理性批判』（第一批判）に集約される。感性が受容する経験的データを判断する知性（悟

性Verstand）そのものの体系的一貫性のある根拠づけを行わなければならない。それが第一批判の

前半の超越論的分析論の主な作業目標である。その作業場である「（新しい）形而上学［の建設］

はむしろひとつの闘技場（ein Kampfplatz）である」（BXV）。11）これが第一批判に取り組むカントの

基本姿勢である。この形
メタフ ィ ジ カ

而上学とは自然学（フィジカ）のあと（メタ）の学問、即ち、自然哲学の

ことである。カントは人間の精神の自由のために沈着に闘う哲学者である。第一批判の最後で、宗

教哲学の可能性を極めて狭く絞り込み、神の存在証明はできないと限定し、人間理性の迷い（仮

象）の哲学的根拠づけを行った。

［カントとマルクスに共通なもの］　それでは、「差異論文」の問題である「カント批判および天文
学史」はマルクスの若き日の「差異論文」のみに妥当するエピソードであろうか。そうではない。
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マルクスは「差異論文」のカント問題を堅実に『資本論』まで継承する。『資本論』は哲学史的に

は何よりも先ず『純粋理性批判』の批判的継承なのである。

以下では、この継承関係を『純粋理性批判』および『資本論』の問題像・用語・方法における共

通性を掘り起こし確認する。すなわち、「要素＝集合」・「二重の観点（複眼）」・「旋回」・「要素分析

＝編集法」・「カテゴリー」・「仮象」・「不変なもの」など、両者に共通するものを、この順序で考察

する。

［2］カントおよびマルクスの「要素＝集合」

［2-1］カントの「要素＝集合」

カントは『純粋理性批判』で、感性で受容した経験的データを分析する基準である超越論的分析

論は、一切の経験的なものを排除した、「統一性・真理性・総体性」（B114）を貫徹する概念の体

系である、と規定する。「超越論的分析論は、我々のアプリオリな認識全体を純粋な知性認識の諸

要素（Elemente）へと分解する」（B87）という。分析論の諸要素は純粋知性概念（カテゴリー）で

ある。「カテゴリーの表」は完全であり、純粋知性の全領域を完全に満たす。カントは、「要素」と

してのカテゴリーが如何に組織されるかについて、つぎのようにのべる。

「我々の表象の分析に先立って、なによりもまず表象が与えられていなければならない。……

多様なものの総合がまず一個の認識をもたらす。その認識は、はじめのうちはまだ生のままで

混乱していることがありうるために、分析を必要とする。しかし、認識するために諸要素を集

合し（die Elemente zu Erkenntnissen sammelt）、或る内容にまとめることは元来、総合［の役割］

である」（B108。［ ］は引用者補足、以下同じ）。

カントは、別の個所（B89）でネガティヴな意味（寄せ集め）で使う名詞「集合（Aggregat）」12）

ではなく、『資本論』冒頭文節の「商品集合（Warensammlung）」と同じ名詞Sammlungの動詞形「集

める＝集合をつくる （sammeln）」で表現する。カントは『純粋理性批判』の基本用語に「要素＝集

合」を用いているのである。

［要素＝集合の関数］　「要素＝集合」は「関数（Funktion）」（B93）を成す。カントの超越論的分

析論は「要素＝集合の関数」である。13）例えば、微積分では原始関数は微分されて導関数になる。

その導関数はつぎの導関数の原始関数となる。原始関数1→導関数1＝原始関数2→導関数2＝原始

関数3→ ……。第一批判のカテゴリーは「要素＝集合の関数」で編成されているのである。

［2-2］マルクスの「要素＝集合」

マルクスは『資本論』冒頭で、資本主義的生産様式を認識する基本用語として「要素と集合」を

用い、カントの用語「要素・集合」を継承する。

「資本主義的生産様式が支配している諸社会の富は、《巨魔的な商品集合（Warensammlung）》と

して現象し、個々の商品はその富の要素形態（Elementarform）と現象する。それゆえ、我々の研

究は商品の分析から始まる」（S.49：訳59）。14）

『資本論』で商品は、資本主義的生産様式を認識する基本的な要素（Element）でありかつ集合
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（Sammlung）である。或る商品は要素としてより高次の集合としての商品に包摂され、集合として

の商品は要素として、さらに高次の集合としての商品に包摂される。冒頭商品（単純商品）の「要

素＝集合」の関連は、或る商品（Wa）の他の諸商品（Wb, Wc, Wd, ……）への関連（集合Wa＝そ

の諸要素Wb, Wc, Wd, ……）、即ち、価値形態の第一形態・第二形態を含意する。同時に逆に、要

素（Wb, Wc, Wd, ……）の集合（Wa）への関連（諸要素Wb, Wc, Wd, ……＝集合Wa）、即ち、第三

形態も含意する。15）価値形態から交換過程を経て貨幣が生成し、貨幣は資本に転化する。資本とし

ての貨幣は生産手段と労働力の購買に充当され、剰余価値を生産する。生産された剰余価値は蓄積

されて資本となる。「商品→貨幣→資本→剰余価値→資本蓄積」という諸カテゴリーが「要素＝集

合の関数」として展開される。

［問いと解の連鎖］　この論理過程を一般化すれば、或る問い（Qi）とその解（Ai）が結合し次の

問い（Qj）を生みだし、その問いの解（Aj）が導き出される論理形式となる［Qj（QiAi）Aj］。この

論理過程における或る前提（問い）とその結果（解）は「要素かつ集合」の二重規定をもつ概念で

ある。諸概念は接合肢（Glieder）をもつ二重なものとして有機的に関連する。概念の接合肢が編成

する「要素＝集合の関数」こそ、『資本論』を体系に編成する原理（規則）である。16）

この原理（規則）は、エピクロスの原子が運動過程で接合を繰り返すことで、他の原子に含まれ

る要素であり、かつ他の原子を含む集合であるという二重性と同型である。「差異論文」の原子の

二重規定は経済学の諸概念の有機的関連に継承されている。この二重性は、或る経済学のカテゴリ

ーは一面で「終点」であり同時に「始点」でもあるという二重性をもつことと同型である。17） 包

摂と被包摂の二重性こそ、資本主義的生産様式の運動過程の組織原理である。

［要素・集合の従来の訳］　つぎに、『資本論』の基軸概念であるWarensammlungとElementarformが、

従来の日本語訳ではいかに訳されているかを確認する。

（a）高畠泰之訳（1925年、新潮社）「商品集積・成素形態」。

（b-1）長谷部文雄訳（1957年、青木書店）「商品集聚・原基形態
4 4 4 4

」。

（b-2）長谷部文雄訳（1964年、河出書房）「商品集成・成素形態」。

（c）大内兵衛・細川喜六監訳（1967年、大月書店）「商品の集まり・基本形態」。

（d）向坂逸郎訳（1969年、岩波文庫）「商品集積・成素形態」。

（e） 江夏美千穂・上杉聰彦訳（1979年、フランス語版、法政大学出版会）「商品の集積物

（accumulation de marchandises）・要素形態（forme élémentaire）」（原典はフランス語版初版の

極東書店、1976年の復刻版による）。

（f） 資本論翻訳委員会訳（当該章担当者・平井規之） （1982年、新日本出版社）「商品の（巨大な）

集まり・要素形態」。

（g）中山元訳（2011年、日経BP社）「商品の集まり・要素形態」。

［既訳の比較検討］　高畠訳の「商品集積」と「成素形態」は両方とも向坂訳に継承されている。
高畠訳の「成素形態」は河出版の長谷部訳も継承されている。高畠訳は先駆的である。大内・細川

監訳の「商品の集まり」は資本論翻訳委員会訳に継承されている。

WarensammlungとElementarform は、カント『純粋理性批判』の語法をマルクスが継承したもの

である。このことを知っていれば、それぞれ「商品集合」と「要素形態」と訳したはずである。
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その点、資本論翻訳委員会（平井）訳は、前者を「商品の集まり」、後者を「要素形態」と訳し

て、マルクスが込めた原意に近い訳（商品の集まり）や適訳（要素形態）になっている。中山訳は

平井訳を踏襲したのであろうか。フランス語版訳の「要素形態」も適訳である。資本論翻訳委員会

の翻訳には、各国の『資本論』の翻訳につけられた訳注を取り入れ、『資本論』読解に寄与してい

る。もし用語「要素・集合」が『純粋理性批判』に由来することを知って行った訳であれば、訳注

にこの旨のことが注記されていたはずである。それがないことから判断すると、訳者はその語誌を

知らないで、そのように訳したと推察される。18）

［3］同一対象の二側面の分析

［3-1］カントの複眼

『純粋理性批判』と『資本論』には共通するものが、さらにある。「同一対象を二つの側面から分

析する」という方法である。

［頑固な感覚］　今日では地球の周囲を太陽が回転するのではなくて、地球が太陽の周囲を楕円運
動で公転していることは多くのひとが知っている。しかし、人間の感覚は頑固である。地動説の正

しさは理論では知っていても、感覚はその理論にしたがわず、太陽が地球の周りを回転しているか

のような天動説的な感覚をけっして変更しない。人間が地動説に対応する感覚をもつのは、人工衛

星に乗って地球と太陽の双方が見える相対的な宇宙空間に移動したときであろう（地球←人工衛星

→太陽）。しかしそこでも、人間の感覚は見えるように見ているのである。人間の感覚は判断しな

い。判断するのは知性である。

しかし、知性は判断を誤り、虚偽を真理として主張することもある。感覚的データを一貫して配

列する、正確な判断基準は、経験的対象を超越した「ただ思惟可能なもの」によって建設されなけ

ればならない。カントは『純粋理性批判』「第2版序文」でつぎのように指摘する。

「我々は同一対象を、一方では経験にとっての感覚および知性の対象として考察できるととも
に、他方では我々が単に考えるだけの対象として（als Gegenstände, die man bloß denkt）、とに

かく経験の限界を超え出ようと努める孤立した理性にとっての対象として、したがって、二つ
の異なった側面から（von zwei verchiedenen Seiten）考察することができる」(BXIX、ボールド

体は引用者 )。

感覚が受容したデータを知性が分析するけれども、その知性は真偽を弁別する基準でありうるの

か、その検証をパスしたものでなければならない。その基準は「超経験的な・自然哲学的な」とい

う意味で「統一性・真理性・総体性」（B114）をもつものである。その新しい自然哲学的な論理学

が経験に媒介されるとき、「超越論的演繹」となる。「《超越論的》とは、経験という与えられたも

のが必然的に我々のア・プリオリな表象に従属するとともに、それと相関して、ア・プリオリな諸

表象が必然的に経験に適応されるさいの原理の性質を示す」。19）カントが『純粋理性批判』の前半

の特に分析論で腐心したのは、まさにこの二重の課題を遂行する作業である。

［コペルニクス革命の意義］　人間の認識能力の吟味という同一課題は、二つの側面から再検討す
ることである。特に後者の超越論的分析論の探求は、コペルニクス革命が提起した課題に哲学的に
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根本的に応えるものである。20）近代科学革命は、思惟そのものが経験論的な事実を超えた次元で立

法行為を遂行しなければならないことを要請する。カントはその要請に応えるのである。ヒューム

たちの経験論がこの超越論的な問いを欠いたために、経験論の内部での堂々巡りの懐疑論に陥り、

感覚的経験を超えるところに真理基準をもたなければならないという課題を樹立できなかった。21） 

カントは天動説から地動説に旋回するような観点を哲学的に根拠づける超越論的分析論として樹立

する。その必要性を、つぎのように論じる。

「経験自身は知性を必要とする一つの認識様式である。知性の規則は対象が私に与える以前に、

私の中に、すなわちアプリオリに前提されなければならない。この規則はアプリオリに諸概念

において表され、したがって経験の対象はすべて必然的にこれらのアプリオリな諸概念に従い、

それらと一致しなければならない」（BXVII-XVIII）。

一貫性をもって経験的データを配列する超越論的分析論は、経験を超えた基準に適合する「概念

の合法性」（B117）をもつ。

［観点の旋回］　カントは、同一対象を二重に考察する必要を説く文の近くで、コペルニクスの名
前をあげて、事物をみる観点を旋回することが決定的な意味をもつことを指摘する。

「コペルニクス
4 4 4 4 4 4

は、全天の星が［地上にいる］観測者の周囲を旋回している（drehe sich）と

想定するすると、天体の運動をどうしても明確に説明できなかった。そのためコペルニクスは

試しに、観測者を旋回させ（sich drehen･･･ließ）、それに対応して星を静止させてみたのであ

る」（BXVI-XVII）。22）

地上にいる観測者を固定し、その観測者を中心軸に天体を旋回する方法は天動説となる。それと

は反対に、試しに（仮説的に）、地上にいる観測者自身が観測対象（天体）を軸に旋回するように

観点を変換すると、観測者がいる地球が天体の周囲を旋回することになるから、その観点の変換は

地動説を胚胎する。観測者の観点の変換は宇宙像を旋回する可能性を孕む。その旋回は天動説と地

動説を対称的に配置する。この対称性は、コペルニクスの『天体の回転について』での言明「世界

の形とその部分が不変の対称性をなす」ことに対応する。23）

［3-2］マルクスの複眼

マルクスは、同一対象を二つの面から考察するカントの方法を経済学批判に継承する。カントの

その方法に重ねて、マルクスは『資本論』第1部第1章第2節の冒頭文節でつぎのように書く。

「商品は最初に二面的なものとして（als ein Zwieschlächtiges）、すなわち、使用価値および交

換価値として我々の前に現象した。……商品に含まれる労働のこの二面的性質［具体的有用労

働および抽象的人間労働］は、私によって［『経済学批判』（1859年）で］初めて批判的に

（kritisch）指摘されたことがらである。この点は経済学の理解が旋回する飛躍点であるから

（Da dieser Punkt der Springpunkt ist, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht）、

ここで立ち入って解明しよう」（S.56：訳70-71。［ ］引用者挿入。訳文大幅変更）。

［商品の二面性の根拠］　マルクスは、同一の認識対象を具体的側面と抽象的側面の二面から考察
するカントの観点を継承する。しかも、「批判的」や「旋回する」というカントの語法で、直前の

第1章第1節における商品を使用価値と交換価値の二つの属性に分析したことを回顧する。その二
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つの属性の根拠を人間の労働の二面性として、すなわち、使用価値を生み出す「具体的有用労働」

と、相異なる使用価値の交換比率の根拠としての価値の根拠としての「抽象的人間労働」に分析す

る。価値はすぐれて抽象的な存在であり、カントのいう自然哲学の対象・「単に考えるだけの対象」

である。カントのその概念にならって、マルクスは『資本論』以前の『経済学批判要綱』で、経済

学の価値を「単に思惟され
4 4 4 4

うるもの（nur gedacht warden kõnnen）」と規定する（MEGA, II/1.1, S.78）。

［古典経済学の《価値》の二重性］　マルクスにとって、カントのいう「単に思惟可能なもの」と
しての自然哲学的概念に対応するのが、古典経済学がそれとは知らず用いる「価値」である。スミ

スは「価値（value）」概念に「使用価値（value in use）」と「交換価値（value in exchange）」

の両方を一括する（『国富論』第1編第4章）。交換価値は相異なる使用価値どうしの交換比率で

ある。その交換比率は或る通約可能な基準（Kommensurabilität, symmetria）に還元されなけれ

ばならない。それは何か。この問いにスミスは明確に答えられない。価値は人間が感触できな

い存在である、とまではいう。とすれば、価値とはただ人間が思惟できるのみの存在ではない

か。（1）思惟された価値と交換価値はどのように関連するのか（価値形態論）。スミスが「世故

の人（persons of prudence）」が物々交換の不便を解消するために導入したという（2）貨幣は、交換

価値とどのように関連するのか（①価値形態論→②商品物神性論→③交換過程論）。問いとし

て連続する（1）と（2）こそ、マルクスが経済学批判の原理を把握するために立てた基本問題

である。

経済学の「価値それ自体」は単に思惟可能な存在であり、形而上学的存在である。マルクスは

『資本論』第1部第1章第4節の商品物神性論の冒頭で、商品は感覚的な存在であり、かつ超感覚

的・形而上学的な存在であると規定する。そうするのは、経済学批判の主要な分析基準である価値

が、カントの超感覚的・超越論的な論理学の対象に対応し、しかもその価値が感覚的・経験的な使

用価値に現象するからである。カントの分析論と感性論が媒介しあい超越論的演繹を構成するよう
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に
4

、マルクスの価値と使用価値は媒介しあい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

『資本論
4 4 4

』の編成原理である①価値形態論
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

・②商品物
4 4 4 4

神性論
4 4 4

・③交換過程論を構成する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。24）

［『資本論』の天文学史的記述］　マルクスは『資本論』で、天動説から地動説への旋回に対するカ
ントの見解に経済学批判をつぎのように重ねる。

「競争の科学的分析が可能なのは、資本の内的本性が把握されるときに限られる。それと全く

同じように、天体の見掛けの運動（die scheibare Bewegung der Himmelskörper）は、感性では知

覚できない天体の運動を認識する人だけが、天体の現実の運動として理解できるのである」

（335：訳552）。

鏡の外に実在する自己が鏡の中の鏡像に対応するように、天動説から地動説への転回は、観点を

180度回転する「回転対称（rotational symmetry）」に相当する。そのことを念頭に、コペルニクス

は『天体の回転について』で、数多の天文学者はその「不変の対称性」が分からないと指摘してい

る。コペルニクスが天文学で達成した旋回に対応する課題に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、カントは
4 4 4 4

『純粋理性批判
4 4 4 4 4 4

（Kritik）』

で取組み
4 4 4 4

、マルクスは経済学批判
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（Kritik）で取組んだのである
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

［研究法と記述法］　カントとマルクスの発想上の共通点がさらにある。先の［カントの要素＝集
合］でカントから引用した、
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「我々の表象の分析に先立って、なによりもまず表象が与えられていなければならない。･･･

多様なものの総合がまず一個の認識をもたらす。その認識は、はじめのうちはまだ生のままで

混乱していることがありうるために、分析が必要である」（B108）

を念頭に、マルクスは『資本論』第2版の後書で「研究法と記述法」をつぎのように特徴づける。

「研究は、素材を詳細にわがものとし素材のさまざまな発展諸段階を分析し、それらの発展諸

形態の内的紐帯をさぐりださなければならない。この仕事をなしとげたあとはじめて、現実の

運動をそれにふさわしく記述できる。これに成功し、素材の生命が観念的に鏡映されれば

（sich widerspiegeln）、あたかも《アプリオリな（a priori）》構成に関わりがあるかのように、思

われるかもしれない」（S.27：訳27）。

経験的な研究素材は自動的にその記述順序を開示しない。研究対象は「要素＝集合の関数」に分

析されてこそ、あたかも命ある有機体のように、要素が集合に包摂され首尾一貫した編成が可能に

なる。それが『要綱』がいう「精神的な再生産」としての記述法（のちにみる、カントのいう
4 4 4 4 4 4

「上

向法」）である。その記述はカントのいう《アプリオリな構成》として読者に現象する。

［《旋回する》の従来訳］　カントの『純粋理性批判』の用語「旋回する（sich drehen）」を継承す

るマルクスの用語は、これまでの日本語訳で適確に訳されてきたであろうか。以下で点検する。

（a） 高畠泰之訳（1925年、新潮社）「而して比問題は、経済学を理解するについての枢軸である

から、茲に詳しく闡明する必要がある」。

（b-1 ）長谷部文雄訳（1957年、青木書店）「この点は経済学を理解するための軸点であるから、

ここに、より詳しく解明することとしよう」。

（b-2 ）長谷部文雄訳（1964年、河出書房）「この点は経済学を理解するための軸点であるから、

ここに、より詳しく解明することとしよう」（青木書店版と同じ）。

（c） 大内兵衛・細川喜六監訳（1967年、大月書店）「この点は、経済学の理解にとって決定的な

跳躍点であるから、ここでもっと詳しく説明しておかなければならない」。

（d） 向坂逸郎訳（1969年、岩波文庫）「この点が跳躍点であって、これをめぐって経済学の理解
があるのであるから、この点はここでもっと詳細に吟味しなければならない」。

（e） 前掲江夏・上杉訳「経済学はこの点をめぐって研究するものであるから（原文Comme l’

économie politique pivote autour de ce point）、ここではもっと詳細な細目に立ち入らなければ

ならない」（原典前掲書）。

（f） 資本論翻訳委員会訳（当該章担当者、平井規之） （1982年、新日本出版社）「この点は、経済

学の理解にとって決定的な点であるから、ここで立ち入って説明しておこう」。

（g） 前掲 中山元訳「これは経済学を理解するための跳躍点となることなので、ここでさらに詳

しく解明しておくべきであろう」。

［既訳の比較］　高畠の訳文「経済学を理解するための軸点である」のうちの用語「軸点」は、経
済学理解の観点を旋回する中心点というニュアンスを含んでいる点は評価できる。長谷部訳は高畠

の訳語「軸点」を継承して、このニュアンスを保持している。大内・細川監訳では「経済学の理解

にとって決定的な跳躍点である」の訳語「決定的な跳躍点」のうち「跳躍点」は原文（Springpunkt）

にあるが、「決定的な」はない。「旋回する（sich drehen）」を「決定的な」と表現したのであろ
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うか。資本論翻訳委員会訳は、大内・細川監訳「経済学の理解にとって決定的な跳躍点である」

をほぼ継承し「経済学の理解にとって決定的な点である」と訳し、大内・細川監訳の「跳躍」を

省いている。

向坂訳では「これ［跳躍点］をめぐって経済学の理解があるから」と意味不明な訳となっている。
高畠訳と長谷部訳は訳語「軸点」で「旋回する」の含意を伝えている。大内～細川監訳・向坂訳・

資本論翻訳委員会訳はみな肝心のカントの語法「旋回する」を再現していない。25） 

フランス語版の原典では元々「経済学がこの点［商品に表現されている労働の二重性格］をめぐ

って旋回する（pivote autour de ce point）ので」と書かれ、《労働の二重性格を理解することを梃子

にして、経済学の理解が全く変わる》というコペルニクス＝カント的含意が明示されているのに、

それが生かされないで、「研究する」と誤訳されている。中山訳でも「旋回する（sich drehen）」が

訳されていない。このように、従来の当該個所の翻訳では、天動説から地動説への視座の変換を意

味する、カントの語法（sich drehen）をマルクスが継承していることに気づいていない。なお、中

山にはカント『純粋理性批判』の訳業がある。

［4］カントからマルクスへの体系編成法の継承

［4-1］カントの「要素分析」＝体系編成法

カントの『純粋理性批判』第2版序文の複眼的な観点は、『資本論』に商品を二面的性質「使用

価値と価値」に分析する観点を示唆した。しかしカントの「二重なものへの要素分析の観点」はそ

の序文だけに限定されない。第一批判全体の編成法となっているのである。しかもその編成法は

『資本論』の編成原理に継承されている。論理学が一貫性・総体性をもつように、その継承関係も

一貫し総体的である。『純粋理性批判』の基本的構成はつぎのとおりである。

Ⅰ　超越論的原理論（B33-732）

　　第1部　超越論的感性論（B33-73）

　　第2部　超越論的論理学（B74-732）

　　　第1部門　超越論的分析論（B89-349）

　　　第2部門　超越論的弁証論（B349-732）

Ⅱ　超越論的方法論（B735-884）

感性論40頁、分析論260頁、弁証論383頁、方法論149頁が当てられている。『純粋理性批判』の

主題は弁証論＝「仮象の論理学」にあるという三枝博音＝石川文康説が頁数の明確な差異（分析論

260頁：弁証論383頁）に示されている。

同時にここで注目すべきことは、『純粋理性批判』の独自の編成法である。第一批判は《Ⅰ

［1→2（1→2）］→Ⅱ》という「三重の要素分析の体系」をなす。即ち、『純粋理性批判』はⅠ原理

論とⅡ方法論の2つの要素に分析される。前者のⅠ原理論は感性論と論理学の2つの要素に分析さ

れる。その後者の論理学は分析論と弁証論の2つの要素に分析される。その後者の弁証論は最初の

ⅠとⅡへの区分のうち後者のⅡの方法論に連結する。これを図式化すればこうである。
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『純粋理性批判』

①Ⅰ原理論→②感性論

　　　　　　↓　　　　

　　　　　　③論理学→④分析論

　　　　　　　　　　　↓

⑥Ⅱ方法論←―――――⑤弁証論

このように『純粋理性批判』は三重の要素分析法で編成されている。第一批判「第2版序文」で

いう「同一物への二重の観点」は第一批判全体を編集する方法として貫徹する。『純粋理性批判』

は、三層に分析された対称的な理論諸要素がなす重層的な集合
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

である。しかも最後の理論要素であ

る弁証論は最初の要素＝Ⅱ方法論に連結＝再帰する。

［4-2］『資本論』も三重の要素分析で編成されている

［《資本論》の三重の要素分析］　『純粋理性批判』の重層をなす三重の要素分析は『資本論』に継
承されている。まず『純粋理性批判』の原理論と方法論への要素分析に対応するように、『資本論』

全3部編成は、価値タームで資本が論じられる「第1部と第2部」が一括され、その「第1・2部」

と、生産価格タームで資本が論じられる「第3部」とに分析される。ついで原理論が感性論と論理

学に要素分析されるように、『資本論』の第1部と第2部は単数資本（1つの資本）の第1部と複数

資本（生産手段部門と生活手段部門の「2つの資本」）の第2部へ要素分析される。さらに論理学が

分析論と弁証論に二分されるように、第1部は「第1編　商品と貨幣」とそれ以後の「資本論」に

要素分析される。こうして『資本論』体系は三重の要素分析法で編成されている［図「『純粋理性

批判』・『資本論』の三重の要素分析編集法」参照］。

［《価値論》の三重の要素分析］　要素分析法はさらに、『資本論』の基礎理論としての価値論の編
成である、①価値形態論・②商品物神性論・③交換過程論にも貫徹する。『資本論』第1部第1章第
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1・2節で、資本主義的生産様式が支配する社会の富が「要素＝集合」としての商品に転化してい

る事態を指摘し、その基軸概念である商品が使用価値と交換価値の2つの要因からなると分析し、

両者を生む労働を、使用価値の自然実体としての「具体的有用労働」と社会実体としての「抽象的

人間労働」に分析する。商品とは「使用価値と価値」という二つの要因の統一態である。2つの要

因「使用価値と価値」を基本概念にして『資本論』は展開される。この核心を念頭に、「この点

［労働の二面的性質を明確に把握すること］は経済学の理解が旋回する跳躍点である」とマルクス

は指摘する。『純粋理性批判
4 4 4 4 4 4

』の要素分析法は
4 4 4 4 4 4 4

『資本論
4 4 4

』に継承されて
4 4 4 4 4 4

、経済学理解の旋回軸を定
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

礎するのである
4 4 4 4 4 4 4

。

すなわち、商品関係の理論的な内容
4 4 4 4 4 4

は、第1章の第3節の価値形態論と第4節の商品物神性論に

分析される。価値形態論は、価値形態に一般的等価形態（→貨幣形態）が実現しうる理論的な可能
4 4 4 4 4 4

性
4

を論証する。第2章の交換過程論はその理論的可能性が交換過程で実践的に実現すること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を論証

する。交換過程は「価値の実現」と「使用価値の実現」とのアンチノミーが止揚される「実践的な

実現過程」である。カントによる「理論的と実践的」の区別（後述）が、この要素分析法の論証に

継承される。『資本論』の「価値論」は、理論的分析と実践的論証への要素分析で編成されている。

さらに、前者の理論的分析は、第3節の価値形態論と第4節の商品物神性論への要素分析法で編

成される。しかも、前者の価値形態論は基本的には第一形態・第二形態・第三形態からなる。その

うち、第二形態は「第一形態の諸等式の総計」（S.79：訳110頁）であるから、第一形態と第二形

態は一括され、両形態と第三形態に分析される。さらに第一形態と第二形態に分析される。最後に、

『資本論』冒頭第1章の第1・2節は商品を使用価値と交換価値に要素分析され、経済学を理解する

旋回軸を措定される。26）

このように要素分析法の形式で
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

『資本論
4 4 4

』は
4

『純粋理性批判
4 4 4 4 4 4

』と同型なのである
4 4 4 4 4 4 4 4

。『純粋理性批

判』の順序が「上向法」（カント）の順序であるに対し、『資本論』のここでの順序は「下向法」

（カント）でみた順序である。当然、『資本論』の「上向法」の記述順序は『純粋理性批判』とは逆

になる。方法論も最初になる。マルクスは方法論のこの位置を『経済学批判要綱』「序説」で採用

し、『経済学批判』刊行のときにも冒頭に置こうかと一時は考えたが、結論を最初に置くことは、

読者が著者に同伴し一緒に考えることの妨げになると判断し、最後に置くことにしたのである。

図解にあるように、『純粋理性批判』最後の「Ⅱ 超越論的方法論」に対応するものが『資本論』

第3部最後の5つの章である。「序説」内容を改訂し展開したものが、その5つの章である。第一批

判の超越論的論理学の後半は「仮象の論理学」としての弁証論であり、その後に超越論的方法論が

続く。『資本論』の最後の方法論では「第50章　競争の仮象（Schein）」が書かれている。このこと

は、『資本論』が『純粋理性批判』の「仮象の論理学」としての弁証論から方法論への順序を念頭

に置いていることを示唆する。『経済学批判要綱』の事実上の最後が断片「疎外」（MEGA, II/1.2, 

S.697-699）であること、加えてその断片で『資本論』第3部51章と同じ「生産諸関係と分配諸関

係」も論じられていることは、断片「疎外」も『純粋理性批判』の最後におかれた方法論を念頭に

置いていることを示唆する。

［『純粋理性批判』と『資本論』の同型性］　『純粋理性批判』と『資本論』に潜在する、このよう
な三重の要素分析法は、拙著『資本論のシンメトリー』で解明した『資本論』の編成原理の別の表
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現である。すなわち、①価値形態が価値（V）の使用価値（U）による表現［V（U）］である（価値と

使用価値の第1の要素分析法）に対して、②商品物神性は価値が使用価値で表現し尽くされようと

することで、あたかも価値の表現媒態である使用価値が価値そのものであるかのような現象形態＝

仮象［U（V）］となる。ここから交換価値を価値と同一視する誤謬が生まれる。これは価値形態［V

（U）］の形態の価値と使用価値を逆転した形態である（第2の要素分析法）。27）この逆転とは、価値

形態における価値の表現媒態である使用価値（U）が実は価値（V）の仮象形態であること《U［V

（U）］》を意味する。③交換過程は「価値の社会的実現」と「使用価値の社会的実現」が相互に同

格に実現しようとするアンチノミーであるから、［V（U）：U（V）］と表現できる。これはさきの仮

象形態《U［V（U）］》の中央の価値（V）を対称的鏡面にして右［V（U）］と右［U（V）］に鏡映した

もの［V（U）：U（V）］である（第3の二分法）。①価値形態［V（U）］に②商品物神性［U（V）］が

包摂された形態が③交換過程［V（U）：U（V）］である。この三者の関係は、のちにみるように、

カント理性推論で、①大前提に②小前提が包摂された形態が③結論であるのと同型である。こうし

て、『資本論』の「価値論」という基礎理論から「三重の要素分析法」で編成されていることが判

明する。『資本論』は『純粋理性批判』と編成原理で基本的に同型なのである。28）

［謎解き『資本論』］　このように『純粋理性批判』の編成原理の『資本論』への影響は極めて深い。
深いのに、いや、深いからこそ、マルクスは

4 4 4 4 4

『資本論
4 4 4

』第1部でカントの名も
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、『純粋理性批判
4 4 4 4 4 4

』

の書名も
4 4 4 4

、一切指摘せずに隠している
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。しかも「仮象（Schein）」語を始めとする『純粋理性批判』

の基本用語を『資本論』で頻繁に規則的に用いている。『資本論』は、資本主義を顕示的に告発す

る書であるだけでない。その告発に、隠蔽しかつ顕示する修辞学を駆使する。この文体でマルクス

は読者に謎を掛ける。『資本論』第1部刊行（初版1867年）以来、読者は謎が『資本論』に隠され

ていることに気づかなかったというのが真相ではなかろうか。とすると、『資本論』は正確に読ま

れてきたのであろうか。謎は解かなければならない。《謎解き『資本論』》、これが課題である。

［5］仮象をめぐるカントとマルクス

［5-1］カントの仮象論

［《仮象》語は『純粋理性批判』を貫徹する］　そこで「仮象」語を基準に両書の関連を考察する。
謎解きは、大局の体系編成だけでなく、細部にも注視する。

カントの『純粋理性批判』の1787年刊行の第2版（B版）では、「仮象（Schein）」語は目次での

使用の重複を除き、全部で97回も用いられている。『純粋理性批判』（B版）で「仮象」語が出て

くるページを示せば、つぎのようになる。

［目次］　BXIII（2回）

［序言］　B20

［感性論］　B55, B69（2回）,B70（4回）,B71（2回）＝［計9回］

［論理学の構想］　B86（3回）,B88（3回）＝［計6回］

［分析論］　B141,B157,B168,B170,B295,B325＝［計6回］

［弁証論］　 B349（3回）, B350（2回）, B351, B352, B353（4回）, B354（5回）, B355, B368, B375, 
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B390, B397（2回）,B426, B428, B432, B433（4回）, B434, B435, B448, B449（2回）, 

B459, B509, B529, B532, B534, B544, B586, B609, B625, B634, B642（2回）, B643, 

B670, B697, B730, B731＝［計51回］

［方法論］　 B737, B739, B768, B770, B776（2回）, B781（2回）, B783（2回）, B787, B791, B797, 

B802, B811, B815, B820（2回）, B822, B848, B849（2回）, B868, B882＝［計24回］

［合計＝目次2回＋序言1回＋感性論9回＋論理学の構想6回＋分析論6回＋弁証論51回＋方法

論24回＝99回］（単複・格変化を含む）

目次の2回は本文の中のタイトルと重複するのでそれを省くと、97回となる。

［カントの論証の複合性］　超越論的論理学の後半の弁証論での使用回数が51回と最も多いのは、
その主題が「仮象の論理学」であることから当然である。しかし、同時に注目すべきことに、弁証

論より前の「序言1回・感性論9回・論理学の構想6回･分析論6回」＝合計22回と、「仮象」語の

使用回数が頻発するのはなぜであろうか。弁証論以前の特に感性論・分析論の主題は、真理が如何

に根拠づけられるのかを、ただ一面的に説くのではない。虚偽が真理であるかのように現象する事

態＝仮象も同時に論じる。そうするのは、真理（W）の否定態＝虚偽の側面を否定＝排除すること

［W＝non（nonW）］で、真理の論証を確証するためである。分析論における要素分析は、区分され

た対象の両側面は相互に対称性をなす（division into symmetry）。29）

第一批判は感性論、知性論、理性論の三つが分離して、積み木を横に並べられたように外接して

いる、と考えるのはまったくの誤解である。感性的データが論理学的分析を媒介されるように、超

越論的論理学は複眼で編成されている。これは決して「齟齬」30）ではない。感性論は知性論に媒介

されて内包され、感性論を内包する知性論は理性論に媒介され内包される。超越論的論理学は、分

析論だけでは完結せずに、弁証論に継承され、理性推論に接合する。その理性推論は、経験的デー

タを分析する知性を自己に媒介するかぎりで客観的妥当性を保持する。超越論的分析論における理

性論を継承する論証である。31）しかし、理性推論が「超越論的主観Ｘの観念性」の枠を逸脱し恣意

的な思弁に耽る場合は、超越論的弁証論＝「仮象の論理学」に転落する。超越論的論理学は、「仮

象の論理学」というネガティヴな側面を自己に否定的に媒介することで、そのカテゴリーの「単一

性・多数性・全体性」（B114）が担保されるのである。そのために、「仮象」語は、『純粋理性批判』

の目次を除き、本文で最初のB20頁から最後のB882頁まで全巻を貫通して用いられている。

［関係の事物の属性への転化＝仮象］　カントは感性論で、仮象は主客の「関係」から発生する事
象を「対象自体の属性」に帰すことから発生する、と記す。

「客体それ自体には全く見られないけれども、つねに客観と主観との関係に見られ、客観の表

象と不可分なものが、現象である。したがって、時間・空間という述語が感覚の対象そのもの

に帰属されるのは正しい。その点では仮象は存在しない。それに対して、主観に対するこれら

の対象の一定の関係を無視して、私の判断をその関係に制限しないで、私がバラ自体
4 4

に赤を帰

属し、土星（Saturn）には取手（Henkel）がついていると判断するなど、あらゆる外的な対象

に広がりをそれ自体として
4 4 4 4 4 4 4

帰属させれば、そこに直ちに仮象が発生するのである」（B69－70）。

或るバラが赤く、良い香りがするのは、そのバラを見る私の視覚や嗅覚が働いているからである。

眼が見えなければ、物は見えない。感性がなければ対象は人間に現象しない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。眼が見えても、地動
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説を知り理解しなければ、天体の運動を天動説のように誤認する。日の出、日の入りを地球の自転

によるのではなく、太陽の運動と誤認する。このことを念頭にカントは、（1）認識可能性の条件と

（2）認識対象
4 4

の可能性の条件とは、同じ条件の二面である（B197）という。（1）認識できる能力が

あればこそ、（2）認識主観に認識対象が現象するのである。

このことは社会的次元に拡張できる。或る著書（『資本論』）を執筆するさいに著者が参考にした

主要文献（『純粋理性批判』）を読者が読んだことがなければ、読者には著書のその含意は分からな

い。さらに微妙な反転が生じる。或る絵に神が宿るかのように現象するのは、その絵に神が宿ると

認める者にとってのみの現象である。或る紙幣が貨幣として通用するのは或る共同体内部において

である。マルクスはこのことを「差異論文」で指摘する。その同型性で「神＝貨幣」なのである。32）

［5-2］マルクスの仮象論

［『資本論』の「仮象」語］　『資本論』（第1部）を貫徹する哲学的な基本概念は「物象化
（Versachlichung）」語ではなく、「仮象（Schein）」語である。「物象化」は『資本論』第1部でただ1

回用いられているにすぎない（Dietz Verlag Berlin 1962, S.128）。「仮象（Schein）」は頻発する。第1

部では全部で26回である。用語Scheinが出てくる頁を同じDietz版で示すとつぎのようなる。

88, 89, 95, 97（2回）, 98, 106, 107,129, 264, 304（2回）, 325, 419, 422, 454, 465, 534, 555, 561, 572, 574, 

582, 599, 609（2回）．33）

『資本論』のように「仮象（Schein）」語が全巻を通じて体系的に貫徹する著書は、『純粋理性批

判』以外にあるだろうか。しかも『純粋理性批判（Kritik der reinen Vernunft）』の「批判（Kritik）」

にならって、『資本論』の副題は「経済学に対する批判（Kritik der politischen Ökonomie）」である。

両著には「要素＝集合」・「事物への二重の観点」・「旋回する」・「要素分析」の共通点がある。この

事実は『資本論』が『純粋理性批判』を主要な典拠にしたことを根拠づける文献史上の重要な事実

である。この事実は『資本論』の体系を編成する原理は何かを解明するうえで、決定的である。34）

［仮象としての商品物神性］　『資本論』で「仮象」語が最初に続けて8回
4 4 4 4 4 4 4 4

（88 ～ 98頁）使用され

るのは「商品物神性論」（第1部第1章第4節）においてである。そこで全体の使用頻度の約3割弱

は使用されている。この事実は、仮象の観点に立つ商品物神性論こそ、『資本論』を編成する重要

なモメントであることを示唆する。マルクスはそこで、商品世界の人間の社会的性格が労働生産物

そのものの対象的性格として鏡映させる事態を「入れ替わり（quidproquo）」といい、その「《入れ

替わり》によって、労働生産物は商品に、すなわち感性的でありながら超感性的な物、または社会

的な物になる」（S.86：訳123）と指摘する。そのような事態を「対象的仮象（der gegenständliche 

Schein）」（S.88, 97：訳126,140）という。「感性的・かつ超感性的」、「対象的仮象（実在的対象に思

弁的観念が現象する事態）」、これは明らかにカント『純粋理性批判』を念頭においた表現である。

カントはそのような事態は、人間理性が陥ってはならない事態と批判的に限定したけれども、商品

世界はまさにカントの批判する仮象が経験上の事実で充満する世界である。

『資本論』のその後に「仮象」が出てくる個所は商品物神性論の観点にむすびついている。例え

ば、Dietz版で561頁から582頁までに出てくる用語「仮象」は、「労働の価格」・「時間賃金」・「個

数賃金」があたかも労働者が自分の価値生産物すべてを賃金として取得するかのような仮象、すな
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わち、労働者が取得する賃金財（使用価値ターム）が価値生産物（V＋M）の現象形態であるかの

ような仮象を解明する。35）

［カノンのオルガノンへの転態］　商品物神性論は最初の個所（第1章第4節）だけの問題ではない。
「仮象」は、増殖する価値が姿態を重層的に変換して『資本論』を貫徹する現象である。マルクス

は、近代資本主義は商品物神性が支配する事態であり、万物が転倒して天動説的に「仮象」として

現象すると判断していたのである。第1部の最初からほぼ最後まで規則的に出てくるという意味で

体系貫通的である。その意味で、つぎのカントの仮象論はマルクスの仮象論に近似的である。

「我々のすべての認識について甚だ空虚で貧しくとも、認識に知性の形式を与えるこのような

見掛け（Schein＝仮象）の技術をもつことは、ひとを惑わせることがある。単に［対象を］判

定するカノン
4 4 4

にすぎないあの一般の論理学が、いわば実際に対象を生み出すオルガノン
4 4 4 4 4

である

かのように、少なくとも客観的な主張をするまやかしとして用いられている。･･･このように

オルガノンと思い込まれた一般の論理学を弁証論
4 4 4

（Dialektik）という。･･･オルガノンとみな

された一般の論理学は、つねに仮象の論理学
4 4 4 4 4 4

で（Logik des Scheins）あり、弁証的（dialektisch）

である」（B84－85）。

マルクスが『資本論』などで「弁証（法）的（dialektisch）」というとき、そこには第一義的に、

カントの仮象論を批判的に継承するとの意味があり、「二枚舌（double tongue）」というニュアンス

がある。『資本論』は、価値が使用価値を支配し、貨幣が商品を支配し、資本が労働生産物を生産

するオルガノン（機関）を偽装する仮象を暴露する。マルクスの仮象批判はカントの「仮象の論理

学」とは異なる。カントはつぎのように指摘する。

「純粋な総合判断は、単に間接的にせよ可能的経験に関係するし、あるいはこの経験を可能に

することそのものに関係する。また、純粋な総合判断の客観的妥当性は、経験を可能にするこ

とのみに基づくのである」（B196）。

カントにとって純粋な総合判断の客観的妥当性の根拠は経験可能性にある。カントは経験的デー

タぬきにカノン（論理学）がオルガノンであるかのようにふるまう事態を「仮象」と規定する。で

は、経験的データを整合的に論証し経験可能性をもたらす総合判断は
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、つねに直接に真理を開示す
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

るであろうか
4 4 4 4 4 4

。これこそが、マルクスの問いである。

マルクスの仮象批判の対象は、超経験的・形而上学的な価値が経験的・実在的な使用価値を重層

的に媒態に現象する「対象的仮象」である。経済学批判は「価値の現象学」を根拠づける「仮象の

論理学」として展開する。マルクスは、カントが真理を把握する認識装置である超越論的演繹でさ

えも、仮象に陥ることがあることを論証する。『資本論』は、分析的なカノンが総合判断形式でオ

ルガノンに転化する事態を論証する。36）マルクスはカントの「批判」はまだまだ不徹底とみる。

［6］カントのカテゴリーとマルクスのカテゴリー

［6-1］カントのカテゴリー表

カントにとって、外部から感性が触発されて受容するのは多様な直観である。その直観とは何か

を判断する基準がカテゴリーである。「要素＝集合の関数」で体系的に編成されるカテゴリー群の
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基礎は、カントが超越論的分析論のほぼ始めで提示する「カテゴリー表」（B106）の「1．量、2．質、

3．関係、4．様相のカテゴリー」で、つぎのように示されている。

   １　量のカテゴリー

   　　（単一性・多数性・全体性）

２　質のカテゴリー　　　　　　　　　　　　　３　関係のカテゴリー

　　（実在性・否定性・制限性）　　　　　　　　　　（実体と偶有性の関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（因果性と依存性の関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（相互性の関係）

   ４　様相のカテゴリー

   　　可能性―不可能性

    　　現実存在―非存在

    　　必然性―偶然性

カントはこの表を「知性がアプリオリに内部に含む総合のすべての根源的で純粋な概念の一覧

表」という。この表は帰納法による単なる「寄せ集め（Aggregate）」ではなく、「（思惟する能力と

同じ）判断する能力から体系的に生み出されたものである」（B106）。このカテゴリー表は、真と

しての「条件の全体性」をなす。カントはカテゴリーが対象を認識するさいに決定的な根拠となる

ことをつぎのように説明する。

「アプリオリな概念としてのカテゴリーの客観的妥当性は、カテゴリーによってのみ経験が可

能であるということに基づく。なぜならばその場合、カテゴリーは必然的でアプリオリに経験

の対象に関係するからである。というのは、カテゴリーを媒介にしてのみ、そもそも経験の何

らかの対象が考えられるからである」（B126）。

人間は《感覚が受容したことが何であるか》をカテゴリーでのみ判断する。カテゴリーこそ、外

的感覚が受容した対象を経験として思惟可能なものに変換する根拠である。経験認識の可能性の条

件はカテゴリーである。カテゴリーをもてばこそ、認識対象は現象してくる。夜間中学で文字を覚

え、天体のことを学んだ者には、夜空の星々が以前より美しく見えてくる、といわれる。彼らはカ

ントが説く真理を経験しているのである。

［6-2］カントのカテゴリー表とマルクスの価値形態論

マルクスは価値形態論の直後の「第4節　商品の物神的性格とその秘密」で、経済学のカテゴリ

ーの基本性格をつぎのように指摘する。

「商品世界のまさにその完成形態 ―貨幣形態― こそが、私的諸労働の社会的性格、それゆえ

また私的労働者たちの社会的諸関係を打ち明ける代わりに、物象的に覆い隠すのである。……

この種の諸形態こそが、まさにブルジョア経済学の諸カテゴリーを作り出している」（S.90：

訳129、訳文変更）。

カントにとって、カテゴリーは経験に可能的に潜在する真理が分析できるメスである。理性の恣

意に従い、知性がカテゴリーを経験分析の対象にしないで、思弁に走るとき虚偽に陥り、超越論的
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論理学は「仮象の論理学」となる。マルクスにとっては、所与の経済学のカテゴリーは、真偽が反

転した事態をそのまま永遠の自然的な秩序として無批判に表現する「仮象の論理学」を編成するも

のである。経済学のカテゴリーの批判的検討によって初めて、認識対象である近代資本主義が見え

てくる。『哲学の貧困』（1847年）のころのマルクスがカテゴリーを論じた意味はここにある。

［使用価値の捨象＝価値の抽象と《質のカテゴリー》］　カントの観点から「要素＝集合の関数」に
有機的に編成されているカテゴリー群は、つぎのように『資本論』に再編され継承される。冒頭商

品の第1節では、商品の二要因（使用価値と価値）からなると分析される。価値は価値実体

（Wertsubstanz）と価値の大きさ＝量（Wertgröße）から考察される。商品は使用価値と交換価値の

二要因に分析される。交換価値は相異なる実在的な使用価値の交換比率である。相異なる使用価値

は或る共通なもの（価値）に通約される。価値は或る単位で尺度される。この一連の行為は「相互

に相異なる使用価値の実在性の捨象（Abstraktion）＝否定」である。37）その捨象を媒介にして価値

は抽象される。価値はこのような条件のもとに制限
4 4

されている（begrentz, limited）。以上の分析は、

カントのカテゴリー表の「3.質のカテゴリー」の［実在性
4 4 4

（Realität）・否定性
4 4 4

（Negation）・制限性
4 4 4

（Limitation）］の援用である。すなわち、

使用価値（実在性）の捨象（否定性）＝価値の抽象（制限性）

価値は他の存在とは無関係に独自に存在するのではない。商品所有者の「使用価値の実在性
4 4 4

を捨

象＝否定
4 4

する無意識の行為」によってのみ、価値は、カントの「カテゴリー表」の「3.質のカテゴ

リー」に対応して開示される。価値は、経験可能態である使用価値の背後に潜在し、使用価値に仮

象する形而上学的存在である。

［価値形態のカテゴリー］　このような制限を受ける価値は、手にとって見たり触ったりできる物
的な対象ではなく、思惟された存在、抽象的な存在である。抽象的な存在であればこそ、価値は具

体的な自己表現形態をもとめる。それはまず、或る商品の価値が他の単一の
4 4 4

商品の使用価値で表現

する価値形態の第一形態となる。価値形態の第一形態はカントの「1.量（Quantität）のカテゴリー」

の最初の「単一性
4 4 4

（Einheit）」に対応する。価値は抽象的な存在であるから、逆に自己制限を超越

し、自己表現の媒態を無
4

-制限の無限の系列
4 4 4 4 4 4 4 4

にもとめる第二形態に移行する。第二形態は多数の
4 4 4

等

価形態からなる価値形態である。第二形態はカントの「1.量のカテゴリー」の「多数性
4 4 4

（Vielheit）」

に対応する。

第二形態は等価形態が収束せず無限に外延する系列である。したがって、第二形態は自己完結す

る価値形態、すなわち第三形態に移行する極限形態である。第三形態は、先にカントの論理学の体

系編成のところでみたように、「条件づけられたもの」という諸要素の集合であるために、「条件の

全体性」に再帰した形態である。第三形態は「1.量のカテゴリー」の最後の「全体性
4 4 4

（Allheit）」

に対応する。こうして、価値形態はカントの「カテゴリー表」の「1.量のカテゴリー」の構成要素

の順序にそれぞれ対応する。

価値形態論はさらに、カントの「カテゴリー表」の「3.関係（Relation）のカテゴリー」に対応

する。第一形態は、或る商品の価値の「実体」がたまたま或る他の単一の商品の使用価値に現象す

る形態であるにすぎないから、「偶有性」という特性をもつ［偶有性
4 4 4

（Inhärenz）と実体（Substanz）］。
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第二形態は、或る商品の価値がその他のすべての商品種類の使用価値で表現される形態であるから、

価値表現の原因である相対的価値形態とその価値表現が依存する等価形態との関係である［因果性
4 4 4

（Kausalität）と依存性（Dependenz）］。第三形態は、第二形態では受動的な等価形態であった諸商

品が自己の価値を単一の商品の使用価値で表現する能動的な主体に転化した形態であり、かつ第二

形態では価値表現の主体・相対的価値形態であった商品がその他の価値表現の媒態・等価形態に転

化する形態であるから、「相互性の関係
4 4 4 4 4 4

（Gemeinschaft）［能動と受動の相互作用（Wechselwirkung 

zwischen dem Handelnden und Leidenden）］」に対応する。こうして、価値形態の三つの形態は「関係

のカテゴリー」の三つの関係に対応する。

価値形態論は「4.様相のカテゴリー」の「可能性・現実存在・必然性」にも対応する。第一形態

は単一の等価形態で価値を表現するから、価値表現の単なる「可能性
4 4 4

（Möglichkeit）」を示唆する

にすぎない。第二形態はその可能性が、相対的価値形態の商品以外の商品すべてに具体化した形態

であり、価値表現は「現実存在
4 4 4 4

（Dasein）」になっている。さらに、第三形態は上でみたように自

己完結する形態であるから、偶然性を排除した「必然性
4 4 4

（Notwndigkeit）」を具現する形態である。

［7］《思惟する私の二重化》と価値形態

［7-1］カントの《思惟する私の二重化》

マルクスのカントとの関連はさらに重層化する。『資本論』の核心的基礎である価値形態論・商

品物神性論・交換過程論は、カントのカテゴリー論だけでなく、「思惟主観の二重化・理性推論・

誤謬推論（仮象）」などの論理学を批判的に継承している。この継承関係を「思惟主観の二重化」

からみよう。これはマルクスの価値論の基礎となる現象学を胚胎する。

［構想力・直観・カテゴリー］　超越論的分析論でカテゴリーが感性的経験に適応される様式は、
知性自体の内部で形式的に再現される。知性はその内的感覚を触発して表象を発生させる。その表
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象を意識が統一する。その統一された表象をカテゴリーが分析する。そのとき、「対象
4 4

が直観におい

て現存しなくても
4 4 4 4 4 4 4

、対象を思いうかべる能力」（B151）＝構想力（Einbildungskraft）が発動する。構

想力は「対応する直観を知性概念に与える唯一の主観的条件として、感性
4 4

に属する」（同）と同時に、

「カテゴリーに即した
4 4 4 4 4 4 4 4 4

構想力による直観の総合は、構想力
4 4 4

の超越論的総合でなければならない」（B152）。

現象とカテゴリーを媒介する時間のように（B177-178）、構想力も感性と知性を媒介する。

超越論的感性論では、感性が外部から触発され直観が発生すると想定される。外的な経験を一切

捨象した超越論的分析論では、知性はつぎのように作用する。

「知性は構想力の超越論的総合
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の名の下に受動的
4 4 4

主体に働きかける。その能力
4 4

が内的感覚であ

る。……その働きによって、内的感覚は触発される。……内的感覚は直観の単なる形式である

が、直観における多様なものの結合を欠いている。したがって、まだ一定の
4 4 4

直観を含んでいな

い。この一定の直観は、私が形象的総合とよんだ構想力の超越論的作用による、多様なものを

規定する意識によってのみ可能である」（B153）。

意識は、自ら内的感覚を触発し、かつ構想力を媒介に一定の多様な直観を発生させる。内的な多

様な直観は「一つの自己意識」（B132）・「一つの意識」（B133）に統一される。ここではカントは

まだ自己意識と意識を弁別していない。この「経験一般の可能性条件、かつ経験の対象の可能性の

条件」（B197）に、外的感覚が触発され受容した多様な経験的直観がカテゴリーで分析され、経験

の「客観的妥当性」（B126）・「客観的実在性」（B195）を獲得する。経験的直観は経験的認識（経

験）になる。こうして、「意識による内的感覚の触発と構想力の作用→多様な直観の発生→意識内

の多様な直観の統一→経験可能性の条件＝経験の対象を可能にする条件→カテゴリーによる分析」

という関連ができる（65頁の図「主観－客観」の二重化」を参照）。

上の引用文の少し先で、カントはつぎのように自問する。「自己意識」と「意識」を分離する可

能性を孕む問いである。

「しかし思惟する私（das Ich, der ich denke）が自己自身を直観する私（das Ich, das sich selbst 

anschaut）とは、どのように（wie）異なるのであろうか（というのは、私は少なくとも可能な

限り他の直観の仕方を表象することができるからである）。しかも同じ主観として後者［自己

自身を直観する私］とは、どのようにして同じであるのであろうか。したがって、どのように

私は、英知体および思惟する主観として、1つの思惟された客観としての私自身を認識すると

いえるのであろうか」（B155）。38）

カントは「知性（主観）と外的感覚（客観）」の関係に対応する関係を「知性（主観）と内的感

覚（客観）」に展開する。「思惟する私」としての意識は、内的感覚を触発する「能動的な主観」で

ある。と同時に、思惟する私自身は、意識に統一された多様な直観として、カテゴリーで分析され

る「受動的な主観」でもある。「思惟する私（S1）」は、「思惟する私（S1）」と「思惟される私

（O1）」に二重化する。ここでもカントは事態を二重に要素分析する。「直観する私（主観S2）」は

「思惟される私（客観O1）」の行為であるから、「思惟される私（O1）」は「直観する私（主観S2）」

に旋回する（sich drehen）。「直観する私（主観S2）」は「（構想力の超越論的総合で結合された）多

様な直観（客観O2）」を対象とする。「自己意識－意識－対象」は外接する「三項図式」ではなく、

「要素と集合が相互に射影しあう関数」である。それは65頁の図《「主観－客観」の二重化》の右
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側のようになる。つまり、こうである。

 S1－O1＝S2－O2
これまでのカントの論述で不分明であった「自己意識」と「意識」はつぎのように区分され、か

つ関連づけられる。「思惟する私」は「自己意識」に対応し、「思惟される私」は自己意識の対象と

しての「意識」に対応する。自己意識（S1）は自己意識（S1）と意識（O1）に二重化する。自己意

識（S1）は意識としての自己（O1）を客観的対象として意識する（S1－O1）。意識（O1）は自ら直

観する主観（S2）に旋回し、一定の多様な直観を「1つの選言肢の集合（einer Aggregat der Glieder 

der Einteilung）」（B380）、すなわち（O2）として統一し直観する。ここで注目すべき点は、客観が

主観に旋回すること（O1=S2）である。意識は自己意識の対象（O1）であり、かつ多様な直観に相

対する主観（S2）でもある二重の存在である。見られる客観（Oi）は見る主観（Sj）に旋回する可

能態である。

「主客反転（Oi=Sj）」は、さらに二重の関連［S1－O1＝S2－O2］にも発生する。その論理的に可

能な形式のなかで、行論上有意味なのは、上記の関連を逆転した関連である。すなわち、

 O2－S2＝O1－S1 

この形式は、最初の形式で「意識」の「対象」であった「多様な意識」（O2）が主観に転化＝自立

し、「意識」（S2）と「自己意識の対象」（O1）の区分を「意識一般」に統一し、「意識一般」という

媒態に自己を「選言肢の集合」として射影する形式である。それは、最初の形式の「逆の関連

（Rückbeziehung）」である。こうして、つぎのような連結するつぎの関連が生成する。

 S1→O1＝S2→O2

 S2（O2）→O2（S2）＝S1（O1）→O1（S1）

主観は二重化して、主観とその対象＝客観となる。客観はさらに反転し主観になり、その対象＝

客観に相対する。すなわち、

 ［自己意識］－［意識］－［対象］

     　　 （S1―→O1＝S2―→O2）

という関係になる。この関係はつぎの関係に反転する。

 ［対象の主観（主体）化］－［意 識 一 般］－［意識一般への対象の包摂］

  　　 ［S2（O2）→O2（S2）＝S1（O1）→O1（S1）］

カントの場合、或る存在は多面的存在に転化しうる二面的存在である。カントは、同じ対象を単

に経験的側面から観察するだけでなく、それとは隔絶した超感覚的・形而上学的な側面からも考察

し、経験的データに潜在する真理が自己を開示する理路を開く。その二面的考察の方法は二面を相

互に媒介しあうように編成する。その方法は、直観に現象する経験的な「主観－客観（Si－Oi）」

を超える観点（Sj－Oj）から考察する「複眼（Si－Oi＝Sj－Oj）」である。カントの対象への「要

素＝集合の関数」は、或る対象が受動的客観であり、かつ自発的な主観でもある複眼を開示する。

［7-2］《自己意識－意識－対象》と価値形態

《自己意識－意識－対象》の図式は、マルクスの価値形態論に継承される。つぎにこの関連を確

認する。
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 ［自己意識］－［意識］－［対象］

  　　（S1―→O1＝S2―→O2）

の（S2－O2）は、価値形態論の第一形態および第二形態に、それぞれ対応する。上記の関連とは

「逆の関連」、すなわち

 ［対象の主観（主体）化］－［意 識 一 般］－［意識一般への対象の包摂］

       　　［S2（O2）→O2（S2）＝S1（O1）→O1（S1）］

は、第三形態に対応する。この対応関係を図解したものが68頁の図「《自己意識－意識－対象》と

価値形態」である。

この3つの対応関係をつぎにより詳しくみよう。価値形態の第一形態は、相対的価値形態の商品

の価値を単一の等価形態の商品の使用価値で表現する関係である。注意すべきことに、価値形態論

の価値は本性上、理論的な存在である。「構想力の超越論的総合」における価値である。その価値

は、意識の外部に実在する客観的な物ではなく、主観に表象に思いうかべられた超越論的存在であ

り、同じく表象に思いうかべられた経験的な使用価値は主観内の客観である。第一形態は、「意識」

の1つの
4 4 4

「対象」への関係《S2―O2》に対応する（別掲図「自己意識－意識－対象」における「S2
＝価値からO2＝使用価値の1種類

4 4 4

［右上の3つの小円の最上の円］への関連）。

第二形態は、第一形態の価値がそれ自身以外のすべての商品の使用価値（図では右上の3つの小

円）で表現する（S2-O2）。この形態をカントの「構想力の超越論的総合」でみれば、意識（O1）が

自己意識（S1）の対象である関係（S1-O1）から自立し、構想力の超越論的総合で結合された多様

な表象（O2）を直観する主観（S2）に反転する関係（O1=S2-O2）に相当する。

第三形態では、第二形態で価値表現の媒態＝客観となってきた多様な特殊な諸商品（O2）も、商
4

品としては
4 4 4 4 4

これまで価値の表現主体であった相対的価値形態の商品と同格である
4 4 4 4 4

。その諸商品が述

語から主語に反転・自立し、それ自身の価値を表現する事態である。この客観から主観への反転は、

カントの場合の「自己意識」と「意識」が「意識一般」に統一し、「意識一般」（図の中央の大円）
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に多様な対象としての自己を鏡映する関係に相当する［S2（O2）→O2（S2）＝S1（O1）→O1（S1）］（図

では左側の3つの小円を内部に含む大円）。その自立に対応して、第二形態で相対的価値形態であ

った単一の商品（S1）が価値表現の唯一の媒態になる［O1（S1）］。第二形態の「主」（相対的価値

形態）「客」（等価形態）を反転したものが第三形態である。

以上要するに、「自己意識」の意識対象である「意識」自身が1つの「対象（他の意識）」を表象

する事態（S2→O2［1］第一形態）から、「意識」が他の多様な対象（意識）を意識する事態（S2―

O2 ［2］第二形態）へと進む。ついで、「意識」に統一された他の多様な「意識」は、意識の対象で

ある事態から自立して、自己を「意識一般」を媒態にして「多様な諸意識の集合」、すなわち、カ

ントのいう「選言肢の集合」（B380）に射影する［S2（O2）→O2（S2）＝S1（O1）→O1（S1）］。この関

連は、マルクスが第二形態論の最後でいう「この系列（第二形態）に事実上含まれている逆の関連

（Rückbeziehung）」（MEW, Bd.23, S.79）と論理的に同型である。39）マルクスの価値形態論をカントの

理性推論でみれば、第一形態は「前三段論法（prosyllogismos）」（B387-388）の「大前提－小前提

－結論」の理性推論に対応する。その結論がつぎの前三段論法の大前提になる。これが第二形態で

ある。第三形態は、第一形態と第二形態の関連の「逆の関連」である。40）第三形態は「後三段論法

（episyllogismos）」（B388） の理性推論に対応する。

以上の推論から、第一批判の内部に超越論的主観Xという単数主観に対応する複数の主観が生成

する可能性が潜在することが判明する。その諸主観は超越論的主観の内部に統一された共同行為を

なす諸主観である（wir als das Ich）。41）

［8］カント＝マルクスの理論と実践の区別と関連

［8-1］カントの理性の理論的使用と実践的使用

上記のカントの「自己意識－意識－対象」はあくまで理論的な規定である。それは理論的・抽象

的な規定であり、現実的には接近できない。カントは理論的可能性と実践的実現を区別する。

「思索における理性の［理論的な］使用が本来意図しているのは、具体的に一致するものが与
えられることであるけれども、或る概念にどれほど接近しようとしても、その概念には絶対に

到達することはできない。……実践理性の理念は、つねに現実的に与えられる。……したがっ
て、実践的な理念はいつでもきわめて実り豊かなものであり、実際に行為するさいにも必然的

なものになることは避けられない。しかも［理論的な］純粋な理性は、この実践的な理念のう

ちで純粋な理性の概念に含まれていたものを現実に生み出す因果関係を含んでいる」（B384-

385、ボールド体は引用者）。

「理論的な理性の使用」と「実践的な理性の使用」とは区別しなければならないと同時に関連づ

けなければならない。理論は抽象的であればこそ、具体例は数多ありうる。しかし抽象態である理

論そのものは具体的には表現できない。それは理論的な規定・「或る極大なもの」である。実践的

な理性の使用では、課題の解決の条件も目的も具体的・現実的に前提される。その行為がもたらす

結果も具体的・現実的である。では、実践的目的の実現は何を根拠にしているのか。それは何の根

拠もないのか。ないとすると、その実現は偶然にすぎなくなる。理論的な理性の使用こそが、実践
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的な理性の使用の理論的経路を開示する。その意味で両者は媒介しあうのである。42）

［8-2］理論的な価値形態と実践的な交換過程

マルクスはすでに『経済学批判』で、まだ価値と交換価値の概念的区別をしないで、（交換）価

値は「単に理論上のものとしてのみ考察された（nur eine theoretisch gedachte）」関連であり、それ

が実現するのはただ交換過程のうちにおいてだけであると指摘し、『純粋理性批判』第2版序文へ

の関連を示唆している（MEW, Bd.13, S.29）。「カントの理論と実践の区別と関連」のマルクスによ

る援用は、『資本論』の価値形態論と交換過程論で明確である。価値形態論は価値の使用価値によ

る理論的観念的な表現を論証する。その表現は商品の魂（Warenseele）が一人密やかに自問自答す

る思弁である。価値形態論における第二形態から第三形態への移行も、理論的に極限的な可能性を

指摘するにとどまる。これに対して、交換過程論では、商品所持者（Warenbesitzer）という人格

（Person）が登場する。43）彼らは所持する商品の「価値の実現」と「使用価値の実現」を同時に同格

に求めて実践的に競い合う。価値形態では、価値という魂（Seele）が主体であり、使用価値は価

値の表現媒態になる従属的な関係である。これに対して交換過程では、使用価値そのものが人格の

欲望の対象になる場面＝市場における問題が主題である。

それでは、その同時実現は如何にして達成されるのか。マルクスは、《始めに行為ありき。商品

所持者たちは、考えるまえに行動したのである》と書いて韜晦する。《理論的と実践的の区別と関

連づけ》を明確に行ったカントの『純粋理性批判』をマルクスが価値論の「価値形態論と交換過程

論の関連」に援用していることを知らない『資本論』の読者は、ここで困惑する。マルクスはカン

トにならって、価値と使用価値の同時実現の理論的に可能な経路は価値形態論で解明したのに、マ

ルクスはその論証を交換過程論で明確に指示しない。しかし、我々はカントからマルクスのこの継

承関係を知ったのであるから、価値形態論と交換過程論の区別と関連を明確に理解できる。

［（1/n）×n＝1の可能性］　価値形態の第二形態では、商品世界に参加している諸商品の数（n）

だけ、第二形態は存在しうる。それぞれの商品の第二形態は、（n-1）の数の商品を等価形態とする

第二形態がn個存在する。各々の商品は理論的に同格である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。それぞれの商品が一般的等価形態に

なる可能性は（1/n）である。商品世界全体では、その可能性は（1/n）×n＝1ある。この1は必然

性に他ならない。つまり商品世界は必ず一般的等価形態を生成する。この絶対的可能性＝必然性が

実践的に実現する場こそ、商品の交換過程にほかならない。

このように、価値形態論は交換過程から一般的等価形態＝貨幣が生成する実践的経路の理論的根

拠を賦与する。その賦与をていねいにマルクスは説明しないで、ただ、《始めに行為ありき》と韜

晦し、貨幣生成の理解を困難にしたのである。マルクスはエンゲルスやラサールなどへの書簡で、

自分は研究したこと記述するときに「圧縮すること（kondenzieren）」・「隠蔽すること（verstecken）」

を旨とすると述懐した（MEW, Bd.29, S.551; Bd.30, S.207）。やたら「科学的社会主義」を標榜する

非科学的なプルードンたちとの論戦で罠にかけるために、である。

かつておこなわれた価値形態論と交換過程論をめぐる論争は、マルクスがカントの理性の理論的

使用と実践的使用の区別＝関連づけを継承し、価値の理論的表現過程と、価値および使用価値の同

時実現という実践的過程を区別し関連づけたことにまったく気づかずに展開された誤謬問題である。
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［マルクスとカントの重層的な対応諸関係］　本文番号［2］「要素＝集合」は『資本論』第1部第1
章第1節の冒頭商品に対応する。本文番号［3］の「同一対象への複眼と観点の旋回」は同第2節冒

頭文節に対応する。本文番号［5］の「仮象」は同4節の商品物神性論に対応する。本文番号［6］

の「カテゴリー」および［7］の「思惟する私の二重化」は同第3節の価値形態論に対応する。［8］

の「理論と実践」は同第3節の価値形態論および第2章の交換過程論に対応する。筆者が挙げた

「マルクスとカント」のこのような6つの対応関係は『資本論』の基礎理論（第1章および第2章）

で一貫して連結する。

［9］カントの理性推論とマルクスの価値論

［9-1］カントの理性推論

［理性推論とは］　このようにマルクスの価値形態論に援用されるカントの論理学は「理性推論
（Vernuftschluß）」（B357）である。そこで、カントの理性推論をより詳しくみよう。カントは理性

推論をつぎのように規定する。

「理性を、認識するための特定の論理的な形式の能力とみなすならば、これは推論する能力で

ある。理性は間接的に判断する能力である。すなわち或る〈可能的な判断〉の条件［小前提］

を、〈与えられた判断〉［大前提・一般的な規則］の条件のもとに包摂することによって、判断

する能力である。……規則は、特定の条件のもとで何らかの一般的なこと（etwas allgemein）

を主張する。しかも規則の条件は、そこで示された事例に妥当する。したがって、この条件の

もとで一般的に妥当するものは、（この条件に伴っているものとして）そこで示された事例に

ついても妥当すると見なされる」（B386-387）。

上の引用文は自然言語の文法の例で理解できる。自然言語の文法は、その言語の豊富な個別的使

用例が名詞・動詞・形容詞・副詞・助詞・前置詞などの品詞に区分され、その区分に貫徹する一定

の規則として導き出される。翻ってその規則＝文法は、その自然言語の個別的な使用法を指示する。

特殊なものから、それを編成する一般的規則が導き出されたのであるから、その規則はその特殊な

ものの範囲内で一般的妥当性をもつ。44） 

カントのいう知性は、一定の「規則」に現象（経験）を統一する能力であり、理性は知性を背後

から一定の「原理」に統一する能力である。理性は、知性が経験から分析する諸規則を一般的な原

理に統一する（B359）。これがカントのいう理性推論である。その原理を導き出す前提諸条件とな

った個々の事例はその原理に妥当する。カントの経験論批判の論拠はこの理性推論にある。カント

があげる三段論法の例（B378）を援用すれば、

大前提（1）「すべての人間は死すべき存在である」

小前提（1）「カイウスは人間である」

結　論（1）「したがって、カイウスは死すべき存在である」

において、大前提の主語「すべての人間」は完全な外延量をもつ一般性である。カイウスを含む

個々の人間は、この一般的な集合に包摂される諸要素である。「超越論的理性の概念は、或る与え

られた条件づけられた存在（大前提）に対する諸条件の総体性［個々の人間のすべて］という概念
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以外の何ものでもない」（B379）。

［究極まで連鎖する三段論法］　カントの理性推論は1回の論証で閉じない。究極の結論まで推論
を徹底する。そこで、個人カイウスの三段論法の例（1）に連続する、つぎのような2つの三段論

法を考えてみる。

大前提（2）「肺結核は不治の病である」

小前提（2）「カイウスは肺結核を患っている」

結　論（2）「カイウスの肺結核は治らない」

つぎの三段論法でカイウス個人は終局を迎える。

大前提（3）「肺結核患者の肺炎は死に至る」

小前提（3）「肺結核患者カイウスは肺炎を患った」

結　論（3）「カイウスは死に至る」

上記の3つの三段論法の連鎖か、それとは異なる三段論法の経路は、カイウス以外のすべての

個々の人間にも適応できる。経路の異同にかかわらず、何れの人間も死に至る。個々人の死に至る

経路の総集合が「死すべき人間のすべて」を包含する集合である。その総集合は、一般化すれば、

カントのいう「条件の総体性（全体性）」（B379）＝「無条件なもの」（B364）である。45）

［理性推論の3つの類（クラス）］　カントの理性推論は「あらゆる経験の全体における知性の使用
を原理で規定するものとなる」（B378）。しかしその中には「経験的な前提をまったく含まない理

性推論がある」（B397）。すなわち「弁証論的推論」（同）である。カントによれば、弁証論的推論

には3つある。

第1類の理性推論は、「私は、いかなる多様なものも含まない主観という超越論的概念から出発

して、この主観そのものは絶対的に統一されたものであることを推論する。しかし、私はこうした

仕方ではそのような主観についてのいかなる概念も全くもっていない」（B397-398）というもので

ある。カントはこれを「超越論的な誤謬推論（Paralogismus）」とよぶ。

第2類の理性推論は、「或る与えられた現象一般の諸条件の系列（Reihe）の絶対的な総体性と

いう超越論的概念に到達しようとするものである」（B398）。この系列は自己矛盾する概念の系

列が存在するから、それとは対立する正しい統一を推論するけれども、その統一についていかな

る概念ももつことはできない。カントはこの理性推論を「純粋理性のアンチノミー（Antinomie）」

という。

第3類の理性推論はこうである。「わたしに与えられることのできる諸対象一般を考えるための

諸条件の総体性から、諸物一般を可能にするためのすべての条件は、絶対的かつ総合的に統一され

ていることを推論する。すなわち、その単なる超越論的概念からは私が知り得ない諸物から出発し

て、すべての存在者のうちの存在者［神］が存在すると推論する」（B398）。しかし私はこの存在

者からは、さらに展開されたことは何も知ることはできないし、それについての如何なる概念もつ

くることはできない。カントはこの理性推論を「純粋理性の理想（Ideal）」という。カントは『純

粋理性批判』では神の存在証明はできないことを論証したのである。プロテスタント的論証である。

旧宗教権力にとっては「看過できない論証」である。
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［9-2］カント理性推論からマルクス価値理論へ

この3つの理性推論はマルクスの価値論に継承される。

第1の誤謬推論の「いかなる多様なものも含まない主観の超越論的概念」が『資本論』で対応す

るものは、具体的な使用価値を捨象すること（Abstraktion）から生成する「価値」概念である

（S.52：訳64）。価値は感性的経験を超越した「観念的な存在」である。価値が単なる財を商品に転

化し、「多様なもの［富］すべてを絶対的に統一する事態」である。それはすべての富（使用価値）

が価値の素材的担い手になっている事態である。そこでは価値という「観念性」が使用価値という

「実在性」に憑依する。これが満面開花した商品世界・近代資本主義である。46）観念性が実在性に

転態する事態は、カントにとってデカルトの命題「私は思惟するがゆえに私は実在する（das 

cogito, ergo sum）」（A370）という「欺瞞的仮象（trügliche Scheine）」（A369）に端的に表現されて

いる。しかしマルクスにとっては、その誤謬推論は近代資本主義で成立する事態と同型である。

「超越論的主観X」は観念性にとどまることなく、実在態に転化している。「思惟する主観（cogito）」

が「実在する主体（sum）」に転化するのは「ゆえに（ergo）」という「媒辞概念の誤謬（sophisma 

figurae dictionis）」（A402：B411）による。単なる財（使用価値）を使用価値と価値の統一態（商

品）に転化する媒辞概念は、その財の私的所有者の無意識の「使用価値捨象（＝価値抽象）」であ

る。即ち、［使用価値（有限態 f）／無限（∞）］＝0、［使用価値（有限態 f）／ 0＝無限（∞）］。

カントがいかなる概念ももたないと批判する「誤謬推論」は、商品世界では実在する現実的概念

である。商品世界における観念性が実在態に転化する最も基本的な事態は、或る商品の価値が他の

1つの商品の使用価値で表現される価値形態の第一形態である。

第1の弁証論的推論は第2類の推論に連結する。ライプニッツの「モナド」は第二の理性推論

の適例である。モナドは無限の特殊からなる系列＝無限集合である。しかし「全て特殊を枚挙し

た後になお別の特殊が存在する」という判断は背理である。全ての特殊（使用価値）の無限集合

は外部に特殊の否定＝一般（価値）を措定する。これは第一形態・第二形態の前提である。初版

価値形態論の第四形態は、【《相対的価値形態が自己を等価形態に要素として含まない第二形態（無
限集合）》を要素として含む無限集合】である。特殊の無限集合（第四形態）は外部に必ず、或
る個別商品を第三形態の「一般的等価形態」(個別＝特殊・一般 )、即ち諸商品の「代表」に抽出す

る。

第2の理性推論は第3の理性推論で止揚される。第3の理性推論は、すでにみた「三段論法」を

無限に連鎖させて収束する「究極のもの」・「不変なもの」である。商品の間のアンチノミーが結果

的＝実践的にもたらすものは価値形態の第三形態の一般的等価形態＝「貨幣」である。貨幣があれ

ばこそ、商品は別の商品に姿態変換ができる。貨幣は商品世界の「神」である。「神＝貨幣」、これ

はマルクスの「学位論文」（1841年）以来の基本認識である。47） 貨幣の生成は、理論的な価値形態

論と実践的な交換過程論で論証される。生成した貨幣は、近代的私的所有者たちの共同存在性を現

実的に体現する「諸商品のなかの神」・「諸商品の天国的な存在」（MEGA,II/1.1,S.146）である。カ

ントのいう「純粋理性の理想」は彼がいうように「なんの概念もつくることができない存在」では

なくて、具体的な現実存在である。商品交換関係から生成した貨幣はさらに資本に転化し、資本が

生んだ剰余価値はさらに資本に再転化し、商品世界を支配する。このようにカントの理性推論はマ
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ルクスの価値論に批判的に継承されている。

以上のように、本稿では価値論を中心に、『純粋理性批判』の『資本論』への批判的継承関係を、

［1］カテゴリー論・［2］思惟する自我（自己意識―意識―対象）論・［3］理性推論の順序で、三重

に解明した。拙著『資本論のシンメトリー』で解明したように、三重に規定される価値論こそ、

『資本論』の体系展開の基本視座を定礎するのである。

［10］要素変換に関して不変の構造

［10-1］『純粋理性批判』における「不変なもの」

［究極の何ものか（etwas）］　すでにみたようにカントの理性推論は、究極の結論にまで至るまで
連鎖する三段論論法である。カントは超越論的論理学の特性の1つとして「一貫性」をあげる。そ

の「一貫性」は究極に向かって貫徹する「徹底性の精神（der Geist der Gründlichkeit）」（BXLII）に

基礎づけられている。その精神で、超越論的論理学は諸要素として純粋知性諸概念（カテゴリー）

を関数に集合する（Sammlung der Begriffe）。カントはこのことをつぎのように一般化する。

「理性推論とは、みずからの条件を、一般的な規則（大前提）の条件のもとに従わせる一つの

判断にすぎない。しかも理性はこの［一般的な規則の］条件に対しても、まったく同じ手続き

を適用しようとする。そこでこの手続きが続く限りで、（前三段論法によって）条件のそのま

た条件がどこまでも求められることになる。したがって、（論理的な使用において）理性一般

に固有な原則は、条件づきの知性の認識に無条件に妥当するものをみつけようとすることであ

り、この無条件的なものによって知性の統一が完結することが理解できる」（B364、（ ）は原

文の挿入、［ ］は引用者の補足）。

では、無条件なものに到達するためには、どのような論理学的過程が不可欠なのであろうか。そ

れは「条件のそのまた条件」に遡及する過程はカテゴリーを適用する過程である。理性は、経験的

な表象と結合する知性を媒介にして、無条件なものを探求している。究極の無条件なものとは、経

験的な諸々の要素を枚挙し尽くした果てになお残る〈何か或るもの〉である。

「理性の概念が無条件的なものを含むときには、理性の概念が関与するのは、すべての経験が

所属するものでありながら、しかも決して経験の対象とはなりえない〈何か或るもの etwas〉

である。理性は経験から出発して理性推論においてこの〈何か或るもの〉に到達しようとする

のである」（B367-368）。

［要素変換に関して不変の構造］　カントの理性推論の究極は、一切の経験的な諸要素を枚挙し尽
くしてなお存続する或る究極的なものである。「何か或るもの」は、一定の規則に即して変換され

る膨大な諸要素＝「選言肢の集合」を自己の内部に包含しつつ、それ自体は「不変の構造」である。

この「要素変換に関して不変の構造」には数学でいう「デザルグの定理」が対応する。拙著『資本

論のシンメトリー』でみたように、『資本論』にもこの「要素変換に関して不変の構造」が潜在し

貫徹している。不変の構造は無限遠点（infinite point）に根拠をもつ。『資本論』の価値概念も無限

遠点に根拠をもつ。カントが『純粋理性批判』の理性推論で突き詰めた論理構造は、マルクスが

『資本論』の独自の記述様式に潜在させた論理構造と同型である。それは経験的な諸要素の変換が
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従い、自らは変化せず、むしろ経験的なものを一定の規則で配列する「究極そのもの」である。

カントは、『純粋理性批判』後半の超越論的弁証論で本格的に論述されるこの「何か或るもの」

をすでに「第2版序文」で先取りし、この構造をつぎのように説明している。

「この不変なもの（dieses Beharrliche）は、私の中の直観ではありえない。なぜなら、私の中

で見られ得る私の現実存在の決定根拠は、すべて表象であり、そのようなものとして、表象と

は異なる不変なものを自ら必要とするからである。表象の移り変わり、したがって時間の中で

表象は移り変わるが、その時間における私の現実存在［諸要素の変換］は、この不変なものと

の関係で確かめられるのである」（BXXIX、原文全文ゲシュペルト）。

「この不変なもの」とは、「我々が認識のすべての素材を、しかも内的感覚の素材さえも得てい

る」「我々の外部に現存する物」（BXXXIX）である。いま、冒頭の問い「究極の何ものか」に答え

られる論理段階に到達したのである。

［カント論理学の編成原理］　これまで、カントからマルクスに批判的に継承された諸契機として、
「要素＝集合」・「同一対象の二側面からの考察」・「観点の旋回」・「要素分析編集法」・「カテゴリ

ー」・「自己意識－意識－対象」・「仮象」などをあとづけてきた。これらを参考に以下では、「何か

或るもの」とは何かを明らかにする。

カントは感覚的経験データを正確に理解できる基準として超経験的な論理学を構築した。その論

理学の各々の概念は「要素」として「集合」に包摂され、その集合はより高次の集合に要素として

包摂される。「一貫性」・「真理性」・「体系性」を顕現するカントの超越論的論理学は、「要素＝集

合」の重層的な連鎖である。この双数的な要素分析法は認識主観「私」の二重化にも貫徹する。

「思惟する私S1」は「私」自身を「思惟対象としての私 O1」に客観化し、その「思惟対象＝客観と

しての私」は「直観する私」という主観に旋回する（O1=S2）。

理性推論では、対称的に反転する「要素＝集合」の論理が、大前提（Obersatz:O）・小前提

（Untersatz:U）・結論（Schlußsatz:S） の三段論法に発現する。

一方の前三段論法（prosyllogismos）は、「推論を連結するものとして、条件づけるものの側にお

ける系列」（B388）である。いいかえれば、O（大前提）にU（小前提）が包摂されS（結論）が導

き出される（O→U→S）。前三段論法は1回で収束するのではない。「条件のさらなる条件」をも

とめて、究極まで推論は持続する。

 （O1→U1→S1＝O2→U2→S2＝O3→ ……）

したがって、

 ［（Oi→Ui→Si）：i＝1, 2, 3, …… ∞］。

この論理形式［OjUj（OiUi・Si）Sj］は、すでにみた、《或る問いとその解はつぎの問いと解を生む》

という論理形式［Qj（Qi Ai）Aj］と同型である。

他方、後三段論法（episyllogismos）は、「条件づけられたものの側における系列を遡及する系列」

（B388）である。S（結論）→U（小前提）→O（大前提）という推論である。連結する理性推論では、

結論はつぎの推論の大前提になる（S1→U1→O1=S2→U2→O2）。マルクスとの関係で注目すべきこ

とに、カントは「前三段論法の連結あるいは系列は･･･上向する
4 4 4 4

（aufsteigen）系列
4 4

である」（B388）

といい、後三段論法は「下向する
4 4 4 4

（absteigen）系列
4 4

」（同）であると規定している。
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［自己意識の不変性］　人間が過去の或る場面を回顧するとき、回顧される場面（対象）のほかに
その場面を見ている自分（意識）が存在する。その自分（意識）を現在の自分（自己意識）が観ている。48） 

これは、《自己意識（回顧する自分）→意識（回顧される自分）→対象（回顧される場面）》という

関連である。「自己意識（SB 回顧する自分）」には「意識（B 回顧される自分）」が包摂され、その

包摂される意識のなかに「対象（G 回顧される場面）」が包摂されるという三重構造《SB［B（G）］》

をなす。「自己意識」は常に主観的な《現在（永遠の今）》に存在し、「意識」は「意識される対象」

に即して《過去－現在－未来の時間軸》を自在に往還する。対象は必ずしも実在した物とは限らな

い。人間の構想力の働きで生まれるイメージである。眼差しを送る「時」が「現在」の場合、「対

象を見ている意識」と「その意識を見ている自己意識」が同じ「現在」に帰属するので、［対象を

見ている《意識］を見ている自己意識》という二重構造が未分化になり、その二重化は自覚されに

くい。カントは「不変なもの」を「或る思惟の超越論的主観X」（B404）とも表現した。

『純粋理性批判』の対称的な要素分析編成法《Ⅰ原理論［1感性論→2論理学（1分析論→2弁証

論）］→Ⅱ方法論》は、ロシアの人形マトリーシュカがそれぞれの内部に同型のより小さな人形を

含んでいるように、Ⅰ原理論Gが「1感性論Sおよび2論理学L」からなり、後者の2論理学が「1

分析論Aおよび2弁証論D」からなる《G［S+L（A+D）］》。『純粋理性批判』のこのような三重の対

称的構造は、その具体的な要素が変換しても、構造自体は変わることがない。そこで展開される

「自己意識－意識－対象」《SB［B（G）］》の関連にも再現される「同型の不変なもの」である。

［真偽二重の可能態としての不変なもの］　しかしカントは、理性推論の徹底が浮かび上がらせる
この《無条件なもの》を無条件に真理とは判断しない。それが真理か虚偽か、弁別しなければなら

ない、という。

「この概念が客観的な妥当性をもつ場合には、それは〈正しく推論された概念〉と名づけるこ

とができる。あるいはこの概念が客観的な妥当性をそなえていない場合には、〈推論の見掛け

（Schein仮象）〉を装って入り込んできた概念であるから、それは〈詭弁的な概念（vernünftelnde 

Begriffe）〉とよぶことができる。」（B368）。

カントは理性推論の重層的な歩みがたどりつく《不変なもの》を単純に真理とだけみない。それ

は詭弁かもしれない。あたかも真理であるかのように偽装し真理の仮面をかぶって虚偽が潜む可能

性もある。その間隙をマルクスは拡大して子細に分析し、一見するところ、永遠の真理であるかの

ように現象する事態に虚偽＝仮象を洞察するのである。その意味で、カントの懐疑はマルクスを刺

激して、さらなる探求に赴かせたにちがいない。

［要素分析法の変質］　「要素＝集合」の規定は、「同一対象」が観点を「旋回」すれば別の側面を
みせ、「二重なもの＝双数的なもの（Dualität,duality）」として現象する事態の別の表現である。と

ころが、注目すべきことに、カントはこの観点の意味を、弁証論の本論としての「誤謬推論」と

「アンチノミー」で、急変させる。たとえば、カントは第4アンチノミーへの注で、観測点の違いで、

月が自転しているとも見えるし、自転していないとも見える例をあげる。もし観点を月の重心にと

れば、月が地球に向けている側面は、（1）真下→（2）右側→（3）真上→（4）左側→（1’）真下

の順で運動するように見えるから、「月は自転している（der Mond dreht sich un seine Achse 月は自

己の回転軸を旋回する
4 4 4 4

）」（B489）といえる。逆にもし観測者が観点を地球の重心にとれば、そこ
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から見るとカントのいうように「月は地球につねに同じ側面を向けているから」（同）、「月は自転

してはいない」（同）ように見える。観点の取り方次第で全く反対に見える。カントはこの例をア

ンチノミーが陥る自己矛盾の例証とする。この例証には、対称的複眼的な観点がしめされている。49）

『純粋理性批判』の原理論と方法論への対称的な要素分析、原理論の感性論と論理学への対称的な

要素分析、論理学の分析論と弁証論への対称的な要素分析が連鎖して、最後の弁証論が方法論に再

帰する。その最後の弁証論の本論で、要素分析法が二者択一の問題枠設定となるのである。

カントは弁証論の最初の「誤謬推論」でデカルトのテーゼ「我は思惟する、ゆえに我は実在す

る」を否定する前提として「思惟の超越論的主観Ｘ」（B404）という「単一のただ思惟するだけの

主観」を提示し、思惟主観の「実在性」を拒否する。それはすぐれて観念的な魂（Seele）である。

ところが要素分析法は、「誤謬推論」に続く「アンチノミー」では、《あれかこれか》の二者択一

の問題枠を措定する。対称的な方法を「アンチノミー」という二者択一の事態に適用する。超越論

的論理学の前半の分析論では対称的・複眼的に論証を展開しながら、その後半の弁証論にくると、

アンチノミーという「理性の仮象」を否定する二項対立的な枠組になる。ここで対称的な発想は外

在的対立に転換していることに我々は気づくのである。

［10-2］『資本論』の「不変の対称的構造」

［『資本論』の《二重の三段論法》］　カントに従うように、『資本論』にも「要素変換に関して不変
の対称的構造」が存在する。『資本論』のその構造とは、①価値形態論・②商品物神性論・③交換

過程論の3つの要素をつぎのように「前三段論法（prosyllogismos）」と「後三段論法（episyllogismos）」

（B387-388）に交互に援用されている構造である。50）

（前三段論法）　Ⅰ①価値形態　②商品物神性　③交換過程

（後三段論法）　Ⅱ①価値尺度　③流通手段　②蓄蔵貨幣

（前三段論法）　Ⅲ②一般的範式　③その矛盾　①労働力商品

（後三段論法）　Ⅳ②労働過程　①価値増殖過程　③両者の統一

（前三段論法）　Ⅴ③不変資本・可変資本　①剰余価値率　②絶対的剰余価値

（後三段論法）　Ⅵ③相対的剰余価値　②労賃　①資本蓄積［②原蓄（注52）］

これを『資本論』第1部でより細部にまで分析すると、つぎのような2階の構造をなしているこ

とが判明する。51）結晶のような美しい対称性である。資本主義的生産様式はこのような対称性で編

成されているのである。

 　［前三段論法］ 　：　［後三段論法］

 Ⅰ｛①｝－②－③ 　：Ⅱ｛①｝－③－②

 　　②　 ③　① 　：　　③　 ②　①

 　　③　 ①　② 　：　　②　 ①　③

 　　　　 ② 52）

 Ⅲ｛②｝－③－①　：Ⅳ　②　 ①　③
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 　　③　 ①　②　：　　①　 ③　②

 　　①　 ②　③　：　　③　 ②　①

 Ⅴ｛③｝　①　②　：Ⅵ｛③｝　②　①

 　　①　 ②　③　：　　②　 ①　③

 　　②　 ③　①　：　　①　 ③　②

［カントの上向法・下向法の継承］　『資本論』における資本主義的生産様式を考察するさいの観点
移動の規則を上記の（横の）第1行の（縦の）第1・2・3列で説明すると、こうである。

上記のⅠで、｛①｝価値形態論の観点を基軸にして（記号｛ ｝で表記）、そこから縦の第1列の②

商品物神性論→③交換過程論とすすみ、ついで第1行の第2列の②に移行し、その縦の列の③交換

過程論→①価値形態論→②商品物神性論とすすむ。さらに第1行の第3列の③交換過程論に移行し、

その縦の列の①価値形態論→②商品物神性論とすすむ。このように、カントの前三段論法の「上向

する方法」がⅠの群の9個（＋1個②＝10個）の項に貫徹する。つぎはⅡに後三段論法の「下向す

る方法」が行と列で同じ順序で貫徹する。

カントのいう「前三段論法」は「上向する系列」である。マルクスは『資本論』より前に『経済

学批判要綱』「序説」第3節で「経済学の方法」を経済学の歴史を参考にして論じ、「分析によって

（durch Analyse）」具体的全体から抽象的な基礎概念にたどりつく「下向する（absteigen）方法」を

念頭にして、抽象的な概念から具体的総体に向かう方法を「上向する（aufsteigen）方法」と命名

した（MEGA, II/1.1, S.36）。これはまさにカントの前三段論法と後三段論法のそれぞれの別称であ

る。ここにもマルクスのカント継承が判明する。つまり、マルクスは『資本論』でカントの前三段

論法と後三段論法を交互に二重構造で援用しているのである。

マルクスは『資本論』第1部でこのようにカントの超越論的論理学を批判的に継承している。超

越論的論理学は経験的実在性に媒介されないときにはただ思弁に耽溺し虚偽＝仮象に陥るけれども、

経験的実在性に媒介されたときには、真理を開示すると、カントはいう。しかしカントのいう経験

的な前提をふまえた、超越論的演繹が虚偽＝仮象に陥ることを『資本論』は論証する。無限態であ

る価値は経験的な有限態である使用価値に現象する。その現象形態は、価値（V）と使用価値（U）が

重層的対称的に置換する。価値という主体が使用価値という経験的実在態を媒介に「対象的仮象」

（S.88：訳126）を発生させる事態を論証する。カントが弁証論で論じた「欺瞞的仮象（trügliche 

Scheine）」（A369）は、まさに資本主義的生産様式が支配する社会の常態である。「仮象で充満する

社会」が近代資本主義社会である。

［〈仮象〉語の規則的使用］　このことを端的にしめすために、つぎに「仮象」語が『資本論』第1
部で使用されている26回の頁の理論内容を示す。すでに「［5-2］　マルクスの仮象論」で指摘した
ように、下記の数字は「仮象」語が用いられている頁である。

88, 89, 95, 97（2回）, 98［商品物神性②］　　106, 107［交換過程②］

129［貨幣の通流②］

264, 304（2回）［労働日②］　　325［剰余価値の率と量②］
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419, 422, 454, 465［機械制大工業①］

534［絶対的相対的剰余価値②］　　555［剰余価値率①］

561［労賃③］　572［時間賃金③］　　574, 582［出来高賃金③］

599［単純再生産③］　　609（2回）［剰余価値の資本への転化③］。

「仮象」語の使用26回のうち、②商品物神性論の観点の個所では14回であり、③交換過程論の観

点の個所では7回である。後者の③交換過程論の観点［①V（U）：②U（V）］は②商品物神性論の

観点［②U（V）］を内含するから、両方の観点は合計できる。全部で21回となる。①価値形態論の

観点の個所では、②は5回だけ使用されている。①の個所で②を用いられたのは、その個所は《③

交換過程論の観点［V（U）：U（V）］→②商品物神性論の観点［U（V）］→①価値形態論の観点［V

（U）］》という順序のなかで、「②の商品物神性論の観点の直後の①の個所」であったためであると

判断される。②の仮象論的発想が①価値形態論の観点にも持続したのである。「仮象」語の使用の

割合を計算すれば、②と③で80％、①で20％となる。このように、マルクスは『資本論』第1部で

かなり高い割合で規則的に「仮象（Schein）」語を使用していることが判明する。

すでに「5-2　マルクスの仮象論」でみたように、相異なる使用価値の私的交換関係は使用価値
を捨象し価値を抽象するという二重作用の場である。無限遠点で抽象された価値（無限態）は使用

価値（有限態）に現象する。使用価値に現象する価値は抽象的無限であるから、その表現媒態を無

限に多くの使用価値にもとめる。価値（V）は使用価値（U）そのものであるかのように現象する［現

象の表層U（深層のV）］。「価値」と使用価値の交換比率である「交換価値」を区別できず混同する

錯誤・錯視の根拠がここにある。この錯視を主題として解明するのが第1章第4節の商品物神性論

である。ここで『資本論』では初めて「仮象（Schein）」語が使用される。それ以後、商品物神性

論の観点で資本主義を考察するときは「仮象」語を基本用語として用い、あるいはその類似語であ

る「物象化・神秘化・資本生産性」などの用語が規則的に使用される。

［継承される方法］　こうして、カント『純粋理性批判』の基本用語「仮象（Schein）」が『資本論』

に批判的に規則的に継承されていることが判明した。カントが超越論的論理学で分析論を真理規定

の基準として論じるときにも、虚偽が真理装いで仮象する事態を合わせて批判的に論じるのは、余

分な論理逸脱（齟齬）ではない。真理（W）規定をその反面である虚偽（F）ではない規定として

裏打ちするためである［Ｗ＝non F］。『純粋理性批判』の編成原理である要素分析は、単なる形式

的区分ではなく、反対命題を取り込んで命題を規定することで充足する「複眼的な対称的な考察

法」である。分析論では真理（W）と虚偽（F）とは対立する（W:F）。けれども、弁証論のアンチ

ノミー論では二分された真偽はさらに二分され［W→（W+F）］［F→（F+W）］、真理（W）と虚偽

（F）は相互に対称的に反対の関係に転回する［（W:F）：（F:W）］。アンチノミーのこの形式は交換

過程論の構造［V（U）：U（V）］と同型である。この形式で、価値形態が存立する「自己意識－意

識－対象」も編成されている。カントの方法は、シンメトリーをなす『資本論』に継承されている。

カントの『純粋理性批判』は『資本論』が樹立する豊かな地層となっているのである。

［《仮象の論理学》としての『資本論』］　カントは、理性が経験的データ無しに勝手に知性の活動
を推論形式で結合する活動は「仮象の論理学」に陥るとして批判する。これに対してマルクスは、
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いやそうではなく、経験的データを整合的に分析する場合でさえも、カントのいう「真理の論理

学」にはならず逆に「仮象の論理学」になる場合がある。それは近代資本主義社会の富が全面的に

商品形態をとる場合である。近代資本主義では、カントのいうように、超越論的分析論 (→価値 )

が経験的データ (→使用価値 )を整合的に媒介する「真理の論理学」の条件を形式的に満たす場合

でさえも、「虚偽＝仮象の論理学」に転回する。これがマルクスの『資本論』で「仮象」語を使用

する戦略的意図である。すでに『経済学批判要綱』で、労働力商品の使用価値が価値＝剰余価値を

もたらすように、価値規定に媒介された使用価値が逆に経済的諸形態を規定する関係に注目してい

る (MEGA,II/1.1,S.190)。この言明はそのようなカント批判を含意する。マルクスの「使用価値」概

念は、いわゆる「歴史貫通的に」普遍的な富に限定されない。むしろそのように一面的に限定して

疑わない観点こそが、仮象に囚われた観点であることを立証する概念なのである。

マルクスだけでなく、ヘーゲルが本質論冒頭や概念論冒頭で使用する「仮象」語も、カントの

「仮象」語の批判的継承である。しかし『資本論』の「仮象」語の使用は、ヘーゲルよりも、遙か

にカントに親近性がある。ヘーゲルは論理学で本質論と概念論に限定し「仮象」語を使用する一方、

カント的な虚偽の意味を『法＝権利の哲学』§83で使用する。論理学と法哲学で異なる意味で別

個に使用する。これに対してマルクスは「合法的詐欺」＝「虚偽」の意味で「仮象」語を『資本

論』全巻を貫通して使用する点でもカント（批判）的なのである。

マルクスは、ヘーゲルの「仮象」語使用の分裂をカントの一貫性に復元しつつ、カントの「真理

の論理学」を「仮象の論理学」に転回する。「ヘーゲル批判」と「カント批判」の二重の批判を

「仮象」語の使用で論証する。筆者の「マルクスとカント」問題の背後には、このようなマルクス

のヘーゲル＝カント批判という二重の批判が控えている。

［反証可能性は何処にあるのか］　或るテキスト（『資本論』）と別のテキスト（『純粋理性批判』）
とが重層的に一貫して対応することが、文献上の諸事実の理論的分析で論証されているとき、その

対応諸関係の個々の項目に、別のテキストの対応可能性（例えば、ヘーゲル）を対置しても、その

対置は何ら反証にならない。これは一般的に自明なことであり、なにもマルクス＝カント関係に限

定されない。有意味に一貫して連結する対応諸関係の論証の前にして、批判者が対置する個々の事

例が相互に連結せずバラバラな場合は、その批判は何やら意味不明な発語をしていることになる。

不自然なこの対置は反証にはならない。反証可能性は、その対応諸関係に内在する批判だけに存在

する。本稿の場合は、『資本論』および『純粋理性批判』のテキストへの内在を前提諸条件にする。

その前提で拙稿が論証する対応諸関係の批判的追思惟のみが、反証可能性を開くのである。カント

のいう経験（認識）可能性と同じように、反証は無制約ではない。上記の制約諸条件のもとでのみ、

反証は可能なのである。
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1）内田弘「『資本論』の自然哲学的基礎」『専修経済学論集』2012年3月、通巻第111号を参照。
2）カントの哲学用語Verstandを「悟性」でなく「知性」と訳すべきであるという見解は、夙に三枝博音
によってしめされている［三枝博音『哲学と文学に関する思索』（酣燈社、1947年）所収の論文「理性
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であるという石川文康の見解（『カント　第三の思考』名古屋大学出版会、1996年）の源流も、石川は
その名をあげていないけれども、三枝博音にある。
3）マルクスは自ら、パラドックスの定義をおこなっていないけれども、筆者がマルクスのテキストに読
むパラドックスは、「或る前提がそれ自体を否定する結果を措定するパラドックス」だけでなく、「さ
らにその結果が最初の前提を措定するという自己否定を二重に展開するパラドックス」も意味する。
内田弘『《資本論》のシンメトリー』（社会評論社、2015年、終章）を参照。

4）慧眼な読者は、このカント・アンチノミー批判が、『資本論』における個別資本の自由な競争が総資
本にとって如何なる帰結（相対的剰余価値・利潤率の傾向的低下）を生み出すのかという論証問題に
継承されていることを洞察するであろう。「終結＝始元」という円環体系をなす存在＝認識過程や「貨
幣＝神の論証」も同じ継承関係にある。

5）ガリレオ『星界の報告』（山田慶児・谷泰訳、岩波文庫、1976年）を参照。
6）Annibale Fantoli, Galileo. Per il Copernicanesimo e per la Chiesa, Vatican Observatory Foudation 1997：アン
ニバレ・ファントニ『ガリレオ』（大谷啓治監修・須藤和夫訳、みすず書房、2010年、499-500頁）を
参照。ラヴジョイによれば、中世形而上学に一番深刻な打撃を与えたのはコペルニクス説ではなく、
1572年のティコ・ブラーエによるカシオペア座の新星の発見である。その発見は、地球以外の天体に
も人間と似た生命が生息する可能性を開き、そこでも『聖書』物語が反復される可能性を示唆する。
その可能性は従来の『聖書』物語の固有性・一回性を相対化したという。コペルニクス以後の天文学
史には、このような神学的傲岸の危機意識が対応する。アーサー・O・ラヴジョイ『存在の大いなる連
鎖』（内藤健二訳、ちくま学芸文庫、2013年、161頁）を参照。

7）Benedictus de Spinoza, Opera quae supersunt omina; verausgegeben von H. E. Gottfried Paulus, in zwei Banden 
Jena, 1802-1803. 松田克進「スピノザ」小林道夫編『哲学の歴史』第5巻、中央公論社、2007年、413頁
を参照。
8）ヘーゲルの論文「信仰と知」は第一批判のなかの或る順逆のタイトル「知と信仰」（B848）に因んで
いる。
9）内田弘「スピノザの大衆像とマルクス」『専修経済学論集』第34巻第3号、2000年3月を参照。マルク
スは1841年3月から4月にかけて、上記注2のパウルス編集のスピノザ遺稿集に収められた『神学･政
治論』と『往復書簡集』から、評注なしに、独自の順序で抜粋ノートを作成した（MEGA, Ⅳ /1, 1974, 
S.233－251）。

10）Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Kant Werkaugabe, Band VIII, Suhrkamp 1977, 
S.851-2:カント「たんなる理性の限界内の宗教」北岡武司訳、『カント全集』第10巻、岩波書店、2000
年、240-241頁。カントの宗教界の物神崇拝に対する批判にはプロテスタントの視座がすえられ、その
視座から『純粋理性批判』を執筆する。
11）本論文も、引用にあたっては、慣例に従い『純粋理性批判』の初版の頁の頭にAをつけ、第2版の頁
の頭にBをつけ、（B388）の如く原文の頁のみを指示する。本論文末の「参考文献」に掲げた原佑訳・
中山元訳・石川文康訳および英訳を参照し訳文を作成した。
12）マルクスは『経済学批判』でAggregat語を「現実的な諸物の無限の集合（ein unendliches Aggregat der 

wirklicher Dinge）」と使用している（Marx/Engels Werke Bd. 13, S.75）。「諸物」は要素である。
13）野家啓一は「要素は単独では存在しません。それは関数的連関のなかにしか存在しない」と考える
（廣松渉『カント《先験的演繹論》』世界書院、2007年、第2部、214頁）。
14）『資本論』からの引用は、Das Kapital, Erster Band, Dietz Verlag Berlin 1962, 1969:『資本論』翻訳委員会
訳『資本論』13分冊、新日本出版社、1982～89年から行い、その頁数は本文でのように略記する。
15）価値形態論におけるつぎの文を参照。「或る一つの商品、たとえばリンネルの価値はいまでは商品世
界の無数の他の商品の要素で表現されている」（S.77：訳107）。「要素＝集合」は『資本論』冒頭だけの
問題ではないのである。
16）内田弘『資本論のシンメトリー』を参照。
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17）この二重性は、カントの「始元と限界」の第一アンチノミーの止揚形態であることを意味する。
18）英訳『資本論』をみると、Samuel Moore and Edward Aveling, Progress Publishers, Moscow 1965では、
商品集合が accumulation of commodities、要素形態が a single commodityにそれぞれ訳され、Ben Forkes, 
Penguin Books, 1976では、an immense collection of commodities、elementary formと訳されている。elementary 
formは適訳である。

19）ジル・ドゥルーズ『カントの批判哲学』國分功一郎訳、ちくま学芸文庫、2008年、35頁。
20）ドゥルーズはつぎのように指摘する。「《コペルニクス的転回》の根本的な理念はつぎの点にある。
すなわち……客観の主観への必然的な

4 4 4 4

従属の原理を説くことである。認識能力が立法行為を行うもの
であること、より正確にいえば、認識能力のなかには立法行為を行う何かがあるということを見いだ
したことこそが本質的な発見であった」（ドゥルーズ前掲書、35頁）。
21）とはいえ、ヒュームの哲学は、《構想力・感性・知性・理性・表象など》、カントの哲学用語と共通
する用語を準備していた。カントの超越論がそれらに哲学的活力を賦与したのである。
22）ほとんどの日本語訳では、この引用文における sich drehen を「回転する」と訳している。その訳で
は地球の「自転（rotation）」なのか「公転（revolution）」なのかが不分明である。因みに、英語訳
（Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated by Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge University 
Press, 1998, p.110）は、revolves, revolve と「公転する」の意味に訳す。拙訳の「旋回する」は何かの周
囲を円（楕円）運動する意味であるから「公転する」と同義である。なお、柄谷行人は『トランスク
リティーク ―カントとマルクス― 』（岩波書店、2004年、311頁）で「コペルニクス的転回」に論究
しながら、肝心の『純粋理性批判』のこの個所を引用していない。『資本論』は第一義的に『純粋理性
批判』に依拠するのに、この著書は『資本論』に潜在する『純粋理性批判』を明示していない。
23）コペルニクス『天体の回転について』矢島祐利訳、岩波文庫、1953年、16頁。カントのいう超越論
的主観が存立する無限遠点が観点の変換を可能にし、コペルニクスいう対称性も可能にする。無限遠
点こそ、同一物を複眼で観る「遠近法」の拠点である。牧野英二は、カントにおける「遠近法」の可
能性を論じる際に、認識主体の身体と空間的位置を前提にする。この実在的前提は、デカルトのコギ
トが陥る誤謬推論の帰結と同じではないだろうか。牧野英二『遠近法主義の哲学』弘文堂、1996年、
62頁以下参照。
24）内田弘『《資本論》のシンメトリー』は、この三要素①・②・③が『資本論』の編成原理であること
を論証した。
25）むろん、sich drehen には「旋回する」のほかに「回転する」などの訳語がありうる。ただしこの動詞
は地球が太陽の周囲を（楕円運動で）回っているという「公転（revolution）」を動詞で表現している。
特に「回転する」・「回る」では「自転（rotation）」との区別が曖昧であり、「公転」のニュアンスが的
確に表現できないことに留意すべきである。
26）すでに内田義彦は『資本論の世界』（岩波新書、1966年、48頁、80頁）で、『資本論』の最初の要素
分析、すなわち『資本論』の第1部・第2部＝価値タームと第3部＝生産価格タームへの区分に着目し、
マルクスが前者を剰余価値生産の関係として規定し、後者を剰余価値の（レントとしての）分配関係
として規定したと指摘している。ただしこの著書には、『資本論』の基礎理論としての価値論（価値形
態論・商品物神性論・交換過程論の有機的関連）への論究や、『資本論』編成原理＝「三重の要素分析
法」のカントへの関係への論究は、一切ない。カントへの関連は除外できるとしても、価値論は『資
本論』の正確な理解にとって不可欠な前提であろう。近代資本主義は（資本の可能態である）価値が
支配する体制である。「歴史貫通的な労働過程・協業・分業と見える事態」が実は生産資本循環の仮象
形態であることは、価値の支配の観点から初めて見えてくる事態である。前掲内田弘『資本論のシン
メトリー』の労働過程・協業・分業の個所を参照。
27）価値と交換価値を区別できない内外の『資本論』に関する著書・論文は、古典経済学への自らの逆
戻りに気づいていない。古典経済学（ペティからリカードウまで、J. S.ミルは除外）と古典派

4

経済学
（限界革命以前、J. S.ミルは入る）の区別もない。
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28）宇野弘蔵自身が『資本論と社会主義』で明言するように「三段階論（原理論・段階論・現状分析）」
から「現状分析」も含め、実践の契機は反科学的イデオロギーとして一切排除されている。三段階論は、
『純粋理性批判』に関連するとすれば、超越論的分析論にのみ対応する。三段階論では、外的触発から
生まれた歴史的経験的事実が形而上学的存在に転化している。その本質的な点で、『資本論』とは隔絶
するのではなかろうか。本稿［8］でみるように、マルクスはカントによる理論と実践の区別と媒介を
『資本論』に摂取している。
29）三枝博音は、なぜカントが「仮象の論理学」を創設したのかについて、つぎのように指摘している。
「［カントは］認識が眞理であるための徴標を求めたが、そのためにすでに論理学の外からの實質的な
知識の確實性の必要を十分認め、而も眞であることの論理学的徴標の問題につけてWahrheitの論理学の
みで足れりとせず、ここにScheinの論理学を創設してゐるのである」（『哲学と文学に関する思索』酣
燈社、1947年、43頁。初出「理性における仮象の問題」『哲学雑誌』1944年）。
30）岩田徹「超越論的論理学の構成に基づく一考察」（『実践哲学研究』京都大学、2007年第30号）を参
照。三枝博音は『純粋理性批判』の重層的な要素分析について、夙につぎのように注意している。「感
性・知性・理性の関係は一から始まり二に進み三に到達するといふやうに、驛逓的に進むものとのみ
理解されてはならない。知性へ来たるものは感性で興るものが來るのであるが、理性で終結するものは、
單に知性に來たものではなくて、感性で興り知性にゆくものが綜じて完成的に終結されるのである」
（前掲書、65頁）。
31）「空間は、外的に対象として我々に現象しうるすべてのものに関しては実在性

4 4 4

をもつが、同時に、理
性によってそれ自体で考察されるときの諸物に関しては観念性

4 4 4

をもつ」（B44、ボールド体は引用者）。
32）M.ヘンゲル『古代教会における財産と富』（渡辺俊之訳、教文館、1989年）によれば、後3世紀頃の
古代ローマ教会は、神の賜物である富の寄付行為を富者の義務と位置づけ、貧者介護・社会福祉のた
めの資金提供者として富者に協力を求めた。それに応えれば、経済的富者は道徳的賢者にもなる。他
方で、百年のちの後4世紀の東方の最大都市アレクサンドリアには、自己労働の成果を自分のために使
うことは当然の権利である（労働と所有の同一性）と主張する裕福な勤労者が多勢いた。「彼らにとっ
て唯一の神は貨幣である」（同書144頁）。「神＝貨幣」はマルクスの独断ではない。

33）この26回のうち、107頁と304頁（2回のうち1回）の2回はScheins、その他の25回はすべてSchein
であり、ScheineとScheinesは用いられていない。『ドイツ・イデオロギー』以来、Versachlichungと対語
で用いられてきたEntfremdungも『資本論』第1部ではただ1回（420頁）で用いられている。Dietz版
『資本論』第1部の事項索引には仮象（Schein）はまったく検出されていない。
34）『純粋理性批判』で、仮象（Schein）としての誤謬推論につづくアンチノミー論に対応して、『資本論』
でもただし1回、「二律背反（Antinomie）」語が出てくる。資本家の権利と賃労働者の権利がともに「商
品交換の法則」に合致しているので、結局、対抗力（Gewalt）が事態を決着をつけると指摘する個所
（S.249:訳399）である。
35）前掲書『資本論のシンメトリー』では、『資本論』を②商品物神性論の観点から考察するさいに、マ
ルクスがこの「仮象」語や「神秘化・資本の生産性」などの用語を規則的に用いていることが指摘さ
れている。
36）マルクスはすでにアリストテレス『デ・アニマ』ノート（1840年前後）に記入した評注で、理性
（nous）が総合判断形式で虚偽（pseudos）を真理（alētheia）にすり替える誤謬推論について指摘して
いる。前掲論文、内田弘「『資本論』の自然哲学的基礎」を参照。
37）「諸商品の交換価値を明白に特徴づけるものは、まさに使用価値の捨象である」（S.52:訳64）。経験可
能態である使用価値が消滅し、それ自体では経験不可能な価値が抽象される。この規定は『法＝権利
の哲学』§63の次の規定を継承する。「物件のこの一般性の

4 4 4 4

単純な規定性は、物件の特殊性から生じる
ので、この独自の質は同時に捨象される (abstrahiert wird)。物件のこの一般性

4 4 4

こそ、物件の価値
4 4

（der 
Wert der Sache）である」。
38）カントにとって「思惟する私」と「思惟される私」への区別＝二重化はアプリオリな前提である。
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人間の認識能力の構造分析が第一義であって、なぜその構造が可能なのかは、困難を極める問いであ
るとだけ指摘する。カントやマルクスが援用した「二重化」は、「相手に自己の根拠をもつという人間
の社会的共同存在性」に根拠をもつのではなかろうか。マルクスは「差異論文」で神の存在証明の仕
方として（1）「空虚な同義反復を使う方法」と（2）「本質的な人間の自己意識の存在証明」をあげて
いる（MEGA, I, S.90-91）。［7-2］でみるように、（2）はマルクスにとって貨幣が生成する場（貨幣＝
神）である。
39）この逆転に相当する事態を、ラカンの映画作品『裏窓』分析を援用して、ムラン・ボジョヴィッチ
はつぎのように分析する。「他の主体に眼差しを向けるとき、私は彼あるいは彼女を対象として規定し
ようとする。しかし、その主体もまた、主体としての私の地位を否定し、私を対象として規定するこ
とができる。……《他者に見られていること》は《他者を見ていることの真理》である」（スラヴォイ・
ジジェク編著『ヒッチコック×ジジェク』鈴木晶・内田樹訳、河出書房、2005年、246頁）。「自己意
識－意識－対象」をめぐるカント＝マルクスの分析はラカン＝ヒッチコックに生きている。
40）このように、結論がつぎの大前提になりその結論が導き出される論法は、問い（Qi）とその解（Ai）
がつぎの問い（Qj）を提起する『資本論』の論法［Qj（QiAi）Aj］と同型の「並進対称（translational 
symmetry）」である。これは先に『純粋理性批判』と『資本論』に分析した「三重の二分法」の別の表
現である。『資本論』の哲学史的（論理学的）源流はカントの『純粋理性批判』にある。前掲書『《資
本論》のシンメトリー』（特に第1章と終章）を参照。
41）牧野英二は「カントの立場で言えば、超越論的自我の問題から《我から我々へ》と論理的に展開す
ることは困難です」と観る（『情況』2007年11・12月合併号、23頁）。
42）牧野英二はつぎのように指摘する。「カントの批判哲学は、そもそものはじめから、理論哲学として
の射程と実践哲学としての射程を重ね合わせるようにして構想されているとみるべきです」（廣松渉
『カントの《先験的演繹論》』世界書院、2007年、第2部、171頁）。
43）「人格性の概念は実践的な使用にとって必要かつ十分である」（A365-366）。
44）時枝誠記と三浦つとむが提示した独自の日本語文法がその一例である。筆者は『《資本論》のシンメ
トリー』で、『資本論』（第1部）の記述例から、そこに貫徹する規則＝文法を導き出し、その規則で
『資本論』（第1部）の全体を解読した。その規則は内生的である。
45）カントは、この上昇し条件づける系列の全体を把握することはできないけれども、その前提となる
第一のものが最上位に存在し、この系列に条件の全体が含まれていると想定することが、理性の要求
であるという（B389）。マルクスは、最上位のものは研究者の表象に思いうかべられる具体的な全体
（人口）であり、それには「上昇する経済学の諸体系」の最後で到達すると想定する（MEGA,II/1.1,S.36）。
抽象的なものが終局のカントの体系と具体的なものが終局のマルクスの体系は、対称性をなす。
46）川島武宜『所有権法の理論』（岩波書店、1949年）の特に、「第3章　近代的所有権の観念性と絶対
性」を参照。「近代法において所有権は、その主体者の現実的支配の有無に関係なき・客体の観念的な

4 4 4 4

帰属、すなわち物に対する支配可能性という観念的
4 4 4

関係である」。
47）内田弘「『資本論』の自然哲学的基礎」『専修経済学論集』2012年3月、第46巻第3号（通巻111号）
を参照。
48）「《私が見たもの》の他に、そこに居合わせて《私を見ていた誰か》の視覚記憶も、出来事の物語的
再現のためには不可欠である」（内田樹『映画の構造分析』（晶文社、2003年、190頁）。
49）「1つの学的体系の中で、その体系のパラダイム（規範）に反するようなものが生まれる。それは変
革につながるものである」（森毅『魔術から数学へ』講談社学術文庫、1991年、128頁）

50）前掲書『《資本論》のシンメトリー』第1章の末尾「総括と展望」を参照。
51）その構造が『資本論』第1部のどの個所に対応しているかについては、上記の注と同じ個所を参照。
52）ここだけ例外的に4つの項からなる。②商品物神性論の観点は、『経済学批判要綱』や『資本論』第1
部の原蓄論、『資本論』第3部「主要草稿」の最後（第7章）と同じように、『資本論』の基軸となる観
点である。
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梶原　勝美

目　次　　

１．はじめに

２．小売PB分類（試案）の問題点

３．新たな小売PB商品分類

（1）個別PB商品

（2）統一PB商品

（3）ストアPB商品

（4）サービスのストアPB商品

（5）その他の小売PB商品

（6）単独PB商品VS共同PB商品

（7）販売者単独PB商品

（8）製販ダブル・ブランドPB商品

４．おわりに

１．はじめに

日本における卸PB（プライベート・ブラン

ド）商品はすでに江戸時代にはその萌芽がみら

れ、欧米のPBよりかなり早くから展開されて

いた（注1）。その一方、小売PB商品についてい

えば、欧米とくにアメリカの流通企業のビジネ

スモデルを模倣して始まった日本の総合スーパ

ーであるが、不思議なことに彼らの多くはPB

については見向きもせず、模倣もせず、一貫し

てMB（メーカー・ブランド）商品の販売に集

中した。その結果、日本における小売PB商品

の本格的な展開はかなり遅れ、ようやく20世

紀の末から21世紀に入り、その展開が始まり、

その後、わずかな期間で急速に進展してきてい

る。

まず、日本で小売PB商品の導入が遅れたの

は、長い間、百貨店を除く小売業者のほとんど

が小規模で、1960年代以降になって総合スー

パーの成長、発展がみられたが、彼らは押しな

べて成長志向、売上高志向であり、MB商品の

低価格仕入れと低価格大量販売だけに重点を置

き、PB商品の展開には力を注がなかったとい

う経営姿勢そのものに原因がある。もうひとつ

は、小売業者に商品企画力、ブランド創造力が

なく、そのための人材も不足していたことなど

が原因としてあげられる。そしてまた、多くの

日本の消費者のMB志向が強かったことと1960

年代からバブルがはじけるまで消費者の所得が

上昇し続け、低価格を訴求する小売PBへの反

応がアメリカ、ヨーロッパの消費者に比して強

くはなかったという日本の消費者そのものにも

原因がある。

次に、20世紀末から21世紀初頭の日本にPB

流通革命が急激に進展してきたのは、その背景

として、消費者の変化があげられる。バブルの

崩壊以後の長いデフレを伴った平成不況の下で、

消費者は価格志向を強くしたのである。それと

同時にそれまでの過度のMBへの信仰から卒業

した、いわば成熟した消費者が誕生し、しかも

急激に増加したのである。換言すれば、価格が

高ければ高いほど良いという価値観から、価格

に関係なく、本当に必要なもの、値打ちのある

ものを求め、可能であれば価格は安いほうが望

ましいとみなす消費者が増えたのである。その

結果、大規模小売業者は低価格、安売りを実現

するためにPBの企画、創造、展開を始めたの
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である。たとえ人材や企画力が不十分であって

も、その場合には、利害が一致したメーカーと

製販同盟（注2）を組み、ダブル・ブランドのPB

を導入したのである。小売PBは激化する小売

競争の有力な武器、手段のひとつとなったので

ある。

しかしながら、現在の日本における小売PB

はアメリカの流通企業をモデルにすることなく、

短期間に多種多様な形態で急激に創造され、独

自の展開をみせてきている。そのため何でも

PB、何が何でもPBといった風潮があり、それ

に対する研究が求められているが、実状はほと

んど試みられていない。その結果、明確な小売

PBの理解がなされているとはいいがたい。す

なわち、カオス、混乱が続いているのである。

しかも私の知る限りでいえば、小売PB分類の

研究に未だ出会っていない。そのような実状も

混乱に拍車をかけているのである。

そこで、小売PBを理解する前提として、分

類、整理を始めた。まず、小売PBは大きく分

けると、「個々の商品ごとに個別のブランドが

付与される個別ブランド」と「同一店舗内のす

べての商品に同一のブランドが付与される統一

ブランド」に二分される。次に、PBの主体別

に再分類すれば、個別ブランドには単独ブラン

ド、共同企画・開発ブランドの2つに再分類さ

れ、それぞれには販売者ブランド、ダブル・ブ

ランドがある。一方、統一ブランドはストア・

ブランドである。

このように考え、まとめたものがかつて発表

した図表1「小売PBの分類（試案）」である（注3）。

２．小売PB分類（試案）の問題点

図表1は対象商品であるPB商品を二分して、

個別の商品分野ごとにブランド・ネームを付与

する場合を個別ブランドとして、そして、それ

以外のブランド・ネームの付与を統一ブランド

として分類を試みたものである。

まず、個別ブランドにはある特定の小売業者

の単独ブランドの場合と小売業者が共同して開

発するブランドの場合とがあり、両者ともブラ

ンドの表記は販売者だけの販売者ブランドと製

造者と販売者とのダブル・ブランド表示のもの

があり、この説明は理論的にはそれなりの理解

ができるものである。換言すれば、個別ブラン

ド→単独ブランド→販売者ブランドおよびダブ

ル・ブランドについては事例が容易に思い浮か

ぶが、他方、個別ブランド→共同企画・開発ブ

ランド→販売者ブランドおよびダブル・ブラン

ドについては、理論的には考えられるが、現実

の事例を見出すことができない。

たとえば、共同企画・開発ブランドで販売者

ブランドとは、製造者と共同企画・開発した

PB商品に製造者表示がないものと考えられる

ので、現実には単独ブランド→販売者ブランド

と同様であるとみなされるものと思われる。さ

らに、共同企画・開発ブランドの意味が不明確

であり、共同企画・開発するのが小売企業、製

造業者、その両者といった3通りの可能性が考

えられ、現実の事例ではダブル・ブランドはあ

るが、販売者ブランドは見い出せない。したが

って、この試案では個別ブランドの十分納得の

図表１　小売PB分類 （試案）

 	 単独ブランド	 販売者ブランド

	 個別ブランド

小売PB	 	 共同企画・開発ブランド	 ダブル・ブランド

	 統一ブランド	 	 ストア・ブランド
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いく理解ができるとはいいがたい。

しかしながら、それ以上に問題なのは、統一

ブランドについてである。改めて考察すれば、

すぐに多くの矛盾と疑問が生じてくる。そもそ

も統一ブランドという用語が不明確で問題があ

る。前述した定義では、「同一店舗内のすべて

の商品に同一のブランドが付与される統一ブラ

ンド」とされている。ここで、イオングループ

の「トップバリュ」とセブン&アイグループ

の「セブンプレミアム」を例にあげて考えてみ

ることにする。イオンの店舗には、「トップバ

リュ」以外のPB商品は今や原則としてないが、

一方、イトーヨーカドーの店舗には「セブンプ

レミアム」以外に「グッドデイ」「graceful day」

をはじめとした多くのPB商品がある。したが

って、「トップバリュ」は統一ブランドといえ

そうであるが、他方、「セブンプレミアム」は

必ずしも統一ブランドとはいえなくなる。もち

ろん、それらは単なるストア・ブランドでもな

い。そうなると、「セブンプレミアム」は一体

全体なんであるのか。理解不能である。

また、統一ブランドとストア・ブランドとの

関係も不明確で理解ができない。

このように考えると、図表1の小売PB分類

はかなり多くの点で矛盾があり、説明力がない

だけではなく、混乱の中で迷路に入ったように

小売PBの理解からますます遠ざかることにな

る。したがって、残念ながら再考し直さざるを

えなくなるのである。

３．新たな小売PB商品分類

そこで、次に、小売PB商品の明確な理解を

求めて、再び小売PB商品の分類を試みること

にする。

まず、モノPB商品についていえば、ブラン

ド・ネームを付与する対象商品の範囲によって、

個別PB商品、統一PB商品、そして、ストア

PB商品の3つに大きく分けられる。

さらに、PB商品の主体、すなわち、マーケ

ターの単複によって、単独PB商品、共同PB商

品の2つに再分類され、

最後に、それぞれのPB商品の表記によって、

販売者単独PB商品、製販ダブル・ブランドPB

商品に分けられる。

一方、サービスPB商品はサービスのストア

PB商品であり、それはまた単独PB商品、販売

者単独PB商品となる。図表2「新たな小売PB

商品分類」、参照。

したがって、小売PB商品を分類すれば、小

売PB商品にはモノPB商品とサービスPB商品

があり、モノPB商品には、対象PB商品によっ

て、個別（単独）か、統一（グループ）か、ス

トア（店舗全体）か、以上の3つに大別される

と考えたのである。

この大別した3つのPB商品とは、

第1に、個別PB商品とは個別のPB商品に単

独のブランドが付与された商品である。それは

大手小売企業がチェーンないしグループの単独

図表２　新たな小売PB商品分類

  個別PB商品

	 モノPB商品	 統一PB商品	 単独PB商品	 販売者単独PB商品

	 	 ストアPB商品	 共同PB商品	 製販ダブル・ブランドPB商品

小売PB商品

	 サービスPB商品
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PB商品と製造業者ないしメーカーと小売が共

同でPB商品を企画開発する共同PB商品があり、

表記には販売者単独PB商品と製販ダブル・ブ

ランドPB商品とがある。

第2に、統一PB商品とは複数の商品分野に

わたり販売されるすべてもしくは大半のPB商

品に同一のブランドが付与されるものである。

個別PB商品と同様に、単独PB商品と共同PB

商品とに分けられ、それぞれ表記には販売者単

独PB商品と製販ダブル・ブランドPB商品とが

ある。

第3に、ストアPB商品とはストア（店舗）

名とPB商品名が同一のものと店舗で販売され

る商品のすべてがPB商品であるが特定のブラ

ンド・ネームが付与されていないものがある。

これも同様に、単独PB商品と共同PB商品とに

分けられ、それぞれ表記には販売者単独PB商

品と製販ダブル・ブランドPB商品がある。

以下に、順を追って、小売モノPB商品を中

心に考察を加えることにする。

（1）個別PB商品

個別ブランド商品とは個別の商品ごとに独自

のブランドを付したPB商品を意味し、アメリ

カの巨大流通企業のウォルマートが展開してい

るPB群の中にみうけられるが、一方、日本の

大手総合スーパーの多くが統一PB商品を展開

しているため、日本における個別PB商品の代

表的なものとしてはアパレルのPB商品があげ

られる。たとえば、セレクトショップの株式会

社クロスカンパニーは個別のファッションごと

に次のようなPB商品を展開している（注4）。

「earth music & ecology」「E hyphen world gallery」

「E hyphen world gallery BonBon」「Green Parks」

「Samansa Mos2」「Te chichi」「Lugnoncure」「ehka 

scopo」「SEVENDAYS=SUNDAY」「YECCA 

V E C C A」「K i w a  S y l p h y」「L ＇AT E L I T E R 

FENETRE」「KOE」「Maison de FLEUR」「SCENT 

OF Varo」「Flehmen」「Re : Bonne」などであるが、

それぞれのPB商品にはいわばサブPB商品とい

うべきアイテムPB商品が展開されている。そ

の代表として、「earth music & ecology」を例と

して取り上げてみれば、次のようなアイテム

PB商品がある。「earth music & ecology（Premium 

Label）、（Red label）、（Natural Label）、（White 

Label）、（Special Edition）、（Violet Label）、

（Japan Label）、（Men＇s）、（Men＇s Violet Label）、

（NET限定）、（Kid＇s）」

したがって、株式会社クロスカンパニーは個

別のファッションにそれぞれ異なるブランドを

付与した多くの個別ブランド商品を展開してい

るが、同社の店舗の多くが駅ビルやデパート内

にインショップとして進出しているためか、統

一した店舗名は使わず、たとえば、「earth music 

& ecology聖蹟桜ヶ丘店」「SEVENDAYS= 

SUNDAY　セレオ八王子店」というように、

その店舗で扱う主力ブランド名を店舗名として

使用するという独自の戦略をとっている。

同様に、セレクトショップの株式会社ユナイ

テッドアローズも同社が展開している店舗「ユ

ナイテッドアローズ」において、個別のファッ

ションごとに「UNITED ARROWS」「Another 

Edition」「Jewel Changes」といった多くの個別

PB商品を展開している。

このように個別の商品にそれぞれ独自のブラ

ンドを付与した個別PB商品が展開されている

が、いずれも株式会社クロスカンパニー、株式

会社ユナイテッドアローズなどの流通企業が単

独でブランド企業となり、自己の責任の下に、

小売PB商品の創造、展開、管理を行う単独PB

商品、販売者単独PB商品である。そのほかに、

セブン＆アイグループ傘下のイトーヨーカドー

が独自に展開している靴のPB「グッドデイ」

もそうである。
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また、個別PB商品にはこのほかに流通企業

単独ではなく、製造業者ないしメーカーとの共

同PB商品、すなわち、製販ダブル・ブランド

PB商品もあげられる。たとえば、前述したイ

トーヨーカドーが展開しているファッション・

ブランド「graceful day」の一部のものには、

「ミズノ」と販売者イトーヨーカドーとがダブ

ル表示されており、製販ダブル・ブランドPB

商品とみなすことができる。なお、かつてまだ

PB商品がそれほど普及していない時に登場し

たコンビニエンス・ストア・チェーンのセブン

-イレブンを傘下に持つセブン＆アイグループ

とサントリー酒類（株）との発泡酒の個別PB

商品かつ製販ダブル・ブランドPB商品「セブ

ンプレミアム　SUNTORY THE BREWノドご

しすっきり」がその一例であると思っていたが、

今回調べ直したところ、「セブンプレミアム」

のロゴと製造者（サントリー酒類（株）からサ

ントリービール（株）へ）の表記が変わったが、

これは紛れもなく後述する「セブンプレミア

ム」という統一PB商品の原型であり、個別PB

商品とはいえない。

（2）　統一PB商品

日本の大手小売企業の間で展開され、今日で

は主流となっているのが統一PB商品である。

統一PB商品とは複数の商品分野にわたり販売

されるすべてもしくは大半のPB商品に同一の

統一ブランドを付したPB商品を意味し、単独

PB商品、すなわち、販売者単独PB商品と共同

PB商品、すなわち、製販ダブル・ブランドPB

商品とに大きく分けられる。

まず、統一PB商品の中の単独PB商品、販売

者単独PB商品の代表としては、イオングルー

プの統一PB商品「トップバリュ」があげられ

る。同ブランドは食料品、衣料品、雑貨と幅広

く展開されている。いずれの商品にも製造者の

表示はなく、ただ販売者として日本最大の総合

スーパーグループのイオン株式会社と表示され

ているだけである。したがって、同ブランドは

販売者単独PB商品ということができる。「トッ

プバリュのパッケージ裏面ラベルには、『販売

者：イオン株式会社』と『トップバリュお客様

サービス係の電話番号』が記載されており、こ

れこそ『イオンが100％責任を持つ』という決

意表明である（注5）」。同ブランドは現在総合ス

ーパーのイオンだけではなく、傘下のダイエー、

マルエツ、いなげや、カスミなどの総合スーパ

ー、そしてまた、コンビニンス・ストア・チェ

ーンのミニ・ストップにおいても展開されてい

る。まさに同ブランドは日本の本格的なPB商

品流通革命のトップランナーである。なお、同

ブランドはPB商品とはいえ、テレビ広告され、

現在ではナショナル・ブランドからさらに発展

し、東南アジアでも展開されているリージョナ

ル・ブランドとなっている。このイオングルー

プの「トップバリュ」は製造業者、メーカーの

ブランド力を利用せず、イオン単独かつ独自の

PB商品を目指したもので、典型的なPB商品で

あるといえる。

また、コンビニの100円ローソンで主として

展開されている統一PB商品「バリューライン」

も原則として販売者単独PB商品である（注6）。

その他にも、100円ショップのダイソー・チェ

ーンは一部の商品に統一PB商品「Produced for 

DISO JAPAN」の展開を始めているが、表記さ

れているのは（株）大創産業だけであり、これ

も販売者単独PB商品とみなすことができる。

次に、統一PB商品の中に共同PB商品、製販

ダブル・ブランドPB商品があるが、現在では、

これらが小売PB商品の主流となって発展して

いる。たとえば、セブン＆アイグループが創造

し、展開している統一PB商品「セブンプレミ

アム」があるが、その中のどのアイテム・ブラ
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ンドについてもいえることは、すべて次のよう

な表現がある。「この商品はセブン&アイグル

ープと○○との共同開発商品です」（○○は製

造者ないしは製造に責任を持つ販売者）。そし

て、すべて問い合わせ先はセブン&アイグル

ープではなく、製造者ないしは製造に責任を持

つ卸ないしは輸入元に相当する販売者となって

いる（注7）。したがって、ブランドのモノの部分

の責任は共同開発のパートナーである製造者な

いしは販売者にあり、セブン&アイグループ

は店舗での販売だけに責任を持つダブル・ブラ

ンド商品、すなわち、製販ダブル・ブランド

PB商品にほかならない。近年、同グループは

価格訴求という従来のPB商品の概念を打ち破

った高価格のPB商品「セブンゴールド」の展

開を開始しているが、これも「セブンプレミア

ム」と同様製販ダブル・ブランドPB商品であ

る。因みに同グループには、セブンイレブン、

イトーヨーカドー、西武そごう、ヨークベニマ

ル、ロフト、アカチャンホンポなどがある。こ

の「セブンプレミアム」は国内市場だけではな

く、すでに中国市場でも展開され始め、「トッ

プバリュ」と同様にナショナル・ブランドを越

え、リージョナル・ブランドとなっている。

コンビニエンス・ストアのローソンの統一

PB 商品「ローソンセレクト」も同様である。

ただし、表記は、製造者、商品供給元、販売者、

販売元と一様ではないが、お問い合わせ先は一

様にローソン・カスタマーセンターとなってい

る（注8）。コンビニの第3位のファミリーマート

も同様に統一PB商品を展開しているが、その

統一PB商品「ファミリーマートコレクション」

も製販ダブル・ブランドPB商品である。なお、

コンビニエンス・ストアの中堅チェーンのスリ

ーエフも独自の統一PB商品「FSTYLE」の展

開を始めているが、これも製販ダブル・ブラン

ドPB商品である。

単独では販売力も大きくなく、ましてやPB

商品を企画・開発する人材も乏しい中小の小売

業者は大手の小売チェーンのPB商品、かつま

た、メーカーのMB商品に対抗するために、共

同でPB商品の企画・開発を始めている。共同

仕入れをするボランタリー組織がPB商品の主

体となるものが多く、その代表としては、たと

えば、全国3,800店舗の中小食料品スーパーを

加盟店としている CGC‘Co-operative Grocer 

Chain’があげられる。同チェーンは1,300品目

を超える統一PB商品「CGC」を共同開発し、

全国の加盟店がそれらの製販ダブル・ブランド

PB商品を販売している。なお、詳しくいえば、

「CGC」の統一PB商品は次のサブPB商品に分

かれている。中心となる「CGC」、品質を追求

した「CGCプライム」、「CGCオーガニック」、

低価格を追求した「断然お得」「ショッパーズ

プライス」「食彩鮮品」、オリジナルを訴求する

「Vパック」「Vパックゴールド」「自然のあし

あと」「昔の大地」「純シャリ」「荒磯だより」

「くらしのベスト」「適量適価」などに区分する

ことができる。

また、イオングループのPB商品「トップバ

リュ」、セブン＆アイグループのPB商品「セブ

ンプレミアム」に対抗して、中小小売業者では

ないが、総合スーパー準大手のユニー、イズミ

ヤ、フジおよびコンビニエンス・ストア業界第

4位のサークルKサンクスが共通の統一PB商

品「Style ONE」を開発、展開している（注9）。同

PB商品は製造者表記のある製販ダブル・ブラ

ンドPB商品である。同様に総合スーパー準大

手のライフ（注10）とヤオコーは協力して製販ダブ

ル・ブランドPB商品「スターセレクト」を開

発、展開している。その他に、私鉄系スーパー

マーケット8社（注11）が共同開発した製販ダブ

ル・ブランドPB商品「Vマーク」「Vマークバ

リュープラス」などもある。
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その他、100円ショップ・チェーンのセリア

も統一PB商品「Seria Color the Days」を展開し

ているが、試しに購買した硬質カードケースの

PB商品には販売者：株式会社セリア、販売元：

サンノート株式会社とあり、製販ダブル・ブラ

ンドPB商品である。

したがって、この製販ダブル・ブランドPB

商品は完全なPB商品と考えられる販売者単独

PB商品とは異なり、あえていえば、製造者と

販売者との妥協の産物であり、販売者単独PB

商品への過渡的なPB商品といえるであろう。

　

（3）ストアPB商品

ストアPB商品とはストア（店舗）名とPB商

品名が同一のものとPB商品であるがブランド・

ネームが付与されていないものがある。

小売PB商品の展開形態にはいくつかのもの

あるが、そのひとつは、（日本ではほとんどみ

られないものであるが）アメリカの流通企業に

みられる垂直統合によるPB商品があるが、そ

の他に商品の個別ブランドとしてではなく、店

舗名をブランド名としたPB商品が誕生した。

その代表的な例としては、アメリカの流通企業

シアーズ社のPB商品「シアーズ」やクローガ

ー社のPB商品「クローガー」（注12）があげられる。

このように個別PB商品でもなく、統一PB商品

でもない、店舗名をストア・ブランドとして

PB商品に付すものが総合スーパーだけではな

く、専門店チェーンにも誕生してきた。

日本の事例でいえば、「トップバリュ」より

歴史が古く、組織変更をしながら今日まで大き

く発展したために必ずしも小売PBとはいいが

たいが、その源は明らかに小売PBであったの

が、現在、株式会社良品計画が展開している

「無印良品」である。同ブランドは、1980年、

当時のセゾングループの総合スーパー、西友の

PB商品として始まったもので、アイテム数は

わずか40（家庭用品9品目、食品31品目）で

あった。1989年、同ブランドは西友のPB商品

から、株式会社良品計画のブランド商品へと進

化し、現在では7,000アイテム以上に拡大し、

およそ生活に必要とされる、あらゆる分野にわ

たっている。同社は生産機能を持っていないの

で、メーカーではなく、あくまでもブランド企

業ということになる。また、同社は生産ばかり

ではなく、商品の企画においても外部の人材に

依存している。たとえば、プロダクト・デザイ

ナー、グラフィック・デザイナー、クリエイテ

ィブ・デザイナーなどである（注13）。

「無印良品」は西友という小売PB商品からそ

の展開が始まったが、現在では、同ブランドを

展開している株式会社良品計画は単なる小売で

はない。コンビニエンス・ストアのファミリー

マートに販売のコーナーを持っていることから

わかるように卸でもあり、いわばブランド商品

を展開している一種の商社とみなすこともでき

るが、同社は同ブランド商品だけを販売する直

営の「無印良品」という小売チェーンを運営し

ている小売部門が経営の中心である。

同ブランド商品は、不思議なことにほとんど

の商品（注14）にブランドネーム、ロゴなどのブラ

ンドを表示するものはなく、あるのは販売者株

式会社良品計画という表示だけである。商品の

タグを調べてみると、「無印良品」という表示

のあるものもあり、ないものもあり、また株式

会社良品計画の表示があるものとないものとあ

り、表示の統一がみられない（注15）。したがって、

「無印良品」は商品ブランドではなく、ストア

PB商品ということになるのである。しかもい

ずれの商品にも製造者表示は全くなく、販売者

である株式会社良品計画の単独のストアPB商

品、すなわち、販売者単独PB商品ということ

になる。なお、同ブランド商品のアイテムには、

一般商品だけではなく、メカニズム商品まで展



― 94 ―

専修大学社会科学年報第 50 号

開されており、まさに日本のPB商品流通革命

を代表するPB商品のひとつである。

さらに、同ブランドは「MUJI」として、現

在では、リージョナル市場、グローバル市場を

目指しており、明らかにPBを超えた存在にな

っており、MBと何ら変わらなくなっている。

そのため、新たな認識と理解とが必要となって

きている。したがって、「無印良品」の事例か

らもMB、PBというこれまでの区分は再検討

をしなければならないということになる。

次に、SPAによる衣料品のPB商品、すなわ

ち、ストアPB商品についてみてみたい。SPA

とは、‘specialty store retailer of private label apparel’

の省略形であり、日本では、通常、製造小売業

と訳されているが、これは誤訳に近いものであ

る。というのは、製造小売業というのは自らが

製造し、それを消費者に直接販売する小売も兼

ねていると理解され、たとえば、タイヤのメー

カーである株式会社ブリジストンが中核チャネル

として小売のタイヤ館を展開していること（注16）

がその一例であるが、他にも菓子屋、豆腐屋、

弁当屋などが製造小売に該当するが、それらは

いずれもSPAとはみなされない。英語‘private 

label apparel’を見ればわかるように、あくま

でもアパレルに限定されるのである。しかもこ

の英語での定義には製造を意味する言葉はない。

そこで、SPAの元祖の「GAP」についてみて

みれば、当初、ジーンズの「リーバイス」の小

売から出発し、その後、自らのPB商品「GAP」

を創造し、製造は下請けに発注し、自らの店舗

で販売するSPAというビジネスモデルで成功し、

現在、全世界に3,000店以上の店舗を持つ一大

小売チェーンにまで発展してきている。なお、

「GAP」のネーミングはジェネレーション・ギ

ャップ‘generation gap’に由来するといわれて

いる。現在では、ブランド拡大を行い、「ギャ

ップ・キッズ」‘GAP KIDS’、「ベビー・ギャ

ップ」‘baby GAP’などを展開している（注17）。

「GAP」は、今日、GAP Inc.の企業ブランドで

もあり、かつまた展開する小売チェーンのスト

ア・ブランドでもあるが、その元は衣料品の商

品ブランドである。「GAP」は衣料品PBのパイ

オニアのひとつであるが、多くの消費者はPB

とはみなしていない。その結果、「GAP」は単

なるPBを超えた存在であり、ある意味では、

PB商品流通革命を世界中でリードしている。

したがって、SPAとはメーカーではない、衣

料品小売が創造するファッション・ブランドに

力点があるビジネスモデルということになる

であろう。同様に、ファストファッションの

「ZARA」「H&M」も基本的にはSPAである。

一方、日本では「GAP」のビジネスモデルをフ

ォローした「ユニクロ」がSPAの代表的成功事

例といわれているが、両者には決定的な違いが

ある。つまり、「GAP」は企業ブランド、スト

ア・ブランドを兼ねてはいるが基本的には商品

ブランドであるが、「ユニクロ」は（持ち株会

社移行によるSPA衣料品事業が株式会社ユニク

ロとして新規に設立された後には企業ブランド

となったが）ストア・ブランドのままであり、

商品ブランドとしての「ユニクロ」はいまだ存

在していない（注18）というブランドのカテゴリー

の違いがある。

「ユニクロ」について簡単に記せば、1984年、

それまで山口県宇部市で男性向け衣料品店を経

営していた小郡商事株式会社が広島市で開店し

たユニセックス・カジュアル衣料品店‘Unique 

Clothing Warehouse’が、「ユニクロ」としての

第1号店、すなわち、創業にあたる。「ユニク

ロ」の呼称はこの店名に由来するものである。

「ユニクロ」の店舗は順調に増加し、1991年に

は株式会社ファーストリテイリングへと社名変

更し、1997年ごろから、「GAP」をモデルとし

たSPAへと事業転換を進め、低価格・高品質の
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衣料品の開発、展開を行い、「フリース」で爆

発的な成功をおさめた。さらに、2005年には

同社が持ち株会社移行に伴う会社分割でSPA衣

料品事業を株式会社ユニクロとし、株式会社フ

ァーストリテイリングの完全子会社となった。

その後、「ヒートテック」「ブラトップ」「エア

リズム」など機能性を加えた商品や女性ものの

商品を開発し、それに成功し、日本全国を網羅

する小売のナショナル・チェーンを実現すると

ともにイギリスをはじめとしてアメリカ、フラ

ンス、ロシア、中国、香港、台湾、韓国、シン

ガポール、マレーシア、タイ、フィリピンとグ

ローバル化を目指して積極的に外国進出を行い、

現在では、グループでの売上が1兆円をはるか

に超えている。今や「ユニクロ」はグローバ

ル・ストアPB商品となりつつあるといっても

過言ではない。

このようにPB商品のひとつの形態であるス

トアPB商品の成長は目覚ましく、PB商品流通

革命の進展に大きな役割を果たしているのであ

る（注19）。

　

（4）サービスのストアPB商品

小売PB商品には、前述したモノPB商品だけ

ではなく、サービスPB商品もあり、その中に

はストアPB商品がある。元来、サービスはそ

れを提供する人により様々な出来栄えがあり、

標準化、均一化、規格化は不可能であり、ブラ

ンドにはなじまないものと考えられていた。そ

の不可能を可能としたのが、アメリカで誕生し、

日本をはじめとしてグローバルに展開している

サービスのストアPB商品の「マクドナルド」

である。

サービスのストアPB商品はアメリカのブラ

ンドだけではなく、メイド・イン・ジャパンの

ブランドも数多く創造され、展開されている。

たとえば、「マクドナルド」の拮抗ストアPB商

品の「モス」、牛丼の「吉野家」「すき家」「松

屋」、回転ずしの「スシロー」「かっぱ寿司」

「くら寿司」、ファミリーレストランの「ガス

ト」「デニーズ」「サイゼリア」、うどんの「丸

亀製麺」「つるまるうどん」「はなまるうどん」、

ラーメンの「幸楽苑」「天下一品」「博多一風

堂」といった食のチェーンが日本国中にみられ

るようになってきた。それだけではなく、「和

民」「笑笑」「庄や」といった居酒屋のストア

PB商品、喫茶、カフェの「スターバックス」

「ドトール」「シャノアール」と数え上げれば枚

挙にいとまがない。もちろん、外国生まれのサ

ービスのストアPB商品も「スターバックス」

「ケンタッキー・フライド・チキン」をはじめ

として数多く展開されている。

飲食についていえば、20世紀の後半から21

世紀に入り、ますます経済のサービス化が進み、

生活が多様化し、消費者は多くのサービスに依

存するようになってきている。なかでも女性の

社会的進出に伴って、食の分野の変化が著しく、

その結果、食に対するサービス需要が拡大し、

新たな産業をもたらしてきている。外食産業の

出現とファストフードの急成長である。ファス

トフードは「早い、安い、美味しい」というス

ローガンのもとに多くの人々に訴求しているが、

早い、安いというのは誰もが認めるものである

が、美味しいという点には多少の疑問がある。

しかしながら、いずれにせよ大流行である。も

はや多くの消費者にとってはサービスのストア

PB商品が毎日の生活に必要欠くべからずの存

在になりつつあるようだ。

これまで長い間われわれが食べる食事は、家

庭内で主に母親が作り、外食は特別のものであ

り、その外食も料理屋、食事処、レストランと

いった飲食店の板前、調理人、料理人、シェフ、

コックという専門家が作るものであり、機械化、

大量生産などはもちろん不可能であり、まして



― 96 ―

専修大学社会科学年報第 50 号

やブランド化などはできないと考えられていた。

ところが、「マクドナルド」をはじめとしたサ

ービス・ストア・ブランドは、多くのハードル

を越え、サービスの規格化、標準化をなしえ、

ブランド化に成功したのである。そもそもブラ

ンドはモノ商品であるプロダクト（製品）から

始まったものであるが、モノではない外食とい

うサービスにも拡大し、サービスのブランド、

サービスのマーケティングが登場したのである。

いまや多くのサービスのストアPB商品は日本

中の消費者のライフスタイルを変えるとともに

彼らから絶大な評価、支持を得ている。

もちろん、飲食だけではなく、そのほかのサ

ービスのストアPB商品も誕生し、発展してい

る。たとえば、クリーニング・チェーンの「白

洋舎」「スワロー」、ビジネスホテルの「東横イ

ン」「アパホテル」「ルートイン」、不動産チェ

ーンの「エイブル」「アパマン」「ミニミニ」

「スーモ」などがあげられる。なお、サービス・

ストアが創造し、展開しているモノPB商品も

ある。たとえば、かなり古くは1971年創造の

居酒屋チェーンの養老の瀧のPB商品「養老ビ

ール」、最近では庄やの焼酎のPB商品「はい

っ！よろこんで！！」などがある。

このようにPB商品のひとつの形態であるサ

ービスのストアPB商品の成長は目覚ましく、

サービスだけではなく、独自の物販のPB商品

も創造、展開を行っており、それらすべてが

PB商品流通革命の進展に大きな役割を果たし、

いずれはブランド流通革命の第4段階のサービ

ス・ブランド商品流通革命と認識されることと

なるであろう（注20）。

（5）その他の小売PB商品

小売PB商品をモノPB商品とサービスPB商

品に大別し、モノPB商品を中心に考察してき

たが、実は、モノ商品は大きく分けると一般商

品とメカニズム商品とに分けることができる。

これまで一般商品のPB商品の分類を中心とし

て考察してきたが、ここで、機能、性能が重視

されるメカニズム商品（注21）のPB商品について

簡単に触れることとする。

日本の消費者のMB志向が著しく強いメカニ

ズム商品であったが、最近になって、ようやく

量販店チェーンばかりか総合スーパーなどでも、

低価格競争の有力な手段のひとつとしてメカニ

ズム商品のPB商品をみることができるように

なった。

メカニズム商品のPB商品には次のようなも

のがある。

①　家電量販店のヤマダ電機の PB商品

「HERB Relax」はようやく展開が始まって

ところであり、本格的なPBの開発・展開

は今後のことになりそうである（注22）。一方、

ヨドバシカメラ、ビックカメラはいずれも

現時点ではメーカーとの共同開発のオリジ

ナル商品を扱い始めたところであり、本格

的なPB商品の創造、開発はまだ行われて

いない（注23）。

②　総合ディスカウント・ストアのドン・キ

ホーテのPB商品「情熱価格」、ミスターマ

ックスのPB商品「MrMax」。

③　ホームセンターのカインズホームのPB

商品「CAINZ」。

④　自動車関連用品の量販店チェーンのオー

トバックスのPB商品「AQ.」。

⑤　楽器の全国チェーンの島村楽器のPB商

品「HISTORY」「COOLZ」「BUSKER’S」。

⑥　スポーツ用品のアルペンの PB商品

「IGNIO」。

他にも、統一PB商品として、すでに述べた

イオングループの統一PB商品「トップバリュ」

のなかにメカニズム商品である自転車も仲間入

りしている。また、コンビニエンス・ストアの
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セブン-イレブンにはメカニズム商品である乾

電池の統一PB商品「セブンプレミアム」が棚

に並べられている。

したがって、小売PB商品に関していえば、

一般商品とメカニズム商品の区別なく、すべて

の商品がPB化を始めている。もちろん、一般

商品のPB商品と同様にメカニズム商品のPB商

品も個別PB商品、統一PB商品、ストアPB商

品および単独PB商品・販売者単独PB商品、共

同PB商品・製販ダブル・ブランドPB商品と多

種多様なパターンがある。換言すれば、一般商

品、メカニズム商品に関係なく、小売企業の

PB戦略の違い、小売企業と製造者ないしメー

カーとの力関係などにより、ケース・バイ・ケ

ースで多種多様な小売PB商品が創造され、展

開されているのである。それらの小売PB商品

が流通を変え、現在、PB商品流通革命となっ

て進展しているのである。

（6）単独PB商品VS共同PB商品

PB商品を開発する際に、単独PB商品にする

のか、共同PB商品にするのかは、第一義的に

は当該小売企業の販売力に依存することになる。

つまり、販売力がその基準となり、ある一定以

上の販売力があれば単独PB商品化が可能であ

るが、他方、それ以下だと困難となり、単独で

はなく共同PB商品となる。

単独PB商品の開発は原則的には当該小売企

業の自由裁量のもとにあるが、販売責任をはじ

めとするすべてのブランド責任が付随してくる。

他方、共同PB商品の場合には単独行動は不可

能で、常に仲間の小売企業との共同行動となり、

個別小売企業にとって、その分の責任が共同化

され、分担するリスクが減少する。まさに単独

PB商品と共同PB商品はそれぞれ一長一短あり、

販売力を持つ小売企業は自己の判断で単独PB

商品にするか、共同PB商品にするのかを自由

に選択ができるが、そうでない小売企業は、販

売力、市場の競争、製造者の動向などにより、

ケース・バイ・ケースで選択をしなければなら

ない。

（7）販売者単独PB商品

販売者ブランドとは製造者の表示がなく、流

通業者が単独でブランド企業となり、自己の責

任の下に、PB商品の創造、展開、管理をする

ものであり、PB商品を代表するもののひとつ

である。

アメリカより約1世紀遅れて本格的なPB商

品流通革命が始まった日本における代表的な

PB商品のひとつがイオンの「トップバリュ」

である。同ブランドは食料品、衣料品、雑貨と

幅広く展開されていが、いずれの商品にも製造

者の表示はなく、ただ販売者として日本最大の

総合スーパーのイオン株式会社と表示されてい

るだけである。同ブランドは発展し、イオング

ループが販売する商品に対する比重を急速に高

めているが、その一方、消費者から商品の選択

の幅が狭くなったというマイナスの評価も出始

めている。

したがって、今後、販売者単独PB商品がさ

らに発展するのは、サブPB商品のアイテムを

拡大、充実したり、より消費者の満足を満たす

という質への課題が、MB商品に対する価格以

上に重要なものとなるかと思われる。

（8）製販ダブル・ブランドPB商品

製販ダブル・ブランド商品とは製造者と販売

者の両者の表示があり、モノの部分の責任は製

造者、販売の責任は販売者というようにそれぞ

れが責任を共同して分担するPB商品のひとつ

の形態である。

具体的にいえば、セブン＆アイグループの

「セブンプレミアム」「セブンゴールド」をはじ
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めとして、「ローソンセレクト」「ファミリーマ

ートコレクション」「FSTYLE」「CGC」「Style 

ONE」「スターセレクト」「Vマーク」そして

「Seria Color the Days」など多くの製販ダブル・

ブランドPB商品が開発・創造、展開されている。

このような製販ダブル・ブランドPB商品は

完全なPBと考えられる販売者単独PB商品とは

異なり、製造企業と小売企業との製販共同ブラ

ンドということになる。前述したように、日本

の消費者はいまだMB志向が強く、しかもPB

の主体である小売企業が商品の企画、開発やブ

ランド創造のノーハウと人材が十分でないため

に、モノの生産、製造やブランド創造に対する

全責任を負わず、その一部の販売だけの責任を

担うという限定されたPB商品を選択している

ということになるのであろう。しかしながら、

ダブル・ブランドとはいえ、これらのPB商品

の進展が生産者、メーカーだけではなく、日本

の流通に大きな影響を与え、PB商品流通革命

を推し進めているのは言を俟たない。日本の小

売業も世界市場でグローバル流通企業との競争

に直面すれば、いずれかの日には、販売責任だ

けのPBからブランドの全責任を負う本格的な

PB小売企業へと発展することと思われる。製

販ダブル・ブランドPB商品はあくまでも製造

業者と販売業者との妥協の産物であり、販売者

単独 PB商品への過渡的な PB商品といえるの

である。

したがって、現在、最高の勝ち組であるセブ

ン＆アイグループの製販ダブル・ブランドPB

商品「セブンプレミアム」の動向が今後ますま

す注目されるといえよう。

４．おわりに

小売PB商品は当該小売企業のPB戦略によっ

て変わるし、また、販売力や競争条件によって

も変わる。さらに、製造者ないしメーカーとの

力関係によっても大きく異なるものである。

小売PB商品の動向は常に動的に変化し、小

売PB商品分類を抽出することは困難な面があ

る。したがって、本稿で展開したものは、現時

点におけるという限定条件付きの小売PB商品

分類である。たとえば、イオングループの統一

PB商品の「トップバリュ」を考えてみても、

単独PB商品で表記には販売者だけしか記され

ていないことに対し、一部の消費者から製造責

任を果たすためにも、誰が製造したのかを表示

すべきであるという意見が出てきている。これ

は一見もっともなことであるが、同時に、消費

者がイオングループの目利き能力への全面的な

信頼がないということに他ならない。また、ブ

ランド企業としての小売企業に全面的な信頼が

おけないということでもある（もし、そうなる

と、現在、生産機能を持たず、OEMや下請け

生産に依存して、製造者表記がない「ナイキ」

の製造者表記も求めることになるのであろう

か）。

次に、統一ブランドの多くが現在では製販ダ

ブル・ブランドPB商品となっているが、たと

えば、それらの中の一部のPB 商品が大きく成

功し、小売企業がさらに販売力を持つとともに

ブランド創造力、展開力を獲得し、製造者ない

しメーカーとの交渉力を一段と強め、製販ダブ

ル・ブランドPB商品から単独PB商品、販売者

単独PB商品へと代わるかもしれない。

いずれにせよ、現在、PB商品流通革命の最

中であり、あらゆる多種多様なPB商品が生ま

れ、試行錯誤的に展開されるという競争下にあ

る。まさに、PB商品の展開は動的変化の中に

あり、そのような変化の中での小売PB商品分

類を本稿では試みたが、そのポジショニングは

不変ではなく、当然のことではあるが、常に変

化し続けるものと思われる。
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についていえば、いずれの商品にも何ら表示が
なく無印であるが、タグには、たとえば、オー
ガニックコットンやわらかタオルハンカチ、
「無印良品」、株式会社良品計画；オーガニック
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のPBを展開している。
注18　ただ、近年、限定ものとしてユニクロの
ロゴ入りのスポーツウエアが展開されている。
試行錯誤の一環なのか、新たなブランド展開な

のか、今後、注目されよう。
注19　その他 、PBのストア・ブランドにはカイ
ンズホームの「CAINZ」、生活協同組合CO-OP
のPB「CO-OP」など多くのものがある。

注20　ブランド流通革命は第1段階のブランド商
品流通革命、第2段階のPB商品流通革命、第3
段階のネット通販流通革命からなると認識され
ているが、次第に、それらに続く第4段階とし
て、サービス・ブランド流通革命が認識されて
きている。梶原勝美『ブランド流通革命』森山
書店、2015年。

注21　梶原勝美、前掲論文、pp.53-56。
注22　ヤマダ電機のPB「HERB Relax」は、現在、
扇風機、トースターなどの限られた商品分野だ
けにみられるものにすぎない。なお、表記には、
（株）ヤマダ電機、Made in Chinaとあり、販売
者ブランドとなっている。
注23　家電量販店準大手のノジマの PBは
「ELSONIC」であり、現時点では、家電量販店
の中ではPB化のトップランナーのひとつと考
えられる。
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はじめに

筆者は、近代資本主義国家を「国民的総動員

システム」と捉え、このシステムの論理と歴史

を解明しようとしてきた。この研究の中心の据

えられたテーゼは、国民がすでに存在してそれ

が国家によって動員されるのではなく、国家に

よって動員されることによって次第に人々は国

民として立ち上げられてきたというものである。

国民的総動員システムは、1848年の世界革

命以降の反革命国家を端緒として、徐々に練り

上げられてきたものであった。国民的総動員シ

ステムは、第一次世界大戦およびロシア革命を

契機として、一つの極北形態をえた。それは、

「総力戦体制」と呼ばれる。国民的総動員国家

の極北の形態は、戦争への国民的総動員を目指

したこの体制であったといってよい。なるほど、

第二次世界大戦の終わりとともに総力戦体制は

終わったのかもしれない。しかし、その後も国

民的総動員システムは存続した―たとえばフ

ォーディズム循環とは、資本蓄積にたいする国

民的総動員であった。すなわち、国民的総動員

システムとは、資本主義国家の本質を表現する

歴史貫通的な概念である。総動員システムによ

る国民の体制への包摂がもっとも深化したの

は、第二次大戦後のフォーディズム循環への

国民的総動員においてであった。総力戦体制と

いう軍事的動員システムを梃子として、第二次

大戦後には資本制生産への国民的動員が発展し

ハウスホールドの再編をつうじての 
フォーディズムへの国民総動員について

桑野　弘隆

ていった。

ところで、第二次大戦を歴史的画期―とり

わけ軍国主義国家と民主主義国家とのあいだの

画期―とみなす通説にたいして、総力戦体制

と現代社会は通底していると主張する、いわゆ

る「総力戦体制論」がある1）。なるほど、総力

戦体制と現代社会とのあいだに通底するものが

あるのは否定できない。しかし、本論は、先行

する総力戦体制研究の意義を認めながらも、現

代社会を総力戦体制の延長と見なす主張につい

ては、国民的総動員システムと総力戦体制を概

念的に峻別していない点において理論的留保が

ある。

総力戦体制は、第二次大戦後の資本主義国家

を構成するにいたった一つの契機である、とい

うのが本論の立場である。総力戦体制だけが、

第二次大戦後のフォーディズム循環への国民的

総動員を用意したわけではない。なかでも、総

力戦体制とフォーディズムの出会いというもの

に注目すべきである。総力戦体制論の死角は、

フォーディズムと総力戦体制の出会いを見損

なったところにある。戦後のフォーディズム循

環への国民的総動員が成立するためには、フォ

ーディズム労働様式の導入が不可欠であった。

総力戦体制が国家における革新であるとすれ

ば、フォーディズムは資本における革命を意味

した。

本論は、まずは、ヘンリー・フォードによっ

て導入された狭義のフォーディズム労働様式、
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すなわちベルトコンベア流れ作業の権力論的意

味を確認する。そのうえで、フォーディズムと

総力戦体制によって切り開かれた、戦後のフォ

ーディズム循環への国民的総動員を解明するこ

とにしよう。そして、戦後のフォーディズム循

環への国民的総動員には、一つの特徴がある。

それは、国家による動員が、国民個人というよ

りも、ハウスホールドの単位で行われたという

点である。総力戦体制における経験から、資本

主義国家は、ハウスホールドに介入し、そして

それを再構築するような権力・技術を備えるよ

うになったのである。

１．総力戦―社会の軍需工場化

総力戦体制とは、社会のあらゆる諸力と資源

を戦争遂行のために徴発し、軍需を最優先にし

て計画的に再編することを意味していた。総力

戦にあっては、生産と物流という経済的な問題

が、戦争の行方を左右するにいたった。総力戦

体制においては、国家が、経済の司令塔となり、

資源の分配から、何をどれだけつくるのかとい

うような生産の調整、そして物流までもが計画

的におこなわれることが理想とされた。これは、

あたかも、社会が一つの軍需工場のごときもの

になるかのようである。これは、それまでの市

場にまかせたアナーキーな資本主義経済システ

ムを否定するものであった。そして、自由主義

諸国にあっても、ソ連が推し進めようとしてい

た社会主義計画経済が意識されるようになった。

日本にあっても、近衛新体制において抜擢され

た「革新官僚」たちは、ソ連の5カ年計画に学

んだ者たちであり、戦後の経済政策にも影響を

及ぼしている。第二次大戦後、社会主義国家の

計画経済ほどの厳密なものではないにせよ、西

側諸国にあっても、国家が主導する「管理され

た経済」the managed economyが主流になって

いった。総力戦体制のなかで、資本主義国家が

発見したのは、国民（あるいは人口）が「社会

的資源」の一つであるということであった。そ

のためには、国民は徹底的に動員されなければ

ならなかった。そこで経済や文化、イデオロギ

ーまでが統制されなければならない。そして何

よりも肝心なのは、国民の欲望のありかた、考

えかた、感じかたを規律することであった。た

とえば、ルーデンドルフは、その著書『総力

戦』のなかで「社会全体を総力戦に巻き込み、

社会を一つの軍需工場にしてしまうこと、その

中で働く国民たちが、同じ目標・同じ欲望を共

有すること」の重要性を説いていた。おそらく、

これこそが総力戦体制において国家が夢見たこ

とだと思われる。

ところで、総力戦体制論を展開した山之内靖

は、総力戦体制のもとで「危険な階級」―二

級市民として疎外されていた階級―であった

労働者階級が体制内に包摂されたという分析を

行っている。年金を始めとする各種の社会保障

と引き替えに、労働者階級もまた総力戦へと動

員され、国家の命運を担うようになったという

のである。各種の社会保障制度が、国民的総動

員を可能にする諸装置であるのは確かである。

また、総力戦体制のもとで整備された社会保障

制度―それは経済学的には国民の所得を補完

するものである―が、戦後に引き継がれて、

フォーディズム循環に寄与したのも事実である。

戦後のフォーディズム循環への国民的動員は、

労働者階級の資本による実質的包摂を深化させ

るにいたったのであるが、しかしながら、それ

は総力戦体制からの単純な延長上にはない。ル

ーデンドルフが指摘したように、総力戦体制は、

社会を軍需工場化する必要があったのであるが、

国家にはそのための十分な知と技術が備わって

いなかった。総力戦体制を築こうとした国家と、

そしてフォーディズム労働様式（ベルトコンベ
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ア流れ作業）の出会いによって、社会の工場化

は端緒を切られたのである。日本のいわゆる

「総力戦体制論」にはこの視点が欠けている。

総力戦体制とフォーディズムが出会い、そして

戦後にフォーディズム循環が成立したことによ

って、社会の工場化が深化したのである。した

がって、フォーディズムを権力論的な見地から

分析し、フォーディズム生産における労働者身

体の規律が、どのように戦後の政治経済体制に

結びついたのかを解明する必要がある。

２．�労働者階級を構成するハウスホール
　ドと労働者コミュニティの自律性

19世紀に「危険な階級」であった労働者階

級がいかにして体制の中に統合され、そして資

本によって実質的に包摂されていったのか、た

どることにしよう。結論を先に述べれば、労働

者階級の政治的統合は総力戦体制を通じて、そ

して資本による包摂は、フォーディズム生産の

発展を通じて進行したのである。ところで、国

家による労働者階級の政治的統合や資本による

包摂を解明するにあたって、その理論的焦点は、

労働者個人ではなく、労働者が属しているハウ

スホールドに当てるべきである。

労働者階級を労働者諸個人からなる社会的集

団と観念するのは問題がある。ともすると労働

者階級を構成している〈経済的〉最小要素とし

て、われわれは個人としての労働者を観念しが

ちである。なるほど、たしかに労働「者」であ

るから、労働者階級というと賃労働をおこなっ

ている諸個人の集合として考えるのも無理はな

い。しかし、イマニュエル・ウォーラーステイ

ンによれば、この通念は疑わしい。

世界中の労働者は所得を共同利用するハウ

スホールドという小集団を成して生活して

いる。この集団は、必ずしも全員が親族関

係にあるわけでもなければ、住居を一つに

しているわけでもないが、たいていは何ら

かの賃金所得を必要としている。しかし、

同様に、こうした小集団が、もっぱら賃金

所得だけで生計を立てていることもめった

にない。それらは、賃金所得に加えて、小

商品生産、賃貸料、贈与、それに少なから

ず生存維持生産で生計を立てているのだ。

（194頁）

ウォーラーステインが指摘しているのは、賃

金だけで労働力の再生産を支える労働者階級は

実際には想定しがたいということである。つま

り、純粋に賃労働からえた賃金だけで生活して

いる労働者（とそのハウスホールド）は考えに

くい。ウォーラーステインを補足すれば、ほと

んどのハウスホールドは、コミュニティ・親類

のあいだの互酬や国家による再分配によって所

得を補填することによって、生計をたてている

のである。賃金のみによって、生計がなりたっ

ている労働者ハウスホールドはほとんどない。

少なくとも、生計単位としてみたとき、労働

者階級を構成しているのはハウスホールドであ

る。ウォーラーステインによれば、ハウスホー

ルドが、完全にプロレタリア化―すなわちそ

の再生産を賃金に100パーセント依存すること

―されるのは、ほとんどないし、資本にとっ

ても好ましいことではない。なぜならば、その

場合、資本は、労働者にたいしてその労働力の

再生産（次世代の労働者の再生産を含む）がか

なえられるだけの実質賃金を支払わなければな

らないからである（さもなければ労働者階級の

再生産が不可能になる）。しかし、ハウスホー

ルドが、互酬や自給そして国家による再分配に

よって副収入や所得補完を得られるのであれば、

賃金を低く押さえられる。これは資本にとって
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好都合である。

なるほど、『資本論』のマルクスは、労働力

はその価値通りの交換が行われる、すなわち労

働力の再生産が適うだけの実質賃金が支払われ

るということを前提としていた。つまり、賃金

によって労働者はブルジョアジーにはなれない

が、フランスの労働者はワインを飲み、ドイツ

の労働者はビールを飲んで、明日も工場のゲー

トにやってくるだけの、そして将来の搾取の対

象となる次世代労働者を育てるだけの賃金は保

証されるという前提である。それでもなお資本

は剰余価値を獲得しうるとの論証を『資本論』

のマルクスはおこなっている。しかしながら、

じっさいには、労働力がその価値通りに交換さ

れることはほとんどない。たとえば、こんにち、

生活賃金を得られないプレカリアート層がそれ

でも生計を立てていけるとするならば、ハウス

ホールドの自給生産や互酬（親戚縁者からの援

助）、あるいは国家による再分配に依存してい

るからである。つまり、労働者階級の再生産は、

他の社会的生産形態に依存している。

したがって、賃金のみによって再生産を果た

す純粋な賃労働者というものの想定が難しけれ

ば、労働者階級を考察する場合、個人ではなく、

賃金を主な収入源とするハウスホールドをその

対象とするべきであろう。ハウスホールドも地

域によって形態を異にするし、また歴史的変化

を被ってきた。しかし上記の論証から、労働者

階級の歴史的変化について分析しようとするな

らば、個人のみならず、ハウスホールドの変化

についても注目すべきである。そして、後に論

証するように、フォーディズムにおける資本に

よる労働の実質的包摂を解明しようとするなら

ば、分析は労働過程のみならず、「工場の外」

まで拡張する必要がある。資本による労働の包

摂の過程とは、労働過程だけで完結しえない。

資本による労働の包摂の深化は、工場の外でも

ハウスホールドの再編という形でもすすむので

ある。さらに、つけくわえれば、国家による国

民的総動員も、国民個人に直接働きかけるより

も、ハウスホールドを媒介にしつつ諸個人に介

入していく。

歴史を遡れば、マルクスが『資本論』で描い

た19世紀のイギリスの綿紡績産業の賃労働者

達にとっては、ハウスホールドと都市労働者コ

ミュニティの境は限りなく曖昧であった。原始

的蓄積によって、二重な意味で「自由」になっ

た「個人」が農村から都市部へと流入し、労働

力を資本に供給したというような、文字通りの

「都市伝説」をマルクス主義理論は語ってきた。

ここでの二重の意味での自由というのは、生産

手段がないこと、そして農村共同体的な紐帯

（しがらみ）から解放されていること、である。

これは労働者階級にたいする近代個人主義的な

理解といってよい。しかしながら、それは部分

的には間違っている。都市に流入したとしても、

労働者たちはコミュニティを形成しており、コ

ミュニティとして行動していたのである。マル

クスは労働者にたいして近代個人主義的なバイ

アスのかかったメガネでもって眺める傾向があ

った。労働者階級による蜂起は、（あらゆるコ

ミュニティがもっている）コミュニティの防衛

機能という側面もあった。必ずしも革命的知識

人が期待するような、革命的・転覆的な反乱ば

かりを労働者コミュニティがおこなっていたわ

けではない。

たとえばマルクスが『資本論』に登場させた

労働者たちは、じっさいには、その多くが資本

家によって直接雇われていたわけではなかった。

1780年以来、英国の成人男子紡績工は、一般

的には二人の助手を雇用・管理しながら工場で

働いていた。助手たちは親方職工に雇われてい

たわけで、工場主・経営者と雇用契約はなかっ

た。すなわち、労働者たちは、コミュニティと
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して労働過程に入っていたのである。ところが、

マルクスは、労働者階級のコミュニティという

位相を軽視する傾向があり、労働者階級にたい

し、進歩的革命的闘争集団・「自由な個人によ

るアソシエーション」という近代個人主義的イ

メージを投影していた。

英国の1830年代は、1760年代から始まる産

業革命の達成期とも呼ばれているが、それは裏

を返せば、急速な工業化、環境汚染の拡大、農

村部から都市への大量の人口流入、労働者階

級の貧困化などによって、都市環境が急速に

劣悪化した時代でもあった。都市部のスラム

化、衛生環境の劣化、過密居住、疫病の流行、

犯罪の増加など、1840年代の英国は「汚濁の

40年代」と呼ばれたほどであった。なかでも

住宅環境は劣悪で、一つ部屋に10人以上が暮

らすという過密居住は常態となっていた。飲酒

癖、性的放縦や婚姻以外での同棲など、労働者

達に規律や道徳を求められるような状況ではな

かった。

これは、こんにちの道徳規準からすれば品行

方正とはいえないかもしれないが、しかし裏を

かえせば、労働者たちは都市に流入したとして

も、孤立するのではなく、コミュニティを形成

し、彼らなりの習慣と掟によって生活を維持し

ていたと考えられる。そして、労働者たちは、

コミュニティ単位で労働し生活していたのであ

る。

またたとえば、19世紀後半のヨーロッパ、

1860年代以降のアメリカの機械工業・鉄鋼業、

そして日本の戦前の造船業や鉄鋼業においては、

雇用者と労働者の直接契約よりも、「内部請負

制」と呼ばれる間接雇用が主流であった。また

19世紀のフランスでは、都会が嫌で農村に帰

ってしまう工場労働者が多く、安定した長期就

労を望んでいたのはむしろ雇用者側のほうであ

った。「内部請負制」というのは、工場の中で

一定のまとまった工程を請け負う契約を工場

主・経営者と請負人 (contractor) と呼ばれる熟

練工が結び、その請負人が自ら雇った職工を使

って生産を行うというシステムである。請負人

とは、高度なスキルをもった「親方職工」であ

り、かつ労働者派遣業者でもあった。

たとえば日本では、請負人は「親方」あるい

は「頭」などと呼ばれ、配下の職工達は「渡

り」とよばれ、チームを組んで、より良い待遇

を求めて日本各地の職場を転々としていた。日

本の1918 年の統計では、工場労働者の76.6%

が勤続期間3 年未満とされる。つまり、労働者

達は会社への忠誠というイデオロギーはもって

いなかった（いわゆる「社畜」は日本の伝統で

はない）。

この内部請負制の意味とは何か。それは請負

人を親方とする職工労働者チームが、ものづく

りのノウハウとスキルを独占しており、たとえ

工場の所有者・経営者であっても、生産の仕方

をあれこれ指定できないということである。す

なわち工場主は、職工集団を工場に招き入れ、

生産活動それ自体を「下請け」に出していた。

資本は、生産過程から剰余価値は得るのだけれ

ども、生産そのものは管理しきれていなかった。

この意味においては、内部請負制においては、

資本は労働を形式的に包摂するに留まっていた

ともいってよい。『資本論』のマルクスは、機

械制大工業の成立によって、労働者は機械の付

属物になると述べ、ここに資本による労働の実

質的包摂の到達を見たのだったが、しかしその

プロセスにはまだ先があったのである。

当時の熟練工は需要があったので、請負契約

にはコストがかかり、またすぐに転職してしま

うので、日本では1910年代半ばから大企業や

官営工場が、熟練工の囲い込み、足止め策とし

て定期昇給制度や退職金制度を導入し、年功序

列を重視する雇用制度を整えるようになった
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（労働者にとって短期雇用は損だというシステ

ムを作り上げた）。日本企業において、共済組

合・医療・年金などの労働者の福利厚生に日本

の企業が着手するのもこの時期である。

いずれにせよ支配諸国にあって、無期労働契

約や企業内福利厚生が社会的に定着していくの

は、1930年代をまたなくてはならなかった。

なお、日本で終身雇用が大企業や公社以外の中

小企業にまで漸く波及していくのは、第二次大

戦後の高度成長期（大幅な人手不足）をまたな

くてはならない。すなわち、労働者が一つの組

織に場所をえて、「一所」懸命に働くというの

は、実は賃労働の歴史を見ても非常に短い。い

や、安定雇用は、フォーディズム循環のみに当

てはまる現象であったと考えるべきなのかもし

れない。現在の労働者のプレカリアート化は、

先祖返りしただけなのかもしれない。

労働システムに労働者の身体が順応していく

ためには、数十年にわたる労働者階級の身体の

規律、そしてイデオロギーによる介入が必要で

あった。内部請負制からフォーディズムへと向

かう20世紀前半（1910年代～）における、資

本による実質的包摂への深化を辿ってみると、

身体を規律するテクノロジーに巨大な革新が起

こっていることが見て取れる。労働過程を資本

が完全に掌握し、管理するにいたるのには、

ヘンリー・フォードによる壮大な実験をまた

なければならなかった。フォーディズム労働様

式の定着は、労働者の働き方を変えた。また、

職場で必要なスキルも変えた。また、身体の使

い方も変わった。さらには、ハウスホールドの

あり方も変わった。フォーディズムが生産し

たのは、なにも大量生産品だけではない、そ

のプライマリーな生産物は〈新しい人間〉であ

った。

３．フォーディズムの出現
���―�あるいはベルトコンベアとい

う規律装置
4 4 4 4

による新たな時間
性と空間性の出現

すべては、1913年に8月にモデルTを生産す

るハイランドパーク工場にて、シャーシ組立の

流れ作業にベルトコンベアが導入されたことに

端を発する。これは工場における単なる生産技

術の革新に留まらない。ベルトコンベアの導入

は、工場に新たな空間性と時間性を切りひらい

た―そして今なおわれわれはこの空間性と時

間性を部分的には共有している。ベルトコンベ

ア式流れ作業が導入された工場では、ベルトコ

ンベアが工場に流れている時間とリズム、空間

配置、そして規律を規定する。ヘンリー・フォ

ードがもたらした技術革新の数々は、製造業な

かんずく自動車産業を20世紀後半の主軸産業

へと据える礎を築いた。モデルTの生産技術の

発展は、すなわち製造業による大量生産技術の

発展の歴史でもあった。

フォード社は、ベルトコンベアを導入し、工

場全体を見渡す俯瞰的な視点から大規模な流れ

作業システムを構築した。部品の調達と検査、

部品のフィード、加工組み立て、検査までの一

連の流れ作業全体を、把握し、設計し、管理す

る視点が導入された。組み立て加工において、

もはや職人的意味での熟練は必要なくなる。標

準化された単純作業をベルトコンベアの流れに

あわせて規則正しくこなす、あらたなスキルが

求められる。こうして、資本の管理命令のもと

に労働が組織されるようになった。資本は、生

産過程と労働を完全に掌握するかに見えた―

資本による労働の実質的包摂の一つの完成であ

った。

ベルトコンベアの導入は、工場に巨大な転換

をもたらした。ベルトコンベアは単なる生産用
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具ではない。ベルトコンベアという生産用具の

最大の特徴は、それが生産用具でありながらも

同時に労働者身体を規律し管理する装置でもあ

るという点にある。ヘンリー・フォード自身が

次のように述懐している。「労働者を作業に向

けるのではなく、作業を労働者に差し向けるこ

とに着手することで、組み立てにおける第一歩

が踏み出された」。フォーディズム生産方式に

おいては、労働者が移動するのではなく、作業

対象（製品）がむこうから流れてくる。単に反

対にしただけかもしれないが、労働者が歩くと

いうのは能動的・主体的な裁量が入ってくる余

地を残す。しかし今度は、テイラー主義にした

がって緻密に計算された「標準作業時間」にあ

わせる形で、速度が定められたベルトコンベア

の上を製品がつぎつぎにやってくる。労働者は、

まずもってベルトコンベアの流れがもつリズム

と速度に身体を同調させなければならない。ベ

ルトコンベアによる流れ作業は、労働者から主

体的・能動的・個人的なモメントをほとんど奪

ってしまう。

さらに特筆すべきは、労働者を管理監督する

必要がほとんど無くなったという点である。ベ

ルトコンベアは、生産性の向上と労務管理とい

う問題を一挙に解決してしまう、資本にとって

の「ドリームマシーン」であった。ベルトコン

ベアの速さとリズムに合わせて労働者達は作業

しなければならなかったし（さもなければライ

ンが止まる）、工程が抜けていれば誰がサボっ

たのか、ミスしたかがすぐにわかる。仮に監督

者に監視されていなくとも、労働者達はライン

の流れに食らいついてゆく他はない。さらに、

労働者がミスをしたとき、あるいはラインを止

めてしまったとき、それがラインの無茶な流れ

にあると考えるよりも、自分を責めるようにな

れば、資本のもくろみ通りになろう。そうして

労働者が自らを監視・監督するようになる。す

わなち、ベルトコンベアとは、身体を規律し監

視する装置でもある。工場のラインに就く仕事

は、一見単純作業にも見える仕事であるが、神

経をすり減らす重労働でもあり、忍耐と経験が

いる。だれにでもすぐにできる仕事ではない。

職人的熟練とは違ったタイプの慣れやスキルが

求められる。ベルトコンベア流れ作業という労

働システムは、製品を生産すると同時に、規律

された新たな労働者身体も同時に（再）生産せ

ずにはいない。

ところで、近代における身体の規律装置とし

て真っ先に連想されるのは、ミシェル・フーコ

ーによるパノプティコン（一望監視装置）の分

析であろう。パノプティコンは、19世紀後半

にジェレミー・ベンサムによって考案された監

禁・監視・矯正装置であった。しかしながら、

パノプティコンが、じっさいに刑務所に導入さ

れ、身体を監視し規律したという事実はあった

としても、パノプティコンが社会に充満してい

たとは言いがたい。ところが、フーコーによっ

て再導入されたパノプティコンは、規律権力の

象徴的モデルとして考えられてきた。そして、

フーコー自身も規律社会（＝近代社会）の終焉

を認めていたのだから、パノプティコンじたい

もすでに過ぎ去った古い権力モデルと見なされ

ている。しかし、これはおかしい。というのも、

社会中にセキュリティカメラが張り巡らされる

ようになって、パノプティコンはむしろ再活性

化されているように見えるからである。パノプ

ティコンは、おそらく近代社会における規律装

置とは異なる位相をもつ（パノプティコンは、

むしろポストモダンな装置であろう）。近代的

規律権力を象徴的に表す装置を見いだすとすれ

ば、それはベルトコンベアのほうではないか。

そして、フォーディズム（工場におけるベル

トコンベアによる流れ作業）が、そこで働く人

間自体を造りかえてしまう、ということにいち
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早く気づいたのは、イタリアの哲学者・アント

ニオ・グラムシ（1891-1937）であった。「フォ

ーディズム」という概念は、グラムシによる命

名から来ている。

４．�アントニオ・グラムシによるフォー
　ディズムの分析

マルクス主義哲学者・運動家であったアント

ニオ・グラムシは、イタリア・ファシズム国家

による弾圧を受け、刑務所に繋がれた。グラム

シは、刑務所で『獄中ノート』と呼ばれるテキ

ストを残しているが、そのノート２２は「アメ

リカニズムとフォーディズム」というタイトル

が付けられ、フォーディズムについて研究され

ている。

グラムシのフォーディズム研究が画期的なの

は、フォーディズムが、単なる工場における生

産システムの変革のみならず、ハウスホールド

の形態にはじまって、社会全体におよぶ巨大な

転換をもたらさずにはいないと、早くも1934

年の時点で指摘してしまったところにある。し

かも、グラムシは、1926年にムッソリーニに

よって逮捕され、1937年の死の直前まで獄中

にいたのであるから、進行中のフォーディズム

の展開を十分に観察できる状態にはなかったの

である。

グラムシは、アメリカ合衆国で進行中のフォ

ーディズム労働様式が、「新しい型の労働と生

産工程に適した新しいタイプの人間をつくりだ

そうという必要性を生み出した。これまでのと

ころこのあたらしい人間づくり作業は始まった

ばかりで、このため（みかけは）のどかだ。こ

れは依然として高額賃金を通じて追及された、

新しい産業構造へと心身の適応の局面である」

（35頁）と指摘している。

グラムシは、フォーディズム労働様式（ベル

トコンベア式流れ作業）は、決して労働を簡単

にしたわけではないこと、職人的熟練技能とは

違った意味での新しい労働の特性、資質を要求

すると言う。とくにグラムシは、それが神経を

酷使する労働だということを強調している。そ

してベルトコンベア式流れ作業によって消耗し

た心身を回復し、維持すること―すなわち

日々の労働者の再生産―が非常に難しいとも

述べている。フォーディズム労働様式の拡大は、

労働者に過酷な順応を迫り、労働者の「淘汰」

さえなされる。グラムシによれば、フォーディ

ズムへの労働者の順応は、「過去の局面よりも

強烈で、より冷酷な形であらわれるものの、過

去のものとは異なる、疑いなくより高次のタイ

プの心理－肉体的連関の創出によって乗り越え

るであろう局面しかないということだ。強制的

な選抜がおこなわれるのは避けがたく、旧労働

階級の一部は労働の世界から、そしていきなり

この世界から情け容赦なく一掃されるであろ

う」（52頁）。本当のところ、フォーディズムは、

労働者にとっては「強制的な選抜」に他ならな

かった。1913年10月には、労働者の定着率は、

6.4％に過ぎなかった。ベルトコンベア式流れ

作業は規律装置でもあったが、新たな労働様式

において生き残れる人間を淘汰していったのか

もしれない2）。

５．フォーディズム労働様式に順応する
　　「新しい人間」づくり作業

フォーディズムへの人間の順応は、工場の中

だけでは完結しえないことをグラムシは強調し

ている。ヘンリー・フォードによる実験は、社

会全体の編成替えに波及するとグラムシは「予

言」するのである。

フォード企業は、労働者達の中に、他産業
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がまだ要求していない特性、資質を要求し

ていることがそれである。それは新しい型

の資質であり、他産業よりも重労働で消耗

的で、その賃金ではあまねく全員の労力に

報いることができず、現在あるがままの社

会によって与えられた諸条件のもとでは回

復することができないような、労働力消費

の形態と同一平均時間内で消費される労働

力の量とを要求しているのである。〔中略〕

フォードの方法は、合理的である、すなわ

ち、一般化されなければならない。だが、

そのためには、社会状況の変化と個々人の

風俗や習慣の変化が生じるだけの長い過程

が必要である。これは「強制」によるだけ

では生じえず、強制（自己規律）と説得の

混合によってのみ生じうる。これは高額賃

金、すなわち、よりよい生活水準の可能性、

あるいは、おそらくより正確には、筋肉と

神経のエネルギーの特別の多大な消費を要

求する生産と労働の新しい方法にふさわし

い生活水準実現の可能性という形態もとる

のである。（94-95頁）

このようにグラムシは、フォーディズムへの順

応は、「新しい人間」を生み出すような、社会

全体における巨大な転換を伴わずにはいられな

いことを見抜いていた。もちろん、この「新し

い人間」への「進化」は、いくらベルトコンベ

ア式流れ作業が巧妙につくられているにせよ、

工場の中のみで成し遂げられるわけではない。

工場の外の労働者の「私生活」までもが規律さ

れなければならなかった。

グラムシが指摘していないことで、本論にと

って重要な点は、フォーディズムは、工場にお

ける労働の共同性を大きく変えてしまったとい

うところである。ベルトコンベア式流れ作業は、

労働を個人的なものにした。フォーディズムが、

資本による労働の実質的包摂の究極形態であり、

生産過程が完全に資本によって、計画・組織・

管理される場合、労働者が自主的に協働する余

地はほとんど残されない。これは労働者コミュ

ニティ・労働運動・労働組織に大きな影響を与

えずにはいない。結果、階級闘争が激化してい

くとしても、それは条件闘争（賃金・時短闘

争）に置き換えられたのである。

新しい人間、新しい労働者をつくり出すため

に、ヘンリー・フォードとフォード社は壮大な

実験をおこなった。それはフォード版イデオロ

ギー諸装置（規律装置）を構築することであっ

た。ヘンリー・フォードは、国家に先駆けて、

労働者の福祉を一私企業によってなしとげよう

とした。しかしながら、フォード社の企業福祉

は、企業による労働者の私生活の監視と管理と

表裏一体でもあった。ヘンリー・フォードは、

自らが導入したベルトコンベア流れ作業によっ

て構築された新しい工場で働く労働者たちを規

律するには、工場のなかだけでは十分でないこ

とを見抜いていたかのようである。

フォーディズム労働様式に順応する労働者の

規律において鍵となったのは、ハウスホールド

であった。フォーディズム労働様式は、労働者

が属するハウスホールドにおける革新を必要と

した。フォーディズムという新しい労働のあり

かたについて、グラムシは「性的本能の（神経

系の）厳格な規律を、すなわち、広い意味での

家族の強化、性的関係の規制と安定の強化を要

求している」と分析する。グラムシのフォーデ

ィズム論は、フォーディズム労働様式の起動に

ともなって再構築されたハウスホールド論とし

ても読むことが可能である。

新しい工業主義〔フォーディズムのこと〕

が一夫一婦制をのぞんでいること、勤労者

としての人間が偶発的な性の満足を無軌道
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に興奮して追求することに神経エネルギー

を消費することがないようにのぞんでいる

ことはあきらかなようである。放蕩の一夜

を過ごした後で勤務にでかける労働者は立

派な働き手ではないし、興奮を最高度に高

めることは、もっとも完全なオートメーシ

ョン装置と結びついた生産作業の精密に時

間測定された動きとうまく合致しえない、

というわけである。大衆にたいして行使さ

れる直接、間接のこの複合的な圧迫と強制

は疑いなく何らかの成果を得るであろうし、

一夫一婦制と相対的安定性がその根本的特

徴となるはずの新しい種類の性的結合が生

まれるであろう。（82-83頁）

グラムシが指摘するように、ヘンリー・フォー

ドとフォード社が行ったことは、脅しと懐柔に

よって私生活にまで介入し、労働者を規律する

ことであった。フォード社は、労働者の待遇や

労働条件そして企業内福祉は改善するとともに、

労働組合は徹底的に暴力的に弾圧した。工場内

では、労働者達は銃で武装した警備員たちによ

って監視されていた。このように、懐柔と暴力

によって労働者達は、資本主義的秩序のなかに

包摂されていった。

1914年、フォード社は福祉部というものを

立ち上げる3）。これは今から見ても画期的な試

みで、単なる一企業の福利厚生という枠組みを

良くも悪くも超えているものであった。この福

祉部とはどのようなものかというと、労働者の

生活相談を受けたり、家族内トラブルを解決し

たりするソーシャルワーカーであり、住宅購入

のための貯蓄貸付組合であり、婚姻外の同棲の

禁止や深酒や賭博などの悪習の禁止にはじまり、

労働者のプライベートな領域を管理統制するも

のであり、労働者の思想調査と労働組合対策の

スパイ活動までしていた。福祉部は、労働者の

家庭環境などプライベートな領域まで、なかば

強制的に調査をおこなった。福祉部は、フォー

ド従業員の家庭の非行少年対策までおこなって

いた。今なら行政や警察が介入する事柄まで一

企業が介入していた。そして、福祉部の指導管

理に従わない従業員は、解雇あるいは給料を減

額された。日給5ドルの使い道は、ベルトコン

ベアによる流れ作業によって消耗しきった心身

を回復させ、明日への労働意欲を高めることに

使われなければならなかった。あるいは、フォ

ード社の製品を消費することに使われなければ

ならなかった。

また、1930年代には、住宅ローンの重荷を

おった労働者はストライキをしようとしないこ

とがはっきりとわかってきた。ローンは、資本

主義にとっての「イデオロギー」になってゆく。

イデオロギーは、意識とか思想ではなく、極め

て物質的なものである。債務を背負わされた労

働者は、好むと好まざるとに関わらず、資本の

指揮命令に従わなければならないからである。

フォード社の福祉部とは、労働者達を「工場の

外」における、あるべきフォード社員という鋳

型にはめ込もうとする機能を担うものであった。

したがって、あるべき住居、あるべき家族形態、

あるべき性、あるべき消費、あるべき余暇の過

ごし方などが「平準化された規範」として労働

者にすり込まれていった。すなわち、「工場の

外も工場」であり、ベルトコンベアは、労働者

の私生活にまで続いていたのである。

こうして、フォーディズム労働様式の起動を

契機にして、労働者コミュニティ、ハウスホー

ルド、私生活、そして社会全体が大きく変動し

ていった。核家族ハウスホールドが支配的にな

るのは、第二次大戦後のフォーディズム循環の

成立をまたなければならないが、この核家族

は、妻がシャドゥ・ワークを担い、生計を維持

する収入のほとんどすべてを夫が稼ぐ賃金にた
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よるという意味では、プロレタリア化が進んだ

ハウスホールドである。そして、このハウスホ

ールドは、資本主義的家父長制という位相をも

つ。さらにこの生計収入の賃労働への依存は、

労働者の利益を資本の利益に限りなく近づける

という効果をもった。労働者の利害と資本の利

害が、漸進的に近づいていくかに見えた時代で

もあった。

後で取り上げるが、1950年代の日本でも、

人口問題研究所の流れをくむ「新生活運動」

（バース・コントロールなどを提唱する）が国

家の肝いりで進められた。フォーディズムは、

このように、その端緒から「工場の外」へと拡

大するモメントをもっていた。しかし、それが

社会全体に浸透するには紆余曲折を経なければ

ならなかった。フォード社の業績はその後低迷

し、自動車業界の盟主の地位―そしてフォー

ディズムの担い手としての地位―は、GMへ

と移った。ヘンリー・フォードもまた、労働者

の福祉には関心を失い、高賃金の支払いもやめ、

労働争議には専ら暴力でもって対峙していくこ

とになる。

６．総力戦体制からフォーディズム循環
　　への国民的総動員への転換

フォーディズム労働様式は、その後社会シス

テム（レギュラシオン学派が規定した蓄積様

式・調整様式としてのフォーディズム）へと

「昇格」していくのだが、それには総力戦体制

が大きな役割を果たしている。武器を大量生産

しなければならなくなり、国家の主導によって、

フォーディズム労働様式が、軍需工場に導入さ

れていった。フォーディズム労働様式の拡大深

化には、総力戦体制における軍需生産という媒

介が必要だったのである。それが、戦後のアメ

リカ合衆国の製造業の興隆をもたらすことにな

る4）。

また、総力戦体制のもとで、国民の政治統合

のために社会保障制度が拡充され、ヘンリー・

フォードが行ったフォード社福祉部の事業は、

国家プロジェクトとして遂行されていった。総

力戦を契機として、フォーディズム労働様式を

取り込みながら、社会は巨大な転換期へと入っ

ていった。総力戦体制は、国家のイデオロギー

装置と社会保障制度を通じて、「危険な階級」

を体制内へと包摂し、さらに「全面の敵」の殲

滅へと国民を全面動員していく道を切り開いた。

さらに、総力戦体制における、国家統制をつう

じた軍需生産は、戦後の国家主導による計画経

済を用意した。

フォーディズムの究極の形態とは、ベルトコ

ンベア式規律が、生産・分配・消費はもとより

再生産にいたるまで社会を覆い尽くす事態を指

す。学校、政党、マスメディアなどの国家のイ

デオロギー諸装置もまたベルトコンベアのごと

き様相を帯びた。大量生産と大量消費の前提と

は、人々がベルトコンベアの速度ならびにリズ

ムに同調し、規律正しく生産に励むことにあり、

画一的な商品・規格化されたサーヴィス・商品

を欲望することにある。人々は、規範・平均値

におさまる労働者、消費者そして国民を生きる

必要があった。ベルトコンベア式工場＝社会の

出現である。

ベルトコンベア式規律＝労働システムと総力

戦体制の出会いこそが、戦後のフォーディズム

循環への国民的総動員を用意した。これを図式

化するならば、次のようになろう。

総力戦体制＋ベルトコンベア式規律装
置によるフォーディズム生産

　　　　　　　　

扌

フォーディズム循環への国民的総動員
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７．フォーディズム循環に順応する新た
　　なハウスホールドの再編成

戦後の高度成長は支配諸国に共通して見られ

た現象であったが、汎用部品のアッセンブルを

ベルトコンベア流れ作業によっておこなう大量

生産、労使協調路線による安定した雇用と高賃

金、社会保障制度による国民所得の補填、都市

インフラへの国家的投資、郊外型新興住宅地に

よって促された住宅需要と耐久消費財の消費、

これらが大量生産・高賃金・大量消費のフォー

ディズム循環を支えていた。

たとえば、支配諸国においては、国家プロジ

ェクトとして郊外に広大な新興住宅地が築かれ

ていったが、これは都市インフラ整備を通じて

余剰資本を吸収するという側面、そして核家族

をモデルとするハウスホールド形態への誘導と

いう側面があった。「核家族」というハウスホ

ールド形態が、フォーディズム循環に適応する

労働力の再生産に役立つことがわかってきたか

らである。郊外の新興住宅地に住む核家族こそ

は、新たな一夫一婦制であり、諸個人は、性的

抑制をはじめとする規律ある「私生活」を送る

ことによって、規範にかなうように働くことが

できた。さらに、物質的に「豊かな生活」の実

現のために消費することによって、そして場合

によっては無理のないローンを組むことによっ

て、フォーディズム循環に貢献しえた。

労働者階級の状況といえば、労使協調路線に

よる安定した雇用と高賃金は、賃金労働者の資

本への依存を高めた。「危険な階級」とされて

いた労働者階級は、むしろ自発的に資本主義へ

の順応を示すようになった。さらに、新たに形

成されていった核家族のもとでは、世帯の家計

は賃金収入に過度に偏重している。それまでの

ハウスホールドの収入というのは、血縁や地縁

による互酬、賃金、国家による再分配などによ

って構成されていたが、フォーディズムのもと

での核家族にあっては、世帯収入の大部分は賃

金収入によって支えられることになった。こん

にちでは、収入といえば資本のもとでの労働か

ら得られる賃金と同義となっている。したがっ

て必然的に、世帯のなかの賃金労働者への依存

が高まっていく。フォーディズムにおける核家

族にあっては、賃金労働者の典型は男性・夫・

父であった。彼らは会社に拘束されるので、女

性が家事と子育てを担うようになった。

資本制社会のもとでのハウスホールドにおけ

る家父長制と性差別について原理的に考察して

おきたい。資本制生産の特異性は、その再生産

にあたって他の生産様式に寄生し、依存する点

にある。そもそも、資本制生産は「交換」に基

づき、ハウスホールドは「互酬」に基づいてい

るというように、それぞれは異なる論理で機能

している。ところが、資本制生産と接合したハ

ウスホールドは、労働力の再生産という機能を

割り振られる。なぜならば、労働力の再生産

―日々の再生産の場合もあれば、次世代労働

力の再生産の場合もある―を資本主義化する

のは不可能に近いからである。もとより、こん

にちでは出産や養育もビジネス化されてはいる

が、それにはコストがかかりすぎるため、大衆

労働者の再生産は、ハウスホールドに委ね、資

本はその成果のみを利用するのである―つま

りハウスホールドが資本制生産の有能な担い手

の訓育に成功した場合、資本はそれを自らのも

とへと包摂する。

ハウスホールドは、資本が作りだしたもので

もなく、恣に作り替えられるものでもない。と

ころが、資本制生産は、従属させる形で他の諸

生産と接合articulateする。資本制社会にあって

は、ハウスホールドは労働力の再生産を「請け

負う」。その見返りとして、ハウスホールドに

たいして、資本制生産は経済的基盤（賃金）を
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あたえるという関係がある。資本制社会におけ

るハウスホールドにあっては、賃金がその収入

の大部分を占める傾向があり、賃金が絶たれる

とハウスホールドの存続が難しくなる（互酬性

が支配的な社会にあってはそうともいえない）。

したがって、ハウスホールドは、資本の論理に

順応せざるをえなくなる。

ところで、資本制社会におけるハウスホール

ドにあっては、家父長制と性差別は避けては通

れない問題であるが、資本主義が原理的に家父

長的であったり、性差別的であったりするとい

うわけでもない。資本の目的は利潤をあげるこ

とであり、性差別をすることではない。性差別

が資本蓄積の障害になるのであれば、資本はそ

れを積極的に否定するであろう。したがって、

「家父長制なき、性差別なき資本主義」という

ものは論理的に存在しうる。しかし、だからと

いって家父長制や性差別にたいして、資本主義

が無罪というわけではない。資本にあっては、

労働力の再生産費用の負担を最小限にすればよ

いのであって、資本は既存の家父長制ハウスホ

ールドを巧妙に利用し、そして再構築したので

あった。したがって、資本制社会におけるハウ

スホールド形態を「家父長制」として位置づけ

る場合も、それは資本制以前の家父長制とは異

なると考えるべきである。資本主義は、前近代

的な家父長制を利用しつつも、それを巧妙に作

り替えたのである。

フォーディズム循環のなかで、もっとも資本

主義に適合的なハウスホールドは、（郊外の新

興住宅地に住む）核家族であることが判明した

ので、国家によって「仕組まれた家族」が作ら

れた。このフォーディズム的ハウスホールドに

あっても、性差別や支配服従関係は存続してい

る。しかし、それは「家父長」という字面から

連想される「ハードな」支配をイメージするべ

きではない。家父長は、末端の「王」のごとき

ものとしてイメージされがちであるが、資本主

義的家父長は「王」ではない。そもそも、資本

制社会にあっては、支配と服従の関係は「分業

関係」として現れる。資本が労働にたいして行

使する権力は、職階において役目を果たすこと

としてイメージされるため、権力とすら意識さ

れない（たとえば、社長が部下に命令したとし

ても、それは部下を支配したのではなく、社長

としての「職務」を果たしただけであると見な

される）。それゆえ、資本制社会における家父

長制にあっても、夫であり父である男性と妻で

あり母である女性とのあいだの権力関係は、む

しろ「分業」関係として現象する。しかし、こ

の「分業」に、支配と服従の関係や性差別が入

り混んでいないとは言えない。いや、性やジェ

ンダーによる分業関係にこそ、巧妙に性差別が

仕組まれていると考えるべきである。

分業には、社会的に価値が与えられる労働と

そうではない労働が存在する。後者はしばしば

蔑まれる。たとえば、イヴァン・イリイチは、

資本主義社会の深化とともに、労働は生産的な

ものとして「支払われる労働」、そして「支払

われない労働」―これをイリイチはシャド

ゥ・ワークと呼ぶ―とに分裂していくと指摘

している。そして、シャドウ・ワークは、いわ

ば「稼げない労働」なので、労働とすら観念さ

れず蔑まれてきた。この事態をイリイチは次の

ように敷衍している。

 

たいていの社会では、男と女は一緒に、自

分たちの家庭をささえる生活の自立と自存

を、支払われない労働によって維持し、よ

みがえらせてきた。家庭の維持それ自体が、

その存在に必要とするものの大部分をつく

っていたのだ。こうしたいわゆる生活の自

立と自存の諸活動は、ここでの課題ではな

い。私の関心は、全く異なった形の支払わ
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れない労働である。これは、産業社会が財

とサーヴィスの生産を必然的に補足するも

のとして要求する労働である。この種の支

払われない労役は生活の自立と自存に寄与

するものではない。まったく逆に、それは

賃労働とともに、生活の自立と自存を奪い

取るものである。賃労働を補完するこの労

働を私は〈シャドゥ・ワーク〉と呼ぶ。こ

れには、女性が家やアパートで行う大部分

の家事、買い物に関係する諸活動、家で学

生たちがやたらにつめこむ試験勉強、通勤

に費やされる骨折りなどが含まれる。　

（192-193頁）

イリイチによる、賃労働とシャドゥ・ワークの

概念的区別は、一見すると生産と再生産―労

働力・家族・コミュニティ・社会の再生産―

の区分に対応しているようにも思われるが、そ

れでは、イリイチの主張の本質を捉え損ねてし

まう。イリイチによれば、かつては、労働はす

なわち生産的でありながら同時に再生産をも担

っていた。すなわち、生活の自立と自存をかな

えるものであった。働くことはすなわち家族や

コミュニティを再生産することであったのだ。し

かし、資本制社会においては、労働は、賃労働

とそれを補完する（あるいは労働力の再生産を

支える）労働とに分裂していく。イリイチのプロ

ブレマティックにあっては、支払われる労働と支

払われない労働、生産的労働と非生産的労働の

分裂は、資本制社会に固有な労働の疎外形態に

他ならない。この分裂によって、賃労働もシャ

ドゥ・ワークも同様に、生活の自立と自存を奪

う苦役となる。したがって、後者に賃金が支払

われたとしても、問題は解決しないとされる。

イリイチの議論を延長すれば、生産的労働と

非生産的労働、生産と再生産、そして、支払わ

れる労働と支払われない労働との分裂は、資本

制社会に固有のものであり、資本主義の揚棄と

は、この分裂を揚棄することに帰結する。そし

てこの分裂は、こんにちにいたるまでジェンダ

ーによる「分業」そして性差別と不可分である。

シャドゥ・ワークは、支払われない労働と女性

的労働として社会的ステータスの低いものとな

る。そして、シャドゥ・ワークは、「分業」と

して女性に割り振られてきた。すなわち、男性

が賃労働を担い、女性が再生産を担うというジ

ェンダーによる分業が進んだ。ここから、前近

代的なそれとは異なる「ソフトな」家父長制と

いうべきものが定着していった。そこでは、

夫・父親はハウスホールドの主要な収入を稼ぐ

ことが、そして、妻・母は、家計の状況によっ

ては夫の収入の補填をしながら、家事と子育て

に重点を置くことが期待されるのである。この

ソフトな家父長制にあっては、低所得の男性、

あるいは家事や子供の教育への意識が低い女性

は、社会的に疎外されがちである。

さらに、イリイチの議論を補足すれば、賃労

働とシャドゥ・ワークの分裂は、フォーディズ

ム循環への国民的総動員において激化していっ

たものである。第二次大戦後のフォーディズム

循環を支配諸国にもたらした、都市インフラ

（道路や高速鉄道）の整備によって郊外型新興

住宅地が作られ、住居と職業がほぼ完全に分離

された。それにともなって「核家族」が典型的

な家族モデルとなり、ジェンダーによる賃労働

と家事の分業が定着した。そして、フォーディ

ズム労働様式の担い手としての労働力商品の再

生産が、「家族の責任」に帰されるようになっ

ていくのである。

８．日本における、フォーディズム循環
　　へのハウスホールドの動員の歴史

ここで、日本におけるハウスホールドの動員
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の歴史を簡略に辿っておきたい。ハウスホール

ドというのは、権力の戦略にとって最重要拠点

を占めてきた。なぜならば、ハウスホールドが、

社会秩序を支える最小の単位であり、そして社

会の担い手たちを再生産する場であるからであ

る。したがって、ハウスホールドをつうじて、

権力関係は「下から」少しずつ練り上げられて

ゆくといってよい。このことを、ルイ・アルチ

ュセールは、「学校と家族の組み合わせ」が資

本主義国家における「支配的な国家のイデオロ

ギー装置である」というテーゼで表現している

（51頁）。そして、ハウスホールドのありかたが、

人々のなかで「自然なもの」として観念される

とき、人は自発的に秩序に服従している。逆に

いえば、社会秩序が揺らぐとき、それはハウス

ホールドの危機として現れる場合も多い。

日本の歴史を遡れば、旧民法には家制度（日

本版の家父長制）があった。この家制度には、

民法旧規定によって強力な戸主権を与えられて

いた戸主に、警察の監視がおよばないプライベ

ートな領域の秩序維持を担わせるという意味が

あった。つまり、戸主というのは、国家秩序の

「下からの」担い手でもあった。戦前日本の家

制度にあっては、血縁よりもむしろ「家」それ

自体の存続こそが一義的なものであった。これ

は、戦後の核家族のなかで強化されてきた血族

イデオロギーとは対照的である。戦前の日本で

は、できの悪い実の子供は勘当してしまい、優

秀な人を養子として家を継がせるということが

よくあった。そうでなければ「家」が守れなか

ったからである。たとえば、夏目漱石の『ここ

ろ』は養子縁組の物語という側面がある。『こ

ころ』の「先生」の友人Kは、医者になって養

家を継ぐという約束で、学費をだしてもらい東

京にでてきた。しかしながら、養家を裏切って、

大学での専門は「先生」と同じ道に進んでしま

う。これが発覚してしまい、Kは養家から実家

に戻されてしまう。このことは、Kが自殺して

しまう原因の一つともいえよう。日本の近代に

おいて、養子縁組の果たした役割はよくもわる

くも非常に大きかった。

ところで、家制度は、日本国憲法の施行（1947

年5月3日）をもって廃止される。そして、戦

後の高度成長で、農村部から都市部への大規模

人口流入がおこるなかで、日本でもフォーディ

ズム循環が起動される。フォーディズム循環へ

の国民的総動員を支える「装置」として、ハウ

スホールドもまた再編成されていった。フォー

ディズムサイクルに親和的なハウスホールドと

は給与所得者の夫と専業主婦そして子供二人と

いう核家族モデルであった。日本の高度成長期

に徐々に形作られていく税制制度や社会保障制

度は、人々が生きる家族形態を「核家族モデ

ル」へと誘導するべく制度設計がなされた。

以下に「家族計画」をめぐる政治の歴史をた

どっておく5）。たとえば、ハウスホールドが持

つ子供の数も国策によって誘導されていた。総

力戦体制下では、「産めよ殖やせよ」というス

ローガンのもと大家族が奨励された。総力戦体

制下の1941年に閣議決定された「人口政策確

立要綱」というものがある。この閣議決定には、

つぎのような「国家目標」が記されていた。結

婚年齢を3年早くする。一夫婦の子どもは平均

5人を目標とする。20歳以上の女性の就業は抑

制する。扶養家族の多い者の税負担を軽くし、

独身者は税金を重くする。避妊、堕胎は禁止す

る。性病を予防する。総力戦体制に突入する前

までは、女性もまた貴重な労働力として位置づ

けられていたので、扶養控除の対象から外され

ていた（それまで税制上、扶養者として認めら

れていたのは、未成年・高齢者・障害者であっ

た）。ところが、女性の産児能力までが戦時動

員されていくなかで、扶養者控除に配偶者が含

められた。また、1940年に厚生省の付属機関
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として、「人口問題研究所」が設置されたが

（現在の国立社会保障・人口問題研究所の前身）

これが、総力戦体制において、そして戦後も日

本の人口政策におけるブレーンとして機能し

た。

ところが、戦後の日本は、一転して人口過剰

が問題となった。大日本帝国が解体され、領土

は狭くなり、産業は手ひどいダメージを受けた

からである。さらに戦後すぐにいわゆる団塊の

世代のベビーブームがやってきた。今度は、食

糧難が懸念され、人口増加の抑制が国策となっ

てゆく。1954年に厚生省（現在の厚生労働省）

は、「人口の増加を抑制する施策要綱案」を作

成した。そして1954年ころから1960年代のは

じめにかけて、この人口増加抑制策は、「家族

計画」の名称をあたえられ、政府・企業・地域

共同体を巻き込んだ国民的運動となっていく。

この運動の仕掛け役・旗振り役は「人口問題研

究所」であった。家族計画というのは昭和の避

妊（具）の隠語ともなったが、避妊法をはじめ

とする産児調整birth controlが啓蒙された。こ

の運動には、子供の数は二人かせいぜい三人ま

でという具体的な数値まで折り込まれていた。

これが成功をおさめ、1950年代後半には子供

の数は1家族あたり二人までという戦後の核家

族モデルが、規範として広く定着するようにな

った。

しかし、人口増加抑制策への国家の関心は急

速にしぼんでいく。というのも、1950年代後

半からは目に見えて出生率はさがっていくので

あるが、高度経済成長がはじまり、今度は労働

力が不足してくる懸念が出てきたからである。

労働者の不足は、農村部から都市部・工業地帯

への大規模流入によって確保されたのだが、企

業は人材確保のために終身雇用を取り入れ、社

員の福利厚生を競いあうようになった。社員を

大事にするといわれていた前世紀の日本の「会

社主義」も、じっさいには、高度成長期のほん

の四十年程度のことにすぎない。

また企業は、「労務管理は家庭から」―す

なわち労働者の規律は、家庭の規律からはじめ

るべし―というスローガンのもとに、家族計

画を含む生活の近代化・合理化運動をすすめ、

労働者のプライベートまで規律していった。つ

まり、ヘンリー・フォードがその「福祉部」に

よって先鞭をつけたことが、戦後の日本では、

国家と資本の「共同プロジェクト」として、つ

まりフォーディズムへの国民的総動員として遂

行されたのだ。

有名大企業も数多く参加したそれは「新生活

運動」と呼ばれ、性の規律、産児調整、子供の

教育・しつけへの意識、時間厳守、健康への配

慮、衛生の改善、貯蓄の励行などを労働者の身

体に刻みこもうとするものであった。賃労働の

理想的な担い手たちをつくるには、まずは家庭

（プライベート）への介入から、というわけで

ある。企業主体のこの「新生活運動」もまた、

人口問題研究所の指導のもとにおこなわれてい

る。こうして、諸個人の身体には、核家族とい

う家族形態への欲望がうがたれていった。

このように、人口をめぐる国策は、総力戦体

制と戦後で紆余曲折を経るのであるが、総力戦

体制を契機として、人口は国家による介入と管

理の対象となっていった。ところで、人口政策

の紆余曲折を見ても、国家が計画的・意図的に

フォーディズム循環に親和的な家族形態を作り

出そうとしたわけではない。食糧難の懸念には

じまって、「家族計画」「産児制限」によって誘

導された新たな核家族が、偶さかにフォーディ

ズムと出会い、日本におけるフォーディズム循

環を起動したのである。新興住宅地に住む月給

取りの夫、専業主婦、そしてこども二人という

戦後核家族モデルは、フォーディズムサイクル

に入った資本主義と相性がよかった。大量生
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産・高賃金・大量消費のフォーディズムサイク

ルを支える戦略商品は、マンション・住宅を頂

点とする、大型耐久消費財であったからである。

国策をつうじて新たに再編された核家族が共

有する欲望の中心には、「マイホーム」があり、

このイデオロギーを節合点としてハウスホール

ドは、フォーディズム循環に組込まれた。持ち

家というのはとても分かりやすい中流の証であ

り、「マイホーム」イデオロギーは、フォーデ

ィズムサイクルを支えた最大のイデオロギー装

置（規律装置）であった。しかし、マイホーム

への欲望もまた、新たに作り出され、誘導され

たものである。そもそもエクステンデッド・フ

ァミリーが支配的な社会にあっては、成人男性

ならば親から独立して住居を持つべしという規

範は希薄であろう。「マイホーム」イデオロギ

ーこそは、フォーディズム期の「家父長」・賃

金労働者を規律していたのだ。このように、大

家族から核家族へのハウスホールドの「リスト

ラ」は、不動産と大型耐久消費財の需要を増加

させ、戦後日本の不動産神話―永久に値上が

りし続ける資産という神話―を作り上げたの

であった。マイホーム需要はまた、マイカーや

各種家電への需要―物質的にヨリ豊かな生活

への欲望―を先導した。

さらに「マイホーム」という欲望を中心に据

えた核家族を再生産するべく、ハウスホールド

をめぐって、様々な制度と装置が張りめぐらさ

れていった6）。戦前の同潤会の流れをくむ日本

住宅公団が1955年に発足し、都市郊外に大量

の公団住宅（ニュータウン造成）を供給してい

った。公団住宅―分譲タイプと賃貸タイプの

両方あった―こそは、国民的「新生活運動」

の中心的戦略であったと思われる。それは、都

市部に大量流入してきた人口に住居を与えると

ともに、鉄筋コンクリート集合住宅での「モダ

ンな生活」を与えるものであったからである。

また、1950年に設立された住宅金融公庫は、

持ち家政策を進めるために、低金利の融資をお

こなった。

ところが、これらの持ち家取得への補助制度

は、決して全ての国民を対象にしたものではな

かった。日本の住宅制度は、中間層をターゲッ

トにして、彼らを国家が規範と見なすような核

家族形成へと政策誘導するものであった。たと

えば、高度成長期には、住宅金融公庫は単身者

には融資しなかったし、日本住宅公団は原則的

に単身者には住宅を分譲しなかった。比較的家

賃の安い公営住宅も単身者を対象としていなか

った。ゆえに、日本の住宅政策は「マイホー

ム」への偏重がある。一般的に住宅政策は、主

に持ち家促進策と公営住宅の整備による家賃補

助とにわかれる。そして、ヨーロッパ諸国は、

とりわけ福祉国家の時代には、後者に力点をお

いていた。ひるがえって、日本では、国民が核

家族を形成し、マイホームを購入するような政

策誘導がなされたのである。

住宅政策ばかりではなく、主婦や子供をめぐ

る各種の優遇税制、配偶者控除・扶養者控除、

年金制度における「第3号被保険者制度」など

をつうじても、男女のあいだの「分業」が誘導さ

れた。この分業にあっては、女性の「仕事」は家

事と育児が中心であり、専業主婦あるいは育児

に支障がない程度の低賃金・非正規労働者とさ

れた。こうして、マイホームがあり、男性賃労

働者が収入の中心を担う核家族に生きるという、

「スタンダード」な国民生活のようなもの―

昭和末期のバブル期に流行った「一億総中

流」！の幻想―が形成されていったのである。

おわりにかえて―現状分析

ところで、現状見られるのは、「ポスト・フ

ォーディズム」とも解釈できるような状況であ
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る。フォーディズム循環が終わったかどうかに

ついては議論の余地があるにしても、それを支

えていた諸要因が解体されつつあるのは確かで

ある。雇用の不安定化、それに伴う総体として

の労働者層にたいする分配の低下、社会保障制

度の機能不全、ネオリベラルな政策による福祉

国家の解体、都市インフラ投資による経済効果

の希薄化、かつて都市中心部に位置したスラム

のジェントリフィケーション、それと並行して

進んでいる郊外住宅地のスラムへの「転化」、

支配諸国における出生率の低下が示すような核

家族形態による次世代再生産の限界、公教育を

通じた均質的労働力の再生産の危機。すなわち、

フォーディズム循環を支えていた、ほとんどの

諸要因が機能不全あるいは限界を示している。

さらに、フォーディズム循環が、その担い手

たちに課した、様々な規律にたいする反抗があ

った。フォーディズム循環への国民的動員が機

能していた社会にあっては、生産がベルトコン

ベア流れ作業によって管理されていたのであっ

たが、社会全体もまた工場のごとき様相を呈し

ていた。家族や学校は、資本制生産の担い手た

ちの再生産を担うイデオロギー装置として諸個

人の身体に規律を刻み込んでいった。しかしな

がら、規律は抵抗をも引き起こす。そして、フ

ォーディズム循環への国民的総動員もまた、

1968年の世界革命によって危機を迎えたので

あった。支配諸国を中心としてグローバルに連

鎖した学生の叛乱が、なによりもベルトコンベ

ア式規律装置にたいする叛乱であったことは明

記されるべきであろう。学校は、ベルトコンベ

ア式規律装置の典型であったからだ。フォーデ

ィズム循環が立ちゆかなくなったのは、まずも

って労働者・大衆・学生がベルトコンベア式規

律装置を拒否したからであった。「ネオリベラ

ルな国家」というものは、1968年世界革命に

たいする反革命国家であると同時に、フォーデ

ィズム循環の機能不全のあとに、資本蓄積条件

の再構築を試みる諸戦略の布置を指している。

ここから、国民的総動員システムの終わりと

いうものも想定しうるかもしれない。とりわけ、

1960年代からのグローバルな叛乱、反戦運動、

市民権運動などを通じて、支配諸国においては、

国家による国民動員にたいする醒めた意識が広

がっていった。諸個人は、ネーションが想像的

なもの―擬制―であることなど承知してい

る。純粋でオリジナルな「国民」などは存在し

ない。いまなお、ナショナリズムは、国家によ

る精神的動員における中心的戦術であり続けて

いるが、その効用は限定的であり、とりわけそ

の「賞味期限」は限られている。なるほど、大

衆が社会にたいして抱く不満にたいし、ナショ

ナリズムは、諸悪の根源たる「民族の敵」を名

指しし、ヒロイックな自己犠牲を称揚するのも

確かである。ナショナリズムに醒めていた者で

さえも、「国難」のさいにはヒステリックな愛

国者へと変貌する。ところが、愛国ヒステリー

も長続きはせず、ヒステリーが去った後の後の

自責の念だけが社会に漂う7）。すなわち、ナシ

ョナリズムに訴えることによって、国家の正当

性を証し、国家の威信を維持しうる期間はこと

のほか短い。なぜならば、ナショナリズムのも

つ排外主義はグローバル・ビジネスにとっての

阻害要因であるからである。そして、愛国ヒス

テリーが去ったあとには、ナショナリズムを利

用した権力者たちに批判の矛先が向かう。むし

ろ、権力者たちはナショナリズムを煽りすぎて

しまうことのリスク―ナショナリズムが国家

へとその攻撃の矛先をかえる―を意識しなけ

ればならない。

このように、もはやナショナリズムは、国家

動員のための万能薬とは言えなくなっている。

それでは、国家による資本主義への国民的動員

は終わりつつあるのであろうか。少なくとも精
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神的動員の限界は見えてきている。ところが、

事態はそう単純ではない。諸個人は、資本主義

を盲信しているわけではない。しかし、それが

諸個人の社会的自己保存を適える唯一の手段と

観念されるために、そのシステムに順応しよう

とするのである。また、社会の階級分裂、環境

破壊、帝国主義戦争などをはじめとする資本制

経済がもたらす諸問題を意識しながらも、しか

し、（とりわけ経済的に）現実的なオルタナテ

ィヴを見いだせないために、システムにおける

優位な担い手になろうと欲する。資本制経済の

担い手として生きる以外に自己保存が叶えられ

ないと諸個人が観念するとき、諸個人による資

本および国家への依存症は極まる。

ナショナリズムについても同様である。ネー

ションは、かつては文化、記憶、言語を共有す

るものたちの共同体であった。つまり、それは

一義的には想像の共同体にして、精神的紐帯で

あった。国家は、様々な国家のイデオロギー諸

装置を通じて、ネーションを創造・再生産し、

諸個人を国家プロジェクトへと動員してきたの

であった。しかし、こんにちでは、ネーション

は資本主義をめぐる「諸利益の共同体」という

色合いを強めている。たとえば、市民権（国

籍）は、各種の社会保障（健康保険・失業保

険・年金）、各種労働権ともはや切り離しては

考えられない。そして、国家がそれら諸権利を

国民にたいし経済的に保証できるのは、国家が

資本によって蓄積された剰余価値に寄生してい

るからに他ならない。支配諸国では、国民と不

法移民のあいだには、階級的分割線が画されて

いるが、すなわち、この分割戦は搾取の最前線

でもある。不法移民を搾取することによって、

資本が剰余価値を蓄積しているとするならば、

そして国家は当の資本に税を課すことによって

社会保障の「原資」を得ているとするならば、

「国民」とは間接的に不法移民を搾取する者た

ちという利益集団の意味になる。グローバル企

業が世界各地で搾取や収奪によって資本を蓄積

し、「本国」に税を納めている実情をみても、

支配諸国の国民は階級的特権性を帯びている。

そして、社会保障制度の「原資」をグローバル

企業に依存するようになればなるほど、資本の

利害が国民の利害となっていく。もしも、雇

用・社会保障制度・国民生活水準を維持したけ

れば、国家と国民は否が応でも資本の論理と利

害に配慮し、他の諸国民（あるいは移民）の搾

取や収奪を黙認せざるをえなくなる。支配諸国

にあっては、資本・国家・国民は、一蓮托生の

ものになってしまった。もはや、「帝国主義」

という言葉は流行らないが、その現実はなくな

ってはいない。いや帝国主義は、複雑化し、深

化しているといってよい。そして、ますます諸

国民は、帝国主義のなかに深く組み込まれるよ

うになった。

こうしてみると、まるでネーションは、伝

統・文化・言語を共有する「想像の共同体」

―ベネディクト・アンダースンによれば、そ

れは宗教に代わって、命に限りある有限な諸個

人に永遠性を付与する存在であった―から、

むしろ現世利益を保障する排他的集団へと変貌

しつつあるかのようだ。また、「想像の共同体」

とは、現実には階級分裂している社会の諸敵対

を糊塗するためのカバーイメージとして機能し

ていたのだが、「美しいネーション」によって

はもはや弥縫しきれないほど、社会が分裂して

いる場合、「国民」とは、もはや社会保障番号

（合衆国）やマイナンバー（日本）のような、

単なる「市民の権利と義務の証票」に縮減され

ていく。合衆国の国籍をえるための「出産ツア

ー」に典型的に現れているように、国籍はもは

や投資の対象になっているのであり、ネーショ

ンとは、民族や愛国などのイデオロギーではな

く、実利によって繋がっているようにも映る。
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はたして、市民権をえて、アメリカ人でないと

いうことはありうるのであろうか？社会保障番

号以上の「崇高な」国民などというのは消えゆ

く運命にある幻想なのだろうか8）？

この仮説が正しければ、国民的動員の形態も

また変化しつつあると考えられる。すなわち、

もしかりにネーションが、諸個人に永遠の生を

与える「想像の共同体」から現世的利害集団と

しての性質を強めていくとすれば、当然ながら、

国民を立ち上げ、再生産する動員形態も変わっ

てゆかざるをえない。資本の論理と一蓮托生に

ある利害共同体として、国民は資本蓄積条件の

最適化のために有無を言わさず、動員されてい

く。いや国民の側から見れば、自己保存を適え

ようとするならば、資本蓄積の有益な担い手と

なるように、自ら積極的に順応してゆかなけれ

ばならない。さらに、資本蓄積の諸条件の最適

化、グローバル資本の立地条件競争、そして帝

国主義戦略を最優先するネオリベラルな国家に

よる諸政策を、消極的であれ受け入れなければ

ならない―さもなければ、社会保障制度が立

ちゆかなくなる。

2015年、安倍政権は「一億総活躍社会」な

るスローガンを掲げた。日本国民一人一人がみ

な活躍できる、それは素晴らしいことであろう。

しかし、そのスローガンの内訳をみれば、最初

に掲げられているのは、名目GDPを2020年度

に600兆円にするという目標である。すなわち、

「一億総活躍社会」とは、資本主義への国民的

総動員に他ならない。老いも若きも、資本蓄積

のために貢献するべきだということである。し

かしながら、このような精神主義的動員は、お

そらく機能しない。国家の掲げたスローガンに

国民が諸手を挙げて賛同するということはもは

や不可能であろう。しかし、それをもって国民

的総動員が終わったとは判断できない。

国家権力は、二極化しつつある。一つの極に、

ネーションあるいは国民秩序の外にある者たち

に向けられる非寛容な抑圧がある。その国家の

暴力は、国家の政策に従わない「非国民」（市

民的不服従の実践者）、文明の敵であるテロリ

ストたち、あるいは無秩序に押し寄せる難民た

ちに向けられる。それにたいし、国家が国民に

たいして行使する権力は、むしろ国民による

「国家への依存」という形を持って現れる。も

はや「夜警国家」は国民からも支持されはしな

い。「ネオリベラルな国家」は、市場に介入し

ない国家を全く意味しない。市場における公平

な競争は、資本蓄積の妨げになるし、市場経済

原理の貫徹は国民資本にとって必ずしも利益に

ならないので、国家は市場と競争を管理し、大

きすぎて潰せない too big to fail　私企業も救済

するのである。ネオリベラルな国家とは、資本

蓄積条件の最適化のために、市場と企業、そし

て労働人口にたいしてあらゆる角度から介入す

る国家を意味する。この介入国家は、国民の生

の全般に介入する国家である。

そして、この介入は国民による「下から」の

要求によって正当化される。国家にたいする国

民の要求は日増しに高まっている。レッセフェ

ールの経済原則によれば、市場における景気循

環は避けられないものである。さらにいえば、

恐慌ですらもそれは資本主義につきものの過剰

資本を一掃し、資本の蓄積条件をリセットし、

蓄積エンジンに再点火するためには避けられぬ

「危機」なのである。しかし、恐慌が引き起こ

す痛みを人々はもはや我慢できず、その怒りは

国家へと向かうことになる。国家は、ますます

市場に介入して市場の均衡メカニズムをゆがめ

てしまうため、次に来る恐慌＝危機はさらに深

いものになる。結果、経済危機のたびに、国家

の威信と国民からの信頼は深く損ねられること

になる。つまり、資本主義の恐慌は、資本主義

国家の危機に等しい。
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こうしたあげくに、レッセフェールの原則か

らは遠く離れて、国家は国民経済の動向に責任

を持つに至った。景気対策は政権の命運を左右

する。景気対策・雇用は、国家と国民との「契

約」の最優先に位置するようになった。ところ

がこの国家と国民の「統治契約」は、雇用と景

気だけを意味しない。国民はあらゆることを国

家に要求するようになった。健康、衛生、教育、

介護、医療、住宅、消費などなど。「もっと長

生きさせてくれ」というような要求は、おそら

く半世紀前まで国民の意識にも昇らなかった要

求であろう。つまり、諸個人の多くは国家によ

る精神的動員から醒めていると観念しているが、

ますます国家への依存を強めているのである。

ところで、ミシェル・フーコーは、現代国家

の権力形態を表現するにあたって、牧人＝司祭

制権力という概念を練り上げた。9）今日この牧

人＝司祭制権力がさらなる深化を見せている。

権力は、牧人の群れにたいする配慮、そして群

れを構成する個体それぞれにたいする配慮とし

て現れる。資本制経済成長、国民所得、社会福

祉、安全保障、治安、教育、介護・医療・薬物、

投資、セックスとジェンダー、出生率などなど

―国家とは、国民の生のありとあらゆる側面

に配慮し、管理し、介入する牧人＝司祭である。

厳格な家父長というよりも、恵み深い気遣いの

ある「牧人」として現れなければ、権力は自己

を正当化できない。そして、気がつけば、国家

（権力）は、国民それぞれの生活の奥深くまで

浸透をしている。それは、様々な共同体の衰退

とハウスホールド形態の変容と軌を一にしてい

る。共同体や家族が変化するにつれて、個人の

ありようもまた変化しつつあるのであり、それ

に沿うように国家権力も変容しているのである。

こんにちにおける、国家による資本主義への

国民的動員の解明については次の機会に譲りた

い。

〈註〉
1）総力戦体制論の代表的論者として山之内靖
や纐纈厚が挙げられる。
2）たとえば、ちょうど20年ほど前に、会社に

PCが導入され始めたとき、始めてPCに触れた
中高年者たちはダブルクリックができなかった。
ところが、今の子供は教えられなくとも、ダブ
ルクリック、スワイプ、フリックができる。そ
れは、長い年月をかけて身体がテクノロジーに
慣れていったということであろう。日本におけ
る交通事故の死亡者数の激減などもテクノロジ
ーのリズム・スピードに身体が適応した例とい
ってよい。

3）フォード社福祉部については、栗木安延に
よる「アメリカ自動車産業の労使関係 : フォ
ーディズムの歴史的考察 」を参照している。 

4）たとえば、河村哲二は、合衆国において、
1941年後半に「軍需を軸にした戦時動員体
制を内実とする戦時高蓄積構造」が、資本
主義蓄積体制を大きく転換させたことを論
証した。河村は「第二次大戦の戦時経済を
境に、戦前と戦後で蓄積体制が大きく転換
し、それによって景気循環の形態に大きな
変化が生じた」と分析している (16頁 )。

5）歴史的事実関係については荻野美穂による
研究を参照している。
6）戦後日本の住宅政策をめぐる歴史的事実に
ついては、平山洋介による研究を参照して
いる。
7）2015年の夏に、日本では安保法案をめぐっ
て反戦運動が高揚したが、これは愛国ヒス
テリー（ならびにそれがもたらした厄災）
にたいする自責の記憶が、社会的に継承さ
れていたことの証左であろう。

8）またたとえば、かつてオリンピックやワー
ルドカップ、そして万国博覧会などの国際
的イベントといえば、ナショナリズムと国
威の発揚の場であった。こんにちでも、そ
の側面がないわけではないが、しかし（一
流アスリートを含む）エリート層・レント
ナー層たちによるビジネスの場となりつつ
ある。各種の国際イベントをめぐっては、
巨額な放送権取引が行われており、免許や
規制によって競争を免れている各種放送権
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益を手にしている諸資本は、大衆を収奪す
るレントナーの性格を強めている。メディ
アを通じてスポーツやイベントを見て楽し
む権利は、世界中の誰にでも保証されてい
るわけではない―本来はそうあるべきは
ずのものであるが。国際イベントのビジネ
ス化が進むにつれて、それによるナショナ
リズム発揚の機能は衰えつつあるようにも
見える。

9）フーコーによる牧人＝司祭制権力の定義に
ついては「全体的なものと個別的なもの
―政治理性批判にむけて」を、また国家
と国民のあいだの契約が、領土契約から治
安契約に変化しつつある状況についての分
析については、「治安と国家」を参照のこと。
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明治期から昭和戦後期までの日本における 
児童養護実践自立事例の検討 

― 福田会育児院における修業・独立退院・就職事例を通して ―

小泉　亜紀

はじめに

福田会育児院は、明治維新後の社会的混乱の

中で生じた児童の貧困問題への対処、神道国教

化に伴い生じた廃仏毀釈運動による仏教界衰退

への対処の役割も担い誕生した（吉田1964：

105）とされており、1876（明治9）年から仏

教関係者等を中心に創設に向け動き出し、1879

（明治12）年に東京府日本橋区南茅場町（現在

の中央区日本橋茅場町）の智泉院（天台宗）に

仮事務所を開設し、児童の受け入れを開始した

ことから養護実践が始まったといえる。その後、

収容人数の増加に伴い、1881（明治14）年に

は本郷区龍岡町（現在の文京区湯島）麟祥院

（臨済宗）に移転し、1889（明治22）年には規

則の改正とともに院児の養育・財政的支援にか

かわる恵愛部が組織された。さらに、濃尾震災

などの震災遺児や日露戦争などの出征者遺児な

どの受け入れをし、児童の増加がみられ、1892

（明治25）年には麻布区笄町（現在の港区西麻

布）長谷寺（曹洞宗）に移転した。1912（明治

45）年には豊多摩郡渋谷町笄開谷にある御料地

（現在の渋谷区広尾）へ移っていった1）。現在

は社会福祉法人福田会として運営されており、

福田会育児院の実践内容を引き継ぐ児童養護施

設広尾フレンズのほかに、高齢者施設、障害者

施設も併設されている。

本稿では、上記の福田会育児院を事例に、児

童養護実践史の一部を明らかにするため、施設

を退院（退所）していく院児についての分析を

中心とし、支援する職員や院外の関わりについ

ても触れ、その結果をまとめたものである。具

体的には、明治・大正・昭和期（20年代まで）

の院児の修業と独立退院事例についてとりあげ、

就職事例については戦後昭和期（40年代まで）

についてとりあげ、検討している。

１．先行研究レビューと研究の目的

（1）先行研究

1）福田会育児院に関するもの
吉田久一は、「明治10年代の代表的育児院は

79年設立の仏教施設福田会育児院である。」（吉

田1960：92）とし、明治「十年代末から二十

年代初頭にかけて、育児院の経営や児童の救養

は成績があがらないばかりでなく、処遇も非衛

生的であった。」という現実と、それに対応す

る養育法の改良や、規則を新たにし恵愛部を組

織したことを指摘している（吉田1964：109）。

しかし、その養護内容の明治期から昭和期にか

けての詳細を述べてはいない。

滝口桂子2）は、福田会育児院に関して、明治

期に限定して、『福田会沿革畧史』を中心に参

考として述べており、「養育方法」において、

「院児」を、院内児と院外児（里親乳養、里預

け）、その他の院外児には修業児と留養児があ
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るとしている（滝口1989：125）。「入院手続」

については、「院児履歴簿」について紹介して

いる（滝口1989：125・126）。「院内の日常生

活」については、長谷寺境内の新築院舎での生

活を中心に述べ、「生活の場」、「日課」、「保健

衛生」、「行事」、「保母の役割」についてまとめ

ている（滝口1989：125-129）。

宇都榮子を中心とする研究会において2008

年から研究分野の分担をしながら研究成果とし

ての論文・資料をまとめてきている3）。筆者も、

2010年から資料整理作業に参加させていただ

き、2013年から研究作業を進めてきており、

児童養護実践史をまとめることを課題としてい

る4）。

2）児童の修業・就職に関するもの
今回は明治期から昭和戦後期までみていくこ

ととなるので、それらの時期に関連するものを

レビューする5）。

① 近世・近代

沢山美果子は「保護と遺棄の問題水域と可

能性」（橋元・沢山2014：第1章）において、

「子どもの保護と遺棄」として、捨て子を取

り上げ、「世間に子どもを委ねるという意味

での捨て子が、地方によっては近代以降も続

いていたという歴史的事実は、近世の藩、町、

村という重層的な場での捨て子システムから

近代の児童院などの公的施設への展開という

側面のみならず、近世から近代への公共空間

の歴史的展開やその質的転換の過程の解明を

課題として浮かびあがらせる。」（橋元・沢山

2014：34）と述べている。また、「さらに

『保護と遺棄』という視点は、近世から近代

への展開をめぐって、従来の社会事業史や児

童問題史が展開してきたような、日本であれ

ば近世の町、村による捨て子養育から近代的

施設での棄児養育へ、ヨーロッパであれば教

会などによる捨て子院から近代国家による近

代的児童保護へという、前近代と近代の断絶

のみでは捉えられないことを浮びあがらせ

る。それだけではない。近代以降の『近代家

族』の規範化と『保護される子ども像』の下

層社会への浸透と『遺棄される子ども』の忌

避、あるいは社会福祉政策によって国民国家

に回収される人々、といった単線的で一元的

な社会福祉史の枠組みの問い直しを求めるも

のである。」とし、「そこでは、一つには子ど

もの保護の場であり、いのちを繋ぐ場として

の家族、二つには子どもの置かれた位置の社

会的経済的背景、とりわけ児童労働のあり

様、三つには子どものいのちをめぐる心性、

この三つの位相の歴史的変化を架橋すること

が求められる。」と述べている（橋元・沢山

2014：39・40）。本稿では、三つの位相の内、

「子どもの置かれた位置の社会的経済的背景」

である「児童労働」に近い視点でみていくこ

とを目的としているので、この沢山の論点は非

常にかかわりのある論点であると受け止めて

いる。

土屋敦は、「戦前期の孤児施設と敗戦後の

社会的養護問題」（土屋2014）において、室

田の『子どもの人権問題資料集』（2009-2010、

不二出版）所収の孤児院資料の設立年と運営

時期を引用し、「近代初期における孤児院の

設置が明治20年代から30年代初頭に集中し

てなされていた」ことを指摘し、「仏教系の孤

児院としては、1879（明治12）年に福田思

想に依拠した福田会育児院の運営が開始され

たのを皮切りに」と、代表的な仏教系の孤児院

の創設について触れている（土屋2014：11）。

② 戦中期

高岡裕之は「戦時期日本における『児童保

護』の変容－人口政策との関連を中心に」

（橋元・沢山2014：第9章）において、「1937
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年7月に勃発した日中戦争がアジア・太平洋

戦争へと拡大する過程で成立した日本の総力

戦体制は、児童保護事業にも大きな影響を与

えた。」（橋元・沢山2014：276）とし、戦時

期の厚生行政の展開を検討し、「児童保護事

業の変容を促したのは、『戦時社会政策』の

うち、とりわけ『民族』的観点に立脚した人

口政策論の台頭であり、またその過程は厚生

行政そのものの変容過程であったと考えられ

る。」（橋元・沢山2014：277・278）と述べ

ている。そして、厚生省成立前後の変化に着

目した高岡は、厚生省成立前の児童保護事業

として、「児童保護事業に関する体系」（1927

年12月、第4回社会事業調査会6））について

とりあげている。その内容は以下の8項目で

ある。

①妊産婦保護（産院、巡回産婆、妊産婦

相談所等）、②乳幼児保護（託児所およ

び乳幼児健康相談所、乳児院、牛乳配給

所等）、③病弱児保護（虚弱児保養所、

児童病院等）、④貧困児童保護（児童扶

助法の制定等）、⑤少年職業指導・労働

保護（少年職業紹介事業の改善等）、⑥

児童虐待防止（児童虐待防止並びに保護

に関する制度の確立）、⑦不良児童保護

（感化法の改正）、⑧異常児童保護

⑤について「内務省・文部省の連携により

少年職業紹介の仕組みが整備されたほか、工

業労働者最低年齢法（1923年制定、26年施

行）等による児童労働の規制強化に続いて、

商店従業員の保護が課題とされ（33年法案

要綱発表、37年新法案要綱作成）、38年3月

に至り商店法が成立することになった（橋

元・沢山2014：278・279）。

厚生省設立後について、「設立当初の厚生

省は、それゆえ同省の母体となった内務省社

会局・衛生局の政策路線の延長線上にあった。

厚生省社会局に児童保護事業を管轄する『児

童課』が新たに設けられたことは、その一つ

の現れである。児童課の管轄は、①『母子保

護に関する事項』、②『少年教護に関する事

項』、③『児童虐待防止に関する事項』、④

『保育隣保の施設に関する事項』（1939年4月

追加）、⑤『其の他母性及び児童の保護に関

する事項』であったが（「厚生省分課規定」）、

このうち①～③は母子保護法、少年教護法、

児童虐待防止法にそれぞれ対応している。」

（橋元・沢山2014：281）との説明があり、

「厚生省社会局児童課および児童保護関係者

は、『人的資源の拡充強化』という戦時『国

策』の下に、児童を『国防、経済、社会、文

化の全般に亘る人的資源の根幹』（「厚生大臣

諮問に対する答申」）と位置付けることで、

児童保護行政の確立と児童保護事業の拡大強

化を目指していた」（橋元・沢山2014：283）

と述べられている。

例えば、本稿のテーマに関わる部分といえ

る「少年職業紹介の仕組み」についての具体

的報告である「少年職業紹介施設及取扱成

績」（中央職業紹介事務局、大正15年）と

「小学校卒業児童就職に関する資料」（厚生省

職業部、昭和15年）の比較をしてみる（木

村元編・解説『人間形成と社会Ⅲ　第2巻　

青少年労働市場に関する調査資料』クレス出

版、平成24年）。

「少年職業紹介施設及取扱成績」（中央職業

紹介事務局、大正15年）の「紹介及就職」

には、以下のような説明がある。

職業紹介所に於ては就職希望児童に対し

ては、小学校より希望職業、学業成績、

体格、性質、特殊技能等の通報を受け職
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業紹介所より小学校へは予め求人口を通

報し又希望に依り適性検査の設備ある職

業紹介所に於ては之を行ひ或は少年職業

紹介委員の設けある職業紹介所に於ては

此等委員と協議を遂げ個性と趣味に適応

する職業に紹介せしむることに努めた又

1、2の職業紹介所に於ては小学校をし

て通報の求人口に対せる紹介に当らしめ、

其の結果は通報を受くることにした、而

して求職者壹万六千四百七人中紹介人員

九千七百八人にして求職総数の59.2％に

当り、就職者は六千三百一人にして紹介

総人員の65.2％である、之を職業別に見

ると見習工38.8％、小店員25.6％、給仕

15.5％で事務見習、其の他之に亜ぐ

「小学校卒業児童就職に関する資料」（厚生

省職業部、昭和15年）の「昭和13年3月小

学校卒業（退学）児童修業状況調」の「調査

方法」には、以下のような説明がある。

本調査は昭和5年7月16日社発第140号

を以て社会局社会部長より各地方長官宛

の通牒に基き各地方長官より昭和13年3

月小学校尋常科卒業児童、高等科半途退

学児童及高等科卒業児童に就き同年10

月1日現在を以て其の就業状況を調査報

告ありたるものを集録し其の概況を記述

せるものである。」とあり、「概要」には、

「就業者総数（家事に従事せる者及雇用

せられたる者を含む）901,751人に就い

て、之を職業別に看るに最も多きは『農

林業』の349,338人（総数の38.7％）に

して『工業及鉱業』の224,505人（総数

の24.9 ％）之に亜ぎ、以下『商業』

123,567人（総数の13.7％）、『戸内使用

人』100,425人（総数の11.1％）、『雑業』

52,391人（総数の5.8 ％）、『水産業』

19,954人（総数の2.2％）、『通信運輸』

18,756人（総数の2.1％）、『土木建築』

12,815人（総数の1.4％）の順序となっ

ている。

このように、中央職業紹介事務局から厚生

省職業部への変遷にともなう管轄の違いがあ

る。そして、調査結果の違いが見て取れる。

例えば、職業の分類として大正期は見習工や

給仕などがあげられ、その他は「其の他」に

なっているが、昭和期は職業分類も増えてお

り、商業や通信運輸などもみられる。また、

昭和期は「修業状況の調査報告」とあるが、

大正期は「職業紹介所」が「個性と趣味の適

応する職業に紹介」するとある。

③ 戦後

土屋は、「敗戦後」の時期を対象に、「社会

病理」としての児童問題と「家族病理」とし

ての児童問題をテーマに、前掲書にて述べる

際に「概念整理および時期区分」を行ってい

る（土屋2014：21）。特に時期区分について

は、「第Ⅰ期（敗戦後期）」を敗戦後から

1960年代初頭までとし、対象児童を戦災孤児、

浮浪児、不良児、捨児などとしている。「第

Ⅱ期（高度経済成長期）」は1960年代初頭か

ら1980年代後半までとし、対象児童のカテ

ゴリーを離婚家庭、置き去り児、放置児、子

捨て・子殺し、親の蒸発などとしている。

「第Ⅲ期」は1990年代初頭から現在までは、

対象児童は被虐待児（身体的虐待、性的虐待、

ネグレクト、心理的虐待）などとしている。

本稿では、この第Ⅰ期の部分までをみていく

こととしている7）。

また、沢山は前掲書にて、上記の区分の第

Ⅲ期にかかわることに言及しており、「1990

年代以降のセーフティネット史が提起してき
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たセーフティネットという視覚や、歴史的視

点から『福祉』の重層的構成を明らかにしよ

うとしてきた『福祉の複合体論』は、重要な

論点を提供する。」（橋元・沢山2014：34）

としている8）。

④ 現代

谷口由希子は、現代の児童養護施設におけ

る生活過程のフィールドワーク調査結果の中

から「脱出」という概念を用いて、「施設の

入所局面および退所局面」を示している（谷

口2011）。特に「退所の局面」に注目してみ

ると、退所の形態を4類型し、「計画的な退

所」には「進学・就職による退所」と「家族

の生活の変化による家庭復帰」があるとし、

「突然の退所」には「非進学・高校中退によ

る退所」と「学園から離れる選択肢としての

家庭復帰」があるとして、分類している（谷

口2011：120-127）。副題に「子どもたちはな

ぜ排除状態から抜け出せないのか」とあるよ

うに、退所後の生活の課題としての居場所や

相談相手についてなども分析しており、社会

的な背景による問題点も考察している（谷口

2011：127-133）。

（2）研究の目的

1）入退院（入退所）について
① 対象と養育内容

まず、規程9）を中心にみていくと、例えば、

明治期の院児について、「福田会育児院管理

規則」（1891（明治24）年制定、改正後のも

の、中里1909、85-98）には、「第一章　総

則」の内容を以下に示す。（「第二章　入院」、

「第六章　退院」に示されているが詳細は拙

稿2013参照。）

「本院は無告の孤子又は疾病罹災等の為

め貧困を極めたる者の子女弟妹等にして

当歳より満六歳迄の幼稚者を入れ救育す

る所とす」（第一条）

「入院の幼稚者は総て院児と称呼し
之を院内院外の二種に分つ」（第二条）

具体的には、「院内養育」（第三章）「院外

養育」（第四章）「教育」（第五章）の三つの

分類されている。「院内養育」については、

施設内での教育などは含まれるが、食事や衣

服、入浴や病気に関することなど、施設内で

の生活全般のことである。「院外養育」は、

満三歳以下の子どもを院外保母という里親に

託して里子としての生活である。満三歳以上

になると、院内養育つまり施設に戻るという

ことになる。「教育」は、満六歳以上の子ど

もは尋常小学校に入学し、その後十二才以上

や十五歳以上などの年齢の区切りや男女によ

り専門業者に託され技術を習う等がある。

（表1参照）

このように、規程の中には、「修業」とい

うものは出てこないが、実態としての説明と

とらえることができる『財団法人福田会育児

院概要』（1922（大正11）年、18-20）の「執

務概要」には以下のような分類が示されてい

る。（表2参照）

「院内乳児」は「哺乳児にして里親委託迄

院内乳児室に収容保育す」、「院外乳児」は

「所謂里児にして数十年来特定せる里親村落

を有し該農家の乳児を失ひたる母親に託す」

として、乳児を院内外で分けている。「院内

児」は、「満四歳以上発育充分なる児童は本

会育児寮に於て教養す」として、「育児寮五

棟一棟毎に保姆助手二名、定員十三名以下、

各独立の家庭的教養を施す」、「幼者は院内幼

稚園に於て教育し学齢に達すれば公立小学校

に通学せしめ尚ほ学術優良なる者は高等教育

に就かしむ」とあり、院内の養育についてと



― 128 ―

専修大学社会科学年報第 50 号

教育についてが示されている。「院外養児」

は「良好なる教養者と認定せる家庭に委託す

る児童にして養子縁組の退院手続中にある者

なり」、「修業児」は「義務教育を終り尚ほ本

会保護の必要を認むる者は実業習得の為め良

家へ委託教養中の者なり」と、「修業児」の

説明がされている。

② 入退院（入退所）について

入退院の理由については、『福田会沿革畧

史』（中里1909：146-150）の統計資料の項目

をみていくと、「入院児事歴大別表」の分類

項目には、「入院理由」として、「死亡、疾病、

失踪、貧困、棄児」が記されており、退院理

由は同資料所収の「退院及死児年度区分表」

に、「生家復帰、信尼、農家に養われしもの、

商家に貰われしもの、医師の家に貰われし者、

会社員、巡査に貰われしもの、職工に貰われ

しもの、力役に従事するもの、俳優、死亡」

と分類されている。

また、拙稿「福田会育児院における院内処

遇史①―先行研究と福田会規定類・月報から

の検討―」（『福祉専修』第35号、専修大学

社会福祉学会、2014年3月）において、福田

会育児院発行「月報」10）の記事を分析した

作業を通して、「入院理由」は、「父母が死亡、

父又は母の一人死亡、父又は母の疾病、父又

は母の事故（失踪又は入獄など）、その他

（災害や戦争など）」、「退院理由」は、「養子、

引戻（引き取り、復籍・帰郷）、丁年（自立）、

死亡（病死など）、その他」と分けることが

できた。

両分類を参考に表3のように分類した。実

際には、理由が重複していることも多くみら

れた。

③ 教育とのかかわり

福田会は、麟祥院に施設があったころ、

1892（明治25）年に福田会育児院尋常小学

校を設置したが、その後すぐ長谷寺へ移転

し、小学校を維持した。しかし、1907（明

治40）年に付属小学校を廃止とした時期が

あった。

また、『福田会定款』（明治32年）の「第

五章　教育」の内容を以下に示す。教育にお

ける就業・就職を意識がみられるのがわかる

表１　規程に示される養育内容の分類（明治のある時期を例に）

入院児の対象年齢 0歳～ 6歳
養育分類

院内養育（満 3歳以上）
入院児の呼称 院児 院外養育（里親のもとで里子）
入院後の養育 院内院外 教育（満 6歳以上）

表２　施設概要に示される養育内容の分類（大正期の財団法人化後を例に）

院内乳児 里親委託まで院内乳児室で保育 教育 幼稚園、公立小学校、高等教育
院外乳児 里親村の母親に託す 院外養児 養子縁組の退院手続き中
院内児 満 4歳以上発育十分な児童を教養 修業児 実業習得の為良家に委託教養中

表３　入院理由と退院理由

入
院
理
由

両親あるいはどちらかの死亡 退
院
理
由

引戻（生家復帰・復籍、引取等）
両親あるいはどちらかの病気 養子縁組
両親あるいはどちらかの事故（失踪・入獄等） 自立（丁年、独立・就職等）
その他（災害・戦争等） 死亡
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（表4参照）。

第三十一条　院児教育の程度を定むる左

の如し／就業／男　農商工其他手芸／女

　裁縫看護婦産婆其他手芸　第三十二条

　院児満六歳に至れば男女其室を別ち起

臥せしめ尋常小学校に入れ修学せしむ／

但本院事業拡張の上は六歳未満者の為め

教師を聘し幼稚園の教育を施すことある

べし　第三十三条　男女とも十二歳以上

の者は麗掃応対殊に女子は庖厨等家事を

見習はしむべし　第三十四条　院児満十

二歳以上の者は其性情の適する所を察し

或は商工業者に托して其職業を習はしめ

立身の方途に導くことを務むべし／但修

学中の者若しくは専門学を卒業して特別

の望ある者は例外とす　第三十五条　院

児女子満十二歳に達したるときは裁縫師

に就き其業を習はしめ満十五歳に至れば

産婆看護婦又は機織其他の女工等其望む

所に従ひ便宜其学若しくは其業に就かし

むることを務むべし　第三十六条　院児

の学資は之を常費より支弁すべし／但毎

年予算調査に際し其翌年に於て入学せし

むべき者あるときは其学資予算を常費に

加算するを要す

 （中里1909：92・93）

「月報」の中の大正時代のある時期の「教

育」に関する説明には、「幼稚の児童は本会

内に幼稚園が特設されてあつて、専任の媬姆

教師が遊戯、唱歌、手芸等を毎日教えて熱心

に保育に竭して居るのである。就学児童は普

通の小学校へ託してある。現今、市立の小学

校及び郡の小学校に通学して居る児童は男女

通じて三十五名ある。それから義務教育を終

ても尚進むで高等教育を受しむる必要がある

ものには其を実行する、今日、実践女学校に

通学して居るのが女子で二名、高等小学校に

入しめてあるのが男子に一人あつて、何れも

成績が良いと謂れて居る。」（『福田会月報』

第 130 号、（1913（ 大 正 2） 年 10 月 10 日 ）

1-6）とある。

2）�本稿の目的－退院（退所）していく児童の�
独立・自立（自立支援）
例えば、大正期の福田会育児院発行の「月

報」掲載記事に、大正時代初頭の「本会に於け

る育児現況」が記されている（『福田会月報』

第130号、（1913（大正2）年10月10日）1～ 6）。

当時としての自立を支援する考えを持っていた

ことがうかがえる。

創立当初に在ては単に或悲惨の境遇事情の

下にある哺乳児を収容して、生活の自由を

与へ、生命を安全にして遣るといふことが

目的であつた。それが進歩して児童の生命

生活を保護するばかりでなく、彼等が成長

すると是に適当な幼稚教育を与へ、それか

ら普通教育を施して児童の智育といふもの

表４　教育の中の職業的要素（明治期を例に）

男 農・商・工・手芸
女 裁縫・看護婦・産婆・手芸
12 歳以上 掃除（特に女は家事）

性格に適した所を探し、商工業者に托し、職業を習はせ、自立に導く
12 歳以上女 満十二歳に達したら裁縫師に就その業を習わせ、満十五歳に至れば産婆看護婦又は機

織、女工等、望む所のために便宜、学業に就かせる
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を啓発せねばならなかった。それと俱に彼

等の精神的方面の開拓をも為た。そして義

務教育を終たからと謂て児童に対する本

会の目的を達したとは謂へなくなつた。彼

等を社会に出して、社会の一人として活

動し得るだけの者に仕立上る義務が生じ

て来た。

そして、前出の院外児（里子、修業、留

養）と院内児の分類を説明しているが、それ

に続く内容のうち、特に修業に関する部分を

以下に示す。特に修業については、児童の個

性や成績を考慮して、適切な修業先を選択し

ていることがうかがえる11）。

修業、留養、この二つ意味は異ふが、同

じく本会に在籍の者であるから、本会で

は殆ど同一に扱かつて居る、修業といふ

のは商家とか、工場へ職業を見習に遣て

ある者、留養といふのは他家へ養子或は

養女に貰はれて行た者であるが未だ送籍

せぬ者を謂ふのである。本会の現在の方

針では修業、留養ともに拒絶を為て居る。

従来の方法は他動的で、他から需むる者

があるに従がつて、奉公に出すとか、養

子に遣るとかしたものであるが、どうも

成績が悪い。需むる方では孤児院の子供

だから普通の者よりも使ひ易いだろう。

何処へも便る所がない者だから苦しい辛

抱もするであらう。といふ卑劣な考から

連て行のがある。本会で自由に育つた性

質の素直な児供も、かういふ無慈悲な人

の腕にかゝつて凌辱を加へらると、児童

の気性は全く変つて了ふ。殊に他へ遣る

年齢は十四五歳からの最も危険な時期で

あるから、充分注意せぬと児童の生涯は

取返しがつかぬやうな不良の者になる。

それから又、確実で、児童に対しても相

応な待遇をしてくれる家へ行た者の中に

は、児童の性質が其職業に適せぬとか、

商売人には向ぬとか、いろいろな批難が

生じて来る。これは詮り児童の性質をよ

く見て、かういふ者であるから、かうい

ふ事に適するとか、適せぬとかいふ弁別

を欠たの由つたのである。それで今日で

は、従来の苦い経験に省て、すべて他か

らの需に応せぬことにした。他へ修業に

出すべきものがあれば其児童の個性と成

績に仍て、本会より適当の処を選択して

修業せしむる方針を取て居る。また留養

といふ養子、養女に遣る方は絶対的に拒

むで居る。

このように、当時から、児童の退院・退所

後について考えた養育がなされていたと考え

られ、時代により「自立」の意味合いは違え

ども、教育や修業などの経験を通して、自立

していくことを考えた「自立支援」の実践が

あったと考えることができるのではないかと

仮定する。それを実証するため、本稿は、修

業について、修業の経験などを経て独立退院

や就職をしていくということについて、それ

ぞれの実際を確認することと、明治期から昭

和期・戦後までの各時代の特徴をみていくこ

とを目的とする。

２．入院と退院についての実態

（1）統計

1）入院数・退院数・総数
創設された1879（明治12）年から1966（S41）

年までの入・退院数と総数を以下の表5と図1・

2に示す。これらの数は、その年の年末（資料

によっては年度末）の数である。入院退院数は、
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その年（度）内に何人の入退院者がいたのか、

総数はその年（度）末時点で何人の院児が在籍

しているのかを示している。

1879（M12） 47 47 6 1908（M41) 134 11 13 1937(S12) 168 48 42

1880（M13） 68 39 17 1909（M42) 121 8 12 1938(S13) 166 33 35

1881（M14） 73 26 22 1910（M43) 7 10 1939(S14) 178 47 35

1882（M15） 63 13 22 1911（M44) 129 8 19 1940(S15) 172 28 34

1883（M16） 56 10 17 1912（M45/T元） 139 19 8 1941(S16) 173 35 34

1884（M17） 55 10 11 1913（T2) 140 22 21 1942(S17) ― ― ―

1885（M18) 45 9 20 1914（T3) ― ― ― 1943(S18) ― ― ―

1886（M19) 38 7 14 1915（T4) 130 11 20 1944(S19) ― ― ―

1887（M20） 35 11 14 1916（T5) 126 19 23 1945(S20) ― ― ―

1888（M21) 28 7 12 1917（T6) 127 27 25 1946(S21) ― ― ―

1889（M22） 26 13 15 1918（T7) 147 20 21 1947(S22) 47 12 10

1890（M23） 42 24 10 1919（T8) 128 22 23 1948(S23) ― ― ―

1891（M24） 74 42 10 1920（T9) ― ― ― 1949(S24) 44 24 8

1892（M25） 59 0 15 1921（T10) 140 19 10 1950(S25) ― 23 11

1893（M26） 56 7 10 1922（T11) ― ― ― 1951(S26) ― ― ―

1894（M27） 56 8 8 1923(T12) ― ― ― 1952(S27) 95 25 18

1895（M28） 55 8 9 1924(T13) ― ― ― 1953(S28) 98 16 13

1896（M29） 81 31 5 1925(T14) ― ― ― 1954(S29) 56 11 6

1897（M30） 73 3 11 1926(T15/S元） ― ― ― 1955(S30) 46 0 10

1898（M31) 79 10 4 1927（S2) ― ― ― 1956(S31) 45 9 10

1899（M32） 83 16 12 1928(S3) 141 25 22 1957(S32) 50 12 7

1900（M33） 85 8 6 1929(S4) ― ― ― 1958(S33) 48 14 16

1901（M34） 92 16 9 1930(S5) ― ― ― 1959(S34) 54 13 8

1902（M35） 94 10 8 1931(S6) ― ― ― 1960(S35) 46 5 13

1903（M36） 96 9 7 1932(S7) 139 32 29 1961(S36) 45 10 10

1904（M37） 104 11 3 1933(S8) ― ― ― 1962(S37) 41 16 19

1905（M38) 112 22 13 1934(S9) ― ― ― 1963(S38) 47 18 11

1906（M39) 123 31 18 1935(S10) ― ― ― 1964(S39) 42 13 18

1907（M40） 136 29 17 1936(S11) ― ― ― 1965(S40) 39 15 20

1966(S41) 37 1 8※データ掲載資料が無く、数がわからない年は「-」とした

（参照）明治12-41：『福田会沿革畧史』、明治42-大正8：福田会「月報」、事業報告書、昭和：事業報告書
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表５　福田会育児院における総数・入退院数（明治12 ～昭和41年）
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年内入院数 25 32 48 33 47 28 35 12 24 23 25 16 11 0 9 12 14 13 5 10 16 18 13 15 1

年内退院数 22 29 42 35 35 34 34 10 8 11 18 13 6 10 10 7 16 8 13 10 19 11 18 20 8
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（出所） 明治期から昭和期の入退院数の図は、日本社会福祉学会第63回秋季大会（久留米大学、2015年9月19・20日）口頭発表
「児童養護における自立支援につながる実践史の一考察―明治～昭和期の福田会育児院の院児の修業内容と自立にかかわ
る事例を通して―」資料より（一部データ追加）
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2）入院児童の出身地（本籍）
福田会育児院への入院（入所）児

がどのような地域から入院（入所）

しているのかを確認した（表6参照）。

今回は本籍地を参考資料としたが、

実際には、本籍地とは別に宿として

いる場所や入院（入所）前の住所も

同時に確認することで、どのような

地域からの入院（入所）がみられた

のかということが把握できると思わ

れる12）。

明治期のみのデータをまとめた表

を確認すると、最も多い本籍地は東

京であるが、近県である神奈川より

多い県がある。それは岩手や若干少

ないが岐阜であり、それぞれ三陸津

波と濃尾震災時の受け入れにより院

児の数が多くなっている。

明治期から昭和戦中期をまとめた

ものから、やはり東京が多いが、関

東では千葉・埼玉・茨城などからも

多くみられ、新潟や長野も割合が多

い。また、大正期から朝鮮籍の入院

児がみられるようになり、朝鮮戸籍

令等の戦争の影響を感じさせるもの

である。

（2）入院から退院までの流れ

1）図式化
修業と独立退院・就職ということ

をみていくためにも、入院（入所）

から退院（退所）までの流れをみて

いく必要があると思われる。拙稿

（2014）の作業において、規程類の

条文と「月報」内の院児に関する記

事から、入退院について把握し、作

府県 男 女 計

東京府 207 153 360

神奈川県 11 7 18

埼玉県 8 3 11

静岡県 0 3 3

長野県 2 0 2

愛知県 2 1 3

新潟県 3 2 5

群馬県 3 0 3

千葉県 5 3 8

栃木県 2 0 2

宮城県 3 1 4

山形県 3 0 3

福島県 1 1 2

岩手県 18 11 29

石川県 2 0 2

富山県 3 1 4

岐阜県 3 12 15

山梨県 0 1 1

高知県 2 0 2

島根県 0 1 1

山口県 0 2 2

北海道 1 1 2

計 279 203 482

都道府県 数 割合 数 割合 数 割合

東京 32 6.0% 169 44.4% 223 37.6%

神奈川 3 0.6% 12 3.1% 23 3.9%

千葉 6 1.1% 12 3.1% 7 1.2%

埼玉 9 1.7% 10 2.6% 18 3.0%

茨城 7 1.3% 15 3.9% 12 2.0%

栃木 0 0.0% 1 0.3% 8 1.3%

群馬 2 0.4% 6 1.6% 5 0.8%

山梨 0 0.0% 2 0.5% 4 0.7%

長野 2 0.4% 8 2.1% 12 2.0%

新潟 6 1.1% 11 2.9% 16 2.7%

静岡 1 0.2% 5 1.3% 2 0.3%

大阪 2 0.4% 0 0.0% 2 0.3%

京都 0 0.0% 0 0.0% 2 0.3%

奈良 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%

兵庫 0 0.0% 1 0.3% 1 0.2%

滋賀 0 0.0% 1 0.3% 3 0.5%

三重 1 0.2% 3 0.8% 5 0.8%

岐阜 1 0.2% 2 0.5% 2 0.3%

愛知 1 0.2% 4 1.0% 4 0.7%

和歌山 0 0.0% 3 0.8% 1 0.2%

福井 0 0.0% 4 1.0% 0 0.0%

石川 1 0.2% 1 0.3% 2 0.3%

富山 0 0.0% 0 0.0% 5 0.8%

北海道 0 0.0% 5 1.3% 12 2.0%

青森 2 0.4% 0 0.0% 1 0.2%

秋田 0 0.0% 2 0.5% 4 0.7%

岩手 1 0.2% 1 0.3% 2 0.3%

山形 0 0.0% 5 1.3% 3 0.5%

宮城 3 0.6% 4 1.0% 3 0.5%

福島 1 0.2% 8 2.1% 11 1.9%

鳥取 2 0.4% 1 0.3% 1 0.2%

島根 0 0.0% 3 0.8% 1 0.2%

山口 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0%

広島 2 0.4% 0 0.0% 1 0.2%

岡山 0 0.0% 1 0.3% 1 0.2%

愛媛 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0%

徳島 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0%

香川 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0%

高知 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%

福岡 0 0.0% 5 1.3% 1 0.2%

長崎 0 0.0% 3 0.8% 1 0.2%

佐賀 0 0.0% 1 0.3% 5 0.8%

大分 0 0.0% 3 0.8% 3 0.5%

宮崎 0 0.0% 0 0.0% 3 0.5%

熊本 1 0.2% 0 0.0% 4 0.7%

鹿児島 0 0.0% 2 0.5% 8 1.3%

沖縄 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%

朝鮮 0 0.0% 2 0.5% 14 2.4%

不明 90 17.0% 56 14.7% 152 25.6%

未入籍 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%

記録なし 353 66.7% 2 0.5% 1 0.2%

529 100.0% 381 100.0% 593 100.0%

明治期 大正期 昭和期

表６　入院児童の本籍

〇明治期（Ｍ12 ～ 41年）

『福田会沿革畧史』より

〇明治期から昭和戦中期

（児童原簿から筆者作成）
※ 児童原簿については
３．修業と独立・就職
の事例（1）調査方法
参照
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成した。戦後については、今回の資料調査によ

り、把握できたものをもとに作成した。関連法
13）の影響を受け、戦後とそれ以前で流れが変

わっていくため、図3の二つの図で示すことが

できる。

2）特徴
① 明治・大正・昭和（戦中）期の特徴

入院までに「紹介人」や手続きに「保証

人」がおり、「寄留」14）の手続きを入院前後

や養育場所が変わると行っている。乳児期に

「里子」として里親のもとで、院外で過ごして

「帰院」するという方法をとっている。育児院

から院外へ「修業」に出たり、養子先へ試す

期間である「留養（試養）」があったりする。

退院は、親や親戚に「引取」られたり、留

養先に「養子」となったりすることもある。

「修業」経験を積み、「独立」したり、修業先

や里親先に「養子」となるケースもある。院

内外での「死亡」もある。

「引取」、「養子」、「死亡」の年齢は様々だ

が、「独立」退院する年齢は20歳以後が多い。

図３　入院から退院までの流れ

（出所） 明治期から昭和期の入退院数の図は、日本社会福祉学会第63回秋季大会（久留米大学、2015年9
月19・20日）口頭発表「児童養護における自立支援につながる実践史の一考察―明治～昭和期の
福田会育児院の院児の修業内容と自立にかかわる事例を通して―」資料より
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救護法施行後は、救護児や、その他児童虐待

防止法該当児や軍事扶助法該当児もみられる

ようになる。

② 昭和（戦後）の特徴

措置制度15）となり、児童福祉法16）のもと、

全国一律の流れに移行していく。（児童福祉

法ができるまでは生活保護法で対応された。）

退所理由は今までと基本的に同じであるが、

「里子」になることが途中経過ではなく、退

所理由に加わり、独立ではなく「就職」とい

う言葉が使用されるようになる。

施設内での養護が中心となるが、戦後の施

設内に関することは今後の調査課題である。

３．修業と独立・就職の事例

（1）調査方法

使用する資料について、院児に関する記録と

して、『児童入院原簿』等の名称の資料（以下

「児童原簿」類とする）がある（社会福祉法人

福田会所蔵）。この資料には、福田会育児院入

院児童の一人ひとりの情報が記録されている

（表7参照）。明治期のものは欠号が多いが、大

正期は多くがそろっている。また、最も記録の

量が多いのは昭和期である。その他にも原簿に

挟まっていた手紙などの記録も資料として分析

対象とした。この資料を中心に修業や独立退院、

就職などの事例分析を進めた。

この資料を用いる理由として、明治から昭和

戦中期は日誌類が焼失・紛失等によりないため、

養護実践内容や院児の実態を知る手掛かりにな

るものとして分析していく必要があると判断し

たためである。戦後は日誌類や以下のような

「児童育成記録」があるため、その整理・分析

作業を今後行っていく予定である。

表７　「児童原簿」類の記載項目例

時期 資料名 育児番号 項目一覧例 その他
明治期 児童入院原簿 1～ 529 番号、入院月日、氏神、宗旨、親族存亡（父・

母・兄弟姉妹等）、宿所、本籍、本人（戸主［職
業・氏名］・生年月日・出生地）、保証人（宿
所・本籍・職業・氏名）、在院中履歴

欄外の記録、
原簿に挟ま
っていた資
料

大正期 児童入院原簿 530 ～ 910 番号、入院月日、宗教、親族存亡（父・母・
兄弟姉妹等）、本人（宿所・本籍・戸主［職業・
氏名］・姓名・生年月・出生地）、保証人（宿所・
本籍・職業・氏名）、入院理由、在院中履歴

欄外の記録、
原簿に挟ま
っていた資
料

昭和期 児童入院原簿 911 ～ 1498 番号、入院月日、里行年月日、〇号救護児〇
年〇月付〇区〇方面事務所 /市民館扱、退院
年月日、親族存亡（父・母・兄弟姉妹其他）、
本人（本籍・宿所・戸主［職業・氏名］・姓
名・生年月）、保証人（住所・氏名 /2 人分枠）、
入院理由、在院中履歴

欄外の記録、
原簿に挟ま
っていた資
料

戦後
（S40 頃まで）

児童入院原簿
児童育成記録

1499 ～ 1788 措置番号、措置年月日、氏名、生年月日、理由
入所時から退所時までの児童一人一人に関す
る記録、書類が一人ずつ綴じられている

措置書、送
致書等の文
書、児童名
簿など

※ 戦後の「児童育成記録」の一人一人の記録の分析はこれからであり、今回は「その他」に記した資料を
中心にみている。上記に掲載した時期（S40）以降も資料は存在している。そして、戦後は、職員の日誌
も現存しているため、日誌類からも職員と子どもとのかかわりを分析することができると考えている。
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（2）統計

1）退院理由分類と事例数
退院理由について、「児童原簿」類の結果の

部分を抽出し、分類し、それぞれの事例数を表

8のようにまとめた。明治～昭和期の区切りは、

入院年で分類して「入院時期」としている。す

べてが退院理由にはなっておらず、養育中で記

述が止まっているものもあるが、退院時期の統

計として結果の部分の内容で「退院理由」の分

類とした。

2）退院理由の特徴
明治期～昭和期（戦後）にかけて入院した院

児の特徴は、理由「不明」と「記録なし」をの

ぞき、最も多い退院理由は「引取」である。明

治期～昭和（戦中）期に入院した院児の特徴で

次に多いのは「死亡」である。戦後入院した院

児は「就職」と「措置変更」が2番目に多くな

り「死亡」は少なくなっている。

今回のテーマである「修業」は、明治～昭和

（戦中）期の入院時にはみられるが、戦後はみ

られない。「独立（就職）」退院事例は、昭和期

をのぞいた時期で5％未満の割合で存在してい

る。

「養子」は戦後減少するが、それまでは一定

の割合（平均約4.4％）でみられる。「里子」や

「留養」は退院前の経過であるため、実数は多

くても結果の部分の数には表れにくい。

戦後入院した院児の正確な退院理由の数は、

「児童育成記録」を一人ずつ読んでいくこと

で、今後、数や分類に変動が出てくると考え

られる。戦後の分類の一つである「措置変更」

の先に公立の施設や現在の児童自立支援施設が

みられる。

表８　入院時期と退院理由

（表の分類は「児童原簿」類の内容から筆者が作成）
注：事例数と合計数が違うのは育児番号の重複があるためである。

8 2.7% 48 2.7%

留養・試養 2 0.4% 13 3.4% 9 1.5% ― 24 1.3%

他家から通勤・委託 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0% ― 2 0.1%

修業（中・事故帰院含む） 10 1.9% 11 2.9% 4 0.7% ― 25 1.4%

家出・行方不明 10 1.9% 3 0.8% 4 0.7% 行方不

引取 72 13.6% 170 44.6% 336 56.7% 引取 59 20.1% 637 35.5%

死亡 29 5.5% 80 21.0% 78 13.2% 死亡 4 1.4% 191 10.6%

養子 19 3.6% 19 5.0% 28 4.7% 養子 2 0.7% 68 3.8%

独立退院 7 1.3% 13 3.4% 0 0.0% 就職 8 2.7% 28 1.6%

結婚・分家 12 2.3% 4 1.0% 0 0.0% ― 16 0.9%

他施設へ委託・入院 4 0.8% 5 1.3% 31 5.2% 措置変更

明 1 0.3% 18 1.0%

兵役 0 0.0% 1 0.3% 2 0.3% ― 3 0.2%

院内養育 0 0.0% 33 8.7% 13 2.2% ― 46 2.6%

院外養育（里子） 0 0.0% 14 3.7% 13 2.2% 里子 1 0.3% 28 1.6%

不明 9 1.7% 11 2.9% 61 10.3% 不明 156 53.2% 237 13.2%

トラブル 2 0.4% 0 0.0% 2 0.3% ― 4 0.2%

法律・行政 0 0.0% 0 0.0% 9 1.5% ― 9 0.5%

再収容 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% ― 1 0.1%

なし 記録なし 353 66.7% 2 0.5% 2 0.3% なし 記録なし 54 18.4% 411 22.9%

合計 529 100.0% 381 100.0% 593 100.0% 293 100.0% 1796 100.0%

戦後
（1499～1788）

合計

退院

退院

その他

その他

理由
（読み替え）

入院時期

退院理由
明治期

（1～529）
大正期

（530～910）
昭和期

（911～1498）
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（3）事例

退院事例の内、独立退院事例と就職事例を

28事例、修業事例を25事例、全53事例を以下

に示す17）。

明治期に入院した児童のうち、独立退院した事例
※7事例
1．「独立退院」と明記されているもの 2．「独立退院」と明記されていないもの

育児番号 年 内容 年齢 育児番号 年 内容 年齢

1900（M33） 生まれた年 0 1882（M15) 生まれた年 0

1900（M33） 寄留届 0 1885（M18) 入院年 3

1900（M33) 入院年／院外（里子） 0 1887（M20) 分籍同居 5

1904（M37) 帰院 4 1891（M24) 留養 9

1905（M38） 静養 5 1891（M24) 帰院 9

1905（M38） 帰院 5 1893（M26) 修業 11

1906（M39） 出養 6 1893（M26) 帰院 11

1907（M40) 帰院 7 1894（M27) 留養 12

1907（M40) 小学校入学 7 1894（M27) 帰院 12

1908（M41) 病気入院手術 8 1895（M28) 修業（製本業） 13

1908（M41) 退院 8 1907（M40) 製本会社 25

1912（M45) 寄留届 12 1889（M22) 生まれた年 0

1913（T2） 小学校卒業 13 1891（M24) 入院年／院外（里子） 2

1913（T2） 修業（農園） 13 1892（M25) 帰院 3

1919（T8) 修業（園芸株式会社） 19 1895（M28) 小学校入学 6

1922（T11) 独立退院 22 1901（M34） 修業（書店） 12

1900（M33) 生まれた年 0 1903（M36) 修業（写真師） 14

1901（M34) 入院年／寄留届 1 1912（M45) 退院 23

1904（M37) 院外（里子） 4 1915（T4) 通勤（紙器製造所） 26

1906（M39） 帰院 6 1899（M32) 生まれた年 0

1907（M40) 小学校入学 7 1899（M32) 入院年／院外（里子） 0

1913（T2) 小学校卒業 13 1902（M35) 帰院 3

1913（T2） 修業（農園） 13 1904（M37) 出養 5

1919（T8) 修業（園芸株式会社） 19 1904（M37) 帰院 5

1922（T11) 独立退院 22 1904（M37) 留養（筆職） 5

1910（M43) 生まれた年 0 1904（M37) 帰院 5

1911（M44) 入院年／院外（里子） 1 1907（M40) 尋常小学校二年 8

1913（T2) 帰院 3 1914（T3) 高等小学校卒業 15

1913（T2) 寄留届 3 1914（T3) 鉄道院へ奉職 15

1916（T5) 小学校入学 6

1921（T10) 修業（個人宅） 11

1925（T14) 父死亡 15

1930（S5) 独立退院（修業先） 20

1905（M38) 生まれた年 0

1912（M45) 入院年 7

1913（T2) 小学校一年修業 8

1914（T3) 小学校二年修業 9

1916（T5)
小学校退学
→修業（手拭）

11

1918（T7)
帰院（性質不良）
→修業

13

1926（T15) 独立退院 21

M-④
（男）

母失踪

M-①
（男）

父死亡

M-⑤
（男）

両親死亡

M-⑥
（男）

父死亡

M-②
（男）

離婚
M-⑦
（男）

父失踪

M-③
（男）

－

1）独立退院事例（28事例）　　＜明治期＞
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大正期に入院した児童のうち、独立退院した事例
※いくつかの事例を抽出

1.「独立退院」と明記されているもの

育児番号 年 内容 年齢 1916（Ｔ5） 生まれた年 0

1912（Ｔ1） 生まれた年 0 1916（Ｔ5） 入院年／院外（里子） 0

1912（Ｔ1） 入院年／院外（里子） 0 1918（Ｔ7） 帰院⇒再び元里親へ 2

1916（Ｔ5） 帰院／院内 4 1924（Ｔ13） 帰院／修業（染物業） 8

1919（Ｔ8） 小学校入学 7 1937（Ｓ12） 独立退院 21

1921（Ｔ10） 寺へ転住 9 1913（Ｔ2） 生まれた年 0

1934（Ｓ9） 独立退院／大学在学中 22 1916（Ｔ5） 入院年／院内 3

1912（Ｍ45） 生まれた年 0 1920（Ｔ9） 小学校入学 7

1912（Ｔ1） 入院年／院外（里子） 0 1922（Ｔ11） 留養（金物商） 9

1916（Ｔ5） 帰院／院内 4 1926（Ｔ15） 兄の来院 13

1919（Ｔ8） 小学校入学 7 1937（Ｓ12） 独立退院 24

1923（Ｔ12） 修業 11 1916（Ｔ5） 生まれた年 0

1923（Ｔ12） 帰院（震災の間） 11 1917（Ｔ6） 入院年／院外（里子） 1

1924（Ｔ13） 修業 12 1921（Ｔ10） 帰院／院内 5

1927（Ｓ2） 帰院（病気の為） 15 1923（Ｔ12） 小学校入学 7

1933（Ｓ8） 独立退院（食堂） 21 1924（Ｔ13） 留養（農漁業） 8

1912（Ｍ45） 生まれた年 0 1934（Ｓ9） 来院者有（引取話） 18

1912（Ｔ1） 入院年 0 1935（Ｓ10） 兵役手続等 19

1913（Ｔ2） 院外（里子） 0 1937（Ｓ12） 入営 21

1916（Ｔ5） 帰院／院内 4 1937（Ｓ12） 除隊 21

1919（Ｔ8） 小学校入学 7 1944（Ｓ19） 独立退院 28

1924（Ｔ13） 修業（質） 12 1912（Ｍ45） 生まれた年 0

1934（Ｓ9） 独立退院 22 1918（Ｔ７） 入院年／院内 6

1912（Ｍ45） 生まれた年 0 1919（Ｔ8） 小学校入学 7

1913（Ｔ2） 入院年／院内収容 1 1920（Ｔ9） 保証人持参物／一学期落第 8

1913（Ｔ2） 寄留届 1 1926（Ｔ15） 修業（役員宅） 14

1914（Ｔ3） 院外（里子） 2 1934（Ｓ9） 独立退院 22

1917（Ｔ6） 帰院／院内 5 1943（Ｓ18） 結婚（院児と） 31

1918（Ｔ7） 小学校入学 6 1916（Ｔ5） 生まれた年 0

1921（Ｔ10） 徒弟（寺） 9 1921（Ｔ10） 入院年／院内 5

1931（Ｓ6） 入籍（寺） 19 1923（Ｔ12） 小学校入学 7

1934（Ｓ9） 独立退院 22 1924（Ｔ13） 重症・危篤 8

1934（Ｓ9） 大学進学 22 1925（Ｔ14） 修業（寺） 9

1913（Ｔ2） 生まれた年 0 1938（Ｓ13） 独立退院（寺） 22

1913（Ｔ2） 入院年／院外（里子） 0

1915（Ｔ4） 院外（委託替） 2

― 帰院／院内 2.「独立退院」と明記されていないもの

1919（Ｔ8） 小学校入学 6 育児番号 年月 内容 年齢

1922（Ｔ11） 当養・修業（金物商） 9 1907（Ｍ40） 生まれた年 0

1926（Ｔ15） 修業先から戻される（性質不良） 13 1912（Ｔ1） 入院年／寄留届 5

1926（Ｔ15） 他施設へ委託 13 1914（Ｔ3） 小学校入学 7

1933（Ｓ8） 独立退院 20 1918（Ｔ７） 修業（製造業） 11

1912（Ｍ45） 生まれた年 0 1919（Ｔ8） 退院／住所（自営業者方） 12

1913（Ｔ2） 入院年／院外（里子） 1 1915（Ｔ4） 生まれた年 0

1917（Ｔ6） 帰院／院内 5 1920（Ｔ9） 入院年／院内 5

1919（Ｔ8） 小学校入学 7 1922（Ｔ11） 小学校入学 7

1922（Ｔ11） 入院・退院（病気） 10 1925（Ｔ14） 修業（寺） 10

1924（Ｔ13） 修業（染物業） 12 1932（Ｓ7） 修業先より事故帰院／委託 17

1933（Ｓ8） 独立退院 21 1934（Ｓ9） 勤務（食堂コック） 19

T-⑫
（男）

両親失踪

T-⑥
（男）

両親病気

T－⑬
（男）

両親離婚

T-⑦
（男）

父入獄

T-①
（男）

父失踪

T-⑧
（男）

災害T-②
（男）

母私生児

T-⑨
（男）

父死亡、
母病気

T-③
（男）

父失踪

T-⑩
（男）

両親死亡T-④
（男）

両親死亡

T-⑪
（男）

父病気

T-⑤
（男）

父失踪

＜大正期＞
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2）修業事例
① 修業先の職業分類

修業先としてどのようなものがあったのか、

＜戦後＞

育児番号 年 内容 年齢

1944（S19) 生まれた年 0

1949（S21) 入所年 2

1960（S35)
退所年
→就職先（福田会）

16

1943（S18) 生まれた年 0

1951（S26) 入所年 8

1959（S34)
退所年
→就職先（福田会）

16

1945（S20) 生まれた年 0

1951（S26) 入所年 6

1961（S36)
退所年
→就職先（製造）

16

1945（S20) 生まれた年 0

1953（S28) 入所年 8

1961（S36)
退所年
→就職先（福田会）

16

育児番号 年 内容 年齢

1945（S20) 生まれた年 0

1953（S28) 入所年 8

1961（S36)
退所年
→就職先(工業）

16

1949（S24) 生まれた年 0

1953（S28) 入所年 4

1965（S40)
退所年
→就職先(福田会）

16

1949（S24) 生まれた年 0

1954（S29) 入所年 5

1965（S40)
退所年
→就職先(福田会）

16

1945（S20) 生まれた年 0

1957（S32) 入所年 12

―
退所年
→就職先(福田会）

―

S2-⑦
(女）

母死亡、父養育困難

S2-⑧
（女）

父死亡、母病気

S2-①
(女）

母勤労の為養育不
能

S2-②
(女）

父刑務所、貧困

S2-③
(男）

父勤労の為養育困
難

S2-④
(女）

母死亡、養育不能

S2-⑤
（男）
浮浪

S2-⑥
(男）

生活困窮

「児童原簿」類の記述の中で、経過も含む修

業先を抽出し、以下の表9にまとめた。

表９　修業先の職業

時代 分類Ⅰ 分類Ⅱ 具体的表記

明
　
　
　
治
　
　
　
期

製造業

衣料品
靴製造所、洋服裁縫、仕立物
職、靴下製造業、メリヤス製
造業

食品 菓子製造業
印刷 製本業、活版所、木活版所

その他 義手足製造所、仏師、蒔絵師、
肥料業

建設業
木工 大工、左官職
鉄工 鉄工場

農業
野菜 農園
畜産 養鶏場

商業

衣料品 法衣商、下駄屋、古着商、呉
服店

建設 材木商、建築土木請負業
農業・食品 八百屋、青物商、酒商

その他 質商、桶商、漆工商、西洋洗
濯、写真師

サービス 飲酒居、旅館、理髪業

その他

医療 医師の家
法律・行政 弁護士、議員の家
仏教 寺
関係者 理事、幹事の家

院内職 院丁集金掛、助手、亀戸保育
助手

時代 分類Ⅰ 分類Ⅱ 具体的表記

大
正
期

製造業
衣料品 メリヤス製造業、鞄製造、
食品 菓子工場

建設業 木工 木工所

商業

衣料品 染物屋、下駄屋
農業・食
品 花屋、飾食

その他 質商、停車場、自動車運転手
見習、商店（万年筆）

その他
仏教 寺
組織 福祉系組織の課長の家
関係者 評議員、監事の家
院内職 助手

時代 分類Ⅰ 分類Ⅱ 具体的表記

昭
和
期

建設業
木工 建具工
鉄工 鉄工所

商業
食品 米商
その他 質商、硝子商

その他
仏教 寺
関係者 理事・監事の家

※修業先として複数みられるものに下線を引いた。
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明治期に入院した児童のうち、修業段階で記述が終わっている事例
※10事例

育児番号 年 内容 年齢 育児番号 年 内容 年齢

1889（M22) 生まれた年 0 1899（M32) 生まれた年 0

1889（M22) 入院年／院外（里子） 0 1899（M32) 入院年／院外（里子） 0

1895（M28) 小学校入学 6 1902（M35) 帰院 3

1903（M36) 修業（材木商） 14 1903（M36) 出養 4

1906（M39) 逃走→帰院→戻る 17 1904（M37) 帰院 5

1908（M41)
脱走→帰院
→修業（靴製造所）

19 1905（M38) 静養 6

1909（M42) 帰院 20 1906（M39) 帰院 7

1912（M45) 修業 23 1907（M40) 尋常小学校一年 8

1912（M45) 帰院 23 1912（M45) 卒業 13

1887（M20） 生まれた年 0 1912（M45) 見習生（洋服裁縫） 13

1889（M22) 入院年 2 1896（M29) 生まれた年 0

1889（M22) 入籍 2 1899（M32) 入院年 3

1894（M27) 小学校入学 7 1907（M40) 小学校一年 11

1900（M33) 修業（製本業） 13 1910（M43) 留養 14

1890（M23) 生まれた年 0 1912（M45) 父死亡 16

1890（M23) 入院年 0 1912（T元） 帰院 16

1894（M27) 分家入籍 4 1913（T2) 修業（幹事宅） 17

1895（M28) 尋常小学校入学 5 1901（M34) 生まれた年 0

1904（M36) 修業 14 1902（M35) 院外（里子） 1

1908（M41) 院内引取（修業先の都合） 18 1902（M35) 寄留届 1

1912（M45) 寄留 22 1909（M42) 留養 8

1915（T4) 本会院丁集金掛 25 1914（T3) 修業 13

1888（M21) 生まれた年 0 1908（M41) 生まれた年 0

1891（M24) 入院年 3 1908（M41) 院外（里子） 0

1897（M24) 入籍 3 1908（M41) 寄留届 0

1895（M28) 尋常小学校二年修業 7 1912（M45) 帰院、寄留 4

1896（M29) 落第 8 1914（T3) 小学校入学 6

1897（M24) 尋常小学校三年修業 9 1918（T7) 修業 10

1900（M33) 修業（製本） 12 1923（T12) 修業先移転 15

1884（M17) 生まれた年 0 1907（M40) 生まれた年 0

1892（M25) 入院年 7 1909（M42) 院外（里子） 2

1893（M26) 入籍 8 1910（M43) 帰院 3

1893（M26) 留養 8 1910（M43) 寄留届 3

1893（M26) 帰院 8 1911（M44) 寄留届 4

1895（M28) 病気入院 11 1914（T3) 小学校入学 7

1895（M28) 尋常小学校卒業 11 1918（T7) 修業（寺） 11

1895（M28) 留養 11 1919（T8) 帰院 12

1904（M37) 帰院（家庭内不和） 20 1922（T11) 修業 15

1905（M38) 出稼（義手義足製造所） 21 1924（T13) 修業（住職） 17

1906（M39) 修業（仏師） 22

M-⑪
（男）

離婚

M-⑯
（女）

母死亡

M-⑫
（男）

両親死亡

M-⑰
（女）

私生児

M-⑧
（男）

　父死亡、
母病気

M-⑬
（男）

私生児

M-⑨
（男）

父死亡

M-⑭
（女）

母死亡

M-⑩
（男）

父失踪
M-⑮
（女）

母死亡

② 事例（25事例）
＜明治期＞
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＜大正期＞
大正期に入院した児童のうち、修業段階で記述が終わっている事例
※11事例のうちいくつかを例示

育児番号 年 内容 年齢 1922（Ｔ11） 生まれた年 0

1912（Ｔ1） 生まれた年 0 1923(Ｔ12) 入院年／院外（里子） 1

1913（Ｔ2） 入院年／院外（里子） 1 1928(Ｓ3) 帰院／院内 6

1913（Ｔ2） 寄留届 1 1930(Ｓ5) 修業(寺） 8

1916（Ｔ5） 帰院／院内 4 1913(Ｔ2) 生まれた年 0

1919（Ｔ8） 小学校入学 7 1923(Ｔ12) 入院年／院内 10

1923（Ｔ12） 修業（個人方） 11 1924（Ｔ13） 修業⇒2・3日で逃亡 11

1924（Ｔ13） 修業（寺） 12 1917(Ｔ6) 生まれた年 0

1925（Ｔ14） 盗み・逃亡・上京途中で保護 13 1924(Ｔ13) 入院年 7

1917（Ｔ6） 生まれた年 0 1925（Ｔ14） 入院(産院） 8

1917（Ｔ6） 入院年／院外（里子） 0 1926（Ｔ15） 入院(産院） 9

1921（Ｔ10） 帰院／入院（病気） 4 1930(Ｓ5) 修業児(個人方） 13

1926（Ｔ15） 移籍⇒養子 9 1932(Ｓ7) 事故帰院 15

1927（Ｓ2） 離籍（盗癖） 10 1932(Ｓ7) 修業(寺⇒他寺） 15

1928（Ｓ3） 修業児（個人方、教員志望） 11 1923(T12) 生まれた年 0

1929（Ｓ4） 事故帰院 12 1924(Ｔ13) 入院年/院外（里子）、試養児 1

1917（Ｔ6） 生まれた年 0 1938（Ｓ13） 親戚来訪、修業について 15

1917（Ｔ6） 入院年／院外（里子） 0 1938（Ｓ13） 戸籍謄本を親戚宅へ送る 15

1926（Ｔ15） 試養児（製造業方） 9

1927（Ｓ2） 移転 10

1927（Ｓ2） 修業（下駄職方、入籍）⇒性質
不良で戻される、転寄留届

10
＜昭和期＞

1933（Ｓ8） 修業（花屋） 16 育児番号 年月 内容 年齢

1912（Ｍ45） 生まれた年 0 1926（T15) 生まれた年 0

1917（Ｔ6） 入院年／院内 5 1927（S2) 院外（里子） 1

1918（Ｔ7） 修業（個人方） 6 1931（S6) 帰院 4

1919（Ｔ8） 帰院 7 1931（S6) 転居通知 4

1919（Ｔ8） 入院（流行病）
無籍⇒戸籍謄本到着

7
1932（S7) 父死亡 5

1919（Ｔ8） 病気入院中のため就学猶予認許 7 8業修)01S（5391

1919（T8） 病気快復し小学校就学 7
1944（S19)

事故帰院
→理事長邸へ

17

01引万）11Ｔ（2291
1945（S20)

帰院
→逗子分院助手

18

1925（Ｔ14） 修業（個人方） 13
1946（S21)

修業（千葉）
→事故帰院
→本会助手（再就任）

19

1927（Ｓ2） 51院帰故事 1924（T13) 生まれた年 0

0年たれま生）7Ｔ（8191 3年院入)2S（7291

1919（Ｔ8） 入院年／院外（里子） 1 1928（S3) 院外（里子） 4

1923（Ｔ12） 修業（里親方） 4 4替里)3S（8291

0年たれま生）01Ｔ（1291 5院帰)4S（9291

1921（Ｔ10） 入院／院外（里子） 0
1939（S14)

高等小学校卒業
→修業（硝子商）

15

1928（Ｓ3） 帰院／院内 7 1926（T15) 生まれた年 0

31気病）9Ｓ（4391 1928（S3) 院外（里子） 2

41業卒小高）01Ｓ（5391 5院帰)6S（1391

1935（Ｓ10） 修業児（監事方） 14 1934（S9) 病気入院手術 8

0年たれま生）7Ｔ（8191 8院退)9S（4391

1921（Ｔ10） 入院年／院外（里子） 3
1939（S14)

小学校卒業
→修業（建築業）

13

1923（Ｔ12） 帰院／院内 5 1942（S17) 事故帰院 16

5疹麻）21Ｔ（3291 1942（S17) 修業（建具士） 16

1923（Ｔ12） 入院⇒病名不明、他病院入院 5 1927（S2) 生まれた年 0

1931（Ｓ6） 修業(下駄屋） 13 01年院入)21S（7391

1932(Ｓ7) 事故帰院⇒委託（鞄製造業方） 14 1938（S13) 他施設へ入所 11

1934（Ｓ9） 61院帰故事 41院帰)61S（1491

1934(Ｓ9) 修業（個人宅）⇒2日で帰院 16 1942（S17) 委託（葬儀社） 15

1934(Ｓ9) 修業児（食堂） 16
1942（S17)

事故帰院
→院内給仕

15

T-⑰
（女）

父死亡、
母失踪

S1－①
（女）

母死亡

S1-②
（男）

－

T-⑱
（男）

父養育困
難

T-⑲
（女）

母私生児 S1-③
（男）

父失踪

T-⑳
（男）

養育困難

S1-④
（男）

－

T-㉑
（男）

父病気

T-⑭
（男）

母失踪
T-㉒
（男）
迷児

T-㉓
（女）

母生別T-⑮
（男）

父死亡

T-㉔
（男）

養育困難T-⑯
（男）

父失踪
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（4）分析

1）独立退院
① 事例の結果分析

男 女

明治期 7 7 0 21.1 19.1 6 1.6

大正期 13 13 0 21.2 19 11 0.6

昭和期 0 ― ― ― ― ― ―

戦後期 8 3 5 16 10.1 ― ―

明治期

大正期

昭和期

戦後期

S34…1、S35…1
S36…3、S40…2
不明…1

製造業、工業
その他（福田会）

親の死…3
親の勤労…2
親が刑務所…1
生活困窮…1
浮浪…1

S8…4、S9…5
S12…2、S13…1
S19…1

商業（食堂等）
その他（寺）

親の死…3
親の病気…3
親の失踪…4
親の離婚…1
親の入獄…1
親が私生児…1
災害…1

― ― ―

修業先の
平均数

退院・就職時期 独立・就職先 入院理由

M40…1、M45…
1
T3…1、T11…2
T15…1

製造業（製本業等）
商業（鉄道等）
その他（個人宅）

親の死…3
親の失踪…2
親の離婚…1
不明…１

修業経験
有の人数

事例
総数

性別 独立平
均年齢
（歳）

在院平
均年数
（年）

表10　独立退院事例の結果

② 事例の特徴

昭和期は事例がみられず、大正期が最も事

例数が多く、男女比は、男のほうが多いが、

戦後の事例になると女の比率が高くなる傾向

がある。

独立平均年齢は、明治・大正期は約21歳

であるが、戦後は16歳となり、自立しなく

てはならない時期が早くなる。そのため、在

院年数の平均は、明治・大正期は約19年だが、

戦後は約10年となる。

明治・大正期は、修業経験を経て独立して

いく院児は10人前後いた18）。修業先の平均

数は、明治期の方が大正期より多く見られた

が、両時期の平均は1.1か所である。退院・

就職時期で最も多く見られたのは、昭和4・

5年であり、独立・就職先として、不明なも

のが多いが、製造業と商業がみられ、戦後は

福田会にそのまま就職するケースもあった。

背景としての入院理由は親の死や失踪が多

く見られた。入院時の年齢は、明治期は2.4

歳、大正期は2.1歳、戦後は6.6歳となり、

戦後は入院時の年齢が高くなる。

入院後に院外で「里子」の経験をした院

児は明治期では7割、大正期では6割であっ

た。

③ 事例

院児と独立までの経過についての事例の一

部を2つ以下にあげる。

M-⑥

（明治）三十四年○月○日○○町○丁目○番地
書肆○○方ヘ商業見習トシテ遣ス同年○月帰院
ス

（明治）三十六年○月○○町○丁目写真師○○
方ヘ修業中

院内より○○活版所ヘ修業トシテ通勤セリ

T-④

大正十年○月○日○○県○○郡○○村○○院○
○方ヘ徒弟ニテ連レタリ

○○師は下記ヘ転住　○郡○○村○○寺

昭和六年○月○日入籍ノ為メ戸籍謄本ヲ右○○
殿ヘ送ル。

右同年○月○日入籍調印済右調印者戸主ニシテ
兄ナル人ノ住所ハ○区○町、○○社内也

昭和九年○月○日独立退院トス

本人ハ○月○日ヨリ○○中学ノ四年ヘ入学シ○
○大学ニ進マントスル晩年ナガラ篤学有望ノ男
子デアル

（固有名詞は○で記す。）

2）修業
① 職業分類から

明治期が最も多くの分野の修業先がみら
れ、明治期と大正期は製造業がみられ、大正

期には商業の新しい業種が増えている。修業

先は昭和期にかけて減少していき、昭和期

（戦後）は、修業事例はみられなくなる19）。
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② 事例の結果分析

男 女

明治期 10 6 4 13.8 12 1.5

大正期 11 8 3 10.5 7.9 1.6

昭和期 4 3 1 12.8 8.8 2.5

戦後期 0 ― ― ― ― ―

明治期

大正期

昭和期

戦後期 ― ― ―

T7…1、T12…2
T13…1、S2…1
S3…1、S5…2
S6…1、S10…1
不明…1

製造業（鞄製造）
商業（食堂、花屋、
下駄屋）
その他（個人宅、
寺）

親の死…2
親の病気…1
親の失踪…3
生別…1
迷児…1
私生児…1
養育困難…3

S10…1
S14…2
S17…1

建設業（建築、建
具）
商業（硝子商、葬儀
社）
その他（個人宅、福
田会育児院等院内
職）

親の死…1
親の失踪…1
不明…2

修業開始時期 修業先 入院理由

M33…2、M36…
2
M38…1、M45…
1
T2…1、T3…1
T7…2

製造業（製本、靴製
造、義手義足、仏
師、洋服裁縫）
商業（材木商、
その他（寺、個人
宅）

親の死…6
親の失踪…1
親の離婚…1
私生児…2

事例
総数

性別
修業開
始平均
年齢
（歳）

修業に
出るまで
の在院
平均年
数（年）

修業先の
平均数

表11　修業事例の結果

③ 事例の特徴

事例数が多くみられるのは、独立退院事例

と同様に大正期であり、性別は、男が多い。

修業開始年齢は、明治期が13.8歳で、大正

期が10.5歳である。昭和期にかけての平均

は12.8歳くらいで修業に出ている。

修業に出るまでの在院年数の平均は、明治

期が最も長く12年、大正・昭和期は8年弱で

ある。修業先の数は、昭和期が最も多く2.5

か所だが、すべての時期の平均は1.8か所で

ある。修業開始時期は、まばらにみられる。

修業先は、製造業、商業、その他に寺や個

人宅、福田会の院内での仕事もみられる。

背景としての入院理由は、親の死や失踪が

多くみられ、入院時の平均年齢は、明治期

1.8歳、大正期2.5歳、昭和期4歳である。

入院後の院外で「里子」の経験をした院児

は明治期は5割、大正期は7割、昭和期は8

割となっている。

④ 事例

院児と修業先や職員とのかかわりについて

以下に2つ事例をあげる。

M-⑧

（明治）三十六年○月○○町○丁目○番地材木
商○○方ヘ修業中

（明治）三十九年無断逃走帰院事務員託シテ帰
ラシム

（明治）四十一年○月○日復タ無断脱走事務員
本人ヲ連レ託シタルモ主人聞入レス

（明治）四十一年○月○日○○区○町○○靴製
造所ヘ修業ノ為メ遣ス

（明治）四十二、ヨリ帰院来院丁ノ任務ニ服シ
居レリ

（明治）四十五年○月○日○○町役場ヘ寄留届
済

（明治）四十五年○、○日○○市○区○○町○
○○○方修業ス

○五年○月○日○○市○区…○○方ヨリ帰院ス

（省略）

○○県○○町○○院住職○○ノ徒弟トナリ○○
と改名

（省略）

T-⑭

大正十二年○月○日○○区○○町○○方ヘ修業

大正十三年○月○日○○県○郡○町○○寺○○
方ヘ修業ニ出セリ

大正十四年○月○日住職不在中手提鞄ヨリ多大
ノ金員盗ミ逃去シタリ□ル二昨日夜行ニテ上京
シタルモノトノ報ニ接ス

同○日○○市○○町分署ニ保護中ノ趣○○氏ヨ
リ通知アリタリ

（固有名詞は○で記す。）

⑤ 修業中の「家出・行方不明」事例

最後に追記しておきたいのは、今回は結果

の部分の「修業」事例をみてきたが、児童原

簿類の途中経過の修業中の内容の一部も見て

おくこととする。結果の部分では「家出・行

方不明」として分類されたものが、明治期

10、大正期3、昭和期4、合計17事例あった。
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その内、修行中の行方不明は3事例あり、い

ずれも明治期に入院し大正期に修業した院児

の事例であった。一例の在院中記録と欄外記

述の修業児の記録内容を以下に示す。修業先

での虐待がみられたことがうかがえる。

「大正七年○月○日府下○○町○○靴下製造業
○○方ヘ修業ニ遣セリ

大正十年○月○日虐遇ヲ受タル旨ヲ以テ帰院　
○○主事同伴修業先ヘ送還ス」

「○○（修業主）殿宅ヨリ家出（省略）行方不明」
　※（　）内筆者記入

（固有名詞は○で記す。）

（5）考察

1）事例から
① 独立退院事例

入院時の年齢が乳児期であることもみられ

（M-①・⑦、T-①・②・③・⑤・⑦等）、院

外の里親のもとで過ごす経験をする事例が多

く（上記に加えM-②・③・⑥、T-④・⑥・

⑨等）みられる。里親のもとから帰院後、20

歳近くまでの間に教育（小学校へ多くの院児

が通い、大学へ行くこともあるT-①・④等）

や修業を経て、退院していくという長い時間

を、特に明治・大正期入院した院児は過ごし

ている。その場合、修業先が一か所である場

合は（M-③、T-①・③・⑥・⑦・⑩・⑫・

⑬等）、修業先の人々との信頼関係というも

のが院児を育てるということも考えられる

（M-③のように修業先に就職するケースもあ

る）。また、修業先が一か所ではない場合も、

修業先を変えながら経験を積み独立していく

ことなどがみられた（M-①・②・④・⑥、T-

②等）。戦後は院内に就職するケースも複数

見られた（S2-①・②・④・⑥・⑦・⑧）20）。

独立退院事例は、院内だけでなく、院外の

里親や修業先の人びととの関係も合わせて、

在院期間中の信頼関係が何らかの影響を与え、

自立につながっていると考えられる。

② 修業事例

複数の修業先に行くケースがあるが、その

要因としては修業先の問題（修業児への暴力

など）が考えられる（「家出・行方不明」事

例の修行中の内容より）。そして、修業児自

身の問題（盗癖など）で「事故帰院」となる

こともある（T-⑭・⑮・⑯等）。さらに、両

者の問題もかかわっているとも考えられるか

もしれないが、修業内容が修業児に合わない

というミスマッチもある（M-⑪、T-㉓、S-

①・③等）。そのような様々なケースに対応

して職員は、修業先の問題があれば確認した

り、再度修業に出して様子を見たり、修業先

との信頼や契約期間もあるため院児が嫌がっ

ても行かせるケースも見られた。修業児の問

題がある場合は、別の修業先の検討をするこ

とや院内の業務をさせて様子を見るなどをし

て対応している様子がうかがえた（S-①・④

等）21）。

修業事例は、修業先と修業児、修業内容と

適性などに問題があるために、関係性の形成

や業務の習得に結びつかず、自立につながら

ないということが考えられる。また、修業先

の問題に対処できない場合、家出・行方不明

事例に移行していってしまうともいえる。

2）時代から
① 明治期～大正期、昭和初期

恤救規則から救護法以降の各法律が施行さ

れる中で、救護児や児童虐待防止法該当児、

軍事扶助法該当児などが「児童原簿」類の中

にも出てくるようになる。このように、当時

の法律の影響を受けた動き、その法律を生み

出した社会情勢（戦争等）の動きというもの
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が育児院の院児に表れている。例えば、今回

取り上げた事例のうち、児童虐待防止法が施

行された昭和8年以降に修業に出た院児の数

は3人だが、その時の年齢は事例S1-①は8

歳（大正10年）・17歳・18歳、S1-②は15歳、

S1-③は13歳（昭和14年）・16歳となってお

り、法律での14歳未満に該当する時期に修

業に出ている時も見られるが、多くがその年

齢以上の時期になってきている。しかし、全

ての院児の修業時期と年齢を見なくては一概

には解釈できないため、今後、結果の部分だ

けではない修業の部分を抽出し分析していく

こととする。

② 戦後

この時期については更なる分析が必要であ

るが、措置制度後の入所児童の就職事例が複

数みられるが、数としては引取による退院が

最も多い。しかし、事例数だけでは判断でき

ないので、今後は、施設内での養護内容とし

て就職につながる取り組みなどを、戦後の施

設での入所中の子どもの様子や職員のかかわ

り、社会とのつながりなどの内容をしっかり

と把握していかなくてはならない。

時代とのかかわりは、法律や社会的情勢と

合わせて、就職先の全体的動向をみていく必

要があると思われる。そして、社会的な背景

としての文化や意識の部分も確認していくこ

とで、より実態が見えてくると考えられる。

おわりに

今後の課題として、修業先がどのような人々

なのか、どのように修業先を確保しているのか

の把握、独立・就職先の実態や地域状況も分析

していくこととする。そして、院児の本籍だけ

ではなく出身地や入院（入所）する前にどこに

いたのか、ということも確認していく。独立・

就職については、各時代の10代から20代の社

会全体の労働環境と合わせてみていく必要があ

ると考えている。

また、職員についての資料が少なく、その人

数や実践の実態が特に明治・大正期は確認が難

しいため、昭和・戦後の資料を確認しながら、

それ以前に関連する資料の収集・分析をしてい

くことも課題である。それらを踏まえて、院児

と職員（特に養育の中心であった保母等）との

かかわりを通して、児童養護実践史としてまと

めていくことを目標としている。

〈付記〉
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先行研究と福田会規程類・月報からの検
討―」（『福祉専修』第35号、専修大学社
会福祉学会、2014）

◦「福田会育児院における院内処遇史 ―その
②／明治・大正期の院内の生活や活動に関す
る仏教・組織・職員の役割―」（『東京社会福
祉史研究』第9号、東京社会福祉史研究会
2015年5月）

　2014年度から2015年度までの学会発表内容
は以下である。
◦東京社会福祉史研究会第第88回例会（専修
大学、2014年3月22日）
　定例会報告「福田会育児院における院内処遇
史（初期報告）」

◦社会事業史学会第42回大会（長崎純心大学、
2014年5月10・11日）

　自由論題報告「明治・大正期の児童養護実践
についての一考察 ―福田会育児院に於ける
明治末期から大正初期の院内処遇に関する資
料をもとに―」
◦日本社会福祉学会第62回秋季大会（早稲田
大学、2014年11月29・30日）
　口頭発表「明治・大正期の児童養護実践が形
成される過程についての一考察 ―福田会育
児院における院内の生活や活動に関する資料
をもとに―」
◦社会事業史学会第43回大会（愛知県立大学、
2015年5月9・10日）

　自由論題報告「福田会育児院の入院児童の退
院理由に関する事例分析 ―仏教と社会的養
護②―」
◦日本社会福祉学会第63回秋季大会（久留米
大学、2015年9月19・20日）
　口頭発表「児童養護における自立支援に
つながる実践史の一考察 ―明治～昭和期
の福田会育児院の院児の修業内容と自立
にかかわる事例を通して―」

5）本稿ではごく近年のものに限定してとりあ
げているが、同時期の施設である岡山孤児
院に関する菊池義昭、細井勇等の先行研究
論文、家庭学校に関する留岡清男、土井洋一、
仁井仁美等の先行研究論文など多数存在し
ている（拙稿2014：註3）。養護内容でも今
回の論点である修業や独立・就職に限定し
たものは少ないといえる。

6）関係資料の掲載されているものとして、社
会福祉調査研究会編『戦前期社会事業史料
集成』（1985年）があり、その中の「本邦社
会事業概要」（社会局社会部、昭和8年）に
は、「第八節　児童保護施設」で、「児童保
護事業は之を沿革的に見ると各国何れも初
めは孤児、棄児等に対する事後の救済に留
って居ったのである。然るに欧米各国に於
いては十八世紀の末葉産業革命に伴うて工
業の機械化、人口の都市集注、労働階級の
出現、婦人労働等各種の社会現象が起って
来た為めに、児童問題も其の範囲が非常に
広範になったばかりでなく、予防的事前的
の方面に主力を注ぐに至ったのである。」と
し、日本における児童保護事業も同様に発
達してきたと概説されている。また、「児童
保護事業は其の範囲頗る広範であるが、就
中最も緊急にして根本的なるは貧児保護事
業殊に貧困児童に関する養育施設である。」
との説明もなされてあり、「児童保護施設は
児童に関する経済、保健、教育及職業の諸
問題に関係して其の範囲は極めて広範であ
るが、以下、便宜上、妊産婦、乳幼児、病
弱児、貧困児童、児童虐待防止、不良児童、
異常児童、児童保護運動の八部門に分つて
其の現況を説明」している。「少年の職業紹
介」は、「第六　失業保護施設」の中に分類
され、「職業紹介事業」の「婦人及少年の職
業紹介」として説明されている。
7）本研究において、筆者なりに時期区分をお
こなうことは今後の課題としている。その
ため、今回は明治・大正・昭和・戦後とい
う資料整理時の分け方でみていくこととす
る。

8）「福祉の複合体論」については、高田実ら
を中心に研究が進められており、近年の出
版物として、『近代ヨーロッパの探究⑮　福
祉』のなかでヨーロッパ各国を例に述べら
れている。「福祉は、家族、企業、地域社会、
相互扶助団体、慈善団体、商業保険会社、
宗教組織、地方公共団体、国家、超国家組
織などの多様な歴史的主体と多元的な原理
によって構成された構造的複合体である。」
と表現されている。
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9）規程類における入院資格や入院年齢などに
ついての明治期の整理を宇都（2011）がお
こなっているため、そちらを参照されたい。
10）福田会による「月報」は、欠号もあるため、
明確ではない部分もあるが、1903（明治36）
年2月10日発行の第2号～ 1913（大正2）年
4月10日発行の第124号までは『福田会月報』、
1913（大正2）年5月10日発行の第126号は
『福田』、1913（大正2）年7月10日発行の第
127号～ 1916（大正5）年11月28日発行の
第157号までは『ふくでん』、1917（大正6）
年1月28日発行の第158号～ 1920（大正9）
年12月28日発行の第202号までは『フクデ
ン』と名称が変遷した。掲載記事の内容と
しては、院報として福田会育児院に関する
記事が中心となり、院児の事や院児と保母
のかかわりの事、役員の事や訪問者や関係
者の事、寄付者と金額、広告などがあり、
人数や会計などの事業報告も時々みられ、
その他慈善や教育の動向など時事に関する
説明などもされている。養育内容の実態の
一部を把握するためにも貴重な資料である
と判断できるが、福田会育児院が作成して
いるものであるため、同時代の記事と照合
して用いる必要があると考えられる。

年・号 名称
1903（明治 36）年 2 月 10 日発行
第 2 号～ 1913（大正 2）年 4 月
10 日発行第 124 号

『福田会月報』

1913（大正 2）年 5 月 10 日発行
の第 126 号

『福田』

1913（大正 2）年 7 月 10 日発行
第 127 号～ 1916（大正 5）年 11
月 28 日発行第 157 号

『ふくでん』

1917（大正 6）年 1 月 28 日発行
第 158 号～ 1920（大正 9）年 12
月 28 日発行第 202 号

『フクデン』

11）福田会育児院が修業先を用意していると
いえるが、どのようにして修業先を確保し
ていたのかなどは明確ではない。また、修
業先はどのような人・地域社会なのかとい
うことは今後調べていくこととする。

12）全ての児童原簿類に住所等が記載されて
いるとは限らないが、把握できるものの抽
出を行い、マッピングすることもできるの

ではないかと考えている。
13）関連法として、明治期からの法律として
「恤救規則」があり、「1874（明治7）年12
月8日、太政官達第162号。明治新政権によ
る初めての国家レベルの救貧法・救貧制度。
1929（昭和4）年の「救護法」成立まで日本
の救貧制度として存続した。この規則の成
立は滋賀県が廃藩置県前に管下窮民を救済
していた慣例にもとづき、明治新政権下で
も同様の救助を継続するよう大蔵省宛に申
請したことに始まる。規則前文には、①救
貧恤救は人民相互の情誼によること、②し
かし放置できない「無告の窮民」は救済す
ることなどが定められた。救助対象は独身
で身寄りがなく労働不能な極貧者、重病・
老衰の70歳以上高齢者、疾病者、13歳以下
の幼者で、救助内容は1か年米1石8斗から
7斗、疾病者は1日男米3合女2合の割で米
代を支給した。救助は1875年7月内務省達
「窮民恤救調査箇条」により厳しく制限され
た。明治期に2度にわたって改正案が提案さ
れたが成立に至らなかった。（以下省略）」
（『社会福祉辞典』大月書店、2005年）とい
うものであった。その後、「救護法」が成立
し、「1929年公布・1932年施行、法律39号。
生活困窮者の公的な救済を救護行政として
定めた法律。恤救規則（1874年）に代わり
制定された。救護を受ける対象は、貧困の
ため生活不能であること、扶養義務者によ
る扶養が不可能なこと、働くことができな
いこと、という条件をすべて満たし、その
うえで①65歳以上の老衰者、②13歳以下の
幼者（1歳以下の乳児についてはその母を含
む）、③妊産婦、④「不具廃疾」・疾病・傷
痍その他精神または身体の「障碍」、という
要件のいずれかに該当する者に限られた。
救護の内容は生活扶助、医療、助産、生業
扶助および埋葬費支給、救護の方法は居宅
救護、が原則で例外的に救護施設に入所さ
せるかたちがとられた。救護の実施機関は
市町村長とされ、市町村長の補助機関とし
て方面委員が置かれた。救護費用は原則と
して市町村の負担とされ、国庫、道府県か
ら補助を受けるかたちがとられた。この法
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律により救護は国の行政事務として義務的
に行われることとなったが、対する要援護
者の救護を受ける権利は行政的には認めら
れなかった。公布後、方面委員による実施
促進運動が展開され、1931（昭和6）年全国
方面委員代用者大会における天皇への上奏
決議を経て、財源確保のための競馬法改正
が行われ、ようやく施行された。その後、
この法律の諸規定は、方面委員令（1936年）、
母子保護法（1937年）、社会事業法（1938年）、
医療保護法（1941年）などに分化していった。
戦後、生活保護法（1946年）により廃止。」
（『社会福祉辞典』大月書店、2005年）と変
化していったが、「軍事救護法」や「軍事扶
助法」（戦前における、傷病兵や出征兵士遺
家族への救済法規。一般窮民に対する公的
救済が長く恤救規則のままであったのに対
し、さきがけて整備されたのは、傷病兵や
出征兵士遺家族が生活困難に陥った場合の
救済である。すでに1904（明治37）年に下
士兵卒家族救助令が制定されていたが、
1917（大正6）年に全額国庫負担で公民権否
定をともなわない軍事救護法が、恤救規則
とは性格の異なる救済立法として制定され
た。さらに1937（昭和12）年に軍事扶助法
へと発展し、扶助の条件の緩和などが行わ
れた。軍事関係の救済が優先的に整備され
たのは、国防上の見地から、兵役にともな
う生活難への国家的対応の要請が無視でき
なかったことによる。しかし、軍事救護法
制定に武藤山治による運動の成果が大きか
ったように、軍事関係の救済さえ、容易に
進んだものではなかったうえ、武藤が権利
を主張したにもかかわらず、国家の温情と
して与えられたにすぎなかった。（『社会福
祉辞典』大月書店、2005年））、「児童虐待防
止法」（旧児童虐待防止法（1933年）とされ、
その対象を満15歳までとし児童労働の酷使
の問題に限定していた（『社会福祉辞典』大
月書店、2005年））なども影響を与えたと考
えられる。
14）寄留とは、戸籍法（大正3年制定）に合わ
せて制定された「寄留法」が大正4年に施行
された。福田会育児院では入院後の院児に

関する手続きとして行われている。『戸籍法
及び寄留法』中川善之助（日本評論社版）
を参考としてみていくと、寄留の種類とし
て、「住所寄留」「居所寄留」「住所外寄留」
があるが、明確に書かれている事例として、
院外養育の里子になる場合は、里親のとこ
ろへ「住所寄留」しているという記録がみ
られた。院内で生活する場合は、「寄留手続
を済ます」などの記録があるのみだが、福
田会育児院住所に「住所寄留」していると
思われる。修業児は、修業先の住所に「寄
留」しており、修業先を変えたりする際に
「転寄留」したという記録がみられた。寄留
の届け出は寄留者本人であるが、事情によ
っては同居者または事実上の世帯管理者が
代ってとあり、福田会育児院では職員が行
っていると思われる。届け出期限があるが、
福田会育児院では、児童の戸籍の状態や確
認にどのくらい時間がかかるかにより違っ
てくる。入院後、翌日のこともあれば、数
日・数か月後に届け出ているなどさまざま
である。また、無戸籍の児童もおり、手続
きができないままという記録もみられた。

15）福祉行政の分野において、措置という言葉は、
様々な意味内容で用いられているが、大別する
と広義で用いられる場合と狭義で用いられる場
合とがある。広義の福祉の措置とは、各福祉実
定法において「福祉の措置」とか「福祉の保
障」などという章だての下に組み込まれている
諸施策の総称のことである。（…中略…）狭義
の意味での福祉の措置は、行政庁による社会福
祉サービス（なかんずく施設サービス）の決定
ならびに給付行為のことを指して用いられてい
る。とくに措置制度といった場合には、この後
者の意味で（わけても福祉施設への入所措置を
意味するものとして）用いられていることが多
い。ちなみに福祉サービスの利用の仕方に関し
て、「措置から契約へ」といわれる場合の措置
も、この後者の意味で使われている。なお、狭
義の意味での措置を行う権限を持つ行政庁を、
措置権者（措置期間）という。いわゆる「措置
委託」とは、この措置権者が民間の社会福祉施
設へ入所委託をすることである。また、入所措
置に要する費用を「措置費」といい、民間施設
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へ委託している場合の措置費を「措置委託費」
という。（『社会福祉辞典』大月書店、2005年）

16）児童福祉法（1947年、法律164号）は、新憲
法下の第一特別国会で制定された。第二次世界
大戦後、親や家族、家を失って食糧に事欠く子
どもたちが焦土にあふれ、一刻も早く救い保護
することが焦眉の課題であった。戦後の福祉立
法のなかで旧生活保護法についで本法が制定さ
れたのもそのためである。当初は「保護法」と
して構想立案されたが、中央社会事業委員会な
どの批判を受け、「すべて」の「児童」の「福祉
法」として名称変更も含む修正が行われた。（以
下省略）（『社会福祉辞典』大月書店、2005年）

17）明治・大正・昭和（戦中）期は、「児童入院
原簿」の記録より、戦後の事例は「児童名簿」
より（いずれも社会福祉法人福田会育児院所
蔵）を参考資料として作成した。表記におい
て、育児番号は実際の番号とは異なる。こ
の資料の通し番号とした。番号の下の説明
は「入院理由」であり、「－」は無記名・情
報のないものである。記述内容は、職業名
は掲載するが、人名や地名などの固有名詞
は伏せてある（施設名のみ一部掲載）。現代

では使用しない表現と思われるものも、当
時の表記のまま使用している場合がある。

18）戦後は修業の有無や内容については確認
できていない

19　）「修業」という名称ではなくなっていく
可能性もあるため、今後確認していく。1951
（S26）年、児童福祉法の正式の制度として
保護受託者（職親）が発足した。これは、
要保護児童を養育すると同時に、将来の独
立自活のための職業を身につけさせようと
するものであった。その数は里親に比べ少
なく、1952（S27年）に119人、1976（S51
年）には20人となり、その後、2005年の法
改正時に廃止となった（『児童福祉十年の歩
み』、『児童福祉三十年の歩み』より）。廃止
となる前までの「職親」の取り組みについ
て今後調べていく。近年、児童虐待防止対
策の中でも着目されている。

20）これらは施設の業務に適性があるからな
のか等確認する必要がある。

21）職員の人数などの実態についての資料が
無いため、更なる資料発掘と調査が必要で
ある。
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戦略的失敗のシステム分析

 齋藤　雄志
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１．はじめに

本論文では、「戦略的失敗」の概念を提案す

るとともに、過去における大規模・巨大システ

ムの戦略的失敗事例を踏まえながら、どのよう

な経緯や要因で戦略的失敗に至るのか、その構

造と特徴はどうなっているか、社会として大規

模・巨大システムの計画についてどういう態度

をとればよいかなどを検討することである。表

題でいうシステム分析的視点とは、第1には、

現象をシステムとしてみて、失敗の構造を明確

にすることであり、第2には、政策科学的視点

を基礎とするという意味である。

戦略的失敗は、一言で言えば本質的失敗とい

う意味である。わが国は（正確にいえば、わが

国に限定されないが）、歴史的にみれば、多く

の戦略的失敗を経験してきた。たとえば、福島

原子力発電所事故は戦略的失敗の代表である。

事故の原因は巨大津波だけでなく、原発という

システム構築に関わる組織や制度の欠陥も関わ

っているという見方が妥当である。多くの地域

開発や技術開発でも戦略的失敗の側面が見て取

れる。海外では、チェルノブイリ原発事故や

TMI原発事故があり、それらの事故の背景には

システムや組織の問題が絡む。

戦略的失敗は過去の問題だけが重要なのでは

ない。今後とも多くの戦略的失敗の可能性があ

る。多くの期待を集めている、リニア中央新幹

線、電気自動車の導入、燃料電池車システム、

大規模な太陽光発電の急速な導入でも戦略的失

敗の陰がある。

巨大な失敗は、社会連関的に大きな余波を引

き起こす。小さな失敗は、社会的に吸収可能で

あり、容易に回復可能であるが、巨大な失敗は

その直接的間接的影響が大きい。巨大な失敗と
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複数の小さな失敗を比較すると、その社会的影

響の大小について、直接的損失が、「巨大な失

敗＝Σ小失敗」であっても、その社会への直

接的間接的波及効果を考慮して考えれば、「巨

大な失敗＞Σ小失敗」である。巨大な失敗は

対応が困難なこともあり、経済的社会的意味で

大きな悪い乗数効果を生む。巨大であるが故に

失敗するとその影響が大きい。

システムを計画し構築するというプロセス面

から、事業の立案戦略という面からみても巨大

な計画は大きな問題を含んでいる。たとえば、

巨大であるが故に、戦略や計画そのものが容易

でない。巨大な事業はチェックや方針の変更が

難しい。巨大な計画には多様な要因が複雑な形

で関わり、環境が多様・複雑である。また巨大

な事業ではその実行組織が複雑である。さらに

巨大であるが故に利害が絡み、大きな組織や政

治勢力がその背景に存在する。巨大であるゆえ

に、システムや技術に関わる要因が複雑である。

失敗の要因には、組織的要因、制度的要因、

社会的要因、政治的要因、行政的要因、経済的

要因、技術的要因、システムの特性に関わる要

因、環境に関わる要因などさまざまな要因が絡

む。

２．戦略失敗に関する基本概念��

まず最初に、戦略的失敗を論ずるに当たり、

失敗に関する基本概念を整理・定義しその意味

を明確にしておく。特に、戦略的失敗の概念は、

事業（システムの構築作業）の戦略や計画に関

係する。特に、それらに関する根幹的失敗が戦

略的失敗である。事業とは、「目的→計画（基

本計画・設計）→システム構築→システム運用

（利用）」のプロセス全体を指す言葉として使用

する（図表1参照）。

システムとは、「原発」、「道路」のような

「ハードなシステム」だけでなく、「法律」・「制

度」のような「ソフトなシステム」も含めて考

える。大規模システムが事故を起こせばそれは

失敗だが、組織や制度にも失敗がある場合が多

い。

戦略的失敗とは簡単にいえば、事業、つまり、

目的→計画→システム構築→システム運用（利

用）」のプロセスにおいて、もとの戦略や計画

に含まれていた欠陥や問題が原因となってプロ

ジェクトや事業の目的が大きく失われたことを

いう。多くの失敗現象では、構築されたシステ

ムに失敗があるとしても、その根本原因は、計

画自体やそれを行う組織に含まれている構造や

図表１ 目的・計画からシステム構築・運用のプロセス

2

基本計画 設計 システム構築
システムの
構造・状態

操作・投入 産出
計画

環境からの作用

外乱

運転中廃棄物
システムの廃棄

事業目的
実施組織

パフォーマンス

システム改善
計画主体

（企業・行政）

社会環境・自然環境等

図表１　目的・計画かららシステム構築・運用プロセス
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機能に問題があることが多い。後に戦略的失敗

の他にも技術的失敗、偶発的失敗などのより

「より軽い」失敗の概念を定義するが、本稿の

対象は主に戦略的失敗である。またシステム的

視点でみると事業を実施するシステムにせよ、

構築されたシステムにせよ、失敗の原因が小さ

くともシステム内で連鎖反応的に拡大するとい

う特徴がある。この意味でシステムをどのよう

に捉えるかが重要になる。

システムはいくつかの構造化された要素ある

いはサブシステムの集まりである。構造化とは

互いに相互作用をし、それらが一体になって、

一定の機能を果たすことを意味する。システム

の定義には、システムの構造を中心に見るか、

機能を中心に見るかという立場がある。しかし

結論的にいえば、構造と機能は分離することは

できない。

要素の集まりがシステムとよばれ、その外部

は環境とよばれる。システムには投入・入力

（インプット）と産出・出力（アウトプット）

がある。システムのインプットには許容される

範囲がある（入力の許容範囲）。システムのイ

ンプットが許容範囲を超えれば、システムは誤

動作することがある。時には事故に発展する。

またシステムは、環境からさまざまな外乱を

受ける。外乱の存在は

システムの動作の自然

な前提条件であり、外

乱のもとでシステムは

正常に動作しなければ

ならない。通常、シス

テムは順調にいけばシ

ステム構築の目的に従

い価値を生み出す（産

出＝アウトプット）。

　そのようなシステム

のアウトプットには、

パフォーマンス評価が行われる。しばしば最適

な価値を生み出すように全システムは計画され

構築される。アウトプットに関しても、パフォ

ーマンス以前に、許容範囲がある。アウトプッ

トは許容された範囲に収まっていなければなら

ない。そうでなければそのシステムは失敗と見

なされる。たとえば、発電所によって発電され

る電気の電圧や周波数はある一定の範囲に押さ

えられなければならない。それを逸脱すれば異

常・故障と見なさる。

失敗には、戦略的要素、技術的要素、偶発的

要素が複雑な形で作用する。失敗の典型的パタ

ーンは、計画や設計に関わる要因（戦略的要

因）がシステムの技術的要因に影を投げかける

中で、偶発的要因がきっかけになって、システ

ムの技術構造の中で反応が生じ失敗を起こすこ

とである。

このような中で、偶発的要因のウエイトが高

い失敗を偶発的失敗、技術的要因のウエイトが

高い失敗を技術的失敗、戦略的要因のウエイト

が高い失敗を戦略的失敗と呼ぶことにする。よ

り詳しくは図表2の通りである。

（1）偶発的失敗

偶発的失敗（事故）は、失敗の主たる要因が

図表２　失敗・事故の因果関係

システムの
技術構造

図表２ 失敗・事故の因果関係

偶発的要因

戦略的要因

技術的要因 失敗・事故

偶発的失敗 偶発的要因のウエイトが高い失敗
技術的失敗 技術的要因のウエイトが高い失敗
戦略的失敗 戦略的要因のウエイトが高い失敗
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偶発的要因であるタイプの失敗である。たとえ

ば、突然、大きな隕石が落下してきたことによ

って工場が爆発したとすれば、これは偶発的失

敗である。言いかえると、偶発的失敗とは、十

分正しく作られたシステム（設備や制度など）

を、通常どおり決められた正しい手順により、

運用していたにもかかわらず、外部事象や外部

条件などの大小の変化により失敗を引き起こす

場合を指す。通常は、小規模な失敗が多いが、

大津波のように非常に大きい外的条件の変化に

よる偶発的失敗もあり得る。

（2）技術的失敗

技術的要素が中心的に絡む「技術的失敗」は、

現場における運転・運用上の失敗（第1の技術

的失敗）とシステムの構造に原因する失敗（第

2の技術的失敗）の2つに分けるのがよいであ

ろう。第1の技術的失敗とは、基本的に正しく

作られたシステム（設備や制度など）の運転や

運用の失敗があったものを指す。たとえば、正

常な構造と機能を持つ航空機を操縦するパイロ

ットが何らかの理由により決められた手順を逸

脱した操作を行い、事故に結びつくような場合

である。

第2の技術的失敗とは、システム（設備や制

度など）に主に潜在的な技術的・構造的欠陥が

ある場合である。この構造的欠陥とは、システ

ムの通常の基本的動作に影響を与えない程度の

許容可能な不良を指す。もし、システムの構造

に重大な本質的欠陥があれば、それはシステム

の計画や計画などの前段階のプロセスに起因す

る問題であり、戦略的失敗に位置づけるのが妥

当であろう。しかし技術的失敗と戦略的失敗の

境界は明確には分けられないともいえる。

（3）戦略的失敗

「図表1　目的・計画らシステム構築・運用

の全プロセス」に対応して考えると、（1）構築

されたシステムに本質的な構造的欠陥があり失

敗をもたらすこともあれば、（2）計画・事業・

組織に構造的欠陥があり、結果として失敗する

場合もある。これらを「戦略的失敗」というこ

とにする。それらの構造的欠陥は、組織内でそ

の手続きに従い「正式」かつ「十分」に検討し

たにも関わらず起こることに着目する必要があ

る。システムを構築する際の社会環境、あるい

は組織や計画の進め方、状況あるいはシステム

を開発する技術者集団や経営層の考え方などが、

戦略的失敗の原因となる。過去の多くの環境問

題、大事故などもその背景には戦略的失敗の要

素が含まれていることが多い。

1つの失敗には、偶発的要因、技術的要因、

戦略的要因が同時的に複雑に絡むのが普通であ

る。このように失敗や事故を3つの分類に分け

たとき、一つの失敗事象（失敗や事故）が明確

に一つの分類の当てはまるわけではない。たと

えば、ある戦略的失敗が技術的失敗を引き起こ

し、その技術的失敗がある状況で偶発的要因

（偶発的失敗の要因）と反応を起こし、事故が

発生することがある。「一つの失敗事象が戦略

的失敗である」という時は、戦略的失敗の性格

が強く、それが最終的現象に本質的役目を果た

すことをいう。「一つの失敗事象が技術的失敗

である」というのは、戦略的失敗の要素が少な

く、技術的失敗の性格が強いことを意味する。

戦略的失敗と技術的失敗には人が絡むので「責

任論」が浮上する。「一つの失敗が偶発的失敗

である」というのはそれに戦略的失敗や技術的

失敗の要素が少ないことであり、「不可抗力」

と位置づけられる。たとえば、ある設備が戦争

や巨大な隕石で破壊されたとすれば、それは不

可抗力に位置づけられるのが妥当であろう。偶

発的要因に対して対策可能であるにも関わらず、

実際に対策をとっていなければ、技術的失敗や
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戦略的失敗の可能性が浮上する。

失敗における原因と結果の関係はフローチャ

ートなどで表現することができる。フローチャ

ートはわかりやすく全体を見渡せるというメリ

ットもあるが、紙面という制約がある。しかし

これらを因果関係式として記述することも可能

である。たとえば、原因A, B, C, D, E, Fによる

失敗を、失敗＝A×B×C×D×E×Fと論理

式で表現できる。「×」は論理積「AND」に相

当する。「×」は省略してもよい。この表現は

事実上、失敗（事故）のプロセスの記述になっ

ている。過去の事象に関しては推定の場合以外

は右辺に論理和は必要ない。右辺の説明要因群

A, B, C, D, E, Fはなるべく相互に独立性が高い

ものを取り上げることが望ましいが実際には容

易でない。これらの右辺の要因の一部をさらに

説明できる他の要因（技術的要因、戦略的要因、

偶発的要因）があれば、付属式として別式を立

てる。たとえば、一例として、

対象とする失敗⇐技術的要因群論理積

付属式

　個別技術的要因⇐ 技術的要因群論理積×

偶発的要因群論理積×

戦略的要因群論理積

　個別戦略的要因⇐ 技術的要因群論理積×

偶発的要因群論理積×

戦略的要因群論理積

と記述できる。もちろん右辺の論理積は関係す

るものだけが表示される。すべての失敗構造は

複雑かつ曖昧な面があり、このような失敗方程

式も十分に検証された結論というよりは、単な

る説明あるいは仮説を提示する方法の1つの方

法の部類と考えるのがよいであろう。

ところで、失敗の定義には３つの要素が関係

する。第1の要素は「原因・結果の因果性」で

ある。失敗には必ずその原因があり、複雑な過

程を経て失敗に至ることが多い。たとえば、あ

る偶発的失敗が、根本的失敗である戦略的失敗

を引き起こす引き金になる場合もあるかもしれ

ない。そのことを検討するには、失敗・事故に

おける原因の複合性と事象の連鎖性を考慮する

必要がある。事故あるいは失敗の最初の原因は

小さいことも多いが、それが連鎖反応的に拡大

し、大事故あるいは大規模な失敗につながるこ

とがある。その典型例は、チェルノブイリ原発

事故やTMI原発事故に見られるように不運な

複合的事象の組み合わせが事故の引き金になる

ことも多い。

第2の要素は、上記のような因果関係、ある

いは事象の連鎖の中における、組織や個人の

「意思の関与」の大きさである。「意思」とは、

「ある行為をした」、あるいは逆に「するべき必

要な行為をしなかった」という意思のことであ

る。いわば事故における人や組織の責任に関わ

る要素である。突然の巨大隕石によって、原発

が破壊されたとしても、それに対する対応手段

がないし、また予測もつかないとすれば、原因

における意思の関与がなくこれはただの運命と

いうこともできる。実際は、福島原発事故のよ

うに、防潮堤・予備ディーゼル発電機・各種冷

却装置・電池・出入口・電源盤・配電盤・外部

送電線・変電設備・各種資材等の不備や脆弱性、

あるいはその前段要因として検討不足・対策不

足という組織の「意思」が関与する要素と巨大

な津波という「偶発的事象」の複合作用で事故

や失敗が起こることが多い。

第3の要素は、失敗事象の大きさである。失

敗事象の大きさも重要な意味を持つ。小さい失

敗であれば、それを回避する代替手段が存在す

ることが多いし、波及も小さい。大きい失敗は、

しばしばコントロール可能でなくなる。大きい

事故が社会的に注目され、小さい事故の集合が

社会的に注目されないのはこのようなことに原
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因があろう。

これらの3つの軸によって、すべての失敗は、

偶発的失敗、技術的失敗、戦略的失敗に整理で

きるという訳でないが、少なくとも特徴付けが

可能である。

偶発的失敗とは、通常の因果関係において、

意思の関与がなかった、あるいはほとんど無視

をしてよい場合である。原理的には上記の隕石

事故のような偶発的大規模事故もありうる。一

方、戦略的失敗とは、失敗の原因に計画や組織

の意思が関与し、それらに責任があると位置づ

けられる失敗である。原理的には小さい戦略的

失敗もありうるが、ここでは主に大きな失敗を

念頭に置く。

失敗の原因がどこにあったかを考えるには、

「図表1　目的・計画からシステム構築・運用

の全プロセス」を考慮しながら、上記の連鎖反

応性や意思の関与を考えればよい。図中の中心

の背景楕円は環境（制度・行政・政策・政治要

因、経済・コスト要因、社会・文化要因、イン

フラ要因、情報要因、計画主体以外の人・組織

要因、環境地理要因）を意味する。

このようなことを考えると、「失敗の原因は

ここにあった」という形で、単一の原因を挙げ

ることは、簡単でない。マスコミ報道ではしば

しば単一あるいは少数の原

因が「失敗の原因」として、

クローズアップされるが、

これはマスコミ報道の特徴

ともいうべきものである。

つまり失敗の原因を多様な

要因に帰してしまえば、わ

かりにくくなり、原因が不

明になり、責任も社会的に

不明になり、報道としての

価値がなくなることによる。

単純化していえば、多く

の場合に「失敗の原因は複数の原因事象の複合

作用にあった」という方がより正確であろう。

実際は、複数といっても、それらには大小の重

みがあり、複雑なAND / OR関係があり、さら

にそれら事象の間の因果関係があり、かつ「重

み」も「AND / OR関係」も「因果関係」にも

曖昧さがある。

図表1のすべての要素が失敗の原因になり得

る。図表1には明示していないが、社会環境に

も多様な要素があり、またそれらとシステム構

築側あるいはシステムそのものとの複合作用に

よって失敗が生ずるといった方がよい（図表3）。

本稿のメインテーマである戦略的失敗を引き

起こす要因となり得る項目を、「図表1　目的・

計画からシステム構築・運用の全プロセス」と

「図表3　失敗要因の相互作用」に従って、例

として抽出してみれば図表4のようになる。実

際の失敗事象はこれらの組み合わせによって生

ずる。失敗の要因には、事業そのものや計画主

体の特性に関わるもの、計画に関わるもの、シ

ステム構築に関わるもの、システム運用に関わ

るもの、そして環境と事業との関係に関わるも

のなどがある。

失敗や事故はシステムや組織の特徴も関係し

ている。その典型的例は、チェルノブイリや

相互
作用

図表３ 失敗要因の相互作用

経済・コスト
要因

環境地理
要因

人・組織
要因

社会文化
要因

計画関連
要因

相互作用
1つの要因が他の要因

との複雑な相互作用を
引き起こすことがある。

制度・行政・
政策・政治要因

インフラ
要因

情報要因

システム・
技術要因

4

図表3�　失敗要因の相互作用
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TMI事故に見られる。一見些細な要因がシステ

ム内で連鎖反応を起こし、大事故につながった。

コンピュータプログラムを利用するシステムで

は、ごく小さなバグがシステムを暴走させるこ

とはよく知られている。このような現象は、工

学的なシステムだけでなく、組織のようなシス

テムでも生ずる。すべてのシステムは想定外の

複雑な動きをすることが多い。そこで、このよ

うな点からシステムの特性を検討することが重

要になる。

上記に列挙した失敗要因の意味を直観的に理

解するために、以下に、失敗とその要因の事例

を具体的な言葉でいくつか挙げてみよう。これ

らは必ずしも実際の事例と正確に対応している

わけではないし、すべてを網羅している訳でな

いが、失敗や事故のイメージを掴むのに役立つ。

列挙した失敗事象の多くは戦略的失敗といえる

ものが多い。

［失敗要因の事例］
例1　 組織における意思決定が不十分であった

ので、巨大災害への対策がされず、その

結果、システムが災害に巻き込まれ、シ

ステムが破壊され、大規模な被害も発生

した。

例2　 関連する分野で法制度の発達が遅れてい

たばかりか、行政側が現法制を工夫して

適切な対策をとらなかったので甚大な被

害が発生した。被害への社会的認識も低

く、マスコミの報道も十分でなかった。

例3　 代替技術がないために、規制に対して産

業側（経営側ばかりか労働者側も）がそ

の技術の利用中止に反対し被害が拡大し

構造上の欠陥・不備、状態の不安定性
運転に伴う劣化、運転・操作ミス
操作マニュアルの不備
予定された成果の不足
改善の硬直性・改善のコスト
他技術と競争、廃棄コスト・不適切な廃棄

（５）制度・行政要因
法制度の未発達
硬直的な制度
過剰な制度的制約
行政機関の硬直性
行政機関の構造的無責任性
違法業務・裁判・訴訟

（６）政策・政治要因
地域社会の要望
推進の社会的・政治的環境
不適切な政治的介入・利益団体の介入

（７）環境・地理要因
インフラの不足
地域の経済構造・中央との格差
環境影響・環境対策コスト
環境対策技術の未発達
地盤・大気・用水・冷却水・森林・海域に
関わる問題点
不適切な自然環境条件の存在
災害発生（地震・津波・台風・竜巻・洪水）

（８）社会文化要因
地域の社会構造・地域の政治構造
組織外の社会的文化に関わる要因
計画主体の論理と地元社会の論理の差
交渉体制の誤り・交渉文化の不一致
地域の反対運動

（１）計画主体の組織要因
組織規模・硬直的な体制
組織構造の不備、経営方針・誤った信念
組織内文化に関わる要因
経済的競争環境・資金不足
不作為・違法業務
人手不足・技術者不足

（２）事業・計画関連要因
事業目的の誤り
計画の難易度
不適切な計画・無理な計画
柔軟性のない計画・誤った信念
ガバナンス不足・度々の方針転換
不適切なリーダー・派閥と対立・不協力
無責任なプロジェクト体制
コミュニケーション不足・知識不足
時間不足・資金不足、人材不足
・教育不足
不適切な見通し（過大・過小）・
予測への誤った信頼
リスクアセスメントの不備・不足

（３）経済・コスト要因
コスト要因（資材・労働コスト上昇）
過剰なコスト削減
他技術との競合

（４）システム・技術要因
技術的未成熟・過剰な技術的期待
必要作業期間の見積のミス
技術者不足
設計の複雑さ・設計変更の困難性・
システムの不安定性・システムの構造的欠陥
インフラ不足、システム異常の発生

図表４ 戦略的失敗等の要因の分類図表４　戦略的失敗等の要因の分類
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た。マスコミも十分な報道をしなかった。

例4　 自国技術の発展を過信するとともに自国

の生産方式に固執していたために、他国

の発展技術に市場を奪われた。為替レー

トや物価（労働コストも含む）の影響も

大きかった。

例5　 運転員がマニュアルに許容されていない

操作を行い、その結果、小さな異常が発

生し、それが連鎖反応的に拡大し大事故

につながった。

例6　 システムの小さい異常を修理中に事故が

連鎖反応的に拡大した。システムの不備

が連鎖反応を引き起こした。

例7　 経営者と担当者の意思疎通が不十分であ

り、また経営者側に技術に精通した人間

がいなかったで、システム変更の見通し

があまく大事故につながった。

例8　 利益を確保しコストを削減するために、

専門知識を大きく外れたシステム変更を

行った。現場担当者への教育も十分に行

われなかった。その結果、現場を担当す

る技術者に十分な知識がなく、非常な危

険な操作が日常的に行われた結果、大事

故が発生した。

例9　 コスト節約に走る経営方針のもと、十分

なシステム管理や教育が行われなかった。

老朽化した設備に異常が発生したが、現

場では適切な

対応をせず、

大事故を招い

た。

例10  組織を運営す

る上で基本的

な知識が抜け

ていたために、

組織の崩壊を

招いた。

例11  開発コストが著しく高くまた期待される

効果も認められないにもかかわらず巨大

投資を続け、大きな損失を招いた。巨大

投資の背景には行政側の硬直性と投資を

要望する政治的背景があった。

例12  需要の見通し、技術発展の見通し、シス

テムコストの評価等を誤り、大規模なシ

ステムの導入を行い、社会的なロスを招

いた。

例13  地域の強力な要請やそれに伴う政治家の

活動により多大な設備を建設せざるを得

なかった。設備そのものは役に立ってい

るが、大きな国家的負債が残った。

例14  政治家が、自己の政治的目的や私的信念

のために新しいムダなシステム導入を推

し進めた。

例15  時代の変化を読み取らず、古典的な交渉

方法を採用したので、環境問題で強力な

反対運動が発生し、システム建設期間が

大幅に増大したばかりか計画も最終的に

頓挫した。

例16  中央の論理を押しつけたことや地元の経

済情勢の変化によりシステム建設が地元

の利益と合致しなくなり、紛争を招いた。

またシステムも欠陥を持っていたために、

計画は頓挫した。

例17  システムの安全性に過大な信頼を寄せた
図５ 戦略的失敗の要因（原因）の因果関係

戦略・方針 システム

外部環境
（実際）

外部環境
（想定）

計画

組織
・諸制約

事故・
失敗

稼
働

外部環境は、自然環境のみならず、社会環境も含む。

6

図表５　戦略的失敗の要因（原因）の因果関係
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こともあり、状況判断や予測をあやまり

事故を起こした。

例18  需要の予測を見誤り過大な計画を作った

ばかりか、計画主体の組織的硬直性のた

めに、必要な修正や方向転換を行わなか

った。結果としては、計画は大失敗に終

わった。

例19  技術の発展やその社会的価値の判断を誤

り、必要な方向転換をしなかった。その

ために多大な社会的コストが発生した。

３．さまざま失敗研究事例

過去の失敗に関する調査研究についても簡単

に触れておこう。森谷氏［47］の「戦略の失敗」

を除くと、本稿でいう「戦略的失敗」という概

念に直接的に一致する研究や文献はあまり見当

たらないが、広く考えればさまざまな失敗研究

が知られている。

「失敗」については、畑村氏による失敗研究

（［34］他）が有名である。「畑村失敗学」といわ

れている。畑村氏の失敗学に関する中核は、失

敗に関する原因まんだら、行動まんだら、結果

まんだらである。まんだらとは、項目を円上に

分かりやすく、曼荼羅のように示したものであ

る。畑村氏の失敗学は、原因×行動⇒結果（失

敗）という分かりやすく実用的な組み合わせで

できている。失敗は、状況（原因）に人間的要

素（ヒューマンエラー）が重なり生じていると

いう視点である。

松本氏［2］の『知の失敗と社会　科学技術は

なぜ社会にとって問題か』もすぐれた研究であ

る。松本氏はタイタニック号事件、イギリスの

ボイラ事故やＯＴＥＣ（海上温度差発電技術）

などについて議論を行っている。松本氏の著作

は科学技術論ともいえる内容である。松本氏は、

1800年代中葉のボイラ爆発事故に対する対策

の不十分さの原因のとして、組織、制度間の隙

間論を展開している。最初のボイラは大気圧で

利用されていたが、トレヴィシックの高圧蒸気

機関が登場するとボイラが4気圧程度になり、

1830年代に以降、ボイラ爆発事故が多発した。

イギリスでは、週平均1回の爆発事故（10年に

数百件・1860年代にピーク）が発生した。そ

れに関わらず、ボイラの数は増加していった。

1844年には工場法制定されたが、ボイラの安

全規定は含まれていなかったうえ、法の適用は、

本格的にボイラが導入されている重工業には適

用されなかった。事故の責任について商務省と

内務省の間に論争が発生し有効な手段はとられ

なかった。1869年に超党派のボイラ定期点検

法が下院に提出されたが廃案になった。このよ

うな事態は、イギリス社会が経験したことのな

い大量死に遭遇してもそれに対処する仕組みを

作らず、「法制度、専門家、官僚組織、議会、

民間会社といった既存の複数の関係主体の隙間

に事故の原因が入り込んでしまうという見通し

の悪さが存在し、責任の所在を確定するのに実

に80年にも達する膨大な時間を費やしてしま

っている」（p.25）と松本氏は述べている。時

には戦略的失敗は隙間論という構造論的見方も

できる。計画・事業を担当する関連組織自体に

問題があるだけでなく、組織・制度の間に問題

がありうる。これは社会の構造の中に失敗を回

避する仕組みが不足しているという視点である。

橋山禮治郎氏［3］の『必要か、リニア新幹線』

も失敗学的には価値ある著書である。表題とし

ては、リニア新幹線を挙げているが、氏は豊富

な経験を踏まえて、多数の開発事業の失敗を厳

しく論じている。橋山氏は元日本開発銀行

（現・日本政策投資銀行）調査部長であり、過

去の多数の大規模な計画を組織、計画、意思決

定、経済性、技術の面から総合的かつ具体的に

分析を行っている。分析の対象となった計画事
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例としては、成功例の東海道新幹線、名神・東

名高速道路、黒部ダム、失敗例の東京湾横断道

路、成田空港、関西国際空港・伊丹空港・神戸

空港、英仏ドーバー海峡トンネル、超高速機コ

ンコルド、独リニア鉄道などが含まれている。

表題にあるように、橋山氏の最終的主張の一つ

は、現在進行中のリニア中央新幹線計画を中止

すべきということにある。世界でまだどこでも

実用化されていない10cm浮上の新型高速鉄道

「リニア中央新幹線」には疑問が多く、2007年

に突然再浮上したが、「本当に必要か？」、「 実

際にできるのか？」、「プロジェクトとして本当

に成功するのか？」などの疑問を呈している。

橋山氏は、リニア新幹線を、ＪＲ東海という民

間1企業が独自にやろうとしているが、このよ

うな巨大プロジェクトは、民間企業のものでも

失敗は許されないという考えである。本稿では

多数の事業を取り上げているので、筆者の主張

も基本的に橋山氏の意見に近い。橋山氏は、

「計画は事前に客観的な事前評価を行えばほぼ

9割方予測できる」としている。

ジェームズ・R・チャイルズによる『最悪の

事故が起こるまで人は何をしていたのか』［4］は、

50あまりのケースを紹介しながら巨大・大規

模事故のメカニズムと人的・組織的原因を検討

している。

岸田純之助（監修）氏の『巨大技術の安全

性』［5］は、少し古い文献だが、大きなテーマを

扱っている。本書は、TMI事故、チェルノブイ

リ原発事故など大事故を受けて、ジャーナリス

トを含む多数の執筆者によって書かれたもので

ある。必ずしも統一見解が示されている訳でな

いが、それぞれの専門家の他にジャーナリスト

の考えが入っているのが特徴といえる。また事

故におけるヒューマンファクタも大きなテーマ

として取り上げている。原子力については、

IAEAの考え方、原子炉における深層防護の考

えの紹介がなされている。福島原発以後は、過

去の深層防護の考え方には問題があったことが

認められており、本書は現時点から見るとやや

楽観的に書かれている感は否めないものの、原

子力の他には、チャレンジャー事故などの宇宙

関係事故、日航ジャンボ機墜落事故などの航空

機事故、ボパールなどの化学工場事故などがと

取り入れられている。これらの事故はいずれも

その後の技術政策に大きな影響を与えている事

故である。これらの事故を受けて、現在でも、

工学分野では安全工学関係の研究が続けられて

いる［8］。

伊藤健太郎氏による『プロジェクトはなぜ失

敗するのか』［7］は、プロジェクトマネジメント

の優れた参考書である。伊藤氏は、プラント関

係のプロジェクトに豊富な経験をもっており、

それを分かりやすく伝えている。伊藤氏は、本

来、プロジェクトは、適切なコントロールをし

ないと失敗するものであるという「失敗視点」

に立っている。そのように考えることによって

成功の可能性が高まるとしている。プロジェク

トが失敗する要因の例として、「無理なスケジ

ュール」、「関係者のコミュニケーション不足」、

「トップの関与不足」、「マネジメントプロセス

に対する意識の弱さ」、「プロジェクト成功の定

義が不明なこと」、「リーダーのリスクマネジメ

ントに対する関心の薄さ」、「横断的プロジェク

トに対する経験の不足」、「見積のミス」、「プロ

ジェクト管理方法の不統一」、「プロジェクト実

施過程におけるスコープの拡大」など貴重な例

を挙げている（表現は原文と異なる）。

これらの多くは技術的失敗といえる面が強い

が、その背景に上位組織、戦略、その意思決定、

文化に関係しているものがある。本稿では、す

でにのべたように、巨大な事業における戦略的

失敗の原因をシステム分析的視点から検討しよ

うとするものであり、上記の文献とは少し異な
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る視点を持つ。以下では、その中核となるシス

テム概念と失敗の関係について述べよう。

４．戦略的失敗とシステム的視点

4.1�システムとその特性

どのようなシステムでもさまざまな問題点が

含まれており、完全なシステムは存在しない。

そのことが事故や失敗につながるともいえる。

これは福島原発で有名になった「想定外の問

題」も関係する。本稿では、システムの「陰の

機能」という概念を導入する。大規模システム

は複雑で事故の種はいくらでもある。そのなか

で、大小のサブシステムが次々と事故を起こす

ことがある。その代表例は、TMI原発事故やチ

ェルノブイリ原発事故である。わずかな操作ミ

スが大きな失敗につながった。失敗や事故は

「連鎖反応」というシステムの特性と関わって

いることがある。システムに関する知識不足が

システムの欠陥を生み事故を拡大することもあ

る。その代表は JCO事故である。担当者の原

子力分野に関する初歩的な知識不足、あるいは

組織の教育システムにも原因にあった。また事

業で対象とする技術的な装置ばかりでなく、組

織やプロジェクトも「システム」である。この

分野でもシステムの構造的特徴が事故を起こす

という視点に焦点を当てる必要がある。そこで、

事故や失敗に関係させながら、システムの概念

を見直してみよう。

やや一般的ではあるが、まず最初に「システ

ムとは基本的にどういうものか」という問題に

焦点を当てる。システムの基本的特性のなかに、

事故の要因が含まれているからである。

本稿の「システム」に関する視点を要約すれ

ばつぎのようになる。

（1）システムにはそれを構築する目的があり、

その目的は一定の機能の集合であり、それを

実現するためには、要素やサブシステムを集

めて構造化されている。つまりシステムでは

「機能」と「構造」と2つの面から見る必要

がある。

（2）システムでは、サブシステムや要素がつな

がって、全体としてシステムに求められた機

能を実現している。そのような中で、事故に

関していえば、システムの要素やサブシステ

ムは予想外の動きや「連鎖反応」を起こす可

能性があるという点に注目する必要がある。

このような特性はシステムが持つ運命だが、

システム管理者や利用者からみれば、どのよ

うな事故や異常がどのような連鎖反応を起こ

すかを事前に把握しておく必要がある。

（3）システムの要素は全体が一定の機能を持た

せるために構造化されているがシステムは当

初予定した機能だけを持つのでないことに着

目すべきである。この点は後に陰の機能とし

て論じる。

システムの目的、機能、構造を、システムを

設計し、構築し、実現し、利用するという立場

から図示すれば、「図表6　システムの目的・

機能・構造」のようになる。

システムには、構造や機能の複雑性がある。

複雑性という意味は、外見から容易に想像され

る構造や機能の「複雑性」という意味ではない。

システムでは、外見的な構造や機能の裏には複

雑な構造や機能が隠れている。

システムは単純かつ多様な構造や機能が積み

重なり、複雑な機能や構造を持つが、要素が複

雑に構造化されていればその機能はますます複

雑化する。時にはそれは予想外の動作をする。

この点を論ずるために、システムの定義から検

討しよう。システムの定義には2つのアプロー

チがある。

•構造主義的定義

この考え方は、大変に直観的であり、システ
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ムは互いに接続した要素あるいはサブシステム

の複合体と考える。たとえば、子供の時に作っ

たことのある鉱石ラジオ（ゲルマニウムラジ

オ）を考えれば分かりやすい。全体構造は、入

力装置（アンテナ）と出力装置（イヤフォン）

と中間の部品（コイル、バリコン、ダイオー

ド）で接続している。作る人（十分な知識をも

った人＝専門家）はどのような部品を組み合わ

せればよいか、どうすれば、目的とする機能を

果たせるように装置を構成できるかが、わかっ

ている。しかし、構造だけに着目したシステム

の定義は不完全である。なぜならば、構造だけ

の視点からは、要素あるいはサブシステム間の

「どのようなつながりがあればシステムなのか」

がはっきりしない。システムはただの部品の接

続でなく、「求める機能」を実現するために、

理論に従って部品を配置しなければならない。

鉱石ラジオの作成者は、部品の機能を考え、そ

れをどのように構成し構造化すれば、鉱石ラジ

オという機能を果たせるかがわかっている。部

品やサブシステムの機

能がわかり、目的とす

る機能がわかって初め

て部品やサブシステム

を構造化できるのであ

る。つまり「構造」だ

けではシステムは定義

できないといえる。

技術者の持つ直感的

システム概念は構造主

義なのか、それとも機

能主義なのかという疑

問がわく。対象を見る

際に、技術者はまず要

素（部品）と関係＝シ

ステムの構造に着目す

る。ユーザは機能から

みる。技術者は要素の機能にも熟知している。

また個別部品⇒構造化⇒機能の関係を知ってい

る故、ある構造（部品の集合）を見れば、「こ

れはシステムだ」と理解する。

•機能主義的定義

機能主義的定義とは、機能からシステムを定

義する方法である。これはL.A.Zadeh/C.A.Desoer

（1963）のLinear System Theory［28］などに見受

けられる定義である。今、システムの入力の時

系列関数 fの集合をFとする。また出力の時系

列関数gの時系列関数の集合をGとする。つま

り、入力 f∈F，出力g∈Gである。このとき、

関数空間F, Gにおける写像対（f, g）の任意の

集合をもってシステムと定義する。どのような

集合もひとつのシステムとなる。これは数学に

おける写像（関数）の考え方と同じであり、こ

の写像（入出力対）はシステムの機能を表現し

ている。ちなみに、この定義から，システムの

「状態」の概念も定義可能である。詳細は上記

の資料［25］参照。

目的

機能

システム

構造

戦略・
計画

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

機能の実現
（含陰の機能）

目的の実現

設計

構造の実現

システムの利用

時には事故

＞

構築

図表６　システムの目的・機能・構造
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このような機能主義的定義は、構造主義的定

義より、数学的に正確である。定義という意味

では完結しているように見える。ところが、こ

のような機能主義的定義にも問題がある。それ

は抽象的で実物の姿（構造）が見えな

いのである。そこで機能主義的定義に

従いその機能を実現する実際的な構

造を持つシステムを製作したとする。

しかし容易に想像できるように、この

ようにしてできた実体としてのシス

テムは、最初の定義にある機能だけを

持つのでなく、それ以外の機能を持っ

ている可能性が高い。この点を一般的

に証明することは容易でないかもし

れないが、直観的に

は明らかである。つ

まり、Fに属しない

fを入力として選択

することができれば、

従来のGにない出力

を出す可能性がある。

別の言い方で言え

ば、システムには予

想外の機能が潜んで

いる可能性があると

いうことである。こ

のことは日常的には

ほとんど明白である。

たとえば、料理用の

包丁として機能する物体（システ

ム）を作ったとする。この包丁は明

らかに他人を傷つける犯罪の道具と

して利用できる。これが陰の機能で

ある。原子力発電所、コンピュータ、

家などあらゆるシステムは、製作時

に求められていた機能以外の機能を

持っている。たぶん、陰の機能を持

たないようにすることはできないだろう。シス

テムのいわゆる安定性はシステム論的には重要

な特性であるが、その裏返しの不安定性は陰の

機能の一部ともいえるかもしれない。また陰の

図表７ 機能主義的定義・・・機能による定義＝関数と同じ

L.A.Zadeh/C.A.Desoer: Linear System Theory, McGraw‐Hill,1963
の定義より

システム入力 出力

関数空間F,Gにおける写像対（ｆ，ｇ）の一定の任意集合をもって
システムと定義する（どのような集合もシステム）。

入力f∈F，出力g∈G.
この写像（入出力対）はシステムの機能を表現している。ちな
みに、この定義から，システムの「状態」の概念も定義可能。

入力・出力とはその
シーケンスを意味する。

関数ｆ 関数ｇ

8

図表７　機能主義的定義

図表８　陰の機能と機能変質義

もとのシステム
（もとの機能集合）

定義に含まれていない
追加されたinput‐output pairs
の集合（陰の機能）
・通常は見えない。

もとのシステム
（もとの機能集合）

削除されたinput‐output pairs
の集合（消失機能）

追加されたinput‐output pairs
の集合（追加機能）

（１）陰の機能
（料理用包丁→犯罪の道具）

（２）機能変質
(工事用ダイナマイト→
加工→武器

一部が故障・変質した結
果生まれた新しいシステ
ム

○機能変質
は、システム
構造の変化に
より発生する。
機能変質には
追加機能と消
失機能がある。

○陰の機能はシステム構造の変化がなくとも、
もともと持っていた「想定外」の機能である。

システムの動作は連鎖性があ
り、それが陰の機能や機能変
質を引き起こす。

図表９　陰の機能、機能変質、故障・事故

図表９ 陰の機能、機能変質、故障・事故

システムの分類

正常状態

小さい異常状態

故障状態

陰の機能

機能変質

大小の故障
システム破壊・大事故

10
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機能は広く意味でのシステムの信頼性の裏返し

の概念である。

繰り返すと、機能主義的定義は、それで数学

的には一見定義としては完全のようにみえるが

この定義も完全でない。構造主義的定義では、

事前にその機能を把握することができない。

以上のように与えられた入出力対（機能）を

満たす物理的な実物（構造）としてのシステム

を作ると、そのシステムは、予想した以外の動

作（定義をこえた動作）をする可能性がある。

これを「陰の機能」とよぶことにする。つまり

作られたシステムは予想外のとんでもない動作

をすることがある。陰の機能は想定外の操作や

環境変化で生ずることが多い。たとえば、原発

のようなシステムでは、運転員が想定外の操作

をすると、システムが想定外の連鎖反応を起こ

す。このような例はTMI原発事故で経験済み

である。（例TMI原発事故では、2次系の脱塩

塔のイオン交換樹脂を再生するための移送作業

が行われていたが、それが連鎖的にメルトダウ

ンにまで発展した）

さらに何らかの理由で、システム自体の構造

が変わってしまえば、さらにシステムの異常は

拡大する。これを「機能変質（機能逸脱）」と

よぶことにする。一つには、システムの要素に

は連鎖性があることによる。上記の陰の機能に

この機能変質を含めて、「陰の機能」とよぶこ

とにする。見方によっては、環境問題はシステ

ムの陰の機能の面がある。もし陰の機能も含め

てシミュレーション可能であれば、事前の事故

解析に役立つであろうか。おそらく原発のよう

な巨大なシステムでは事前に完璧な事故解析を

行うことは不可能であろう。

事故や失敗をシステムとしての視点からみる

ことは重要である。福島原発事故では、想定外

の問題が話題になった。福島の想定外をどう捉

えるかには、見解の相違がある。「想定外を想

定しなかったことを批判する」人々もいれば、

「想定外に理解を示す」人々もいる。正常なシ

ステムでも、想定外という現象が必ず付随する。

これは陰の機能というシステムの基本特性に関

係する。

システムにおける想定外の動作は図表10に

示すように、入力（操作や投入）が想定範囲を

超える場合、外部環境条件が想定範囲を超える

場合の2種類がある。チェルノブイリ事故は前

者の例である（タ

ービン惰力からの

電力取得実験にお

ける操作ミスとシ

ステム特性）。福

島原発事故は後者

の例である（巨大

津波）。システム

の利用は、システ

ムが正常でも、常

に想定外の動作の

危険を持っている。

問題は「どの範囲

まで想定するか」

入力の想
定範囲

図表１０ システムと想定外

システム

外部環境条件

入力（操作） 出力（動作）

外部環境条件
の想定範囲

システムの
動作想定範

囲

外乱

・青色点線範囲は、想定外を意味する。

・外乱は、通常、想定内の現象でそれへの対応がシステムに組み込まれる。最も
基本的な方式は「フィードバック回路」である。

想定外 想定外

想定外

11

図表10　システムと想定外
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という問題であり、これは技術ばかりでなくコ

スト問題が絡む。これは戦略的失敗に関する基

本的問題である。

4.2　事業・計画のシステム的側面

多くの計画やプロジェクトは可能な限り明確

な手順を踏んで行われる。分析を行う立場でも、

システム的アプローチという考え方が用いられ

る。システム分析は、歴史的にはマクナママラ

戦略の失敗以来、米国では評判を落とし、政策

科学とよばれるようになった［24］。二つの用語

があると混乱するので、以下では上記の説明と

の連続性のために古い用語法「システム分析」

を用いる。現在では、政策の計画立案や評価を

狭い意味でシステム分析だけに依存という考え

はない。システム分析的アプローチにも限界が

あることが十分に認識されているからである。

ただしその1つの手法である費用便益分析等は

重要であり広く利用されている。システム分析

は、対象をシステムとしてとらえ、計画、評価、

実施を行う考えであるが、現実の現象は、複雑

であり、完全にシステムとして捉える程の情報

は得られない。システム分析はある意味では、

その統一的視点故に限界のある思考方法である。

しかし、事業の計画や実施において、可能な範

囲ではあっても明確な視点をとることは必要不

可欠なことである。しかしシステム分析的な計

画の立案や実行が事業の失敗に結びつく場合も

ある。その意味では、事業や計画のシステム分

析的視点の利点や欠点の両面を分析することは

意味があるといえる。

計画と実行のプロセスは一般にはプロジェク

トとよばれる。プロジェクトは生起する多数の

事象（行為・作業・判断・意思決定・論理判

断・遅延など）の連鎖である。1つの事象のイ

ンプット側に複数の要素があれば、and/orなど

の論理判断を組み込むことができる。事象のア

ウトプットは複数の事象のインプットになる。

事象の連鎖関係を図形表現すればより分かりや

すくなるが、現実の複雑なプロジェクトではフ

ローチャートで記述できるのはごく一部である。

プロジェクトは時間の要素の入ったシステムと

みることができる。これはプロセスと呼べるも

のである。プロジェクトもシステムであるので、

陰の機能を有すると考えることができる。つま

り、事象の動作（トラブル）によっては、予想

外の事象列が発生することがある。これが失敗

や事故につながることがある。

法制度や工学的システムを含めてあらゆるシ

ステムの構築・改良プロセスは、外部より一定

の機能の要求→それに対応する構造を持つシス

テムを構築→不十分な機能あるいは問題ある陰

の機能の判明→構造の改善→不十分な機能ある

いは問題ある陰の機能の判明→構造の改善……

という、改良プロセスの繰り返しから成り立っ

ている。

このような「プロセス」の事故や失敗でも、

不十分な機能や陰の機能に着目しなければなら

ない。失敗や事故の直接的原因が、システム構

築プロセスにある場合も構築されるシステム自

体に問題がある内因性原因の場合もあるし、シ

ステムを取り巻く環境（含む社会）に関する外

因性原因の場合もある。

多くのシステムやプロセスの失敗は内因性要

因×外因性要因の複合作用で発生する。TMI原

発事故・チェルノブイリ原発事故は内因性事故

であり、福島原発は直接的には外因性の事故で

あるが、それが内因性要因と複雑に絡んでいる。

これらについては後により詳しく述べよう。

５．戦略的失敗の事例

以下では、戦略的失敗のいくつかの事例を挙

げ、その失敗要因の検討を行う。本研究のベー
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スとなる基礎研究ではより多くの多様な失敗事

例について検討を行ったが、本論文では紙数の

関係で、主に福島原発事故、TMI事故、チェル

ノブイリ事故などの原子力関係についてのみ説

明を行い、それ以外についてはごく簡単なコメ

ントに止める。これらの失敗の原因は広く分析

されていて例として分かりやすいことによる。

5.1　事例1 �福島原発事故�―

� 組織の硬直性と想定外への不対応

福島原発事故に対して見方にはよく知られて

いるように2つの考え方がある。現在において

福島原発事故については、第2の見方が多数派

だが、現時点でも一部には第1の見方をする

人々も存在している。

第1の見方
津波や地震に関する専門家の情報はわずかな

ものであり、設備建設時の想定を大きく変える

意思決定はできなかった。いわば想定外の巨大

自然災害が生じたという考えである。システム

の改良には多大な費用を要し、建設基準を変え

ることはシステム全体へ大きな影響があること

も考えれば、電力側・行政側としては再検討を

行い、想定を変え、大規模な改良工事を行うと

いう決定には至らなかった。それゆえ、これは

事故の規模は大きかったが運命的な偶発的失敗

である。

第2の見方
巨大な地震や津波に関する情報は少なかった

ことは確かだが、情報がなかったとはいえず、

設備の持つ本質的危険性から、積極的に検討す

ることの必要性があった。しっかり検討を行い

シミュレーション等を行えば、今までの想定を

変え、15-20m程度の津波に耐えられるように

方針を変更することも可能であった（東電は

15m程度の津波について検討したことはある）。

そのほかに電池位置等の低コスト対策も多々あ

った。安全サイドの見解に立てば、過去の想定

や設備改良工事に対する東電や規制側の過去の

判断や姿勢が誤っていた。意思決定に向けての

組織の行動や判断も適切でなかった。それゆえ

にこれは戦略的失敗である。

現在では、大事故を生じたことにより、第2

の見方が主流となっており、しばしば「想定ミ

ス」という言葉が広く知られるようになった。

第1の見方は、原発というシステムの計画主体

側の責任を認めない考えであり、第2の考えは、

事故を計画主体側の責任に帰すという考えであ

る。2つの考え方に対して「どちらが正しいか」

という質問は意味がない。「どちらの意見を採

用することが社会にとって望ましいか」という

質問のみが意味がある。

だが、問題は複雑である。確かに過去の歴史

からみれば3.11程度の津波は1000年に1回起

こるとされているが、かつて八重山諸島では

1771年の明和の時期に85mに達する大津波に

襲われ、住民の大多数が死亡したという（一説

では津波の高さはその半分）。またアラスカの

リツヤ湾では1958年に500mを越える津波に襲

われたという。これらは特殊な地形の元に起こ

った津波ともいえるが、15ｍをはるかに超え

る津波が起こる可能性もある。地震に伴い海底

の複雑な動きが発生し、仮に福島原発周辺に

30mを越える津波が生じたとしよう。この場合

は、第2の見方はどうなるのであろうか。仮に

20m程度の津波を想定して堤防を作ったとする。

さらに配電盤、予備電源などにも大幅な改良を

重ねて、20ｍの津波には耐えられるようにし

たとする。しかし実際には30mの津波で発電

設備が大損傷を受け、炉心溶融に至ったとする。

ではなぜ30m以上を想定した工事をしなかっ

たかという議論になるかもしれない。明らかに

費用対効果を考えれば、無限定な状況を想定し

て原発を作ることは経済的に不可能である。
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つまり、第1の見解よりは第2の見解の方が

安全サイドに立った見解であるが、第2の考え

方にも限界があり、それも「15mの津波が発生

した」、「30mの津波は来なかった」をいうこと

を前提にした事後的な見解でしかないともいえ

る。つまり津波に対してどれだけ備えるかとい

うのは政策的判断・社会的判断でしかない。ど

のような政策も損失や失敗につながる可能性が

ある。さらにこの判断には、津波という事象の

立証困難な発生確率や対策方法の合理性も関係

する。

もちろん、津波に対する対策方法に関しては、

防潮堤のみを高くするのでなく、発電関連設備

（原子炉建屋・タービン建屋・中央制御室ある

いは各種機器など）の防水機能（含設置位置）

を高める方が合理的かもしれない。そもそも、

事故は津波だけではない。運転操作ミスによる

事故、航空機の衝突、テロ、軍事的攻撃などさ

まざまな事故原因が考えられる。それぞれに対

してすべて完璧に備えることは不可能である。

結局、「将来の未知の事故や失敗に対してはど

のように備えるのが合理的か」という問題に行

き着く。明らかにいえることはより多くの対策

をすれば、安全率は高まるが、常に事故の可能

性はゼロではないということである。

対策をするのに当たり、コストは一応想定で

きるが、事故や失敗の確率を想定することは容

易でない。すべては、総合的判断、政策的判断

にすぎない。極端な言い方をすれば運命ともい

える。ただし、本稿では福島原発事故は、適切

な対策をとれば安全性は効率的に高まったはず

ので、極力安全サイドに立って、工夫と投資を

行うべきであった、そのためにはそのような意

思決定を行う仕組みが必要であったと考える。

その意味で福島原発事故は、人為的要素の高い

戦略的失敗であったという立場をとる。

具体的にいえば、電力会社や規制当局が柔軟

性を持ち、津波による被害に関してシビアな視

点から、適切な分析やシミュレーションを行い、

関係者で議論を行えば、おそらく防潮堤の高さ

は過去の2-3倍にまで高まり津波事故を回避で

きたであろう。その他のシビア事故対策もとら

れたであろう。また、組織内での合理的なリス

ク判断の他に、意思決定権を持つ経営者側の直

観的な危険回避行動も重要である。女川原発で

は平井弥之助副社長が、869年の貞観地震とそ

れに伴う大規模津波に関するわずかな情報や自

身の信念を元に、昭和50年代に社内の反対に

もかかわらず、主要施設の標高を14.8mに設計

し、辛うじて津波被害から逃れたことはよく知

られている。東北電力副社長の平井氏は、原発

建設後、おそらく社内では長い間非難されてい

たと思われる。なお、福島原発では1971年の

第1号機建設時3.1ｍの津波を想定していた。

防潮堤の高さは、その後、複数回にわたり「改

善」され2009年には6.1mとなった。対策がと

られていなかったわけではない。しかし現在か

ら見れば、津波に対する対応はしていたものの

その対応における非積極性が見られる。その理

由はコストや組織構造にあろう。このような楽

観的な想定は東電や規制当局だけでなく、中央

防災会議の見解にも見られたとのことである［9］。

以下では、福島原発に関する事故の要因を、

偶発的要因、戦略的要因、技術的要因の3つに

分けて列挙している［11］、［12］、［13］、［14］、［15］、［27］。

項目量が増えるので、記述する対象は主に1号

機関連だけである（例外は「参考」と印す）。

要因には種別毎に通し番号（必ずしも発生順で

ない）がつけられている。それぞれの要因の説

明の後に「⇐（ ）（ ）（ ）……」という論理

積の形でその原因と考えられる別の要因が示さ

れている。以下の表現は項目数が多すぎるので

「失敗方程式」として記述してはいないが実質

的に同じである。基本構造は、福島原発事故＝
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（t-1）×……（t-15）、付属式（技術的要因や戦略

的要因の一部＝技術的要因×偶発的要因×戦

略的要因）のような形となる。ただし、下記の

内容は、要因の列挙が第一の目的であるととも

に因果関係も暫定的作業仮説にすぎない。

A．偶発的要因
（p-1）2011年3月11日に発生した東日本大震災
「東北地方太平洋沖地震」により、福島第一原
発は11.5-15.5mもの巨大な津波に襲われた（防
潮堤は最高10m、敷地は10m）。 

（p-2）福島第一原発は震度6強に相当する地震に
襲われた（最大加速度550ガル）。

B．戦略的要因
（s-1）原発システムの巨大性・複雑性。構造上、
緊急停止が容易でないこと。

（s-2）原子力関連組織の巨大性・複雑性・ムラ的
性格。国と電力会社の複雑な関係。電力会社の
強い社会的地位。

（s-3）他の電源との歴史的競合・発電コスト抑制
の必要性⇐（s-1）。

（s-4）原発の推進・電源立地問題・安全性問題・
安全神話の確保。

（s-5）東電や同原子力関連の組織の性格。組織内
における意思決定における慎重さ・遅さ。⇐
（s-1）（s-2）（s-3）（s-4）

（s-6）規制当局内における改善や意思決定に対す
る慎重さ・遅さ。国の組織の縦割的性格。⇐
（s-1）（s-2）（s-4）
（s-7）原発におけるシステム改善の硬直性。特に
コスト上昇を伴う提案には慎重であった。リス
クに対する提案・システム改良に関して、東電
も規制行政も硬直的。⇐（s-1）（s-2）（s-3）
（s-4）（s-5）（s-6）
（s-8）硬直的な原子力法制。長時間にわたる全電
源喪失の可能性を想定しなかったこと。⇐
（s-1）（s-2）（s-3）（s-4）（s-5）（s-6）（s-7）

（s-9）東電における非常時に対する組織体制の不
十分さ。大事故に対する準備不足・意思決定の
まずさ。⇐（s-1）（s-2）（s-4）（s-5）（s-7）

（s-10）大事故に対する政府当局の準備不足・意
思決定のまずさ。⇐（s-1）（s-2）（s-4）（s-6）
（s-7）（s-7）

（s-11）津波・地震予測の困難性。
（s-12）15mに達する津波が想定外であった。巨
大津波や巨大地震に関する想定や対策も不十分
で あ っ た。 ⇐（s-5）（s-6）（s-7）（s-8）（s-9）
（s-10）（s-11）

（s-13）非常時のおける作業マニュアルの準備や
訓練が不備であった。⇐（s-7）（s-8）（s-9）（s-
10）（s-11）（s-12）

（s-14）発電所が立地したもともとの丘陵の高さ
は30mあったが、工事上の理由（設備の岩着［9］

等）のための掘削し10mまで低くした。⇐
（s-3）（s-5）（s-7）

（s-15）諸設備の位置とその改善に関する意思決
定の不適切さ。予備ディーゼル発電機、電池、
電源盤をタービン建屋の地下に設置し、水密化
も行なわなかった。⇐ （s-7）（s-8）（s-9）（s-10）
（s-11）（s-12）

（s-16）発電所を含あらゆる部署間の情報伝達シ
ステムの不十分さ（政府・東電）。⇐（s-9）

（s-17）送電線鉄塔、変電設備の耐震強度が不十
分であった。建屋の水素爆発への対策、圧力容
器・格納容器の脆弱性等。5重の防壁も不十分
で あ っ た。 ⇐ （s-1）（s-3）（s-4）（s-5）（s-6）
（s-7）（s-8）（s-10）

（s-18）高圧電源車を発電所に配置していなかっ
た。⇐ （s-5）（s-6）（s-7）（s-8）

（s-19）事故時における情報洪水で判断混乱。事
故時における一部計装機器性能も不十分であっ
た。⇐（s-10）（s-16）

（s-20）オフサイトの情報機能・対放射能機能が
不十分であった。⇐ （s-9）（s-10）

（s-21）空気弁操作のための予備の可搬コンプレ
ッサを用意していなかった。⇐（s-1）（s-7）（s-9）

（s-22）非常時における弁開閉の仕組みが適切で
なかった（全電源喪失時に自動的に閉となる）。
⇐（s-1）（s-7）（s-9）

（s-23）発電所内の通信設備や外部監視カメラの
不備。⇐（s-5）（s-7）（s-9）（s-16）

（s-24）緊急時のおける資材の輸送システムの不
備、事故時における発電所、電力会社、地方自
治体の連絡システムの不備。⇐（s-6）（s-7）
（s-9）（s-10）
　なお、上記の戦略的要因の一部は、技術的要因
とより戦略的な要因に分解し、戦略的要因の項
目数を減らすこともできる。
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C．技術的要因
（t-1）上記津波により、13mの高さの発電所敷地
と原子炉建屋、タービン建屋の1階、地下部分
が水没した。給気ルーバ、建屋出入り口、機器
ハッチより浸水。⇐（p-1）（s-5）（s-6）（s-7）
（s-8）（s-11）（s-12）
（t-2）上記地震により、原発本体の諸設備は損傷
を受けなかったとされているが、外部送電線に
つながる送電塔と変電設備が損傷・倒壊した。
⇐（p-2）（s-5）（s-7）（s-9）（s-11）

（t-3）予備ディーゼル発電機、非常用の電池、電
源盤・配電盤が水没し使用不能になり、全電源
喪失が喪失した。⇐（p-1）（t-1）

（t-4）全電源喪失のために、各種の操作機能の他
に、計器盤の表示機能喪失、圧縮空気を使用し
た操作等が一切不可能になった。⇐（t-3）

（t-5）発電所では IC（非常用復水器）に関する訓
練が定期的に行われず、ICに対する知識の不
足していた。⇐（s-5）（s-9）

（t-6）1号機では ICは当初起動したが、全電源喪
失後によって ICにつながるバルブの電磁弁が
自動的に「閉」（電源がoffになると弁は放射能
流出事故防止のために自動的に閉となる）とな
り、その冷却機能を喪失した。また発電所関係
者は ICが稼働し炉の冷却が続けられているも
のと誤解した。⇐（s-1）（s-9）

（t-7）1号機では格納容器の圧力が過剰に上昇し
水蒸気爆発などの危険な状況が予想された。ベ
ントをおこなうためにMO弁（電磁弁）とAO
弁（空気作動弁）の両方を開とする必要があっ
た。決死隊を組織しMO弁を手動で開くことに
成功した。さらに、停電のために圧縮空気もな
いので、手動操作でAO弁を開こうとしたが、
放射線量の高まりにより中止せざるを得なかっ
た。協力企業で可動式のコンプレッサを探し出
し、ベント指示から14時間後にAO弁開操作を
実施した。格納容器の圧力は減少傾向がみられ
たが、時すでに遅く建屋に漏れた水素が爆発を
起こした。ベントが実施が遅れ、かつ失敗した。
ラプチャーディスクの動作も不明であった［9］。
⇐（s-1）（s-7）（s-9）（s-13）

（t-8）2号機、3号機では、電源喪失時の冷却装置
であるRCICが比較的長く動作した（参考）。

（t-9）1号機の爆発事故のために2、3号機の注水
作業が困難になった（参考）。

（t-10）2，3号機では消防車のポンプを利用した
注水の努力が行われが、容易には十分な機能を
果たさなかった（参考）。

（t-11）2号機では、1号機爆発の影響でブローア
ウトパネルが開き建屋の水素爆発は起こらなか
ったが大量の放射性物質が放出された（参考）。

（t-12）3号機では、建屋の水素爆発が生じた。ま
た3号機ベントの際に、水素が共通排気塔の経
路から4号機建屋へ漏洩し爆発を起こした［9］

（参考）。
（t-13）構造的問題により原子炉水位計が不調に
なり、表示パネル不調も重なり、水位に関する
情報が混乱した。⇐（s-1）（s-7）

（t-14）発電所内では通信手段としてのPHSが使
用不能になり、ホットラインと固定電話だけに
なった。外部から送られたトランシーバーも通
信周波数帯が同じなので事実上使用できなかっ
た。⇐（s-5）（s-7）（s-9）（s-23）

（t-15）3号機ではRCIC（原子炉隔離時冷却系）
が起動したが自動停止、HPCI（高圧注水系）
も起動したが、運転員が不安になり停止させた。
2号機ではRCICが70時間動作したが、原因不
明の理由で自然停止した（参考）。以下省略。

以上のように、主に福島原発1号機の事故の

原因を、偶発的要因、戦略的要因、技術的要因

の順に列挙した。技術的要因を最後にしたのは

図表2に対応させるためである。つまり、事故

は偶発的要因、戦略的要因を受けて、最後には

技術的要因で展開するからである。戦略的要因

が非常に多くその間の関係が複雑である。津波

のような巨大な偶発的要因を組織の具体的な検

討事項にあげることは容易でないことが想像で

きるが、原発事故の巨大さを考えれば、福島原

発事故では事前になすべきことが十分になされ

なかったと言わざるを得ない（これは政策的判

断、社会的価値判断である）。本稿では福島原

発事故は戦略的要因の多さから戦略的失敗と位

置づけることができる。しかもシステムの陰の

機能ともいえるものが多々作用している。

福島原発については、事後的に見れば、さま
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ざまな対策があり得た。たとえば、防潮堤を

20m以上に高くする。ICに対する事前のトレ

ーイングをしておく。ICのフェイセイフ機能

を見直す、DG（ディーゼル発電機）を高いと

ころに置く、あるいは建物を水密化する。配電

盤・電源盤を水密化する。全電源喪失に対する

最後の砦である直流電源（電池）を高い位置に

十分な量配置する。十分な真水貯水池（貯水

槽）を用意する。配電設備や送電線鉄塔を地震

に耐えられるようにする。炉への非常用注水口

を用意する。バルブなどの閉開の論理を考え直

す。重要免震棟に十分な外部監視カメラを用意

する。各種関連施設の改良（放射能防御・通信

設備・電源など）も原理的には可能であった。

それらができなかったのは、単なる偶発的事象

だけでなく、組織の特性とその意思決定のあり

方が関わっている。

だが難しい面もある。すべての状態に備える

ことはできない。たとえば、すべてのバルブの

論理を変更し停電時でも手動操作可能にしてお

けば、ある一群の事故は防げるが、逆にテロや

誤動作もあり得る。100％の失敗回避はあり得

ない。

図表11に巨視的な事故要因とその因果関係

を図として示す。原発事故には、いわゆる「安

全神話」の維持も安全対策の消極的行動につな

がったという意味で、戦略的失敗の要因として

挙げられよう。

よく知られているように福島原発事故の原因

については、2011年5月頃から非常に多数の検

討事例がある。社会の事故への評価は、巨大津

波が直接的原因であるものの津波に対する想定

ミス、基本的な原発事故対策が不十分であった

という見解が多い。一部には、3.11のような巨

大津波は偶発的な自然現象であり、事業者側

（東電）・規制側（政府側の経済産業省・原子力

安全保安委院等）に大きな責任はないという見

解もあるが、それは極めて少数派である。原子

福島原発
水素爆発

低価格な石油時代
原発の競争力確保

（1960年代）

冷却設備
不備

全電源喪失
（含直流）

組織の社会的地位
巨大設備の発注者
燃料のバイヤー
電力の供給者
地域独占

システム改善
の硬直性

組織体質（電力会
社・国の組織・制度
の硬直性、意思決
定の遅さ）

巨大津波

巨大津波も長期の停
電も起こらないという
暗黙の判断

原発
容量
拡大

冷却機能
喪失

システム巨大性

放射性物質
拡散

風向・雨

5重防壁
不完全性

安全神話
確保

原発技術に
対する期待

エネルギー
政策

原発立地問題

原発安全性問題

発電コスト抑制

図表11�　福島原発事故の失敗要因
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力業界内でも多くの反省の見解が聞かれる。本

論文では、福島原発に限らず、事故を「失敗」

としての評価をすることは、技術的判断でなく、

価値判断を伴う社会的判断であると考える。つ

まり、「責任がない」という考えには「社会的

利益」がない。有効で実現可能性あるあらゆる

事故対策を検討し、改良や政策につなげていか

なければ、大きな事故を経験した意味がない。

福島事故の重要遠因の1つとして、「発電用

軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」

（1977年6月）も挙げられる。指針では、「原子

力発電所は、短時間の全動力電源喪失に対して、

原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を

確保できる設計であること、ただし、高度の信

頼度が確保できる電源設備の機能喪失を同時に

考慮する必要はない。長期間にわたる電源喪失

は、送電系統の復旧または非常用発電機の修復

が期待できるので考慮する必要はない」と述べ

られている。指針中の「長期間にわたる電源喪

失」の「長期間」とは、1977年以降、「30分以

上」と共通的に解釈する習慣がとられてきたと

のことである（淵上・笠原・畑村［9］）。これら

は事故の大きさからいえば、指針は「戦略的失

敗」ともいうべき内容である。このような背景

には、原発のコスト上昇を極力回避しようとす

る業界の強い意思とともに制度の方向転換や意

思決定を柔軟に行えない電力業界・政府の組織

体質があったと考えられる。

現時点で見れば、福島原発事故は原子力政策

上の戦略的失敗の感が極めて強い。原子力政策

や関連組織の硬直性のために、必ずしもコスト

高とはいえないいくつかの有効な津波対策さえ

も抜け落ちてしまったことによる。原発事故は

社会に強力な反原発意識を生み出した。わが国

では今後長期にわたって新規原発の建設が困難

になるであろう（理由：立地問題と安全対策費

増大によるコスト上昇および資金問題）。逆に

わが国では原子力制約が温暖化政策と相俟って、

わが国のエネルギー政策における新たな戦略的

失敗＝「国際的に高コスト電力」や「温暖化政

策という外交上の失敗」を生み出す可能性があ

る。

わが国では自然エネルギーも大きくは期待で

きない。風況が悪いわが国では風力発電は重要

なエネルギー源としての寄与が期待できない。

国際的な電力連携網を持たないわが国では、稼

働率が13％と著しく低い太陽光発電は導入に

限度がある。太陽光発電の大規模な導入によっ

て、火力などの他電源は、電源構成の中で調整

用電源となる可能性があり、電気料金を大きく

押しあげ、かつ将来の電力供給不安定の要因と

なるであろう。地熱は一定の量的可能性はある

が、環境・立地要因のためにその導入が容易で

ない。石炭火力は、新技術もあり、燃料費も安

いが、外交政策としての地球温暖化問題に制約

される（現在、多数の石炭火力が計画されてい

る）。LNG火力は、環境特性や建設期間の短さ

等の理由より有利だが、燃料が高めである。今

後、電源は、エネルギー価格の変動に大きく左

右される。高コストな電気料金がつづけば一部

の産業の競争力が低下することになる。

5.2　事例2 TMI原発事故�―

� システム管理の失敗と事故の連鎖反応拡大

スリーマイルアイランド（TMI）原発事故は、

1979年3月に米国で起こった大規模な原発事故

であり、多くの解説が知られている［18］、［19］、［20］、［41］。

TMI原発2号機は96万kWのPWR型原発（B&W

社）で3ヶ月目の運転を出力97%で続けていた。

この事故は、最初に発生した極小事故が連鎖反

応的に拡大した「システム」型の典型的事故で

ある。システムの見えなかった「陰の機能」が

事故の原因になっている。TMI事故では、イオ

ン交換樹脂が配管につまるという極小の二次冷
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却系の事故が原因で最終的に炉心メルトダウン

まで拡大した。また原発では、多重の安全装置

ついているが、時にはそれが事故を拡大する原

因にもなる。

TMI原発事故の要因とプロセスは次のようで

ある（主として［18］による）。事故の要因としては、一

部システムの不備と運転管理の失敗が挙げられ

る。それ故、TMI原発事故は戦略的失敗と位置

づけられる。

A．偶発的要因
（p-1）二次冷却系の8基中の一つの復水脱塩器の
イオン交換樹脂を再生する際に「詰まり」現象
が発生した。

B．戦略的要因
（s-1）一次系加圧器逃がし弁が開固着となる等の
慢性的システムトラブルがあった。

（s-2）TMI原発では、運転開始3か月のこの原発
では事故がしばしば起こっているにも関わらず、
運転員の問題意識が低かったといわれる。

（s-3）炉心内の冷却水の水準を示す計器がなかっ
た。各種制御盤のランプの表示装置にも問題が
あった。

C.技術的要因
（t-1）もともと、二次系の補助給水ポンプの弁の
1つに「閉」の表示があったものの、それに気
づかず運転を続けていた（人為ミス）。⇐（s-2）

（t-2）二次冷却系の復水脱塩器のイオン交換樹脂
の再生復旧作業に数時間も手間取っていた。⇐
（p-1）（s-2）
（t-3）その際に樹脂移送用の水のごく一部が空気
作動弁の計装用空気系に入り安全装置が反応し、
その結果、脱塩塔の出入口の弁が閉じ、二次系
主給水ポンプとタービンがとトリップした。⇐
（t-2）
（t-4）このような場合に作動するはずの二次系脱
塩器バイパス弁も開かなかった。運転員はその
状況を理解できなかった。⇐（t-1）（s-2）

（t-5）このトリップにより設計通りに蒸気発生器
に水を供給する補助給水ポンプが作動するも、
出口弁が「閉」状態にあり、給水系作動しなか
った。二次系では水を蒸気発生器に送ることが

できなくなり、一次系の熱を奪うことができな
くなった。⇐（t-3）（t-4）

（t-6）二次系閉鎖のために一次系冷却水が過熱・
圧力上昇。⇐（t-5）

（t-7）加圧器上部（一次系）にある圧力逃がし弁
が自動的に「開」になるものの、開固着のため
に圧力低下しても閉じない状態になった。適切
なシグナルもなく、また運転員も気づかなかっ
た。⇐（s-1）（s-2）（s-3）

（t-8）その結果、高温水が格納容器内の逃がしタ
ンクへ流れ、大量の原子炉冷却材が失われた。
⇐（t-7）

（t-9）一次系冷却水ポンプがトリップし、その8秒
後に、原子炉は自動スクラムにより自動的に制
御棒が挿入され原子炉緊急停止した。⇐（t-8）

（t-10）運転員は加圧器の水量増加のよる圧力コ
ントロール不能状態を恐れていた。冷却水過剰
と誤った判断を行い、弁を閉じなかった。炉が
露出しているという認識はなかった。⇐（s-2）
（s-3）（t-7）

（t-11）ECCSが設計通りに自動的に作動し、炉心
からの冷却水減少に反応して、高圧炉心注入ポ
ンプが自動的に作動。しかし運転員は加圧器に
おける水位上昇を恐れ、高圧炉心注入ポンプの
1つを止め、もう一つのポンプの能力も抑えた
（ECCS手動停止）。⇐（s-2）（t-9）（t-10）

（t-12）逃がし弁開のため2時間以上の間に大量の
一次系の冷却水が流出し、一次冷却水が沸騰し、
原子炉冷却水ポンプが激しく振動し始め、原子
炉冷却問題がより複雑になった。⇐（t-11）

（t-13）炉心上部2/3がむき出しになり、燃料棒破
損・炉心の45％メルトダウン。運転員は2時間
後になって漸く加圧器逃がし弁の開固着に気づ
いて弁を「閉」に戻した。⇐（s-2）（t-12）

（t-14）この間に、逃がし弁の先にあるクエンチ
タンクが満水になり、設置されていた破裂板が
破裂したために、一次冷却水と放射性希ガスが
格納容器内に放出された。さらに放射性希ガス
は補助建屋を通じて、大気に放出された。

（t-15）建屋で正常値より高い放射線レベルが観
測され、炉心溶融が認識された。サイト内緊急
事態が宣言された。ついで一般緊急事態が地域
へ宣言された。⇐（t-14）

（t-16）この時点では、炉からのシグナルは矛盾し、
発電所内外の関係者の認識は混乱していた。炉
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心は水が蒸気状態になっており、燃料は冷却さ
れない状態にあった。最初は、圧力をかけ、水
を一次系に多く送り込み、蒸気を凝縮させる努
力をしたが、失敗した。次いで減圧し大量の水
の注入を試みたが失敗した。最後に原子炉冷却
水ポンプを作動させ、給水回復措置がなされ、
蒸気発生器で冷却が可能になり、数時間の努力
でプラントは安定方向に向かった。⇐（s-2）
（s-3）（t-10）
（t-17）この間に、大量の周辺住民の避難が行われ、
混乱が起きた。⇐（t-15）

5.3　事例3 チェルノブイリ原発事故�―

� システムの不安定性と運転管理の失敗

この事故は、1986年4月に旧ソ連のウクライ

ナ地方にある黒鉛減速軽水冷却チャンネル型の

ソ連独自のチェルノブイリ原発4号機（電気出

力100万kW）で起きた最悪の原発事故である。

同炉ではそれまで行われていかった外部電源喪

失時におけるタービン惰力からの電力取得実験

を行おうとしていた。チェルノブイリ原発は低

出力時における不安定な原発である上に、運転

員の知識不足、操作ミスがあった。さらも黒鉛

減速炉であり、圧力容器・格納容器がなかった。

最終的には、原子炉が暴走し、爆発し、大量の

放射能が拡散した。事故後の発電所側やソ連上

層部の対応も最悪であった。そのためにプリピ

チャ市をはじめとする周辺地域の住民が被爆し、

ヨーロッパ各国の住民も放射能の影響を受けた。

ソ連は、ゴルバチョフの下、ペレストロイカ運

動が進められていたが、権威、管理を重んずる

共産主義体制の下、事故初期の体勢に大きな問

題があった［22］。パニックや機密漏洩、体制の

揺らぎを恐れたのであろう。当初、適切な情報

提供や避難も行われなかった。

チェルノブイリ事故の失敗要因はつぎのとお

りである［17］、［36］、［45］。各失敗要因の後にある記

号は、失敗の原因となる要因の番号である。運

転員の知識不足と操作ミスと低出力時における

炉の不安定な特性により制御に失敗して、原子

炉が暴走・爆発した。炉の構造と特性に問題が

あり、設計者に大きな責任があるといえる［17］。

A．偶発的要因
なし。

B．戦略的要因
（s-1）構造欠陥1：この炉は低出力時に不安定を
有する（出力変動に対して正のフィードバッ
ク）。理由は、圧力管内で燃料と接触した冷却
水から泡が発生し核反応が進むとさらに泡が発
生が繰り返す傾向がある（ボイド係数正）。

（s-2）構造欠陥2：制御棒には先端に核反応を促
進する黒鉛棒の減速材がつけられており、緊急
停止のために制御棒を挿入すると、中性子を吸
収する水が排除され黒鉛棒に入れ替わるので逆
に反応が高まる（ポジティブスクラム）。

（s-3）構造的欠陥3：圧力管は4mmと肉薄で、温
度・圧力が異常に上昇した場合に耐えられない。

（s-4）構造的欠陥4：炉を構成する大量の中性子
減速用黒鉛の存在。圧力管が破裂すると、冷却
水と高温の黒鉛が接触して水蒸気爆発を起こす。
高温になれば黒鉛も燃焼する。

（s-5）構造的欠陥5：格納容器も圧力容器もない
ので、炉心燃焼・爆発がそのまま外部へ拡散す
る。

（s-6）冷却は軽水、中性子減速は黒鉛による。役
割が分担されているので、軽水が減少すると核
反応が減少する軽水炉よりは不安定といわれる。

（s-7）炉の欠陥に関する知識伝達の不備。そのよ
うな運転員（含指揮者）による運転。電力電化
省すら炉の欠陥に関する知識が不足であった。
事故は単なる操作ミスではない。

（s-8）ペレストロイカが進行中とはいえ、共産主
義体制のもとでの情報公開を制限する傾向が強
く、社会への影響を恐れた政府上層部の原発関
係者は、周辺住民ばかりか政府トップにも正し
い情報をなかなか伝えなかった。退避命令発令
も非常に遅かった。

C．技術的要因
（t-1）原子炉の緊急停止時における所内電力確保
のためのタービン惰力による電力取得実験の実
施（タービンへの蒸気の遮断と発電機からの
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ECCSや主循環ポンプへの電力の供給）。
（t-2）実験の際に炉の誤動作をさけるために

ECCSを切り離した。
（t-3）実験に備えて炉の出力を落としたが、中性
子を吸収するキセノンガスの発生のために出力
が下がりすぎた。それを回避し出力を再上昇さ
せるために制御棒をほとんど引き抜いた結果、
原子炉を安定的に制御する余裕が消失した。低
出力での制御棒の操作は安全規則では禁止され
ていたとも、いなかったともいわれているが
［17］、電力取得実験を可能にするために再び制
御棒挿入を強行した。⇐（s-1）（s-2）（t-1）

（t-4）その結果、タービンの出力の低下により発
電機から取得電力が低下し、主循環ポンプの回
転数が低下し、冷却水量が低下した。その結果
として炉の反応度が増加した。⇐（s-1）（s-2）
（t-1）（t-3）
（t-5）炉の出力を押さえるために、制御棒を挿入
したが、その結果、冷却水が排除され、さらに
制御棒の特性もあり、反応度が促進され暴走が
始まった。この間、わずか40秒。⇐（s-2）（t-4）

（t-6）炉の不安定な状態は制御盤に表示されず運
転員も状況を認識していなかった⇐（s-7）

（t-7）炉の出力は定格の10倍になり、燃料は高温
になり、冷却水は沸騰し、圧力も上昇した。⇐
（s-1）（s-2）（t-5）

（t-8）水－ジルコニウム反応で水素が発生・燃焼
しその圧力と熱で圧力管が破壊し、冷却剤の水
と高温の黒鉛ブロックに接触し、水蒸気爆発と
水素爆発が起こり、炉が破壊され、黒鉛が飛び
散り、炉の内部が露出し、大量の放射性物質が
拡散した。数十名の運転員・消防士が亡くなり、
周辺の膨大な住民が放射能の強い影響を受けた。
⇐（s-3）（s-4）（s-5）（s-7）（t-5）（t-7）

3原発の事故は、TMI原発事故、福島原発事

故、チェルノブイリ事故の順番の大きな事故と

なっている。3事故を比較すると、TMI原発事

故は、「システム連鎖性」、「システム欠陥」「運

転管理失敗」が大きな失敗要因である。福島原

発事故は「巨大津波」、「災害想定失敗」、「安全

システム改善のための硬直性」が失敗原因であ

る。チェルノブイリ原発事故は、「炉の不安定

性」や「炉の構造的要因」と「電力取得実験強

行」が原因であり、広い意味で「組織体制」に

も大きな問題があった。

5.4　事例4 JCO臨界事故�―

� 基本知識欠如と経営の失敗�

1999年9月、東海村所在の（株）ジェイ・シ

ー・オー東海事業所（住友金属鉱山の子会社、

以下 JCO）の核燃料加工施設で臨界事故が発生

した。臨界事故は文字通り必死の作業で20時

間後に収束したが、2名が死亡、7名が被爆し

付近住民も緊急避難した。外国人の中には海外

へ脱出した人々もいる。核燃料サイクル開発機

構（旧動燃）より依頼を受けた高速中性子炉

「常陽」で使用する燃料の加工作業で考えられ

ないような初歩的ミスが事故の原因である。中

濃縮ウランを含む硝酸ウラニル水溶液を安全に

取り扱える限界をはるかに超える5倍以上も

「沈殿槽」に入れたために、臨界に達し、連鎖

反応が起きた。容器の周りの冷却水が反射材と

なった。強力な中性子線とガンマ線が周囲に

20時間近く放出された。沈殿槽へのホウ酸塩

溶液注入によって臨界を停止させた。

臨界に関する作業員の初歩的な知識不足や容

器の違法使用が直接的原因である。JCOは、

1972年以来、動燃の委託を受けて、新型炉常

陽等の混合酸化物燃料製造のためのウラン再転

換加工を行っていた。常陽は12－23％という

高濃縮度のウラン燃料を必要とした。原子力に

関する初歩的な知識が無視されたことに多くの

エネルギー・原子力関係者も愕然とした。その

背景には、コスト削減のための経営体制や社内

教育に問題もあったといえよう。これらの背景

には、JCOが置かれた厳しい経営状況もあった

といわれる。簡略化した失敗方程式はつぎのよ

うになろう。この事故は技術的失敗といえるよ

うなものでなく、最も初歩的な戦略的失敗であ
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る。以上、［37］-［41］を参考にした。

（JCO事故）⇐ （手抜き・非合法効率化による

効率化）

　　　　　⇐ （コスト削減）×（基本的知識不

足）×（不適切な企業文化）

5.5　事例5 原子力船むつの失敗�―

� 地域紛争と新技術開発の混乱

原子力船「むつ」開発は、今や過ぎ去った過

去の事件にすぎないが、原子力船技術の未熟さ、

地元との交渉を巡る中央側の姿勢の問題点、原

子力船に関する地域経済社会環境の変化やその

読みの失敗、コストの見通しの失敗など多数の

要因が関わる「戦略的失敗」である。ここでは

『「むつ」漂流』［42］［43］［46］などを参考に簡単に

まとめた。

わが国の原子力船の建造計画は1960年に原

子力委員会で提案され、「原子力船第1船開発

基本計画」の下、特殊法人日本原子力船開発事

業団が担当した。最初の原子力船は海洋観測船

とする予定で、指名競争入札を実施したが大手

造船7社のいずれからも応募がなかった。理由

は、原子力船製造経験の問題と入札価格の36

億円という低さであった。そのために随意契約

方式に切替えたが、見積額は当初の2倍となっ

た。そのため、設計を変更し、コストを切り詰

める方法をとった。また原子炉は三菱原子力工

業が、船体は石川島播磨重工が担当するという

分割発注方式となった。この変更が後に放射線

漏れにつながったといわれる。船の用途もウラ

ン運搬貨物船に変更した。むつは総トン数

8240トンである。

建造した船に原子炉を組み込み、その後の基

地となるのが母港であるが、事業団では最初に

横浜市を母港として選定した。一方、横浜市は

「横浜方式」で知られているように、工場など

に立地は拒まないものの、安全性で厳しい条件

をつける方式でのぞみ、結果的には母港を断っ

た。

地元期待のむつ製鉄計画が中止となっていた

むつ市が母港誘致を決定した。当初は反対運動

は低調であった。青森県も受け入れ表明した。

地元は母港受け入れと同時に大湊港周辺・青森

県の経済発展を政府に希望した。政府は明確な

返事をしなかった。しかし、1963年頃より陸

奥湾内でほたて養殖に成功し（100億円規模）、

1965年代に大きく発展した。漁民を中心に環

境問題に関心が集まりむつ反対運動が始動した。

1969年に東京でむつが完成し、原子炉も設置

された。一方、むつ市にも原子力船むつ用の岸

壁完成し、むつは1970年に大湊港へ移動した。

湾内出力試験実施などを巡り、この頃より漁民

の反対運動が高まった。母港返上運動へ転換の

動きも発生した。当時は、水俣その他で海域で

の汚染などが社会問題になっていた。むつ市の

市長選挙で反対派が勝利し、反対運動も激化し

た。地元を訪れた森山科学技術長官の発言に漁

民が猛反対したことはよく知られている。むつ

は強行出航したが、青森県尻屋岬東方800km

の試験海上で出力を1.4％に上げた段階で、遮

蔽設計の不備（ストリーミング）で放射線漏れ

事故が発生した（「放射能漏れ」と報道された）。

この事件は地元ならず社会的にも大きく報道さ

れ、むつ母港も廃止となった。

原子力船むつ問題は社会的要素が絡む技術開

発政策の戦略的失敗の典型である。なにがうま

く行かなかったのか。

1．ほたて養殖が成功し、むつは「じゃまも

の」になった。

2．横浜市へ母港打診の頃より、国の行政部

門の地元への対応が適切でなかった（情報

公開方法、交渉、責任、発言等）。多くの

計画において「中央行政機関」の交渉姿勢

は問題が多い。
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3．当初、原子力船の技術自身が未熟であっ

た。その背景には無理なコスト削減や計画

変更がある。船と原子炉の開発組織が別々

であった。

4．当時は、公害問題が最も高まった時期で

あった。公害問題に対する国や行政機関の

対応も未熟であった。

一般的にいえば、技術の開発が技術的理由だ

けによって失敗するのは比較的少ない。失敗に

は、多くの政策的要素、政治的要素、組織的要

素、経済、コスト問題、計画の進め方などが絡

む。むつはこのあと紆余曲折が続いたが、1990

年には修理を終え原子力航行を行った。1991

年2月～ 12月実験航海、82000kmを核動力で

航行した。1992年に原子炉を停止し、1993年

に原子炉が解体撤去され、1996年には海洋地

球研究船みらいとして就航した。

むつの技術は全体としては完成に近いもので

あり、最終的には、原子力船としての実験航海

が実施されたが、船としては不遇な生涯であっ

た。開発費1200億円が投入されたが、コスト

の高い規模の小さい商用原子力船の需要もなか

った。簡略化した失敗方程式的にはつぎのよう

に表現可能であろう。簡略化した失敗方程式は

つぎのようになる。

（原子力船むつの失敗）⇐

　　　　　 （遮蔽技術の未熟さ）×（地元との

交渉の失敗）×（原子力船に対する

否定的な社会環境）×（原子力船コ

ストの高さ）

5.6　事例6 さまざまな事例と戦略的失敗の可

　　　　　　能性

本研究では、エネルギー技術開発を含むいく

つかの失敗事例あるいはその可能性のあるいく

つかの事例についても検討を行ったが、ここでは

紙数の関係で簡単な要約のみを述べるに止める。

（1）太陽光発電の大規模・急速な導入拡大
太陽光発電技術は21世紀中葉以降の重要な

エネルギー源である。ドイツ、スペイン、中国、

米国その他ではすでに大規模な太陽光発電の導

入が進んでいる。ここ10年太陽光パネルのコ

ストは技術進歩・中国の参入などにより急速に

低下しており、NEDO等では将来コスト7円 /

kWhまでを視野に入れた研究開発を進めてい

る。日本の場合は雨が多く天候による変動も大

きく、太陽光発電の年平均設備利用率は13％

程度（世界平均の半分）しかない。太陽光発電

が供給可能な時間帯は昼間であり、ピーク用電

源としては向いているが、夜間の利用が容易で

ない（蓄電のためのコストが嵩む）。太陽光発

電は、小規模導入には大きな問題がないが、大

規模に導入すると代替火力を用意しなければな

らないという点で大きな問題を抱えている。電

力周波数などの技術的安定性確保も課題である。

太陽光発電が、我が国では長期的にどのような

可能性を持つかについては、まだ不明な点が多

いが、少なくとも急速な導入策は失敗をもたら

す可能性がある。FIT（Feed-in Tariffs）を利用

した大規模な太陽光発電の急速な導入拡大は、

少なくとも「一次的には」戦略的失敗の例であ

った。当初の42円 /kWhという買取価格が高す

ぎたことによる。制度としても粗雑な感をぬぐ

えない。太陽光発電導入の急速展開を図ること

を政治的に優先し、買取価格の設定を失敗し、

太陽光発電の申請量の予測を誤ったばかりか、

電力需給構造などに関する専門家の適正な基礎

知識が法制度に組み込まれたことなどが原因で

ある。FITには制度設計上のミスが含まれてお

り、政策的・法制度的な戦略的失敗である。現

在は制度の調整が行われている。

（2）燃料電池車開発の将来的可能性
トヨタが700万円（補助金200万円付）で燃

料電池車を発売し着目されている。燃料電池車
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の開発では日本は世界的に優位に立っている。

燃料電池が数十年以内の大幅に普及するという

楽観的シナリオもある。燃料電池車は、燃料電

池の耐久性、小型化、零下性能（水の凍結によ

る空気通路閉塞）、コストなどで、市場参入が

近づいたレベルに達しているといわれるが、ま

だ高価である。燃料電池車はやっと「初めての

商品」ができた段階であると言った方がよい。

火災時などにおける安全性の問題もある高圧ボ

ンベ方式は暫定的手段でしかない。水素ステー

ションなどのインフラは2015年に100カ所程作

られる予定あるが、水素ステーションの普及に

は需要と供給のバランスの問題がある。技術は

発展しつつあるが水素をいかに製造するかとい

う根本問題も残されている。コストの問題は容

易でない。この技術がある程度コスト的に成功

しても水素収集、貯蔵、配送には多大なインフ

ラとコストがかかる。燃料電池車は700kmと

通常のガソリン車以上の航続距離がある点は大

きな利点である。この点で現在の電気自動車よ

りはるかに優れている。燃料電池車は価格が大

幅に低下したとしてもまだ相当に高く電極触媒

の改良の問題も残されている。燃料電池車はい

ずれ技術開発の進歩によって成功すると考えて

も、当面は、技術開発における「死の海」を越

えた可能性はあっても「ダーウィンの海」が待

ち構えている。

（3）電気自動車開発の将来的可能性
電気自動車の歴史は内燃機関より古く，今ま

でにさまざまな努力がなされてきたが，電池の

価格・航続距離・重量・充電などに問題があり，

過去においては、電気自動車の可能性は「浮上

しては消え」を繰り返してきた。しかしここ

10年間程は電池改善や各国政府の環境政策の

支援によって，電気自動車が再び社会的着目を

浴びてきた。日本では日産（リーフ），三菱

（i-MiEV），米国ではテスラモーターズなどが

積極的に電気自動車の販売を行っている。

電気自動車は燃費がよく、1 km当たり約1円

で走行可能であり石油系燃料による走行の

10-15％の費用で済むという利点があり、自動

車自体は廃棄物を出さないが、走行可能距離が

小さいという欠点を持つ。電気自動車におけ

る電池のコストは非常に高い。技術開発にお

ける電気自動車の位置づけは、燃料電池車と似

ている。やはり、技術開発では「ダーウィンの

海」が待っていると思われる。電気自動車を開

発すること自体は必要であり現時点では戦略的

失敗とはいえないが、真の実用時期はまだ見え

ない。

（4）過大な道路網の展開
首都県に限らず膨大な費用を投入して高速道

路網が整備されつつある。日本はドイツなどと

比べるとかつて道路網が貧弱であったこともあ

り、高度な道路網の整備は一種の夢の実現でも

ある。しかし、瀬戸内海横断道路、東京湾海底

道路などは戦略的失敗の評価対象になってよい

であろう。これらの豪華な道路はとも費用対効

果に問題があることは明白である。両者とも膨

大な費用が投入され、経済的には運営が困難に

なっている。一言で言えば、前者は3本もの橋

は必要でなかったし、後者も技術的には挑戦価

値はあるが必要性には疑問が多い。このような

判断は専門的判断を必要としないほどである。

高度成長の名残がある中で、費用対効果を無視

した政治的判断が行われた結果の戦略的失敗の

典型といえよう。

（5）環境事故・開発における戦略的失敗の可能
　性
水俣病、四日市の大気汚染、サリドマイド事

件、ダイオキシン問題、インドボパールの化学

事故、アスベスト問題などの環境事故の他に、

八ッ場ダム開発、苫小牧東部大規模開発、むつ

小川原開発、核燃料サイクル開発・高速増殖炉
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開発にも戦略的失敗の構造が含まれている。そ

のほかに今後の問題としてリニア中央新幹線も

戦略的失敗の可能性がある［3］。わが国に限ら

れる訳でないが、さまざまな政策が戦略的失敗

を重ねてきた。環境問題に対する意識が低い時

代に発生した水俣病も知識不足や不注意だけで

発生した訳でないし、それを阻止する制度的手

段もあり得た。このような戦略的失敗には、大

規模な組織（国家組織、企業組織、法制度等）

の意思決定の硬直性が深く絡んでいる。大規模

な組織は、権威・権力・利害関係を持つ故にさ

まざま失敗を生み出すという素朴な視点だけで

なく、大規模な組織の持つ特性が戦略的失敗を

引き起こす可能性も持っていると見ることも必

要である。大規模である故に利害調整や情報交

換の難しさが意思決定の遅さ・硬直性を引き起

こし、それが戦略的失敗につながっている可能

性がある。

６．結論に代えて

本稿の目的は、従来、曖昧であった失敗の概

念をシステムの視点から整理し、その中で戦略

的失敗の位置づけを明確にすることであった。

それゆえ、いかに失敗を回避するかという問題

は本稿のテーマから外れる。それについては、

上記でごく簡単な説明しかしなかったが、次の

機会［44］に論じたい。

戦略的失敗の回避について一言だけ触れてお

くと、戦略的失敗は図表4のような多様な要因

によって生ずるものとすれば、それを回避する

ことは容易でない。一言でいえば、失敗の原因

は、事業や計画の組織・計画関連要因、経済・

コスト要因、システム・技術要因、制度・行政

要因、政策・政治要因、環境・地理要因、社会

文化要因のすべてにあり、かつそれが相互に複

雑に関係している可能性が高い。また失敗をも

たらす要因は最初から見えるわけでない。過剰

な対策をとれば、それが別の失敗につながるこ

ともある。成功のチャンスを逃しコストを高め

ることもある。組織作りや計画の策定あるいは

システム構築作業の実施とともに、過去の経験

を踏まえながら、一つ一つ対応していくことが

妥当であろう。戦略的失敗の可能性を下げるに

は、まず事業を適切に実施できる組織の仕組み

や制度の評価、責任ある体制の確立、見通しの

適切さが必要であろう。それでも個別の事業や

計画で戦略的失敗を防ぐのは容易でない。戦略

的失敗については、情報公開、環境アセスメン

トのような社会的仕組みを強化することや低成

長下での慎重な計画の展開なども重要であると

思われる。現在の日本は、経済、技術、文化面

で見てもすでに成熟し、非成長時代に入ったよ

うに見える。人口も減少する時代に入っている

可能性が高い。発展期を過ぎた社会には、巨大

事業の戦略的失敗は経済・社会の大きなボデー

ブローになる可能性がある。
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１．はじめに

カナダには証券規制に関する連邦法が存在し

ない。証券規制法の制定は各州にゆだねられて

おり、それぞれの州が証券規制の独自の仕組み

を有している。したがって、カナダ国内で証券

規制は統一的に扱われず、10の州と3つの準州

で計13の証券立法が存在する。かつてからカ

ナダでは、研究者や実務家、政府関係者によっ

て連邦による立法を通じて単一の証券規制枠組

みの構築が何度も主張されてきたが、いまもっ

てなお連邦の規制当局は存在しない。2007年

の金融危機以降、各国が金融危機に対処するた

めに証券市場規制を強化する動向を示し、カナ

ダにおいてもその必要性が訴えられてきた。各

国政府が金融・財政上の諸政策を講じようとし

たのに対してカナダに特徴的なのは、こうした

諸措置の一つに、あるいは最も重要なものとし

連邦証券法と連邦制 
― カナダにおける連邦と州の権限配分に関する司法判断 ―

高木　康一

て求められたのが、連邦法律を制定することで

包括的な証券規制を行うことであった。

2009年にカナダ連邦政府は、連邦の証券法

案を提示し、連邦政府自身によってこの法案の

合憲性がカナダ連邦最高裁の照会（Reference）

に付された1）。2011年に連邦最高裁は、Reference 

Re Securities Act, 2011 SCC 66. において、当該

法案を違憲と判断した。本件で争点となったの

は、連邦制をとるカナダにおける連邦と州の権

限配分問題であった。連邦最高裁の違憲判断は、

多くの法律家たちには驚きをもって受け止めら

れ、憲法学者が証券規制に関する政策的観点か

らの論議を展開し、そして私法学者が憲法上の

権限分配規定の判例分析を行うなど、分野を横

断したカナダにおける法律学界での論争を呼ん

だ。

連邦制に関する諸問題を憲法に関する争点と

し、裁判所を介して裁定することに、カナダの

政治学者たちは消極的である［高木 2013］。そ

れでもなお、カナダの裁判所が憲法上の争点と

して権限配分問題を取り扱うことは当然ありう

るが、裁判所による判断は性質上、ゼロ・サム

ゲームとなる。このことを嫌ってカナダにおけ

る政治部門は連邦と州の権限紛争を、司法によ

る裁定にゆだねることを望まず、政府間交渉

（Intergovernmental Relations）と呼ばれる政治的

決着を求めることが多い。本稿では、連邦最高

裁の一つの判断を題材に、連邦と州の立法権限

をめぐる争いを司法が裁定する際に見えてくる
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諸問題を検討する。

２．連邦証券法案の背景

1867年に制定されたカナダ憲法2）では、連

邦と州の権限配分のカタログを設けるが、この

時点で証券規制立法をなす権限は、連邦議会と

州議会のどちらの政府にも配分されていなかっ

た。州には1867年憲法92条13で「財産及び民

事的権利」（property and civil rights）に関する

権限が割り振られており、これは民事法や経

済活動規制を包含するものと解釈されている。

これに対し、連邦政府は証券規制立法は91条

2による「取引及び通商の規制」（the regulation 

of trade and commerce）に関する権限に含まれ

ると主張してきた。しかしながら諸裁判所は、

これまで、この連邦権限の範囲を限定的にとら

える解釈をしてきた。これを幅広く解すること

は、保険、消費者保護、専門職業規制、そして

ケベック民事法典全体にわたるような「財産及

び民事的権利」に関する州の立法権限に含まれ

るものについて連邦議会が立法権を有すること

になってしまうからである。連邦最高裁は「取

引及び通商の規制」に該当するかどうかの判断

の際は、常に連邦議会に対して、州が特定の

活動をなすことができないゆえに、連邦議会

の立法が必要であることの証明を求めてきた

［Grammond 2011］。

カナダの証券立法は20世紀初頭から州によ

ってなされてきた。カナダにおける金融の四本

柱とされる、証券、保険、信託、銀行のうち、

最初の3つは歴史的に、州の「財産及び民事的

権利」に含まれるとされ、最後に挙げた銀行に

関しては1867年憲法91条15が明示的に連邦の

権限としている［Yahya 2013, 79］。1929年の世

界恐慌を契機に、連邦政府は連邦の証券立法を

制定することを望んではいたが、当時のカナダ

の最終審である、イギリスにおかれた枢密院司

法委員会の存在がそれをちゅうちょさせた。枢

密院司法委員会は、連邦議会の立法権限の拡大

には抑制的であり、連邦政府は連邦証券法を制

定してもそれが覆されることを懸念したのであ

る［Anisman 1981, 330-331］。そして、1932年

に枢密院司法員会は、州内部で行われる取引を

対象とした証券規制権限が州の「財産及び民事

的権利」規制権限に含まれることを確認してい

る3）。

連邦議会による証券立法をもって全国的規制

を行うことに関しては1930年代から議論が行

われているが、当時の議論は憲法修正を求める

ものであった点で近年の動向とは異なる。1867

年憲法の枠内で連邦の証券立法を行うことがで

きるとの主張がなされたのは、もっぱら1960

年代以降になってからである。1979年には、

連邦の証券法が提案4）されることとなる5）。21

世紀に入っては、2003年に連邦財務大臣が設

けたWise Person＇s Committeeと名付られた委員

会が包括的な証券法の制定と連邦の規制当局の

設立を求めたのに続き、2006年にはオンタリ

オ州大臣が設立したCrawford委員会が、2009

年に連邦財務省の設立したHockin委員会が同

様の見解を示してきた。そして、Hockin委員

会の提出したレポートに基づき連邦の証券法案

が起草された6）。

2006年に続き2008年の連邦選挙で保守党が

政権を再度獲得したの続き、2009年6月に財務

大臣 Jim Flahertyは『カナダ証券規制移行室』

（the Canadian Securities Regulation Transition 

Office）を設置し、同年10月には法務大臣Rob 

Nicholsonが、連邦の証券法案の合憲性を連邦

最高裁に問うと発表した。このとき法務大臣は、

法案の合憲性が大部分の憲法学者によって支持

されていると話したことが伝えられている

［Schneiderman 2012, 91］。
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３．連邦の「取引及び通商の規制」権限

（1）2つの区分

連邦政府が証券規制を行う根拠を憲法上求め

る場合、いくつかの選択肢が考えられるが7）、

連邦政府が主張した拠り所は、1867年憲法91

条2に規定される連邦の「取引及び通商の規制」

権限である。連邦議会が経済的規制を行う権限

として憲法上列挙された権限のうち、もっとも

包括的なのがこの条項である［Leclair 2010, 

568］。この権限は、判例上、2つに区分されて

いる。第一区分は、州と州の通商と、国際的通

商に関するものであり（州間／国際取引・通

商）、第二区分は全国的な影響をもたらす通商

を一般的に規制するものである（全国取引・通

商一般規制）8）。連邦議会がこれらに基づき法

律を制定し、証券規制を行うことは憲法上問題

ないはずだと研究者の間では考えられてきた9）。

ある州の内部で行われる特定の取引や通商に関

する契約は、これらの二区分にいずれにも含ま

れず、州の規制権限となる［Monahan and Shaw 

2013, 286］。財、人、資本、サービスなどのや

り取りが州の境界やカナダ国境を越えてなされ

る場合は、連邦議会の規制権限に含まれる。も

っとも、1867年憲法92条13で明示的に州の権

限とされている「財産及び民事的権利」に関す

る場合は、州の権限に属する。連邦議会が当該

規制を行う目的として認められるものは、経済

的なものに限られず、環境政策、安全確保など

も含まれる。

（2）第一区分�―�州間／国際間取引・通商

第一区分である州間／国際取引・通商に証券

規制が該当するかどうかに関しては、すでに連

邦最高裁が言及をしたことがある。証券規制に

関する州法の
4 4 4

合憲性が問題となった事件ではあ

るが、Iacobucci判事は、証券市場がかつてから

すでに国際的なものとなっていたことに加え、

インターネットの発展により電子取引が可能に

なり、証券取引が容易に国境を超えている事実

を指摘する10）。しかしながら、本件で連邦政

府は、州間／国際取引・通商の規制を狙いと

しているとの主張を行わなかった［para  47］11）。

その理由は明らかではないが、判例上、第一区

分に該当すると言えるためには、連邦法は州間

／国際取引・通商に関する事項にのみ規制を行

うことが許されるのであり、これらの規制が州内

通商に及ぶことは認められない点にあると思われ

る。たとえば、R. v. Dominion Stores12）では、カナ

ダの連邦農産物基準法の規定が争われた。この

法律は、農産物の品等とそれに該当する基準を

定めており、規定された品等を用いるには、そ

れに対応する基準に従った農産物でなければな

らないとされていた。そして、州内の農産物を

州外に輸出・移出する場合には、連邦法に定め

られた品等を掲示しなければならないことにな

っていた。連邦最高裁は本件で、連邦法の規制

が州間／国際取引・通商に及ぶ限りは認められ

るが、それが州内取引・通商に至ることは憲法

上許されないとした。この判決に従い、連邦が

証券規制を行う際に、当該規制対象を州間／国

際間だけに限定し、州内取引を除外することは、

現実的に不可能だと考えられる。

（3）第二区分�―�全国取引・通商一般規制

第二区分として挙げられる全国取引・通商一

般規制と言えるかどうかは、General Motors of 

Canada Ltd. v. City National Leasing Ltd.13）で示さ

れた次の5つの基準によって規定される14）。

①　問題とされる法律は、一般的規制枠組み

を構成するものであること。

②　当該枠組みは規制当局による継続的監視

に服するものであること。

③　当該法律はある特定の産業ではなく、通
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商全体にかかわるものであること。

④　当該法律は州が合同して、あるいはそれ

ぞれで立法することを憲法上認められてい

ないような性質を備えたものであること。

⑤　立法枠組みに一つないしは複数の州や自

治体を含めなかった場合、国内の別の場所

でこの枠組みの遂行ができなくなること。

ここでの特徴は、従来は州間／国際間取引・

通商に関する連邦の権限が論じられていたが、

この判例では、それにとどまらず、ある州の内

部で行われる取引であっても、1867年憲法91

条2の規定する連邦の「取引及び通商の規制」

権限に含まれる可能性があることを示した点で

ある［Lee 2012, 61］。5つの基準はすべて満た

される必要はなく15）、連邦の法律が「取引及び

通商の規制」権限に含まれるかどうかの「予備

的チェックリスト」だとされる。これらを用い

て検討されるのは、連邦法律が真に全国的な経

済事項を対象としており、単なる地域的事項を

寄せ集めたものではないかということである16）。

連邦法律の合憲性の判断にとって重要なのは後

半の3つである。というのも、最初の2つの基

準は、経済性や全国性と関連を有するものでは

なく、むしろ、立法の形式を問題にしているか

らである17）［Monahan and Shaw 2013, 301］。本

件で連邦最高裁は5つの基準のうち、最初の2

つの該当性については問題なく認める［para 

110］。

第3番目の基準に従えば、法案が特定の産業

ではなく、通商全体を規制するものかどうかの

検討が行われる。法案自体は、「証券」産業を

規制するものであるから、通商一般ではなく、

特定産業規制だと言えそうである。法案には証

券取扱者や投資アドバイザーの政府への登録、

通常業務に関する規定があり、「明らかに通商

全体と関連性を有するものではない」［para 

112］。これに対し別の見方をすれば、法案が狙

いとするのは、規定された個々の事項に関する

ものにとどまるのではなく、資本市場の公正さ

や効率性を確保し、もってカナダの金融制度の

安定化を図ろうとするものである。証券市場は、

カナダ経済全体に大きな影響を及ぼす。そうす

ると、カナダの経済を活性化させ、金融の安定

化をもたらすことは、特定産業に関するもので

はなく、通商全体に及ぶ事項だと言える。

連邦最高裁はしかしながら、法案の性格は、

そうした大きな視点でとらえた経済的観点では

なく、証券取引におけるあらゆる側面を詳細に

規制しようとするものだと見る。そしてこれは、

長期にわたって州の規制事項とされてきたもの

である。確かにカナダの資本市場は州間／国際

間に及んでいるが、それでもなお州の領域内で

なされるローカル・ビジネスや投資も存在する。

証券市場がたとえ現代の経済活動において重要

な要素を占めるとしても、長年にわたって州が

この領域を規制してきたことは無視しえない。

このように述べながら連邦最高裁は、証券取引

の全領域を規制することがもはや特定産業事項

ではなく、通商全体にかかわることになったと

言えるほどの憲法上の重要な転換があったとす

る連邦政府に対して、「現実的基盤（factual 

matrix）」を提出せよと求める［para 115］。必

要なのは変容があったとする「推論ではなく、

証拠に基づく裏付け」なのである［para 116］。

連邦の証券法案は、実は、既存の諸州の証券

規制法とさほど違いのないものであった。この

ことが、連邦政府にとってマイナスに働くこと

になる。もし当該産業が変容しているから連邦

法による規制が必要と言うのならば、連邦政府

の法案が既存の州法律とさほど変わらないこと

の説明がつかないからである。この点に着目し

た連邦最高裁は、州の内部での日常の証券規制

は、本質的には州の「財産及び民事的権利」規

制権限に該当する事項であることに変わりはな
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く、したがって州の権限に属すると結論付けた

［para 116］。他方で、システミック・リスク18）

に備えたり、全国的なデータ収集を行うことは、

全国レベルで扱われるべき事項であることを連

邦最高裁は認める。しかしこのことは、連邦が

州の権限に完全に取って代わる理由とはならな

いとされた［para 117］。

第4の基準については、州が共同で同様の枠

組みを作るため立法を行うことが憲法上可能か

どうかについて検討された。ここでとりわけ取

り扱われたのは、システミック・リスクへの対

応である。問題は、州にシステミック・リスク

に対応するべく立法をなす遂行能力があるかど

うかではない。現に、いくつかの州ではすでに、

連邦法案と同様の規定を設けてシステミック・

リスクに対処しようとしている。さらに、連邦

ではなく、いくつかの州が共同で共通の規制当

局を設置し、システミック・リスクに備えるこ

とも可能である。ただし、そこから撤退するの

は州の自由である。連邦であれ州であれ、将来

の立法の可能性を通常の法律で拘束することは

できないからである。したがって、「ここでの

問題は、州は容易に〔規制を行うために設置し

た〕州間枠組みから撤退することができるゆえ

に、全国レベルでのシステミック・リスク…に

実効的に対処しうる確信がないことである」。

州が共同で行動しても、システミック・リスク

に備えたり、データを収集するような全国レベ

ルでの目的を達成するために、連邦レベルで統

一的に設置される枠組みに匹敵するものを州自

身の手によって設けることは、憲法上不可能で

ある［para 119-121］。

しかしながら、法案には、こうした真に全国

レベルで達成されるべき事項以外も有していた。

法案は、州の内部で行われる証券契約の全側面

を規制するものであり、そこには州内での取引

参加者の保護、専門性確保のための諸規制も含

まれていた。そうするとこれは、州の「財産及

び民事的権利」規制権限に該当する事項を連邦

法で規制しようとするものであり、連邦が州の

権限に踏み込むことになる［para 122; Yahya 

2013, 83］

最後の第5基準においては、全国レベルで規

制枠組みを構築した際に、ある州が当該枠組み

に加わらないことで、この枠組みが狙いとする

実効的な遂行を妨げることになるかどうかの検

討が行われた。公正・効率的・競争のある市場

を確保するという真に全国的目的とカナダの金

融市場の統合と安定は、全国的データ収集とシ

ステミック・リスクの予防と対応を含むもので

ある。そしてこの点に関しては、第5基準の要

件は満たされている。これらの事項を達成する

ために連邦政府が行動することは、州間で自主

的になされる枠組みとは性質を異にする［para 

123］。

ところで本法案には、選択的採択（opt-in）

条項が設けられており、連邦法が制定された際

に、これに同意する州のみが自らの証券規制権

限を手放し、当該連邦法が適用されることにな

っていた。これまで証券規制権限を有してきた

州に連邦法による証券規制を認めさせるための、

ある種の懐柔策として従前から提案されていた

ものであり、法案に盛り込まれることになった

［Yahya 2013, 79］。これにより州は、連邦法で

当該枠組みに一方的に組み込まれるのではなく、

自らの判断で参画することができる。ところが、

州の合意を引き出すために選択的採択条項を入

れたことが、連邦政府にとって裏目に出ること

になる。

法案が選択的採択条項を有するということは、

すべての州が当該枠組みに参加するわけではな

い可能性があることを意味する。これに対して、

カナダ政府の提示した法案の必要性は、全州を

包括する連邦による規制が必要とされるという
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もの、つまり全州が当該枠組みに参加すること

が求められるというところにあった。そうであ

れば、たとえ一つの州だけが連邦法による規制

枠組みに加わらなかったとしても、全国的デー

タ収集やシステミック・リスクへの対応が困難

になり、法案の目的を達成することができなく

なるはずである［para 123; Yahya 2013, 83］。こ

のように考えると、法案は本当に全国的重要性

をもった事項に対応しようとしているのか、そ

して州の行う諸規制と異なった視点をもって通

商を全体として規制するものであるのかという

疑問を呈されることになる［para 124］。

5つの基準それぞれに関して連邦最高裁は上

述のように判断した。連邦最高裁は、「証券市

場が経済的重要性を有しかつ、拡大している特

徴をもつことからすれば、州がなしうることと

は性質上異なる連邦の介入を、原理的には、支

持する」。しかしながら、資本市場の保持とカ

ナダの金融の安定性が重要であっても、証券法

案が企図したような証券産業規制を連邦政府が

完全に手中に収めることを正当化するものでは

ない。システミック・リスクに備える必要性は

連邦政府の立法を裏付けることにはなるが、そ

れによって証券規制の性格がいまだ、投資家の

保護や規制を通じて市場の公正さを確保すると

いう点にあること、したがってまた州の権限に

属するものであることを変えてしまうことには

ならない［para 128］。

４．連邦政府の誤算

結果として、違憲と判断された連邦の証券法

にはいくつかの脆弱性があったとLee教授は指

摘する［Lee 2012, 61-66］。

第一は、法案の「核心と本質」（the pith and 

substance）である。カナダ憲法上の分析におい

て、ある法律が連邦の権限に属するか、州の権

限に属するかを決定する際の第一段階として挙

げられるのが、当該法律が何を特徴とし、その

目的は何か、つまり「核心と本質」を把握する

ことである。第二段階に行われるのが、連邦議

会や州議会に与えられた何らかの権限がそうし

た「核心と本質」を有する法律を制定する権限

を包含するかどうかの判断である。

連邦政府の主張の根幹は、法案の「核心と本

質」は「包括的全国的証券規制」であることに

置かれていた［para 30］。第二段階の政府の主

張は、州は包括的証券規制を構築するための法

律を制定できないというものだった［Lee 2012, 

62-63］。州の遂行不能性（incapacity）が主張

されたのは、当該立法が地域的経済事項ではな

く全国レベルで扱われる事項に関するものだっ

たからである。そしてその制定は、連邦の「取

引及び通商の規制」権限に収まるというもので

あった。

しかし連邦政府の誤算は、「包括的」な規制

を行うとの主張を、「排他的」に規制を行うと

連邦最高裁に読み替えられたことだった。排他

的に連邦政府が証券規制を行うということは、

州の当該権限を一掃し、連邦政府が一元的に有

することを意味する。連邦政府の側は、当該立

法は州の選択的参加機能を備えていることを根

拠に、つまり法案の規定は、州の同意がない限

り効力をもたないため、この法案に排他性がな

いことを前提としていた。そもそも連邦政府は、

州が証券取引を規制する立法権限を有しないと

いう解釈をとっていない。しかしながら、現行

存在する10の州と3つの準州のそれぞれが13

の規制当局を有するが、連邦政府自身によって

示されるところによれば、立法目的は14番目

の規制当局を設立するのではなく、単一の規制

当局を設立するところにあるというままであっ

た［Lee 2012, 63］。連邦最高裁は、当該法案の

肝要部分つまり、「核心と本質」は、排他的基
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盤の上に、カナダにおける証券取引を全面的に

規律することだとした［para 106］。連邦最高

裁は、法案がシステミック・リスクに対処し、

全国的データ収集を行うことを狙いとしている

こと自体は受け入れながらも、連邦議会が「州

による規制を完全に凌駕すること」は認めなか

った［para 117］。

証券法案が直面した2つ目の困難は、立法目

的に対する連邦最高裁の理解だと指摘される

［Lee 2012, 64-65］。当該法案は立法目的として、

①不公正、不適切あるいは不正な行為からの投

資家の保護、②公正・効率的・競争のある資本

市場の促進、③金融制度の統一性と安定性の確

保の3つをあげる。連邦最高裁によれば最初の

2つは、「財産及び民事的権利」に含まれており、

これまでずっと州の権限に属すると考えられて

きているものである。そして連邦最高裁はこれ

ら2つに関して、州から連邦へ権限を移管する

ことが必要になるような状況の変遷は見られな

いとした［para 6］。連邦最高裁は、最初の2つ

と違って、最後の金融制度の統一性と安定性の

確保は性格が異なり、全国レベルで対処すべき

ことだとみなす［para 114］。ここにシステミ

ック・リスクへの対処や予防、そして全国的デ

ータ収集が含まれると解される。しかしながら

連邦最高裁は、法案がこうした側面にとどまら

ず、証券取引の全側面を対象とし、詳細にわた

る規制を設けていることを問題視する

［para 114］。連邦最高裁によってかつて合憲と

された競争法は19）、非競争的契約や行為のみを

対象としており、経済活動の、ある特定の側面

を規律するもので、連邦の権限である「取引及

び通商の規制」に含まれていた。これに対して

証券法案は、州内における証券契約の全側面を

規制することから、州の権限事項も含まれてお

り、いわば、過剰包摂とみなされた［para 122］。

この点をとらえてLee教授は、金融制度の統一

性と安定性をはかろうとする法の目的の3番目

は、当該法案にとって主目的ではなかったとみ

なされたことが連邦最高裁の判断を左右したと

する［Lee 2012, 65］。

５．�フェデラリズム（連邦主義）と連
　邦最高裁

（1）連邦と州のバランス

本事件での連邦最高裁の判断から、連邦最高

裁がもつフェデラリズム観を読み解こうとする

のがDiGiacomo教授である。ここで用いられる

「フェデラリズム」とは、一定の規範的意味を

込めた「連邦主義」を差す。本件で連邦最高裁

は何箇所かでフェデラリズムに言及している。

その一つが次のような言説である。「連邦権限

と州権限の双方が尊重されなければならないと

いうのがフェデラリズムの根本的原理であり、

したがって、一方の権限が他方の権限を実質的

に骨抜きにするような仕方で用いられることは

できない。そうではなく、フェデラリズムはバ

ランスをとることを求める。ここで言うバラン

スとは、連邦議会と州立法府の双方がそれぞれ

の領域で実効的に活動できるようにすることで

ある。『取引及び通商の規制』権限に関する連

邦政府の解釈を受け入れることで、バランスを

保つのではなく崩壊させることになりかねない。

証券制度のいくつかの側面が全国的な次元を有

するという理由で、連邦議会が証券制度全般を

規制することはできない」［para 7］。

連邦最高裁は「バランス」というコンセプト

に触れたが、連邦制をとることでこうしたバラ

ンスが必要となること自体にDiGiacomo教授は

異議を唱えているわけではない。彼が問題とす

るのは、連邦最高裁が個々の事件において、連

邦と州間のバランスの内実を確定し、定義する

ことである。裁判官たちが、国家の憲法解釈者
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として、フェデラリズムに関する事件をバラン

スのレンズを介して審査すべきかどうかを、あ

るいはそれぞれの事件を判断する際に、まずは、

裁判官たちのもつバランス観を確定してから決定

に至るアプローチをとることに批判的なのであ

る［DiGiacomo 2012, 3-4］。

連邦最高裁の行う司法審査に関しては、カナ

ダでは政治学者から強い批判が向けられるが、

その主要な根拠は、非民主的機関である裁判所

が民主的機関である議会の制定した法律を違憲

とすることの正統性を問うものである。これに

対してDiGiacomo教授の立論は民主性に依拠す

るものではなく、バランスというコンセプトの

あいまいさに向けられている。そもそも、バラ

ンスのコンセプトに確定した意味はなく、主観

的なものである。ある者にとってバランスのと

れた状態は、別の者にとってそうではないこと

もありうる。裁判官たちが判断形成をなす際に

バランスという用語を用いて指針とすることは、

この点で問題とされる。バランスという語を用

いることは、レソリック的方策であり、自身と

異なる見解を貶めるために使うことになりうる。

ある論拠をバランスが取れていないと述べるこ

とは、それが信用ならないと述べるに匹敵する。

反対に、ある論拠がバランスにかなっていると

述べることは、当該議論に信頼が置けるという

ことになる ［DiGiacomo 2012, 4］。

ここでの彼の議論は、連邦と州の間のバラン

スを図る役割を連邦最高裁に与えることが、結

果として権限配分に関わる統治構造のあり方に

ついて、裁判所に決定権を与えることになる点

を問題視するのである。裁判所の役割は、憲法

に規定された権限配分規定を解釈することであ

り、統治のあり方を視野に入れるべきではない

ということが、そこには前提とされていると思

われる。

（2）協同的連邦制と古典的連邦制

連邦最高裁はさらに、協同的連邦制（cooper-

ative federalism）という一つの連邦観に言及す

る。「カナダ連邦最高裁は、1949年以来、憲法

問題に関する最終的裁定者として、〔連邦と州

の間の〕重畳する権限を調整し、〔連邦と州の〕

政府間協同（cooperation）を促進する比較的柔

軟な連邦制観に接近した ― これは現代連邦制

の『主要な潮流』と呼びうるアプローチであ

る」［para 57］と本件で述べられた。

協同的連邦制は、カナダにおいては、古典的

連邦制（classical federalism）または完全分離型

連邦制（watertight compartment federalism）と

呼ばれるモデルと相対するものである。後者は、

連邦と州の関係が憲法典の諸規定に厳格に従う

ことで導かれると考えるものである20）。1867 

年憲法がモデルとする連邦国家のあり方は、連

邦と州にそれぞれ権限を配分することによって、

連邦政府と州政府を個別に独立した主体とみな

す。そのため、両政府は互いに不可侵でなけれ

ばならない。連邦政府と州政府はそれぞれ憲法

上配分された権限を排他的に有し、独立してそ

れを行使する。憲法典に依拠した厳格な権限分

離をとる連邦制モデルに基づくこうした古典的

モデルは、20世紀に入り、政府の役割が拡大

してくるにつれ、維持できなくなる。連邦議会

と州議会の権限を相互に排他的なものとみなし、

それぞれが行う立法に重なり合うところがある

ことを認めず、厳格な境界を設けることで、複

雑な争点に関して効果的に対処しうる法律の制

定を妨げることになるからである［Cyr 2014, 

22］。そこで登場したのが、協同的連邦制モデ

ルである。

協同的連邦制に厳格な定義が存在するわけで

はないが、憲法上の規定に従った厳格な権限配

分にとらわれず、連邦と州は相互に受容できる

政策や課題を展開させて、今度はそれを、それ
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ぞれの政府が自らの管轄権に基づき施行しよう

とするものである［高木 2013, 89］。連邦最高

裁は、厳格な権限配分に基礎を置く古典的連邦

制に対する意味で、「柔軟な連邦制」（flexible 

federalism）という表現とともに協同的連邦制

の必要性を指摘しながらも、こうした連邦制観

が、権限配分を踏みにじったり、根本的に変更

することはできないと明言する［para 61］。連

邦最高裁は自身が協同的連邦制観に立った判断

を行ってきたとしながらも［para 58］、「権限

配分の基礎となる憲法上の境界は尊重されなけ

ればならない。柔軟な連邦制という『主要な潮

流』は、その引き付ける力は強いのであろうが、

配分された権限を海の向こうへ流してしまうこ

とはできないし、カナダ連邦国家に固有の憲法

上のバランスを損なわせることもできない」と

した［para 62］。ここでは、柔軟な連邦制、し

たがってまた協同的連邦制を否定しているわけ

ではないが、それが認められるのは、あくまで

憲法上の権限配分規定に則する限りで、つまり

古典的・完全分離型連邦制を前提としてである

との見解が読み取れそうである。

結局のところ、カナダ連邦最高裁は、古典的

連邦制に回帰したのであろうか。2006 年に政

権を獲得した保守党のハーパー首相は持論であ

る小さな政府を実現する手段として、古典的・

完全分離型連邦制を掲げた。連邦は憲法で定め

られた州の管轄権に介入することだけではなく、

その他においても干渉したり関与すること自体

を避け、かつ、州はその管轄権において、それ

ぞれ異なった手法と異なった成果をもって政策

を実現することで効率性を確保しながら無用な

連邦と州の対立を回避することができる。連邦

と州の権限領域を明瞭にすることによって、連

邦政府に排他的に委ねられていない領域から手

を引き、本来的な役割として憲法上与えられて

いる立法権限、外交政策、治安、防衛、そして、

経済問題への対処に専念することができる。連

邦政府の役割を州の管轄とされる領域から撤退

させ、文化や通商、環境など、連邦の権限行使

が州の管轄にかかわる場合には、州がそこに関

与するようにすることによって、双方の政府が

憲法上の権限配分に規定されたように活動する

ことを主張した［高木 2013, 95-96］。

６．連邦最高裁と政策的判断

連邦最高裁が古典的連邦制に回帰したかどう

かに関して一つの手掛かりとなるのは、州によ

る証券規制が導入している「パスポート・シス

テム」の検討である。証券の発行者と仲介業者

は、いずれかの州の当局のうち一つの主要な規

制当局に服するとしながらも、州と準州それぞ

れの複合的な管轄が重なり合っている証券市場

において業務を行うことができるよう、州と準

州は互いに調和のとれた証券規制制度を自主的

に構築してきた。2008年以来、オンタリオ州

を除く州と準州の全ては21）、このパスポート・

システムを維持してきた［para 42］。証券業務

者たちは、いったん自己の州から証券取扱いが

認められると、パスポート・システムに加わっ

ている他州においても、自動的に証券業務が認

められるのである［Cooper 2012, 10］

国家目的の達成が、連邦政府の単独での行動、

ないしは連邦政府による自らの支出権限を行使

することで、州の行動を決定づけることによっ

てなされるのではなく、連邦・州政府のいくつ

か、あるいはすべてと準州が共同で行動するこ

とによってなされるプロセスを協調的連邦制

（collaborative federalism）という。1990 年代の

中頃から終わりにかけてこのモデルが見られた。

従来のような州と州、州と連邦間の境界線は、

経済のグローバル化の流れが国家間の境界線の

柔軟性をもたらしたことによって、ゆるめられ
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るようになる。そうすると、必然的に、カナダ

国内においては、連邦と州の協働あるいは州と

州、そして準州間の協働がないと、おしよせる

経済のグローバル化に対処できない。逆説的で

はあるが、全国レベルでの社会・経済政策にか

かわる一定の基準の不在が、州の多様性に委ね

られていると理解し、それぞれの州で対応する

のではなくむしろ、共通の枠組みの構築が求め

られるようになるのである。この動向は、連邦

と州間ではなく、もっぱら州・準州間での協調

を生み出した［高木 2013, 90-92］。

治安や安全、環境保護などの公共財を市民に

提供する際に、異なったレベルの諸政府がいか

に行動するべきかという観点から連邦制が語ら

れることがある。性質上、各州ごとでの取り組

みでは、効果的な公共財の提供が困難な場合、

統合された仕組みの必要性が求められる。公益

や公共財を提供する際に、連邦国家としての統

一性と州の利益の多様性の双方を図ることを狙

いとする仕組みをつくれば、単に効率性や迅速

性、私人の便益を図ることを狙いとする無機質

な連邦制ではなく、「連邦国家としての有機的

とらえ方」をすることができる。パスポート・

システムはまさにこれに合致し、「州政府は証

券市場の規制を強めかつ、企業の煩雑さを緩和

することを狙いとし、同時にそれを証券に関す

る州の規制権限を保持した状態で行うのである。

これは自律的かつ権限をもった諸州政府からな

る一つの連邦国家に適合し、地域的関心や地域

的選好を反映した政策や規制の余地を認めるた

めのものである」ため、有機的連邦国家観と言

えるのである［Fafard et al 2009, 563-565］。

パスポート・システムの実効性には、しかし

ながら、批判もある。現状のパスポート・シス

テムを維持したとしても、証券規制に関する統

一的アプローチが提供されるわけではなく、当

該システムの実効性を担保する最終的な裁定者

が存在しないのである。たとえ同様の法律がそ

れぞれの州で制定されたとしても、諸規定の執

行の優先順位は州によって異なる。さらに、ア

カウンタビリティを果たす主体が不明確なまま

となる［Puri 2012, 30-31］。

そうすると、争点は、このパスポート・シス

テムが機能しているかどうか、とりわけシステ

ミック・リスクに対処しうるかどうかに関わる

ものとなりそうである。ところが、連邦最高裁

は、この点に関し、「あらかじめ実質的に、こ

の選択肢による構想か、あるいはあの選択肢に

よる構想かということに関して、一つの意見

を合憲とすることによって、カナダ政府や州

政府に対し、進むべき道を示唆するのは連邦最

高裁ではない」。連邦国家において生じる複雑

な問題の解決は、「二者択一の剥き出しのロジ

ックではなく、全国レベルと同時にその構成

要素の必要性に合致する協同的解決策を模索

することによってなされるのである」とする

［para 132］。

ここでの争点を整理すると、システミック・

リスクに対処するために、（オンタリオ州を除

く）州・準州間でパスポート・システムが構築

されている。こうした取り組みは、協同的連邦

制のモデルにふさわしいと言える。批判者たち

は、パスポート・システムではシステミック・

リスクに対処することができないという点を強

調しているのであって、協同的連邦制のコンセ

プトそれ自体を批判的にとらえているわけでは

ない［Sossin 2012］。議論の中心は、パスポー

ト・システムがシステミック・リスクに対応で

きるかどうかである。連邦最高裁にはこの点に

関する専門家たちの知見をふまえた膨大な証拠

が双方の側から提出されていた。これに対し連

邦最高裁は、「専門家の提出した証拠の審査は、

結論を左右しない。当該争点に関して双方が提

示した大量のレポートを詳細に分析することは、
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必要でないし、有益でもない」。「政策問題とし

て、証券が連邦によって規制されるか州によっ

て規制されるかということに関するレポートに

おける議論は、立法の憲法上の妥当性とは関連

しない」と論じた［para 127］。

他方で、すでに言及したが、連邦政府がカナ

ダを取り巻く経済状況は変容し、憲法に列挙さ

れた連邦権限である「取引及び通商の規制」条

項に、連邦による証券規制が含まれると主張し

たのに対して連邦最高裁は、十分な証拠が提示

されていないとして退けている。連邦最高裁は、

証拠の不十分さを指摘するだけで、その詳細な

検討を示すことはしておらず、その代わりに、

連邦の証券法案の内容が、既存の州の証券規制

内容とほぼ同じであることを根拠として、証券

市場の変容がみられるとはいえないと判断した

［para 116］。

このような連邦最高裁の態度に対しては、

様々な批判的見方がある。その大まかな傾向と

しては、①連邦最高裁は連邦と州の権限配分を

めぐるこれまでの事件で、詳細な証拠の検討を

行っており、そこからのかい離がみられるので

はないか［Puri 2012］、②古典連邦制に回帰し、

憲法上の権限配分規定に基づき厳格に連邦と州の

それぞれに権限を配分する立場に立っているので

はないか［Cooper 2012 ; Schneiderman 2012］、

③連邦政府の主張の仕方に問題があったのであ

り、別の論拠を提示していれば結論が異なった

のではないか、④例示された法案とは異なる内

容の法案を再度作成すれば、本照会事件の連邦

最高裁の枠組みに照らしてもなお、連邦の証券

規制を構築することができるのではないか

［Jamal 2012, 96-97; Spink 2013, 28 ］、そして、

⑤きわめて多数の政策的観点からの批判、つま

り現状ではシステミック・リスクに対応できな

いとの見解がある。これらのうち、連邦最高裁

の態度の変遷を説くのが①と②の立場であり、

③と④は最高裁の判断を限定的に読み込もうと

するものである22）。

７．�連邦最高裁は変遷したのか

Puri教授は、連邦と州の権限配分に関して連

邦最高裁で争われた諸事例を検討し、本件での

特殊性を指摘する。彼女の立論は大きく2つに

わかれており、第一は、連邦最高裁はこれまで

支配的であった「生ける樹（the living tree）」

としての解釈態度を、原意主義的態度に変容さ

せたのではないかという点であり、第二は、連

邦最高裁が政策的判断に謙抑的姿勢を見せたこ

とが他の事例と異なる特徴を示すものであり、

さらに、そうした態度自体が批判的に論じられ

る。

「生ける樹」という考え方に特定の定義があ

るわけではないが、「過去の認識や意図に拘束

される場合」があり、また憲法制定時の条文の

歴史的文脈に拘束されることを認めながらも

［手塚 2014、492-493］、「カナダにおける過去、

現在、未来の文脈をカナダ憲法解釈の中に読み

込むことを求めるものであり、カナダの憲法観

を形作ってきた」［手塚 2014、 476］ものである。

Puri教授は、連邦と州の権限配分に関する争

いが最高裁にもちこまれた近年の事件を概観し、

元来的に規定された憲法の意味に拘泥せず、変

化する社会に適用できるように憲法を解釈する

「生ける樹」に立脚してきたと言う。しかし本

件で連邦最高裁のとったアプローチはそこから

かい離し、「原意主義的司法観」（originalist 

jurisprudence）へ傾斜しているとみなされる

［Puri 2012, 14, 19, 21-23］23）。

最高裁が自らの役割として、いかなる政策が

望ましいかについては謙抑的であるべきと述べ、

それゆえに、本件で最高裁に提出された専門家

たちによる膨大な証拠に触れないことを宣言し
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たことが［para 127］ 、これもまた、先例と異

なるアプローチをとっていると彼女はみる

［Puri 2012, 24-25］24）。彼女の主張の特徴は、

判例のディスティンクトに主眼を置きながらも、

本件で連邦最高裁が専門家たちの証拠に依拠し

ていれば、異なった結論が出るはずだったので

はないかという、会社法や金融規制研究者であ

る自身の専門家としての知見を背後に備えてい

るところにある。

1867年カナダ憲法に規定された連邦と州の

立法権限の配分規定は、19世紀の政治的妥協

の産物であり、起草に関わった者たちの個人的

信念であり、そして歴史的偶然であるため、20

世紀の福祉国家の需要にこたえるためには、カ

ナダ的プラグマティズム、つまり「理にかなっ

たプラグマティズム」を導入することが必要だ

ったと説くのがSossin教授である。これにより

1867年憲法の抱える欠点を連邦最高裁は、革

新的な手法で克服していった。まぎれもなくそ

れが、「生ける樹」のスタンスであり、連邦制

に関する連邦と州の権限配分の争いにおいては、

「目的論的連邦主義」（purposive federalism）を

導入することで対処された25）。目的論的連邦主

義とは、権限配分規定を解釈する際に、特定の

規範的目的を念頭に置くものであり、それは一

方で、連邦と州政府は個々の責任領域をもつと

いうこと、他方で、連邦・州政府が達成するの

に最もふさわしい公益に関する重要な政策目標

を追求することができるようにしなければなら

ないというものである［Sossin 2012, 104-105］。

連邦最高裁が協同的連邦制に立脚し、連邦と州

の権限配分に関して柔軟な態度を示すことが現

代国家において求められる態度であり、本件に

おいても同様の姿勢が示されるべきであったと

いうのが彼の立論である。協同的連邦制は、権

限配分規定に従うことで、あるレベルの政府が

単独で行動し、その結果、特定の政策目標の達

成ができなくなる際に、政府間での交渉でそれ

を回避することで体現される［Sossin 2012, 

102-103］。ここで連邦最高裁に求められるのは、

「確固たる司法部の敬譲」である［Sossin 2012, 

105］。したがって、この立場は、特定の規範的

要請を含んでおり、「連邦主義
4 4

」と呼ぶのにふ

さわしいであろう。

Sossin教授が求めるのは、完全分離型・古典

的連邦制では21世紀の行政国家の需要に耐え

ることができないため、連邦最高裁がこれまで

駆使してきた、連邦と州の立法が重畳すること

を認める法理や解釈テクニックを用いて連邦と

州間で重畳する立法管轄権を認めよというもの

に尽きる［Sossin 2012, 104］26）。

Schneiderman教授は、本件での連邦最高裁の

判断からは、柔軟な連邦制から古典的連邦制へ

の回帰がみられるとする。皮肉にもこの動向

は、ハーパー首相が進める、州の権限を排他的

に確定する手法に合致する［Schneiderman 2012, 

77］。連邦最高裁はここ数十年の間、連邦と州

の権限配分に関する争いにおいて、連邦であれ

州に対してであれ、ほとんど全く「権限踰越」

との判断を示したことがない。本稿では詳細に

言及する余裕がないが、それは連邦最高裁が

様々な憲法上の解釈テクニックを駆使すること

で、連邦と州にそれぞれ列挙された憲法上の権

限配分規定だけを見て判断することを避けてき

たからであり、こうした態度は、諸議会に対す

る連邦最高裁の「敬譲」の一端と見ることがで

きる［Schneiderman 2012, 78］。そして、連邦

最高裁が連邦議会の立法に対して、とりわけ敬

譲を示し続けている態度を肯定的に評価し、そ

のことによって連邦最高裁が正統性を獲得して

いるととらえられる［Schneiderman 2012, 81-

82］。ここで示される連邦最高裁のスタンスは、

連邦と州の権限配分に関する争いは、なるべく

政治のプロセスに依拠して決定されるべきであ
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り、そのための裁判所の判断手法として連邦と

州の双方に配分された列挙事項にとらわれない

柔軟な判断を示すこと、つまり柔軟な連邦制に

コミットすることである。それに対峙するのが

古典的連邦制すなわち完全分離型連邦制であり、

その場合、連邦最高裁は立法府、とりわけ連邦

議会に対する敬譲を示していないことになる

［Schneiderman 2012, 87］。

ハーパー首相の小さな政府の実現手法とし掲

げられた上述の完全分離・古典的連邦制は「オ

ープン・フェデラリズム」と自ら名付けられた。

連邦政府の役割としてそこには、強力な経済同

盟を構築することが含まれており、本件で連邦

政府が試みたのは、連邦法による包括的な証券

規制であった。ハーパー首相のかかげる「オー

プン・フェデラリズム」は、連邦と州の「2つ

のレベルの政府間での立法権限の配分を尊重す

るシグナルを示す意図をもったものであった」

［Schneiderman 2012, 91-92］。

連邦最高裁は、ハーパー首相がとった、強力

な経済同盟の手段としての連邦の証券立法とい

う部分ではなく、古典的フェデラリズムを追求

する立場、すなわち連邦と州の厳格な権限配分

に関して、現行政権に追随する姿勢を示してい

るのではないかというのがSchneiderman教授の

示唆するところである［Schneiderman 2012,  

92-93］。

８．連邦最高裁の判断と批判者たち

本照会事件における連邦最高裁の判断を受け

て、「スポットライトの中心に新たにおかれる

のは連邦制に関する争点かもしれない」

［McCormick 2015, 247］と言われるほど衝撃は

大きかった。政策上、連邦法律によるカナダ全

国レベルでの一元的証券規制が必要と考えられ

てきたこともさることながら、公法上の観点か

らみれば、1982年カナダ憲法に含まれた権利

保障条項であるカナダ憲章上の観点が一切関与

しない、人権とは無関係な連邦と州の純粋な権

限配分に関して、連邦最高裁が予想に反して連

邦議会の法案を違憲としたことが近年において

は異例に見られたからである。カナダ連邦最高

裁は、連邦制という国制に関する諸問題に積極

的判断を示す決意を示したと言えるであろうか。

この点について手掛かりとなるのは、本判断

に加わったBinnie判事が引退後に応じたGlobe 

and Mail新聞のインタビューである。彼は本照

会事件における連邦最高裁の判断について問わ

れ、「私は証券法照会事件を決定する裁判所の

一員であった。そこで述べたことに加えること

はない。しかし、論評者たちには単に結論を読

むのではなく、裁判所の判断を正確に読むこと

を求めたい。あなたの質問に対する答えの大部

分は、その判断の中に見出すことができるだろ

う」と応じている27）。

連邦最高裁は確かに連邦の証券法案を違憲と

はしたが、今後、連邦政府による同様の試みが

一切排除されたとは言い切れない。この点は、

上述の③連邦政府の主張の仕方に問題があった

のであり、別の論拠を提示していれば結論が異

なったのではないか、④例示された法案とは異

なる内容の法案を再度作成すれば、本照会事件

の連邦最高裁の枠組みに照らしてもなお、連邦

の証券規制を構築することができるのではない

かとの見解につながる。連邦最高裁の判断にお

いては、法案の包括性が問題とされていたこと

にすでに言及したが、言い換えれば、包括性を

伴わない、つまり、システミック・リスクと全

国的データ収集に限定された法案であった場合、

あるいは、それとの関係で、連邦法案が既存の

州法と相違をもっていた場合、新たな連邦法の

制定の可能性はあるということになりそうであ

る。連邦の証券法案は連邦法をもって州法を凌
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駕するような内容であったことも問題とされて

おり、言い換えれば、州法との共存を図ること

を念頭に置いた内容であれば、これもまた、合

憲とされる可能性が見出される。連邦最高裁は、

「疑いもない全国的関心事項」にとどまらず本

法案が証券に関するあらゆる側面を規制しよう

ともくろんだことを問題としているのであり、

全国的関心事項にシステミック・リスクへの対

処と全国的データ収集が含まれることは認めて

いる［para 121-122］。

これまで見てきた連邦最高裁の本判断に対す

る批判者たちの見解は、連邦最高裁の帰結にそ

の焦点を当てている傾向があるように思われる。

彼らの立論は、政策的観点から連邦法による全

国的証券規制が必要であるにもかかわらず、連

邦最高裁がそれに応答しなかったということを

問題視しながら、連邦最高裁が連邦議会に敬譲

を示さず、議会の制定しようとした法案に口を

さしはさみ破棄したことに置かれる。

前者の観点からすれば、裁判所は政策的判断

にコミットし、妥当な結論を導く機関となるこ

とが求められると思われる。連邦最高裁自身が

本件で政策的判断にコミットしない立場を示し

たことはすでに見たが、仮に政策的判断に介入

したとすれば、本件では批判者らの求める結論

になり得るかもしれない。しかし、他の事件に

おいても同様の姿勢が示されるとすれば、それ

は、後者の点から批判にさらされることになら

ないであろうか。裁判所による政策判断と議会

によるそれが一致する保証はない。

後者の示唆する連邦最高裁の連邦議会に対す

る敬譲を貫くとすれば、政策的判断にも同様の

姿勢が求められるはずである。したがって、政

策的判断に裁判所は口をさしはさむべきではな

いことになる。

結局のところ、批判者たちは、自分たちの予

想に反した連邦最高裁の結論が気に入らなかっ

ただけではないであろうか。

対して連邦最高裁は、既存の判例法理に立脚

した法律学的議論を展開したに過ぎないように

思われる。
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〈注〉

1）この制度については［松井 2012, 76-77］参照。
2）正式には、「1867年憲法法」（Constitution Act, 

1867）と呼ばれるが、以下では単に「1867年
憲法」とする。

3）Lymburn v. Mayland ［1932］ A.C. 318.
4）これは、正式に法案として議会に提出された
たものではなく、当時の消費者・企業省（the 
Minister of Consumer and Corporate Affairs）によ
ってなされた、あくまでも提案である。

5）この間のプロセスについては［Anisman 1981］
が詳しい。

6）この委員会にはカナダの著名な憲法学者であ
るPeter Hogg教授も含まれていた。彼はかつて
から連邦の証券規制の合憲性を主張していた。

7）連邦による証券規制に関しては、1867年憲法
91条のPOGG権限と略される平和・秩序・正
しい統治権限、連邦と州間に配分された憲法上
の列挙事項の残余権限（91条29）、刑事司法権
限（91条27）などを根拠として挙げうるが、
それぞれの判例の蓄積からこれらに基づくのは
困難と考えられたと思われる。個々の権限の検
討については別稿を予定している。

8）Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons （1881）, 
7 App Cas 96.

9）［Schneiderman 2012, 75-76］はカナダの憲法
学者の多くがかつてから連邦による証券規制が
合憲だとしてきたことを指摘する。［Anisman 
and Hogg 1979］も参照。

10）Global Securities Corp. v. British Columbia 
（Securities Commission）, ［2000］ 1 S.C.R. 494 para 
28.

11）Reference Re Securities Act, 2011 SCC 66.  以下
では、本最高裁の判断を引用する際は単に
［para］として段落番号のみを記す。
12）［1980］ 1 S.C.R. 844.
13）［1989］ 1 S.C.R. 641.
14）最初の3つはMacDonald v. Vapor Canada ［1977］ 
2 S.C.R. 134.でLaskin判事が提示したものであ
る。

15）Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc ［2005］ 3 S.C.R. 
302 para 17.

16）General Motors of Canada Ltd. v. City National 
Leasing Ltd. ［1989］ 1 S.C.R. 641 at 662-663.

17）最初の2つの基準は、福祉国家としての生成
期に政府の活動が膨張していることを念頭に設
けられたものであり、政府の活動が契約によっ
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てなされたり、政府の活動規模それ自体が縮小
されるべきとみなされている現在では、もはや
有用さを失っているといえる。
18）システミック・リスクとは、ある市場でおこ
ったディフォルトのリスクが他の市場にも及び、
これがドミノ効果をもって金融制度・市場全体
に波及することである［para 103］ 。
19）General Motors of Canada Ltd. v. City National 

Leasing Ltd. ［1989］ 1 S.C.R. 641.
20）以下の記述は［高木 2013］に拠る。
21）首都オタワをもつオンタリオ州は、多くの論
点において、連邦政府の政策に親和的であり、
本件においても、カナダ連邦政府とともに、連
邦証券法を支持してきた。
22）最後の⑤については、政策的判断に関する是
非であり、本稿では検討しない。
23）ここで言われる「原意主義」は、大林教授が
アメリカ憲法学の文脈で指摘する［大林 2012］、
憲法制定者の意図に従おうとする「古典的原意
主義」ではなく、「新原意主義」、その中でも憲
法の条文に規定された権限配分規定に忠実に従
おうとする「条文型原意主義」ないしは、起草
者の主観的意図ではなく、条文の客観的な意味
を探ろうとする「客観的原意主義」に依拠して

いるものと思われる。したがって、この文脈に
おいてカナダでは、「死者による拘束」は問題
にされていない。

24）ケベック州の連邦からの離脱に関する照会事
件であるReference re Secession of Quebec ［1998］ 
2 S. C.R. 217.や同性婚を認めないことの合憲性に
関する照会事件であるReference re Same-Sex 
Marriage ［2004］ 3 S.C.R. 698.が取り上げられて
いる。後者に関しては［富井 2006-2007］を参
照。憲法上の連邦と州の権限配分が裁判所で争
われた諸事件の総合的検討は別稿を予定してい
る。

25）1982年憲法の人権保障規定であるカナダ憲
章に関して目的論的憲法解釈がなされた典型例
が、Hunter et al v. Southam Inc ［1984］ 2 SCR 
145. だとされる。本判決については［手塚
2014, 10-13］を参照。

26）連邦と州の法律の重畳や抵触の際に援用され
る諸法理については［松井 2013、101-111］を
参照。

27）http://www.theglobeandmail.com/report-on-
business/industry-news/the-law-page/the-supreme-
courts-retired-but-hardly-retiring-ian-binnie/
article4099999/
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片倉共栄製糸株式会社の株主分析 
― 大・中株主を中心に ―

髙梨　健司

はじめに

片倉製糸は、片倉越後製糸株式会社（新潟県

中蒲原郡村松町）の創立に続き、1929（昭和4）

年12月に隣町の五泉町に地元住民との共同出

資によって片倉共栄製糸株式会社を設立する。

この片倉共栄製糸㈱は、五泉繭市場の解散後に

その跡地に創設された。

本稿では、片倉共栄製糸㈱の株主分析を目的

とするが、従来企業研究においては株主の分析

対象を大株主（又は主要株主）に限定される傾

向にあり、大株主以下の株主、即ち中株主、小

株主、零細株主などについての分析は殆ど行わ

れていない（1）。企業の設立目的と大株主（又は

主要株主）との事業関連性に重点を置いて分

析を進めることが広く行われている。例えば、

鉄道会社と織物買継商の貨物（織物・原材料）

輸送などである。鉄道による短時間・大量輸送

は、織物買継商にとって事業上大きな関心事で

ある。しかし、株主分析が大株主（又は主要株

主）に限定されるのであれば、地域社会におけ

る企業の存在理由は、十分に明らかにすること

はできないであろう。企業の事業目的から一義

的に地域社会における存在理由を推し測ること

は不十分であり、一面的な理解に陥ることに

なろう。大株主の投資目的と中小・零細株主

の投資目的が同じであるとは言い切れない。

その違いを明らかにする必要があろう。研究

視点の欠如と中小・零細株主の実態解明には

大きな困難が伴うであろうことから、中小・零

細株主の分析を回避する傾向にあるといえよう。

近年の企業研究では、石井里枝は、両毛鉄道、

利根発電、群馬電力・東京電力などを事例に、

企業経営と地域産業化のあり方についての研究

の中で、株主の分析対象が何れも主要株主に限

定される（2）。しかも「地方株主」の分析対象者

は極少数で、その実態解明は不十分である。ま

た数多くの研究蓄積がある綿糸紡績会社の研究

においても、分析対象は主要株主や役員に限ら

れる（3）。製糸業の分野においては、花井俊介・

公文蔵人の郡是製糸研究において、同社『社

史』に依拠して株主の大部分を占める零細株主

を「養蚕農民」と一括りに把握したり（4）、公文

蔵人は、信濃製糸株式会社の中小零細株主を

「養蚕農民」と推測するに止まる（5）。中小・零

細株主の実態分析の立遅れが著しい。

谷本雅之・阿部武司は、渋谷喜平編『富之越

後』（新潟新聞社、1903年）に依り、第一次企

業勃興期の担い手としての地方資産家を　

① 地方企業家的資産家Ⅰ、② 地方企業家的資

産家Ⅱ（地方財閥型）、③ 地方名望家的資産家、

④ レントナー的資産家の4つに類型化してい

る（6）。この内、地方名望家的資産家が人数比で

6割近くを占めていたという。従来、政治史の

分野で研究対象にすることが多かった地方名望

家概念を経済史・経営史の分野に組み入れて分

析した点が高く評価されているが、『富之越後』

記載の投資先企業が新潟県内資本金10万円以
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上、県外100万円以上の銀行・鉄道・海運・石

油業に限られていることや投資先企業を新潟県

内において投資家の居住地域内とそれ以外の地

域に分けて分析する、という視点が欠如してい

ることなどにより、現実社会を適確に反映した

類型であるか疑問である。また、新潟県内企業

への投資は「リスキー」であると主張している

が、立証を欠く上、県内有力資産家の銀行業、

鉄道業、海運業などへの投資行動が地主経営と

の事業関連の上であったとすれば、その目的は

公益からではなく、私益から生じていたことに

なろう。中小・零細株主については、考察の対

象外に置かれている。斯くて、この仮説は，

様々不備な点が多いといえよう。本稿では地方

名望家的資産家の実態と齟齬及び公益と私益の

不可分の一体性の発露などについても言及する。

本稿では、片倉共栄製糸㈱の株主を対象に、

株主・役員構成や株主各層（紙数の都合で大株

主と中株主に限定）の株式投資動向を主に職業、

社会階層（大・中・小地主）、役職などに焦点

を当てて究明していく。更に、株式投資目的、

株式所有目的は、投資家個人によって異なるも

のであっても、時代状況の変化が共通の行動認

識をもつ一面を探求することにしたい。また、

地方有力者が政治・経済力を背景に姻戚関係を

通じて強大な社会勢力・地縁血縁社会を築き、

地方支配体制を担っていたことについても明ら

かにしたい。片倉共栄製糸㈱の設立は、この体

制危機の対応、特に中小地主の危機対応と捉え

る。片倉共栄製糸㈱はまた、地元住民より負託

された地域振興を使命としていた。この成否も

考究の対象である。

１．五泉繭市場の設立

片倉共栄製糸㈱は、五泉繭市場を基盤に設立

されるが、この詳細な経緯については必ずしも

明白とはいえない。そこで、本稿では五泉繭市

場の設立事情から事業内容、市場区域更に役員

等の設立関係者と片倉共栄製糸㈱の株主特に地

元有力株主との関連性などについて明らかにし

ておきたい。

新潟県において繭市場取引は、1927（昭和2）

年に新潟県産繭総額（上繭数量）の7割超を占

め（7）、同県繭取引の中心形態となるが、この契

機は、1919（大正8）年3月28日新潟県令第18

号「蚕繭取引市場奨励規程」の公布と、特に

1923（大正12）年3月16日新潟県令第8号「新

潟県繭売買業者取締規則」の公布にあった。即

ち、この取締規則第9条第1号は、当業者の生

繭売買慣行を否定する収繭前の予約売買禁止を

謳っていたことから、中蒲原郡内の養蚕家は斉

しく苦痛とするところであった。そこで中蒲原

郡養蚕同業組合は、新潟県当局にこの緩和策を

請願する。しかし、この請願は受入れられず、

然も取締規則を厳重に励行する旨の通知に接し、

このため善後策を五泉町、新関村、川東村、巣

本村、菅名村、橋田村の養蚕組合長や同支部長

等の関係者が協議した結果、繭市場の設置止む

なしと決定する（8）。1923（大正12）年3月16日

には先の「新潟県繭売買業者取締規則」の公布

と共に、既に「新潟県繭取引市場取締規則」が

公布されていた以上、繭取引市場開設の励行を

要請する県当局の方針に従がわざるをえない状

況下にあったといえよう。

1923（大正12）年6月に五泉小学校南分校舎

を借館して、五泉町に繭市場の設立をみる（9）。

この五泉繭市場の組長は松田彦平、副長は二宮

良吉であった。後に五泉繭市場は、新たに諸建

築物、乾繭装置等を設置する。五泉繭市場の設

立発起人は35名に及び、この内片倉共栄製糸

㈱株主となった人数は17名、具体的には神田

長蔵（巣本村）、関谷静治（橋田村）、小島精左

衛門（新関村）、遠山市松（新関村）、木村善之
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亟（五泉町）、和泉竹三郎（橋田村）、石塚文四

郎、佐藤安太郎、相田福治（川東村）、長谷川

英太郎（巣本村）、佐久間市三郎（巣本村）、関

川成治（巣本村）、中村善太（巣本村）、武藤豊

次（巣本村）、近藤貞治、若井久五郎、剣持庸

平（巣本村）である。発起人の約半数が片倉共

栄製糸㈱の株主となっている。上記発起人を居

村別にみると、巣本村7名、新関村2名、橋田

村2名、五泉町1名、川東村1名、不明4名にな

る。巣本村のみで、不明4名を除くと5割強を

占めていた。なお、片倉共栄製糸㈱の株主とな

らなかった発起人18名の内、4名即ち伊藤千穂

蔵（新関村）、小島修蔵（新関村）、土田常三郎

（新関村）、斉藤源三郎（川東村）が判明する。

五泉郷各村に発起人が分散化している中で、養

蚕業の盛んな巣本村、新関村に発起人が多数み

られる。

五泉町の繭市場は、1923（大正12）年10月

10日に蚕糸組合法に依る有限責任販売利用組

合五泉繭市場に組織変更する。区域を中蒲原郡、

東蒲原郡、佐渡郡のほかに、中蒲原郡隣接町村

の西蒲原郡黒崎村、南蒲原郡の加茂町、下条村、

田上村と定める（10）。その後、該組合区域は、

中蒲原郡、東蒲原郡両郡に限定されたようであ

る（11）。役員は、引続き組合長・松田彦平、副

組合長・二宮良吉のほか、理事13名、監事7名

を置く。組合議決は総代会に依り、通常総会を

毎年4月に開催する。

五泉繭市場の本来の事業として組合員の生産

物（繭、生糸、屑物、真綿）の買取り及びこの

委託物の販売や組合員の設備利用（生繭販売場、

殺蛹・乾繭装置（12））のほかに、1924（大正13）

年4月に「養蚕家の経済思想喚起向上の為め」

に五泉繭市場における「春蚕繭の価格予想を募

集する」ことになった（13）。優等者は1等1名、

2等2名、3等5名、4等10名、1等には賞品と

して銀カップ三ツ組1個、2等銀カップ1個、3

等木盃三ツ組1個、4等木盃1個を贈与する。

また、同年に養蚕家のために啓導士を各村落に

配置（中蒲原郡、東蒲原郡、佐渡郡3郡に300

名）する（14）。「出品を勧誘したり商人にしてや

られぬように世話をやくのが啓導士の仕事」で

あった。更に、繭商人のために低利資金30万

円を準備し、翌年には45万円の資金を準備して、

養蚕家や繭商人に乾繭を担保として資金貸付を

することになる（15）。翌々年には、長岡銀行五

泉支店と新潟銀行五泉支店の融資による低利資

金約50万円を用意して、養蚕家と買方繭商人

の便宜を計る（16）。五泉繭市場による低利資金

の貸付額は、1924（大正13）年の30万円から

遂年増加し、貸付対象も繭商人から養蚕農民

（組合員）に拡大している。1926（大正15）年

6月には、五泉繭市場に繭商人が毎日約50名参

集していたという（17）。

有限責任販売利用組合五泉繭市場の設立当初、

組合員1,700名、出資口数7,585口、出資金額

70,780円であった（18）。1927（昭和2）年度には、

組合員2,122名に増加し、桑園1,289町2反、

養蚕戸数3,560戸、収繭量・春繭87,410貫（金

額 629,344 円 ）、 夏 秋 繭 32,470 貫（ 金 額

146,444円）、合計119,880貫（金額775,788円）

であった（19）。五泉繭市場の組合員の収繭量の

内、実際に五泉繭市場において売却した数量を

推定すると、1927年の五泉繭市場の繭取引数

量は、春繭41,545貫（金額301,643円）、夏秋

繭9,658貫（金額43,541円）、合計51,203貫

（金額345,184円）であることから、単純計算

すると、春繭量47.5％（金額47.9％）、夏秋繭

量29.7％（金額29.7％）、春・夏秋繭総量42.7

％（金額44.5％）となり、組合員の収繭量・

金額共に半分以下の供出にすぎず、夏秋繭にお

いては数量・金額共に約3割にとどまる。1927

年に新潟県の繭市場は、前年に比べ出荷人員、

繭取引数量の減少と繭取引価額急激が生じてい
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た（20）。その背景には、五泉繭市場以外での組

合員の片倉製糸を始めとする製糸家との直接取

引が進展する一方で、五泉繭市場の乾繭数量

（殺蛹、半乾、全乾合せて）が春・夏秋蚕繭

26,862貫（春繭24,998貫、夏秋繭1,864貫）

に上り、繭価急落の中で乾繭化が急増しており、

五泉繭市場の衰微が現実化していたものといえ

よう。新潟県各地の繭市場は急速に衰退し、

1932（昭和7）年に繭取引組合に、1937（昭和

12）年には乾繭販売組合に改組再編されること

になる（21）。

換言すれば、アメリカ生糸市場の絹織物原糸

から絹靴下用原糸への需要変化に伴う高級糸需

要の増大を背景に、繭品質の不良、雑駁傾向に

ある繭市場取引から製糸家が離反するようにな

り、次第に新潟県が奨励する繭市場の解体が進

行する。新潟県当局が遂行する蚕業政策（繭市

場）の破綻である。

五泉繭市場は、既に1927（昭和2）年に衰退

が顕在化する中で終に解散に追い込まれ、1929

（昭和4）年12月5日にこの跡地に片倉共栄製

糸株式会社が設立される（22）。同社設立発起人

は、片倉一族のほか、地元からは松田彦平、二

宮良吉、石塚文四郎、剣持堅吾、近藤祐次郎、

関塚惣吉である。松田彦平（五泉町）は五泉繭

市場組合長、二宮良吉（五泉町）は五泉繭市場

副組合長、両者共、有力蚕種製造家である。石

塚文四郎は五泉繭市場設立発起人、剣持堅吾は

巣本村の大地主で、中蒲原郡会議員、巣本村会

議員などを勤める有力者である。近藤祐次郎は

五泉町の中地主で、絹織物業者、五泉町会議員

などを勤める。関塚惣吉は五泉町の大地主で、

新潟県会議員、五泉町会議員などを勤める。上

記6名の内、4名（松田彦平、二宮良吉、石塚

文四郎、剣持堅吾）は、片倉共栄製糸㈱の取締

役や監査役に就任する。松田彦平は、片倉共栄

製糸㈱の設立発起人総代であり、同社設立の地

元側の中心人物である。役員・経営者及び発起

人の側からみれば、五泉繭市場と片倉共栄製糸

㈱の事業継続性を示し、株主側からみれば、五

泉繭市場の組合員600名が片倉共栄製糸㈱の株

主となっていることが指摘されている。但し、

1927年度の五泉繭市場の組合員は前述の如く、

2,122人であったことから、この内の約3割が

片倉共栄製糸㈱の株主になったにすぎないこと

になる。五泉繭市場の多数の組合員は、養蚕農

民として片倉共栄製糸㈱と蚕繭取引を行うこと

になったのであろう。片倉共栄製糸㈱の設立は、

厳しい経済状況下に地元の基幹産業として、曾

ての五泉繭市場の組合員の広範な支持を得て、

また地域住民から好感をもって受け入れられて

いたといえよう。片倉共栄製糸㈱は、地元民た

ちから地域振興を託されたのである。

以下、片倉共栄製糸㈱の株主構成、特に大・

中株主の身元や経歴などについて明らかにした

い。

２．片倉共栄製糸㈱の株主構成と業績・
　　株主配当

（1）第1期株主構成（1930年3月末現在）

片倉共栄製糸㈱は五泉繭市場を基盤に1929

（昭和4）年12月25日に新潟県中蒲原郡五泉町

に創設する。片倉共栄製糸㈱は、五泉町隣接の

村松町に設置の片倉越後製糸㈱同様に、片倉製

糸紡績株式会社（以下、片倉製糸と略称）と地

元側との共同出資によって設立されると共に当

初より片倉製糸の受任経営下にあった。片倉共

栄製糸㈱の設立発起人は、前述の如く、片倉一

族のほか、地元側では五泉町の大・中地主、絹

物機業家、有力蚕種製造家及び隣村巣本村の大

地主などであった。この発起人たちは、片倉共

栄製糸㈱の大株主で、大部分が同社取締役乃至

監査役に就任する。片倉共栄製糸㈱の株主各層
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については、十分な実態解明が進んでいない。

片倉共栄製糸㈱の株主の中で、一先ず本稿では

大・中株主について究明することにしたい。片

倉共栄製糸㈱の株主追究に関しては、同社の第

1期（1929年度）から第8期（1936年度）まで

の期間に限定する。

第1表は、片倉共栄製糸㈱の第1期株主構成

（1930年3月31日現在）を示す。同社の合計株

数は、5,000株、株主総数は608名である。片

倉越後製糸㈱と比べて、株数では4分の1、株

主数では1.25倍である（23）ことから、株式の分

散的所有が進んでいたことが窺われる。片倉共

栄製糸㈱の株主は、最大の565株所有株主から

最小の1株所有株主までに亘る。本稿では、

100株以上所有株主を大株主、10株超～ 100株

未満所有株主を中株主、3株以上10株所有の株

主を小株主、1～ 2株所有株主を零細株主に分

類する。上記最大の株主1名では、片倉共栄製

糸㈱合計株数の10％強を占めるにすぎず、片

倉越後製糸㈱の場合と大きな違いが生じている。

片倉共栄製糸㈱の合計株数の過半を占めるため

には、同社100株以上所有の大株主の株式が必

要であった。

片倉共栄製糸㈱の株主数から構成比をみると、

株主総数608名の内、1株所有株主が最も多く、

304名（持株数304株）、次いで2株所有株主

115名（持株数230株）、合計419名（持株数

534株）は68.9％にのぼり、3分の2以上を占

める。持株比率では10.7％にとどまる。持株

比率が低いとはいえ、大多数を占める零細株主

（1 ～ 2株所有株主）が片倉共栄製糸㈱を支え

ていたともいえる。零細株主の分析は、重要不

可欠である。片倉共栄製糸㈱が片倉越後製糸㈱

以上に零細株主が多数を占めるのは、同社が五

泉繭市場（有限責任販売利用組合）を基盤にし

ていた証左ともいえよう。但し、零細株主を単

なる養蚕農民と結論付けることは、慎まなけれ

ばなるまい。零細株主の実態分析が必要である。

5株以下所有株主は、509名（持株数906株）

で、全体の83.6％を占め、10株以下所有株主

は562名（持株数1,390株）で、同92.4％を占

める。片倉共栄製糸㈱は、零細株主と小株主

（3～ 10株所有株主）が殆ど大部分であった。

10株以下所有株主の持株比率は、27.8％にと

どまる。零細株主と共に小株主の実態分析を通

じて、片倉共栄製糸㈱の地域における存在理由

が鮮明になろう。

100株以上所有の大株主12名（持株数2,765

株）は株主総数の僅か2％であるが、持株比率

では過半の55.3％を占める。後述する地元株

主の中でも大株主の地元有力者の意向は、片倉

共栄製糸㈱が如何に片倉製糸の受任経営下にあ

るとはいえ、経営動向を左右する、軽視できな

い存在であったことになろう。100株未満～ 10

株超所有の中株主は34名（持株数845株）で、

株主総数の5.6％、持株比率では16.9％を各

第１表　片倉共栄製糸㈱の株主
　　　　　　　　　　　（1930年3月31日現在）
株主所有株 人　　数 株　　数

565 株 　1（1）名 565 株

300 　4（3） 1,200
200 3 600
100 4 400
50 5 250
30 6 180
20 14 280
15 9 135
10 38 380
8 3 24
7 8 56
6 4 24
5 47 235
4 8 32
3 35 105
2 115 230
1 304 304

合　計 608（4） 5,000
（注）「人数」の（ ）内は，新潟県外の株主数（内数）。
（資料） 片倉共栄製糸㈱ 第一期『株主名簿』より作成。
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占める。地元の大・中株主42名の持株数は、

2,145株、持株比率にして42.9％を占める。こ

の点後述。地元の中株主は地元の大株主共々、

片倉共栄製糸㈱に大きな影響力を持つ株主集団

といえよう。以下、大株主（片倉一族と地元有

力者別に）と中株主に分けて、分析することに

しよう。

① 大株主

1）片倉一族
片倉共栄製糸㈱の最大の大株主は、第3表に

示す如く、片倉越後製糸㈱同様、法人株主即ち

片倉製糸紡績㈱の取締役社長・片倉兼太郎（565

株）である。片倉兼太郎は、片倉共栄製糸㈱の

顧問でもある。次いで、片倉共栄製糸㈱取締役

社長の片倉三平（300株）、片倉共栄製糸㈱取

締役の今井真平（300株）、同じく片倉直人

（300株）が続く。何れも片倉一族の大株主で

ある。その他の大株主は、地元の有力者たちで

ある。この点後述。上記片倉一族の持株比率を

みると、片倉兼太郎（法人代表）所有株式のみ

では、片倉共栄製糸㈱の合計株数（5,000株）

の僅か11.3％、片倉三平、今井真平、片倉直

人各所有株式を合せても29.3％（1,465株）に

すぎない。片倉越後製糸㈱の場合とは、大差が

生じている。片倉製糸の片倉共栄製糸㈱に対す

る経営支配力は、脆弱である。前述の如く、片

倉共栄製糸㈱の役員を勤める地元大株主の持

株1,100株を合せて、漸く過半を占める状態

である。

上記片倉共栄製糸㈱の経営者層を構成する片

倉一族の3名の内、1930年に片倉三平は、片倉

製糸紡績㈱の北陸監督、片倉共栄製糸㈱のほか、

片倉越後製糸㈱の各代表取締役、日東紡績㈱専

務取締役（後に取締役社長）、岩手県是製糸㈱

取締役等を兼務する。今井真平は、片倉製糸紡

績㈱常務取締役、片倉共栄製糸㈱のほか、片倉

越後製糸㈱の各取締役、備作製糸㈱取締役社長、

片倉江津製糸㈱取締役等を兼務する。片倉直人

は、片倉製糸紡績㈱常務取締役、日東紡績㈱取

締役、岩手県是製糸㈱取締役、松江片倉製糸㈱

取締役等を兼務する。なお、今井真平は、1935

（昭和10）年10月5日に死去する。

2）地元有力者
片倉共栄製糸㈱の地元側の大株主は、中蒲原

郡五泉町の蚕種製造家・松田彦平（300株）、

二宮良吉（200株）、新津町の蚕種製造家・山

崎新太郎（200株）が最上位にあり、何れも同

社取締役に就任する。この3名の内、松田彦平

と二宮良吉は、片倉共栄製糸㈱の設立発起人で

あった。上記3名は、後に北越蚕種合名会社を

創立し、片倉越後製糸㈱と片倉共栄製糸㈱向け

蚕種製造を行う（24）。他に大株主として石塚文

四郎（200株）のほか、五泉町の中地主で絹物

機業家の近藤祐次郎（100株）と大地主の関塚

惣吉（100株）、巣本村の大地主・剣持堅吾

（100株）及び北蒲原郡築地村の蚕種製造家・

浮須市造（100株）が存在する。上記大株主の

持株は合わせて1,300株に上り、片倉一族の持

株に迫る株数である。石塚文四郎（25）、近藤祐

次郎、関塚惣吉、剣持堅吾共に片倉共栄製糸㈱

の設立発起人であり、この内、五泉繭市場設立

発起人の石塚文四郎が同社取締役、剣持堅吾と

浮須市造が同社監査役に各就任する。浮須市造

は、新潟県を代表する蚕種製造家である。五泉

繭市場を基盤として設立される片倉共栄製糸㈱

は、地元側の大株主として、大地主と共に有力

蚕種製造家、地主機業家の存在感が大きいとい

えよう。

② 中株主

中株主（50株～ 15株所有株主）34名は、総

て地元の株主である。但し、中株主の内、何れ

も20株所有の2名（石井千代松、権瓶文吉）に
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ついては、詳しい身元は不明である。この2名

の片倉共栄製糸㈱の持株（20株）は、その後

も変らず所有し続ける。中株主の持株数は、前

述の如く845株あり、全株式数5,000株の16.9

％を占める。中株主の持株比率が全体の5分の

1弱を占める意味は、大きいといえよう。地元

の大株主8名の持株数1,300株と合せると、全

体の4割強を占め、片倉一族の大株主の持株数

を上回る。中株主の居村は、第3表に示すよう

に五泉町を中心に五泉町周辺の川東村、巣本村、

新関村、村松町、新津町、小須戸町、十全村、

川内村に分散する。中株主は、大・中地主、絹

織物業者、五泉織物同業組合長・副会長・組合

員、町村長・議員、五泉合同運送㈱取締役、養

蚕組合長、町村農会長・惣代、料理店、度器職

人（金物商）、医師などであった。中株主は、大

株主同様、地元の有力者と看做すことができよ

う。絹織物業、運送業、養蚕組合などは、片倉

共栄製糸㈱の事業と深く結び付いた業種である。

中株主の代表的職種として五泉町の有力絹物機

業家が名を連ねている。片倉共栄製糸㈱は、絹

織物業者にとって直接又は間接的（片倉製糸本

社経由）に原料生糸の調達先となろう。五泉町

を代表する有力運送業者の五泉合同運送㈱は、

片倉共栄製糸㈱が購入する各種原材料や製造生

糸などの運搬に従事したことであろう。養蚕組

合は、片倉共栄製糸㈱の生糸原料としての繭生

産者の養蚕農民たちが組織する団体であり、そ

の組合長は、有力養蚕農民である。その他業種

も片倉共栄製糸㈱と深く関わり合っていよう。

この点後述。

（2）第8期株主構成（1937年3月末現在）

第2表は、片倉共栄製糸㈱の第8期株主構成

（1937年3月31日現在）を表示している。片倉

共栄製糸㈱の合計株式は、第1期同様5,000株

に変わりはなく、株主総数は、601名である。

第1期の608名から若干減少するにすぎない。

同社最大の株主（1,165株）から最小の株主（1

株）まで、第1期の株式17分割所有から株式

21分割所有に拡大する。株式分散所有化が進む。

この最大の株主1名（片倉製糸紡績株式会社取

締役社長）では、第1期より増加するものの、片

倉共栄製糸㈱合計株数の23.3％にとどまる。

片倉共栄製糸㈱100株以上の地元大株主の持株

を集合しなければ、同社合計株数の過半を占め

ることができないことは、第1期同様変わりが

なかった。筆頭大株主（片倉製糸紡績株式会社

代表取締役）が隔絶した持株比率を占める片倉

越後製糸㈱と依然として違いに変化がみられな

い。

片倉共栄製糸㈱の株主構成比をみると、合計

第２表　片倉共栄製糸㈱の株主
　　　　　　　　　　　（1937年3月31日現在）
株主所有株 人　　数 株　　数
1,165 株 　1（1）名 1,165 株

200 　6（2） 1,200
100 3 300
50 6 300
40 1 40
30 5 150
21 2 42
20 14 280
15 9 135
12 1 12
11 1 11
10 37 370
9 2（1） 18
8 3 24
7 6 42
6 4 24
5 47 235
4 8 32
3 33（1） 99
2 109 218
1 303（1） 303

合　計 601（6） 5,000
（注）「人数」の（ ）内は，新潟県外の株主数（内数）。
（資料） 片倉共栄製糸㈱ 第八期『株主名簿』より作成。
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株主601名の内、1株所有株主が303名（持株

数303株）で最も多く、次いで2株所有株主

109名（持株数218株）、合せて412名（持株数

521株）である。この零細株主比率は68.6％、

持株比率では10.4％と低く、両比率は対照的

である。5株以下の所有株主は、500名（持株

数887株）で合計株主の83.2％、10株以下の所

有株主は、552名（持株数1,365株）で同91.8

％を占めており、片倉共栄製糸㈱は、第1期同

様に零細株主・小株主が大半を占めていた。但

し、10株以下所有の株主の持株比率は、27.3

％にすぎない。100株以上の大株主10名（持株

数2,665株）総てが集結して、持株比率が漸く

53.3％の過半を占めるのであった。第1期同様、

片倉共栄製糸㈱が片倉製糸の受任経営下にある

とはいえ、総て片倉製糸が専断的経営を行うこ

とには不都合な地元大株主たちの存在感を示し

ていよう。この点後述。

中株主39名の内、地元中株主38名（持株数

879株）は、株主総数の6.3％、持株比率では

17.6％を各占めている。地元の大・中株主45

名の持株数1,979株、持株比率にして39.6％を

占める。この点後述。地元の大・中株主の持株

数は、片倉一族の大株主たちの持株数（1,565

株）を上回り、第1期同様、その言動力は、無

視し得ない大きな重みをもつ株主集団といえよ

う。以下、大株主（片倉一族と地元有力者別

に）と中株主に分けて更に分析を進めていこう。

① 大株主

1）片倉一族
片倉共栄製糸㈱の筆頭大株主は、法人株主即

ち片倉製糸紡績㈱の取締役社長・今井五介（片

倉兼太郎実弟）である。今井五介は、1934年1

月に死亡した同社前任社長の片倉兼太郎の所有

株式（565株）を同年に継承後、翌35年865株、

36年1,065株、37年1,165株に所有増加する。

前述の同社取締役社長・片倉三平、同社取締

役・今井真平、同社取締役・片倉直人の持株は、

1935年に300株から200株に各100株宛減少し、

この減少分の株式を今井五介所有株に加えてい

た。そして、1935年10月に死亡した今井真平

（今井五介長男）持株の200株を翌36年に今井

五介所有株に加増し、37年には更に片倉共栄

製糸㈱取締役・松田彦平が手離した所有株100

株を加算することで1,165株となり、片倉共栄

製糸㈱株主の中で突出した大株主となった。但

し、1937（昭和12）年に今井五介の持株1,165

株、片倉三平200株、片倉直人200株合せても

1,565株止まりである。この持株比率は31.3％

にすぎず、片倉共栄製糸㈱第1期と殆ど変りは

ない。片倉製糸の片倉共栄製糸㈱に対する経営

支配は依然として第1期以降も強化されていな

いといえようが、片倉製糸は自社への片倉共栄

製糸㈱の株式集中化を図り、その存在感を高め、

1937（昭和12）年11月に同社買収に備える意

図を持っていたのであろう。

2）地元有力者
片倉共栄製糸㈱の地元側の大株主は、第8期

に200株所有の松田彦平、二宮良吉、山崎新太

郎、石塚文四郎（以上、同社取締役）と100株

所有の近藤祐次郎、同社監査役の剣持堅吾と浮

須市造である。同社第1期以降、地元側の取締

役と監査役に変化はない。前述の如く、松田彦

平は、第8期に持株の内100株を減らし、200

株所有となる。これにより、片倉側（片倉三平、

片倉直人）と共に片倉共栄製糸㈱の地元側の取

締役の持株は、等しく200株となった。第1期

同様に、地元の大株主は、五泉町及び周辺地域

の蚕種製造家、大地主、地主機業家などであっ

たが、地元の一部大地主に持株変更が生じてい

た。片倉共栄製糸㈱第1期に同社株式100株を

所有していた五泉町の大地主・関塚惣吉は、早

くも第2期に100株所有から20株所有に大幅減
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少し、以後第8期に至るまで20株所有を維持す

る。片倉共栄製糸㈱は、第1期と第2期、更に

第3期共に欠損金を生じ、配当金は無配であっ

たことから、資産株として所有するには同社株

式の魅力が喪失したのであろう。関塚惣吉は、

片倉共栄製糸㈱の設立発起人の1人であったが、

同社役員（取締役、監査役）ではない故に、資

産目的の株主として、同社事業の将来性を客観

的に判断する立場にあったものといえよう。但

し、関塚惣吉は、片倉共栄製糸㈱の株式を20

株所有し続けることで、同社設立発起人の体面

を維持していたことになろう。五泉町の大地主

は、片倉共栄製糸㈱への出資が概して消極的で

あった。関塚惣吉と共に五泉町の三大大地主で

あった吉田久平家と小出　漸家は、同社出資を

控えていたのである（26）。

② 中地主

片倉共栄製糸㈱第8期の中株主（50株～ 11

株所有株主）は39名であり、第1期より5名増

加する。この39名の内、1名を除きすべて地元

の株主である。中株主は20株所有が最も多く、

14名（持株数280株）、次いで15株所有株主9

名（持株数135株）、両者合せて23名（持株数

415株）である。この株主数及び持株数は、中

株主の5割前後を占める。この持株数は、中株

主持株総数の約5割を占め、大株主の100株所

有株主のそれを上回る。また同じく株主数では

約6割を占める。株主数からすると、中株主は、

20株所有株主と15株所有株主に集中化傾向に

ある。この点は、第1期と同様である。これに

50株所有株主6名（持株数300株）と30株所有

株主5名（持株数150株）が続く。この点も第

１期と同様である。上記以外の中株主は、1～

2名が40株、21株、12株、11株を分散所有する。

この点が第8期の特徴である。

上述の5名増加の中株主の内、4名は新たに

株式を買い増して、小株主から中株主に上昇す

る。彼らは、片倉共栄製糸㈱が経営黒字を記録

した第4期に中株主となった。しかも、その後

同社が損失を計上したり、無配続きであっても

株式を手離すことはなかった。4名の内3名は、

地元五泉町の中地主（酒造家・町会議員）や絹

織物機業家及び小地主（養蚕組合長・町会議

員）であった。この外に、片倉共栄製糸㈱株式

の譲渡とこれを譲り受ける五泉町の運送会社役

員（徳永治平と大貫新七）や所有株式の8割を

売却し、大株主から中株主に下降する、前記五

泉町の大地主（関塚惣吉）、それに同社第6期

に持株総てを売却する、十全村の中地主（村

長・農会長の馬場八太郎）、といった変化がみ

られた。

こうした所有株式の減少乃至非株主化が生じ

ていた一方で、中株主の範囲内で片倉共栄製糸

㈱の株式を加増する絹物機業家（坪川寅蔵）や

撚糸兼業者（石川義雄）も存在していた。何れ

も製糸関連業者である。

片倉共栄製糸㈱創立第1期以来第8期まで、

同社株式の所有を維持する中株主が殆ど大部分

である中、同社株式投資の積極的推進者は、製

糸業関連業者、特に絹物機業家が中心的役割を

果していたといえよう。

（3）片倉共栄製糸㈱の業績と株主配当

片倉共栄製糸㈱の生糸生産量は、1930年度

6,118貫、1932年度8,603貫、1934年度8,422

貫、1936年度9,133貫である（27）。一時的な生

糸生産減少はあるものの、生産拡大基調にある

といえよう。従業員は、同期間に166名から171

名、194名、200名へと逐年増加する。

片倉共栄製糸㈱は、その製造生糸の7～ 8割

前後を輸出向に、2～ 3割前後を地遣糸として

国内向に各販売している。1930年度には同社

地遣生糸1,437貫（9,000斤）は、「内地機屋取
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引」であった（28）。1934年度に同社輸出生糸販

売量が減少した際には、地遣生糸の販売量が増

加し、1932年度に比べ1.6倍増の2,889貫（価

額86,342円）に上った（29）。同年度の地遣生糸

販売価額は、輸出生糸販売価額（199,769円）

の43％を占めており、国内生糸市場も片倉共

栄製糸㈱にとって生糸輸出市場の動向によって

は経営の安定性に欠くことができなかった。

五泉町の絹物機業家たちにとって片倉共栄製

糸㈱の地遣糸販売は、魅力的であろう。五泉町

の機業家は、その所要原糸を生糸仲買商に委託

して、主に新潟県外の四日市、横浜、福島、新

潟県内の魚沼地方、村上・加茂方面より購入し

ていた（30）が、片倉共栄製糸㈱の設立により地

元の五泉町にて原料糸入手できるようになる期

待と実現が、有力五泉絹物機業家たちをして積

極的に同社株式投資（＝株主）に動いたのであ

ろう。

片倉共栄製糸㈱の損益金につてみると、創立

期より欠損（第1期2,639円、第2期5,097円

72銭、第3期13,515円44銭）が続き、漸く第4

期に12,224円53銭の利益を計上するに至るが、

翌第5期に92,066円05銭の多額の損失が生じ

ている（31）。この多額の損失金が片倉共栄製糸

㈱の経営に深刻な打撃を与えることになり、第

6期に12,169円 06銭、第7期29,657円 08銭、

第8期18,458円35銭の利益金を生み出したが、

この利益額では上記損失金を補うことはできず、

結局片倉共栄製糸㈱は、創業期より第8期まで

連年繰越損金が発生していた。このため、株主

への配当金は、第1～ 8期まで1度も実施され

ていないのである。片倉共栄製糸㈱が連年無配

当であるにも関わらず、一部大株主を除き、中

株主においても殆ど大部分の株主が株式処分に

奔走することなく保持し続けていたことは、敬

重に値しよう。「名望家」的投資行動といえよ

う。株主各自の利害関係以上に、地元の基幹産

業として片倉共栄製糸㈱の果たす地域振興の役

割を認識・自覚していたものといえよう。

なお、片倉共栄製糸㈱は、1937（昭和12）

年に片倉製糸に買収され、共栄製糸所と改称し、

翌年に片倉越後製糸㈱が片倉製糸と合併した際

に片倉越後製糸㈱を越後第一工場、共栄製糸所

を越後第二工場に各改称し、再出発することに

なる。

3．片倉共栄製糸㈱の株主の持株推移
と経歴

株主分析に当たり、まず片倉共栄製糸㈱の経

営陣について、改めて明らかにしておきたい。

（1）片倉共栄製糸㈱の経営陣

片倉共栄製糸㈱の第1期（1929年12月15日

～ 1930年3月31日）の経営陣は、同社取締役

社長の片倉三平（所有株式300株）、取締役今

井真平（同300株）、取締役片倉直人（同300

株）、取締役松田彦平（同300株）、取締役二宮

良吉（同200株）、取締役山崎新太郎（同200株）、

取締役石塚文四郎（同200株）、それに監査役

剣持堅吾（同100株）、監査役浮須市造（同100

株）によって構成される。片倉製糸側は、片倉

三平、今井真平、片倉直人の3名、地元役員は、

松田彦平、二宮良吉、山崎新太郎、石塚文四郎、

剣持堅吾、浮須市造の6名である。片倉製糸側

3名に対し、地元側6名の経営者構成である。

片倉製糸の受任経営下に、片倉共栄製糸㈱取締

役社長に片倉製糸側から戴くとはいえ、経営者

数では地元側が片倉製糸側を大幅に上回り、監

査役については、2名が総て地元側で占められ

ていた。片倉共栄製糸㈱の経営陣は、人数的に

は地元側優勢であったことに特徴がある。持株

数からしても、地元役員の存在感を十分に示し

ているといえよう。片倉共栄製糸㈱の設立事情



片倉共栄製糸株式会社の株主分析 ― 大・中株主を中心に ―

― 207 ―

合長を勤め、更に松田などが中心となって

1902（明治35）年4月に北越蚕業講習所（五泉

町）を設立する（34）。これを契機に新潟県内の

13 ヶ所に郡立・組合立の講習所の設置をみる

ことになる。松田彦平（先代）と長男の松田信

太郎（後、彦平襲名）は、第3回内国勧業博覧

会（1890年）に繭（2点）、蚕種、藍葉（彦平）

と繭、牛旁種（信太郎）を各出品し（35）、彦平

の繭（赤熟）は「二等有功賞」、信太郎の繭（小

石丸）は「褒状」を各受賞する（36）。松田彦平

の「褒賞薦告文」は、審査官の井原仲次、八田

達也、木村九蔵、町田菊次郎、藤本善右衛門、

伊藤勝治郎、下田伊左衛門により、「繊維良好

ニシテ糸量多シ以テ養法其宣キヲ得タルヲ観ル

其有効甚タ嘉賞ス可シ」と述べている（37）。更

に松田彦平は、第4回内国勧業博覧会（1895年）

に繭（1点）、蚕種（2点）を出品し（38）、蚕種（青

熟）、繭（青熟）共に「褒状」を受賞する（39）。

松田彦平はまた、1902（明治35）年新潟県主

催1府11県聯合共進会に繭と蚕種を出品し、繭

（春蚕）、蚕種（春蚕種）共に4等賞を受賞する（40）。

松田彦平は、1922（大正11）年3月10日～ 7月

31日開催の平和記念東京博覧会（東京府主催）

に蚕種を出品し、「名誉賞牌」を受賞する（41）。

松田彦平の蚕種製造技術、養蚕技術の秀逸性が

窺われる。松田は、篤農家である。松田彦平会

長の新潟県蚕糸会（1899年設立）は、第7回総

会において、新潟県原蚕種製造所設置建議を決

議する（42）。新潟県原蚕種製造所は、1910（明

治43）年4月に設立される。新潟県蚕糸会の活

発な運動が奏功したのであろう。新潟県原蚕種

製造所は、上記北越蚕業講習所を借り上げて本

所とし、村上分場（岩船郡）、小出分場（北魚

沼郡）を開設する（43）。なお、松田彦平（先代）

は、1877（明治10）年5月に近藤吉宣、近藤久

三、江口常四郎、歌川善蔵、和泉厳吉、吉田久

平、長谷川良太郎、権平半七外6名と共に西南

がこうした背景にあるものといえよう。片倉越

後製糸㈱同様に、片倉共栄製糸㈱顧問として、

片倉兼太郎（所有株式565株）が就任している。

同社経営陣の持株数でも、地元側（持株総数

1,100株）が片倉製糸側（同900株）を上回り、

優勢ではあるものの、片倉製糸側に同社顧問の

片倉兼太郎（同565株）持株分を含めると、片

倉製糸側が優位を占めていた。

なお、片倉共栄製糸㈱の定款において、同社

取締役は株式200株以上、監査役は100株以上

を各所有する株主であることを規定（第25条）

している。上記片倉共栄製糸㈱の役員（取締役、

監査役）は、総て上記規定を満たしていた。

（2）地元株主

①　片倉共栄製糸㈱の地元株主の内、最大の
株主は、第3表に示すように、前述の五泉町在

住の同社取締役松田彦平（1930年度300株所有）

である。松田は、同社第8期（1936年度）に

100株を手離し、200株所有になるが、それま

で300株所有を維持していた。

松田彦平は、片倉共栄製糸㈱の設立発起人総

代、創立総会議長を務めるなど、同社設立に深

く係わる地元の代表的人物である。松田彦平は、

1887（明治20）年7月に蚕業試験場（東京高等

蚕糸学校）を修業し、「著名ナル工場、桑園、

人物」の中に二宮良吉（同社取締役）と共に新

潟県を代表する蚕種製造家としてその名が記さ

れている（32）。松田彦平は二宮良吉、山崎新太

郎と共に北越蚕種合名会社を設立し、片倉共栄

製糸㈱と片倉越後製糸㈱向け蚕種製造を行うこ

とになる（33）。また、海沼常尾編『大日本蚕業

家名鑑続編』（扶桑社、大正6年、250頁）にお

いて、「蚕糸業功労者」として「農商務大臣ヨ

リ表彰」の「中蒲原郡養蚕々種業同業組合」

（五泉町）を掲載する。松田彦平は、新潟県蚕

糸同業組合聯合会長、中蒲原郡養蚕蚕種同業組
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表
　
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
の
株
主
別
所
有
株
数
推
移
と
経
歴
（
19
30
～
37
年
）

株
主
氏
名

住
所

19
30
年

19
31
年

19
32
年

19
33
年

19
34
年

19
35
年

19
36
年

19
37
年

経
歴

片
倉
兼
太
郞
東
京

56
5株

56
5株

56
5株

56
5株

―
株

―
株

―
株

―
株
片
倉
製
糸
紡
績
㈱
取
締
役
社
長
、
19
34
年
死
去

片
倉
　
三
平
福
島

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

20
0

20
0

20
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
・
片
倉
越
後
製
糸
㈱
取
締
役
社
長

今
井
　
真
平
長
野

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

20
0

―
―

片
倉
共
栄
製
糸
㈱
取
締
役
、
19
35
年
死
去

片
倉
　
直
人
東
京

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

20
0

20
0

20
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
取
締
役

今
井
　
五
介
　〃

―
―

―
―

56
5

86
5

1,
06
5

1,
16
5
片
倉
製
糸
紡
績
㈱
取
締
役
副
社
長
・
社
長

松
田
　
彦
平
中
蒲
原
郡
五
泉
町

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

20
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
取
締
役
、
蚕
種
製
造
家

二
宮
　
良
吉
　
　〃
　
　
　〃

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
取
締
役
、
蚕
種
製
造
家

山
崎
新
太
郎
　
　〃
　
　新
津
町

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
取
締
役
、
蚕
種
製
造
家

石
塚
文
四
郎
　
　〃
　
　（
　
　
）

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
取
締
役
、
五
泉
繭
市
場
発
起
人

剣
持
　
堅
吾
　
　〃
　
　巣
本
村

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
監
査
役
、
大
地
主

浮
須
　
市
造
北
蒲
原
郡
築
地
村

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
片
倉
共
栄
製
糸
㈱
監
査
役
、
蚕
種
製
造
家

近
藤
祐
次
郞
中
蒲
原
郡
五
泉
町

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
絹
物
機
業
家
、
中
地
主
、
五
泉
町
会
議
員

関
塚
　
惣
吉
　
　〃
　
　
　〃

10
0

20
20

20
20

20
20

20
大
地
主
、
五
泉
町
会
議
員

小
出
　
源
吉
　
　〃
　
　新
津
町

50
50

50
50

50
50

50
50

耳
鼻
咽
喉
科
医
師
、
中
蒲
瓦
斯
㈱
取
締
役

武
藤
　
豊
次
　
　〃
　
　巣
本
村

50
50

50
50

50
50

50
50

中
地
主
、
巣
本
村
役
場
収
入
役
・
村
会
議
員

林
　
　
信
寛
　
　〃
　
　新
関
村

50
50

50
50

50
50

50
50

大
地
主
、
新
関
村
長
・
村
会
議
員

町
田
　
菊
治
　
　〃
　
　五
泉
町

50
50

50
50

50
50

50
50

五
泉
合
同
運
送
㈱
取
締
役

馬
場
　
徳
松
南
蒲
原
郡
三
条
町

―
50

50
50

50
50

50
50

銅
鉄
打
物
卸
・
度
器
製
造
業
者
、
三
条
町（
三
条
市
）会
議
員

徳
永
　
治
平
中
蒲
原
郡
五
泉
町

30（
20
）

30（
20
）

30（
20
）

―
―

―
―

―
五
泉
合
同
運
送
㈱
取
締
役

大
貫
　
新
七
　
　〃
　
　
　〃

―
―

―
30（
20
）

50
50

50
50

五
泉
合
同
運
送
㈱
取
締
役

松
田
信
太
郎
　
　〃
　
　
　〃

30
30

30
30

30
30

30
30

中
地
主
、
五
泉
町
会
議
員
、
醤
油
味
噌
醸
造
業
者

吉
田
松
三
郎
　
　〃
　
　
　〃

30
30

30
30

30
30

30
30

小
地
主
、
絹
織
物
業
者
、
近
藤
製
糸
㈱
取
締
役

塚
野
　
国
松
　
　〃
　
　
　〃

30
30

30
30

30
30

30
30

五
泉
織
物
同
業
組
合
長
、
中
蒲
原
郡
会
議
員

小
出
　
権
平
　
　〃
　
　
　〃

30
30

30
30

30
30

30
30

絹
織
物
業
者
、
合
資
会
社
小
出
機
業
場
代
表
社
員

夏
井
　
義
信
　
　〃
　
　
　〃

30
30

30
30

30
30

30
30

料
理
鮮
魚
問
屋
「
た
こ
や
」
店
主

坪
川
　
寅
蔵
　
　〃
　
　
　〃

30
30

30
40

40
40

40
40

絹
織
物
業
者
、
五
泉
町
会
議
員

石
井
　
民
次
　
　〃
　
　
　〃

20
20

20
20

20
20

20
20

五
泉
織
物
同
業
組
合
副
組
合
長
・
組
合
長

帆
刈
策
次
郎
　
　〃
　
　
　〃

20
20

20
20

20
20

20
20

絹
織
物
業
者
、
五
泉
織
物
同
業
組
合
会
計
役
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小
黒
　
啓
蔵
　
　〃
　
　
　〃

20
20

20
20

20
20

20
20

絹
織
物
業
者
、
五
泉
織
物
同
業
組
合
員

石
川
　
義
雄
　
　〃
　
　
　〃

20
20

21
21

21
21

21
21

絹
織
物
業
者
、
撚
糸
業
者

市
川
富
三
郎
　
　〃
　
　
　〃

20
20

20
20

20
20

20
20

絹
織
物
業
者
（
市
川
工
場
経
営
）

長
谷
川
喜
久
次
　
　〃
　
　
　〃

20
20

20
20

20
20

20
20

絹
織
物
業
者
（
長
谷
川
工
場
経
営
）

平
松
　
周
蔵
　
　〃
　
　村
松
町

20
20

20
20

20
20

20
20

片
倉
越
後
製
糸
㈱
取
締
役
、
村
松
町
助
役
・
町
長

谷
　
貫
一
郎
　
　〃
　
　
　〃

20
20

20
20

20
20

20
20

片
倉
越
後
製
糸
㈱
監
査
役
、
村
松
町
長

本
間
　
建
弥
　
　〃
　
　新
関
村

20
20

20
20

20
20

20
20

大
地
主
、
㈱
新
潟
米
穀
株
式
取
引
所
監
査
役

杵
鞭
　
稲
作
　
　〃
　
　新
津
町

20
20

20
20

20
20

20
20

中
地
主
、
新
津
町
養
蚕
実
行
組
合
理
事
、
新
津
町
会
議
員

石
塚
文
次
郎
　
　〃
　
　川
東
村

20
20

20
20

20
20

20
20

中
地
主
、
川
東
村
養
蚕
組
合
長

田
中
　
四
郎
　
　〃
　小
須
戸
町

20
20

20
20

20
20

20
20

中
地
主
、
醤
油
味
噌
醸
造
業
者

佐
藤
　
豊
蔵
　
　〃
　
　五
泉
町

15
15

15
15

15
15

15
15

中
地
主
、
五
泉
町
農
会
長
、
五
泉
信
用
組
合
理
事

坪
川
文
太
郎
　
　〃
　
　巣
本
村

15
15

15
15

15
15

15
15

中
地
主
、
巣
本
村
会
議
員
、
巣
本
村
農
会
惣
代

関
川
　
成
治
　
　〃
　
　
　〃

15
15

15
15

15
15

15
15

巣
本
村
農
会
惣
代
、
巣
本
村
一
本
杉
信
用
組
合
理
事

佐
久
間
市
三
郎
　
　〃
　
　
　〃

15
15

15
15

15
15

15
15

中
地
主
、
巣
本
村
会
議
員
、
一
本
杉
養
蚕
組
合
長

佐
藤
平
三
郎
　
　〃
　
　川
東
村

15
15

15
15

15
15

15
15

中
地
主
、
川
東
村
教
育
会
商
議
員

飯
山
三
郎
平
　
　〃
　
　
　〃

15
15

15
15

15
15

15
15

小
地
主

相
田
　
貞
治
　
　〃
　
　
　〃

15
15

15
15

15
15

15
15

川
東
村
農
会
総
代

山
崎
　
新
治
　
　〃
　
　川
内
村

15
15

15
15

15
15

15
15

中
地
主
、
川
内
村
長
、
蒲
原
鉄
道
㈱
監
査
役

馬
場
八
太
郎
　
　〃
　
　十
全
村

15
15

15
15

10
―

―
―

中
地
主
、
十
全
村
長
、
十
全
村
農
会
長

小
黒
常
次
郎
　
　〃
　
　五
泉
町

10
10

10
15

15
15

15
15

中
地
主
、
酒
造
業
者
、
五
泉
町
会
議
員

吉
井
三
治
郎
　
　〃
　
　
　〃

10
10

10
11

11
21

21
21

絹
織
物
業
者
、
五
泉
織
物
同
業
組
合
員

斉
藤
守
太
郎
　
　〃
　
　
　〃

10
10

10
11

11
11

12
12

小
地
主
、
五
泉
町
会
議
員
、
三
本
木
養
蚕
組
合
長

三
沢
佐
久
二
新
潟

3
10

10
11

11
11

11
11

片
倉
越
後
製
糸
㈱
・
日
東
紡
績
㈱
金
沢
製
糸
所
社
員

（
注
）
持
株
数
は
、
各
年
度
末
（
3月
31
日
）
現
在
。

（
資
料
）

 片
倉
共
栄
製
糸
㈱
『
株
主
名
簿
』（
各
年
度
）、
『
新
潟
県
精
髄
中
蒲
原
郡
誌
』（
復
刻
版
）
上
・
中
・
下
編
（
千
秋
社
、
20
00
年
）、
『
昭
和
六
年
度

 蚕
種
製
造
業
態
調
査
』（
全
国
蚕
種
業
組

合
聯
合
会
、
19
33
年
）、
渋
谷
隆
一
編
『
都
道
府
県
別

 資
産
家
地
主
総
覧
〔
新
潟
編
2、
3〕
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
19
97
年
）、
『
新
潟
県
大
地
主
名
簿
』
新
潟
県
地
主
資
料
第
拾
集
（
新

潟
県
農
地
部
、
19
68
年
）、
『
五
泉
市
史
』
通
史
編
（
五
泉
市
、
19
99
年
）、
『
五
泉
市
史
』
資
料
編
四
、
近
・
現
代
（
Ⅰ
）（
五
泉
市
、
19
96
年
）、
『
五
泉
市
史
』
資
料
編
五
、
近
・
現
代
（
Ⅱ
）

（
五
泉
市
、
19
91
年
）、
『
新
津
市
史
』
資
料
編
第
五
巻
、
近
現
代
二
（
新
津
市
、
19
91
年
）、
各
年
度
版
『
帝
国
銀
行
会
社
要
録
』（
帝
国
興
信
所
）、
各
年
度
版
『
新
潟
県
年
鑑
』（
新
潟
県
年

鑑
社
）、
『
新
潟
県
肖
像
録
』（
実
業
之
案
内
社
、
19
29
年
）、
『
新
潟
県
の
蚕
糸
業
』（
大
日
本
蚕
糸
会
新
潟
支
会
、
19
28
年
）、
『
新
潟
県
市
町
村
合
併
誌
』
下
巻
（
新
潟
県
、
19
62
年
）、
『
村

松
町
史
』
下
巻
（
村
松
町
、
19
82
年
）、
『
村
松
町
史
』
資
料
編
第
四
巻
、
近
現
代
（
村
松
町
、
19
77
年
）
な
ど
よ
り
作
成
。
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戦争の創者看護の一助に白木線350反を献納し

ていた（44）。松田彦平は、蚕種製造家であると

共に、土地所有高からみると小地主（1929年

所有地価1,837円）である（45）。松田家の所有地

価は、1888（明治21）年には28,800円であり、

五泉町最大の大地主・吉田久平家（所有地価

115,400円）に次ぐ大地主であったが、1898

（明治31）年には、1,156円に減少している（46）。

松田彦平は、上記のほかに既述の有限責任販

売利用組合五泉繭市場組合長、北越蚕種合名会

社代表者、有限責任三本木信用組合（五泉町）

組合長（47）、中蒲原郡養蚕同業組合長（48）、五泉

町議員（49）、五泉町耕地整理組合（1930年6月

18日創立）評議員（50）など豊富な経歴をもつ五

泉町の有力者である。松田は、地方支配体制の

一翼を担う。松田彦平家は、先代彦平（天保元

年1月生、明治28年1月死亡）と長男信太郎

（後に彦平襲名（51））父子して養蚕・蚕種業に従

事して、「北越蚕界の偉人（52）」（先代）、「北越蚕

界の明星（53）」と絶賛されるほどの優れた養蚕・

製種技量を持ち、数々の実績を残す新潟県蚕業

会の著名人である。「新潟新聞」（大正7年7月

16日）には、大日本蚕糸会より表彰され、第

一種功績賞を授与された松田彦平の功績が連綿

と綴られている（54）。

②　二宮良吉（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
設立発起人・取締役（1930年同社株式200株所

有）、中地主（1933年所有地・田11町7反9畝、

畑7町9畝、合計18町8反8畝、其他13町4反8

畝）である（55）。二宮は、五泉町第8位の地主で

ある。同氏は、「地主派の巨頭」とも称されて

いる（56）。二宮良吉は、前述の如く有限責任販

売利用組合五泉繭市場副組合長であり、松田彦

平、山崎新太郎と共に北越蚕種合名会社を設立

するほか、松田彦平と並んで海沼常尾編『大日

本蚕業家名鑑続編』（扶桑社、1917年、486頁）

中の「著名ナル工場　桑園　人物」において、

新潟県を代表する有力蚕種製造家として評価さ

れている。二宮良吉は、片倉共栄製糸㈱の株式

を1930年以降も200株を所有し続ける。

二宮良吉（明治2年3月14日生）は、西ヶ原

農事試験場に学び、1893（明治26）年に蚕種

製造業「以桑館」を創業する（57）。二宮は、1908

（明治41）年に蚕種（又昔、小石丸）を製造

（原種30,464蛾、製糸用種1,013枚）する（58）。

二宮良吉は、1902（明治35）年新潟県主催1府

11県聯合共進会に繭を出品し、5等賞（繭春蚕）

を受賞する（59）。また二宮は、1922（大正11）

年3月10日～ 7月31日開催の平和記念東京博

覧会（東京府主催）に蚕種を出品し、褒状を授

与される（60）。

二宮良吉は、1902（明治35）年以来五泉町

会議員（61）となり、1935（昭和10）年より第12

代五泉町長（1935年3月～ 1941年12月）に就

任する（62）。二宮は、「五泉町第一回擬国会」の

「内務（大臣）」に、松田彦平が「逓信（大臣）」に

各名が挙がっていた（63）。また松田彦平同様に、

五泉町耕地整理組合評議員（64）や新潟県養蚕組

合聯合会評議員、新潟県蚕種業組合評議員（65）、

中蒲原郡養蚕同業組合副組合長（66）などを務め

る、五泉町の有力者である。

二宮良吉の妻むめは、中蒲原郡橋田村の有力

者・松尾六兵衛（中地主、1933年村内第4位地

主）の叔母であり、長男・二宮九二二（明治

29年生、上田蚕糸専門学校卒）は、後に五泉

町会議員に就く（67）。二宮九二二の妻信子（明

治37年生、三条高女卒）は、南蒲原郡井栗村

の有力者・神山利吉（中地主、1933年村内第6

位地主、第5代井栗村長）の2女であった。二

宮良吉家は、五泉地方における強力な政治・経

済力を背景に、姻戚関係を通じて強固な社会勢

力基盤を築き上げ、吉田久平家に代表される大

地主階級に次ぐ、地方支配体制の一翼を担って

いた。
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なお、二宮良吉は、五泉町長在任中の1941

（昭和16）年12月16日に死去する。

③　山崎新太郎（新津町）は、片倉共栄製糸
㈱取締役である。山崎は、1902（明治35）年8

月に東京高等蚕糸学校（養蚕本科）を卒業して

いる（68）。前述の如く、山崎新太郎は、松田彦平、

二宮良吉と共に北越蚕種合名会社を設立する。

山崎は、片倉共栄製糸㈱の株式200株を同社創

立以来所持し続ける。また山崎新太郎は、中蒲

瓦斯株式会社（五泉町、1932年8月設立、資本

金166,650円）の監査役を勤めることになる（69）。

中蒲瓦斯㈱の取締役には，五泉町の大地主・小

出　漸本家の分家で、片倉共栄製糸㈱の中株

主・小出源吉（新津町、耳鼻咽喉科医師）が就

任していた。

小出　漸は、既述のように中蒲瓦斯㈱の取締

役に就任しており、また中蒲瓦斯㈱と新津天然

瓦斯㈱の各取締役として、新津町最大の大地

主・桂　恕佑が就任しており（70）、小出本家同様、

大地主の事業関心は、将来有望なガス事業にあ

ったようである。

④　石塚文四郎は、有限責任販売利用組合五
泉繭市場の設立発起人の1人であり、片倉共栄

製糸㈱の取締役である。石塚文四郎は、片倉共

栄製糸㈱創立当初より同社株式200株を所有し

続けていた。石塚文四郎に関しては、その身元

は十分明らかにしえないが、五泉繭市場設立中

心主体の五泉郷を居村としており、川東村最大

の地主・石塚文次郎の弟と推測される。何れに

しても、有力養蚕農民、村落有力者であること

は間違いないであろう。石塚文次郎については

後述。

⑤　剣持堅吾（巣本村）は、片倉共栄製糸㈱
の設立発起人であり、同社監査役に就任してい

る。剣持堅吾は、巣本村最大の大地主（1933

年所有地・田18町4反、畑30町7反、合計49

町1反、其他9町4反（71））である。剣持は、片

倉共栄製糸㈱の株式100株を同社創業第1期よ

り第8期に至るまで変らず所持し続ける。

剣持堅吾は、巣本村役場助役（1905年5月12

日～同年7月3日（72））、巣本村農会評議員、巣

本村有限責任一本杉信用組合理事長、巣本村会

議員、中蒲原郡会議員などの要職を務める（73）。

1920（大正9）年10月24日に新発田町に開催

の新潟県産繭品評会に出品した巣本村一本杉養

蚕組合は、第一種本賞優等賞を、一本杉の剣持

堅吾外2名が同副賞優等賞を各受賞する（74）。

1918（大正7）年11月15日～ 17日に五泉町に

おいて、中蒲原郡農工産物品評会（第4回）、

俵米品評会（第2回）、染織物品評会（第1回）、

北越蚕友会繭品評会（第10回）聯合特産品評

会が開催され、剣持堅吾は、この俵米品評会で

3等賞（品種・石白）、繭品評会で4等賞（春蚕）

を各受賞している（75）。

剣持堅吾は、巣本村の政・財界有力者であり、

地方支配体制の頂点に位置すると共に、繭品評

会において受賞する程の養蚕業の技量を示して

いる。

⑥　浮須市造（北蒲原郡築地村）は、片倉共
栄製糸㈱の監査役である。浮須市造は、同社株

式100株を創立時以降も所持し続けている。浮

須市造は、新潟県を代表する蚕種製造家であ

る（76）。浮須市造の片倉共栄製糸㈱への株式投

資・経営参画には、製種業経営に資する期待が

あったことであろう。1911（明治44）年に浮

須市造の原蚕種製造高は、春・秋期共に白龍

（一化性春期100,912蛾、二化性一化秋期

20,664蛾）を中心に、又昔（一化性春期

41,944蛾）、青熟（二化性一化秋期3,444蛾）、

合計166,964蛾であった（77）。この原蚕種製造高

は、新潟県最大である。

浮須市造経営の高田蚕館は、大正期に「蚕種

家営業便覧」において、「本館ノ蚕種ハ病毒皆

無強健無比ニシテ優美ナル蚕繭ヲ産出スル特性
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ヲ有ス（78）」、また「広告」の中で「本館の蚕種

は強壮性に富み飼育容易なるを以て失敗者無

し（79）」と謳っている。製種技術に定評のある

浮須市造の自信が窺われる。1931（昭和6）年

に浮須市造の蚕種製造は、原蚕種25,788蛾、

普通蚕種233,459グラム、原蚕種分場13戸であ

る（80）。松田彦平、二宮良吉、山崎新太郎設立

の北越蚕種合名会社よりも原蚕種の製造は遥か

に上回るものの、普通蚕種では同社製造を下回

っていた。浮須市造は、水戸部猪八郎と共に大

倉製糸（北蒲原郡新発田町）の蚕種製造部門を

担っていた（81）。浮須市造は、1933（昭和8）年

には従来の個人経営から会社組織・浮須蚕種合

名会社（代表者・浮須市造）に変更し、蚕種製

造を拡大する。1935（昭和10）年には浮須蚕

種合名会社の蚕種製造は、原蚕種9,436蛾、普

通蚕種297,920グラムとなり、1931年に比べ普

通蚕種製造高は3割弱増加するものの、原蚕種

製造高は、6割強減少し、浮須家の蚕種業経営

は、陰りがみえていた（82）。浮須蚕種合名会社

と北越蚕種合名会社が1930年代に新潟県にお

いて蚕種製造高の首位争いを繰り広げ、30年

代後半には北越蚕種合名会社が制することにな

る。

浮須市造の所有地価は、1928年に田畑2,100

円、山林原野13円、宅地481円、合計2,594

円（83）（村内第19位）であり、小地主といえよう。

築地村の有力農民の1人に数え上げることがで

きよう。浮須は、地方支配体制の一翼を担う。

⑦　近藤祐次郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の設立発起人であると共に大株主である。近

藤祐次郎は、同社株式100株を創業第1期より

第8期まで継続して所有している。近藤祐次郎

は、五泉町の有力絹織物製造業者であった。近

藤祐次郎家の絹織物製造業は、嘉永元年（又は

同2年5月）の創業に遡る。五泉織物（袴地）

の起源は古く寛保2年に始まる（84）とはいえ、

1909（明治42）年時点の五泉町絹織物製造業

者は、大半が明治20、30年代乃至40年代の創

業である（85）。近藤祐次郎家の絹織物製造業は、

五泉町同業者の中で最も古い創業であった。

近藤家は、1890（明治23）年に「本練半練

平袴地糸織・精好平夏袴地七子織・絹龍紋織夏

羽織地類」の製造を行っていた（86）。同家は、

糸織袴地、七子（斜子）袴地、龍紋（龍門）羽織地

を盛んに製造し、第4回内国勧業博覧会（1895

年）に「袴地」（2点）と「生地綾門」を出品

し（87）、褒状（「五泉平帯地」）を受賞する（88）。

近藤祐次郎家は、統計上判明する限り、1888

（明治21）年、1890（明治23）年に製糸業（「近

藤祐次郎製糸所」）を営み、職工を8～ 9人雇

用していた（89）。近藤家は、絹織物用原料生糸

の製造業を兼営していたことになる。近藤家の

絹織物製造製品の種類は次第に変化し、1909

（明治42）年には「一日使用職工徒弟」男2人、

女3人を使用して、絹織物の羽二重、絽、八ッ

橋を製造する（90）。引き続き近藤祐次郎家は、

大正初年において羽二重、絽の製造を行い、此

れ迄に「賞碑数個」を受賞していたという（91）。

近藤家の製織技術の高さは、受賞歴からも立証

されよう。

近藤祐次郎は、1902（明治35）年、1905（明

治38）年には五泉織物組合の理事評議員、評

議員を勤めていた（92）。同人は、前記中蒲原郡4

会聯合品評会（俵米品評会）において、1等賞

（品種・二本三）を受賞する（93）。近藤は、地主

として高度な農業技術を合せ持つ。近藤祐次郎

は、1933（昭和8）年に田27町6反６畝、畑3

町1反6畝、合計30町8反2畝、其他1反5畝を

所有する、五泉町内第5位の地主（中地主）で

ある（94）。また近藤祐次郎は、五泉町耕地整理

組合（1930年6月18日創立）評議員（95）や五泉

町会議員（96）を勤めるなど五泉町政・財界の有

力者であり、地方支配体制の一翼を担う。近藤
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祐次郎は、絹物機業家としてその原料生糸を片

倉共栄製糸㈱に求める立場にあった。

⑧　関塚惣吉（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
設立発起人で同社創業第1期に株式100株所有

の大株主であったが、翌第2期に80株を手離し、

同期以降20株所持の中株主に後退する。既述

の如く、片倉共栄製糸㈱は、第1期、第2期共

に欠損が生じ、同社の将来性を熟慮した結果、

投資先として不適当と判断したのであろう。但

し、片倉共栄製糸㈱の設立発起人として、片倉

製糸の五泉町進出を推進した立場上、全所有株

式の売却には決断致し兼ねたのであろう。片倉

共栄製糸㈱は、多額の損失金が生じ、利益金で

これを補うことができず、第1期～第8期を通

じて株主配当は無配であったことを考えれば、

大株主・関塚惣吉の投資家としての先見性、経

済感覚は、秀逸であったものといえよう。

関塚惣吉家は、1871（明治4）年11月に能代

村、土深村の用掛に就任（97）した素封家であり、

1933（昭和8）年の所有地は、田81町3反5畝、

畑16町5反6畝、合計97町9反1畝、其他27町

5反2畝である（98）。関塚惣吉は、五泉町第2位

の大地主である。

関塚惣吉（明治10月4月生）は、東京専門学

校に学び、1902（明治35）年以来五泉町会議員、

学務委員、新潟県会議員、新潟県多額納税者、

新潟県農政協会会長、新潟県農会特別議員、所

得税調査委員、五泉町信用組合長、自作農資金

貸付委員、能代養鶏組合長、五泉町耕地整理組

合評議員などの豊富な経歴を有する（99）。関塚

惣吉は、吉田久平と共に五泉町における最有力

者の1人である。

関塚惣吉の妻イサホ（明治20年1月生）は、

北蒲原郡菅谷村最大の大地主（1933年田畑108

町8反所有）・高沢直三郎の姉で、関塚惣吉の2

女レンは、中蒲原郡菅名村の第4位の中地主

（1933年田畑29町7反所有）佐藤　宏の妻であ

り、高沢直三郎の妻のミイ（新潟高女出身）は、

佐藤　宏の姉であった。関塚惣吉の3女チカ

（新潟高女出身）は、中蒲原郡茨曽根村の村長

で、村内第2位の中地主（1933年田畑33町6反

所有）関根栄五郎の2男・嘉弘の妻である（100）。

関塚惣吉家は、五泉地方における強大な政

治・経済力を背景に、姻戚関係を通じて新潟県

内諸村の大中地主、村長などの有力者たちと強

固な社会勢力基盤を築き、地方支配体制の頂点

に位置する存在である。

⑨　小出源吉（新津町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主であり、同社創業以来50株を保持し

続ける。小出は、耳鼻咽喉科医師である。

小出源吉（明治21年11月生）は、「五泉町一

流の機業家」・酒井準治郎の2男として誕生し、

1913（大正2）年に同町の大地主・小出淳太の

養子となる（101）。1918（大正7）年に分家する。

小出源吉は、新潟中学、第四高等学校から京都

帝国大学医科に入学し、1914（大正3）年に同

大医科を卒業後、京都帝大助手、小倉市記念病

院耳鼻科部長、京都帝大助教授、長崎医専教授

などを経て、1922（大正11）年6月に新津町に

耳鼻咽喉科医院を開業（医学博士）する（102）。

小出源吉は、1929（昭和4）年に新津天然瓦

斯㈱取締役（後に代表取締役）に、また1932

（昭和7）年8月設立の「石炭瓦斯製造供給販売」

を目的とする中蒲瓦斯株式会社（五泉町）の取

締役に各就任する（103）。中蒲瓦斯㈱には、既述

の如く取締役として後に小出本家の小出　漸と

山崎新太郎が監査役に各就任することになる。

小出源吉は、後に新津市議会議員、新津市議会

議長を各勤める（104）有力者である。

小出源吉の妻喜久（明治28年6月生）は、小

出本家・小出勝之丞（小出淳太の先代）の6女

である（105）。また酒井準治郎（明治18年9月生、

先代準治郎襲名）は、小出勝之丞よりの養子で

あり（106）、酒井家と小出家は、相互に子息を養
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子（娘婿）とする程緊密な間柄であった。酒井

準治郎は、五泉織物同業組合副組長、二業組合

理事に就任する五泉機業界の有力者である。

小出本家の五泉地方における強大な経済力は、

分家の小出源吉に中株主（50株所有）以上の

重厚感を付与していたことであろう。また、多

数の従業員を抱える片倉共栄製糸㈱にとって、

小出耳鼻咽喉科医院は，身近で、貴重な医療機

関であったといえよう。

⑩　武藤豊次（巣本村）は、五泉繭市場設立
発起人であり、片倉共栄製糸㈱の中株主である。

武藤は、片倉共栄製糸㈱創業第1期より第8期

まで50株を所有し続ける。武藤豊次は、巣本

村第2位の中地主（1933年所有地・田12町7反、

畑26町5反、合計39町2反、其他8町4反（107））

であり、巣本村役場収入役・村会議員（108）、巣

本村農会副会長、巣本村有限責任一本杉信用組

合理事、一本杉信用購買利用組合長、巣本村耕

地整理組合評議員・副組合長（109）などに就任す

る。

武藤豊次の巣本村における政治・経済力は、

強大であったといえよう。姻戚関係を通じた強

固な社会的勢力を築いていたことであろう。武

藤は、地方支配体制の一翼を担う。

⑪　林　信寛（新関村）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主であり、同社創業期より株式50株を

保有し続ける。

林　信寛（明治35年3月生）は、1925（大正

14）年東京帝国大学農科を卒業し、同年家督を

相続して農業を営む（110）。林家は1931年に田

129町6反、畑60町6反、合計190町2反（其他

不明（111））を所有する、新関村第3位の大地主、

新潟県多額納税者（1932年度直接国税1,769

円（112））であるほか、新関村第9代村長（1940

年12月8日～ 1946年3月24日（113））、新関村会

議員（114）、新関村農会長、新関村産業組合理事（115）

などを歴任する。林　信寛は、新関村最有力者

の1人である。

林　信寛の先々代・醸造
（三）

は、1872（明治5）

年大小区制施行、翌年大小区制改定に伴い、船

越村・下条村・田屋村・猿橋村用掛、1889（明

治22）年4月1日市町村制実施に伴う、新関村

初代村会議員・村長（1889年5月23日～ 1891

年3月18日）であった（116）。林家は、代々新関

村の代表的有力者であった。

林　信寛は、新潟信託㈱の大株主（360株所

有）である（117）。林　信寛家（先代、先々代共）

は、株式投資には消極的であった。

林　信寛の妻節（明治40年7月生）は、新開

村の本間建弥の8女である（118）。本間建弥は、

新開村最大の大地主である。この点後述。新開

村において土地所有高の1、3位を占める村内最

上層の大地主が姻戚関係を通じて、同村政治・

経済界に一層強大な影響力を築き、地方支配体

制の頂点に位置する。

⑫　町田菊治（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主であり、同社創立第1期以来第8期ま

で株式50株を増減なしに所持し続ける。町田

菊治は、五泉合同運送株式会社（五泉町吉沢）

の取締役である（119）。

鉄道省の鉄道貨物取扱い運送店「一駅一店

制」施行により、全国的に地方運送業者の合同

化が進む。五泉町においても五泉駅到着・発送

貨物取扱い運送店が合同し、1927（昭和2）年

1月1日に五泉合同運送株式会社（資本金

80,000円、総株数1,600株）の創立をみるに至

る（120）。五泉合同運送㈱の業務は、1．運送及び

運送取扱い営業、2．倉庫業及び委託販売、3．

労役請負及び運送貨物に対する金融、4．他の

運送業者の代理店となること、5．前各項に関

連する一切の業務等であった。五泉合同運送㈱

は、新潟「県下有数の堅実な会社として定評が

ある（121）」という。昭和初年に五泉合同運送㈱

は、営業税380円を納税する（122）。町田菊治は、
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従来五泉町の運送業者として営業していたもの

といえよう。

五泉合同運送株式会社の取締役は、上記町田

菊治以外に、坪川寅蔵、徳永治平、小出　勝、

小松栄介、大貫新七、小熊興次郎、監査役は、

吉田松三郎、石井民次、阿部仙四郎である（123）。

同社役員の内、小出　勝と小熊興次郎以外は総

て片倉共栄製糸㈱の株主である。

上記役員の坪川寅蔵、吉田松三郎、石井民次

は、五泉町有力機業家であり、小松栄介は、米

穀肥料商、繭取扱商、綿糸染糸商、副蚕糸問屋

などを営み、阿部仙四郎は、「主要生糸仲買人」、

生糸商であった（124）。この点後述。絹物産地と

して著名な五泉町において、絹織物関連業者が

繭、生糸、絹織物の効率的な輸送に鉄道や貨物

自動車などの利用が高まる中で、運送業に投

資・兼営化するようになったのであろう。五泉

合同運送㈱は、片倉共栄製糸㈱から運送依頼を

受けていたことであろう。

⑬　馬場徳松（南蒲原郡三条町、後に三条
市）は、片倉共栄製糸㈱の中株主である。馬場

は、同社創立第1期の株主ではないものの、第

2期より第8期まで株式50株を保有し続ける。

馬場徳松（ 屋）の職業は、金物の町として

夙に知られる三条町において、銅鉄打物卸商と

度量衡器製造業を営む（125）。この取扱い製品は、

「 印特許五角・六角棒鑢、刃鑢製」、「度器製

作曲尺日本目インチメートル」、「黄楊木製折

尺・銅鉄製直尺（甲種乙種検定製作）」である。

馬場は、第4回内国勧業博覧会（1895年）にお

いて賞状を受領しており、製造技術は、折紙付

であった。

馬場徳松は、1927（昭和2）年に三条度器株

式会社（三条町、1923年2月設立）の取締役に

就任している。三条度器株式会社（資本金

100,000円）は、三条町の有力金物商中心に組

織され、1926年に取締役5名、監査役2名の内、

取締役の高橋藤助（後に専務取締役、金物商）

は、有限責任三条金物業購買組合（1922年12

月設立）の理事、同取締役の内山（勇作）・勇吉

（金物商）、加藤文次郎（金物商）と監査役・岩

崎又造（金物商）は上記組合各顧問、監査役・

相場長松（金物商）は上記組合監事（・総代

員）に就任していた（126）。

岩崎又造は、三条金物同業組合（1910年9月

7日設立）の初代・二代組長であり、㈱三条銀

行、㈱三条貯金銀行、㈱三条信用銀行の各監査

役、三条物産㈱の取締役（後に専務取締役）を、

加藤文次郎は、三条金物同業組合三代組長を、

内山勇吉は、三条町の中地主（同町第7位の地

主）で、㈱三条銀行、㈱三条貯金銀行の各監査

役と㈱三条信用銀行、三条印刷㈱の各取締役及

び三条物産㈱の取締役（後に監査役）を、高橋

藤助は、㈱三条信用銀行監査役、三条物産㈱取

締役を各務める三条町の有力者である（127）。

三条物産株式会社（1897年設立）が取扱い

品目の足袋（原料）や染物とは別に、新たに同

社役員の岩崎又造、高橋藤助、内山勇吉などが

中心となり、三条度器㈱を1923年に設立して

金物（度器）の分野に進出し、更に不況期の

1927年に度器製造者（・金物商）の馬場徳松

や長野源造などを加えて組織再編拡大（資本金

300,000円、内払込額180,000円、総株数6,000

株）し、役員の再構成を図った。馬場徳松は、

高橋藤助（550株）、金井助三郎（450株）、長

野源造（375株）に次ぐ大株主（280株所有）

である。

しかし、1927（昭和2）年12月には岩崎又造

や加藤文次郎などが中心になり、三条金物株式

会社（資本金200,000円）を設立し、一般金物

類製造販売及び金物原料・付属品売買を行うこ

とになった。同社は、東京に支店を開設する。

三条度器㈱の経営陣の分裂といえよう。その後、

1930年に長野源造、次いで翌31年には馬場徳
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松が三条度器㈱の役員を各退くことになった。

正にこの時期に馬場徳松は、片倉共栄製糸㈱の

株主となり、これを契機に同社と度器や鑢類の

取引関係を結び、昭和恐慌期の事業打開を図っ

たものと思われる。

馬場徳松は、三条町会議員、三条市会議員

（会派・政友会）も務める、三条町（三条市）

の有力者である（128）。

⑭　徳永治平（五泉町）は、五泉合同運送㈱
の取締役であり、片倉共栄製糸㈱創立第1期よ

り第3期まで、中株主であった。この期間に徳

永治平が五泉合同運送㈱取締役社長であったよ

うである。徳永治平は、1932（昭和7）年度に

は同社社長を退き、大貫新七が社長を継承した

ものと思われる。徳永治平の株主名は、片倉共

栄製糸㈱『株主名簿』（第1期～第3期）に30

株と20株に分けて連記されており、片倉越後

製糸㈱と村松合同運送合資会社の場合同様、30

株は片倉共栄製糸㈱からの株式分与と考えられ

る。20株は、徳永治平個人又は五泉合同運送

㈱の所有であろう。

徳永治平は、1924（大正13）年に五泉駅前

の熊木運送店・店主であり（129）、営業税71円35

銭、所得税49円04銭を納付していた（130）。熊木

運送店は、運送業と倉庫業を営み、日本逓業株

式会社取引店であった（131）。

⑮　大貫新七（五泉町）は、五泉合同運送㈱
取締役であり、片倉共栄製糸㈱の第4期より中

株主である。大貫は、片倉共栄製糸㈱の株式

50株を第4期より所持し続けている。大貫新七

所有の同社株式50株は、前述の徳永治平から

引き継いだ株式であろう。片倉共栄製糸㈱第4

期『株主名簿』には大貫新七の名前が連記され

ており、それぞれ株式30株と20株所有を記載

している。片倉越後製糸㈱の場合、村松合同運

送合資会社代表者・中野常治に30株分与をし

ていた（132）ことから、片倉共栄製糸㈱の場合に

も30株は同社からの株式分与分、残る20株は

大貫新七の自己所有分（徳永治平より引き継ぎ

買入れ）又は五泉合同運送㈱の所有と考えられ

る。大貫新七は、曾て五泉駅前にて運送業を営

み、合同運送会社化に伴い、取締役に就任し、

1933（昭和8）年には同社社長として会社経営

を担うことになったのであろう。

片倉共栄製糸㈱と五泉合同運送㈱の運送契約

内容を片倉越後製糸㈱の場合から推定すること

にしたい。片倉越後製糸㈱は、1927（昭和2）

年6月9日に「一駅一店制ニヨル村松合同運送

合資会社ト貨物積卸小上ゲ賃ニ付交渉シ」、料

率協定を結ぶ（133）。生繭篭入（発送・1本に付

金10銭、荷造り、積込み共、荷造用縄は当方

持ち、到着・1本に付金8銭）、空篭（発着共1

本に付金2銭5厘）、石炭（到着・1トンに付金

80銭、貨車卸配達共）、建築材料（到着貸切・

1トンに付金1円30銭、貨車卸配達共）、雑貨

小口扱（発送・百斤未満のもの1個に付金10銭、

到着・同8銭）。但し、特種発着貨物は、随時

協定のこととしていた。その後、1930（昭和5）

年4月10日に片倉越後製糸㈱は、「村松駅前合

同運送店」と交渉し、貨物積卸賃金を従前より

2割値引き協定する（134）。片倉共栄製糸㈱も片

倉越後製糸㈱同様に、五泉合同運送㈱と鉄道貨

物に関する協定を結んでいたことであろう。

村松合同運送合資会社は、片倉越後製糸㈱か

らの株式分与以外に同社株式を所有することは

なかったが、五泉合同運送㈱は、片倉共栄製糸

㈱よりの株式分与のほか、更に個人（又は法

人）株式を所有していたことから、五泉合同運

送㈱は、村松合同運送合資会社の場合以上に、

片倉共栄製糸㈱との強固な取引関係が結ばれて

いたことが窺われる。片倉共栄製糸㈱にしても、

同社は貨物自動車の保有を欠くため、五泉合同

運送㈱に対する運送依存度が、貨物自動車を保

有する片倉越後製糸㈱（135）以上に高くなってい
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たことであろうことから、五泉合同運送㈱にお

いても取引関係を一層強固なものにするために

は、片倉共栄製糸㈱の株式を買増しする必要が

あったものといえよう。

⑯　松田信太郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主である。松田は、同社創業第1期よ

り第8期まで株式30株を所有し続ける。

松田信太郎は、五泉町第10位の中地主（1933

年所有地・田14町8反、畑3町1反、合計17町

9反、其他6反8畝（136））であり、醤油味噌醸造

業者（137）、五泉町会議員（138）、五泉町土木委員・

学務委員、五泉耕地整理組合副長（139）、五泉消

防組頭（140）など豊富な経歴を有する五泉町有力

者であり、地方支配体制の一翼を担う。松田信

太郎は、五泉町第1回擬国会の「海軍（大臣）
（141）」に、松田彦平、二宮良吉、塚野国松等と

共に列挙されている。

『日本全国商工人名録』（五版、六版、七版）

に依れば、松田信太郎の営業税と所得税の各納

税額は、大正前期に営業税（53円10銭→27円

21銭→66円22銭）、所得税（87円21銭→103

円47銭→87円75銭）の推移をみる（142）。松田

信太郎は、五泉町最大の醤油味噌醸造家であっ

た。松田家は、片倉共栄製糸㈱との取引関係の

構築を希求していよう。

⑰　吉田松三郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主であり、同社創業第1期より第8期

まで株式30株を変動なく所有し続ける。吉田

松三郎（明治11年2月生）は、小地主（1929

年所有地価・田畑地価1,634円90銭、山林原野

地価12円69銭、宅地地価1,503円72銭、合計

3,151円31銭（143））であり、五泉町機業家（1912

年1月創業）であった。吉田は、五泉織物同業

組合評議員（144）を勤め、1924（大正13）年度に

は絹織物産額7,340点、生糸消費量2,329貫に

上り、五泉織物同業組合員中第4位の有力機業

家である（145）。「丸松工場」を経営する吉田松三

郎の主要「生産品目」は、小幅羽二重であっ

た（146）。

『日本全国商工人名録』（八版、大正拾四年度

版）及び『大日本商工録』（昭和五年版）に依

れば、絹織物業者の吉田松三郎の営業税と所得

税の各納税額は、大正後期から昭和初年に営業

税（81円91銭→19円61銭→154円）、所得税

（47円→78円20銭→394円（147））、及び昭和10

年代初めには営業税178円（所得税559円（148））

へと推移をみる。吉田松三郎の営業税（所得税

共に）は、昭和期に入ると大正期を上回る増加

を辿る。絹物機業家としての吉田は、大正末期

の不況と昭和恐慌期を乗り切り、順調に発展を

遂げているといえよう。

吉田松三郎は、前述の五泉合同運送㈱の監査

役のほか、南蒲原郡見付町の㈱近藤商店（生絹

仲次問屋、1924年6月設立、資本金50,000円）

の取締役、近藤製糸株式会社（1927年5月設立、

資本金100,000円）の取締役に就任する（149）。

吉田は、原料生糸と絹織物の製造から、絹織物

販売（仲次業を含む）まで進出し、絹織物関連

事業の拡大を図る。機業家の新たな事業展開で

ある。上記近藤商店には、後述の五泉町機業

家・石井民次と坪川寅蔵が共に取締役に就任し

ていた。

吉田松三郎の兄・定五郎も五泉町機業家であ

り、片倉共栄製糸㈱の株主（株式5株所有）で

もあった。両名共、五泉町の有力機業家である。

吉田松三郎は、地方支配体制の一翼を担う。

⑱　塚野国松（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主であり、同社創業第1期より第8期ま

で通して株式30株を保有している。塚野国松

（明治元年生）は、五泉町の主産品、即ち羽二

重、生絽、五泉平袴地を製造する有力機業家で

ある。特に「折目が崩れず皺にならぬ、理想的

の袴地」として定評がある五泉平袴地について

は、塚野国松と共に和泉庫吉（片倉共栄製糸㈱
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株主・株式10株所有）の工場が代表的工場で

あった（150）。1890（明治23）年には塚野国松

（喜久屋）は、本練半練暑寒袴地・練好綾羽織

地白絹・精好夏袴地白龍門・両縒糸織縒糸織を

製造していた（151）。

塚野国松は、第3回内国勧業博覧会（1890年）

に縞木綿と精好袴地を出品しており（152）、また

1898（明治31）年に塚野の営業を織物業「兼

五泉平製造」との記載がある（153）ことから、曾

ては綿織物と絹織物の製造を行っていたようで

ある。第4回内国勧業博覧会（1895年）に塚野

国松は、五泉平袴地を出品し、有功三等賞を受

賞する（154）。また塚野は、1901（明治34）年に

新潟県主催1府11県聯合共進会に出品し、「絹

織物之部」6等賞（五泉平）を受賞する（155）。

塚野国松は、大正初年までに各博覧会・共進会

において金銀銅賞牌30余個受賞していたとい

う（156）。更に塚野は、平和記念東京博覧会（1922

年3月10日～ 7月31日、東京府主催）に出品

した五泉平袴地が銀牌を受賞する（157）。また

1928（昭和3）年に塚野国松は、第4回中部6

県連合織物共進会に出品し、1等賞（五泉平）

を受賞する（158）。塚野家は、織物業開業が「明

治以前」に遡ることが指摘されている（159）ほど

古く、また製織技術の高さを裏付ける数々の受

賞歴を誇る。

『日本全国商工人名録』（二版、五版、七版、

八版、大正拾四年度版）及び『大日本商工録』

（昭和五年版）に依り、機業家・塚野国松の営

業税と所得税の各納税額の推移をみると、明治

30年乃至31年及び大正期・昭和初年において、

営業税（31円62銭6厘→97円28銭→77円87

銭→99円96銭→124円40銭→64円）、所得税

（5円54銭→153円13銭→172円08銭→154円

70銭→338円69銭→92円）であった。塚野家

は、大正期の第1次世界大戦を契機とする不況、

好況、戦後恐慌を乗り切るものの、昭和初年の

不況には経営悪化が避けられなかったようであ

る。片倉共栄製糸㈱の設立は、これを契機に経

営改善を図る経済的動機（原料生糸の調達先）

として働いていたことであろう。

塚野国松は、「塚野国松製糸所」を設立し、

統計上明らかな限り、1888、90（明治21、23）

年には職工13、14人を雇用していた（160）。明治

30年代から40年代にかけて、塚野は「塚野工

場」（織物）を経営し、1897、98（明治30、31）

年に職工男23人、職工女59人が従事する（161）。

1909（明治42）年には、一日使用職工徒弟・

男23人、女72人で袴地、羽二重、絽を製造し

ていた。塚野国松は、1911（明治44）年に五

泉機業家の塚野久助、落合常治、佐藤与平、近

藤福松と共に、生糸、織物委託販売を目的とし

た合名会社五泉商会（五泉町）を設立する（162）。

塚野国松が社長である。販売先として京都出張

所（主任・稲葉長吉）を開設する。

塚野国松は、小地主（1929年所有地価・田

畑地価2,452円55銭、山林原野地価47銭、宅

地地価1,023円90銭、合計3,476円92銭（163））

であり、五泉織物組合理事評議員（164）、五泉織

物同業組合長（165）、五泉町会議員（166）、中蒲原郡

会議員（167）などを歴任する五泉町政・財界有力

者であり、地方支配体制の一翼を担う。塚野国

松の長男・健治（明治31年12月3日生）は、

1918（大正7）年に東京高等工業を卒業し、五

泉平袴製造業に従事する傍ら、五泉町会議員や

新潟県会議員を勤める有力者である（168）。

⑲　小出権平（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主であり、同社創業第1期より第8期ま

で増減なく保持し続ける。小出権平（明治17

年3月25日生（169））は、羽二重、生絽各種絹織

物を製造する小出工場を経営する機業家であ

る（170）。1903（明治36）年10月創業の小出工場

は、1909（明治42）年に「一日使用職工徒弟」

男3人、女13人の規模であった。小出は、五泉
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織物同業組合加入の工場主の中で、1924（大正

13）年に絹織物8,134点（同生糸消費量2,489

貫）に上り、この産額は第3位である（171）。小

出権平は、五泉織物工業協同組合理事（172）を勤

める等名実共に五泉町の有力機業家であったこ

とが判明する。

小出権平は、前記中蒲原郡農工産物品評会外

3会聯合特産物品評会（1918年11月15 ～ 17日）

開催の染織物品評会（出品点数860点）におい

て、3等賞（羽二重）が授与される（173）。また

小出は、平和記念東京博覧会（1922年3月10

日～ 7月31日）において、褒状（絽）を受賞

する（174）。「技術の改良に新しき製品の創造に多

年努力した（175）」結果としてのこれら受賞は、

小出権平の機業技術力の秀逸を裏付けていよう。

『日本全国商工人名録』（六版、八版、大正拾

四年度版）及び『大日本商工録』（昭和五年版）

に依り、機業家・小出権平の営業税と所得税の

各納税額は、大正期と昭和初年において、営業

税（20円61銭→55円93銭→129円52銭→181

円）、所得税（11円25銭→28円→43円56銭

→291円）の推移を辿る。上記納税額からは、

小出権平の機業家として順調な発展を窺うこと

ができる。片倉共栄製糸㈱の設立は、原料生糸

の調達先として、小出権平の機業経営が更に発

展する好機であったことであろう。

小出権平は、1941（昭和16）年1月に各種織

物製造販売加工を目的とする合資会社小出機業

場（資本金195,000円）を小出を中心に出資人

員4名にて設立する（176）。小出権平は、同社代

表社員（出資金159,000円）を務める。小出権

平は、機業経営の会社組織化による合理化を図

る、新たな事業展開を遂行する。

小出権平の子女は、長男が新潟商業卒、2男

村松中学卒、3男長岡工業卒、長女・2女・3女

共に新津高女卒である（177）。小出家は、五泉町

の有力者、富裕階層に属していよう。

⑳　夏井義信（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主であり、同社創業期より一貫して株式

30株を所有し続けていた。夏井義信は、料理

店と鮮魚問屋を営む「たこや」店主である（178）。

片倉共栄製糸㈱が接待や社交場などとして夏井

義信経営の料理店を利用する機会は屢々発生し

たことであろうし、また夏井にとっての期待は、

同社株式の所有継続から推測するに、裏切られ

ることはなかったものと判断できよう。

夏井義信の営業税と所得税の納税額は、昭和

初期に営業税（84円→84円）、所得税（96円

→94円）であった（179）。昭和初期の不況期に夏

井の営業成績は悪化することはないものの、経

営停滞は拒めず、片倉共栄製糸㈱の設立と存続

に期待が高まろう。

㉑　坪川寅蔵（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
設立事務の検査役（180）であると共に中株主であ

った。坪川は、同社創業第1期より株式30株を

保有し、第4期には10株買い増して40株所有

となり、以後変らずに所持し続ける。坪川寅蔵

は、片倉共栄製糸㈱の株式を30株から40株に

増加した1932（昭和7）年度には、片倉越後製

糸㈱の株式を80株購入し、その後も所有し続

けていた。坪川が片倉共栄製糸㈱と片倉越後製

糸㈱両社の株主となった理由は、坪川寅蔵が五

泉町最大の機業家（・製絹規模）であることか

ら、両社との原料生糸の取引を必要としたので

あろう。

坪川寅蔵（明治11年2月生）は、1909（明治

42）年には羽二重、絽を製造する坪川工場（創

業1905年2月）を経営する機業家であった（181）。

この絹織物工場は、「一日使用職工徒弟」男2人、

女11人の規模である。五泉織物同業組合主要

組合員（26工場主）中、坪川寅蔵は、1924（大

正13）年に絹織物9,273点（生糸消費量3,230

貫）の生産規模に達し、首位に立つ（182）。坪川

は、大正初期には早くも合資会社坪川製絹場を
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設立し、会社組織にしていた（183）。坪川寅蔵は、

五泉織物同業組合評議員（184）を勤め、前記小出

権平、吉田松三郎、塚野国松、石井民次などと

共に五泉町の最有力機業家グループを形成する。

『日本全国商工人名録』（五版、六版、七版、

八版、大正拾四年度版）及び『大日本商工録』

（昭和五年版）に依り、機業家・坪川寅蔵の営

業税と所得税の各納税額の推移をみると、大正

期と昭和初年において、営業税（30円57銭

→25円20銭→34円03銭→56円76銭→155円

02銭→184円）、所得税（7円54銭→？→18円

40銭→62円28銭→230円80銭→423円）であ

った。前述の小出権平以上に、坪川寅蔵の機業

経営の拡大化が順調に進んでいたことがみてと

れよう。片倉共栄製糸㈱の設立は、坪川寅蔵の

機業経営が一層発展する好機になろう。坪川は、

平和記念東京博覧会（1922年3月10日～ 7月

31日）において、銀牌（羽二重）を受領する（185）。

坪川は、高度な技術力を兼ね備えた有力機業家

であることが分かる。

坪川寅蔵は、町内第21位（町外地主を除く）

の小地主（1928年所有地価・田畑地価3,382円

34銭、山林原野地価1円61銭、宅地地価390円

63銭、合計3,774円58銭（186））であり、五泉町

会議員（187）、五泉町土木委員・学務委員（188）、前

記の五泉合同運送㈱取締役社長（189）、㈱近藤商

店（生絹仲次問屋）の取締役（190）である。この

近藤商店の取締役には、五泉町の有力機業家・

石井民次や吉田松三郎などが就任している。坪

川寅蔵は、本業の絹織物製造業を中心に問屋業、

運送業などを営み、事業範囲は広く且つ積極的

に活動していた。なお、前記五泉町第1回擬国

会では「鉄道（大臣）」として、坪川寅蔵の名

が挙がっている（191）。坪川寅蔵は、五泉町政・

財界の有力者である。

坪川寅蔵の長男一衛（明治36年12月生）の

妻エイは、巣本村の有力者・関川成治の長女で

あった（192）。関川成治は、坪川寅蔵と共に片倉

共栄製糸㈱創立事務の検査役・中株主である。

関川成治については後述。坪川寅蔵家は、政

治・経済力を背景に近隣有力者と姻戚関係を通

じて、地域社会において強固な社会勢力基盤を

築いていた。坪川は、地方支配体制の一翼を担

う。

㉒　石井民次（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の創業第1期より第8期まで株式20株を保有す

る中株主である。石井民次（明治15年8月13

日生）は、中蒲原郡川内村の旧家石井広次の2

男に生れ、後に五泉の機業家・石井又七の養嗣

子（妻フサは、養父又七の長女）となる（193）。

石井又七は、1909（明治42）年に内地向羽二

重・絽を製造する石又工場（創業1892年7月）

を経営し、「一日使用職工徒弟」男4人、女16

人によって操業していた（194）。石井又七は、大

正中頃には羽二重、絽、斜子の製造を行う（195）。

石井民次は、1923（大正12）年に養父又七

隠居と共に父業を継承する。石井民次は、1924

（大正13）年に絹織物4,879点（生糸消費量

1,292貫）を製造し（196）、五泉織物組合員の中

でも主要な機業家として存在する。また石井民

次は、五泉織物同業組合副組合長・組合長（197）

を歴任する斯業有力者である。

『日本全国商工人名録』（七版、大正拾四年度

版）及び『大日本商工録』（昭和五年版）に依

り、機業家・石井民次の営業税と所得税の各納

税額は、大正後期～昭和初年において営業税

（41円52銭→112円46銭→92円）、所得税（28

円64銭→358円54銭→177円）の推移を辿る。

石井民次は、養父から事業を継承した頃には

「卓抜なる商業的手腕を以って隆々業務の発展

を見（198）」るも、昭和初年の不況期には事業の

後退が生じていたようである。石井民次は片倉

共栄製糸㈱の主要株主となり、機業興隆の上で

同社との原料生糸の取引関係を強固なものにす
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る必要があったといえよう。

石井民次は、小地主（1928年所有地価・田

畑地価・1,387円16銭、山林原野地価52円44

銭、宅地地価530円42銭、合計1,970円02銭
（199））であり、五泉町会議員（200）、五泉町・川東

村・橋田村・巣本村における所得調査委員・副

員（201）、前記の五泉合同運送㈱監査役、㈱近藤

商店の取締役（202）を務める五泉町有力者である。

また石井民次は、平和記念東京博覧会（1922

年3月10日～ 7月31日）において銅牌（絽）

を受賞する（203）。石井民次は、機業技術力にお

いても五泉織物同業組合の代表的機業家である

といえよう。石井は、坪川寅蔵同様、地方支配

体制の一翼を担う。

㉓　帆刈策次郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期株式20株

所有）である。吉田市吉の2男・策次郎（明治

16年8月生）は、1892（明治25）年に帆刈宇太

郎の養子となり、1906（明治39）年家督を相

続し、織物業を営む（204）。妻トワは、養父・帆

刈宇太郎養女である。帆刈策次郎は、1924（大

正13）年に絹織物4,170点（生糸消費量1,024

貫）を製造する（205）五泉織物同業組合の主要機

業家であり、同組合会計役（年報酬20円（206））

を勤める五泉町有力機業家である。帆刈は、帆

刈工場（1908年12月開業）を経営し、主要生

産品目は羽二重であった（207）。

帆刈策次郎は、平和記念東京博覧会（1922

年3月10日～ 7月31日）に出品し、銅牌（紗）

を受賞する（208）。また帆刈は、1928（昭和3）

年4月開催の第4回中部6県連合織物共進会に

出品し、3等賞（絽）を受賞する（209）。帆刈策

次郎は、優れた織物技術を有する機業家であっ

た。帆刈は、1936（昭和11）年に五泉人絹織

物工業組合員（210）になっており、人絹織物業に

も進出していた。

帆刈策次郎は、昭和初年に営業税101円、所

得税106円（前掲『昭和五年版　大日本商工録』

7頁）、昭和10年頃には営業税139円、所得税

292円（前掲『第十一版　人事興信録下』「ホ

１」頁）を納税する。帆刈策次郎の機業経営は、

昭和恐慌期を経て順調に推移していた模様であ

る。この背景には、片倉共栄製糸㈱との絹織物

原糸の取引関係が帆刈の機業経営に大きく寄与

することになったものと思われる。帆刈策次郎

の同社主要株主化は、両者の原料生糸取引関係

を強化・促進する役割を果したことであろう。

㉔　小黒啓蔵（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20株

所有）である。小黒啓蔵は、五泉織物同業組合

の主要機業家である。1925（大正14）年度に

おける五泉織物同業組合の製産額は、130,695

点（価格5,047,000円）、生糸消費量37,500貫

であり、年間生糸500貫以上消費する同組合工

場主は27名であった（211）。小黒啓蔵は、絹織物

1,786点（生糸消費量524貫）である。小黒は、

上記27名中、第26位の生糸消費工場であった。

また小黒啓蔵は、五泉織物同業組合の役員詮衡

委員を務めていた（212）。小黒啓蔵は、小黒製絹

場（1919年9月開業）を経営し、主要生産品目

は、羽二重である（213）。

小黒啓蔵は、昭和初年に営業税80円、所得

税114円（前掲『昭和五年版　大日本商工録』

8頁）を納税する。この納税額は、小黒の機業

家として上記吉田松三郎、小出権平、坪川寅蔵、

石井民次には劣るものの、塚野国松を凌ぐもの

であった。

小黒啓蔵が片倉共栄製糸㈱の中株主として、

原料生糸を同社と取引関係を結ぶことにより、

機業経営の安定・発展に資することになろう。

㉕　石川義雄（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第2期株式20株、

第3期～第8期株式21株所有）である。石川義

雄はまた、片倉越後製糸㈱の株主として同社第
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4期（昭和5年度）に株式46株、第5期101株、

第6期121株、第7期～第10期131株各所有す

る（214）。石川義雄は、片倉越後製糸㈱の中株主

から、同社株式を買い増して大株主になる。

石川義雄（明治30年8月29日生）は、武藤

竹蔵長男から石川家の養子となり、家業を継承

する、機業家であり、五泉町会議員を勤める（215）

有力者である。石川義雄は、石川工場（1936

年4月創業）を経営し、主要生産品目は小幅羽

二重である（216）。石川義雄は後発の機業家とし

て片倉越後製糸㈱と片倉共栄製糸㈱との絹織物

原糸の取引関係を拡大・強化するために中株主

乃至大株主化する必要があったのであろう。

石川義雄は更に、1941（昭和16）年1月に

「各種繊維撚糸製造販売加工其仲介」を目的と

して、出資人員4名、資本金155,000円の合資

会社石川撚糸場（五泉町）を設立する（217）。代

表社員の石川義雄が資本金の7割強を占める

113,000円を出資する。石川は、絹物機業と撚

糸業を兼営することになる。市場動向の変化、

即ち綿、絹等のほか新素材の人絹及び人絹交織

等の各種繊維の多様化に伴う撚糸業への進出を

図ったのであろう。

㉖　市川富三郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期株式20株

所有）である。市川富三郎は、五泉町機業家

（千歳屋）である（218）。市川は、市川工場（1901

年10月創業）を経営し、その主要生産品目は、

羽二重であった（219）。片倉共栄製糸㈱との絹織

物用原糸の取引関係を築くためには、市川は同

社株式投資（＝中株主）を必要としたのであろ

う。

㉗　長谷川喜久次（五泉町）は、片倉共栄製
糸㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式

20株所有）である。長谷川喜久次は、ヤマキ

長谷川工場を経営する機業家であり、主要生産

品目は、羽二重であった（220）。長谷川は、片倉

共栄製糸㈱との絹織物用原糸の取引関係を築く

ためには、同社株式投資（＝中株主）は必要で

あったのであろう。

㉘　平松周蔵（村松町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20株

所有）である。また平松周蔵（明治11年4月

生）は、片倉越後製糸㈱の設立発起人、同社大

株主（1930年557株所有）・取締役であり、村

松町の名誉助役、町会議員、町長（第8代）、

村松銀行監査役などに就任する（221）。平松周蔵

は、村松町の有力者である。

㉙　谷　貫一郎（村松町）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20

株所有）である。谷　貫一郎は、大地主、村松

町農会長、村松町長・町会議員（議長）、片倉

越後製糸㈱設立発起人・監査役、蒲原鉄道㈱設

立発起人・大株主（222）、㈱精工社（村松町）監

査役（223）、長岡製氷株式会社（長岡市）主要株

主（20株所有（224））である。谷　貫一郎は、村

松町政・財界の有力者である。谷　貫一郎は、

地方支配体制の頂点に位置する存在である。

㉚　本間建弥（新関村）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20株

所有）である。本間建弥（慶応2年12月18日

生）は、新関村最大の大地主（1933年所有地・

田209町5反、畑64町9反、合計274町4反、其

他不明（225））であり、新潟県多額納税者（1932

年度直接国税3,642円（226））、㈱新潟株式取引所

監査役（227）、大和毛織㈱取締役（228）、新潟木材㈱

取締役（229）、㈱新潟米穀株式取引所監査役（230）、

㈱第四銀行大株主（1,310株）、新潟電力㈱大

株主（1,500株）、㈱新潟鉄工所大株主（1,083

株）、北越製紙㈱大株主（800株）である。

本間建弥は、新潟地方財閥・白勢系統に属し、

白勢系銀行・会社は、電気、倉庫、海運、取引

所、金融の各方面に亘り、第四銀行、新潟米穀

株式取引所、新潟電力㈱などはその例である（231）。
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本間建弥の先代（父）・新作は、新関村会議員、

第5代村長（1902年3月～ 1909年11月（232））を

勤め、新潟地方財閥・山口権三郎（→達太郎→

誠太郎）等と共に日本石油㈱や北越水力電気㈱、

北越鉄道会社、岩越鉄道会社の設立に協力し、

第四銀行、新潟米穀株式取引所、㈱新潟鉄工所、

新潟農工銀行の創立に尽力する。本間新作は、

㈱新潟米穀株式取引所の大株主（652株）であ

り、新潟県農会副会長、地主会評議員、産業組

合新潟支会顧問、新潟県農場研究会員などに就

任する（233）。

本間新作の閨閥は、長女の子・二宮孝順（北

蒲原郡大地主～白勢系統）、3女の夫・平田豊

次郎（東蒲原郡大地主）、二宮孝順の妹の子

（曽孫）・白勢正衛（北蒲原郡大地主～白勢系

統）、8女の子・国井伴之丞（岩船郡大地主）

などが知られている。本間新作は、北越水力電

力株式会社（社長・山口誠太郎）の取締役（大

株主・3,780株所有）などに就任していた（234）。

本間建弥の長女は、岩船郡金屋村中地主・国

井元三郎の2男貞次郎妻、3女恭は、中蒲原郡

中条町大地主・丹呉康平妻、4女福は、岩船郡

村上町最大の大地主、㈱村上銀行専務取締役、

村上水電㈱取締役、新潟県多額納税者の吉田吉

右衛門長男長一郎妻、6女ツナは、中蒲原郡庄

瀬村中地主・川又貞次郎長男幹之介妻、7女テ

ツは、西蒲原郡赤塚村の大地主・伊藤惇一郎長

男恕夫妻、8女節は、中蒲原郡新関村大地主・

林　信寛妻である（235）。

本間家（新作・建弥）は、新関地方における

強力な政治・経済力を背景に新潟地方財閥や県

内各地町村の最上階層（一部上層）と姻戚関係

を通じて強大な社会的勢力を構築し、地方支配

体制の頂点に位置する。

㉛　杵鞭稲作（新津町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20株

所有）である。杵鞭稲作は、町内第18位の中

地主（1933年所有地・田6町4反7畝、畑3町9

反8畝、合計10町4反、其他1反2畝（236））で、

満日村会議員（237）、新津町会議員（238）、有限責任

満日信用購買組合理事、満日尋常小学校学務

委員（239）のほか、1906（明治39）年養蚕蚕種同

業組合満日区長（240）、1932（昭和7）年9月新津

町養蚕実行組合理事（241）などを勤める、新津町

有力者であり、地方支配体制の一翼を担う。

杵鞭稲作は、前述の中蒲原郡4会聯合特産物

品評会（1918年11月15 ～ 17日開催）の繭品

評会（出品点数665点）において、3等賞（春

蚕）を受賞する（242）。杵鞭稲作のこの品評会受

賞は、豊富な養蚕経験から高度な養蚕技術を修

得していたことを裏付けていよう。

㉜　石塚文次郎（川東村）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20

株所有）である。石塚文次郎は、川東村最大の

大地主（1933年所有地・田19町3反、畑24町6

反、合計43町9反、其他不明）（243）である。

1928年末において石塚文次郎の所有地価は、

田畑地価9,225円75銭、山林原野地価93円73

銭、宅地地価1,133円54銭、合計10,453円02

銭であった（244）。石塚文次郎の上記不明の所有

宅地面積（宅地地価1,133円54銭）を加えれば、

50町歩を超えていよう。石塚文次郎は川東村

の有力者であり、地方支配体制の頂点に位置す

る存在である。

また中蒲原郡川東村養蚕組合長・石塚文次郎

は、1926年（大正15）年に大日本蚕糸会より

第2種功績章表彰を受ける（245）。同会表彰組合

長として石塚文次郎は、『大日本蚕糸会報』第

412号（1926年、58 ～ 59頁）に『養蚕組合経

営苦心談』として「組合員の訓練融和が肝要」

と題して記述している。また石塚文次郎は、前

記中蒲原郡4会聯合特産物品評会の繭品評会に

おいて、2等賞（春蚕）を受賞する（246）。石塚は、

川東村養蚕業の発展に尽力し、またその技量は
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高く評価されている。

㉝　田中四郎（小須戸町）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式20

株所有）である。田中四郎は、小須戸町最大の

中地主（1933年所有地・田32町2反2畝、畑5

町4反4畝、合計37町6反6畝、其他4反6畝）

である（247）。田中四郎の所有地価は、1928年末

に1万円を超えていた（248）。

田中四郎（明治32年10月22日生）は、醤油

醸造業を営む。田中家は、1875（明治8）年に

四郎の父・徳七が祖父（常平）と共に醤油醸造

業（商号・菱丸田）を創始し、県内広く販売す

る（249）。徳七は、多年小須戸町会議員を勤める。

醤油醸造家・田中四郎は、昭和初年に営業税

206円、所得税1,225円（前掲高瀬末吉編『昭

和五年度版　大日本商工録』67頁）を納税する。

また田中四郎は、自動車部品販売業や漬物製

造販売業（丸田印味噌漬宝印福神漬）を営業し、

北越酒造株式会社（1921年設立、小須戸町）

専務取締役、長岡タクシー株式会社（1938年

設立、長岡市）監査役・社長に各就任するほ

か、小須戸町会議員、小須戸町信用組合長を勤

める（250）、小須戸町有力者であり、地方支配体

制の一翼を担う。

田中四郎の妻康は、中蒲原郡曽野木村最大の

大地主・小林慎一（1933年田畑合計92町6反

所有）の妹である（251）。小須戸町の最上層と曽

野木村の最上層の姻戚関係は、強力な社会勢力

化の一因となろう。

㉞　佐藤豊蔵（五泉町）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第8期に株式15株

所有）である。佐藤豊蔵（明治26年3月14日

生）は、五泉町第6位の中地主（1933年所有

地・田24町4反、畑5町6反2畝、合計30町2畝、

其他3町3反（252））であり、五泉町の吉田久平、

関塚惣吉、小出　漸に次ぐ階層の有力地主であ

る。

先代佐藤豊蔵は、五泉町収入役（1913年12

月～ 1921年8月12日（253））、五泉町学務委員（254）、

五泉町農会長（255）、有限責任購買利用組合五泉

郷農業倉庫（五泉町）組合長（256）、㈱五泉銀行

取締役、五泉町村社八幡宮氏子総代（257）などに

就任するほか、明治20年代初めには、「佐藤豊

蔵製糸所」を職工10 ～ 19人を使用して操業し

ていた（258）。また佐藤豊蔵（先代）は、前記中

蒲原郡農工産業大品評会（1918年11月15 ～ 17

日開催）において会計係を勤め、同俵米品評会

において3等賞（品種・二本三）を受賞する（259）。

佐藤豊蔵は、1912（明治45）年新潟師範学

校を卒業後、母校五泉小学校訓導に任じ、以来

17年間教職に在り、1927（昭和2）年に退職す

る（260）。その後、五泉信用組合理事、五泉町耕

地整理組合（1930年6月18日創立）評議員（261）

などに就任する。佐藤豊蔵家は、五泉町政・財

界の有力者であった。

佐藤豊蔵の妻コト（新潟高女卒）は、中蒲原

郡菅名村の大地主・松尾名平4女であり、豊蔵

の長女翔子（新潟高女高等科卒）は、五泉町の

大地主・小出　漸の妻である。

佐藤豊蔵家は、強固な政治・経済力を背景に

五泉町及び近隣村の最有力地主と姻戚関係を通

じて強力な社会勢力を築き上げ、地方支配体制

の一翼を担う。

㉟　坪川文太郎（巣本村）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式15

株所有）である。坪川文太郎は、巣本村の中地

主（1933年所有地・田4町6反、畑8町9反、

合計13町5反、其他3町4反）で、村内第4位

の地主である（262）。

坪川文太郎は、巣本村会議員、巣本村一本杉

信用組合評定委員・理事、巣本村耕地整理組合

評議員・副組合長、阿賀野川水害予防組合議員、

巣本村漁業組合理事、巣本村農会惣代などを歴

任する（263）。坪川文太郎は、巣本村政・財界有
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力者であり、地方支配体制の一翼を担う。

坪川文太郎は、前記中蒲原郡農工物産4会聯

合品評会（1918年11月15 ～ 17日開催）の繭

品評会において、4等賞（春蚕）を受賞する（264）。

坪川文太郎は、養蚕農民の一面を持ち、豊富な

養蚕業の経験からその技術力は高い評価を得て

いた。

㊱　関川成治（巣本村）は、片倉共栄製糸㈱
創立事務の検査役及び中株主（同社創業第1期

～第8期に株式15株所有）である。関川は、五

泉繭市場設立発起人であった（265）。また関川成

治は、巣本村有限責任一本杉信用組合理事（266）、

巣本村農会総代（第六区一本杉（267））、巣本村消

防団長（1934 ～ 36年）、巣本小学校P.T.A会長

（1951 ～ 58年（268））などを務める、巣本村有力

者である。

関川成治は、前記中蒲原郡農工物産4会聯合

品評会（1918年11月15 ～ 17日開催）の繭品

評会において、3等賞（春蚕）を受賞する（269）。

関川成治は、巣本村において有力養蚕農民とし

て上記坪川文太郎に優る技量の高さを示してい

る。

㊲　佐久間市三郎（巣本村）は、片倉共栄製
糸㈱の設立選衡委員及び中株主（同社創業第1

期～第8期に株式15株所有）である。佐久間は、

五泉繭市場の設立発起人であった（270）。

佐久間市三郎は、巣本村第6位の中地主

（1933年所有地・田3町9反、畑6町4反、合計

10町3反、其他2町5反（271））であり、巣本村会

議員、巣本村有限責任一本杉信用組合理事、巣

本村耕地整理組合評議員（272）、巣本村役場収入

役（1908年7月8日～ 1912年7月7日）、巣本村

農会評議員（273）・総代（第六区一本杉（274））など

の経歴を有する。

また佐久間市三郎が組合長を勤める巣本村一

本杉養蚕組合は、1920（大正9）年10月24日

新発田町において開催の新潟県産繭品評会にて

第一種本賞優等賞を受賞する（275）。佐久間市三

郎は、関川整造と共に巣本村一本杉稚蚕共同飼

育所（1906年設立、共同者19名）の惣代であ

る（276）。前記中蒲原郡農工物産4会聯合品評会

の繭品評会において、佐久間市三郎は、4等賞

（春蚕）を受賞する（277）。

佐久間市三郎は、巣本村有力者であり、地方

支配体制の一翼を担うと共に、優れた養蚕技術

を備えた有力養蚕農民でもあった。

㊳　佐藤平三郎（川東村）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式15

株所有）である。佐藤平三郎は、川東村第10

位の中地主（1933年所有地・田5町6反、畑4

町9反、合計10町5反（278））であり、川東村教

育会商議員（1928年3月26日改選（279））を勤め

る。また佐藤平三郎（先代カ）は、一本杉村字

鏡派出教場設置「締約書」（明治十四年九月四

日）及び一本杉「村立学校設置伺」に土堀村外

三ヶ村惣代として記名調印していた（280）。

佐藤平三郎は、川東村有力者であり、地方支

配体制の一翼を担う。

㊴　飯山三郎平（川東村）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第8期に株式15

株所有）である。飯山三郎平は、川東村第31

位の小地主（1931年末所有地価・田畑地価

1,099円03銭、山林原野地価30円98銭、宅地

地価333円66銭、合計1,463円67銭（281））であ

り、川東村上層農民である。飯山家は、地方支

配体制の一翼を担う。

㊵　相田貞治（川東村）は、片倉共栄製糸㈱
の中株主（同社創業第1期～第8期に株式15株

所有）である。相田貞治は、川東村農会総代（282）

及び新潟水力電気㈱の送電鉄塔の立替工事に伴

う鉄塔建設地（川東村大字馬下）の賃貸料交

渉委員（個人持の交渉委員）に当選・選定され

る（283）。相田貞治は、有力自作農民であろう。

㊶　山崎新治（川内村）は、片倉共栄製糸㈱
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の中株主（同社創業第1期～第8期に株式15株

所有）である。山崎新治は、片倉共栄製糸㈱の

ほか、片倉越後製糸㈱の株主として、明らかな

限り同社第3期（1929年度）より第10期（1936

年度）まで株式30株を所有する（284）。

山崎新治は、川内村第7位の中地主（1933年

所有地・田12町8反、畑8町、合計20町8反、

其他57町1反である（285）。山崎の1931年末所有

地価は、田畑地価3,259円30銭、山林原野地価

220円40銭、宅地地価640円13銭、合計4,119

円83銭（286）であったことから、山崎家は山林大

地主であったようである。

山崎新治は、川内村第10代村長（1929年1

月～ 1933年10月（287））のほか、蒲原鉄道㈱監

査役（288）に就任している。山崎新治は、政治・

経済力よりみても川内村有力者であり、地方支

配体制の一翼を担う。

㊷　馬場八太郎（十全村）は、片倉共栄製糸
㈱の中株主（同社創業第1期～第4期に株式15

株所有）から小株主（第5期に株式10株所有）

に、更に第6期以降非株主となる。馬場はまた、

片倉越後製糸㈱の中株主として、明らかな限り

第3期～第5期に株式20株を所有するものの、

第6期以降非株主となる（289）。馬場八太郎は、

片倉共栄製糸㈱と片倉越後製糸㈱共に1932 ～

1934年度に株式投資を断念する。馬場八太郎

の投資行動は、片倉共栄製糸㈱の中株主の中で

特異な事例である。両社の業績不振による無配

当が大きく影響していよう。両社株式が資産株

としての価値を失ったものと判断を下したよう

である。上記山崎新治とは対照的な投資行動と

いえよう。

馬場八太郎の所有地価は、1931年末に田畑

地価7,671円30銭、山林原野地価587円35銭、

宅地地価462円14銭、合計9,060円58銭であり、

村内第2位の地主である（290）。馬場は、山林大

地主であったようである。この馬場八太郎の田

畑地価は、十全村の第1位と第3位の地主が何

れも20数町歩であることから、面積換算で20

数町歩になろう。馬場家は、明治・大正期には

村内第1位の土地所有であった（291）。それ故に、

馬場八太郎にとって財産の損失を極力避けよう

と図ったのであろう。

馬場八太郎（明治17年8月生）は、新潟県立

中学校を卒業後、植林の奨励、農事改良に専念

し、十全村会議員、十全村第3代村長（1919年

12月～ 1924年1月）、十全村農会長、中蒲原郡

畜産組合代議員・組合長、中蒲原郡家畜保険組

合理事、上戸倉施業森林組合長・製材組合長、

新潟県森林組合聯合会副会長、小作調停委員、

日本微兵保険・有隣生命保険両社代理店、蒲原

鉄道㈱発起人（創立委員）・監査役などを歴任

する（292）。

馬場八太郎は、十全村政・財界及び新潟県・

中蒲原郡農業団体（畜産・森林）の有力者であ

る。馬場家は、地方支配体制の一翼を担う。

㊸　小黒常次郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の小株主（同社創業第1期～第3期に株式10

株所有）から中株主（第4期～第8期に株式15

株所有）となる。小黒常次郎は、五泉町の中地

主（1933年所有地・田18町1反1畝、畑4町4

反2畝、合計22町5反3畝、其他17町7反1畝）

である（293）。小黒常次郎は、五泉町内第7位の

地主である。

小黒常次郎家は、清酒醸造家である。『日本

全国商工人名録』（二版、五版、六版、七版、

八版、大正拾四年度版）及び『大日本商工録』

（昭和五年版）に依り、清酒醸造家・小黒常次

郎の営業税と所得税の各納税額は、明治30年

（乃至31年）及び大正期・昭和初年において、

営業税（22円 63銭→74円 84銭→81円 12銭

→85円34銭→143円88銭→176円88銭→478

円）、所得税（3円34銭→64円99銭→86円95

銭→214円48銭→757円22銭→1,521円65銭
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→1,493円）の推移を辿る。小黒家の清酒醸造

業は、略順調に発展していたものといえよう。

小黒常次郎は、昭和初年に直税国税総額2,653

円35銭（294）、1939年には直接国税総額6,938円

75銭（295）を納める新潟県多額納税者である。

小黒常次郎は、五泉町会議員（296）、五泉町土

木委員（297）、五泉消防組頭（298）などを勤める。

また小黒常次郎は、五泉町の浄土真宗清林寺の

梵鐘を寄付している（299）。この梵鐘は、口径2

尺8寸の近郷第一の大きさであったという。

清酒醸造家・小黒常次郎（大月屋）は、1890

年に清酒花泉を醸造しており（300）、前記平和記

念東京博覧会（1922年3月10日～ 7月31日）

において褒状（清酒松の雪）を受賞している（301）。

この受賞は、清酒醸造家・小黒常次郎の面目躍

如といえよう。

小黒常次郎（明治21年10月8日生）は、「中

学教育を卒へるや、直ちに父業たる酒造業に従

ひ……本県下の豪商として隠れなき存在たり」

という（302）。小黒常次郎の妻ナツは、村松町の

中地主（町内第5位の地主）・田沢門七郎の孫

であり、弟の守造（明治27年生）の妻節は、

村松町の大地主で片倉越後製糸㈱の監査役、煙

草元売捌商、村松銀行取締役・専務取締役・監

査役などを歴任する（303）、笠原藤七の妹である。

小黒常次郎家は、強力な政治・経済力を背景に

近隣有力者と姻戚関係を通じて強固な社会勢力

を築き、地方支配体制の一翼を担う。

㊹　吉井三治郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の小株主（同社創業第1期～第3期に株式10

株所有）から中株主（第4期～第5期に株式11

株所有、更に第6期～第8期に株式21株所有）

へと次第に持株を増やしていく。吉井三治郎は、

片倉越後製糸㈱の中株主でもあり、明らかな限

り第3期に30株、翌第4期以降32株、第10期

には33株各所有へと増加する（304）。五泉町機業

家として、片倉共栄製糸㈱・片倉越後製糸㈱両

社の株主は、前記坪川寅蔵とこの吉井三治郎に

限られる。

吉井三治郎は、『日本全国商工人名録』に機

業家、生糸製造業者、生糸繭商、生糸商として、

また『大日本商工録』には機業家として各分類

されているが、『日本全国商工人名録』（六版、

七版、八版、大正拾四年度版）及び『大日本商

工録』（昭和五年版）に依り、機業家・吉井三

治郎の営業税と所得税の各納税額をみると、大

正期・昭和初年において、営業税（22円90銭

→42円67銭→106円24銭→139円20銭→80円）、

所得税（7円 97銭→ 22円 50銭→ 38円 68銭

→114円15銭→90円）の推移であった。吉井

三治郎の機業経営は、昭和初年の不況期に業績

不振であったようである。吉井三治郎にとって、

片倉共栄製糸㈱や片倉越後製糸㈱との絹織物原

糸の取引関係を実現する必要が機業経営上求め

られていたといえよう。両社の株主化は、吉井

の経営動機から生じていたのであろう。

吉井三治郎は、1909（明治42）年に吉井工

場（1905年2月創業）を経営し、「一日使用職

工徒弟」男4人、女4人により、羽二重、絽の

製造を行っていた（305）。吉井三治郎は、五泉織

物同業組合員の中で工場法の適用を受ける26

工場に含まれ、1924（大正13）年度には絹織

物2,791点（生糸消費量777貫）を製造する、

五泉町の主要機業家であった（306）。上記26工場

を生糸消費量から区別すると、吉井三治郎は第

25位であった。なお、五泉織物同業組合員の内、

有力機業家ほど片倉共栄製糸㈱の株主になる傾

向が強い。

㊺　斉藤守太郎（五泉町）は、片倉共栄製糸
㈱の小株主（同社創業第1期～第3期に株式10

株所有）から中株主（第4期～第6期に株式11

株所有、第7期～第8期に株式12株所有）へと

1株ずつ徐々に株式所有を増やしていった。斉

藤守太郎は、片倉越後製糸㈱の株主でもあった。
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斉藤は、明らかな限り第3期の同社株式22株所

有から、第4期～第6期に32株、第7期以降38

株、第10期には71株へと買い増す一方で、斉

藤守太郎が組合長を務める三本木養蚕組合に片

倉越後製糸㈱より第7期に20株、第8期に22株、

第10期には30株の株式分与を受けている（307）。

斉藤守太郎の所有地価（1928年末）は、田

畑2,313円93銭、山林原野地価4円25銭、宅地

地価884円36銭、合計3,202円54銭であり、五

泉町内第27位の小地主であった（308）。斉藤守太

郎は、五泉町会議員（309）、五泉消防組頭（310）、前

記三本木養蚕組合長、五泉郷養兎組合長（311）の

ほか、㈱菅名製糸場（1924年8月設立、菅名村）

の監査役（312）、㈱新潟自動車商会（新潟市）の

主要株主（17株所有（313））である。斉藤守太郎

は、五泉町政・財界の有力者であり、地方支配

体制の一翼を担う。

斉藤守太郎はまた、1917（大正6）年11月3

日北越蚕友会（会長・松田彦平）主催の第9回

繭品評会において、3等賞（国蚕支6号・春）

を授与される（314）。翌年の前記中蒲原郡農工物

産4会聯合品評会の繭品評会において、2等賞

（春蚕）を受賞する（315）。斉藤守太郎の養蚕農民

としてその技量の高さは、上記受賞歴からも確

認できよう。

斉藤守太郎の片倉共栄製糸㈱と片倉越後製糸

㈱への積極的な株式投資は、小地主として又有

力養蚕農民として、蚕糸業を中心とする地域振

興及び地主経営の危機打開から生じていたので

あろう。

㊻　三沢佐久二は、片倉製糸の傍系会社の片
倉越後製糸㈱社員、後に日東紡績㈱社員である。

三沢佐久二は、片倉製糸の傍系会社の社員の中

で、唯一片倉共栄製糸㈱の中株主となる。即ち、

三沢は、片倉共栄製糸㈱の創業第1期に株式3

株、第2期～第3期に株式10株各所有の小株主

から第4期以降株式11株所有の中株主に上昇す

る。なお、三沢佐久二は、片倉越後製糸㈱の株

主でもあり、明らかな限り第3期の株式23株所

有から第7期にかけて36株所有へ、第8期以降

26株所有に減少する（316）。

三沢佐久二（書記）は、片倉越後製糸㈱では

「会計長」であった（317）。

おわりに

1923（大正12）年6月に五泉町に設置の繭市

場は、同年蚕糸組合法に依る有限責任販売利用

組合五泉繭市場に組織変更する。その区域は、

中蒲原郡、東蒲原郡を中心に当初は佐渡郡も含

まれていた。五泉繭市場の繁栄は長く続かず、

昭和初年には解散に追い込まれることになる。

五泉繭市場の組合長の松田彦平と副組合長の二

宮良吉が五泉繭市場の跡地に設立の片倉共栄製

糸㈱の取締役（大株主）となり、五泉繭市場の

設立発起人たちの約半数が同社株主となる。

片倉共栄製糸㈱の地元大・中株主の居住地は、

五泉町を中心に周辺町村の巣本村、新関村、川

東村、村松町、新津町、小須戸町、川内村、十

全村更には三条町（南蒲原郡）、築地村（北蒲

原郡）などに及ぶ。

松田彦平と二宮良吉は、蚕種製造家であり、

両名は、片倉共栄製糸㈱の取締役で同業者の山

崎新太郎と共に、片倉共栄製糸㈱と片倉越後製

糸㈱向け蚕種製造を行う、北越蚕種合名会社を

創設する。ここに片倉共栄製糸㈱と北越蚕種合

名会社との蚕種取引関係が成立する。

片倉共栄製糸㈱は、その第1期において片倉

一族と地元株主からなる大株主（100株以上の

所有株主）の持株数によって、同社合計株数

5,000株の過半を占めることができたが、片倉

越後製糸㈱の場合とは異なり、片倉一族のみの

持株数（1,465株）では約3割にすぎず、地元

大株主が重きをなしていたことが同社の特徴で
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ある。この点は第8期においても変りがない。

地元の大株主8名（持株数1,300株）に中株

主34名（持株数845株）を合せた42名（持株

数2,145株）は、片倉共栄製糸㈱株式総数の4

割強を占め、同社の経営動向に影響力を行使で

きる株主集団を形成する。この点は、第8期に

おいても基本的に変化はない。

この地元大・中株主集団の実態についてみる

と、地元大株主8名の内、片倉共栄製糸㈱取締

役の上記松田、二宮、山崎と同社監査役の浮須

市造の4名は、蚕種製造家である。片倉共栄製

糸㈱役員の半数が蚕種製造家である。片倉共栄

製糸㈱の特殊な設立事情に依るものである。こ

のほかに、隣村巣本村の大地主で、同村会議員、

中蒲原郡会議員、各種農業団体の役員などの要

職をつとめる剣持堅吾や絹物機業家で五泉町会

議員、中地主の近藤祐次郎がいる。五泉繭市場

の設立発起人の1人で、片倉共栄製糸㈱取締役

の石塚文四郎を含め、上記合せて7名は、何れ

も第1期以降も持株を維持している。但し、松

田彦平は、第8期に所有株式を100株減少する

ものの、大株主としての地位に変化は無い。

地元大株主の内、例外的に五泉町の大地主

（関塚惣吉）は、第1期以降その株式100株所有

から20株所有へと大幅に株式所有を減らして

いる。五泉町の大地主は、概して片倉共栄製糸

㈱への出資が消極的であった。五泉町最大の大

地主・吉田久平家及び小出　漸家は、片倉共栄

製糸㈱への株式投資は無く、地元製糸企業への

関心が薄いことに特徴がある。片倉共栄製糸㈱

は、創立以来業績不振で株主配当は無く、投資

先としては魅力のない企業と判断したのであろ

う。その意味からすれば、五泉町の大地主は、

資産株として利殖性が高い投資先を選択する、

優れた見識・経済感覚の持ち主ということにな

る。換言すれば、五泉町の大地主は、地域振興

という公益よりも私益を優先したことになる。

地方名望家資産家と定義するには困難が伴う。

五泉町の大地主、即ち吉田家、関塚家、小出家

共に五泉地方における強大な政治・経済力を背

景に地方有力者また新潟地方財閥たちと姻戚関

係を通じて強力な社会勢力・地縁血縁社会を築

き、地方支配体制の頂点に位置する存在であっ

た。

先の五泉町大地主＝大株主（関塚惣吉）とは

対照的に、地元中株主は、1名を除き片倉共栄

製糸㈱の所有株式を売却することなく所持して

おり、中には同社株式を増加する中株主もいた。

また小株主から株式を買い増して、中株主へと

上昇する株主も存在した。こうした積極的な株

主の中心は、絹物機業家であった。

中株主として、絹物機業家は、大株主の上記

近藤祐次郎以外に、吉田松三郎、塚野国松、坪

川寅蔵、石井民次、帆刈策次郎、小黒啓蔵、石

川義雄、市川富三郎、長谷川喜久次、吉井三治

郎の10名がいる。五泉織物同業組合の有力機

業家の多くが片倉共栄製糸㈱の株主となってい

た。絹物機業家は、片倉共栄製糸㈱の主要株主

の中で有力株主集団を形成している。絹物主要

産地の五泉町に相応しい有様といえよう。絹物

機業家は、片倉共栄製糸㈱との絹織物用原糸の

取引関係を築くために、同社株式投資（＝大株

主、中株主）を必要としたのであろう。

更に中株主の特徴としては、大・中・小地主、

特に中地主が多数存在することである。中地主

として、武藤豊次、松田信太郎、杵鞭稲作、田

中四郎、佐藤豊蔵、坪川文太郎、佐久間市三郎、

佐藤平三郎、山崎新治、馬場八太郎、小黒常次

郎の11名を挙げることができる。小地主は、

吉田松三郎、塚野国松、坪川寅蔵、石井民次、

飯山三郎平、斉藤守太郎の6名、大地主は、林

　信寛、谷　貫一郎、本間建弥、石塚文次郎の

4名をそれぞれ挙げることができる。合せて中

株主の大・中・小地主は、21名に上る。これ
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に大株主の内、中地主（二宮良吉、近藤祐次

郎）、小地主（松田彦平、浮須市造）、大地主

（剣持堅吾、関塚惣吉）の6名を含めると、27

名に達する。片倉共栄製糸㈱の大・中株主に地

主層、特に中小地主が数多く含まれていた。片

倉共栄製糸㈱の設立は、有力者による地方支配

体制の危機対応、取り分けこの支配体制の中核

的存在の中・小地主の危機対応と捉えることが

できよう。

大・中株主の特徴として、上記地主層以外に

町村会議員（町村長、郡会議員、県会議員各経

験者も含めて）が多数含まれている。松田彦平、

二宮良吉、剣持堅吾、近藤祐次郎、関塚惣吉、

武藤豊次、林　信寛、馬場徳松、松田信太郎、

塚野国松、坪川寅蔵、石井民次、平松周蔵、谷

　貫一郎、杵鞭稲作、田中四郎、坪川文太郎、

佐久間市三郎、山崎新治、馬場八太郎、小黒常

次郎、斉藤守太郎の22名を数え、彼らの多くは、

農会・産業組合等の役員をつとめていた。

そのほか、養蚕農民、有力養蚕農民として、

剣持堅吾、杵鞭稲作、石塚文次郎、佐久間市三

郎、斉藤守太郎、坪川文太郎、関川成治、石塚

文四郎などを挙げることができる。

斯くして、片倉共栄製糸㈱の大・中株主は、

地主、町村会議員、農会・産業組合役職者、有

力養蚕農民、蚕種製造家、絹物機業家などを兼

務する人々であった。昭和初年の不況に続く昭

和恐慌期において、片倉共栄製糸㈱の設立を契

機に地主層特に中小地主は、地主経営の危機打

開を蚕糸業を中心とする地域振興に期待を寄せ

ていたといえよう。地主層が屢々兼務する町村

会議員（町村長等を含めて）として、地域経済

の活性化を推進する立場に置かれていよう。公

益と私益の不可分の一体性をもつ、地域活性化

の推進主体の発露といえよう。片倉共栄製糸㈱

の設立による地域振興は、地主層に限らず、広

く地元住民が熱望するところであった。

上記以外に片倉共栄製糸㈱の大・中株主の中

には、料理店主（鮮魚問屋）、耳鼻咽喉科医師、

度器職人（・金物商）、運送業者・運送会社役員、

醤油（味噌）醸造家、酒造家たちが含まれる。彼

らは、片倉共栄製糸㈱との取引関係を期待し、

その実現を図る職業の株主たちであるといえよ

う。上記株主の職業は単独事業者ではなく、各

種他業兼営者を含んでおり、それぞれの事業振

興を目的とするだけではなく、地域社会を見据

えた投資行動でもあるといえよう。

片倉共栄製糸㈱は、同社業績が必ずしも好調

ではなかったとしても、地元住民の地域振興期

待に十分応えていたといえよう。

片倉共栄製糸㈱の小・零細株主分析について

は、別稿を用意したい。
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～8、183、225頁、ほか）。分家の吉田安四郎
も本家よりも規模は小さいながらも、株式投資
（並びに銀行役員就任）を積極的に行っていた
のである。吉田家は、資産株として利殖性の高
い投資先を選考する、優れた経済感覚を兼ね備
えた大地主（分家・中地主）の投資行動であっ
たと看做すことができよう。その意味からすれ
ば、片倉共栄製糸㈱は、吉田家の地元企業であ
りながらも、吉田家にとって同家事業と関わり
なく、投資先としても魅力のない企業と映った
のであろう。
　　吉田久平の母トヨ（明治11年8月生）は、
「中越地方最大の投資家」、新潟地方財閥・山口
財閥の大塚益郎（山口権三郎の弟）の4女であ
る。大塚益郎は、居村・三島郡片貝村最大の地
主であると共に、幾多の企業経営者・大株主で
もあった。また、吉田安四郎の妻静江（柏崎高
女出身）は、二宮伝右衛門（刈羽郡柏崎町）の
3女である（前掲『第十一版　人事興信録下』
ヨ77頁）。二宮伝右衛門は、柏崎町最大の地主
であるほか、呉服商、新潟県多額納税者、幾多
の企業経営者・大株主であった。二宮伝右衛門
は、金融業を中心に新潟地方経済界の有力者で
ある。二宮伝右衛門の3男正秀（明治33年3月
生）は、三島郡島田村最大の地主、酒造業（清
水酒造場）を経営し、瑞穂農場取締役の久須見
作之助の養子となり、養父作之助の二女ヨシを
妻とする。二宮伝右衛門の2女セイは、中頸城
郡旭村最大の大地主・大瀧伝十郎の長男伝昌の
妻でる。大瀧伝十郎（文久元年6月生）は、新
潟県会議員・議長、衆議院議員、新潟県山林会
副会長、八十二銀行㈱監査役などを歴任する。
大瀧伝十郎の長女昌子（明治18年4月生）は、
南蒲原郡田上村の大地主・田巻三郎兵衛の妻で、
三女洪（明治30年8月生）は、「新潟県隨一の
富豪」中野忠太郎2男・孝次（中野興業株式会
社社長）の妻である。
　　吉田家（本家・分家共）は、五泉地方の強大
な政治・経済力を背景に新潟地方財閥や地方有
力者たちと姻戚関係（・親族関係）を築き、地
方支配体制の頂点に位置する。
　　小出家は、五泉町の大地主（1933年所有地・
田45町2反9畝、畑11町、合計56町2反9畝、
其他3町9反5畝）である。片倉共栄製糸㈱創
立当時の小出家当主・小出　漸（明治42年3月

18日生）は、県立中学校を卒業後、1926（大
正15）年春に上京して明治大学専門部に学び、
1929（昭和4）年明治大学政治経済科を卒業す
る（昭和十四年度版『越・佐傑人譜』日本風土
民俗協会、1938年、「こ4」頁）。小出　漸は、
1933（昭和8）年中蒲瓦斯㈱取締役に就任する。
小出　漸の父・小出淳太は、1891（明治24）
年7月に蚕業試験場（東京高等蚕糸学校）を卒
業し、翌々年皆宜蚕館を建立して蚕種製造業を
営む。また小出淳太は、新津天然瓦斯㈱・北越
酒造㈱の各代表取締役、五泉生糸織物㈱専務取
締役、㈱五泉銀行監査役、五泉町学務委員など
を歴任する。

　　小出　漸の妻サク子（新津高女卒）は、五泉
町の有力地主（中地主）・佐藤豊蔵の長女であ
る。佐藤豊蔵家は、五泉町収入役・学務委員、
五泉町農会長、㈱五泉銀行取締役、有限責任購
買利用組合五泉郷農業倉庫組合長、五泉町村社
八幡宮氏子総代、五泉町耕地整理組合評議員な
どを歴任する。佐藤豊蔵家は、五泉町政財界の
有力者である。

　　新津天然瓦斯㈱の経営は分家（小出源吉）に
引き継がれ、小出源吉は、同社取締役・代表取
締役に就任する。また小出源吉は、中蒲瓦斯㈱
（五泉町）の取締役にも就任する。小出源吉は、
新津市会議員、新津市会議長などを勤める。

　　小出源吉は片倉共栄製糸㈱の中株主（50株
所有）であるが、小出本家は、同社株式投資を
控え、地元製糸企業への関心がなく、吉田家同
様、投資先としては魅力のない企業と判断した
のであろう。小出本家は、地元企業の中でもガ
ス事業には特に関心が高かったようである。

　　小出家は、五泉地方における強力な経済力を
背景に、地元有力者と姻戚関係を通じて社会的
勢力を拡大し、地方支配体制の頂点に位置する。
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（29）前掲『昭和九年度　全国器械製糸工場調』
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神奈川県小田原市における戦後開拓 
― 和留沢地区の事例を中心に ―

永江　雅和

はじめに

本稿では神奈川県小田原市において、アジア

太平洋戦争後に国内入植を行った、いわゆる戦

後開拓集落の活動と、その行政による支援につ

いて検討する。戦後開拓の歴史については全三

巻からなる『戦後開拓史』をはじめ2）、各都道

府県における開拓史、個別に設立された開拓農

協の記念誌の類など、その活動の歴史を残した

多数の出版物が存在する。しかし神奈川県は県

単位での開拓史の出版の記録がなく、個別開拓

農協の歴史を記した出版物を確認することがで

きない都道府県のひとつである。『農林行政史』

等の記録を見ると、神奈川県における緊急開拓

事業に基づく未墾地買収割当面積は民有地・国

有地を合わせて5000町歩の全国38位の規模で

あり、その実績についても3075町歩と全国41

位と相対的に下位にある県ではある3）。とはい

え県内約3000 haもの農地を買収して行われた

事業についての記録が無意味とは言えまい。

また『神奈川県史』では県内の戦後開拓事業

について言及がある。同書によれば「1948年

度から53年度にまでに県が選考の結果入植農

家として適格と認定したものは863戸、ほかに

地元増反農家として認定されたもの10816戸に

達した。これらは民有地1004町歩、旧軍用地

2650町歩の売渡をうけ、農家として定着して

いった。しかし、これらは敗戦後入植したもの

の一部に過ぎないであろう」4）と記されている。

1）

また「1945年、46年度に開墾が着手されてい

るところはすべて旧軍用地であり」5）と同県の

開拓が元陸軍溝ノ口演習場、元陸軍士官学校演

習場、元陸軍相模飛行場など、軍用の転用を中

心に進められたと述べられている。

本稿が取り上げるのは、こうした県史の記述

からも漏れた、小田原市の非軍用地で実施され

た小規模な開拓集落の記録である。神奈川県に

は県史に残されたような比較的大規模な開拓集

落ではなく、小規模の開拓地も建設されていた。

神奈川県に限らず、戦後開拓農協単位で記念誌

の発行に至るような開拓農協は、比較的大規模

で経営的にも成功に近い成果を挙げた地区が多

いと言える。後述するように経営が必ずしも順

調にゆかなかった小規模開拓地の歴史を取り上

げることは、戦後開拓史の全体像を明らかにす

るうえで重要だと考える。

第1節　�小田原市開拓増産隊と帰農組合
（1945 ～ 1947）

（1）戦後小田原市の開拓入植計画

1946年2月19日神奈川県経済部長から小田

原市長、農業会小田原支部長宛の文書で、開拓

増産隊、開拓建設隊の隊員が募集されている。

募集については、その人数を達成することにつ

いて、各郡市が「募集目標人員確保方格段ノ御

努力相成度」と要請されている6）。開拓増産隊

についてはその隊員に対して、食費、宿舎費、
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旅費、装備費、衛生救恤費は県本部より支弁す

ること。特に隊員食糧給与は事業主体責任を以

って実施すと特記されている。手当は月額固定

20円が支給され、その他と合わせて月額40円

以内、幹部については能力に応じて月額120円

～ 140円が支給されることが記されている。開

拓建設隊は機械隊、建築隊、鑿井隊などに分類

され、その手当・給与は「隊員幹部共技術能力

ニ依リ個人的ニ決定概ネ月額一二〇円カラ三〇

〇円以内トス但シ隊長其ノ他幹部ハ別ニ加増ス

ル予定ナリ」とされていた7）。

同日に出された「開拓入植計画樹立並ニ補助

金交付申請ニ関スル件」では、入植計画の樹立

と補助金交付申請書を2月末日までに県農務課

帰農係に提出するよう要請されている。「帰農

者ノ内届出未済ノ者モ相当有之ルモノト推察セ

ラレ候ニ付テハ左記ニ依リ管内ヲ調査補助金交

付漏レナキ様指導セラルルト共ニ二月末日迄提

出ナキ場合ハ補助金交付至難ナルニ付申添候」

という文面により、既に入植している入植者に

対する正当な補助金の交付漏れがないよう配慮

が呼びかけられている。なお補助金は、既存農

家以外の者が新たに開拓入植する場合に交付さ

れることが基本とされ、既存農家が増反目的の

ために帰農組合に加入した場合は交付対象とな

らないこと、但し既存農家の二三男が新たに独

立して入植する場合は交付の対象に該当するこ

とが示されている。

開拓増産隊の性格について小田原市行政当局

はどのような認識であったのか。1946年3月11

日小田原市長鈴木英雄発、市農業会長奥津長一

郎宛の文書「昭和二十一年度開拓増産隊員募集

推薦ノ件」では「食糧増産隊（農事講習所）ニ

関シテハ昭和十八年度創始以来各段ノ御配慮ニ

預リ着々実効ヲ収メ来タリ　戦後ノ新情勢ニ鑑

ミ昭和二十一年度ニ於テハ之ヲ開拓増産隊ト改

称スルト共ニ編成運用ノ全般ニ亘リ変更セラレ

別紙開拓増産隊実施要綱ニ依リ編成シ昭和二十

年十一月九日閣議決定緊急開拓事業実施要領ニ

基ク開拓国策ヲ完遂食糧増産ノ達成ニ寄与スル

事ト相成候」と記されている。文書の趣旨は表

題の通り開拓増産隊隊員の推薦を求めるもので

あるが、ここでは小田原市長が、戦後の開拓政

策を法制度の変更を自覚しつつも、基本的には

戦時中の食糧増産政策の延長に位置づけている

意識を見ることができる。これは特に小田原市

長ひとりの認識であったというよりも、当時の

自治体行政関係者に広く共有された認識であっ

たものと思われる。

もちろん前述のように戦後の開拓政策につい

て、新たな制度が整備されており、それに対応

して開拓政策を進めるという認識は存在した。

「昭和二十一年度開拓増産隊実施要綱」には

「昭和二十年十一月九日閣議決定緊急開拓事業

実施要領ニ基ク百六十五万町歩ノ開墾干拓及百

万戸ノ入植ヲ急速ニ完遂スル為之ガ推進力トシ

テ農家二三男復員者戦災者等ノ中開拓興国ノ熱

誠ニ燃エル青壮年ヲ結集シテ隊ヲ編成シ開墾干

拓大規模土地改良等ニ挺身セント併テ其実践ヲ

通ジテ開拓農民タルニ必須ノ精神技術ヲ体得セ

シメ隊期間満了後開拓地ニ入植シ新農村ノ建設

ニ当ラシメ以テ開拓国策ノ完遂食糧増産ノ達成

ニ寄与シ日本再建ノ基盤ヲ確立セントス」とあ

るように、政府が制定した緊急開拓事業実施要

領に基づく政策を推進する必要が述べられてい

るが、この時期の緊急開拓事業そのものが戦時

統制的色彩を色濃く残すものであった。各県に

は目標とする開拓面積と入植人数が割り当てら

れており、神奈川県に対して割り当てられた幹

部41名、隊員750名について「割当員数絶対ニ

確保スルコト」と付記されている。訓練のため

の施設としては「旧軍用地飛行場等ニ廠舎備品

及相当面積ノ土地ヲ確保シテ隊ノ基地ヲ設クル

外従来ノ食糧増産隊基地ノ中適当ナルモノヲ使
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用ス」とされている。また県外入植についても

想定されていたようであり「当該県外（北海道、

東北地方等）ニ将来隊員ヲ集団入植セシムル場

合ハ其ノ予定地区ニ隊ノ前進基地ヲ設ク」と記

されている。隊員に対しては1人月額平均60円

を下らぬよう手当を支給することとされ、訓練

中の生計を配慮したのである。とはいえこうし

た訓練計画が十分に機能したとは言い難く、多

くの入植者は割当達成のため十分な入植営農の

訓練もない状態で、追い立てられるように入植

していったのである。

（2）市内入植地の決定と帰農組合設立

戦後の開拓入植が、戦災者、復員軍人、帰国

者等によって制度に先行して進められたことは

知られているが、小田原市においても開拓増産

隊・建設隊の募集と並行、あるいは先行する形

で市内、あるいは近郊部における未墾地への開

拓入植が進められていた。1946年作成と思わ

れる「小田原市開拓帰農入植計画書」には、昭

和1945年12月に設立されたと記されている4

つの帰農組合についての計画書が残されている。

4つの帰農組合はそれぞれ小田原市久野和留沢

開拓帰農組合、小田原市久所帰農組合、小田原

市坊所帰農組合、小田原市長興山帰農組合であ

るが、本稿では主に最大の規模であった小田原

市久野和留沢開拓帰農組合（以下和留沢帰農組

合と略す）を中心に見てゆくことにする。和留

沢帰農組合の入植地は「豊川村外六ヵ町村ノ共

有地ノ所有権ニ属スル官行造林地ニシテ地形二

十度以内平坦地ニシテ耕地ニ適シ」た地が選ば

れた8）。同組合はここで「一世帯耕地一町歩ヲ

目標トシ他ノ一町歩ハ山林地トシ内五反歩ハ果

樹園経営ノ予定地トシ総面積八十町歩ニ及ブ面

積ヲ所有」することを計画したのであり、40

戸の開拓農家入植が計画されていたことがわか

る。事業主体は小田原市農業会及び小田原市役

所産業課であり、担当職員として各専任職員1

名を選任し、「市役所、農業会一体トナリ左ノ

事業ヲ行ウ」と記されている。

用地に関しては当初は借入の形式から順次自

作農創設の路線に乗せてゆくことが想定されて

いた。帰農者の編成については「市内復員者、

軍需工場転換者、疎開者、戦災者、引揚民等ヲ

中心ニ帰農組合ヲ結成ス」とされた。開墾計画

については「（1）入植者ノ開墾面積ハ壱町五反

歩程度ノ方針ナルモ第一年度ハ一町歩ヲ目標ト

シ開墾ト作付ハ一体的ニ進行セシム　（2）開墾

ハ昭和二十年十二月ヨリ同二十一年十二月迄

（中略）進行スルモノトス　（3）予定期間内ニ

開墾終了セザル時ハ開拓増産隊及ビ食糧増産隊

ノ派遣援助ヲ申請スルモノトス」とされた。開

墾計画中の住居計画については「（1）帰農者入

植ハ開墾入植設営準備完了セザレバ同時入植困

難ナルニ付共同合宿ヲ二戸借入班ヲ五班ニ分チ

山小屋ヲ建設シ家族ト共ニ開墾ニ当ラシム　

（2）入植第一年度ハ各自責任開墾トシ第二年度

ヨリ共同圃場ヲ設置シ県及試験場連絡ノ上適地

種子ノ生産ニ当ラシムモノトス　（3）帰農組合

ニ於テ家屋建設及共同施設建設困難ナル場合ハ

開拓建設隊ノ派遣ヲ要請援助ヲ受ケルモノト

ス」と、当初は共同居住、共同経営方式で開墾

を開始し、開墾の進行に伴い順次戸別住宅を建

設し個別経営に移行することが計画された。農

具家畜導入についても「初年度入植者全員ニ配

給導入至難ナルニ付小農具小家畜ハ別トシ初年

度ハ十人乃至七八人ヲ単位トシ二年度ハ五人組

ヲ単位ニ三年度ニ個人所有トス」と共同所有か

ら個人所有への段階的計画が示されている。そ

の他、病院学校等の衛生・教育施設として「入

植者ノ治療施設トシテ小田原医師会ト連絡ノ上

専任嘱託医ヲ設ケ帰農者中ヨリ一名連絡課係ヲ

置キ組合員ノ治療オヨビ入院等ノ世話ヲスルコ

トトス　学校ハ現在ノ足柄分校場トシテ一時専
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任教員一人ヲ以テ教育シ次年度ニ於テ和留沢学

園トシテ独立シ市役所県ト連絡ノ上学校建設ス

ルモノトス」とされた。また開拓集落をサポー

トする制度として開拓促進委員会が構想され、

「小田原市長及産業課、農業会長及指導部、地

主、農事実行組合長、帰農組合長、甲種食糧増

産隊幹部等ヲ以テ開拓促進委員会ヲ組織シ入植

者ト開墾営農、農林工業、副業等ノ計画実施ヲ

審議促進スルト共ニ市民ト帰農者ノ融和ヲ図ル

コト　月一回位打合会等ヲ開催スルモノトス」

とされた。

開拓地に入植したのはどのような人々であっ

たのだろうか。前記計画書に添付されている入

植者名簿とその後の経過をまとめたものが表1

である。和留沢地区には当初35戸の入植が計

画されたことがわかる。世帯主の年齢層は20

歳から60歳まで多様であり、前職は農家が少

なく、会社員や職工、軍人、教員など、幅広い

背景を持つ住民が入植を目指したことが判明す

る。資金面については、予算25万円に対して、

県補助金が17.5万円、市補助金2万円、寄附金

5000円の他、5万円分を入植者が一戸当1000円

支出する形で計画されたのである。

もちろんこの計画通りに開拓が進んでわけで

はない。1946年5月末に実施された「開拓地営

農現況調査」では和留沢地区に30戸の入植が

確認されるが、それは当初計画から5戸が既に

脱落していることを意味している。入植初期の

困窮下にある開拓帰農組合に対する支援として、

神奈川県では1946年度に和留沢帰農組合に対

して、帰農補助金、施設補助金、開墾助成金を

含め、77,250円の補助金の支出を予定し、小田

原市農業会に対して同組合に6万円の融資を行

うよう、8月28日に県農務課が要請しているほ

か、集落電化のため、1946年9月18日「和留

沢開拓団電化助成金交付ニ関スル件」において、

全国農業会から同開拓地に県農業会を経由して

蓄電池利用による電化計画のための補助金1万

円が支給されることが決定されている。なお同

文書にはこの計画が「全国最初ノ試ミ」である

と記されており、同組合が県内において相対的

に手厚い補助を受けていたことがわかる。

（3）建造物補助金不正問題の発生と新組合長

こうして出発した和留沢帰農組合に大きな衝

撃を与える事件が発覚したのは入植から1年が

経とうとした1946年10月末のことである。同

月28日県農務課事務官と足柄下郡及小田原市

農業会技手が和留沢地区に出張し、建造物建築

についての座談会を実施したが、この会の結果

について「本帰農組合ハ補助金ニ対シテ建築物

見積ガ余リニモ高キ故ニ建築ニハ反対デアリ開

墾地内ノ木材ヲ利用シテ建築スル者其ノ数ガ多

ク帰農組合長独リデ現在マデ事業ヲ従事シテ未

ダ一度モ其ノ報告モナク組合内ガ組合長ニハ把

握シ行フコトガ出来ナイ状態デアル」と報告さ

れている。つまり和留沢開拓帰農組合による建

築物関連補助金の水増し申請が疑われており、

補助金で建築資材が発注されているが、実際に

は開拓地では現地資材で建築が行われており発

注分の資材の横流しが疑われること。また組合

長の活動の透明性に対して県や農業会が不信感

を表明していることがわかる。解決策として

「第一案　各組合は現在建築準備中資材又ハ個

人入手ノ建築資材ニ依テ十二月末日迄ニ規格ニ

依ル建築ヲ完了スルコト。右期ノ日迄ニ完了セ

ザル場合ハ住宅建築補助ヲ交付セズ　第二案　

現在山ニアル一〇戸分ハ建築サス仙石工務所ニ

アル二〇戸分ハ他ニ売却スル一様四五〇〇建設

ニ賛成セザル一戸分ノ補助金ハ建設後ノ検査ニ

依ッテ交付スルコト」が提案されている。

問題発覚を受けて、11月3日の市役所、農業

会関係者同席のもとで開催された帰農組合総会

において、組合長（表1和01）が解任され、新
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表１　小田原市開拓入植者一覧

地区名 役職等 番号
年　齢
1946年
時

家族数
1946年
時

前　　職 1947年
3月

1947年
7月

1952年
6月

1953年
12月

1961年
3月 備　　考

和留沢 初代組合長 和 01 50 3 会社員 1947 年 1 月脱退
和留沢 和 02 53 4 公吏 1947 年 1 月除名
和留沢 和 03 59 3 会社員 1947 年 1 月脱退
和留沢 和 04 42 2 教員 1947 年 1 月脱退
和留沢 和 05 58 3 工夫 ○ ○ ○ 1954 年 7 月脱落
和留沢 3代目組合長 和 06 20 2 会社員 ○ ○ 1947 年 8 月除名
和留沢 和 07 37 1 会社員
和留沢 和 08 16 3 ナシ 1947 年 1 月脱退
和留沢 4代目組合長 和 09 48 2 農業 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 和 10 50 3 土工 ○ ○ ○ ○ 1961 年 3 月離脱
和留沢 和 11 48 4 石工 ○ ○ 1947 年 9 月除名
和留沢 和 12 42 2 土工 ○ ○
和留沢 和 13 49 5 石工
和留沢 和 14 35 2 職工 ○ ○
和留沢 和 15 42 3 工員 1947 年 1 月除名
和留沢 和 16 34 4 軍人 ○ ○
和留沢 和 17 30 2 軍人
和留沢 和 18 25 2 電工 1947 年 1 月脱退
和留沢 和 19 30 2 会社員
和留沢 和 20 21 4 農業 ○ ○
和留沢 和 21 38 2 職工 1947 年 1 月脱退
和留沢 和 22 43 2 職工 ○ ○
和留沢 和 23 32 2 職工
和留沢 和 24 37 2 屋根職 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 和 25 42 3 会社員 ○ ○
和留沢 和 26 21 2 職工 ○ ○ ○ ○ 1961 年 3 月離脱
和留沢 和 27 37 2 職工 ○ ○
和留沢 和 28 50 6 人夫 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 和 29 36 2 写真化学技術員
和留沢 和 30 40 3 農業 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 6代目組合長 和 31 31 2 フライス工 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 和 32 16 3 満州開拓義勇軍 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 2代目組合長 和 33 53 2 養漁 ○ ○ ○ ○ ○
和留沢 和 34 39 2 養鶏
和留沢 和 35 38 2 会社員
和留沢 和 36 不明 ○ ○
和留沢 和 37 不明 ○ ○ ○ ○
和留沢 和 38 不明 ○ ○ ○
和留沢 和 39 不明 ○ ○ ○ 1949 年入植
和留沢 5代目組合長 和 40 不明 ○ ○ ○ 1948 年入植
和留沢 和 41 不明 ○ ○ ○ 1948 年入植
和留沢 和 42 不明 ○ ○ ○ 1948 年入植

和留沢 和 43 不明 ○ ○ 1948 年入植・61
年 3 月離脱

和留沢 和 44 不明 ○ ○ 1949 年入植
和留沢 和 45 不明 ○ ○ ○ 1948 年入植
和留沢 和 46 不明 ○
出典： 小田原市役所『昭和 21 年度和留沢開拓記録書類』、『昭和 27 ～ 29 年度和留沢開拓記録書類』、『昭和 30 ～ 34

年和留沢開拓記録書類』より作成。
注：○印は、その時点で入植中であることが確認できるもの。
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たに選挙によって組合長（和33）が選出された。

建築補助費問題の経緯について和留沢側の一般

組合員からは資材単価の相場がわからず、当時

の組合長が1人で決めてしまったものである、

という主旨の弁明が記録されている。他の組合

員からもこの不正が前組合長の独断であり、前

記の解決案では入植者の正当な住宅建設に不足

であると不満が表明された。開墾地で切り出し

た資材は、加工が不十分で内装用には用いられ

ないため、不足分の補助が要求され、県や農業

会が提案したと思われる融資による建築資材調

達には全員が反対を表明した。

その後18日には、神奈川県庁において新旧

組合長を含む関係者が出席し、協議が行われた

結果、①建築中であった水増し分の建築物の工

事は中止し、資材は市と農業会で処分すること

（運搬費は地元負担）、②同地区に対する昭和

20年度の補助金1戸当3,300円中3,000円を返

納すること、昭和21年度補助金は改めて交付

する、③この事件に関係して発生した脱農者に

ついて、その耕地・農作物は残存者に譲渡する

こと、④県がその後の経過を監督すること、が

決定された。その後農業会の「和留沢帰農組合

住宅建築ニ関スル明細書」（日付不明）におい

て、和留沢地区の希望者10名分の住宅建築を

改めて承認し、内建築済みの2戸以外の8戸分

の資材を和留沢地区に引き渡し、残部は「引揚

連盟」（詳細不明）に売却することが記されて

いる。不足する住居用建築資材としては12月

に元海軍高座工廠工員宿舎建物を住宅建設に使

用することを目的として払下契約を締結し、住

宅建設に活用することとされた。

この不祥事の結果、1947年1月31日付で元

初代組合長の組合長辞任届が県に提出されてい

る。理由は「一身上の都合」とされているが、

建築費補助金を巡る問題が原因であることは明

らかである。これと同時に元組合長を含む6戸

の組合員の開拓帰農組合脱退と2戸の組合員の

除名が決定されている。除名については「除名

者ハ現在和留沢ニ居住セズ薪取リニ来ル程度デ

アル故ニ組合意見ニ依リ決定ス」と既に入植の

実態を喪失している者に対して行われたもので

ある。

組合の動揺はその後も続き、1947年2月10日、

神奈川県庁内開拓課において行われた会合にお

いて、住宅問題発覚後、再選出された組合長が

短期間に辞任することが相次ぎ（史料から把握

できるものは和01→和33→和06→和09）、県

からの通牒の連絡が行き渡らなくなっている点

が懸念されている。また住宅問題については引

き続き前組合長と市長、農務部長と相談により

「妥協の出来る様組合員に協力を願ひ以て解決

せしめ度し」と未だ完全な解決に至っていない

ことが示されている。また開墾営農については

「和留沢の開墾地は予定面積が余り少く耕地斜

面急にして平均耕作面積は予定地を含めて約五

反位で自給自足には不可能なり」と入植地選定

の根幹に関わる不満が表明されているほか、入

植者についても「現在最後迄残り得る人員は約

二十一名にして其の他の者は、耕作せざる状態

で山を下って居ります。脱落者ありその措置法、

人員が多いので此の際営農資金清算して貰ふこ

と、同時離農すること」が提案されるなど、組

合の解散までが悲観的に提案されている。また

営林署から「帰農組合員の伐採せる樹木に対し

ては保証（ママ）すること」と、入植者による

共有林樹木の伐採が問題視されるなど、和留沢

開拓は存続の危機に立たされていたことがわか

る。

存続の危機に陥った和留沢帰農組合を立て直

し、開拓継続の途を拓いたのは4代目の組合長

に就任した伊嶋郁蔵（和09）であった（行政

への報告は1947年2月であるが同年1月には実

質的な活動をしていた模様である）。地元久野
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の農家出身の伊嶋は、その後長く同開拓地の組

合長を務めることとなり、困難な道筋ながら開

拓集落の解体を防ぐ役割を果たしてゆくことに

なった。伊嶋は1948年2月12日付で小田原市

から感謝状を贈呈されているほか、1955年11

月にも神奈川県農地部長より開拓十周年記念功

労者として表彰を受けている。この功労者推薦

文に記された伊嶋の経歴を引用しておく。「生

家は小田原市久野（住所略）であるが　長男と

して生れたにもかかわらず　親譲り財産に飽き

足らず全財産を弟に与へ　裸一貫で上京し　あ

らゆる難苦を嘗めた末　神官となり終戦直前ま

では相当な財を蓄えたのであるが　空襲の際、

一切を焼失してしまった。当時家郷に帰って実

家に寄寓して居ったところたまたま開拓者募集

の報せに接し勇躍これに参加し七才の長女以下

四人の子供と妻を連れて入植した」ものである

という。入植後の評価については「当時の入植

者中でも労働力の一番小さい家族であったが、

星のあるうちから星を仰ぐまで、本当に文字通

り働き通しよくこれを克服し何の収穫に於ても

他よりも秀で現在では長女を高等学校に入れて

子供の教育にも非常に熱心である　又過去数回

に亘る組合内部の紛争にも常に調停役を買い、

組合が現在まで支障なく運営できたのは　この

人に負うところが極めて大きい」9）。後年この

ように評価された伊嶋組合長の指導のもとで、

和留沢開拓地は存続することが可能になったも

のと言える。

（4）開拓地に対する営農指導

少し時系列が前後するが、耕地条件が劣悪で

あり、農業経験者が少ない開拓入植地に対して

農業団体や行政がどのような営農指導を行った

のかを確認しておきたい。神奈川県農業会では

1946年7月24日、和留沢分教場において、開

拓帰農者営農講習会が開催され、和留沢地区を

含めて其の他足柄上郡や中郡の開拓集落の営農

者に対して、①開墾作業指導、②農業経営講座、

③山腹地帯における適作物指導、④農作業実施

指導、⑤小家畜飼育指導などが実施されている。

また1947年2月には県農業会足柄下支部が小

田原市和留沢地区において開拓営農指導試験地

を設置する計画書を市農業会に提出している。

設立の目的としては「開拓者の要求に応じ山岳

部傾斜地に於ける気候に順応した適作物の選定

と之が改良増産に依り輪作形態を研究し開拓民

の農業技術と相俟て農家経済を安定する手段に

ある」とされている。主な試験種目として「四

季別にした自給肥料主体として品種比較、薬剤

試験、播種適期試験、小気候試験と連絡輪作形

態の試験等」とし「開拓地に適する品種たるこ

と原則として実施する」としている。用地とし

て公費で二反歩を開墾し、約2ヵ月の営農指導

用圃場として活用した後、組合員の増反用地と

することが計画された。輪作案としては①麦→

甘藷→麦→南瓜、②麦→南瓜→麦→番茄、③麦

→番茄→豌豆→甘藷、④豌豆→青刈大豆→白

菜・大根→馬鈴薯・麦・茄子、⑤ルーピン→玉

蜀黍→大根→豌豆、⑥麦→陸稲→麦→甘藷など

の案が示されている。また1947年5月には、神

奈川県農業会長から、開拓入植集落の営農合理

化と脱農予防のため、政府の要請に基づき各郡

市支部に営農指導員を配置することが連絡され

た。

また栽培技術向上に対する入植者の意識を高

めることを目的として、1947年7月8日、帰農

組合連合会主催にて馬鈴薯競収会が実施された。

小田原市、箱根町など農業会足柄下支部内の入

植農家が参加した結果、和留沢集落の伊藤郁蔵

組合長ほか、時田運蔵、三島庄吉、石黒良吉ら

4名の平均反収が231.5貫を記録し、最優秀地

区の成績を収めた。
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（5）地元集落との軋轢

こうして新組合長のもとで開拓地での営農が

徐々に軌道に乗りつつあった、1947年8月、再

び和留沢開拓地に2つの問題が発生した。ひと

つは組合員不正の発覚である。6月16日農業会

足柄下支部より小田原市農業会営農主任宛の文

書で、管内開拓入植者の資格を再審査すべく通

達が行われた。再審査において除名されるもの

の基準として①将来農事に邁進の見込みなきも

の、②組合の平均耕作面積に合した面積を有せ

ざるもの、③組合の団結其の他反対行動に出る

もの、④居住の根拠を他に置くもの、⑤其の他

地元との関係で反感を招くもの、の5点が示さ

れ、該当するものはこれまでの資金を清算の上、

組合から除名することを指示している。これを

受けた調査の結果、集落の1名による、補助金

購入肥料の横流しが発覚したのであった。この

件について組合の臨時総会で事実関係を確認し

たのち、隊員一致で当該者を組合から除名し、

「今後この種行為を為した者には隊員一同の申

し合わせにより下山と決定」した。この件につ

いては新組合長のもとで問題発覚後、迅速に裁

定が行われたと言える。

もう一つ生じた問題は地元集落との開墾予定

地を巡る対立であった。それ以前より入植農家

が解放予定地以外の共有林を誤って伐採し、問

題化するケースが断片的に指摘されていたが、

地元集落から本格的に抗議が寄せられた模様で

ある。これに対して事情を聴取した小田原市農

業会技手の報告では「和留沢部落より舟原寄り

の民有地（字犬掛）の開拓につき地元民と開拓

隊員との間に協議せるも開拓隊員の細部計画未

完成に対し地元民の計画徹底致し居る為細部協

議不能なりしが一応地方事務所の係官とよく両

者の意見を徴し善処を確約せる為何れは開放さ

れるものと思考せり。主として問題は官公林よ

り大掛地区の私有地までどの程度開拓隊が立入

って来るか地元民がどの程度までそれを承諾す

かの問題であるが何れにせよ市農地委員会で之

を買収する計画の為早急且円満に実施されるも

のと感ず」とされている。地元集落では地籍図

に基づいた詳細な土地利用計画を立てているも

のに対し、土地勘の劣る入植者が未開放の共有

林や私有林地の増反を試みた結果、地元集落と

の関係が悪化したものと思われる。この件につ

いては、1947年9月8日舟原青年会場において

「舟原地区未墾地開発事業に関する懇談会」が

開催され、農地委員、農地補助員、地元農事実

行組合長、和留沢帰農組合代表等が参加して協

議を実施し、林地の境界を明確化し、開墾地域

の合意を進める合意を行った。

第2節　�1950年代前半の和留沢開拓農
業協同組合の運営� �
（1952年～ 1954年）

（1）和留沢開拓農業協同組合の設立と経営状況

1947年制定の農業協同組合法の制定により、

国内農業団体が農業協同組合に再組織されてゆ

くなかで、従来の農業会は解体した。小田原市

役所に残る和留沢開拓を巡る文書は1948年か

ら1951年にかけての時期のものが欠落してお

り、農業会解散から開拓農協設立に至るまでの

経緯については詳細が不明である。和留沢開拓

農業協同組合（以下和留沢開拓農協）について

史料的に判明するのは1952年5月に実施された

小田原市役所による調査である。この調査とそ

れをまとめた表2によると、まず1．開墾地の

状況については「一戸平均一町歩余を本年二月

一日付で各人（十九戸）に売渡を完了し耕作地

の割当も終わっておりますが既耕地は三分の一

乃至二分の一程度しかない状態で残りの開墾を

早急にやらなければならない時であり各人は二

十八年末までには完了する計画を立てているが
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耕地の交換や共同開墾等について総意が纏まっ

ていない現状である」と記されている10）。和留

沢の開拓地は当初周辺農村の共有地を借地して

いる状態であったが、その後農地改革による未

墾地買収制度を用いて買収し、入植者に対する

売渡が完了したということである。一戸当たり

1町歩という規模は自立経営が可能な規模と思

えるが、開墾が進んでおらず一戸当3反～ 5反

の規模で経営を行っている状況であることにな

る。組合員となっている19戸の農家は全てが

1945年当時からの入植農家ではなく、表1を見

ると当初入植した35戸のうち、この時点で残

っているのは伊嶋組合長を含む10戸のみであ

り、残りの9戸についてはその多くが1949年に

追加入植した農家であったことがわかる。

営農状況について、まず家畜導入状況では

「役牛が一番多く十頭を数えるが多く未成牛で

あり国の現物融資や家畜商からの借入等で飼育

している　主として厩肥の製造に供し成牛とし

て家畜商に渡して利益を得る者或は成牛として

畜力の利用を計る者等区々であるが資金さえあ

れば畜力利用兼厩肥製造源として成牛を各人一

頭その他前者の牧草を利用しての飼育から利潤

を考える者が大半である結論として導入資金の

面で一番行悩んでいるのが現状である。その他

比較的熱意を持っているものは鶏であり総数三

七二羽の成鶏を飼育し栄養源として自家消費す

るばかりでなく相当の販路を持ってはいるが共

同販売する程の数量がないので副業としての価

値は現在のところ左程ない将来は相当取入れた

表２　和留沢開拓農協の経営状況1952年5月時点 （単位：反）　

項目

農家

買受
耕地

調査時
点開墾
面積

果樹類 冬作 夏作 作付
面積
延計桃 梨 栗 リンゴ 柿 茶 麦 菜種 馬鈴薯 其の他 陸稲 甘藷

和 09 10.8 6.0 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 11.8
和 05 10.2 4.8 3.0 0.8 0.2 0.8 2.0 1.4 8.2
和 38 8.9 3.0 1.0 0.3 0.1 0.1 2.0 1.0 2.0 1.0 7.5
和 24 10.5 5.0 0.2 2.5 0.4 0.7 1.4 3.0 1.0 9.2
和 39 10.2 2.5 1.0 1.0 0.3 0.3 1.0 3.6
和 10 10.5 6.8 2.0 1.0 0.5 0.3 1.5 5.3
和 40 10.4 5.8 4.0 0.3 0.7 0.8 2.3 2.5 10.6
和 41 10.7 3.0 0.5 0.6 0.5 1.1 2.7
和 33 11.0 7.0 0.7 0.2 2.0 0.1 0.5 1.5 5.0
和 42 10.8 5.0 0.4 2.5 0.7 0.5 2.0 6.1
和 30 10.7 6.0 0.3 0.1 1.0 2.5 1.0 0.4 0.5 2.0 7.8
和 37 10.5 4.0 0.3 2.2 0.2 0.4 1.5 4.6
和 32 10.4 3.5 0.6 0.6 0.2 1.0 2.4
和 43 11.0 3.5 0.3 0.3 1.5 0.1 0.4 1.0 3.6
和 44 11.0 3.0 0.7 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 2.2
和 45 10.7 6.5 0.6 2.5 1.0 0.3 3.0 7.4
和 26 10.6 4.0 0.3 3.0 0.5 0.3 1.5 5.6
和 31 10.5 3.0 2.0 1.0 1.0 4.0
和 28 10.0 3.0 0.5 1.0 1.5
計 199.4 85.4 5.9 1.3 1.5 1.2 2.5 0.5 36.9 8.0 7.1 5.9 30.4 7.9 109.1

出典：小田原市『昭和 27 ～ 29 年度和留沢開拓記録書類』より作成。
注：史料には夏作馬鈴薯の記入欄が存在するが数値は史料破損により判読できず。
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い希望もあるが飼料面に悩みがあり一つの対策

としてかまぼこ粕を一括購入してそれを分配し

て利用したいという意見もある　その他豚も若

干取入れたい希望もあり飼料として甘藷類の栽

培も考慮している」と、役牛については厩肥供

給という側面以外では、ややもてあまし気味の

状況であること、養鶏についてはこの段階では

かなり希望があり、小田原市特産の蒲鉾粕を飼

料として用いるアイディアなどがしめされてい

る。

また果樹・普通作物については「現耕作地一

戸平均四反五畝という少いものであり果樹取入

れ計画等についても一応は持っているものの主

食作物の取入れに追はれてそこまで進まない現

状である　果樹として何が一番適するか未だ完

全な試験成績もないので一般に迷っているが桃

が一番多く六反一畝その他梨りんご等が若干植

えられているが全体として一町二反六畝で既耕

地の約一割であり早期換金策としても研究課題

であろう　普通作物としては大体主食用として

冬作は麦、なたね、夏作は陸稲甘藷が主体であ

るが何んとしても面積がないので一戸平均麦が

二反程度陸稲が一反六畝位で年間自給は現在の

ところ到底望めないところである（中略）その

他特殊作物として茶の栽培が良好の模様であり

製品として相当良好なものを産している　栽培

面積も現在のところ五畝歩程度であるが傾斜地

を利用してのこれの栽培を全面的に計画してい

る」と、茶の栽培にわずかな希望を見出してい

るものの、穀類に関しては到底自給水準にすら

及ばず、作物販売収入で生計を立てる見通しが

立っている状況とはいえない。結果として集落

の多くの農家が市民税の免除と生活保護の対象

となっている模様であり、その現状について

「大体において本年度一杯で特殊事情の者を除

いては全面解除されても差支えないまでにこぎ

つけたい決意を持っている　十九世帯全部が同

程度の生活をしている訳でなく相当の差異はあ

るが同一条件下に在る組合員の団結を図る意味

から特殊事情の者を除いては全部同一歩調にす

べきであるという意見が強い」と、組合内で歩

調を合わせて家計の自立を目指したい意向が示

されている。

（2）和留沢開拓地営農指導方針

上記のような和留沢開拓農協の苦しい経営・

生活状況の改善を目的として、1952年6月、小

田原市役所において「和留沢開拓地営農指導方

針」と題する文書が作成されている。方針の大

要として「一、一町歩の土地を最大厳に活用す

るため早急に開墾を完了し、その土地を肥沃な

熟畑としなければならない　二、地区内外付近

の山林原野の永続性のある資源の活用を図るこ

とが必要である　三、主食の配給依存を打破し

て家族構成に適合した普通作の栽培は当面絶対

必要である　四、早期換金作物或は飼育容易な

しかも粗放的且つ原価の安い家畜の取入れから

現金収入の道を早急に考えなかればならない　

五、組合員相互の融和と協同精神の涵養から組

合をもっと明朗にしなければならない　六、医

療施設もない僻地で健康体を維持することは絶

対必要であり栄養給源の現地調達は早急を要す

る」の6点が示されている。

具体的方針としては「一、開墾計画　開墾は

二十八年度を以って完了するを原則としその間

果樹又は茶等の適地には粗放開墾を以て植栽せ

しめ間作の栽培時に逐次完全開墾を為さしめ

100％の耕地利用は二十八年一様を目標とする」、

「二、主食作目の取入れ　主食作物の栽培は陸

稲、麦、が主体であるが、夏、冬作共に各々三

反歩の平均はどうしても作付せしめ改良普及員

の応援を得て栽培技術の面を積極的に指導し反

収の増大を図る」、「三、果樹及び茶の取入れ　

果樹は桃その他永年作物については茶を主体と
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して全体の四〇％平均を目標として種子、苗木

の斡旋から栽培管理の指導を積極的にする」、

「四、家畜の導入　牧草を有効に利用し且つ厩

肥の増産から沃土の造成を図る目的で別途計画

するところによって役牛を一戸当り一頭平均導

入する。その他甘藷南瓜の飼料化を計って豚を

一戸二頭平均山間僻地の蛋白給源と早期換金の

面から鶏を一戸三〇羽平均を目標とするその他

自家労力に応じて綿羊、うさぎ、山羊等を取入

れる」、「五、しいたけの栽培　本年十二月より

翌年二月までの間原木を一戸二百本程度準備せ

しめ種菌を斡旋して二十八年三月植付を指導し

栽培管理を現地指導して大量生産を図る」と山

間地集落の実情に即した作目の導入と、その普

及の方針が示されている。

（3）開拓農協の負債整理問題

1950年代の開拓農協を巡る問題として、過

剰負債に陥り経営の悪化した組合が多かったこ

とが指摘されている。小田原市においても

1952年9月6日、農林水産課の技師補1名と技

手2名、及び普及員1名が和留沢集落に出張し、

同開拓農協の経理状況調査と指導を行った。そ

の結果判明した負債金額

の返済について、開拓農

協内における（補助金転

用部分の）負債金額約

17万円を個人別に整理

し「各人本年十月末日ま

で返済を条件として了承

し夫々捺印し」、「これを

以って個人別公式負債関

係は完全に整理される」

こととされた。また同席

した県の技師が「約束期

限まで整理を完了した場

合は一戸平均一万円の補

助金を交付する旨言明」したという。その結果

和留沢開拓農協構成農家25戸が共同で16万

9760円（一戸平均6,657円）を返済し開拓農協

の公的負債を解消することが決定した。なお県

が約束した補助金各戸1万円については、返済

実施を確認の後、農地売渡価格との差額分が各

戸に支払われることとなった。

またその他負債額10万6708円については、

表3のように1951年から52年にかけて営農補

助金を主に返済に充てる形でほぼ完済にこぎ付

けることができた。これによって開拓農協の負

債整理問題に、ひと区切りをつけることが出来

たのである。しかし営農補助金を負債の返済に

充当することにより、その後の開拓地の営農の

発展に悪影響が出ることは必至であったと言え

る。

（4）1953年冷害の被害状況

開拓農協に累積した負債を、組合員個人の家

計負担と営農補助金を流用する形で返済した和

留沢開拓農協にとって、翌1953年に発生した

冷害は最悪のタイミングで発生した天災であっ

たと言える。同年の冷害が全国的に農産物に大

表３　和留沢集落借入金返済過程

項目
返済方法 返済額 貸付金

残　額 日　付

1951 年 5 月 14 日時点借入金 106,708
伊島組合長持参 5,141 101,567 1951 年 10 月 8 日
昭和 25年度後半期補助金受入れ
差額 3045 円鉄板代支払（県） 1,955 99,612 1951 年 11 月 5 日

昭和 26年度営農補助金 50000 円
前半期農協補助 5000 円 55,000 44,612 1951 年 11 月 30 日

昭和 26 年度後半期農協補助 5,000 39,612 1952 年  3 月 29 日
昭和 26 年度後半期各種補助金 3,674 35,938 1952 年  4 月 18 日
昭和 27年度営農補助金 50000 円
から肥料融資金納付を除く 22,000 13,938 1952 年  8 月 27 日

同上肥料資金返済受入 25,000 -11,062 1952 年 11 月 20 日
別途立替払い充当 -11,062 0
出典：小田原市『昭和 27 ～ 29 年度和留沢開拓記録書類』より作成。
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きな被害を出したことで知られているが、山間

部に建設された和留沢開拓農協において、その

影響は甚大であった。同農協の1953年作物の

収穫実績表では陸稲が平年69石に対して8.71

石と87％の減収、甘藷は平年15,000貫に対し

1,810貫と87％の減収が記されており、被害総

額238万円に達する大減収であったことが記さ

れている。政府は農林中央金庫を通じて、冷害

対策資金の手当てを行ったが、同農協に割り当

てられたのは希望融資額230万円の20％に満た

ない44万円であった。金額の問題もあるが、

融資時期が冬の明けた3月以降であることから、

同農協組合員は年末の各種支払いや越冬資金の

危機に見舞われたのである。

この事態に和留沢開拓農協からは、小田原市

長に対して次のような陳情書が提出されている。

「私共昭和二十年食糧増産の大使命に燃え当開

拓地に入植以来既に九年の年を終えました。大

半の同志を送り或いは迎え現在十八戸の和留沢

開拓農業協同組合員は巷の非難を身に浴びなが

ら幾多の曲折と人間故の相刻を克服し初志の貫

徹に忍苦の道を歩んで居ります。其の間貴所の

物心両面に亙る限りなき御庇護と温情溢るるご

指導は時に崩れ勝ちの協同意欲を振起し遅々た

る歩みではありましたが開拓完成の実も愈々近

きに至って居ります。威容を誇る新校舎、夢見

る電燈、希望に燃える私達の一鍬々々は力強く

自然と闘いを挑んで参りました。然るに自然の

偉力（ママ）は私達の此の希望も闘志も根底から

潰し去るの実情に立ち至って居ります。本年度

の冷風害に依る被害が余りにも甚大を極め加う

るに野猪の被害亦其の極に達し一年の辛苦は遂

に水泡に帰するに至りました。希望は唯一途冷

害融資に係ってあったのですが神奈川開拓連合

会は県下八百戸の開拓民に対し融資総額二千万

円以上を見越し種々審議をして参りました処割

当決定は僅に八百万円に過ぎず従而戸々に対す

る融資額たるや真に微々たるものであります。

当地は高冷地であるとの特殊事情を極力訴えて

は居りますが微力にして遺憾ながら所期の目的

を達し得ない現状でありますし加うるに融資金

の貸出が来春との県の方針であるが為め、此の

年末を如何にして越すべきか開墾を如何にして

推進すべきか毎夜額を集めて協議を続けて参り

ましたが何等具体的の決定を見る事も出来ず今

日に及んで居ります。何卒私共の窮状御諒察賜

はり別表御審査の上特別の御取り計ひ方御願申

度陳情に及ぶ次第で御座居ます」。

この陳情に対して小田原市では「本件につい

ては冷害対策資金として別紙の通り四拾四萬円

を農林中央金庫より借入れることに決定したが

貸付が明春となるので年内緊急策として一戸当

り壱萬円の合計拾八萬円を右資金を担保とし助

役の保証を得て市信用金庫より借受け開拓に専

念するよう指導」する方針を示している。また

最終的な融資額はその後46万円に増額され、

当面の資金不足を脱することができた。しかし

この融資により、一度は解消された開拓農協の

負債は再び累積することとなったのである。

（5）小田原信用金庫からのつなぎ融資

1953年冷害の結果、和留沢開拓農協の負債

が再び累積したことは既に述べたが、翌1954

年に入るとその悪影響が運転資金に及びはじめ

たことが史料からも明らかである。1954年8月

19日付で、小田原市農林水産課から市長に対

して和留沢集落の小田原信金に対する融資依頼

について、市から依頼書を出すことについての

伺い書が提出されている。連帯保証人は市の民

生部長と農林水産課長とされている。組合長は

橋本良太郎（和40）に交代している。融資は8

月18日から10月14日までの2か月間で金額は

18万5千円、使途は農林中金負債返還である。

9月中旬に農林中金から貸し出される予定の営
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農資金のつなぎ融資という位置づけである。

また同年12月にも同様の伺いが出されてい

る。期間は同年12月20日より1955年3月10日

までであり、金額は50万円と増加している。

使途は農林中金負債48万4千円と神奈川県信用

農業協同組合負債1万6千円の返済である。こ

れは前述の冷害資金の返済であると和留沢開拓

農協からの嘆願書に記されており、返済は農林

中金の営農振興資金77万円が3月1日に貸付予

定であると記されている。このように同開拓農

協の経営は、本来農業経営の拡大・近代化に充

てるべき営農資金を、過去の負債の返済に回さ

ざるを得ない状況に陥っており、その経営の厳

しさを増して行ったのである。

（6）薪炭林払い下げ申請

こうした資金面の苦しい状況のなかで開墾を

続ける和留沢開拓農協であったが、境界の不明

瞭な周囲の官公林を伐採、開墾してしまうこと

によるトラブルはその後も続いた模様であり、

1953年10月22日、伊嶋組合長と市の技術吏員

が小田原営林署に出向し、ある組合員が誤って

開墾の上、耕作した買収除外地とされている官

行造林地について同地の借入申請を行った記録

がある。

こうした状況は開拓農民と地元農民双方にと

って心理的負荷の大きい案件であっただろう。

また山間部集落であるにも関わらず薪炭林のよ

うな山林資源確保のための後背地を持たない和

留沢集落には山間地部集落のメリットを活かせ

ないという問題も存在していた。そのため

1955年1月22日、和留沢開拓橋本良太郎組合

長（伊嶋郁蔵から交替）外17名は、曽我村外

一ヵ村七財産区組合長職務執行者助役鈴木正之

助宛に、下記のような陳情書を提出している。

「私共は（中略）現在は僅かに十八世帯にして

此の間県並に市御当局或いは地元の方々の御蔭

でどうやら定植（ママ）の域に達し一人当り一

町二反位開墾致しまして増産に邁進しておりま

すが何分日常生活の経済費の窮乏打開の為幸い

隣地の貴組合御所有にかかる久野字舟原熊の木

沢天然林の払下げを願えれば我々十八世帯全体

で木炭及び燃料事業をして目下の日常生活の補

給に致したい念願でありますので何卒我々和留

沢開拓者の実情を御賢察の上特別の御詮議を以

って御払下げ下されたく右陳情いたす次第であ

ります」。これに対して市農林水産課は1955年

1月30日付で副申伺いを出し、「陳情文面のと

おり山林資源の活用から現金収入を得る以外に

やはり自活の途はありませんし悪条件の下で苦

闘を続けていますこの開拓者にいま一度のご支

援を願いたく」と払い下げを支持している。こ

の共有林はその後同組合への払い下げが実現し、

その後農林中金や県信連の融資において共有林

内の立木が担保となることが増えたことから、

組合の信用力強化に大きな役割を果たすことと

なったと評価できる。

第3節　�整理縮小期の和留沢開拓農協�
（1955 ～ 1960年）

（1）組合運営振興事業

1955年10月20日、和留沢開拓農協は小田原

市に対して組合運営振興費として5万円の補助

金申請を行っている。主な使途は商品作物とし

てのミツマタの導入であり、3万本の苗木購入

を計画している。苗木購入は市に斡旋を依頼し、

各戸が5畝に1500本程度植樹する計画とされて

いる。販路については印刷局小田原工場との契

約が交渉されている。その他の使途としては役

員の個人負担軽減のため、出張費や行政対応に

必要な費用を組合役員に支給することとされ

た11）。
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（2）開拓農地の境界問題

開拓農地の境界問題は一貫して同組合を悩ま

せていた問題であったが、この時期に入って新

たな性格の問題が浮上した。1956年5月17日

市農林水産課発文書において旧自作農創設特別

措置法により買収又は売渡した土地の登記事

務促進についての打合せ会が開催されたことが

報告されている。同会では県農地調整課長、開

拓係長が次のような挨拶を行っている。「未墾

地買収をいたした開拓地の登記事務は一般既耕

地の事務と比較して極めて繁雑な点が伴うので

県下に於ても事務処理の完了した地域は極く一

部のみである。よって本年度は調整課所管の事

務計画の第一番に取上げたのがこの事務促進の

徹底であって、現在まで県に於て一括整理を担

当いたして参った関係上末端各農業委員会で

はその詳細について判らない点が多いと考え

るが、今后この事務処理について充分連絡も

いたす所存であるが、各位もこれに対し絶大な

協力をお願いしたい」。そのうえで和留沢地区

の登記上の問題点として「分割登記は済んでい

るが、買収登記は法務局に問合せないと判らな

い。従って以後の処理が全部未了である。なお

確定図は完成しているが現地と相違するので如

何に処置するか考慮中である」というのである。

買収登記の完了が未確認の上、売渡の登記が全

く進んでいない。さらに重要なのは登記図と現

況の相違が著しい点であり、開拓地の登記上の

境界と現況の境界がずれている問題は、さらな

る土地紛争の火種と成り得る問題であった。こ

の問題の決着については史料的に確認できな

いが、登記・現況のズレ部分を再度交換する、

或いは越境部分を買収する等の方法で登記と現

況の一致を目指す努力が払われたものと思わ

れる。

（3）�不振開拓地調査と過剰入植地対策による整

備移転

1950年代の前半における開拓政策は、負債

整理を進めさせながらも、入植農家の定着のた

めの支援という性格を持っていたが、50年代

末から60年代初頭に入ると、経営不振の開拓

農家や開拓農協そのものの離農や解散を視野に

入れた政策が推進されるようになる。1956年6

月20日神奈川県農地部長から小田原市に対し

て不振開拓地振興対策の一環として和留沢開拓

地の調査が行われることが通知された。調査日

は27日、28日に設定された。

1961年3月3日和留沢開拓農協組合長（丸田

竜郎）より神奈川県知事宛に「過剰入植地対策

による整備移転方法書について」という文書が

提出されている。この「過剰入植対策」は農林

省が開拓集落における経営規模拡大のため、離

農者を選出した集落に対して補助金を交付する

ものであった。和留沢開拓ではこの政策に応じ

る形で全18戸中3戸が離農下山し、離農者の農

地を再配分する措置を取ることで15万円の補

助金を受け取る形となった。この3戸のうち1

戸については1958年時点において離農希望の

表明が文書に残されており、もう1戸についても、

自作農維持創設資金の融資資格喪失者として、

1959年7月9日付文書において名前が見られる

ことから、従前より離農の意向を示していたか、

或いは営農意欲を喪失していた入植者が選ばれ

た可能性が高い。離農者の財産分与については、

住宅、農機具は無償で残留者に譲渡することと

し、政府資金債務は土地譲渡者が継承面積と耕

地条件に応じた計算に基づき債務を継承し、こ

の継承債務の返済に補助金を充てることとなっ

た。なお県信連債務分については離農者自らが

繰り上げ返済することとされた。この内容は2

月1日に明神分校で開催された組合臨時総会

に全構成農家が出席のもとで決定された。
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おわりに

和留沢開拓は、小田原市の農業会と市が入植

地を選定し、1960年までに49戸の農家が入植

した開拓事業であった。その政策には戦時期の

食糧増産隊からの連続性が意識されており、緊

急開拓事業による県からの割当に応えるため、

入植者の希望よりも行政的要請が優先する側面

も存在した。その背景には基礎自治体レベルで

配給難に苦しんだ小田原市の事情があった可能

性もある。農業経験者が極めて少ない構成で、

充分な営農訓練も受けずに、箱根外輪山山麓の

傾斜地の多い条件劣悪地に入植することになっ

た開拓農家は、戦後農政の犠牲者と位置づける

べきであろう。

もちろん小田原市農業会や小田原市行政は粘

り強く和留沢地区に対して支援を続けた。しか

し入植者によるいくつかの不祥事や53年冷害

のような天災の結果、その支援にブレーキがか

かったことは不幸な展開であった。また地元農

村の共有地に存在する官公造林地内に設定され

た和留沢地区は、開墾の過程で地元農村の増産

計画と衝突し、過誤の伐採により衝突するなど、

開拓に不利な外部環境にも苦しめられた。登記

図が長期間整備されなかった行政的瑕疵もこの

摩擦の一因となった。53年冷害が同地区の営

農に与えた影響は大きく、以後開拓農協の負債

返済に、本来営農改善に用いられるべき営農資

金が投入されてゆくという財務的悪循環に陥り、

開拓農協に対する指導も、離農者を誘導する縮

小路線へと転じていった。

このように悲観的な状況のなかで、中途で離

農する入植農家は多く、1945年に入植した農

家35戸のうち5年間余りの間に開墾を諦め、脱

農するものが25戸に及んだ。脱農者のなかに

は自ら営農を断念し、山を下りた者もいれば、

不祥事により除名の形となった者もいたが、和

留沢地区が小田原市や箱根町といった職を求め

やすい市街地に比較的近い集落であったことは、

脱農後の雇用という観点からは、不幸中の幸い

であったかもしれない。しかし離脱者が多数出

るなかで、伊嶋郁蔵元組合長をはじめとする

10戸に満たない入植農家が、その後10戸以上

の新規入植者を受け入れながら、集落の結束を

維持しながら条件不利地の開墾を忍耐強く推進

し開拓地の崩壊を防いだ努力は高く評価される

べきである。

戦後開拓集落の歴史的記録は、比較的大規模

であり、機械化や共同化など、基本法農政に対

応する形で経営的に「成功」を収めたものが残

りやすい傾向にある。その意味で、和留沢集落

のような経営面で苦戦した小規模開拓地の実態

を明らかにすることは、戦後開拓政策の成果の

全体像を把握するうえで重要であると考える。
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和留沢開拓記録書類』。
10）小田原市『昭和27 ～ 29年度和留沢開拓記録
書類』。以下本稿第2節中における史料の引用
は特に断りのないかぎり同文書からのものであ
る。
11）小田原市経済部農政農林係『昭和30 ～ 34年
和留沢開拓記録書類』。以下本稿第3節中にお
ける史料の引用は特に断りのないかぎり同文書
からのものである。
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『日本資本主義発達史講座』山田盛太郎論文と 
同僚論文の共有点と相補性 
― 『講座』の協働的性格によせて ―

中根　康裕

目　次

Ⅰ　課題と分析視角

Ⅱ　『講座』山田論文と同僚論文の共有点

　A） 『講座』山田論文を貫く問題意識と独自

性 ―山田論文の「労働統計」検討より―
　　《補論①： 山田の在野化と『講座』への参加》
　　《補論②： 『講座』山田論文の学問的自立性》

　B） 『講座』山田論文と同僚論文の共有点

―比較対照より―
　　《補論③： 『講座』山田「工業端初」論文と

野呂への影響》

Ⅲ　『講座』山田論文と同僚論文の相補性

　　―井汲卓一論文との対照を例に―

　A） 『講座』における井汲の位置－主力執

筆・実質的編集者の一人－
　　《補論④： 井汲「最近恐慌」論文と野呂の共

有点 ―野呂「内容見本」稿との対
照―》

　B） 『講座』井汲論文の問題意識と独自性

　C） 『講座』山田論文と井汲論文の相補性

―比較対照より―

Ⅳ　結語 ―『講座』の協働的性格の復権―

Ⅰ　課題と分析視角

本稿は、山田盛太郎が戦前期の1932 ～ 33年

にかけて野呂栄太郎ほか編『日本資本主義発達

史講座』1）に発表した諸論文と『講座』同僚論

文を比較対照し、その共有点と相補性を析出し

て『講座』の協働性を浮き彫りにすることを課

題とする。

それによって、『講座』発表の諸論文を各編

に据えた山田の『日本資本主義分析』2）も、『講

座』全体との関連の中でより深く理解され得る。

その際、筆者がすでに中根〔2015〕で基礎的

な解明を行った『講座』山田諸論文と同僚論文

との共有点3）について更に踏みこんで分析する

とともに、中根〔2015〕で論究し切れなかった、

山田諸論文と同僚論文との相補性にまで視野を

拡げて分析を行う。

山田『分析』に関しては厖大な研究史がある

にも関わらず、『分析』各編の原初論文が発表

された『講座』自体の全体像を、各執筆者の論

文にまで降り、山田諸論文との比較対照も含め

て検討した先行研究は極めて少ない。貴重な例

外として、守屋〔1967〕があるが、そこで比較

対照された共有点は、日本資本主義における低

賃金労働と農業の半封建的搾取関係との相互関

連4）に関する一点に留まっている。

さらに、『講座』山田諸論文と同僚論文との

相補性に踏み込んで比較対照を行った研究は皆

無に近い。大石〔1982〕は『講座』山田諸論文

といくつかの同僚論文との間の相互独自性の存

在を指摘5）したが、そこでの主題が『講座』刊

行の事情と経過の解明に置かれたため、指摘以

上の立ち入った検討は行われていない。
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こうした研究史を回顧する時、先行諸研究で

は意識的と無意識的とに関わらず、『分析』へ

まとめられた『講座』山田諸論文の成果をもっ

て『講座』全体の成果と事実上等置する傾向が

強くなったことは否定できないと思われる。本

稿は『講座』の協働性の検討を通じ、こうした

先行諸研究の限界をわずかでも超えることを企

図している。

言葉を換えれば、『講座』山田諸論文と同僚

論文との共有点と相補性を検討する視角は、山

田『分析』は『講座』が生み出した一大到達点

であるが、同時に『講座』の全成果を『分析』

にのみ背負わせることはできないという当たり

前の事実に発している。それは『分析』にとっ

ても決して本意ではあるまい。ゆえに、中根

〔2015〕で基礎的な解明を行った共有点につい

ては無論のこと、相補性にも視野を拡げて『講

座』山田諸論文と同僚論文を比較対照すること

が不可欠である。

次節ではまず、山田が在野化と学問的自立性

を主体的な前提要件として参加した『講座』に

おける山田諸論文の問題意識と独自性を明示し、

その上で山田論文と同僚論文の共有点について

中根〔2015〕から今一歩踏みこんだ検討を行う。

Ⅱ　�『講座』山田論文と同僚論文の共
有点

A）『講座』山田論文を貫く問題意識と独自性

　　―山田論文の「労働統計」検討より―

山田は、当時の日本が陥っていた危機に対す

る変革的活路の鍵を示そうとする『講座』編集

首座の野呂の問題意識と重なり合いながら、

『講座』での自身の中心課題を「破滅的な崩壊

期」6）に入った日本資本主義の「変革の『必然

性』と『条件』」7）の解明に据えた。言い換えれ

ば、当代の日本資本主義の構造に内包された基

本矛盾とその矛盾ゆえに生起せざるを得ない階

級闘争とその変革展望を示すことである。

山田は『講座』の「内容見本」に収載された

第1回配本論文の「準備的要綱の一節」8）であ

る「半農奴零細耕作と資本主義の相互規定」で、

「深刻な階級分化」の「急速な進行」下に展開

する一般的危機期当代の「階級闘争展開」分析

への「視点」9）を明示した。また『講座』の

「月報4」に収載された第5回配本論文の執筆

「進行中」の「一着想」10）である「断章－日本

資本主義の考察における一つの視角」で、眼前

の破滅的な危機という「現実」が変革の必然性

と条件の解明を彼自身に「押し付け」11）ると結

んでいる。

以上の言明は、『講座』での山田の非常なる

決心を鮮明に告示している。山田は彼に当初割

り振られた『講座』三論文の内、第一部「明治

維新史」に属する「明治維新における商工業上

の諸変革」（後に小林良正へ執筆者が変更）を

除く、第二部「資本主義発達史」の中の「工業

における資本主義の端初的諸形態　マニュファ

クチュア・家内工業」（以下「工業端初」論文

と略）と、「工場工業の発達」（以下「工場工

業」論文と略）の双方を、①両論文をお互いに

「同一筆者の別稿」と「合体」12）させて「相互

規定的」13）に理解する必要性を反復強調し、執

筆当初から「内容上」両論文が相まって初めて

完結した「ひとつの論文」14）になるように構成

し、②割り振られた主題範囲に留まらず、山田

が彼自身に課した一般的危機期当代の日本資本

主義の構造的な基本矛盾と階級闘争・変革展望

を示すという、第三部「帝国主義日本の現状」

分析を凝縮して遂行し、③変革主体の具体的析

出を含む「工場工業」論文を主軸15）とし、旧

い生産関係の矛盾の深化とその中で訓練される

生産力の担い手が変革主体へ転化して当代の危

機を打破するという「内面的連繋」16）を具体化
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する視座を貫徹しようとした17）。

この、絞り上げられた課題を果たすための分

析視角として、歴史的前提である土地所有関係

の変革の程度と日本資本主義の発展構造との内

的連関を析出する「範疇的」視角と、世界史的

規定性をもつ帝国主義段階移行期と日本資本主

義の発展構造との内的連関を析出する「段階

的」視角と、以上二つの「基本視角」が「全機

構的」な「把握」18）の要に据えられる。そして

この基本視角の凝集点として、日本資本主義の

構造確立を意味する、「生産手段生産部門と消

費資料生産部門との総括」をなす「社会的総資

本」の「再生産軌道への定置」が確定される

「産業資本の確立」19）過程が分析される。中根

〔2015〕でも論じたが、この「範疇的」かつ

「段階的」な「基本視角」をもって「全機構的」

な把握を行うという方法は山田の独創である。

また、この視角の「工業端初」ならびに「工場

工業」論文における「具体化」20）が、一般的危

機期当代把握の基準として産業資本確立期の分

析に力点を置く方法であってこれも山田の独創

である21）。この、二層にわたる山田の独創性の

把握が『講座』での協働性を正当に理解する基

礎となる。

すなわち山田「工業端初」ならびに「工場工

業」論文は、一般的危機期当代の日本資本主義

の構造的な基本矛盾と階級闘争・変革展望を示

す限りにおいて、言い換えれば、当代の危機分

析の基準として必要な限りで産業資本確立期の

分析に力点を置く「とらえ返し」22）の方法を採

っている。これは一体的論文である「工業端

初」ならびに「工場工業」論文に固有の方法で

あり、従って『分析』の形成をつかむ決定点に

なる。上記の山田両論文（後の『分析』第1・

2両編）は決して産業資本確立期の解明それ自

体を最終目的としていない。むしろ逆に、当代

の危機分析の基準を定める限度内で産業資本確

立期を分析している。後に『分析』の「序言」

で山田が改めて、産業資本確立過程を規定する

ことを問題把握の「鍵」23）と強調する理由はこ

こにある。

この、一体的論文としての「工業端初」なら

びに「工場工業」論文の総体的現状分析として

の基本性格は、両論文の叙述根拠となる「統

計」群、とくに山田の主課題との関係で中心的

地位を占める「労働」統計の根拠年次に降りて

検討すれば指すが如く明瞭である24）。ここで

「労働」統計の根拠年次検討の総括として、【表

1】「『講座』山田論文の基本性格 ―「労働統計」

年次の構造より―」を掲出する。

最初に、「工業端初」論文に掲出された労働

統計群を検討する。これは全て「労働力」の包

摂形態の面から、日本資本主義の「一切」の

「生産領域」を「貫徹」する四つの搾取形態の

「型」25）を叙述する根拠とされた統計である。

後に『分析』では「労働力」統計の「労働者

数」項目に区分される。この統計群は根拠年次

の全てが1882－99年という「産業資本確立」

期の只中に属している。ここから山田が当該搾

取形態の「型の解体」過程を日本資本主義にお

ける「一般的危機」の「前提条件」26）と捉え

返したことを確定し得る。

ついで、「工場工業」論文の「第一分析　機

構」項に掲出された労働統計群を検討する。こ

れも全て「労働力」の包摂形態の面から、日本

資本主義の生産力展開を主導する「軍事機構＝

キイ産業」27）に内包された「軍事」の「生産に

対する優位」という「顚倒的矛盾」28）を叙述

する根拠とされた統計である。これらも後に

『分析』では「労働力」統計の「労働者数」項

目に区分される。この統計群は根拠年次の全て

が「産業資本確立」期を基点として「金融資本

成立」・「確立」期から一般的危機期に至る年次

へ貫かれている。まず「軍事工廠」29）統計の根
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拠年次は1893-1927年へ延び、つぎに「原基機

構」30）統計の根拠年次が1914-29年へ延び、ま

た「生産機構」の「微脆性（脆弱性－中根

注）」31）統計の根拠年次は一般的危機期の1919

－29年に集中し、相互に連繋しながら1929年当

代を終点としている。ここから山田が生産機構

の脆弱と「海陸装備」の「制約」32）へ帰結する

顚倒的矛盾を、日本資本主義に「内包」33）され

た基本矛盾と把握したことを確定し得る。

最後に、「工場工業」論文の「第二分析　労

働力」項に掲出された労働統計群を検討する。

これは全て「労働力」の「陶冶（訓練－中根

注）」と「集成（闘争－中根注）」34）の両面を叙

述する根拠とされた統計である。後に『分析』

で「労働力」統計の「編制」項目に区分される。

この統計群は、ただ二つの例外を除き、根拠年

【表1】『講座』山田論文の基本性格 ―「労働統計」年次の構造より―

区分 産業資本確立期
（1897―1907）

金融資本成立確立期
（1906―18）

一般的危機期
（1918起点―）

「工業端初」
論文

紡績職工数表（1882―99）
製糸職工数表（1896―99）
織物職工数表（1898―99）

「工場工業」
論文

「第一分析
　機構」項

陸軍工廠〔東京工廠・大
阪工廠〕職工数（1893―
1906）
海軍工廠〔工廠・造兵
造火廠〕職工数（1893―
1906）

鉄道工場職工数表（1909）
鉱山＝炭鉱労働者数，内
地（1914―19）
金属工業＝機械器具工業
職工数の比重（1914）

製罐工〔原動機・艦船・車両製造工
場のもの〕の構成＝数（1927）
製鉄機構〔国営・民営〕職工数（1929）
工作機械＝旋盤製作の職工数（1914
―29）
金属工業＝機械器具工業労働者数の
比重、日本ならびに各国（1919―29）

「工場工業」
論文

「第二分析
　労働力」
項

陸軍工廠〔軍器工廠・火薬工廠〕労
働力の型＝軍器工廠（1923）・火薬
工廠（1923）
鉄道関係〔ダイヤグラム・鉄道工場〕
労働力の型＝ダイヤグラム（1925）・
鉄道工場（1928）
海軍工廠〔同・製機工場〕労働力の
型＝海軍工廠（1870〈例外〉）・製機
工場（1930）
港湾海洋労働力〔港湾沖仕・下級船
員〕の型＝港湾沖仕（1929）・下級
船員（1927）
製鉄機構〔同・製鋼工場〕労働力の
型＝製鉄機構（1902〈例外〉）・製鋼
工場（1928）
採鉱機構〔炭鉱・金属鉱山〕労働力
の型＝炭鉱（1925）・金属鉱山（1925）
旋盤工およびミーリング工の地位
（1923）
繊維工業〔紡績工場・製糸工場〕労
道力の型＝紡績工場（1926）・製糸
工場（1872〈例外〉）

〔典拠資料〕 山田盛太郎『日本資本主義分析』「統計索引」「労働」（岩波文庫版、1977 年、索引 14-15 頁）
より中根作成。

（備考）上記の内、「工業端初」論文は後の『分析』第 1編、「工場工業」論文は同第 2編に当たる。
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次の全てが「一般的危機」期に属している。こ

こから山田が変革の条件を示すに当たり「最も

質量的（戦闘的－中根注）」な主体と位置づけ

た「軍事工廠」の「キイ」35）労働力群が1923-

30年という一般的危機期当代の主体であるこ

とを確定し得る。

以上、両論文での叙述の根拠とされた労働統

計の年次検討より、その総体的現状分析として

の基本性格36）は鮮明である。この山田「工業

端初」ならびに「工場工業」論文を貫く問題意

識と独創性の精確な把握が、『講座』同僚論文

との共有点と相補性をつかむ不可欠の基礎とな

る。

《補論①：�山田の在野化と『講座』への参加》
かつて山田は門下生に「学問は職業ではあり

ません、使命です」37）と伝え遺した。彼の学問

的生涯の真骨頂はこの一言に凝縮されている。

その研究の歩みの一つの峰に『講座』諸論文お

よび『分析』が位置する。そして『分析』は、

彼が在野研究者になる決断を行う過程を決定的

契機とする研究姿勢上の飛躍があって初めて誕

生した作品である。なぜならこの飛躍があって、

初めて山田は『講座』に編集者兼執筆者として

参加し、『分析』の原初稿となる諸論文を『講

座』に発表して行ったからである。

山田は1930年7月、治安当局により合法紙

『無産青年』新聞への募金を当時非合法とされ

た日本共産青年同盟への資金援助と強引に認定

され、依願退職の形で勤務先の東大を追われた。

山田は在野研究者として生きる決意を固め、こ

の過程で彼はそれまでの純理論研究から現実分

析研究へ研究対象を変えるという研究姿勢上の

飛躍を遂げた。当時、彼は少壮34歳、価値論38）

や再生産表式論など十分に蓄積して来た理論の

メスをもって現実分析に切り込んだ。そして治

安維持法による「昭和の大獄」が荒れ狂い、労

働農民党衆議院議員の山本宣治の暗殺、山田の

親しい後輩で日本共産党員の岩田義道の虐殺な

どがあい次ぐ中で、野呂栄太郎らと共に、山田

は自らの生存の「証し」39）とする決意で『日本

資本主義発達史講座』に編集者兼執筆者として

参加した。

山田は戦後、東大経済学会が「『資本論』100

年特集」として掲載した「座談会『資本論』事

始め」の中で以上の経過を顧み、東大助教授時

代には「まだ」現実分析に対して「関心がなか

った」40）と前置きし、「日本の研究に力を入れ

るようになったのは勿論大学をやめてから」41）

であると述べ、助教授時代は「労働統計実地調

査の数字」が「甚だうっとうしい存在」で「殆

んど全く理論的研究に没頭」し、「統計数字」

や「現状分析に取り組むことは実におっくうで

あった」42）と明言している。その上で在野研究

者として生きる決断をして以降、「心のおき所

がかわって」行き、とくに先約の「再生産過程

表式分析序論」を執筆し終えた後は『講座』論

文の執筆に「何のわだかまりもなく力を注ぐこ

とができた」43）と述懐している。さらに同じ

「座談会」の中で大学助教授時代から現状分析

を始めていたのではないかという質疑を有沢広

巳、大内兵衛、脇村義太郎、鈴木鴻一郎の面々

から何度となく受けても、山田は一貫してそれ

を否定した上、鈴木鴻一郎が「日本の具体的な

……ことを書いてくださいという場合は、常識

的にいいますと、ある程度、日本について業績

がないとその人に頼んでこない」のが「普通」

であり、山田が「日本のことをやっておられて、

その事情を知っているから、『講座』編集部か

ら」山田へ『講座』の工業部門を「お願いし

た」のでは「ないんでしょうか」と最も踏み込

んで尋ねたのに対し、山田は「それがないので

す」と断言し、「大学をやめて文筆を業とする

余儀なきに至ったものとして……割りふられた
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ものかとおもわれます」44）と即答している。こ

の応答の全てに、在野化して初めて日本の現実

分析に挑んだ山田の姿勢が回顧の形で鮮明に示

されている。

まさに在野に身を置いた山田にして初めて執

筆し得た『講座』諸論文＝『分析』原初稿であ

り、この意味で、山田の学問的生涯における代

表著作である『分析』は、在野の山田だからこ

そ生み出し得た作品でもある。以上、山田の在

野化にともなう研究対象の変化という意識上の

飛躍が『講座』諸論文＝『分析』原初稿の誕生

へ向けた主体的基礎となる45）。

《補論②：『講座』山田論文の学問的自立性》
山田は『講座』参加の初発から政治綱領から

の自立性46）を保ち、その上に立って『講座』

共同研究会に参加した。山田の学問的自立性の

把握は、講座派・労農派という通俗的区分を超

え、学問を政治的な色眼鏡をかけて視る愚を犯

すことを拒む研究者であれば、『講座』山田諸

論文＝『分析』原初稿を内在的に理解する不可

欠の条件となる。その自立性は山田「工業端

初」論文とその準備「要綱」稿に端的に示され

る。

共産主義インタナショナルは1930年10月、

日本支部であった日本共産党にインタ内で機関

討議途上の新テーゼ案を示し、日本共産党の指

導部はそれに肉付けをして全党に発表した。翌

31年4月から6月にかけて機関紙『赤旗』に分

載された「31年テーゼ草案」がそれである。

『講座』はこの時期に野呂を中心に構想・企画

され、プロレタリア科学研究所と産業労働調査

所の指導的な所員をはじめ、平野義太郎、小林

良正、山田など前年の「共産党シンパ事件」に

よって野に下った学究、大内兵衛や土屋喬雄な

ど「労農」派の研究者をも糾合する学問分野の

巨大な統一戦線として進行した。

そして1931年12月19日、山田は『講座』第

1回配本分の「工業端初」論文の「要綱」を執

筆した。それは主題を「半農奴零細耕作と資本

主義の相互規定」とし、翌32年2月には『講

座』の「内容見本」に他の主要執筆者の「要

綱」と共に公表された。山田は課題を当代の

「急速広汎な階級闘争展開」の「分析」にまで

及ぼし、そのためには第一次「大戦中」の「深

刻な階級分化」への注目が不可欠であり、この

階級分化が日本資本主義興隆の地盤だった「半

農奴的小作料支出後の僅少な残余部分と低い賃

銀の合計」で「ミゼラブル」な家父長制「家

族」を再生産する関係を掘り崩すと鮮明に提示

した。また中農層などの意識を覆う天皇制と家

父長的家族制への隷従「観念」も動揺すること

を明示した47）。

31年テーゼ草案は全5項目からなる党の基本

スローガンのわずか3番目に、天皇・大地主・

官公有地・寺社領の土地没収を掲げたに過ぎず、

多数を占める中小寄生地主に対する土地没収の

必要性に触れず、また中農を変革主体から除外

していた48）。それに対し、山田は日本資本主義

変革の第一要件が「半農奴零細耕作と資本主義

の相互規定」関係の打破、つまり中小を含む全

寄生地主からの土地没収と耕作農民の無償での

土地獲得を基礎とする、自立した近代市民の人

格確立の基礎を打ち立てる民主変革にあり、労

働者と中農まで含む労農同盟が変革主体である

と鮮明に理論提起したのである。

この「要綱」稿から3月24日付脱稿で『講

座』第1回配本分の山田「工業端初」論文が執

筆されて行く時期は31年テーゼ草案期の只中

であり、『講座』執筆者群の中の共産党フラク

ションの一部から山田「工業端初」論文に強い

危惧が示された。編集首座の野呂との連絡を担

当する枢要に位置し、『講座』の中心的一翼を

担った井汲卓一は、戦後に非常に詳細かつ率直



『日本資本主義発達史講座』山田盛太郎論文と同僚論文の共有点と相補性 ― 『講座』の協働的性格によせて ―

― 263 ―

に当時を回想し、党員として31年テーゼ草案

を擁護する立場から『講座』の第1回配本原稿

が出揃った時に山田の原稿を「否決」し「載せ

てはいけない」と主張し、山田論文に強い難色

を示したと明言している。そして、党員で編集

首座の野呂から「できるだけ幅広く社会科学者

の戦線をつくることが第一の目的」である以上、

「君（井汲－中根注）が山田さんの意見に反対

なら反対論を書けばいい」し、「排除すべきで

はない」と説かれたと顧み、あわせて「野呂自

身も、自分も必ずしも山田論文には賛成ではな

いんだ」と述べたと記している49）。井汲の一途

さと言い、野呂の度量と言い、いずれにせよ山

田「工業端初」論文は世上流布されている虚像

と180度異なり、その誕生も危ぶまれた『講座』

異端の論文であった。

この山田「工業端初」論文の31年テーゼ草

案との隔絶性はまた、32年テーゼとの隔絶性

をも示している。32年テーゼが「日本では独

占資本主義の侵略性は軍事的＝封建的帝国主義

の軍事的冒険主義によって倍加」50）されてい

ると述べ、特徴の並列的記述に止まったのに対

し、山田「工業端初」論文は32年テーゼ発表

以前に、日本では軍事的半農奴制的帝国主義へ

同時転化する形でのみ資本主義が確立する51）

として、歴史具体的な内的連関の下に統一的把

握を遂げ、32年テーゼの把握との差を先んじ

て明示したからである。以上、山田の学問的自

立性の把握が『講座』山田諸論文の内在的理解

の前提要件となる52）。

B）『講座』山田論文と同僚論文の共有点

　　－比較対照より－

1931年の夏、満州事変勃発の直前、野呂栄

太郎を中心に企画された『日本資本主義発達史

講座』。翌32年2月、野呂は『講座』の「内容

見本」に収載された「趣意書」で言う－当代日

本の「危機からの活路」を「身をもって切り開

かん」とする「多数読者」に「問題解決」の

「鍵」53）を提供するために本『講座』を刊行する、

と。この目的を達成するため、第一部「明治維

新史」、第二部「資本主義発達史」、第三部「帝

国主義日本の現状」の三部構成に、第四部「資

料解説」を加え、経済・政治・軍事・法律・思

想・教育・文化・社会運動の全領域を網羅する、

文字通り一個の社会科学書として『講座』が編

まれた。

山田は野呂の問題意識と重なりながら、1931

年12月から33年7月までのわずか1年半で、

『講座』の「内容見本」に要綱を寄せ、『講座』

の「月報4」に小論を載せ、『講座』第1回・第

5回・第7回の各配本に計3本の論文を次々に

発表して行く。それは、山田を含む『講座』執

筆者群の「共同研究会」を経て生み出された集

団的討究の成果でもある。この点について、

『講座』山田論文と同僚論文との比較対照を通

じて共有点の析出を試みた先駆的研究として上

述の守屋〔1967〕がある。そこでは『講座』の

山田論文と平野義太郎、大塚金之助（渡邊謙吉

との共同論文－中根注）らの論文について、

「資本主義」と「半封建的な農業」54）との関係

把握の点について比較対照が行われ、そこに共

有的理解が存在することを明示した。但し、比

較対照はこの一点に留まり、日本資本主義の特

質理解に関する重要論点について網羅的な比較

対照までは行われなかった。中根〔2015〕は、

守屋の指摘点に加えて少なくとも、軍事工業を

日本資本主義発達の推進力として位置づける点、

日本における早熟的な帝国主義化と資本主義確

立の関連の点は、それが山田も参加した『講

座』共同研究会、とくに「資本主義発達史」部

会の共有的到達点であることを同僚論文との比

較対照によって明示した。

この点の明確な把握により、『講座』を緊密
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なる一個の総体として刊行するために1931年

初秋から「約半年間」かつ「毎週1回以上」55）

の濃密な頻度で続けられた『講座』執筆者群に

よる共同研究会に、山田が同年「10月」から

「参加」56）した決定的な意義が照らし出され、

同時に、低賃金と半封建的農業の相互関連の点

のみならず、軍事工業を日本資本主義発達の推

進力に位置づける点、日本の早熟的な帝国主義

化と資本主義確立の相互関連の点も『講座』共

同研究会、とくに「資本主義発達史」部会の共

有的到達点であり、山田の独創ではない点が照

らし出され、『講座』での協働性が正当に示さ

れる。ここで、『講座』山田諸論文と同僚論文

の間における上記論点についての比較対照の結

果を【表2】「『講座』山田論文と同僚論文の共

有的到達点－比較対照より－」に掲出する。

まず、軍事工業を日本資本主義発達の推進力

とみる点について。山田「工場工業」論文は、

維新「官僚」国家の「礎石」として国営「軍事

工廠」と「巨大財閥」の形で「『政治的必要』

に基づく大工業」が「創出」され、これが資本

主義的生産への転回の「基軸」である「キイ産

業」57）になったと把握する。同様に風早八十二

「財政史」論文は、「軽工業そのものが未だ地に

足をつけ」る「前」から、重工業が「軍事的内

容」を持つ「国家」の「資本主義的『計画』」

下で「軍事工業としてのみ」初めて「成立」し、

日本資本主義の「新生産力の発展の契機」であ

る「キイ産業」58）になったと把握する。また、

資本主義と半封建的農業の相互関連の評価の点

では山田と明瞭に異なる理解を持っていた井汲

卓一も、この点に関しては山田と同様に井汲

「最近における経済情勢と経済恐慌（上）」論文

で、日本の場合には「重工業」は何よりも「軍

事工業」であり、「国家」によって「強力に蓄

積された資本」はまず軍事工業に「投下」され、

「軍事的要求」に「従属」して「生産力」が

「発展」59）したと把握している。

ついで、資本主義における低賃金と半封建的

農業の相互関連の点について。山田「工業端

初」論文は、高率の「半農奴的小作料支払後の

僅少な残余部分と低い賃銀との合計」で「ミゼ

ラブルな一家」が維持される『惨苦の茅屋』水

準での労働力再生産「関係」の成立が日本資本

主義の「存立の地盤」60）であると把握する。同

様に大塚・渡邊共著「資本蓄積と経済恐慌」論

文も、日本資本主義は「農民を農村に結びつけ

たまま」でその「労働力を工業に利用」して

「農民の一家の家計」を「労働力を商品化して

得た収入と農業によって得た収入とによって維

持」させ、「労働力を極めて低廉に買い入れ」61）

たと把握する。また、小林良正「交通機関の発

達と内外市場の形成（下）」論文も、日本資本

主義の下で「半封建的零細耕作農業」下の農民

家族は「マニュファクチュア」や「家内工業」

を主とする繊維産業での賃労働収入との「抱

合」によって「辛くも、その惨めな生計を立つ

る」62）状態に置かれたと把握している。

また、早熟的な帝国主義化と資本主義確立の

相互関連の点について。山田「工業端初」論文

は「朝鮮市場独占および中国長江開市」を日本

「紡績業興隆の基礎的条件」63）と把握し、同じ

く山田「工場工業」論文は陸海「軍器素材＝労

働手段素材」である「鉄の強力的確保」64）が不

可欠であると把握し、日本資本主義は生産原料

と商品市場確保の両面から「植民圏確保」を

「遂行」65）したと把握する。同様に大塚・渡邊

共著「資本蓄積と経済恐慌」論文も、「国外市

場と国外原料資源」を確保して「産業資本を確

立」させるために日本資本主義は「帝国主義的

な植民地を必要」66）としたと把握する。また、

小林「交通機関の発達と内外市場の形成（下）」

論文も、ほぼ同様に「再生産基礎の致命的な狭

隘性」を持つ日本資本主義では紡績業も当初か
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ら「海外に乗り出し」て「東洋市場に依存」し、

この「繊維工業の海外依存」関係それ自体が

「帝国主義的軍備に依存」67）すると把握している。

さらに、『講座』企画当初から中心的な執筆

予定者の一人で、『講座』共同研究会に参加し

ながらも、32年春のプロレタリア科学研究所

弾圧によって検挙され、『講座』への論文執筆

が叶わなかった寺島一夫も、『プロレタリア科

学』1932年9月号の「獄中の同志から」欄に掲

載された「日本資本主義発達史（『講座』のこ

と－中根注）について」という所感において、

「この点も普通云われているが」と前置きしな

がら、「資本の進出のための植民地というより、

市場及び原料資源としての植民地を先づ武力で

とり、その確保のために強いて資本輸出をな

す」68）日本資本主義の特質について、大塚・渡

邊論文への賛意という形で指摘している。同時

に寺島は、「山田氏」の「軍事産業を旋回軸と

する発展」という理解について「全く正しいと

思う」69）と述べ、山田「工業端初」論文が示し

た「軍事機構」を「旋回の枢軸」70）とする把握

に全面的な賛意を示している。寺島の所感は

32年「8月4日」付であり、『講座』第2回配本

分まで刊行された時点であり、個別の重要論点

に踏み込んだ最も早い『講座』批評として貴重

である。

以上の比較対照より、部会別開催を基本とし

た『講座』共同研究会の過程で「資本主義発達

史」部会の主要執筆者と目される大塚金之助、

風早八十二、小林良正、山田盛太郎らの間に重

要な共有的理解が獲得されたと推断し得る。さ

らに本稿で今一歩立ち入った検討を行った結果、

部会別研究会と並行して行われた『講座』全体

の共同研究会を通じて井汲卓一や寺島一夫など

他の主要執筆者・執筆予定者とも部分的な共有

的理解が獲得されたと推断し得る。これらの共

有的理解は、山田もその一人として『講座』諸

論文へ結実させて行く歴史的起点になったと位

置づけ得る。山田が自身にとって初めての現状

分析に臨むに当たって『講座』共同研究会への

参加が持った意義は決定的である。

次節では『講座』山田諸論文と同僚論文との

相補性へ視野を拡げるが、紙幅の関係上、本稿

では『講座』主力執筆者の一人である井汲卓一

の論文に焦点を絞り、まず井汲の問題意識と独

自性を明示し、その上で『講座』の相補性の一

例として山田諸論文と井汲論文の相補性につい

て検討を行う。

《補論③：�山田「工業端初」論文と野呂への影響》
ここで山田「工業端初」論文が野呂に与えた

学問的影響について『講座』の協働的性格を照

らし出すために最低限触れる。

山田「工業端初」論文が32年3月24日付で

脱稿され、他の第1回配本論文と共に野呂の編

集を経て5月15日付で刊行された直後、野呂は

『中央公論』32年6月号に彼最後の研究論文「恐

慌の新局面と展望」を発表した。そこでは日本

資本主義の特質把握に関するいくつかの新視点

が鮮明に提示されたが、それが山田「工業端

初」論文から摂取した視点であることは、両者

の論文を対照すれば明瞭である。

ここでは二点のみ挙げる。第一点。野呂は巨

大「財閥」の「独占的支配力」が、「軍事的工

業」を「物質的基礎」とする「絶対的官僚」の

「権力」に「負うところがきわめて多」く、こ

の「金融資本家的大財閥」自体が「軍事的工

業」を「中心」に「組織」されて「国営軍事工

業」と「相まち」、「軍事的工業」の「完成」に

「奉仕」71）しているという新視点を示している。

これは山田「工業端初」論文に示された、官僚

政府の「軍事武装」の物的基盤である「軍事機

構」が、陸海軍「工廠」・「製鉄所」・「鉄道」の

官営と、軍事「動員」を「最大可能」ならしめ
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る「鉱山」・「造船」・「機械工業」などの「キイ

産業」を「制御」する「巨大財閥」72）の二重形

態で確保されたと把握する見地と全く同一であ

る。

第二点。この論文で野呂は、昭和恐慌下の労

働者の激しい生活窮乏の具体的事例に「長野県

生糸同業組合連合会」の「賃銀引下げ」73）状況

を挙げ、数値を示しながら叙述したが、典拠資

料の掲示は敢えて省略している。一方、山田

「工業端初」論文は1931 ～ 32年の「長野県生

【表2】『講座』山田論文と同僚論文の共有的到達点 ―比較対照より―

論
点 『講座』山田論文 『講座』同僚論文（１） 『講座』同僚論文（２）

軍
事
機
構
＝
キ
イ
産
業
の
位
置
づ
け

日本資本主義は、「最要問題」
である「官僚」国家の「強力」
＝「常備軍」の「物的礎石」と
なる「軍事工廠」、および軍事
的「活用の最大に可能な形態」
での「官営払下」を基調とする
「巨大財閥」の「創出」によって、
「『政治的必要』に基づく大工業」
が「強力的性質」をもって「創出」
され、生産旋回の「基軸」であ
る「キイ産業」（山田、「工場工業」
3-8 頁）になったと把握する。

風早八十二「財政史」（第 1回
配本）
日本資本主義は「軽工業そのも
のが未だ地に足をつけるに至ら
ない前」から、欧米列強との対
抗上、重工業が「国家」によ
る「軍事的内容」を有する「資
本主義的『計画』」の下で「軍
事工業としてのみ初めて成立」
し、それが「新生産力の発展の
契機」としての「キイ産業」（風
早、12 頁）になったと把握する。

井汲卓一「最近における経済情
勢と経済恐慌（上）」（第 1回配
本）
日本資本主義の「重工業は何よ
りも先づ軍事工業」であり、「国
家自身の手によって強力に蓄積
された資本」は優先的に「非生
産手段のために投下」され、「生
産力の発展は軍事的要求に従
属」（井汲、15 頁）させられた
と把握する。

高
率
小
作
料
と
低
賃
金
の
補
充
関
係

日本資本主義は、高率の「半農
奴的小作料支払後の僅少な残余
部分と低い賃銀との合計」で辛
うじて「ミゼラブルな一家を支
える」ような極めて低い生活水
準での労働力の再生産（『惨苦
の茅屋』）の「関係」の成立を、
「存立の地盤」（山田、「工業端初」
51 頁）にしていると把握する。

大塚金之助・渡邊謙吉「資本蓄
積と経済恐慌」（第 2回配本）
日本資本主義は「農民を農村に
結びつけたまま」で「その労働
力を工業に利用」し、「農民の
一家の家計を労働力を商品化し
て得た収入と農業によって得た
収入とによって維持」させ、「労
働力を極めて低廉に買い入れ」
（大塚・渡邊、13 頁）ることが
できたと把握する。

小林良正「交通機関の発達と内
外市場の形成（下）」（第 3回配
本）
日本資本主義は、広汎な「半封
建的零細耕作農業」下の農民家
族が「マニュファクチュア＝家
内工業形態」を主とする繊維産
業での賃労働収入との「抱合」
によって「辛くも、その惨めな
生計を立つる」（小林、3-4 頁）
状態に置かれたと把握する。

植
民
圏
確
保
の
意
義

日本資本主義は、陸海「軍器素
材＝労働手段素材」である「鉄
の強力的確保」（山田、「工場工
業」38 頁）と「紡績業興隆の
基礎的条件」である「朝鮮市場
独占および中国長江開市」（山
田、「工業端初」48 頁）の両面、
生産原料と商品市場の確保の両
面から「植民圏確保」を「遂行」
（山田、「工場工業」78 頁）し
たと把握する。

大塚金之助・渡邊謙吉「資本蓄
積と経済恐慌」（第 2回配本）
日本資本主義は、「国外市場と
国外原料資源」を確保して「産
業資本を確立」させるために、
「帝国主義的な植民地を必要」
（大塚・渡邊、50 頁）としたと
把握する。

小林良正「交通機関の発達と内
外市場の形成（下）」（第 3回配
本）
日本資本主義は、「再生産基礎
の致命的な狭隘性」のために、
「奢侈品」産業である製糸業の
米国への依存と共に、紡績業も
早くから「海外に乗り出し」て
「東洋市場に依存」し、この「主
要二大繊維工業の海外依存」の
関係がまた、日本の「帝国主義
的軍備に依存」（小林、4-5 頁）
していると把握する。

〔典拠資料〕野呂栄太郎他編『日本資本主義発達史講座』（1932-33 年、1982 年岩波書店復刻版）より中根作成。
（備考） 上記の「山田論文」項で、第 1回配本「工業端初」論文は後の『分析』第 1編、第 5回配本「工場

工業」論文は『分析』第 2編に当たる。また『講座』同僚の執筆者名・論文名・配本回数は引用文
の冒頭に太字で記した。
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糸生産同業組合会」の「賃銀引下事情表」を掲

出して叙述に代え、「『東京朝日新聞』、1931年

6月16日、同10月25日、記事より作製」74）と

典拠を示した。ここで野呂の当該叙述と山田の

当該表出を直接対照すれば、野呂が山田「工業

端初」論文の当該表出に全面依拠して上記論述

を行ったことは、数値面から一目瞭然である。

以上、山田「工業端初」論文が野呂に与えた

学問的影響からも『講座』の協働的性格は浮き

彫りになる。

Ⅲ　『講座』山田論文と同僚論文の相補性
� ―�井汲卓一論文との対照を例に―

A）『講座』全体における井汲の位置

　　－主力執筆・実質的編集者の一人－

本稿では上述したように紙幅の制約上、山田

「工業端初」論文での「半農奴零細耕作と資本

主義の相互規定」論に対し、共産党員として

31年テーゼ草案を固守する立場からは無論の

こと、それに留まらずに一人の研究者として明

瞭に異なる見解を示した内の一人である井汲卓

一に割り振られた『講座』論文である、第三部

「帝国主義日本の現状」に属する「最近におけ

る経済情勢と経済恐慌（上）」（以下「最近恐

慌・上」論文と略）および「同（下）」（以下

「最近恐慌・下」論文と略）に焦点を絞り、そ

の問題意識と独自性を示し、『講座』における

相補性の一例として、山田諸論文と井汲論文の

相補性を検討する。その前提要件が『講座』全

体における井汲の位置の正当な把握である。

井汲卓一の名前は戦後の「構造改革論」の理

論家として知られていても、戦前の『講座』時

点での位置づけと独自性について立ち入った論

究は皆無と言って良い。守屋〔1967〕では『講

座』に関する箇所に井汲は登場していない。ま

た、大石〔1982〕も共産党員として31年テー

ゼ草案にこだわる井汲の一面のみを紹介したに

止まる。長岡〔1984〕も『講座』執筆者の中で

山田諸論文の日本資本主義理解に対して内部批

判論文を執筆した同僚としては服部之総ただ

「一人」75）を紹介したに止まり、やはり井汲は

登場していない。

この先行研究の限界を反映し、今日流布され

ている『講座』時点での井汲像は共産党員とし

て31年テーゼ草案を政治的立場から固守した

という一面のみである。無論、共産党員として

31年テーゼ草案を固守しようとしたこと自体

は本人自身の回顧にもとづく事実ゆえ、先に本

稿でも山田の学問的自立性との関連で論及した。

同時に、それと『講座』全体における井汲の位

置の問題は全く別次元の事柄である。本稿は従

来の一面的な井汲像を退け、等身大の正当な井

汲像を明示する。

まず井汲は野呂に最も信頼されたいわば身内、

すなわちプロ科・産労所員の一人である。彼の

『講座』における立場は羽仁五郎、逸見重雄、

平田良衛に次ぐものであった。井汲は野呂によ

って企画の当初から一貫して『講座』窮極の眼

目の部とされた第三部「帝国主義日本の現状」

の執筆者の冒頭に氏名を挙げられた。すなわち、

野呂は1931年9月20日付平野あて書簡で「帝

国主義日本の現状 井汲、野呂、野村（二郎－

中根注）、平田、田中（康夫－中根注）、寺島、

山口（信次－中根注）、今野（良蔵－中根注）、

逸見、平野」76）と執筆者を挙示している。また

井汲は野呂によって「帝国主義日本の現状」部

会の共同研究会の連絡担当に指名されている。

すなわち、野呂は上記書簡で「通信その他の事

務上の打合せ」について「第四部（後の第三部

「帝国主義日本の現状」部会のこと－中根注）」

は「井汲がそれぞれ各部編集責任者と連絡を取

って決定通知」77）する旨を明記している。

野呂は、『講座』窮極の眼目部であった第三
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部に関してはプロ科・産労所員で固める方針を

企画時点から明示し、後の予約用の『講座』の

「見本」でも堅持している。その野呂が終始迷

わずに「経済」項目の執筆者に選定していたの

が、井汲である。すでに井汲は下獄中、「獄中

の同志からの通信」として、『プロレタリア科

学』1930年11月号に「日本における輸入超過

の根拠」、同1931年1月号に「社民経済学批判」

を寄せ、とくに「日本における輸入超過の根

拠」で、「日本」の「慢性的」な「恐慌の危機」

は「生産力に比して過大なる国費、中にも過大

なる、非生産的な軍事費」によって「危機」が

「大」にされていると、「シベリヤ出兵に費やし

たる九億の巨費」78）を例示しながら指摘してお

り、後の『講座』井汲論文への基礎視角がすで

に片鱗を現している。

そして井汲は『講座』企画当初から刊行完遂

に至るまで、羽仁五郎、小林良正らと共に編集

部へ入稿された諸執筆者の『講座』原稿の校正

など編集の実務に当たり、『講座』刊行完遂に

極めて大きな貢献を果たした。この井汲の尽力

については、小林も「私は……井汲卓一ととも

に、編集部の事務を手伝い、……提出された原

稿を下読みして、……検閲に引っかかりそうな

箇所をチェックしたり、……毎回、井汲ととも

に、……出張校正に出かけて、午後から夜まで

詰めた」79）と明言している。また、大石〔1982〕

も「野呂が非合法活動に入った」後の『講座』

後半期は「平野が野呂に代わって編集の実質

的・直接的指揮」に当たったが、「平野と野呂

との連絡を担当」するという最も危険な任務に

当たったのが「井汲であった」と明示している。

井汲は野呂の最も近しい僚友でもあったのであ

る。

さらに井汲は、共産党員として共産主義イン

タナショナルの諸テーゼに忠実であろうとする

一方、同時に、研究者として相当な自立性を有

していた。井汲は当時すでに政治的敗北者、つ

まりその当時にあっては、そのまま理論的誤謬

の主ともされていたブハーリンの所論をも、資

本主義の一路没落論批判としては「今日、尚、

ブハーリンを援用することができる」80）と「最

近恐慌・上」論文で堂々と引用し、逆に、僚友

であり編集首座でもある野呂の1930年時点で

の論稿81）の中の「一般的没落論」82）と読み取

られかねない箇所について明示批判を行ってい

るが、そのいずれも井汲の一定の理論的自立性

を示している。

以上、井汲は『講座』全体の主力執筆者・編

集者の一人であったと断言し得る。

《補論④：�井汲「最近恐慌」論文と野呂の共有点
―�野呂「内容見本」稿との対照�―》

先に記したように、『講座』の学問的統一戦

線としての基本性格を堅持する観点から野呂は

井汲を説いたが、続けて、野呂自身も山田「工

業端初」論文に全面的に賛成ではないと述べた

とされる。その具体的論点の所在については、

1932年2月26日付の野呂より平野あて書簡が

示唆的である。そこで野呂は、平野の『講座』

第1回配本論文草稿への助言という形で野呂自

身の見解を略記しているが、そこでは「維新

後」の「資本の原始的蓄積」によって「農業生

産が直接間接に資本の支配下に従属」して「農

民の階級分化が広汎に進行」し、「生活費の主

要な部分を賃銀収入に依存」するに至った「点」

を「強調」すべきと記し、その「賃労働の種々

なる特殊形態」についても「指摘さるべき」と

続けている。その上で、あくまでそれとの関連

において、平野の草稿に記されていた「農業の

生産……における資本主義の発展、……これに

伴う資本主義的階級分化が阻まれた」83）という

日本における原始的蓄積の「特質」も「指摘」

すべきだと記している。
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加えて野呂は、『講座』の「内容見本」に収

載された彼の「日本資本主義の基本的矛盾」に

明示されているように、世界体系としての帝国

主義的「資本主義の一般的危機の基礎の上」で

日本資本主義が「異常なる発展を遂げた」ため

に、「日本資本主義の最も基本的な矛盾の一つ」

である「寄生地主的土地所有制の桎梏の下に残

存せる半封建的農業生産関係」が「却って全く

致命的」84）な矛盾となり、それは「もはや資本

主義制度の下では克服し難き矛盾」になったと

把握している。すなわち、日本資本主義の一般

的危機期への突入と共に農業の半封建的生産関

係からの脱却の道が最終的に閉ざされたと把握

している。

この二点で野呂と井汲は基本的な理論的一致

を見ており、それゆえ野呂は『講座』企画当初

から自信をもって井汲を第三部「帝国主義日本

の現状」の「経済」執筆者に選定したと推断し

得る。すなわち、井汲「最近恐慌・上」論文で

は日本資本主義の「急速な発展」の「より主要

な条件」は、「国の広汎な人口」に対する資本

による「極度に低い生活水準」と「植民地的な

労働条件」の強制にあるとし、それは「単に」

農業の「半封建的生産関係」によって「条件づ

けられたもの」では「ない」85）と強調し、また

井汲「最近恐慌・下」論文では、「戦後」の一

般的危機期の日本資本主義の「発展」が「日本

農業の危機」を「決定的に深める」作用を果た

し、日本農業が「日本資本主義の一般的危機の

重要なる構成部分」86）になったと把握している。

以上、井汲「最近恐慌」論文と野呂「内容見

本」稿との学問的共有点からも『講座』の協働

的性格は浮き彫りになる。

B）『講座』井汲論文の問題意識と独自性

まず、井汲「最近恐慌」論文の構成を一瞥す

る。それは、第1章「戦時および戦争直後にお

ける日本資本主義経済の異常な発展」、第2章

「相対的安定期における経済的発展の諸問題」、

第3章「発展の新たな時期」、第4章「一九二九

年以降の経済恐慌」、第5章「恐慌の現在の段

階」、以上の全5章から成り、第1～ 2章が第1

回配本分の上篇に、第3～ 5章が第2回配本分

の下篇に収載された。

以上の構成の中で論理の中核に位置するのは、

世界体系としての帝国主義の一環を成す日本資

本主義の成立要件である「内的構成」87）と、戦

後の一般的危機期の階級闘争の質的変化を論じ

た第1章Ⅳ節「帝国主義的成熟とその内的矛盾

の激化」と、それを受けて日本資本主義がその

内的構成ゆえに「正常的な産業循環」ではなく

「戦争」88）循環の形でのみ発展し得たことを論

じた第2章Ⅰ節「相対的安定期と日本資本主義」、

そして、こうした日本資本主義の成立要件と発

展循環の特質に内包される基本的な「二つの矛

盾」89）を総括しつつ表裏一体的関係をなす「軍

器の生産」の圧迫にもとづく「国の工業化」の

「阻害」90）性を論じ、一般的危機下の労働強化

と失業者群の顕在化の同時進行下で高揚する階

級闘争へと切り返す第2章Ⅲ節「国の工業化、

合理化、失業」の計3節である。

井汲もまた、野呂の問題意識と重なり合いな

がら、『講座』での自身の中心課題を当代の日

本資本主義の「内的構成」および《戦争循環》

なる循環的特質に内包される二つの基本矛盾と

軍事生産が経済全体へ与える阻害性を抉り出し、

「戦時経済」へ向かう「資本家的遁路」に対抗

する「プロレタリア的遁路」91）を解明すること

に据えている。以下、井汲論文の独自性を検討

する。

すなわち、井汲「最近恐慌」論文は、大戦の

只中で日本は欧州を中心とする生産「破壊」を

自らの「生産拡大」の「基礎」92）として重工業

を中心に飛躍的発展を遂げたが、それは軍事的
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「破壊手段の生産」が主であって農業部門や軽

工業部門向けの機械生産の本格的発達への波及

が「阻害」されたと強調する。そして「第一級

の戦闘艦を建造」し得ても「軍事的要求」に

「従属」した「生産力の発展」は「国の広汎な

工業化」を「抑止」93）したと把握する。この、

破壊の上に発展する日本資本主義の退廃的性格

と軍事生産が経済全体に対して有する阻害的性

格の連繋的把握は井汲論文の独自性である。

戦時発展に「助長」されて日本は「帝国主義

的成熟」期に入り、①天皇制官僚政府による

「軍事」力の「独占」、②中国を始めとする東ア

ジア侵略の地理的な「好都合な諸事情」の「独

占」、以上二つの非経済的「独占」を全「発展

の基礎」条件とし、③それらと「結合」した軍

事生産を中心とする「国家資本」と「少数のコ

ンツェルンの下における……金融資本」が「労

働力の最も苛酷な植民地的搾取」と「農業にお

ける半封建的搾取」の上に成立し、この総体を

日本資本主義の「内的構成」と把握し、その成

熟の過程は、戦時の急発展にともなう「人民

層」の「急激」な「プロレタリア化」を「深い

根拠」としてブルジョアジーとプロレタリアー

トの「対立」を「前面」94）に押し出し、他方、

同じ帝国主義的成熟は却って農業の資本主義化

を「封建的諸関係」の「維持」の「範囲」内に

「止」め、帝国主義は「農業生産力の発展を阻

止する桎梏」になったとし、この関係の下で

「農業の危機」は最終的に日本資本主義の「一

般的危機の重要な構成部分」95）になると把握す

る。

そして、上述の「内的構成」ゆえに日本資本

主義の「経済的膨張」は「戦争」ごとに「もた

らされ」、「経済的活況」が「常」に「経済外的

な方法」でしか「つくり出し得なかった」とい

う循環的特質を反復強調し、それは「正常な産

業循環に基かない」で「戦争によってもたらさ

れた」と明確に把握し、「戦役」の「一時的」

な「需要」に対する「急激な膨張」を「維持」

するに「足る」規模の「新たな市場」を「海外

に求める欲望」が「戦時の発展の程度に応じて

強烈」となり「新しい××××（戦争準備：

検閲により伏字：－中根注）」の「樹立」96）に

連なる内的必然性を捉え、日本資本主義の「経

済」発展と「戦争」の内的連関を《戦争循環》

規定として初めて明示した。これは先の軍事生

産の経済全体に対する阻害規定と連動した井汲

論文の際立つ先駆的な独自性である（尚、一点

注記すれば、井汲論文から3年後、山田も1935

年の講演「再生産表式と地代範疇」手控え稿

において「戦争に貫かれた循環」と記し遺し

た）。

この把握の上に立って、日本資本主義の一般

的危機の前提要件を①国内「労働者の階級闘

争」および「農業危機」と、②国際的「支那革

命の発展」と「アメリカおよびイギリス帝国主

義との対立」および「ソヴェート同盟との根本

的な対立」という戦後の新たな「諸条件」下に

旧来の「発展のテンポ」を前提した「全発展」

を「続けなければならなかった」97）点に求め、

戦後諸条件の下では従来の《戦争循環》は持続

できないとして、中国など「太平洋沿岸」をめ

ぐる米英との「帝国主義的対立」激化による全

面戦争を予示した98）。

その上で、日本資本主義に内包された基本矛

盾の確定に入る。すなわち、日本は「帝国主

義」の「時代」に「発展を始めた」ことが「原

因」となり発展の「全時期」において「農業」

を「犠牲」にし、「農業」と「工業」の「発展

の不均等」は「極端」にまで進められ、農民は

「余剰価値」ばかりか「必要……価値部分」ま

で「収奪」された上、再び「農業」に資本とし

て投下されずに「都市工業」、「軍事費」と「軍

事工業」、「官僚閥の維持」に「当てられ」、「農
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業」自体の「資本主義的発展」は「阻止」され、

日本資本主義の「特質」は、一方での「高度」

な「資本主義的発展」と他方農業の「半封建的

生産関係」の「残存」という不均等発展の極端

化となり、「国の人口の大きな部分」を占める

「農業」人口は「極めて狭隘」な「国内市場」

しか形成していないとして国内消費需要の狭隘

性を示し、同時に、「農村」のみならず都市を

含む「国の広範な人口」の「極度」に「低い生

活条件」と「植民地的な労働条件」が日本資本

主義発展の「より主要な条件」であることを強

調し、それは日本資本主義によって「つくり」

出されたとして国内労働力供給の低廉性を示

す99）。そして労働者の植民地的労働条件と極端

に低い生活水準は「決して単に農業における半

封建的生産関係」によって「条件づけられたも

の」では「ない」と指摘して山田「工業端初」

論文での「相互規定」把握に対する井汲の視点

からする異論を明示し100）、農工間の極端な不

均等発展ゆえの半封建的農業生産関係の残存も、

労働者の苛酷な労働・生活条件も日本資本主義

を「原因」とし、「固く結合」された基本的な

「二つの矛盾」として「一見人の眼を眩惑」す

る日本資本主義「発展」の「本質」101）をなし、

軍事生産の経済全体への阻害性と相まって、こ

の「二つの矛盾」下では「国の広汎な工業化は

あり得ない」102）と総括する。

以上、井汲「最近恐慌」論文の問題意識と独

自性を示した今、山田論文と井汲論文との相補

性を検討する。

C）『講座』山田論文と井汲論文の相補性

　　－比較対照より－

ここで、双方が同じ『講座』第1回配本分に

収載された、山田論文の特に「工業端初」論文

と、井汲論文の特に「最近恐慌・上」論文を、

以下、『講座』全体において焦眉の論点とされ

た下記二点について比較対照し、その相補性を

検討する。

第一に、日本資本主義における「一般的危

機」の具体的発現契機の把握の点。この点につ

いて、一方の山田「工業端初」論文は、第一次

「大戦中」の生産の「異常」な「発展」にとも

なう「労働様式・搾取様式・階級様式」の「転

化」を「農村解体」の「動因」103）とし、その

上に立って、経済的な「最重要産業」104）をな

す「綿業」と「絹業」が各々「植民地国の革命

的抗争」と「米国資本主義の搾取条件」変化に

よって「危機的性質」105）を露呈し、これら国

際的条件を媒介にした「恐慌」での生産「崩

壊」106）がもたらす「半農奴零細耕作と資本主

義」の「相互規定」関係の「解体」を「前提条

件」として「一般的危機」に陥り、まず何より

も「農村破滅」の「危機」107）として発現する

と把握する。

他方の井汲「最近恐慌・上」論文は、世界大

「戦時」の「異常な発展」下に遂げられた帝国

主義的成熟が基本的な「二つの矛盾」を致命的

にし、この「二つの矛盾」を内包するがゆえに

「経済的膨張」の常則となった《戦争循環》が

戦前とは根本的に変化した「戦後」の国際的・

国内的諸条件により持続不可能＝「袋小路」108）

化する中で「一般的危機」に陥り、何より労働

「合理化」と失業者群の顕在化として発現する

と把握する。

今、この論点に関する両論文の相補性を検討

するに、山田「工業端初」論文が労働・搾取・

階級様式の変化の基礎上での恐慌・生産崩壊に

もとづく「相互規定」関係の「解体」という構

造変化を前面に押し出すのに対し、井汲「最近

恐慌・上」論文は帝国主義的成熟による「二つ

の矛盾」深化の基礎上での「戦後」発展におけ

る《戦争循環》の持続不能化という循環変化を

前面に押し出し、『講座』を全体として一層豊
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富な内容にする見事な相補性を成している。

第二に、日本資本主義における「半封建的農

業生産関係」の地位の把握の点。この点につい

て、一方の山田「工業端初」論文は、労働力の

「濫用」109）を基調とする極端な強搾取関係が、

工業における植民地的な「低い賃銀」と農業に

おける「半農奴的小作料支出後の僅少な残余部

分」の「合計」による労働力の再生産によって

成立し、この資本の強搾取＝労働力の零落的再

生産関係の成立を「賃金の補充によって高き小

作料が可能にせられまた逆に補充の意味で賃銀

が低められる」という「相互規定関係存立」と

して把握し、これが日本資本主義興隆の「絶対

要件」であると確定する。だから、「半農奴的

零細耕作」農業は日本資本主義の全構造確立と

「相互規定」的に定位し、この時点で同時的に

「半農奴的零細耕作」農業は日本資本主義の枠

内で解消不能な性格をもつに至ったと把握する。

他方の井汲「最近恐慌」論文は、天皇制官僚

政府の「軍事」的「独占」力と極東侵略の地理

的「好都合」の「独占」力の二つを全「発展の

基礎」条件とするために「軍事的要求」に「従

属」しつつ「極めて狭隘」な「国内市場」しか

形成できずに発展し、「経済的膨張」が「常」

に「戦争」という「経済外的な方法」によって

のみ創出し得たとし、戦争の一時的需要による

急激な膨張を維持するに足る規模の新市場を

「海外に求める欲望」が新たな戦争の準備へ連

なる内的連関を《戦争循環》規定として把握し、

戦争循環の持続を日本資本主義の成立要件とし

て確定する。ゆえに資本調達源とされた農業で

は「余剰価値」ばかりか「必要・・価値部分」

まで「収奪」され、農業へは資本投下されない

ままに農業自体の資本主義的発展は阻止されて

農工間の不均等発展は「極端」に進行し、軍事

生産による浪費とともに「国の広汎な工業化」

を「自ら抑止」したと確定する。そして、大戦

期を経た日本の帝国主義的成熟により最終的に

農業の資本主義化が「封建的諸関係」の「維

持」の「範囲」内に止められるに及び、「半封

建的農業生産関係」は日本資本主義の枠内で解

消不能な性格をもつに至ったと把握する。

今、この論点に関する両論文の相補性を検討

するに、山田「工業端初」論文が低廉労働力の

供給側面に力点を置いて「半農奴的零細耕作」

農業を日本資本主義発展の「絶対要件」に位置

づけ、それは資本主義確立により最終確定され

ると把握するのに対し、井汲「最近恐慌・上」

論文は狭隘消費の需要側面に力点に置いて「半

封建的農業生産関係」を軍事生産とともに日本

資本主義発展の「阻害」要件に位置づけ、それ

は帝国主義的成熟とともに最終確定されると把

握し、日本資本主義における「半封建的農業生

産関係」の有する地位について明瞭な把握力点

の相違を相互に保ちながら、補完し合って『講

座』を全体として一層豊富にしたと捉え得る。

さらにもし、多くの『講座』執筆者たちがそ

うであったように、山田が「工業端初」論文で

「合体」的理解を「要請」した、日本資本主義

における「軍事」の「生産に対する優位」とい

う「顚倒的矛盾」とそれに規定された変革主体

の不均質な配置および最も戦闘的な「キイ」労

働者群の集積位置の析出という山田の主課題を

正面から論じた「工場工業」論文を執筆する以

前に検挙されていたら、後世には、本来「工場

工業」論文との一体的理解の下で初めて比重正

しい位置づけを与えられ得る「工業端初」論文

の「相互規定関係」把握のみが、過大に位置づ

けられて伝えられた可能性が高い。その場合、

『講座』の読者は井汲論文を併せ読むことを通

じ、より均衡を保った読み方を成し得たであろ

う。

以上二点にわたる比較対照より、山田論文と

井汲論文、とくに山田「工業端初」論文と井汲
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「最近恐慌・上」論文は相互に独自性を保ち、

理論的に対抗する論点も含みながら、お互いに

補い合う関係にあり、それを通じ、何より『講

座』全体により豊かな内容を与えて読者へ示し

得た、相互に不可欠の論文であったと言い得る。

Ⅳ　結語
　　―『講座』の協働的性格の復権－

本稿は、『講座』山田諸論文と同僚論文との

共有点の面と、それに加え、井汲論文を例に採

りつつ『講座』山田諸論文と同僚論文との相補

性の面から、『講座』の協働的性格を検討した。

スポーツに例えるなら「ラグビーは15人のチ

ーム力でやるものだ」との言葉通り、治安維持

法が荒れ狂う「昭和の大獄」の下で、『講座』

は「文字通り」三十数名の執筆者・執筆予定者

たちの総力により、野呂や寺島をはじめ執筆不

能となった同僚もまた等しく貢献する中で初め

て刊行・完結され得た。後に、山田が『講座』

に発表した諸論稿を「一個の統一」110）に付し

た『分析』が『講座』の代表的成果とされたこ

とは言うまでもない学説史上の事実であり、そ

の不滅の古典的意義は中根〔2015〕で詳しく論

じたのでここでは敢えて繰り返さない。本稿で

は、『分析』の始源をなす『講座』山田論文が

井汲など多くの同僚たちと共にかち得た『講

座』での協働を不可欠の条件とした点に絞り、

相補性の面も含めて提示した。

21世紀初頭、現下の日本資本主義が、明白

な違憲立法である「集団的自衛権」関連法の強

行「成立」に端的に表現されるように、従来の

「潜在」的「軍事」111）性を顕在化させる衝動を

極めて強く帯びるに至る中で、『講座』に典例

をみる社会科学の協働性の復権が強烈に要請さ

れていると思われる。それを筆者自身の課題と

することを記し、稿を結びたい。
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唯物史観と関係意識・自己意識・無意識 
― 唯物史観の幻想論的再構成に向けて ―

新田　　滋

第1節　�はじめに：社会科学の方法論
として「唯物史観」は有効か

夙に廣松渉［1971年］が指摘しているとおり、

唯物史観は、社会実在論的な社会学とも、また

英米系の主流派の近代経済学、近代政治学の方

法論的個人主義ともまったく位相を異にする社

会科学方法論をもっていた1）。そこでは、近代

経済学、近代政治学の方法論的個人主義との対

比で次のように述べられていた。

「［422頁］……近代的社会観の主流は、

諸個人を以て第一次的な存在であると考え

ている。諸個人の存在が社会の存在に対し

て、時間上先行するわけではないが、原理

上先行するものと考えられている。／これ

に対してマルクスは……、人間は本源的に

社会的な動物であり、社会の方が諸個人に

原理上も先行することを主張する。……

［423頁］ロビンソン・クルーソーの労働

であっても、彼が難破船から持ち出したい

ろいろの道具類を使うといったことにおい

て、それはすでにして他の人びととの即自

的な協働なのである。／このように、本源

的に協働であり、協働の関係であるところ

の生産関係に人びとは否応なく入りこむこ

とにおいてのみ、生活手段の生産、ひいて

は生の生産を営むわけであるが、この生産

関係という社会関係は―社会契約説など

が主張するところとは異なって―各人が

自由意志で取り結ぶものではなく、自分の

意志から独立な与件であり、各人ははじめ

からそれに内存在する。」（廣松渉［1971 年］

『唯物史観の原像』。引用頁数は『廣松渉著作集』

第九巻、岩波書店、1997年、による）　「［424

頁］マルクスはこのように、本源的に協働

であるところの社会的な対象的活動として

の生産、これを基軸にして社会的諸形象の

物象化的定在を、そして人間がそれに被投

的に内存在する現相を、如実に観ずること

において、近代的社会観とはおよそ異質の

了解を表明していることになる。」（同前）

つまり、近代的社会観の主流は、諸個人を以

て第一次的な存在であると考えている。しかし、

ロビンソン・クルーソーの労働であっても、彼

が難破船から持ち出したいろいろの道具類を使

うといったことにおいて、それはすでにして他

の人びととの即自的な協働である。社会契約説

などが主張するところとは異なって、各人が自

由意志で取り結ぶものではなく、自分の意志か

ら独立な与件である協働の関係、生産関係に各

人ははじめから内存在している。これに対して

マルクスは、社会のほうが諸個人に原理上も先

行することを主張し、本源的に協働であるとこ

ろの社会的な対象的活動としての生産を基軸に

して、社会的諸形象の定在と、人間がそれに内

存在する現相を把握することにおいて、近代的
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社会観とは異質の了解を表明しているというわ

けである。

また、社会実在論的な性格をもつ社会学との

対比では、次のように述べられている。

「［416頁］マルクス・エンゲルスは、社

会現象の物象化が顕著になってきた歴史的

局面、この与件を社会学の開祖たちと共有

す［417頁］る。このことに負うて、唯物

史観と綜合社会学とは共通のモチーフを分

有する面がある。しかし、……綜合社会学

がおちいった『社会』『歴史』の物神化を

対自的に斥け、しかも、この“物神性の秘

密”を究明したということにおいて、マル

クス・エンゲルスの唯物史観は綜合社会学

の地平を端的に超えている。

社会というものは、なるほど諸個人の営為

とは独立な固有の実在であるかのように現

象する。しかし、社会が諸個人の営為から

まったく独立な実体である筈はない。この

ことはいかなる社会実在論者であっても知

っている。だが彼らは、社会現象と諸個人

の営為との関係を究明し、それを学的に把

捉することはできなかった。社会というも

のが自存的な法則性をもった固有の実在で

あるかのように現象するのは、諸個人の協

働的営為が物象化されて形象化されること

に因るものであるというこのこと、および

そのメカニズムを、“ブルジョア社会学”

がしかるべくして究明できなかったのに対

して、唯物史観はまさしくそれを対自的に

究明する。」（廣松渉［1971 年］）

すなわち、社会というものは、なるほど諸個

人の営為とは独立な固有の実在であるかのよう

に現象する。しかし、社会が諸個人の営為から

まったく独立な実体である筈はない。しかし、

社会というものが自存的な法則性をもった固有

の実在であるかのように現象するのは、諸個人

の協働的営為が物象化されて形象化されること

に因るものであるというこのこと、およびその

メカニズムを、社会実在論的な“ブルジョア社

会学”は究明することができなかった。それに

対して、マルクス・エンゲルスの唯物史観はま

さしくそれを対自的に究明するのであり、綜合

社会学の地平を端的に超えている―。

いまから四十数年も前に、以上のように廣松

は唯物史観の他の社会科学方法論にたいする卓

越性を指摘していたわけである。

それにもかかわらず、今日なぜ唯物史観にも

とづく社会科学方法論は劣勢を余儀なくされて

いるのであろうか。むろん、それには、直接的

に行政（福祉を含む）やビジネス（大衆消費の

向上に資するものを含む）に役立つツール的な

性格が乏しいという次元の問題は別としても、

沢山の理由を列挙することが可能であろう。以

下、四点にわけて考察してみよう。

［一］　まず、誤解にもとづく批評、批判の類

が少なくないのも事実である。たとえば、

「［36頁］マートンがとくに批判的だった

のは、あらゆる現象をひとつの理論で覆い

こむものの、実証的には確証がないT. パ

ーソンズやK. H. マルクス流の全システム

社 会 学 理 論（total sociological system of 

theory）である。物理学ですら、数世紀と

いう長い時間を経てもなお一般理論を構築

するに至っていない。」（保城広至［2015年］

『歴史から理論を創造する方法　社会科学と歴

史学を統合する』勁草書房）

といった類の論評が、マルクスの多方面にわた

る所説の部分部分にたいして思い思いに挙げら
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れる。だが、このようなマートンによる批評は、

パーソンズに対してはいざ知らずマルクスの場

合には、「歴史上のそれぞれの時代がそれぞれ

の独自の諸法則をもっている」、「生産力の発展

が異なるにつれて、諸関係も諸関係を規制する

諸法則も変わってくる」2）という観点が強調さ

れているのであって、まったくあてはまらない

といわねばならない。むしろ、マルクスの方法

論こそ、いうところの「中範囲の理論」にほか

ならないであろう3）。

［二］　唯物史観をもって社会主義革命の必然

性を予言したイデオロギー的な歴史観であると

いう認識はひろく定着している。たしかに、そ

のような側面は否定できないが、そもそも、唯

物史観の主要な内容をなす生産力史観、階級闘

争史観ともいわれる部分については、マルクス

自身、1852年の時点でティエリ、ギゾーやリ

カードらの名に言及しながら、

「ぼくよりずっと前に、ブルジョア歴史家

たちはこの階級闘争の歴史的発展を叙述し、

ブルジョア経済学者たちは階級の経済的分

析をなしていた」（ヴァイデマイアー宛書簡、

1852年3月5日付け。『マルクス・エンゲルス全

集』大月書店、第28巻、407頁。ただし、訳は

新潮社『選集』版による）

と明言している4）。つまり、唯物史観のうち生

産力史観、階級闘争史観ともいわれる部分は、

18世紀のイギリス人やフランス人たちによっ

て成立していた考え方をマルクス独特の印象的

な表現方法で定式化したものという以上もので

はなかったのである。マルクス自身、「近代社

会における諸階級の存在やその階級間の闘争を

発見したという功績は、ぼくのものではない」
（同前）と述べている所以である。

それに対して、唯物史観にかんしてマルクス

がみずからの創見に属するとみなしていたのは

次のことであった5）。

一、 階級の存在は生産の特定の歴史的発展段

階に結ばれているにすぎないこと、

二、 階級闘争は必然的にプロレタリア階級の

独裁に導くこと、

三、 この独裁それ自身はいっさいの階級の廃

止への、階級のない社会への過渡をなすに

すぎないことを証明したこと（同前）。

ここにみられるように、プロレタリア独裁と

階級廃絶への予見という、のちに社会主義イデ

オロギーと目されることになる予測仮説の部分

だけを、マルクス自身はみずからの独創と考え

ていたわけである。このように、マルクスの唯

物史観においては、社会主義的な変革の必然性

を予見として含んでいために、その全体があた

かも社会主義イデオロギーによるものという偏

見がひろく共有される結果となってしまったと

いえよう。

しかしそもそも、この部分は、マルクスが

19世紀中葉において近い将来に起こりうるこ

とについて立てた予測としての仮説にすぎない

のであり、それはあくまでも科学的な仮説の一

つとして、20世紀以降の現実の歴史によって

すでに反証、棄却された部分でしかない。それ

はそもそもイデオロギーという性格のものでは

なく科学的仮説というべき性格のものであった。

また、科学的仮説としても、過去の歴史・社会

のとらえ方の部分と、それに基づく近未来予測

の部分とは必ずしも不可分の一体のものという

わけではないであろう。歴史科学的な発展段階

論に関する仮説の部分までをイデオロギーとし

て棄却すべきではないであろう。
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［三］　ところが、唯物史観の評判を貶めてい

るのは、図式的な発展段階論とそこに含まれて

いる単線史観とであることもまた周知の通りで

ある。

しかし、ここで注意しておかねばならないこ

とは、一般的に流布しているのはソ連型に改作

された「史的唯物論の公式」だということであ

る6）。そこにおいては原始共産制→奴隷制→封

建制→資本制がすべての国・地域が経過しなけ

ればならない必然法則だとされたわけであるが

（＝単線史観）、そのようなことが歴史学、考古

学、人類学に押し付けられれば、科学に対する

イデオロギーの越権行為とされたのは当然のこ

とであったろう。このような史的唯物論におけ

る単線史観的な発展段階論は否定の対象でしか

ない。

これに対して、マルクス自身が提示した発展

段階論的な図式化についてみると、「大づかみ

にいって、アジア的、古代的、封建的および近

代ブルジョア的生産様式が経済的社会構成のあ

いつぐ時期として表示されうる」（『経済学批判

序言』）というものである。ここにみられる発

展段階論的把握は、そもそもヘーゲル『歴史哲

学』における東洋的世界、ギリシア世界、ロー

マ的世界、ゲルマン的世界をそのまま踏襲した

ものであるということができる。

これは、原始共産制（氏族社会、アフリカ的

段階）と奴隷制の間にアジア的段階を措定して

いることでもソ連型の「史的唯物論の公式」と

は異なっている。また、それはあくまでもすべ

ての国・地域が単線的な発展段階を経るなどと

いっているわけではなく、たんに人類史的な発

展に関していわれたものである。「四大文明」

に代表されるアジア・オリエント諸地域、ギリ

シア・ローマ文明の繁栄した地中海沿岸部、ゲ

ルマン民族が中世封建社会を築いた大陸ヨーロ

ッパと地域を移動しながら、より個人の自由度

を高める方向に発展した「民族精神」、「社会構

成」、「文明」が継起的に現れたといっているに

すぎないものなのである **7。それは、当時も今

も世界史の常識的な認識に属しているものにす

ぎない

このように、依然として一般的な認知度が決

定的に欠けているが、マルクスの人類史的な認

識はごく常識的な範囲で共有可能な世界史の知

識に立脚したものであり、安易に否定されるべ

きものではないといえよう。

［四］　皮肉なことに、マルクス自身は明示的

に言及することはなかったが、唯物史観におい

てマルクスおよびエンゲルスの創見にかかるも

のとして最も光彩を放っているのは、結果的に

外れてしまったプロレタリア革命に関する未来

予測などではなく、廣松が宣揚していたように

唯物論、弁証法的な哲学の批判的研究に根ざし

た存在論的な深度をもった歴史・社会哲学にほ

かならなかった。第3節以降でみていくように、

1960年代以降、『経済学・哲学手稿』、『ドイツ・

イデオロギー』、『経済学批判要綱』等の読解が

深められることによって、マルクス、エンゲル

スの意識、観念、精神、幻想、イデオロギーに

関するとらえ方も、ソ連型の「弁証法的唯物論

と史的唯物論」とはおよそ異質のものであるこ

とがいまでは疑いようのないものとなっている。

しかしながら、それを踏まえた上でも、なお

かつ唯物史観には、18世紀以来のフランス、

イギリスで形成されてきた階級闘争史観、生産

力史観のもつ経済決定論的な性格が色濃くあり、

観念的上部構造、イデオロギー審級への解明が

弱いという点は否定し難いものとしてあるのも

事実である。むろん、その反省に立った研究も

数多くなされてきているが、依然として十分な

成果がもたらされているとは言い難い状況にあ

るのではないだろうか。そのことが、結局のと
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ころ、方法論的個人主義に立脚する近代経済学、

近代政治学とも、社会実在論的な社会学とも、

まったく位相を異にする社会科学方法論を内包

しながら、唯物史観の積極的意義が発現されに

くくなっている最大の要因ではないかと思われ

るのである。

そこで以下、本稿では、唯物史観にとっての

最大の弱点といえる意識、観念、精神、幻想、

イデオロギーの問題について考究していくため

の前段階の準備作業として、唯物史観の方法論

的基礎の再確認からはじまって、1960年代か

ら2000年代にかけて積み重ねられ、ほぼ共通

認識に達したといえる唯物史観の原像の復元作

業の成果として、マルクスは断片的ながら関係

意識、自己意識にも論及していた事実を確認し

ていくこととする。しかし、その上でやはりマ

ルクスには、いわば無意識的な領域も含めて、

全体として意識、観念、精神、幻想、イデオロ

ギーの領域への問題関心が稀薄だったことは否

定できないがゆえに、マルクスの視野の限界を

超えて唯物史観を再構成する作業がもとめられ

ると結論する。最後に「結びにかえて」におい

て、そのための方法論的視座について概略的展

望を与えることをもって本稿をひとまず終える

こととする。

第2節　唯物史観の方法論的基礎

まず本題に入る前に、唯物史観の基礎づけに

関する方法論の問題について確認しておきたい。

この問題に関しては、すでに前稿（新田［2015

年］）において詳論したところであるが、重要

な論点なので重複を厭わず以下でも再確認して

おくこととする。

アルチュセール派に属するバリバールは、

『資本論を読む』所収の論文において次のよう

に指摘していた。

「［19頁］マルクスの理論は、……歴史の

適切な概念をどこにも与えていない」。

「［19頁］区分の明瞭さ、主張の断固たる

調子と拮抗するかのように、弁明の簡潔さ、

定義の省略が見られる。」

「［30頁］すなわち、マルクスはこのレベ

ルでは自分の特殊な答えを正当化すること

はできないし、事実それは正当化できない

ものであって、だからこそ、われわれが語

っているテクストはおそらくはドグマティ

ックな簡潔さをもっているのであろう。」

（Balibar ［1965］）

バリバールは唯物史観の諸範疇について、定

義の省略されたドグマティックな簡潔さをもっ

た説明しか与えられていないと指摘している。

実際、『ドイツ・イデオロギー』においては、

純然たる経験的手法で確定することができる、

なんら恣意的なドグマではない現実的諸前提と

して、現実的な生きた人間諸個人と彼ら自身の

営為によって創出された物質的な生活諸条件が、

まさに託宣のように告げられているにすぎない

といえる（『ドイツ・イデオロギー』｛［1?］｝c～

｛［1?］｝d。『ドイツ・イデオロギー』からの引用に際

しては、特定の邦訳にのみ依拠せず、また、既存の

邦訳によっていない場合もある。なお、引用頁数に

関しては、岩波文庫版による草稿の用紙番号（いわ

ゆるボーゲン番号）の表記法に拠った）。

だが、方法論的な観点からいえば、近代資本

主義的な市民社会－国家の原理的な概念像―

市民社会からの国家の疎外、市民相互間の水平

的な疎外、資本家と労働者の間の垂直的な疎外

―の分析から出発したのちに、そこから遡行

的に、根源的な自然と人間との疎外・分裂から

はじまる人間存在の原理的規定、資本制生産に
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先行する諸形態という順序で展開されるべきで

ある。

ところで、マルクスにおいて「市民社会」の

意味は、初期以来、一貫して近代市民社会とい

う意味と、歴史貫通的な下部構造との二重の意

味となっていた。よく知られているように、

『ドイツ・イデオロギー』においては、「市民社

会」について二重性のある規定が繰り返し与え

られている。

「［｛6｝d=［11］］フランス人やイギリス

人のばあい、こうした事実といわゆる歴史

との関連についてきわめて一面的にしか把

握しなかったにせよ、とりわけそれはかれ

らが政治的イデオロギーにとらわれている

ばあいにそうなのだが、とにもかくにも歴

史の叙述に唯物論的な土台をあたえる最初

の試みをおこなっている。それをかれらは、

市民社会の歴史、商業と産業の歴史をはじ

めて書くことをとおしておこなったのであ

る。」

「［｛8｝d=［19］］これまでの歴史のあら

ゆる段階に存在してきた生産諸力によって

規定され、また逆にその生産諸力を規定す

る交通形態、それは市民社会である。この

市民社会は、以上にのべてきたことからす

でに明らかなように、単純家族と複合家族、

いわゆる氏族制をその前提とも基礎ともし

ている。このことについてのあるていどの

規定は、以上にのべてきたことのなかにあ

る。すでにここでわかることは、この市民

社会があらゆる歴史の真のかまどであり舞

台であるということであり、こうした現実

の歴史の諸関係を無視して大げさではでな

政治的大事件ばかりをとりあげるこれまで

の歴史観が、いかに不合理なものかという

ことである。」

「［｛91｝a=［68］］市民社会は、生産諸力

のある特定の発展段階のなかでの諸個人の

物質的な交通全体を包括する。それは、あ

る段階の商業的・産業的生活の全体を包括

しており、そのかぎりで国家や国民をこえ

ている。もっとも、市民社会は他方でまた、

外にむかっては国民としてあらわれざるを

えず、内にむかっては国家として編成され

ざるをえない。市民社会という言葉は、所

有諸関係がすでに古代的および中世的な共

同体からぬけだしていた一八世紀にあらわ

れた。市民社会としての市民社会は、ブル

ジョアジーとともにはじめて発展する。し

かしながら、生産と交通から直接に発展す

る社会組織は、いつの時代にも国家や他の

観念論的上部構造の土台をなしており、ひ

きつづきおなじ名前でよばれてきたのであ

る。」

このように『ドイツ・イデオロギー』におい

て「市民社会」の概念は、一方では、近代のフ

ランス、イギリスに発展した社会形態を意味す

るとされるが、他方では、生産力・生産関係

（交通形態）の矛盾によって発展する舞台のこ

とが、「歴史のかまど（汽罐室、つまり原動力

の比喩的な表現）としての市民社会」と表現さ

れている。つまり、生産力・生産関係（交通形

態）からなる経済的下部構造が「（広義の）市

民社会」としてとらえられていたわけである。

また、中期マルクスの『経済学批判序言』に

おいては、まったく同趣旨のことが次のように

述べられている。

「法的諸関係ならびに国家諸形態は、それ

自体からも、またいわゆる人間精神の一般

的発展からも理解されうるものではなく、

むしろ物質的な諸生活関係に根ざしている
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のであって、これらの諸生活関係の総体を

ヘーゲルは、一八世紀のイギリス人および

フランス人の先例にならって、『市民社会』

という名のもとに総括している」（『経済学

批判序言』）。

だがしかし、このような「市民社会」に関す

る二重の規定は、初期マルクスが「フォイエル

バッハ・テーゼ」において、フォイエルバッハ

における「傍観者的唯物論、すなわち感性を実

践的活動としてとらえない唯物論がゆきつく果

ては、『市民社会』における個々人の傍観であ

る」（テーゼ九）とし、「古い唯物論の立場は

『市民』社会であり、新しい唯物論の立場は人

間的社会、あるいは社会的人間である」（テー

ゼ十）とした、特殊近代的な個人主義的ものと

しての「市民社会」概念とは齟齬を来す用語法

となっているといわざるをえない。

それでは、二重の規定のあいだの関係をどの

ようにとらえたらよいのであろうか。

いうまでもなく、特殊近代的とされる社会構

成のあり方においては、国家＝上部構造と市民

社会＝下部構造が分離し資本主義的経済過程が

自立化する。しかし、このような歴史的前提の

もとに与えられる表象から得られる範疇体系に

おいて、物質的生活・生産過程と精神的生活・

生産過程が範疇的に分離されることになり、前

者の後者にたいする、最終審級における決定的

性格も明示的なものとなる。―宇野弘蔵がい

わんとしたのはこのことであった8）。

宇野は、「現実の土台」としての「生産諸関

係の総体」が形成する「社会の経済的機構」、

それに対応する「法律的、政治的上部構造」、

「一定の社会的意識形態」といった唯物史観の

諸範疇と、それにもとづく唯物史観の公式とは、

「ブルジョア社会の解剖学」としての経済学の

うちに、あらゆる社会に通ずる歴史的規定を人

間の歴史に関する研究の一般的結論として展開

しているものである、ということを指摘してい

たわけである（宇野弘蔵［1962年］『経済学方法論』

「Ⅲ-1　経済学の唯物論」、99-100頁。引用頁数は著

作集第九巻による）。

それは、唯物論、唯物史観が経済学に先行す

るのではなく、経済学をつうじて唯物論、唯物

史観が論証されるという主張であるが、このよ

うに経済学をつうじて唯物史観の分析範疇も論

証されるべきものとする発想は、じつはマルク

ス自身の思考回路の重要な核心を把握したもの

といえる。

このようにして（＝「人間の解剖」によっ

て）与えられた範疇体系が「猿の解剖の鍵」と

なる。それを歴史貫通的な社会的諸関係にあて

はめることによって、人間と自然の根源的な関

係のあり方（＝自然哲学）から実践的活動によ

る人間と自然との相互媒介（＝自己疎外論→実

践的唯物論→労働過程論）、対自然的－対人間

的な協働聯関とそれを媒介する意識にたいする

言語の物質性による制約性といった一連の規定

が―バリバールがいう託宣の如きものとし

てではなしに―導出されることとなるので

ある9）。

第3節　復元された唯物史観の原像

さて、唯物史観といえば「史的唯物論の公

式」が思い浮かべられたのも今は昔のことであ

る。初期から中期にかけてのマルクスの研究が

進むことによって、マルクス本来の歴史・社会

哲学的な論理構造があきらかとされるようにな

ってから久しい10）。

だが他面で、周知のように、中期マルクスは、

後に「史的唯物論の公式」として一人歩きする

ようになった考え方を、次のように『経済学批

判序言』において披瀝していたこともまた事実



― 284 ―

専修大学社会科学年報第 50 号

である。

「人間は、彼らの生活の社会的生産におい

て、一定の、必然的な、彼らの意志から独

立した諸関係に、すなわち、彼らの物質的

生産諸力の一定の発展段階に対応する生産

諸関係にはいる。これらの生産諸関係の総

体は、社会の経済的構造を形成する。これ

が実在的土台であり、その上に一つの法律

的および政治的上部構造がそびえ立ち、そ

してそれに一定の社会的諸意識形態が対応

する。物質的生活の生産様式は、社会的、

政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。

人間の意識がその存在を規定するのではな

く、逆に、人間の社会的存在がその意識を

規定する。」（『経済学批判序言』）

ここでは、まず生産力に対応する生産関係と

その総体としての社会の経済的構造、実在的土

台が、人間主体あるいは生産主体の介在なしに、

あたかもそれ自体でどこか宙空にあって、そこ

に「人間」はただ入り込むだけの存在であるか

のように語られている。次いで、そのような下

部構造の上に、法律的および政治的上部構造が

そびえ立ち、そしてそれに一定の社会的諸意識

形態が対応するとされている。

これではまるで、「人間」の主体的、実践的

な活動といったものは生産力、生産関係には無

関係であり、また下部構造と上部構造が機械的

に切り離されて後者が前者の上に乗っかってい

るだけであるかのようである。

このような文脈を受けて読んでいくと後続す

る、「物質的生活の生産様式は、社会的、政治

的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の

意識がその存在を規定するのではなく、逆に、

人間の社会的存在がその意識を規定する」とい

う文言も、たんに物質的、経済的な下部構造が

観念的な上部構造を規定するということの言い

換えにすぎないものとしか読めなくなるであろ

う。

しかし、このような『経済学批判序言』にお

ける表現は、マルクスにおいて『ドイツ・イデ

オロギー』に至るまでに展開されていた論理展

開のきわめて不適切な要約であったといわざる

をえない。

たとえば、「フォイエルバッハ・テーゼ　一」

における、「従来のあらゆる唯物論（フォイエ

ルバッハのそれも含めて）の主要な欠陥は、対

象が、つまり現実、感性が、ただ客体ないし直

観の形式でのみ捉えられ、感性的・人間的な活

動、実践として、主体的に捉えられないことで

ある」という命題に端的に表されているように、

人間の主体的な実践的活動こそがマルクスにと

っての唯物論の要石であったからである。

さらにいえば、このような認識は、すでに

『経済学・哲学手稿』の段階においてマルクス

に把握されていたものである。

「［101頁］労働者は、自然なしには、感

性的外界なしにはなにひとつ創造できない。

それは素材であって、彼の労働はこれにお

いて現実化し、これらのうちに活動し、こ

れから、そしてこれを用いて生産する。」
（『経済学・哲学手稿』藤野渉訳、国民文庫、

1963年）

こうした『経済学・哲学手稿』、「フォイエル

バッハ・テーゼ」にみられる認識を踏まえつつ、

さらに『ドイツ・イデオロギー』では基底稿と

される｛6｝d=［11］から｛7｝c=［14］にか

けて、次のような認識が展開されている。ただ

し、留意すべきことは、そこでいささか分析

的・分解的に展開されている論理は、『ドイツ・

イデオロギー』の以前にも以後にもみられない
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ものでもあることである。しかし、唯物史観を

基礎づけるうえで、それはきわめて重要な論理

が展開されている箇所であると考えられる。

すなわち、まず根源的な歴史的諸関係の四つ

の契機として、物質的生活の生産、新たな欲求

の生産、家族の生産という同時に存在する三つ

の側面11）および、それらが一面では自然的な

関係としてある特定の生産様式の段階であり、

他面では社会的な関係としてある特定の協働様

式あるいは社会の段階であるような二重の関係

として一体をなすこと、が指摘される。そのよ

うな指摘を受けて、ようやくわれわれは人間に

は「意識」もあることに気づくとされる。この

ような「意識」の導入の仕方が論理的に適切な

ものであるかどうかは、後に改めて検討するこ

ととするが、ともあれ、ここから論理は、意識

や精神ははじめから物質に呪われているという

論点へと展開されることとなる。

すなわち、意識、精神は振動する空気の層、

音、つまり言語という形であらわれる物質に呪

縛されているというわけである。

さらに、言語はほかの人びとにとっても存在

し、したがってまた自分自身にとっても存在す

る現実の意識であり、ほかの人びとと交通した

いという切実な欲求、必要から生まれてくるも

のであり、したがって意識は、はじめからひと

つの社会的な産物であり、同時に自然について

の意識であるとされる。もっとも、それはまだ

意識のはじまりであって、この段階の社会生活

そのものとおなじように動物的な、たんなる群

れの意識にすぎない、とされる―。

以上のような『ドイツ・イデオロギー』にお

ける論理展開をあえて分解すると次のような四

つの命題からなっている。

第一命題：物質的生活の生産、新たな欲求の
生産、家族の生産が同時に存在する三つの契機

ととらえられる。

第二命題：それらは自然的な関係としての生
産様式（産業）の段階と、社会的な関係として

の協働様式（社会）の段階との二重の関係とし

て一体をなすものとされる。

第三命題：意識、精神は振動する空気の層、
音といった物質的現象によって表現される言語

と一体化した存在であるとされる。

第四命題：意識と言語は、はじめからひとつ
の社会的な産物であり、同時に自然についての

意識であるとされる。

この展開の中で問題となるのは、意識が、第

二命題と第三命題の間に唐突に「気づく」かた

ちで挿入される論理展開となっているというこ

とであろう。この部分があることによって論理

の流れが遮断され、全体として思いつきを列挙

しただけのような印象すら与えかねないものと

なっているともいえる。

しかしながら、それはただ草稿段階の叙述の

未整理というにとどまるものであって、叙述を

整理すれば、全体の論理の流れがスムースにつ

ながるようになると考えられるものである。

すなわち、第四命題の、意識と言語ははじめ

からひとつの社会的な産物であるという命題を、

第二命題における生産の三つの契機は対自然的

－対人間的 (社会的 )な二重の関係として一体

をなすという論理にすぐに続け、そのうえで、

意識は物質としての言語に呪縛されているとい

う第三命題がその次に置かれるならば、唐突な

印象を与えることもなく全体的に論理のつなが

りがスムースなものとなるものと考えられるの

である。

そこで、改めて論理展開を整理し直したもの

を書き出してみると次のようになろう。

第一命題：物質的生活の生産、新たな欲求の
生産、家族の生産が同時に存在する三つの側面

である。

第二命題：それらは自然的な関係としての生
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産様式（産業）の段階と、社会的な関係として

の協働様式（社会）の段階との二重の関係とし

て一体をなす。

第四命題：意識、精神ははじめからひとつの
社会的な産物であり、それは同時に自然につい

ての意識である。

第三命題：意識、精神は振動する空気の層、
音といった物質的現象によって表現される言語

と一体化した存在である。

このように論述を整理し直してみると、マル

クス・エンゲルスの思考過程においては、対自

然的な側面においても対人間的な側面において

も、協働聯関の実践的活動における切実な欲求、

必要から生まれてくるものものとして意識、精

神とその物質的基盤である言語とが把握されて

いたことが鮮明に浮かび上がってくることにな

る。

つまり、対自然的であろうと対人間的であろ

うと関係行為、実践的活動は意識、精神とその

物質的基盤たる言語を媒介とするものだという

ことである。

このようにみてくると、マルクス・エンゲル

スのいう唯物論の究極の根拠は、対自然的－対

人間的なあらゆる関係を取り結ぶ意識、観念は

すべからく言語という物質的現象によって媒介

されているということにあったことが確認でき

る12）。

言語の物質性に根拠づけられた意識、観念の

はたらきが、対自然的－対人間的なあらゆる関

係、協働聯関としての根源的な三つの契機から

なる生産活動を発動させ、ある特定の生産様式

あるいは産業の段階とある特定の協働様式ある

いは社会の段階と一体的な構造が形成されると

いうのである。

このように、『ドイツ・イデオロギー』では、

生産諸力の一定の発展とその生産諸力に対応す

る交通の一定の発展とによって、交通のすみず

みにいたるまで規定された人間の現実の生活過

程が、表象や観念などの生産者であり、「現実

的に活動している人間たちから出発し、そして

彼らの現実的な生活過程から、この生活過程の

イデオロギー的な反映や反響の展開も叙述され

る」というように、主体的、実践的に活動する

人間存在が、明確なかたちで位置づけられてい

た。

つまり、『経済学批判序言』の叙述のように、

まず生産力に対応する生産関係とその総体とし

ての社会の経済的構造、実在的土台といったも

のがどこか宙空に想定されていたわけではない

し、それと別個の存在として上部構造が下部構

造の上に乗っかっているというわけでもない。

以上を踏まえると、対自然的・対人間的な協

働聯関のうちから、対自然的な側面を取り出し

たものが生産力・生産関係（交通形態）からな

る経済的下部構造（経済領域、経済審級）とい

う概念に対応することになろう。また、それら

を物質的基礎としながら、同時にそれらを媒介

する意識、観念、幻想の側面を取り出したもの

が観念的上部構造（幻想領域、政治審級・イデ

オロギー審級）という概念に対応することにな

ろう。

このような経済的下部構造（経済領域、経済

審級）、観念的上部構造（幻想領域、政治審級・

イデオロギー審級）からなる総体的な社会構成

としての社会的諸関係の物質的基盤をなすもの

は、さしあたりは、それぞれの身体的個体存在

の脳神経系統と、それらを連結する音声言語と

しての音波および文字言語としての紙その他の

上に描かれた図形に集約されることとなる。つ

まり、すべての人間の意識的、観念的、幻想的

な営みは、脳神経系統と空気振動などの物質的

現象に還元できるわけである。だがそれと同時

に、それらを物質的基盤とする意識、観念、幻

想のはたらきと、その表出である言語にも還元
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されるわけである。

さらに、『ドイツ・イデオロギー』｛5｝d（改訂

稿部分）が指摘していたのは次のことである。

すなわち、（先行する世代からの所与としての）

言語とさまざまな生活諸条件によって物質的に

制約された意識、観念、精神による対自然的－

対人間的な協働聯関としてある人間存在の主体

的実践活動としての生産活動、生活過程そのも

のに編み込まれ絡み合ったものとして、意識、

観念、精神そのものが産出されるという、いわ

ば螺旋循環的な時間構造にほかならない13）。

『ドイツ・イデオロギー』およびそこに至る

初期マルクスの試行錯誤をつうじた到達点は、

あらかじめ物質的制約性に呪縛された言語と意

識、観念、精神が編み込まれ絡み合ったものと

してある人間の生産活動による言語と意識とそ

れらを媒介とした現実的生活環境の産出と被産

出との螺旋循環的な時間構造と空間的な相互作

用そのものとして、人間存在を把握するという

認識であったということができよう14）。

［補論　�「四つの契機」規定の評価をめぐって］

ところで、『ドイツ・イデオロギー』におけ

る「四つの契機」の論理展開はいわゆる基底稿

（エンゲルスの筆跡）にみられるものである。

そこでは四つの諸契機があたかも異なる段階の

ようにばらばらに叙述されているとして、欄外

註記（マルクスの筆跡）、改訂稿（エンゲルス

の筆跡）をつうじて克服されていったものとす

る見解がある。それは、『ドイツ・イデオロギ

ー』の基底稿、欄外註記、改訂稿をつうじた推

敲過程の綿密な読解に基づいたものであり傾聴

に値するものであるとはいえ、それによる基底

稿における「四つの契機」規定の位置づけや評

価にはやや行き過ぎた面もあるのではないかと

思われるので、以下に検討しておきたい。

小林一穂［1978年］は、『ドイツ・イデオロ

ギー』の基底稿、欄外註記、改訂稿における叙

述の変化を綿密に比較対照している（163-166

頁）。以下では、その分析結果のみを図式的に

示すこととする。

（一）　基底稿｛6｝d=［11］：

物質的生活の生産

欄外註記［13］：

一定の様式のもとでの物質的生活

の生産

改訂稿｛［2?］｝：

一定の様式のもとでの物質的生活

の生産＝生活手段の生産

（二）　基底稿｛7｝b=［13］：

自然的な関係と社会的な関係の契

機の分解、並列

改訂稿｛［1?］｝d：

生活手段の生産として統一的に把

握

（三）　基底稿｛7｝b=［13］：

「四つの契機」のあとに意識は「よ

うやく」登場

欄外註記｛7｝b=［13］：

意識は人間そのものと同時に成立

（四）　基底稿｛7｝c=［14］：

意識は社会的な生産物

欄外註記｛5｝b：

意識は、物質的活動・交通、現実

的生活の言語に編み込まれている

人間のもつ固有な性質

まず、これらのうち（一）にみられる変化は

推敲過程をつうじた規定の精密化といってよい

ものと思われる。

しかし、（二）～（三）にみられる叙述の変化

過程をあわせてとらえると、基底稿では自然的

な関係と社会的な関係の契機を分解、並列し、
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「四つの契機」のあとに意識が「ようやく」社

会的な生産物として登場するという論理展開と

なっていたのに対して、欄外註記、改訂稿にお

いては、意識は人間のもつ固有な性質であり物

質的活動・交通、現実的生活の言語に編み込ま

れているとして、自然的な関係、社会的な関係、

および意識が、人間そのものと同時に成立する

ものとして統一的に把握されようになっている

といえよう。

これは、基底稿では、第二命題において、自

然的な関係としての生産様式（産業）の段階と、

社会的な関係としての協働様式（社会）の段階

との二重の関係として一体をなすものという把

握が、いささか取って付けたように付加されて

いたものが、それを前面に押し出すかたちで、

さらに「生活手段の生産」として統一的に把握

する叙述へと変更したものということができる。

このように、たしかに基底稿から欄外註記、

改訂稿へと叙述、論理構造が変化していった過

程をみてとることができるわけである。

ただし、そのような変更の反面で、「四つの

契機」の分析的・分解的な規定が欠落すること

となっていることにも注意を向ける必要がある

のではないだろうか。叙述の変化が、基底稿に

みられた「四つの契機」等が改訂稿に有機的に

組み込まれることなく、たんに削除されるだけ

のものであったならば、それは叙述の改善とい

えるのかどうかには疑問が残るといわざるをえ

ない。

生産主体としての人間の欲望とその展開を原

動力として展開される諸契機を削ぎ落としてし

まうというそのような方向性は、『経済学批判

序言』において「史的唯物論の公式」の叙述に

至り着く道筋の端緒であったとすらいえるので

はなかろうか。

基底稿において「四つの契機」は、あたかも

異なる段階のようにばらばらに叙述されている

としても、それは本論で試みたような若干の叙

述の改善によって十分に論理的に整備されうる

余地があると考えられるものである。それに対

して、分析的・分解的な「四つの契機」を消去

してしまうことは、自然的な関係、社会的な関

係、およびそれらの関係意識の統一的な連関を

規定する範疇をただ所与のものとして天から託

宣のように与えるという結果に導かざるをえな

いのではないだろうか。

また、細谷昂［1979年］も、小林［1978年］

とほぼ同趣旨の指摘を行っているが、基底稿を

筆跡通りにエンゲルスの思考回路によるものと

してマルクスの思考回路との相異を際立たせて

いる。だが、そこにはより慎重な取り扱いが必

要ではないかと思われる。たんに筆跡だけでは

機械的に判別しがたい両者の思考の相互浸透が、

両者の他の著作群にはみられない『ドイツ・イ

デオロギー』「フォイエルバッハ」章の大きな

特徴となっているようにも思われるからである。

また、意識と言語の物質性の指摘にかんして、

細谷［1979年］は次のように批判的にコメン

トしている。

「［206頁］さて、エンゲルスの本文にも

どると、つづくところでかれは、シュティ

ルナーをふまえて『「精神」はもともと物

質に「憑かれる」という呪いを負ってい

る』として、『運動する空気層、音、つま

り言語』をあげているが、しかしこのよう

な直接的な物質性の指摘では、なんら唯物

史観の基礎づけにならないことはいうまで

もない。」

このように、細谷［1979年］においては直

接的な「運動する空気層、音、つまり言語」の

物質性の指摘では、唯物史観の基礎づけになら

ないとされている。しかし、この規定をこのよ
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うにたんに却けるだけに終わるのでは、本論で

考察したような、あらかじめ物質的制約性に呪

縛された言語と意識が編み込まれ絡み合ったも

のとしてある人間存在の対自然的－対人間的な

協働聯関のもとでの生産活動が、意識と言語そ

のものをつくり出しつくり変えていくという螺

旋循環的な時間構造を把握する視点が不十分な

ものとなってしまうのではなかろうか。

たしかに『ドイツ・イデオロギー』の基底稿

の発生論的叙述にたいして、欄外註記や改訂稿

は諸契機の一体性、歴史的・社会的な被規定性

を強調しているということがみてとれる。しか

し、もし断片として残されたにすぎない改訂稿

にみられるように、はじめから歴史的・社会的

に規定された一体性から出発するならば、今度

は逆に分析的・分解的な観点の必要性が強調さ

れざるをえなくなるだけではないのだろうか。

重要なことは、『ドイツ・イデオロギー』に

おいて試行錯誤的に提起されていた諸規定、諸

関連を螺旋循環的な時間構造として再構成して

把握するということのように考えられるのであ

る。

第4節　�マルクス唯物史観の原像にお
ける存在と意識

すでにみたように、生産力・生産関係（交通

形態）からなる経済的下部構造（経済領域、経

済審級）もまた、それ自体で、意識、観念、幻

想の働きとその表出である物質性としての言語

に還元されるのだとすると、たしかに、観念的

上部構造が経済的下部構造に規定されるという

要約の仕方は誤解を招くものであったに違いな

い。

「意識が生活を規定するのではなく、生活

が意識を規定する」、「意識とは意識された

存在である」（『ドイツ・イデオロギー』）

「物質的生活の生産様式は、社会的、政治

的、精神的生活諸過程一般を制約する。人

間の意識がその存在を規定するのではなく、

逆に、人間の社会的存在がその意識を規定

する。」（『経済学批判序言』）

これらのきわめて有名な文言がひとり歩きし

た結果、レーニン、スターリンに至るマルクス

主義者たちにおいては、次のような意味に取り

違えられることとなってしまった。

「［196頁］意識は一般に存在を反映する

―これはすべての唯物論の一般的命題で

ある。この命題と、社会的意識は社会的存

在を反映する、という史的唯物論の命題と

の直接不可分の関連をみないのは、不可能

なことだ。」（レーニン［1909年］『唯物論と経

験批判論』寺沢恒信訳、国民文庫、第二分冊）

「［24頁］さらにもし、自然、存在、物質

世界は一次的なものであって、意識、思考

が二次的なもの、派生的なものであるなら

ば、もし、物質世界は、人間の世界から独

立して存在する客観的実在であって、意識

は、この客観的実在の反映であるならば、

ここから出てくる結論は、社会の物質的生

活、社会の存在も一次的なものであり、社

会の精神生活は二次的、派生的なものであ

るということと、社会の物質的生活は、人

間の意志から独立して存在する客観的実在

であり、社会の精神生活は、この客観的実

在の反映であり、存在の反映であるという

ことである。

　つまり、社会の精神生活の形成の根源、

社会的観念、社会的理論、政治的見解、政

治的機関の［25頁］根源は、これを観念、

理論、見解、政治的機関そのものに求める
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べきではなく、社会の物質的生活の諸条件

に、社会的存在に求めるべきであって、こ

れらの観念、理論、見解その他は、社会的

存在の反映なのである。」（スターリン［1938

年］『弁証法的唯物論と史的唯物論・他』マル

クス・レーニン主義研究所訳、国民文庫、1968

年。石堂清倫訳（国民文庫、1953年）では114頁。）

ここではまず、自然、存在、物質世界は一次

的なものであって、意識、思考が二次的なもの、

派生的なものであるという命題が立てられ、次

いでそこからただちに、社会の物質的生活、社

会の存在も一次的なものであり、社会の精神生

活は二次的、派生的なものであるという命題が

導出されている。

しかし、そこには論理の飛躍がある。なぜな

ら、経済的下部構造であれ観念的上部構造であ

れ、複数の身体的個体存在が言語によって媒介

される社会的諸関係であることには変わりがな

いからである。それは、個別的な身体存在と意

識存在の関係からそのままアナロジーできるよ

うな関係ではない。

身体的存在に規定される意識、観念が、対他

的であるが故に対自的でもある言語による媒介

作用によって、対自然的な生産力、対他的な生

産関係を存立させているという媒介項を挿入す

ることなしには、個別的な人間主体、生産主体

から独立に存在する生産力、生産関係の存立へ

と展開することはできない。

すなわち、経済的下部構造というそれ自体社

会的諸関係であるものは、観念的上部構造とい

うそれ自体社会的諸関係であるものを媒介とし

て取り結ばれる関係なのではない。それぞれの

社会的諸関係はそれぞれ別個の仕方で言語的に

媒介されている。そのようにして分化して存立

している社会的諸関係である経済的下部構造と

観念的上部構造とが、どのような相互関係にあ

るかを改めて問題にする場面の問題は、身体と

その意識、観念との関係の構造と単純な相似形

をなしているわけではない。

つまり、「唯物論」的な歴史観をめぐっては、

第一に、物質・身体と意識の規定関係の問題を

めぐって、常識的な次元における問題と、意識

が先か物質が先かといった認識論的な哲学的次

元の問題との間に混同がみられた。だが、意識

に対する物質の先行性という命題も、それがレ

ーニン［1909年］『唯物論と経験批判論』にお

けるように認識論哲学の次元でいわれるのでな

い限りは、まったく自明の事柄である。

「［173頁］すなわち、唯物史観においては、

認識論的な意味で人間の意識から独立した

客観的実在（物質）が問われているのでも、

精神（意識）にたいする自然（物質）の先

在性が直接問われているのでもない。現実

の社会では、物質的なものと意識的なもの

（観念的なもの・精神的なもの）とが相互

に媒介されている以上、哲学の根本問題の

意味で、両者を峻別することは無意味であ

る。問われているのは、人間の歴史におい

て機能している『物質的なもの』の意義に

ほかならない。」（岩佐［1992年］）

「［29頁］ところがレーニンは、認識論に

おける認識と存在論における意識との異な

る規定に無頓着にふるまい、［30頁］『意

識とは客観的存在の反映』というように、

存在論における意識の規定を無視し、認識

論のそれのみをとりあげた。このことは存

在論における『哲学の根本問題』を『認

識』論に還元したことに照応している。」
（宮田［2003年］）

だが、混乱はそれだけではなかった。レーニ
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ン、スターリンのような把握の仕方が身体と意

識、観念との関係の問題から、そのまま社会的

な経済的下部構造と観念的上部構造の関係の問

題に延長されれば、それは論理の飛躍をしたこ

とになる。

すなわち、第二に、個別的な身体と意識との

間の規定関係の問題と、複数の身体的個体存在

がそれぞれ別個の仕方で言語的に媒介された社

会的諸関係である経済的下部構造と観念的上部

構造との相互関係の問題とが混同されていたの

である。

だが、そもそもこの点に関して『ドイツ・イ

デオロギー』においてはどのように規定されて

いたのであろうか。

「［｛5｝b］理念、表象、意識の生産は、当

初は直接に、人びとの物質的な活動や物質

的な交通、現実の生活の言語に編みこまれ

ている。人間の表象作用、思考作用、精神

的交通は、ここではまだ人間の物質的なふ

るまいの直接的な流出としてあらわれてい

る。一民族の政治、法律、道徳、宗教、形

而上学などの表現をとってあらわれる精神

的な生産についても、おなじことである。

人間が、自分たちがいだく表象や観念など

の生産者なのである。ただし、この人間と

は、現実の人間、活動している人間のこと

である。つまり、自分たちの生産諸力の一

定の発展とその生産諸力に対応する交通の

一定の発展とによって、交通のすみずみに

いたるまで規定された人間である。意識と

は、意識された存在 Das Bebußtsein ist das 

bebußte Sein以外の何ものでもありえず、

人間の存在とは人間の現実の生活過程のこ

とである。」

「［｛5｝c］現実的に活動している人間たち

から出発し、そして彼らの現実的な生活過

程から、この生活過程のイデオロギー的な

反映や反響の展開も叙述される。……道徳、

宗教、形而上学、その他のイデオロギーお

よびそれに照応する意識諸形態は、こうな

れば、もはや自立性という仮象を保てなく

なる。これらのものが歴史をもつのではな

い。つまり、これらのものが発展をもつの

ではない。むしろ自分たちの物質的な生産

と物質的な交通を発展させていく人間たち

が、こうした自分たちの現実と一緒に、自

らの思考や思考の産物をも変化させていく

のである。意識が生活を規定するのではな

く、生活が意識を規定する。」（下線は引用

者。）

これらの『ドイツ・イデオロギー』における

よく知られた文言は、たしかに、「理念、表象、

意識の生産は、当初は直接に、人びとの物質的

な活動や物質的な交通、現実の生活の言語に編

みこまれている。……一民族の政治、法律、道

徳、宗教、形而上学などの表現をとってあらわ

れる精神的な生産についても、おなじことであ

る」、および、「一民族の政治、法律、道徳、宗

教、形而上学などの表現をとってあらわれる精

神的な生産についても、おなじことである」と

いう部分だけを取り出してみれば、前述のレー

ニン、スターリンと同じことを言っているよう

にもみえる。

しかし、この引用箇所がいっていることは、

理念、表象、意識の生産は、当初は人間の物質

的活動と物質的交通に直接に編み込まれ絡み合

った、現実的生活の言語であるということであ

り、それは決して自然、存在、物質世界が一次

的なものであって、意識、思考は二次的なもの、

派生的なものであるという意味ではなかった。

それが意味しようとしていたことは、「人間が、

自分たちがいだく表象や観念などの生産者なの
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である」ということにほかならなかった。すな

わち、「唯物史観の出発点たる『現実の生活』

のなかに意識はふくまれている」（小林［1978年］

165頁）わけである。

「人間が、自分たちがいだく表象や観念など

の生産者なのである」という頗るフォイエルバ

ッハ唯物論―機械的唯物論ではなく―的な

命題こそが、『ドイツ・イデオロギー』の論理

展開における核心部分であるといえる。もちろ

ん、ここでの「人間」とは、自分たちの生産諸

力の一定の発展とその生産諸力に対応する交通

の一定の発展とによって、交通のすみずみにい

たるまで規定された人間であると―フォイエ

ルバッハを批判しつつ―付け加えられる。そ

こが、『ドイツ・イデオロギー』「フォイエルバ

ッハ」章において表明された唯物論的な歴史観

と、「対象・現実・感性が単なる客体の、また

は傍観者の形式のもとでだけとらえられていて、

人間的な感性的活動・実践として、主体的にと

らえられていない」（「フォイエルバッハ・テーゼ

一」）と批判されたところのフォイエルバッハ

唯物論との相違点となっているわけである。

第5節　�関係意識の対自然的・対人間
的・対内面的・対超越的な四
重性

さてここで、関係とその意識に関する規定に

ついて、改めて『ドイツ・イデオロギー』から

の引用をしながら確認しておくならば、意識、

観念、幻想の物質的基盤は、それぞれの身体的

個体存在そのものと、それらを連結する音声言

語としての音波（および文字言語としての紙そ

の他の上に描かれた図形）に集約される。

「『精神』は元来物質に憑かれているとい

う呪われたる運命を担っている。現に今、

物質は、運動する空気層として、音という

形をとって、要するに言語の形をとって現

れる。言語は意識とその起源の時を同うす

る。」（『ドイツ・イデオロギー』｛7｝b=［13］～｛7｝

c=［14］。但し、引用に際しては、唯物論研究会

訳を新仮名遣いに改めた。）

ところで、同時にまた、意識、観念、幻想は

他人にとっても私自身にとっても存在するとこ

ろの対他的かつ対自的な実践的・現実的意識で

あり、また、対他的かつ対自然的な関係意識で

ある。

「言語とは他人にとっても私自身にとって

も存在するところの実践的な現実的な意識

であり、また、意識と同じく、他人との交

通の欲望及び必要から発生したものである。

……故に意識は、元来一個の社会的産物で

ある。」（同前）

すなわち、言語は対自的であるが故に対他的

であることを本質とする15）。

さらに、意識、観念、幻想は、自然的な環境

や身体外部の他の個体にたいする対他的かつ対

自然的な知覚や関係意識を含む協働連関からな

る。

「言うまでもなく、意識は最初は、最も手

近な感性的な環境に就ての意識にすぎず、

意識化しつつある個人の外部に横たわる他

人や事物との局限された関連の意識たるに

すぎない。それは同時に自然に就ての意識

である。」（同前）

だがしかし、意識、観念、幻想は、たんに対

他的－対自然的な他者や物質的自然に向かう外

向的な知覚や関係意識だけからなるのであろう
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か。当然ながらそうではなく、それは同時にまた、

他者や自然からの反射＝反省＝反照Reflektion

を受けた対自的、内向的な自己抽象や意味了解

からもなるものであろう。すなわち、対自的

（対内面的）なもの、および、内面に基礎をお

きながらも、あたかもそれを超越したもののよ

うにどこからともなく到来してくる超越的なも

の（観念）―それはむろん対自然的、対人間

的、対内面的な意識、観念、幻想からの自己疎

外、物象化の機制による派生態ともいえるもの

であるが、それらのいずれにも還元できない性

格をもつに至るものでもある―に対する意識、

観念、幻想という側面をももっている。

このような側面への視線は、マルクス、エン

ゲルスには稀薄であったといわざるをえない。

かれらにおいては、基本的には人間存在が自然

との実用的関係、他者とのコミュニケーション

的関係といういわば外向的性質のものに還元さ

れてしまい、内向性としてあらわれる対内面的、

あるいはそこから分化発生してくるものともい

える対超越的な志向といったものが削ぎ落とさ

れたものとなってしまった傾向が強いといわざ

るをえない。このことは、その後のマルクス主

義的人間観の大きな欠陥をもたらしたものとも

いえるのではないだろうか。

意識、観念、幻想は、同時にまた、対自的

（対内面的）なもの、および、内面に基礎をお

きながらも、あたかもそれを超越したもののよ

うにどこからともなく到来してくる超越的なも

のに対する意識、観念、幻想という側面をもも

っている。したがって、意識、観念、幻想は、

対自然的・対人間的・対内面的・対超越的な四

つの構成要素からなるものとしてとらえられな

ければならないと考えられるのである。

このような対自然的・対人間的・対内面的・

対超越的な諸関係の意識のうちから、対自然的

な側面を取り出したものが生産力・生産関係

（交通形態）からなる経済的下部構造（経済領

域、経済審級）という概念ということになるる。

また、それらを物質的基礎としながら、同時に

それらを媒介する意識、観念、幻想の側面を取

り出したものが観念的上部構造（幻想領域、政

治審級・イデオロギー審級）という概念という

ことになるわけである。

第6節　�唯物史観における自己意識と
無意識の問題

ところで、すでに第3節において確認したよ

うに、『ドイツ・イデオロギー』においては、

間主体的・歴史的な協働としての対象的活動、

本源的に協働であるところの社会的な対象的活

動に即して、諸個人は原理的に社会的存在であ

ることが規定されている―合わせて、対内面

的・対超越的な契機を明示化すべき必要性を前

節においてみてきたわけであるが―。また、

この協働は、生産手段や生産様式、観念的上部

構造などが世代から世代へと蓄積され、伝承さ

れてきたものであるという事実に鑑みれば先行

する諸世代との協働でもある。その意味で、身

体的個体存在と社会的諸関係との螺旋循環的な

時間構造が明確に把握されていた。

しかし、このように規定するだけでは、螺旋

循環的な時間構造の物質的な基盤と起動力とな

っている身体的個体存在がどのように意識と言

語によって諸関係を媒介しつつ活動的に維持・

変容させていくのかがいまだ不明確である。そ

こには、身体的個体存在と社会的諸関係の関連

づけの論理が決定的に欠落しているといわざる

をえない。

たとえば、『経済学批判序説』において中期

のマルクスは、次のように述べている。

「人間はもっとも文字通りにゾオン・ポリ
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ティコン（社会的動物）である。たんに社

会的な動物であるだけでなく、ただ社会の

中でだけ個別化されることのできる動物で

ある。」（『経済学批判序説』、全集第13巻、612

頁）

すなわち、人間は社会的動物なので、近代社

会のように個別化されることもただ社会の中で

のみ可能だということであり、あくまでも社会

的関係性が先行するものと考えられている。

また、『経済学・哲学手稿』において初期の

マルクスは次のように有名な文言を述べている。

「死は、特定の個人にたいする類の無情な

勝利として、両者の一体性に矛盾するよう

に見える。だが特定の個人とはただ一定の

類的存在者であるにすぎず、そのようなも

のとして死をまぬかれない。」（『経済学・哲

学手稿』150頁）

ここにみられるのは、社会的関係性としての

類に、特定の個人が死を媒介として還元される

という思想であろう。類と個の矛盾は、マルク

スにおいては「矛盾するように見える」だけの

ものとして片付けられてしまっている。しかし

ながら、この類と個の矛盾的な相互媒介の構造

こそがここで問われるべき当のものなのである。

第7節　�関係意識・自己意識から無意
識への拡張について

このようなマルクスの唯物史観が孕む個の自

己意識をめぐる欠如について、最も鋭く問題を

提起したのは吉本隆明であったように思われる。

「［37頁］<わたし>の脳作用の対象とな

ったわたしの<脳>は現実的な<脳>では

なく思惟された、表象された<脳>にすぎ

ないこと、思惟は完全に自体的（即物的）

な意味では<脳>作用ではなく、それから

独立した心［38頁］的な作用であること、

しかし客観的には物質的な感性的な作用で

あることを、このフォイエルバッハのよう

に明確に断定した見解に、かつて出会った

ことはなかった。」

「［40頁］フォイエルバッハが、人間の現

実的な在り方の条件を、まず<身体>の外

部的感官や内部的な臓器や、その中枢器官

としての脳の環界への働き方にもとめたの

に対して、マルクスは人間の<身体>が環

界としての自然にたいする働きかけかた

（労働）とその相互作用として環界として

の自然が人間にたいして働きかけること、

そのことからうまれる環界としての全自然

の非有機的な<身体化>の作用にもとめた

のは、なぜであろうか？……ヘーゲルやフ

ォイエルバッハにとって、ニュアンスの相

異はあれ、人間の存在の仕方が<類>であ

るとともに<種>であり（そしてこのこと

は確実である）、この両者のあいだに横た

わる矛盾や対立［41頁］やその止揚の仕

方が、とりもなおさず人間の現実的な在り

方の本質をなしているとかんがえられてい

る。しかし、マルクスにとって、人間の存

在の仕方が、<類>であるとともに<種>

であるということが、<事実>として疑い

えないことは、どうでもよいことで、人間

の存在本質が<類的な生活>の仕方にしか

もとめられず、そこに本質をみないかぎり、

人間は動物一般とおなじであり、またその

意味では人間も環界である自然とおなじく

自然の一部にしかすぎないということのほ

うが重要であった。」

「［41頁］ところで、このマルクスの考え
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方が、たとえ真理であったとしても、たと

えば精神的な狂者や疾病者や動物的にしか

生活することを許されない身体的不具者は、

はじめからマルクスのかんがえ方のなかに

登場することができない。むしろ、フォイ

エルバッハのかんがえ方のなかの方が、精

神的狂気を狂気とし、精神的疾病を疾病と

し、身体的欠陥を欠陥とし、個人を個人と

してとらえようとするばあいには登場しや

すいのである。」（吉本隆明『心的現象論』［第

十六回　身体論（Ⅰ）］、『試行』第30号、1970

年、初出。引用頁数は『吉本隆明資料集 56』）

猫々堂、2006年、による。）

すなわち、ヘーゲルやフォイエルバッハにお

いては、<類>と<種>のあいだに横たわる矛

盾が、人間の現実的な在り方の本質をなしてい

るとかんがえられていたのに対して、マルクス

にとっては、人間の存在本質は<類的な生活>

（生活過程の社会的諸関係）の仕方にしかもと

められないということのほうが重要であった。

フォイエルバッハには、<わたし>の脳作用の

対象となったわたしの<脳>は現実的な<脳>

ではなく思惟された、表象された<脳>にすぎ

ないこと、思惟は完全に自体的（即物的）な意

味では<脳>作用ではなく、それから独立した

心的な作用であること、しかし客観的には物質

的な感性的な作用であることが、明確に規定さ

れている。したがって、フォイエルバッハの考

え方のほうが、精神的狂気を狂気とし、精神的

疾病を疾病とし、身体的欠陥を欠陥とし、個人

を個人としてとらえるということがしやすい

―。

このように吉本隆明はマルクスのある種の限

界を看て取った。そこから独自に身体的個体存

在のレベルでの心的現象の考察を課題として設

定していったのであった。

もちろん、マルクス自身もいわばわたしの

<脳 >が<わたし>の脳作用の対象となるとい

った問題をまったく無視していたわけではなか

ったが、主たる関心が<類的な生活>の仕方す

なわち対他的な社会的諸関係のほうに多く傾い

ていたことは否定のしようがないところであろ

う。

以上にみてきたような問題を背景として、吉

本は、身体的個体存在のレベルでの心的現象の

考察を課題として設定したとみることができる。

「心的な領域を、個体が外界と身体という

二つの領域からおしだされた原生的な疎外

の領域とみなす」（吉本隆明［1971年］『心的

現象論序説』Ⅱ－2「心的領域をどう記述する

か」）。

自然と身体の疎外・分裂と同時にそれら双方

から疎外・分裂して生起してくるのが心的現象

または幻想の領域である。しかし、この原生的

疎外そのものは人間に特有のものではなく、生

命体に共通のものである。

「まず、生命体（生物）は、それが高等で

あれ原生的であれ、ただ生命体であるとい

う存在自体によって無機的自然にたいして

ひとつの異和をなしている。この異和を仮

りに原生的疎外と呼んでおけば、生命体は

アメーバから人間にいたるまで、ただ生命

体であるという理由で、原生的疎外の領域

をもっており、したがってこの疎外の打消

しとして存在している。この原生的疎外は

フロイドの概念では生命衝動（雰囲気をも

含めた広義の性衝動）であり、この疎外の

打消しは無機的自然への復帰の衝動、いい

かえれば死の本能であるとかんがえられて

いる。」（吉本隆明『心的現象論序説』Ⅰ－3
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「心的内容主義」）

すなわち、生命的自然としての身体は環界と

のあいだで物質代謝を行い生殖活動を行う。そ

れ自体としては自然の一部にすぎない。しかし

ながら、物質代謝と生殖活動をおこなう機能的

構造が、異和感という心的現象をもってしまっ

たといえるものである。

だが、人間の原生的疎外による心的領域は、

他の高等動物にいたる生命体一般のそれとは異

なる特質をももっている。

「人間の原生的に疎外された心的な領域を、

他の一切の高等動物とへだてている特質は、

心的な領域をもつこと自体ではなく、心的

な領域をもつという心的な領域をもってい

る（精神を精神する）点にもとめられる。」
（吉本隆明『心的現象論序説』Ⅰ－4「<エス>

はなぜ人間的構造となるか」）

つまり、心的な領域をもつという心的な領域

をもっている（精神を精神する）点、言い換え

ると、自己意識をもっている点が、人間の特性

だということである。

とはいえ、マルクス自身も、個の自己意識の

問題をまったく無視していたわけではなかった

ことが、近年の文献学的な諸研究によって明ら

かにされてきている。

「［171頁］『ドイツ・イデオロギー』の意

識論の特徴は、意識をこのような『相関関

係』のなかでとらえているところにある。

すなわち、意識とは、他のものについての

意識であるだけでなく、他のものにたいす

る自己の『相関関係』を意識することでも

ある。そして、そのことは、意識が自己に

ついての意識、すなわち自己意識をもつこ

とを意味しよう。」（岩佐茂［1992年］）

「［109頁］なるほど、意識は、その当初

においては、『もっとも身近な感性的環境

についてのたんなる意識であり、自己を意

識しつつある個人の外部にある他の人々や

事物との、狭い連関の意識である』（……）。

けれども、いかに偏狭なものであるとして

も、その連関そのものが意識される点に人

間的意識の固有性がある、といいうる。し

かも、その連関が、『関係態（Verhältnis）』

として『私にとって（für mich）』（……）

より他にない。その限り、対自然関係も対

人間関係も『私』との関係において把握さ

れうるのであり、『私』と媒介された関係

態に他ならない。それ故、マルクスは、対

自然ならびに対人間との連関における二重

の自己関係態の知として自己意識をつかん

でいる、といいうるであろう。」（木村博

［1992年］）

また、宮田和保［2003年］は、『経済学・哲

学手稿』から自己意識とはなんであるのか、と

いうことに関して次のような論理を剔出してい

る。

「［45頁］人間は生活活動に『無媒介に融

けあっている』『動物』とは異なり、『自己

の生活活動を自己から区別』しつつ、『自

己の生活活動そのもの』を『意識や意欲』

の『対象』にする、ということである。だ

からまた人間は、『衝動の対象』として

『彼らの外部に、彼らから独立している諸

対象』に無媒介に関係行為するのではなく

……、自己自身の生命活動を意識・意欲の

対象とする『対自的な存在者』であり、ま

た『対自的な存在者』において活動主体と
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その生活活動およびそのエレメントである

『諸対象』を実践的・理論的に自己の対象

とする。それゆえ、一定の条件下ではこの

関係行為のあり方を自覚的に変更すること

も可能である。これが、『動物や植物』と

は異なる人間に固有な『活動的な自然存

在』としての『自己自身にたいしてあると

ころの存在』（または『類的存在』）の真意

である。」（宮田［2003年］）

宮田［2003年］は、さらに如上の箇所に続

けて、『資本論』の価値形態論における註記、

「人間ペーターは、彼と等しいものとしての人

間パウロとの連関を通してはじめて人間として

の自分自身に連関する。だが、それとともに、

ペーターにとってパウロの全体が、そのパウロ

的肉体のままで、人間という種族の現象形態と

して通用する」（K. I., S. 67）という叙述から、

自己意識はどのように発生するのか、について

の解明の手がかりを読み取っている。

「［50頁］すなわち、『鏡』に自分自身を

『映してみる』ことによって自分の姿を知

るように、『鏡』としての『他の人間』か

ら現実の自分を反省し、『自分自身に関連

する』ことにより、自分自身の存在を意識

するのだ、という。他者を媒介とした自己

内反省がそれである。／さらに、この自己

内反省のための『鏡』としての『他の人

間』が自己に内化すること―これは同時

に自己が他人になることでもある―によ

って、『自己の二重化』が確定する。」

そして、自己内反省のための鏡の役割を果た

す他者が自己のうちに内化することを通して、

最終的に、「観念的な自己」と「現実的な自己」

との「自己の二重化」が確立する。これが「観

念的な自己分裂」16）である、とする（55頁）。

このように、少なからぬ論者が明らかにして

きたように、対自然関係も対人間関係も「私」

との自己関係において把握されうるということ

をマルクスが考えていたということまでは、

『経済学・哲学手稿』、『ドイツ・イデオロギー』、

『資本論』の叙述から読み取ることができるの

である17）。

しかし、そこから先にさらに踏み込んで、身

体的個体存在と社会的諸関係の媒介関係の解明

という問題意識、あるいは具体的な論理展開そ

のものは、これ以上マルクスの文言のうちに求

めることはやはりできないといわざるをえない

ように思われる。それ以上の展開は、依然とし

て唯物史観の最大の弱点をなすものとして、補

完作業が要請されるものと考えざるをえないで

あろう。

しかしながら重要なことは、吉本は、たんに

マルクス自身には皆無でないまでも稀薄だった

自己意識、心的な領域をもつという心的な領域

への関心の拡張ということにとどまらず、さら

にそれに付け加えて、原生的疎外という概念を

創作することにより、「上層では<意識>その

ものを意味するが、下層では情動やまつわりつ

く心的雰囲気をもふくんでいる」（吉本隆明『心

的現象論序説』Ⅰ－1「<心的現象は自体として扱い

うるか」）ものとしているということにある。

すなわち、吉本は、心的現象を究極的には

「精神を精神する」、いうなれば超越論的主観性

の独我論的なコギト、自己、実存へと収斂して

いかざるを得ない透明な意識、知性の側面を含

むものとしつつも、それだけに限定することな

く、生理的、性的な身体性や無意識に根ざした

より広いものとして包括的に考察するという問

題設定を提起したことにこそ、その重要性は存

しているのである。
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第8節　�結びにかえて：� �
唯物史観の幻想論的再構成に
向けて

自己関係的な人間の身体的個体存在がもつ意

識、観念、幻想のうち最も原初的なものは、生

理的に血縁的な親密関係を媒介する関係意識で

ある。それは生理的な次元に直接基盤をもつ人

間関係を媒介する意識であるという意味で、そ

れ自体で対他的・対自然的な契機からなるもの

としてある。ここでかりにこのような関係意識

のことを「対幻想」と呼んでおくことにすると、

意識、観念、幻想は、本源的に対幻想というあ

り方において、身体的個体存在を物質的基盤と

しながら、対他的であるが故に対自的でもある

言語による媒介作用によって、原初的に対自然

的・対人間的・対内面的・対超越的な諸関係を

形成するものとしてあることになる。

なお、ここで「幻想」という表現を用いるの

は、人間の認知構造においてはすべて試行錯誤

をつうじて補整されていくことでしか、「物自

体」的な現実界に対応しえないということを含

意せんとするためである。

もっとも、吉本自身においては、身体的個体

存在とその心的現象が社会的諸関係の意識とど

のように相互媒介の構造にあるのかということ

を分析的に開示しようという問題意識はほとん

ど存在していなかったように見受けられる。

とはいえ、その問題の解明のためには、まず

もって吉本自身によって定礎された原生的疎外、

無意識といった概念系列に関連づけられる対幻

想から発生論的にとらえる必要があるのである。

すなわち、対自然的・対人間的・対内面的・

対超越的な関係構造からなる対幻想は、世代か

ら世代へと蓄積され伝承されてきたという意味

で、先行する諸世代との協働でもある身体的個

体存在と社会的諸関係との螺旋循環的な時間構

造としてある。そのような螺旋循環的な時間構

造としてある間主体的・歴史的な協働としての

対象的活動、本源的に協働であるところの社会

的な対象的活動に即して、身体的個体存在と社

会的諸関係の螺旋循環的な時間構造の関連づけ

の論理がはじめて解明されることとなるであろ

う。

すなわち、論理的に考えられた歴史的な発展

の始源としての社会的諸関係は、個人やその身

体性に行き着くのではない。それは、対幻想に

行き着くのである。対幻想においては、身体性

は物質的基盤をなしているが、それぞれの身体

性は原初的には<個人>という観念、幻想をま

とって対幻想に参加しているわけではない。そ

うではなく、端的に、一対の男女として、親

子・兄弟・姉妹として対幻想の部分をなしてい

る。これが社会的諸関係の始源のあり方なので

ある。

このような始源における一対一の関係を基礎

とする対幻想から三人以上の集団を媒介する観

念としての共同幻想が分離するかたちで、より

広範囲の社会的諸関係というものが形成されて

きたと考えられる。このように、対幻想を始源

とする社会的諸関係の歴史的発展が共同幻想を

生み出し、さらには双方を往き来する身体的個

体存在から自己幻想を生み出したというように、

論理的には考えるほかない。

つまり、身体的個体存在の心的現象は個体の

自己幻想としてではなく自己幻想は共同幻想と

ともに対幻想から分化発生したという発想が出

発点に据えられなければならない。その上で、

そのような分化発生は、原基的な対幻想におい

てすでに統一態としてある対自然的・対他的・

対内面的・対超越的な関係意識の変容によるも

のとしてとらえ返されるべきであろう。

第6節までの本稿における準備作業を踏まえ

ることによって、次の階梯においては、共同体、
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国家が作り出されるよりも以前の対幻想だけを

構成要素とするような社会構成から、共同体、

国家、市場交換、等々を構成要素とするに至っ

た社会構成へと展開される唯物史観的な発展段

階論を、幻想論的に再構成していくことが課題

となるであろう。

〈註〉

1）今日改めて振り返ってみても、廣松渉による
唯物史観の要約・定式化はその表現力も含めて
群を抜いて秀逸なものであったといえるが、関
係主義的な読解へと引きつけるあまり、人間と
自然との相互分裂的な相互作用の側面がすり抜
けられる結果となってしまった。
2）これは、『資本論』第一部第二版後書に引用さ
れたカウフマンによる書評の表現であるが、マ
ルクス自身が肯定的に紹介しているものである。
3）ただし、保城広至［2015年］自体の立場は、
「［32頁］ちなみにマルクス主義と歴史学に関
する問題は非常に幅広く、また奥深いものであ
り、本書で扱える範囲を超えている」と註記し
ており、かならずしも安直なマルクス批判に与
しているわけではない。
4） またエンゲルスは、晩年に『フォイエルバッ
ハ論』［1888年］ （松村一人訳、岩波文庫、1960
年、72頁）、その他において、唯物史観、階級
闘争史観の先駆者としてギゾー、ティエリ、ミ
ニェ、ティエールらの名を挙げている。かれら
は、18世紀スコットランド啓蒙におけるファ
ーガソン［1767年］『市民社会史論』を19世紀
フランスにおいて継承したものとして位置づけ
られるが、とりわけギゾー ［1828年］『ヨーロ
ッパ文明史』がその代表的な著作である。
5）『経済学批判序言』においてマルクスは、『ド
イツ・イデオロギー』でモーゼス・ヘスやエン
ゲルスと共同作業をする以前に、すでに史的唯
物論の公式を独自に完成させていたと述懐して
いる。そのようなマルクスの主観内部の意識の
当否は当然ながら判断しがたい領域の問題とい
わざるをえないであろう。このマルクス自身の
「証言」に対する「不信」から、廣松によるエ
ンゲルス主導説は展開されている。

6）ソ連型のディアマート（弁証法唯物論）にお
ける「弁証法」はおまじないであり、「唯物論」
は人間性否定の機械的唯物論であり、「史的唯
物論」は一面的な歴史の図式化であり、ヘーゲ
ル、フォイエルバッハ、マルクス、エンゲルス
の思考と同じ語彙体系を用いながら、まったく
転倒した似て非なるものとなっていることは
1960年代以降、ソ連・東欧圏も含む様々な立
場の研究者によってすでに解明され尽くしたと
いえよう。

7）この点について、詳しくは望月清司［1973年］
『マルクス歴史理論の研究』岩波書店、550-557
頁、参照。

8）このような読解も今日では、細谷昂［1978年］、
岩佐茂・小林一穂・渡辺憲正編著［1992年］
所収の諸論文をはじめとして珍しいものではな
くなっている。一例を挙げると下記のような例
がある。「［180頁］方法論的には、『全歴史の
真のかまど』として、国家の『土台』をかたち
づくりながら国家によって『総括』されていた
市民社会が、近代に入り、市民社会として国家
から自立することによって、市民社会が国家の
『土台』であり、『全歴史の真のかまど』である
ことが明確になったといえよう。その意味では、
『全歴史の真のかまど』としての市民社会の概
念も、ブルジョア社会から抽象されたものであ
る。」（岩佐茂［1992年］） ところで、廣松渉に
は、歴史貫通的な物象化と特殊近代的な物象化
の区別が稀薄であったが、そのことは、廣松が
市民社会と国家の分離の表象から下部構造（物
質的生活過程、交通形態、協働聯関、生産関
係）と上部構造との範疇的な分化が生じ、それ
を遡行的に過去にあてはめたものであるという
論理構造に無頓着だったことと相即している。
このことは、本稿冒頭に紹介した引用部分で、
「マルクス・エンゲルスは、社会現象の物象化
が顕著になってきた歴史的局面、この与件を社
会学の開祖たちと共有する」と述べている近代
社会史への認識にも対応しているといえよう。
廣松のいう社会的諸関係の物象化―関係が実
体的なモノにみえる―は歴史貫通的なもので
あるが、近代資本主義社会における物象化―
たんなるモノが商品・貨幣、資本において物神
化する―は特殊近代的なものであり、国家＝
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上部構造からは独立した経済法則を自立化させ
るものである。
9）マルクス自身、『経済学批判序説』において、
その作業をやりかけながら中途で投げ出してし
まった形跡がある。この点については、新田
［2015年］201-202頁を参照のこと。
10） 1920-50年代にみられた「弁証法的唯物論と
史的唯物論」派と「唯物史観主義」・「主体性唯
物論」派の対立構図は、1950-60年代における
初期マルクスの文献学的研究をつうじて、「弁
証法的唯物論と史的唯物論」なるものがマルク
ス、エンゲルスとはまったく異質なものである
ことが明確化するに及んで変容を余儀なくされ
たものと思われる。その時期は、「弁証法的唯
物論と史的唯物論」派が急速に後退しつつ、依
然として『ドイツ・イデオロギー』を分水嶺と
して初期マルクスと後期マルクスはまったく異
なるとする見解を固持せんとしたアルチュセー
ル、廣松渉らと、初期マルクスから後期マルク
スへの基本的な一貫性を文献学的に確認してい
く流れとが分岐していったといえる。なお、ア
ルチュセールは「弁証法的唯物論と史的唯物
論」から動態論を削ぎ落とし静態論的な構造主
義の側面を強調し、廣松は「主体性唯物論」を
否定しつつも「唯物史観主義」に近い立場をと
っていた。他方、初期マルクスから後期マルク
スへの基本的な一貫性を文献学的に確認してい
く流れの中でも、「唯物史観主義」・「主体性唯
物論」派に肯定的な流れと、レーニンの「物質
の先行性」命題に固執することで「主体性唯物
論」ならざる「実践的唯物論」の立場をあえて
主張する論者もあった。しかし、1970年代末
以降になると、マルクスの思想・理論形成史の
研究者の間に限定すれば、「弁証法的唯物論と
史的唯物論」派の影響力はほぼ消滅し、唯物史
観の核心として螺旋循環的な時間構造と対自然
的・対他的協働聯関を読み取る見解は共有のも
のとなっていったように見受けられる。そうし
た中で、「弁証法的唯物論と史的唯物論」派、
アルチュセール、廣松が共通して欠落させてい
た自己関係的な自己意識の問題も、それまでの
主体性論のようにたんに実存主義等との対比に
よって改釈的に自己展開するのではなく、『経
済学・哲学手稿』、『ドイツ・イデオロギー』、

『資本論』などのマルクスの叙述そのものの中
に客観的に読み取ることが可能なことが明らか
とされていったといえよう。こうして、1990
年代以降になると、唯物史観の原像読解は立場
の違いを超えてかなりの部分が共有されるに至
っている。

11）このように『ドイツ・イデオロギー』におい
ては、生存維持の三つの前提となる生産として、
第一に物質的な生活の生産、第二に新しい欲求
の生産、第三に種、生命の生産（再生産）があ
げられている。ところが、晩年のエンゲルスは
『家族、私有財産、国家の起源』の初版序文
（1884年）において、『ドイツ・イデオロギー』
における三つの生産のうち、第二の新しい欲求
の生産を省略している。さらに、スターリンは
『弁証法的唯物論と史的唯物論』（1938年）に
おいて、エンゲルスの規定からさらに人間自身
の種の再生産を排除して物財の生産に限定した。
その結果、20世紀中葉において世界的に流布
された「史的唯物論の公式」とは、このように
『ドイツ・イデオロギー』における三つの生産
規定はおろか、『家族、私有財産、国家の起源』
における二つの生産規定からも後退して、物財
の生産規定だけに切り詰められたものであり、
文字通り人間不在の機械的唯物論を歴史に外的
に適用したものへと変貌を遂げたのであった。

12）ここでは認識論が問題となっているのではな
い。この点、宮田［2003年］［2003年］序論
19-37頁も参照。

13）このような『ドイツ・イデオロギー』の読解
の仕方は、1980年代以降は立場の違いを超え
て共有されたものとなっている。しかしながら、
廣松渉［1971年］がいちはやく提示した要約
のインパクトは今もって色褪せてはいないと思
われる。以下にあえて長文引用する次第である。
「［419頁］『生産』とは、第一に―『フォイ
エルバッハに関するテーゼ』で措定されている
意味での―本質的な『対象的活動』である。
生産的労働は実践的な投企であり、対象変容的
=自己変様的な一種の創造的活動である。……
［420頁］人間はこの被投的投企としての生産
という対象的活動を通じて、自然の歴史化、
『歴史化された自然』の "創造 "を重ねるという
仕方で現存する。／『生産』は、第二に、本源
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的に『協働』である。……この協働は、しかも
同時代人の協働というだけでなく―それの存
在条件とモメントをなす生産手段や生産様式が
世代から世代へと蓄積され、伝承されてきたも
のであるという事実に鑑みれば―先行する諸
世代との協働でもある。／生産は、このように、
間主体的・歴史的な協働としての対象的活動で
あり、この対象的活動そのものを通じて、人間
は自然を歴史化しつつ自らをも変様的に生産・
再生産していく。生産とは、こうして単にパン
を得るための手段といった次元のものではなく、
人間存在の在り方……として、現在を将来へと
媒介する人間存在の世界との関わり、この存在
論的な関わり方の根底的な構造そのものを表現
するものである。」（廣松［1971年］）なお、廣
松は初期マルクスの自己疎外論を華々しく批判
したことが人々に強く印象づけられているが、
その実、他方で、「疎外、物化の主体たる人間
は、その類的本質に即すれば間主体的協働の一
総体であるともいえる」（同前、403頁。傍点
は引用者）というように、『経哲手稿』におい
てすでにその後の哲学的了解が、少なくとも即
自的には獲得されていたということを認めてい
たこことは、往々にして看過されている。
14）新田［2006年］では、このような螺旋循環
的な時間構造を「フロー・ストック・スパイラ
ル」ととらえ返す観点から分析を行っている。
15）なお、この引用文から吉本隆明は、よく知ら
れているように、いち早く『言語にとって美と
は何か』［1965年］の冒頭部分において、言語
本質としての自己表出の概念を導出した。
　　「［22頁］……外化された現実的な意識とし
ての<言語>は、自己にとって人間的に対象に
なり、だからこそ現実的人間との関係の意識、
いわば対他的意識の外化である。」
　　「［25頁］……労働の発達が言語の発生をう
ながしたことと、うながされて言語を人間が自
発的に発することとのあいだには、比喩的にい
えば千里の径庭がある。……この人間が何ごと
かをいわねばならないまでにいたった現実的な
与件と、その与件にうながされて自発的に言語
を表出することのあいだに存在する千里の径庭
を言語の自己表出［26頁］として想定するこ
とができる。自己表出は現実的な与件にうなが

された現実的な意識の体験が累積して、もはや
意識の内部に幻想の可能性として想定できるに
いたったもので、これが人間の言語の現実離脱
の水準をきめるとともに、ある時代の言語の水
準の上昇度をしめす尺度となることができる。
言語はこのように対象にたいする指示と対象に
たいする意識の自動的水準の表出という二重性
として言語本質をなしている。」

　　「［27頁］人間の意識の自己表出は、そのま
ま自己意識への反作用であり、それはまた他の
人間との人間的意識の関係づけである。」（吉本
隆明［1965年］『言語にとって美とはなにか』
角川文庫版、第Ⅰ分冊）

　　このような読解の正しさは、その後の文献学
的研究においても確認されている。岩佐茂
［1992年］170頁、より詳しくは稲生勝［1992
年］225-230頁、等参照。

16）宮田和保［2003年］において中心的な概念
となっている「観念的な自己分裂」は、時枝誠
記、三浦つとむから導き出されたものとされて
いる。同書、46-47頁。

17）このような認識は、宮田［2003年］50頁に
よると、すでにヘーゲルにみられる。そこでは、
「自我とは、他者にたいする自分の関係から自
己内に反省することによって、自己意識にな
る」（ヘーゲル『精神哲学（上）』岩波書店、63
頁）、「私とは単純な自己関係であると同時に端
的に他者関係である」（ヘーゲル『小論理学
（下）』岩波書店、87頁）という箇所が引用紹
介されている。

【参考文献】
稲生勝［1992年］「意識と意識の転倒としてのイ
デオロギー」、岩佐茂・小林一穂・渡辺憲正編
著［1992年］『ドイツ・イデオロギーの射程』
創風社、所収

岩佐茂［1992年］「人間の社会とその歴史の唯物
論的な基礎づけ」、岩佐茂・小林一穂・渡辺憲
正編著［1992年］『ドイツ・イデオロギーの射
程』創風社、所収

宇野弘蔵［1962年］『経済学方法論』東京大学出
版会。引用頁数は『宇野弘蔵著作集』第九巻、
岩波書店、1974年、による。

木村博［1992年］「宗教批判と自己意識―ブル
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ーノ・バウアー、フォイエルバッハとマルク
ス」、岩佐茂・小林一穂・渡辺憲正編著［1992
年］『ドイツ・イデオロギーの射程』創風社、
所収
小林一穂［1978年］「『ドイツ・イデオロギー』
における生活過程概念について」、『社会科学の
方法』第109号、御茶の水書房。引用頁数は、
小林一穂［2003年］『イデオロギー論の基礎』
創風社、所収、による。
新田滋［2006年］「市場経済を読み解く方法とし
てのフロー・ストック・スパイラル―市場・
制度の発生・進化モデルの要約表現―」、
SGCIME編『現代マルクス経済学のフロンティ
ア』［マルクス経済学の現代的課題・第Ⅱ集　
現代資本主義の変容と資本主義　第3巻］御茶
の水書房
新田滋［2015年］「唯物史観と範疇模写説―ヘー
ゲル・マルクスと宇野弘蔵の方法論を繋ぐミッ
シング・リンク―」、専修大学社会科学研究所
『社会科学年報』第49号
廣松渉［1971 年］『唯物史観の原像』。引用頁数
は『廣松渉著作集』第九巻、岩波書店、1997年、
による。
細谷昂［1979年］『マルクス社会理論の研究』東
京大学出版会
保城広至［2015年］『歴史から理論を創造する方
法　社会科学と歴史学を統合する』勁草書房
宮田和保［2003年］『意識と言語』桜井書店
望月清司［1973年］『マルクス歴史理論の研究』
岩波書店
吉本隆明［1971年］『心的現象論序説』角川書店
吉本隆明『心的現象論』［第十六回　身体論（Ⅰ）］、
『試行』第30号、1970年、初出。引用頁数は
『吉本隆明資料集 56』）猫々堂、2006年、によ
る。

Balibar, ［1965］, Sur les concepts fondamentaux du 
materialisme historique, Althusser, Balibar ［1965］, 
Lire le Capital, tome II , Francois Maspero.  バリバ
ール「史的唯物論の根本概念について」、アル
チュセール／ランシエール／マシュレー／バリ
バール／エスタブレ［1997年］『資本論を読む』
今村仁司訳、ちくま学芸文庫、下巻。引用頁数

は今村訳による。
Engels, F. ［1884］ Der Ursprung der Familie, des 

Privateigenthums und des Staats. エンゲルス『家
族、私有財産、国家の起源』戸原四郎訳、岩波
文庫、1979年

Marx, Karl, ［1844］ Ökonomisch-philosophische 
Manuskripte. 『経済学・哲学手稿』藤野渉訳、
国民文庫、1963年

Marx, Karl ／ Engels, Friedrich ［1845-46］, Die 
Deutche Ideologie. 花崎皋平訳『新版 ドイツ・
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一部の「過激」な性教育ではなく主流言説を
ターゲットとした2000年代性教育批判の構図 

― 『現代性教育研究』による性教育主流言説の形成を手掛かりとして ―

広瀬　裕子

1　はじめに

本稿は、1972年から1983年にかけて日本性

教育協会（Japanese Association for Sex Education, 

JASE）が刊行した『現代性教育研究』（小学館）

を題材にして、1970年代以後の日本の性教育

の主流言説の形成と特徴を明らかにするととも

に、2000年代に展開した「性教育バッシング」

と呼ばれる大掛かりな性教育批判が、一部の

「過激」な性教育をターゲットとしたものでは

なく日本の性教育の主流言説をターゲットとし

たことを明らかにする。

1972年に設立された日本性教育協会（JASE）

は、設立を機に機関誌である『現代性教育研

究』を刊行する。JASE設立は、日本の性教育

の主流言説が、戦後直後に文部省が主導した

「純潔教育」から JASEが主導した性科学（セ

クソロジー）に足場を置く性教育へと転換して

いく礎となる。性科学に依拠する開放的な性教

育を発信した性教育協会とその機関誌である

『現代性教育研究』は、性教育のカリキュラム

構築をも含めて、1970年代以降の性教育の主

流言説の形成に多大な役割を果たすのである。

近年2000年代に展開した大掛かりな性教育

批判のキャンペーンは、日本の性教育の性格を

理解する上で無視することのできないできごと

である。本稿は、この性教育批判キャンペーン

を一部の「過激な」性教育をターゲットとした

ものではなく、『現代性教育研究』によって培

われた性教育の主流言説に向けられたものであ

ると主張しようとしている。その構図を把握す

るために、JASEに加えて同じく日本の性教育

を主導してきた代表的組織の一つである‘人間

と性’教育研究協議会（性教協）にも目を向け

る。JASEと性教協が日本の性教育実践を牽引

する双璧的組織でありつつ、しかし対立する関

係にあったこと、そしてその対立関係がそれぞ

れの組織を主導する人物、すなわち田能村祐麒

（1923-2009）と山本直英（1932-2000）の対立

として現象していたことは知られている（西垣

戸 1993）。1980年代以降実質的に JASEをリー

ドした田能村は、教員として、また地方教育行

政の担当者として性教育の普及に努め、中央地

方政府の性教育政策にアドバイザーとして深く

関与してきた人物である。一方、山本は、教員

として性教育を推進し、1982年以降は自らが

設立した性教協に主たる活動の場を移した。田

能村、山本ともに JASEに初期から関わり、『現

代性教育研究』に論稿を定常的に執筆し、実践

領域に影響力を持った。

2000年代に展開した大掛かりな性教育批判

が、山本が生前代表を務めていた性教協に向け

られていたことは知られている。性教協は

1982年に山本らによって設立された民間組織

で、性教育実践者を主な会員として科学・人

権・自立・共生を「キーワード」に掲げて性教
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育の推進活動を精力的に行ってきた。性教協を

もっぱらの対象として展開した2000年代の批

判キャンペーンは、しかし、1990年代にすで

に前哨戦を経験している。教育学者である高橋

史朗らが、性教協のメンバーの実践をターゲト

として、彼らが行う性教育を、避妊や性交を肯

定的に扱うなどしているとして「過激」だと批

判していた（高橋 1993a）。この時期の高橋ら

による性教育批判は、学習指導要領の1989年

改訂を受けて性教育にスポットライトが当たっ

た流れを受けている。学習指導要領の改訂内容

自体は大きなものではなかったが、初めて保健

の教科書が作られるなどしたこともあり、マス

コミはこの改訂を「性教育元年」とセンセーシ

ョナルに報道した。性教育関係者は活気づき、

性教協のメンバーもメディアに頻繁に登場した。

「生命の神秘性・尊厳性」を重視し、性教育の

「性急」な展開はすべきでない（高橋 1993a：

88）と考える高橋らは、こうした動きを快く思

わずに、性教協をターゲットとしてその実践を

批判したのであった。性教協の代表であった山

本は、性教育を激しく批判する高橋らを「純潔

教育」推進者とカテゴライズして、彼らの批

判を「ドグマとイデオロギーの先行した誹謗キャ

ンペーン」であると反論した（山本 1994：10）。

性教育批判を率いた高橋の登場は性教育言説

の構造を見る上で無視できないのだが、それは、

高橋らの批判がそれまでにない直裁なものであ

ったからというよりは、もちろんその批判内容

も一考しなければならないのだが、それよりも

田能村と山本の対立を際立たせたからである。

高橋は山本を批判する一方で、田能村と共同し

て出版事業を行うなどしている（田能村、高橋 

1993）。高橋のこのような形での「参戦」は、

「山本」対「田能村」という図式を「山本」対

「田能村・高橋」という図式に組み替えて、田

能村と山本の対立を増幅したのである。山本は

高橋と同様に田能村をも「純潔教育」推進者に

含めた（山本 1994：21）。

2002年から始まった性教育バッシングとい

われる全国規模に及んだ性教育批判の対抗の構

図は、1990年代に見られた批判の構図と類似

している。しかし、2000年代の批判キャンペ

ーンのターゲットは、性教協関係者以外の性教

育にも及んだ。全国性教育研究団体連絡協議会

（全性連）理事長であった田能村は、このター

ゲットの拡大を、批判されるはずのない性教育

実践までもが攻撃の対象にされた理不尽な性教

育批判のカオス化現象であると理解している。

そして「一部の行き過ぎた性教育」にとどまら

ずに学校教育の性教育全体が「批判の影響を受

け」て停滞したことに不満を述べるのだった

（田能村 2004、2006）。こうした不満の表明は、

とりもなおさず、「一部の行き過ぎた性教育」

として想定されている性教協の性教育実践と自

身が関わる性教育実践を差異化して認識してい

ることの表明でもある。

しかし、注意しなければならないのは、田能

村と高橋を山本に対置させるこうした括り方は、

日本の性教育の言説構造を理解する上ではミス

リーディングだということだ。性教協を軸にし

た場合には、性教協の批判者として高橋の側に

田能村を位置づけることができるとしても、日

本の性教育言説を俯瞰した場合には、田能村は

高橋よりも山本に格段に近いはずだからである。

田能村も山本も、それぞれ、科学的で開放的な

性教育を推進しようとしていた創成期の JASE

の熱気を受け継ぐ、いわば日本における性教育

のメインストリームを継承する場所にいること

は間違いないからだ。

確かに、田能村と山本には相容れないところ

は観察される。性教育における性交指導を不可

欠なものとして重視していた山本と、とりわけ

小学生に対する性交指導は慎重であるべきだと
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するようになっていた田能村は、性教育実践の

理解に違いを示す。しかし、セクソロジー的知

見を性教育理解のコアに持つ両者の間の距離は、

例えば、英国のヴァレリー・リッチーズ（Valerie 

Riches）に親近感を持ちながら（高橋 1993b）

性教育批判をする高橋との距離より格段に小さ

いといわなければならない。いうまでもなく

リッチーズは、イギリスの道義心協会（The 

Responsible Society＝Family and Youth Concern）

を率いて、1980年代以降、家族計画協会が主

導していた性教育をキリスト教的価値観に依拠

して批判していた人物であり、セクソロジーに

は批判的である（広瀬 2009：226-229）。

田能村と山本の間に見られる差異を主流的言

説内部のバリエーションであり、両者ともに日

本の性教育言説のメインストリームを牽引する

場所にいたと理解することによってこそ、状況

を整合的に説明できる。2002年からの性教育

批判が JASEをも巻き込んだのは、「バッシン

グ」の担い手がターゲトを見誤ったからという

よりは、構図としては、批判者たちが日本の性

教育言説のメインストリームをターゲットとし

ていた形になっていると言うべきなのである。

このような理解に立ち、本稿では、日本性教

育協会（JASE）が1972年から1983年まで刊行

した『現代性教育研究』に焦点を当てて、1970

年代以後の日本の性教育言説のメインストリー

ムの整備形成とその特徴を把握し、2000年代

の性教育批判が一部の「過激」な性教育ではな

く JASEに始まる性教育の流れ、すなわち性教

育の主流言説に対するものであったことを確認

する。

　

２．日本性教育協会の設立と『現代性
　　教育研究』の発行

戦後日本の性教育の出発点は、第2次大戦直

後の1946年11月14日に次官会議で決定された

「私娼の取締並びに発生の防止および保護対策」

にあるとされる。「公娼廃止の趣旨を徹底して

接客婦の自由を拘束する諸制限を撤廃すると共

に所謂『闇の女』の発生を防止する」ことを目

的としたものだ。この通達を受けて翌年1947

年1月に文部省社会教育局長は「純潔教育の実

施について」を通達し、また、純潔教育委員会

および純潔教育懇談会が設置されて純潔教育の

普及活動が図られた。文部省の社会教育局が主

導したこの政策は、街娼問題から不良青少年問

題へ、さらには一般青少年男女への教育的介入

へと、次第に教育領域を対象とするように変わ

っていった（斎藤 2012）。一方、学校教育にお

いては、保健領域の授業として戦後直後から性

教育が進められていたが、性教育は純潔教育の

陰に隠れて「細々ながら」（田能村、高橋

1993:14）行われている状態であったという。

純潔教育懇談会が廃止された1960年代には「純

潔教育」推進策も下火になり、以後しばらくは、

性教育に関する出版や新しい活動などが個別に

登場する状況であった。

1972年に設立された財団法人日本性教育協

会（JASE）は、そうした性教育に関する言説

状況を一変させることになる。JASEは、文部

大臣から設立認可を受けて設立された性教育に

関する「わが国では最初であり唯一の法人」

（間宮1981）であり、大手出版社の一つである

小学館が財政的な支援を行った。JASE設立に

あたった主要メンバーは、性科学者朝山新一、

医事評論家村松博雄らである。また、純潔教育

政策の過程で設置された純潔教育懇談会のメン

バーであった心理学者間宮武も参加している。

理事長には前厚生大臣内田常雄、監事の一人と

して前文部大臣劔木亨弘が就いた。常務理事

には、先の朝山、村松に加えて、小学館から

林四郎が入っている。
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JASEは、設立の背景と目的を次のように言

っている（日本性教育協会1972）。

　性に関する価値観と風俗は急速に多様化

し、変貌しつつある現代 ― この風潮の中

でわが国のみならず、世界各国とも若者と

成人の間には性意識、性行動に大きな断絶

があります。これに対して、共通理解の尺

度と対話の広場がないのが実情です。この

ような状況の中で、家庭・学校・社会のそ

れぞれの場において、性に関する望ましい

認識が育てられ、適切な教育について研究

が行われることが待たれておりましたが、

このたび文部大臣の認可を得て「財団法人

日本性教育協会」が発足いたしました。

　私どもは、1.教育に関する基礎的な調

査・研究を行ない、内外の資料を収集・分

析するデータバンクの開設、2.性教育に関

する研究会、講演会、講習会等の開催、

3.性教育に関する雑誌、図書、資料の出

版 ― を通じて望ましい性教育についての

研究を進め、社会の向上に貢献することを

めざしております。

　すでに欧米をはじめ世界各国の諸団体、

学界との連携も決定し、情報・資料・研究

の各分野でわが国を代表する国際的機関と

してお役に立ちたいと願っています。略

目的の一つである出版活動の主軸として取り

組まれたのが、『現代性教育研究』の刊行であ

る。『現代性教育研究』は、小学館から出版さ

れる一般向け商業的雑誌として形を整え、1972

年から1983年まで計58号が発行された（第1

号から16号までは季刊、第17号から58号まで

は隔月刊）。主な読者は教員、学校、教員委員

会、医療関係者などで、毎号約2000部が印刷

された（JASE事務局調べ）。同誌は、性教育に

関する基本的な理解、海外の性教育についての

情報、学校の性教育カリキュラム、性教育に関

する教育行政の情報、性教育が直面する諸問題、

性教育関連の調査データ、性に関する歴史、性

に関する一般的な社会動向や世論などを内容と

し、創成期10年の JASEの活動をほぼリアルタ

イムに発信するとともに、性教育に関する情報

発信を精力的に行った（各巻概要については文

末資料参照）。性教育をどのように捉えるべき

かという基本軸、および性教育がどのような領

域をトピックとして扱うのかという指針、いわ

ば性教育に関する基本言説が、『現代性教育研

究』の発行によって形成されたといってよい。

３．性教育の基本的立場をセクソロジ
　　ーに設定

『現代性教育研究』が設定する性教育の基本

的枠組みは、出発点においてセクソロジーに焦

点づけられた。キーノートとなったのは、第1

号と2号に連続して掲載されたシンポジウム

「性教育とは何か ?」と、L. A. カーケンダール

による2本の特別寄稿「現代社会における性の

役割」および「現代社会における性教育の役

割」である。

シンポジウム「性教育とは何か?」は、JASE

創設期の主要メンバーである朝山新一、黒川

義和、間宮武、村松博雄の4人に加えて、フ

ランス文学者で文化論に通じた多田道太郎を

加えた5名で行われている。多田道太郎は、そ

の前年に性教育に批判的に言及した『性』（松

田1971）の執筆に関わった関係でこのシンポ

ジウムに参加しており、このシンポジウムでは

性教育に批判的な立場からの発言となってい

る。

このシンポジウムが繰り返し焦点化するのは、

性の社会的、心理的生側面に加えて生物学的解
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剖学的側面である。朝山、村松、黒川は、性に

関する生物学的解剖学的側面を大事にするセク

ソロジーの知見を性教育に不可欠な視点として

重視する。一方で、多田は、性や性教育を科学

的、生物学的な知識に集約するような理解は、

「一種の科学信仰におちいった文明の狭さ」だ

として批判し、情操的な部分が大事である性を、

分析的学問を教えるところになっている学校で

教えることは困難であるなどと主張する役回り

となっている。

性に関する生物学的な知識の教育を困難にし

ている背景として、性に対する羞恥心について

彼らは共通に論じている。この羞恥心は、性教

育の障害として語られている文脈と、性にまつ

わる人間関係の文化として把握されている部分

とあり、取り除くべきは、「科学主義で突破で

きるニセモノの羞恥心」、すなわち前者という

ことになる。日本独特の文脈に即した性のベク

トル理解もシンポジウムの中心的テーマとなっ

ている。多田が、「スウェーデンなんかでも、

非常にフリーであるように見えてその実、一夫

一婦制を支えるモラルはうんときびしい」と指

摘し、「むしろ日本の方が締め付けが弱い」と、

日本の性文化の特徴を指摘する。これに応じて

朝山も、日本に広く共有されていた「外道」の

文化に触れながら、「表と裏が共存共栄してい

るのが日本の文化」であり、性は、「裏の外道

では自由に解放された。おカマをはじめ、何で

もあった。レズビアンかて、女が禁欲させられ

ていたから、社会の中では外道として見て見ぬ

ふり」をしていたと応じる。すなわち、性の考

察に当たって多様な領域がタブーなしに取り上

げられ、生物学的解剖学的アプローチによって、

「外道」すなわち性の裏側とされた領域も、裏

ではなく「ディスオーダー」として表の領域で

分析されるようになる。しかし、「ディスオー

ダー」とされた性の多様なファクターを、その

先の理解、すなわち、性的少数者という観点か

ら人権的概念によって再構成するアプローチは

未だない。それは、次に出てくるカーケンダー

ルにおいても同様である。

４．山本宣治ではなくカーケンダール

シンポジウムが設定したセクソロジー的な観

点から、性の見方、性教育の考え方を体系的に

提示する役回りは、L.A.カーケンダールが担っ

ている。創刊号と第2号にカーケンダールの特

別寄稿の論稿「現代社会における性の役割」と

「現代社会における性教育の役割」が連載され

ている。カーケンダールは、以後の日本の性教

育の理解の仕方に大きな影響を与えた人物であ

る（鹿間 2005）。論稿の内容は、性科学がどの

ようなことを明らかにしてきているかについて

10項目、従来の性教育の問題点を整理して10

項目、求められる性教育の目標として5項目、

性教育の基本原則が10項目、そして、性教育

担当者の資格として10項目などである。今日

的なトピックがほぼ提示されている。ただし先

にも述べたように、性的少数者という概念は未

だなく、また性感染症も大きな扱いとなってい

ない。すなわち、以下のような内容である。

性科学の知見に則った10の見解は、1. 性の

本質は性意識や性行動に限定して捉えられるべ

きではなく幅広い行動様式の中に存在する、

2. 個人にとって男性（女性）であることの意

義は生涯を通じてのものである、3. 人間の性

行動は本人の全人格の現れである、4. 性欲は

自然で正常な現象である、5. 自慰は年齢や性

（ママ）にかかわりなく許容されるべきである、

6. 性行動は当事者間の責任に帰すべきであっ

て他人に干渉される理由はない、7. 身体的満

足だけでは対人関係は長続きできない、8. 異

性間の性行動は人格を結合させる機会であり幸
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福な人生を賛美する一種の儀式ですらあり得る、

9. 性行動は結婚などの制度の上で認められる

かどうかではない、10.「不倫」行動は強制力

や恐怖感によっては矯正できない、である。

従来の性教育の問題点としては、1. セクシ

ュアリティの教育というよりは生殖教育であっ

たり道徳教育であったりした例が多い、2. 特

定の行動様式は示唆したかもしれないが応用性

においては全く欠陥があった、3.「人生の真

理」に関する知識教育という固定概念があった、

4. 各自が主体的に考えて判断する点を無視し

てきた、5. 性にできるだけ触れないで逃げ通

そうという消極的な態度であった、6. 性教育

を与えれば道徳上の問題がすべて解消されると

する免罪符とする傾向があった、7. 公開の場

で討論するよりもコソコソと行われがちであっ

た、8. 両親のみの仕事または教師のみの仕事

と考える人も多かった、9. 一人一人の人生で

なく統計上の数字をあまりにも重視しがちであ

った、10. 性教育を名人芸だと考え一部の専門

家に頼りすぎた、である。

また、性教育の基本原則としては、次の10

項目が挙げられている。すなわち、1. 性教育

は人間経験のすべてである、2. 性教育は生涯

教育である、3. 性教育は両親の態度である、

4. 性教育は人生哲学である、5. 性教育は家族

関係学である、6. 性教育は生命尊重の具現化

である、7. 性教育は健全な発達に不可欠である、

8. 性教育は無理な隠しだてをしない、9. 性教

育はガイダンスである、10. 性教育では行動よ

りも動機を尊重する、である。

以上のような内容を確認した上で、ここでは

『現代性教育研究』が出発点としたキーノート

を、日本の先駆的な性科学者である山本宣治

（1889-1929）ではなくカーケンダールから導き

出している点に注目したい。山本宣治が大正期

にいち早く性科学認識の重要性を説き、『性教

育』（山本 1923）を著すなど卓越した性科学の

成果を残していることは周知である（山

本 1999）。世界セクソロジー協会（WAS）に

よる国際性学賞の第1回（1979年）受賞者であ

り JASEの設立者の一人である朝山新一は、世

界的な性科学の水準と比較し、山本宣治の「『性

教育』と『性調査』は、欧米をはるかにさきが

けるものであった。」と評している（朝山 1973：

147）。しかしながら、山本宣治は、反体制的労

働運動に加わるようになったことで大学から追

われ、またのちには右翼団体のメンバーに暗殺

されることになる。自由民主党政権時代に文部

大臣の認可を受けて設立された JASEが、共産

主義的イメージをまとう山本宣治ではなく当時

日本で無名だったアメリカのカーケンダールに

よるセクソロジーの知見を出発点としたことは、

冷戦期の自民党政権下に安定的な立ち位置を順

応的に確保する上で有利に働いたとみてよい。

５．性教育と純潔教育　非連続の演出

JASEが主導する性教育と戦後直後の性教育

政策の関係についても触れなければならない。

両者は必ずしも不連続ではない。純潔教育懇談

会のメンバーであり、『日本の純潔教育』（間宮

1969）の著書もある間宮が JASEに創立時から

参加していることを見ても、それはいえる。ま

た、小山静子が純潔教育政策は男女共学制と表

裏をなす（小山2014: 32）と指摘するように、

戦後の純潔教育は男尊女卑的男女関係の一新を

意図したもので、文部省から出されていた5冊

の純潔教育シリーズの1冊である『男女の交際

と礼儀』（文部省1950）も民主的で健全な男女

交際の重要性を指摘するなど、当時にあっては

革新的なものであった。

しかし、純潔教育政策は、その保守的側面が

頻繁に指摘されてきたことも事実である。田能
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村は、純潔教育政策について、「純潔教育の最

初の手引き（「純潔教育基本要項」のこと -広

瀬）は、これは青少年にとって当然ぶつかる問

題であるのだから、いろんな意味で幅広く学習

しなければいけないと書いている。それはきち

んと読めば、今でも通用するようなことを書い

てあるが、その付録の方で委員長が『純潔と

は』という解説をしているので、これでおかし

くなった。」（田能村・高橋 1993：14）と回顧

する。委員長の解説というのは、「性的交渉は、

結婚当事者間におけるもののみを純潔と認め

る」（文部省 1949）とされた箇所を指す。朝山

も、著書『性教育』の中で、純潔という言葉は

肉体中心の処女性尊重思想と主体性のない男性

従属の性道徳を想像させるから、純潔教育政策

の「要項が《性教育 sex education》を“純潔教

育”という言葉であらわしたのは、すこしまず

かった」と指摘する（朝山 1967：3-4）。

純潔教育政策が何故に「純潔」という用語を

用いたのかについては、文部省社会教育審議会

は、性教育という用語がまだ一般的でなく、こ

の言葉の印象から極くせまい意味に受取られる

おそれがあったからだと説明している（文部省

1955）。しかし、政策立案者の意図とは別に、

純潔という言葉が、朝山が指摘するように女性

の処女性を連想させて「主体性のない男性従属

の性道徳」を連想させるという指摘も的外れで

はなく、政策が想定した内容と「純潔教育」と

いう名称が必ずしも順接せずに理解されるよう

になるのである。間宮が「教えてもどうにもな

らない人間関係の面を強調しすぎて、純潔教育

なんて名前までついている。」（朝山他 1971：

181）と指摘するように、人間関係やモラルに

過重に重心がかかっていたという特徴もあろう。

純潔教育と性教育の異同に関する混乱が無視

できなくなると、文部省は1972年3月に性教育

を指す用語についてコメントを出すに至る（文

部省 1972）。そこにおいて、文部省は、「純潔

教育と性教育とは、本来、その意義、理念つま

り、目的および内容が異なるものではないと考

えられます。よって、今後は、純潔教育と性教

育とが同義語であるとの見解に立って、事務を

すすめることとします」と、性教育と純潔教育

に違いはないという見解を示した。

『現代性教育研究』第7号（1973.12）は、理

事である黒川によるQ&Aの形式でのこの用語

問題の解説を載せている。黒川は、文部省の見

解を紹介しながらも、純潔教育という言葉に性

教育という言葉が次第に取って代わってきたの

は、言葉のニュアンスの違いやカバーする領域

の違いというよりは、性教育に対する人々の視

点や姿勢が変化してきたからだとしている。ま

た、第11号（1974.12）では、全国的にどちら

の用語が使われているかの調査結果が報告され

ている。調査では、各地の性教育手引き書40

冊を調べた結果、性教育28冊、純潔教育9冊と

いう傾向となっている。性教育を指す公式名称

は、その後も変遷し、今日に至るまで、日本の

性教育の一つのトピックであり続けている（広

瀬2014）。用語をめぐるこのような混乱の中で、

『現代性教育研究』が性教育という用語で情報

発信を始めたことは、純潔教育政策と不連続で

はないにしても、新しい出発点を明確に示す効

果を持っていたといってよい。

６．学校の性教育のカリキュラム作成

JASEの主要活動の一つは、学校教育での体

系的な性教育のカリキュラム作成である。『現

代性教育研究』は、毎号、幼稚園・保育所、小

学校、中学校、高等学校、特殊教育をカバーし

て指導案や実践情報を収集して発信し、カリキ

ュラムに関する知見の集積場所となった。それ

らの知見は、JASEが作成した『性教育指導要
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項』（日本性教育協会 1979）に集約活用される。

作成された『性教育指導要項』は、文部省が

『学校における性教育の考え方、進め方』（文部

省 1999）を刊行するまで、実質的に性教育カ

リキュラムの全国基準として参照されることに

なる。同要項の内容を広く関係者に周知させる

メディアとなったのも、『現代性教育研究』で

ある。同要項に準拠した体系的なカリキュラム

についての解説は、第39号（1979.8）から毎

号の『現代性教育研究』で11回にわたって発

信された。田能村祐麒、山本直英らは、指針の

作成に関わると同時に、継続的に『現代性教育

研究』にカリキュラムに関する論稿を執筆し、

性教育実践に関するアドバイザーとしての役割

を明確にしていった。

授業実践の中でも最も関心を持たれていた一

つが性交指導である。性交指導に特化した特集

あるいは記事が第17、18、23、24、25、26、

45の各号で取り上げられている。第17号では

実践記録として「私はこうして小学生に性交を

教えた」（東京都板橋区立徳丸小学校教諭　武

川行男）という性交指導報告が掲載され、第

18号では、「カリキュラム研究シリーズ　小・

中・高における性交の指導研究」として、性教

育カリキュラム研究委員会のメンバーとして田

能村が全体の指針を論じ、「小学校における性

交の指導研究」（佐橋憲次）、「中学校における

性交の指導研究」（阪巻秀三）、「高等学校にお

ける性交の指導研究」（山本直英）が各論を論

じた。田能村は、性交について教えるには、子

どもたちが事前に知っていなければならない下

位要素があることを指摘し、性交を突出して教

える授業ではなく体系的なカリキュラムの中で

指導することの必要を論じている。小学校での

指導を第18号で論じた佐橋は、低学年で自己

の出生、中学年で子どもの出生、高学年で受精

の仕組みにポイントを置くかたちで性交を扱う

方法を紹介し、中学年と高学年で想定される精

子を母体に送り込むことを扱う授業では、「情

緒面を大切にしたあつかいをする」ことが大事

であるとしている。また、中学年では「性交の

図解などは、特に使用しなくても良い」と留意

点を記している。中学校での指導を論じた酒巻

は、性交についての指導がない性教育の授業で

は「シラけたムード」を作ってしまうことがあ

ることを指摘し、「日本の住宅事情や家屋構造

からいって、両親の性交を見る例は多い。不潔

感を持ったり、ショックを受けたりすることが

あるわけだが、その場合でも、性交の意味につ

いての認識が高めてあれば、容易に割り切れる

結果となろう。」というコメントを添えている。

高等学校での指導を論じた山本は、愛情があれ

ば性交をしても良いと考えている者が増える傾

向にあるとして、社会的な文脈での各種状況に

応じた性交評定を独自のマトリックスで示す授

業を紹介している。

第23号、24号、25号は、「短期集中連載講座

　私ならこの主題をこう指導する」という連載

の中で、連続して性交指導が掲載された。試行

段階にある性交指導が文字通り試行錯誤されて

いた様子がわかる。第25号記事では、第7回

JASE夏季セミナーの小学校部会と、第8回全

国性教育大会（日本性教育研究会）で性交指導

の是非等が議論され、「納得できる適切な指導

内容が見当たらない」という意見が続出し、両

会場ともに性交指導は難しいという雰囲気があ

ったとも記されている。第26号では「実践記録、

教え子とともに考える、人間にとって性交とは

何か？」（兵庫県村岡町立兎塚中学校教諭　西

村登）が掲載され、第45号では、JASEが編集

した『性教育指導要項』に沿った連続解説コー

ナーで、山本が高等学校について性交指導の仕

方を書いている。

性交指導研究に関する一定の蓄積ののち、田
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能村は、性交指導が直面する諸問題に目を向け

て、指導におけるレディネスの重要性を強調す

るようになり、山本は、性交を避けずに教えら

れる教師の力量形成の重要性を強調するように

なり、性交指導に関する両者の異なった立場が

顕著になってくる。

７．まとめ

1972年から1983年にかけて刊行された JASE

の機関誌である『現代性教育研究』は、戦後直

後に文部省が推進した純潔教育を性教育に関す

る古い概念として対置する構図で、新しい性教

育研究の土台を一気にセクソロジーに設定した。

同誌による「性教育」という用語の意図的な使

用も、性教育に関する新旧の概念を演出した。

『現代性教育研究』に経年的に集積されたカリ

キュラム知見は、JASE編集の『性教育指導要

項』に体系化して集約し、その体系的なカリキ

ュラムは同時に同誌を通じて全国に発信された。

同誌が主導したセクソロジーに依拠する開放的

な性教育は、以後の日本の性教育の主流的言説

として形作られた。

田能村はのちに振り返っている。「あのころ

は、挙げて性解放というような雰囲気があり、

セミナーに参加している人達に、自分の意識は

解放されているといった思い込みや試行錯誤も

あって、ごちゃごちゃしていた。それも楽しか

ったんでしょうね。つまり日本は封建的で閉鎖

されている、それを打ち破るのは自分達だ、と

いう高揚した気分があった。その実、何から解

放されるのかは、はっきりしないままで、焦点

もずれているところが多々ありました。」（宇野

他 1995：24）この回想は、JASEを拠点とした

新しい性教育の形成の熱気を物語っている。そ

の後、「純潔教育から生殖生物学を土台とした

性教育」へという流れ、すなわちセクソロジー

に特化して重点を移した傾向も反省され（間

宮 1995：19）、1986年には全国性教育研究大

会で、「従来の生理的側面に傾斜していた性教

育から、総合人間学として生理・心理・社会的

側面を盛り込んだセクシュアリティ教育への転

換が必要なこと、性の価値観、知識、態度の他

律的な押しつけを排し、自己決定を援助する教

育であることが確認された。」と、間宮は振り

返る。すなわち1970年代に国内に整備形成さ

れたセクソロジーに依拠した性教育の主流的言

説は、より広いセクシュアリティ教育へと向か

い、さらに例えば性的少数者という問題認識を

手に入れるなど、その後少しずつ修正されなが

ら発展的に展開されていくことになる。

と同時に、展開のバリエーションは、山本と

田能村の性交指導をめぐる対立という現象も生

む。彼らの対立はしかし相反する性教育哲学に

依拠する対立というよりは主流的言説の枠内で

の見解の違いであると把握する方が内実に即し

ている。2000年代の性教育バッシングが山本

にとどまらず両者をターゲットとしたのは、批

判すべき対象が拡大的に誤認されたということ

なのではなく、セクソロジーを基盤としながら

セクシュアリティ教育として発展してきた、学

校における性教育のメインストリームがターゲ

ットとされたということなのだと見た方が整合

的なのである。対立関係にあったと考えられて

いた田能村と山本を、2000年代の大規模な性

教育批判がともにターゲトとしたことは、そも

そも両者は性教育のメインストリームにいたの

だということを再認識する契機となったといっ

てよい。

（ 本稿は、JSPS科研費24531018の助成研究の

一部です。）
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山崎岩男・知事（1956 ～1963年）
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　①　出生
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　③　教員

３．大湊町長・県会議員

　①　大湊町長
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４．衆議院議員

　①　一期目

　②　二期目
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　⑦　県議選挙区問題
６．おわりに ―「政治家」山崎岩男とその評価

１．はじめに

山崎岩男は1901（明治34）年1月9日、北海

道久遠村（現大成町）の漁師の家に生まれた。

父と母はともに青森県生まれである。山崎は

1915（大正4）年、父の郷里である八戸市に舞

い戻り、八戸中学に入学するが、ストライキ騒

動の責任者として、退学処分を受けた。その後

上京して、中央大学の予科に入学、大学在学中

は箱根駅伝の走者として活躍した。山崎は在学

中に、イマ夫人と結婚、竜男（参議院議員・環

境庁長官）が生まれている。

山崎は1926（大正15）年3月、中央大学法学

部を卒業、青森市にある県立青森商業高校の英

語兼民法担当の教師として赴任した。1932（昭

和7）年2月、大学の先輩である梅村大・弁護

士が衆議院議員に立候補、その応援のため教職

を辞した。その後、大湊町の助役に就任、1933

（昭和8）年、町議会で町長に選出される。そ

して、1935（昭和10）年9月、青森県会議員に

立候補するが次点で落選、また大湊町長に戻り、

1939（昭和14）年9月、再び県議に挑戦して最

高点で当選を果たした。なお、1942（昭和17）

年4月、山崎は衆議院議員に立候補しているが、

落選している（『青森県人名事典』〔東奥日報社、
2002年〕、705～706頁）。

山崎は戦後、1946年4月、衆議院議員・総選

挙に立候補して当選、それ以降、1953（昭和

28）年まで連続五回当選を果たした。だが、
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1955（昭和30）年2月の衆議院議員・総選挙で

は、落選の憂き目を見た。そこで、翌1956（昭

和31）年7月の知事選で無所属から出馬して当

選、また1960（昭和35）年にも再選された。

山崎は知事在職中、“人間機関車”とか“マ

ラソン知事”と称され、県財政の再建、県庁舎

の新築、東北開発三法の具体化、および高校急

増対策などで多くの功績を残し、山崎知事の積

極的な政治活動は、多くの県民の注目を集める

ところとなった。しかし、1962年3月、県議会

において胃潰瘍で倒れ、翌1963年（昭和38）

年3月、山崎は知事職を辞任、1964（昭和39）

年11月23日に死去した。享年63歳であった
（『東奥日報』1964年11月23日〔夕〕）。

6年6 ヵ月に及んだ県知事時代、山崎は一貫

して青森県の後進性脱却に尽力、特に下北半島

の開発に努め、むつ製鉄の創設を意図したもの

の、企業の撤退で空中分解した。またビート作

付けを普及させてフジ製糖を誘致した。山崎の

政策は総花的だとの批判もある一方で、本県の

第二次産業開発の端緒を開くなど、県の発展の

ために尽くした功績は極めて大である（山崎竜
男「父を偲ぶ」『山崎岩男伝〔マラソン知事追想記〕』
〔山崎岩男伝刊行委員会、1980年〕、126~127頁、以下、

『山崎伝』と略す、前掲書『青森県人名事典』、706頁）。

本稿の目的は、山崎岩男の知事時代の政治的

活動を描くことである。ただ、「政治家」山崎

の実態を知るために、知事に就任する以前の活

動にもかなりの頁を割いている。そこで論述は、

最初に、山崎岩男の出生、学生時代、教員時代

を簡単に紹介、次いで、大湊町長時代、県議会

議員時代に触れる。その上で、五期に及んだ衆

議院議員時代に言及、最後に、二期にわたって

務めた知事時代の成果と課題を検討し、できる

限り「政治家」山崎の実像に迫ってみたい。

２．出生・学生・教員

① 出生

山崎は1901年1月9日、高橋虎次郎と山崎ハ

ルの末子として生まれ、山崎には三人の兄と姉

一人がいた。父親の高橋虎次郎は、八戸市の大

きな酒屋に生まれたが、18歳の時、北海道で

一旗揚げるために奔放して漁師となり、久遠村

ではコンニャク業も営んでいた。虎次郎は本籍

地を捨てて行方不明の状態であったので、母親

の山崎ハルと結婚しても、入籍することがかな

わず、ハルの私生児として戸籍に残された。だ

から、山崎という姓は母方の姓ということにな

る。山崎は初代民選知事の津島文治とは違って、

漁師の末っ子として極しい家庭で育ったのであ

る。山崎はまた、幼少の頃三歳にして、広福寺

に奉公に出されている（前掲書『山崎伝』、110 ～
111頁）。

② 学生

山崎は1915年（大正4）年、久遠村で小学校

高等科2年を終了後、中学校に通うため父の郷

里の八戸市に戻り、八戸中学に入学した。家が

貧しかったので山崎は苦学して学校に通った。

しかし、成績はよく一貫して級長を務めている。

そこ頃から、山崎はマラソンが強かったという。

だが、1920（大正9）年、中学5年生の時、級

長としてストライキに加担、そのため退学処分

を受けた。

そこで山崎は、1919（大正9）年9月、中央

大学予科に入学、本科に進んでからはもっぱら

箱根駅伝の走者として活躍、常に往路を走り、

中央大学の連続優勝に貢献した。また、弁論部

の部長も務めた。山崎は大学生時代、郷里の親

類であったイマと結婚、生活費を稼ぐため、東

京府下平村にある万年小学校の夜間部代用教員
となっている（『山崎伝』、114頁、『風雪の人脈　第
一部・政界編』〔青森県コロニー協会出版、1983年〕、
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77頁）。

③ 教員

山崎はその後、1926（大正15）年、中央大

学法学部を無事に卒業して、青森市の県立青森

商業高校の英語および民法の教師として赴任す

る。その際、課外活動として弁論部を立ち上げ

るとともに、陸上競技部ではマラソン選手の育

成に努めた。

商業高校時代の山崎についてエピソードを一

つ披露しておくと、山崎の教え子の一人で後に

青森市議会の議長を務めた三上辰蔵は、次のよ

うに述懐している。「山崎先生の担当科目は法

律であり、民法科目が印象に残っている。先生

は授業の初めの30分ほどは教科書に書かれて

いることについて話したが、だんだん世間話と

なり、話しているうちに熱を帯び、まさに口角

飛沫を飛ばし雄弁家となる。……非常に話が面

白く、元気旺盛で、テーブルをしばしば叩いて

の講義であり、熱血漢という感じだった。しか

し元気はよいが決して荒っぽくはなく生徒に対

して体罰を加えることはなかった」（前掲書『山
崎伝』、55~56頁）。

この当時の子弟関係は極めて強固なものであ

って、山崎はタンクといわれた五尺の体で情熱

を込めて学生の面倒を見た。それが、後年強力

な選挙母体となっている。実際、山崎教師は、

ストライキで放校となった生徒の救済や喧嘩の

仲裁など、結構生徒たち面倒をみて慕われてい

た、という（同上、114頁）。

山崎は、青森商業高校在職6年目の1932年

（昭和7）年2月に、教師を退職する。理由は、

大学の先輩で青森市出身の弁護士・梅村大が衆

議院議員選に出馬するので、その応援演説を引

き受けるためだった。この時、教師を辞して選

挙運動で応援演説をしたことが、後に山崎が政

界へ乗り出す契機ともなった（前掲書『風雪の人
脈　第一部・政界編』、77 ～ 78頁）。

３．大湊町長・県会議員

① 大湊町長

山崎は教員を辞めた4ヵ月後の6月、下北郡

大湊町の大田直蔵・町長に口説かれて助役に招

請された。次いで、翌年1933（昭和8）年1月

には、町議会で町長に選任される。山崎、若干

32歳の時であった。

当時の大湊は海軍基地であり、要港部をはじ

め多くの施設が造られ、下北はもとより県内で

最も重要な町の一つであった。山崎は町長着任

早々の11月1日、城ヵ沢に海軍の航空隊を新設、

次いで、二つの部落を移転させて船溜りを築造、

県下164 ヵ町村のトップを切って、都市計画に

よる道路舗装を行い、軍港としての機能を倍増

するなど、町の事業に当時としては破格の5万

1千円の起債を行った。また、海軍軍用機「報

国青森号」も献納した。さらに、山崎は町長時

代に大病を患い、海軍病院に入院したが、その

後尽力して、海軍病院を一般町民にも開放する

ことにした。こうして、山崎は当時の海軍首脳

から絶大な信頼を得ると同時に、海軍との相互

信頼と友情関係を構築した。山崎は既に大湊町

長時代に、大きな政治力を発揮していたのであ

り、それが政治の世界に足を突っ込む契機にな

った（前掲書『山崎伝』、116頁）。

しかし、山崎町長は1934年5月、町議会議員

7名の連名で不信任・辞職勧告を突きつきられ

る。その理由は、海軍航空隊の砂利採取事業を

町長独断で行い、3千円の利益を上げ、その資

金で警部補派出所を新築したのがけしからん、

とういうものだった。利権に参画できなかった

土木業者が、背後に存在した。この事件は町長

側の勝利に終わったが、山崎はこの件もあって、

9月1日に町長一期途中の3年にして辞職する

（同上、117頁）。
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② 県会議員

次に山崎は、同年9月25日、青森市から県会

議員選挙に立候補した。選挙戦では、青森商業

の卒業生が無報酬で手伝ってくれたものの、資

金不足から有権者へのはがき5千枚を出すこと

もできず、言論一本の戦いを強いられた。山崎

は1,778票獲得したが、208票差で善戦むなし

く次点で落選する（同上、118頁）。

山崎は1935年12月、再び大湊町長に当選、

次の機会を待った。山崎はこの間に、軍需工場

である青森銅板加工、青森印刷などの会社を創

設、自から社長になって準備万端、1939年9月、

県議選に挑戦、2,269票と最高得票を得て、晴

れて県会議員となった。山崎34歳の時である。

所属政党は、政友会中島派であった。

そして、1942（昭和17年）4月、いわゆる

“翼賛選挙”といわれた衆議院議員・総選挙が

実施され、山崎も海軍の後押しで出馬した。だ

が、陸軍が後押しする先輩梅村の長男梅村一も

出馬、喧嘩両成敗の形で両者とも推薦がとれな

かった。翼賛推薦を得るのには失敗し、山崎は

5,545票を獲得し次点の第二位に甘んじた。た

だ、運のよいことに山崎はこのため、戦後、公

職追放を免れている。翼賛選挙では、非推薦と

はいえ、衆院選初陣で5千余票を得た山崎の存

在は、政治家の“成長株”として、その時すで

に県政界から注目の的になっていた（同上、147
頁）。

４．衆議院議員

① 一期目

第二次世界大戦後の1946年4月10日、第一

回の衆議院議員・総選挙が実施され、この選挙

では選挙区が全県一区となり、投票は二名連記

であった。青森県の場合、定員は7名、これに

38名が名乗りを挙げた。山崎も当然立候補して、

3万7,674票を獲得、第四位で当選した。上位

当選者のなかで、二人は61歳と60歳のロート

ルであった。だが、山崎は45歳の若さを誇り、

「政治生命の先の長さと強力な馬力の点で将来

最も期待された」政治家の一人であった。なお、

今回の総選挙では、後に知事となり、山崎を支

援する津島文治も衆議院議員に当選しており、

政治家としての両人のスタートは一緒である
（藤本一美「青森県の民選知事①　津島文治・知事
（1947 ～ 1956年）」『専修大学社会科学年報、第49号』
〔専修大学・社会科学研究所、2015年3月〕、221 ～ 271
頁、『山崎伝』、151頁、同じく当選した者の中で、津島
文治は49歳、大沢久明は44歳であった）。

② 二期目

1947年4月25日、前年に選挙が行われてか

ら僅か1年で、衆議院議員・総選挙が行われる

ことになる。今回から公職選挙法が改正され、

全県二区とした中選挙区単記制に戻った。山崎

は、前回の全県一区の選挙では好成績で当選し

たが、それは二名連記制ということもあり、地

盤は極めて不安定で、しかもその前の翼賛選挙

では落選していた。だから、今回の総選挙が衆

議院議員になる本格的スタートである、と考え

た。山崎は第二区から出馬した。だがそこは、

南部政界のドンである小笠原八十美の地盤であ

った。

山崎の主たる地盤は、6年間教師をつとめ、

二回県議選に出馬し、県会議員として活動した

青森市が中心で、その周辺の町村を加えた“東

青地区”である。それに、大湊町長時代の同町

周辺の下北郡に根強い支持者がいた。さらに父

の出生地で、夫人イマの郷里八戸市にもかなり

の支持者がおり、この三地域の得票如何が、山

崎の政治生命の鍵を握っていた。一般に、選挙

には地盤、看板、および鞄（カバン）の3バン

が必要だといわれる。実は、この点で山崎は

“地盤”に恵まれていた。母方の祖母の出身も

西郡だそうで、全県いたるところに選挙の拠点
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があるようなものだった（松岡孝一『一地方記者
の記録～東奥日報とともに半世紀～』〔東奥日報社、
2000年〕、250頁、前掲書『山崎伝』、161頁）。

開票の結果、山崎は4万8,515票を獲得して、

大物政治家の小笠原八十美に次いで第二位で当

選した。小笠原との票差はわずかに649票差で

あり、三位の苫米地義三には2万票近くの大差

をつけての当選であった。この総選挙により、

山崎の地盤はかたまり、連続当選を可能にする

強力な基礎を確立した、といえる。なお、この

選挙では山崎は進歩党から出馬している。金権

候補といわれた小笠原が長年にかけて培ってき

た地盤において、“理想選挙”を掲げて山崎が

肉薄したことは、小笠原陣営にとって大きな脅

威であった（前掲書『山崎伝』、168頁）。

③ 三期目

山崎はその後民主党に所属、運輸および交通

委員会で活躍、また党内では弁論が高く評価さ

れて党の遊説部長に就任して、全国を飛び回っ

た。山崎の信念は、“足と舌”が健全な限り選

挙では必ず勝つであった。この間、芦田内閣の

下で、山崎は厚生常任委員会の委員長も務めて

いる。またこの当時、青森医専の弘前市へ移転

話が生じていたが、これに反対したのは第一区

選出議員の中では、山崎唯一人であった（同上、
168 ～ 169頁）。

1949年1月23日、総選挙が実施された。山

崎は3万9,322票を獲得し、小笠原、苫米地に

続いて第三位で当選した。だが、山崎が所属す

る民主党は3月10日、全国大会で分裂し、“野

党派”と“連立派”とに分かれた。山崎は犬養、

保利系の連立派に属し、第二次吉田内閣では、

労働政務次官に就任した。この間、山崎が格別

に力をいれたのが、青森鉄道管理局の誘致問題

であった。ただ、これは失敗に帰し、激怒した

山崎は衆議院議員の辞表を提出する決意をした、

という（同上、175頁）。

④ 四期目

政界再編の結果、1950年（昭和25）年3月、

民自党が「自由党」と改称して再発足、山崎も

この新しい自由党に入党した。1951年に念願

の独立を達成した吉田首相は、1952（昭和27）

年8月28日、衆議院を解散、10月1日に総選挙

が施行された。今回は、独立に伴い多くの人々

が立候補してきた。山崎にとって、今回の選挙

は四回目であった。選挙区の地盤は過去三回の

連続当選で確立したとはいえ、前回得票をかな

りダウンさせていたし、また翼賛選挙で圧倒的

強さを発揮した「追放解除組」が大挙出馬した

ので、山崎陣営は懸念を深めた。しかし、県都

青森市に焦点を絞った選挙戦が功奏し、得票は

前回の1万2千票から2万票も伸び、結局、山

崎は5万7,806票を獲得して、トップで当選を

果たし、第二位に1万票以上の差をつけ、しか

も本県史上第一区、第二区を通じて記録的な最

高得票だった。

山崎の強さは、いわば青森、下北、および八

戸の三つの故郷を有していることであろう。幼

少時は八戸で育ち、次いで、青森では青森商業

高校で初めて社会人となり、また下北では大湊

町長を務めた。この三つの地盤が最後に力を発

揮したのである（木村良一『検証　戦後青森県衆議
院議員選挙』〔北方新社、1989年〕、71頁）。

⑤ 五期目

吉田茂首相は、1953年（昭和28）年2月28日、

衆議院予算委員会の場で「バカヤロウ」と発言、

これを契機に衆議院は解散され、4月19日に総

選挙が行われた。この解散に驚いたのは何も野

党ばかりでない、与党自由党も面食わされた。

だから、山崎も必然的に守りの選挙を強いられ

た。しかし、山崎の選挙はかつて県議選に立候

補した時から、「攻撃型の選挙」であって、四

面から攻撃をかけられながら、“攻撃は最大の

武器”を合言葉に戦った。その結果は、山崎は
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4万6,913票を獲得して第二位で当選した。一

方、確固たる不動の地位を誇ってきた小笠原八

十美が次点でまさかの落選を喫した。

吉田政権が退潮ムードの中で、青森県の政界

は知事の改選をめぐり、様々な動きが見られた。

小笠原八十美の落選に伴い、自由党県連は組織

の立て直しを図り、1954年7月14日に開催さ

れた大会で山崎は支部長に選任された。この当

時、津島知事の三期目の出馬について、党内か

ら異論が出て、自由党は分裂状態に陥った。そ

こで山崎は、支部長を辞任してまで、津島を積

極的に応援、津島知事はみごとに三選を果たし

た。これが津島との政治的連携を深める契機と

なった（藤本一美『現代青森県の政治（上）1945年
~1969年』〔志學社、2015年〕、99~100頁、『山崎伝』、

202~203頁）。

吉田茂が退陣した後、鳩山一郎内閣が発足、

鳩山首相は1955（昭和30）年1月24日、衆議

院を解散、2月27日、総選挙が実施された。山

崎はこの総選挙で、4万2,256票獲得しながら

はじめて、次点第二位（最下位）で落選の憂き

目を見る。全国的に自由党が退潮する中で、山

崎は主力地盤である青森市において、社会党左

派の淡谷悠蔵に大量得票を許し敗退した。6万

4,805票でトップ当選した淡谷は青森市で2万

2,637票を獲得、一方、山崎は1万7,109票に

留まり、5,564票の差をつけられた。東青地区

で、山崎と淡谷の票が逆転したのが痛かった。

要するに、「全国的に飛躍した社会党ブームに

乗った淡谷に対して、これまた全国的に戦後最

低に落ち込んだ自由党の退勢を山崎候補がモロ

にかぶった」のである。戦後連続して、上位当

選してきた山崎にとって落選は大きなショック

であったのは、いうまでもない（『東奥日報』1955

年2月28日、前掲書『山崎伝』、209頁）。ちなみに、

中選挙区に戻った1947年以降の山崎の総得票

数、並びに青森市、東郡での得票とその割合は

図表1の通りで、青森市と東郡の票が如何に重

要であったのかがわかる。1955年の時には、

東郡の得票が9,227票と1953年に比べて6,133

票も減らしている。その理由として考えられる

のは、山崎の鉄道管理局問題や下北開発に加え

て、知事選での津島応援、また自由党東青支部

員が大量に民主党入りし、選挙運動の手足がな

くなったもの、と思われる（『陸奥新報』1955年1
月1日、『東奥日報』1955年2月25日）。

以上、瑠々述べてきたように、山崎は、1946

年、戦後第1回の衆議院議員・総選挙に出馬し

て当選したのを皮切りに1955年まで、何と五

期連続当選を果たした。そして、この間に衆議

院の厚生常任委員会・委員長、水害対策特別委

員会・委員長、および労働政務次官などを歴任

し、特に運輸常任委員としては、「津軽線」の

開通に尽力した（『東奥日報』1964年11月23日〔夕〕）。

山崎の衆議院議員時代のあだ名に、国会訪問

する県の陳情団の世話を奪いあうようにして走

図表１　山崎岩男の総得票、青森市、東青地区の得票、および割合

年 総得票 青森市の得票 割合（％） 東郡地区の得票 割合（％）
1947 48,515 15,199 31.3 14,860 30.6
1949 39,323 12,295 31.2 　9,697 24.6
1952 57,806 20,000 34.6 18,079 31.2
1953 46,913 15,713 33.5 15,360 32.7
1955 42,256 17,109 40.4 　9,227 21.8

≪平均≫ 46,962 16,063 34.2 13,446 28.1
 出典、『東奥日報』『青森県議会史』、割合は筆者が計算。
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り回るので、“メッセンジャー・ボーイ”とか

“陳情代議士”などがある。しかし山崎は、そ

れを全く意にかえさず、「そう、その批判を甘

んじて受けましょう。つまり、私は青森県の代

表者なのだ。平常な努力とはそれです」と答え

ている。また、「私の強さ？　それは平常の努

力ですヨ」「地方問題解決に疾走する努力です

ヨ」、と記者に断言している。ちなみに、山崎

は酒もタバコもやらず、麻雀、碁将棋などの

“悪遊び”もしない、と述べている。真面目人

間なのであろう（『東奥日報』1953年 3月29日、
1956年7月14日）。

５．県知事時代の成果と課題

① 知事当選

津島知事は山崎の協力もあって、三選を果た

したものの、1956（昭和31）年5月29日、三

期目の在任わずか1年半で辞任し、全く予期せ

ぬ事態となった。津島知事の辞任を受けて、7

月20日に知事選挙が行われる運びとなった。

山崎は、予定していた参議院選への出馬を取り

やめて、知事選への出馬を決意する。この時、

党内からは山崎と平野善治郎（参議員議員）の

二人が公認を申請した。自民党県連では、公認

問題をめぐって、旧自由党系と旧民主党系の両

派に分裂して鋭く対決、県連段階では結論をだ

すことが出来ず、中央本部にまで持ち込まれた。

その結果、平野が公認を勝ち得た。しかし、こ

れを不満とする山崎は無所属で出馬することに

なり、保守分裂の激戦が展開された。知事選へ

の立候補者は、自民党・平野善次郎、共産党・

大沢久明、および無所属・山崎岩男の三人で、

選挙戦は三つ巴の戦いとなった。だが、実際に

は、旧自由党系の山崎前衆議院議員と、旧民主

党系の平野元参議院議員による保守同士の戦い

であった（藤本一美、前掲書『現代青森県の政治　

（上）1945 ～ 1969年』、116頁、公認決定の経緯につい
ては、さしあたり、『青森県議会史　自昭和28年～至昭

和34年』〔青森県議会、1960年〕、405~408頁を参照）。

選挙の結果は、山崎が25万0,411票、平野が

18万4,761票を獲得、無所属の山崎は自民党公

認の平野に6万5,650票差でもって勝利し、知

事の座を手にした。地元の『東奥日報』紙は、

山崎の勝因を次のように報道している。

まず、「山崎氏は地元の東青をはじめ津軽三

市四郡とも平野氏を完全に押し、特に北郡では

7対3と圧倒的な強みをみせ、一方、県南地区

でも旧民主系の絶対勢力を誇る上北郡ではふる

わなかったものの、平野氏の地元である三戸郡

では予想以上に進出、下北郡でも順調に稼ぎ六

市38 ヵ村のうち5市町村の開票で平野氏を大

きくリードし、当選を確実に握ってしまい、全

開票では6万5千票の差をつけて栄冠を勝ち得

た」と指摘。その上で、「もみ合った末である

が、平野氏は時めく自民党の公認となり、加え

て8名の国会議員特に笹森順三氏の余勢を双肩

にかけ、それに24名の県議が勢ぞろいして戦

ったが、5期9 ヵ年と戦後殆ど国会に席を有し

県民の面倒をみた関係で名前が末端まで知られ

ていた山崎氏と違って新規開拓の面が多く、全

力を上げたにもかかわらず平野という名前が浸

透しないうらみがあった。逆に山崎氏は後半に

入り津島前知事が弘前に同市事務所に居を構え

積極的な動きをしたことも津軽を制し勝利を飾

るもとともなったようだ」、と総括した（『東奥
日報』1956年7月21日）。

一方、『陸奥新報』紙は、勝因は津軽での得

票であったとして、次のように報道している。

「山崎氏の勝因は自民党県連支部の公認争いか

ら早めに身を引き、出足早く運動に入ったこと

および代議士時代から名前を知られて津軽地区

各市長村長の支持を得たことが大きくものをい

ったとみられる」（『陸奥新報』1956年7月21日）。
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ここで留意しておくべきは、山崎の知事選へ

の出馬が、必ずしも山崎本人の意思によるもの

ではなく、津島県政の跡目相続者として津島文

治、三和精一らの強力な推挙によるものだ、と

見られたことである（『青森県議会史、自昭和38年
～至昭和41年』〔青森県議会、1983年〕、22頁）。

実際、この年の8月29日に開催されていた、

県議会第46回定例会で、社会党の佐々木秀文・

議員は次のような発言して、山崎の参議院選か

ら知事選出馬の転出を鋭く批判している。

「当選3日目の某新聞に（山崎知事は）抱負

を語っていたが、その中で、津島前知事は金木

の殿様だから非常に押しも威圧もきく、下から

叩き上げた私はそういう職には向かない。知事

はやりたくなかったが、やむを得ず立ったとい

っている。巷間、知事は自分の行うことは選挙

運動である。何時他の選挙に転出するか判らな

いということをいったとの噂もある。この際知

事職に対しどんな信念を持っているか伺いた

い」（前掲書『青森県議会史、自昭和28年~至昭和34
年』、416頁、（ ）内引用者）。

なお、今後の県政の行方については、『東奥

日報』紙の「知事選挙を顧みて－本社記者座談

会」の中に、次のような記事が見られるので紹

介しておく。「E　今後の県政は津島、三和の

色彩が強く反映するだろう。G　初めから予想

されたいたことだ。まず津島県政の延長だろう。

A　さしあたり津島法王による院政というかっ

こうになる」（『東奥日報』1956年7月21日〔夕〕）。

ただ、山崎が県知事に当選した1956年7月以

降、1957年6月までの1 ヵ年を通じて見れば、

当初難航を予想されていた県政は比較的安定し

た状態が続き、山崎が政治生命を揺さぶられる

ような事態は生じなかった。何故なら、知事に

就任した山崎派＝旧自由党は議会内では劣勢で

あったので、山崎は“自民党知事”の立場に徹

し、県議会中心主義に動いたこともあり、特に

重要案件に関しては事前に与党の了解を問った

上で方針を決定したので、対議会関係は津島時

代よりも緩和された面があったからだ。ことに、

1957年1月11日、自民党が県連大会を開催、

県議会内勢力の均衡に務めた以降は、山崎知事

の県政運営もスムーズなものになった。しかし、

山崎知事が議会に提出する重要案件について、

すべからく事前に党の了解を得るとの一礼を入

れていたので、議案の“提案権”と“議決権”

が混乱するという批判が自民党内で見られた
（『東奥年鑑　昭和32年版』〔東奥日報社、1957年〕、30
頁、前掲書『青森県議会史、自昭和38年~至昭和41年』、

22頁）。

山崎は、知事として予算編成とか災害対策に

追われていた。その間隙をぬって、山崎は

1959年6月12日、約1ヵ月にのぼる欧米旅行に

出た。これは西ベルリンで開催される第14回

国際自治体連合会議に日本代表として出席した

もので、アフリカやアジア各国も視察した。こ

の旅行は、「政治の世界」を全力で走ってきた

山崎にとって束の間の息抜きとなり、帰国後、

その成果を『欧州東南アジアの印象』として一

冊にまとめて公刊している。

1960年2月26日、県議会の第61回定例会が

招集され、社会党の千葉民蔵・議員は3月4日

の県議会における質問の中で、山崎知事の行動

を次のように批判した。新知事山崎の行動を知

りうる的を得た内容である。

「知事に対する綽名は“不在知事”“東京常駐

知事”となっている。1年のうち170日以上の

東京出張では青森県知事とはいえず、半分は代

議士生活に身を投じているのではないかとの印

象を受ける。部長や課長補佐クラスで間に合う

ものを、知事が走り回ることが間々あると聞い

ている。国の予算獲得ならば、県出身の国会議

員が存在している。これと連絡して、これらの

総括的力を発揮するのが知事の役目でないか。
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時々の問題、何かキャッチ・フレーズ的な問題

を追い回すことも必要だろうが、県政を正しく

見る余裕がなく、腰が据わらないことになれば、

これは決して軽い問題ではない。この際残任期

間短しといえども、十二分に用心されて、県政

に精進されんことを要望したい（『青森県議会史
　自昭和35年~至昭和37年』〔青森県議会、1978年〕、

21~22頁）。

② 知事再選

任期満了に伴う知事選挙が、1960年7月1日

に行われた。今回の選挙は、山崎にとって二度

目の知事選挙である。そこで、既に前年の1959

年に出馬の意向を表明し、また自民党内にも再

出馬に対して、これといった反対もなくすんな

りと公認された（前掲書『山崎伝』、230頁）。

知事選挙に立候補したのは、自民党公認の山

崎岩男と社会党公認の淡谷悠蔵の二人のみで、

選挙の結果は、山崎が29万5,198票を獲得、一

方、淡谷は18万6,263票を獲得、その差は、10

万8,939票で山崎の圧勝に終わった。山崎の勝

因は、自民党の一本化もさることながら、なに

よりもこの4年間における知事としての実績を

県民が認めたということであろう。

『東奥年鑑　昭和35年版』は、知事選挙の特徴、

勝因、および敗因を次のように分析している。

 ・投票率は過去四回の知事選挙で最低で62 .37

％にとどまった。ちょうど国会で安保改定反

対闘争、岸内閣退陣要求が続けられていた最

中であり、知事選挙への関心盛り上がりも予

想されたが、県下各地の立合演説会の盛況さ

にもかかわらず、地方ではさっぱりだった。

 ・社会党県連は組織の力を動かし、安保改定阻

止反対運動、自民党不信という好条件に恵ま

れて従来にない強力な運動を行った。だが、

淡谷が初めての県一区という戦いを行ったた

め、津軽地帯では知られていない点があった、

ことなどで全般的に伸び悩み、従来の最高得

票から4万票を伸ばしたにとどまった。

 ・一方、自民党県連は一本で戦ったが、勝因は

党組織よりもむしろ山崎知事が4年間培かっ

た実績と顔であり、山崎知事個人の力が大き

かった。

 ・安保改定反対という大きな国民運動的な嵐の

なかにあって社会党への支持層が増大するこ

とが予想されたものの、結果はその反対で、

本県社会党の基盤の弱さをまざまざとみせつ

け、保守の牙城といわれる本県の実情が再現

された形である（『東奥年鑑　昭和35年版』〔東奥
日報社、1960年〕、46頁）。

要するに、これまでの選挙を通じて、青森県

は全国でも保守の絶対地盤という土地柄であり、

山崎の勝因は、社会党が必死の攻勢をかけたけ

にもかかわらず、この保守体制がくずれなかっ

たことがまず挙げられる。また、山崎知事は過

去4年間の県政を通じて目立った功績もない代

わり米内山義一郎・社会党県連会長が「山崎県

政を批判するのは、何も仕事をしてないから、

お寺の柱に上がるくらい手がかりがない」と語

ったように、これといった失敗もなかった点も

有利に作用した（『東奥日報』1960年7月2日）。

県議会の第69回定例会は、1962年2月28日

に開催され、会期は3月26日までの27日間と

決定、提出された案件は210億円3千万円と県

政始まって以来の大型予算をはじめとする予算

関係が30件、条例改正28件、新設される十和

田、五所川原両工業高校、三沢商業高校など5

件で、これについて山崎知事から提案理由が説

明され、3月7日から一般質問が開始された。

『東奥日報』紙は、社説「進歩した知事説明」

の中で、極めて珍しいことに、山崎知事が提案

した議案の説明を高く評価している。いわく

「これまでの提案説明は、予算案に盛られた数

字のら列ないしはその他議案の形式的な、しか

も抽象的な説明に終始していた。これに対して
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今回は県経済の現状分析や将来の見通しについ

ての説明にほぼ三分の一をさいている。知事が

こんどとくに詳細に説明したのは、いろいろな

理由があるにしても、結果的には県民の県政に

対する関心を深めるためにも、あるいは一般質

問の質的向上のためにも結構なことだと思う」
（『東奥日報』1962年3月1日）。

③ 知事辞任

山崎岩男・知事は、1960年7月の知事選挙で

二度目の県民の支持を得て、赤字財政の解消、

高校急増対策を中心に県政を促進してきた。し

かし、県議会第69回定例会が開催中の1962年

3月23日、山崎は吐血し、直ちに、県立病院で

胃の切除を行った。知事の病名は胃潰瘍だと公

表された。しかし、実際には「門脈圧高血圧

症」であり、5月18日退院し、自宅と治療を続

けていた。だが、翌年、1963年1月8日、山崎

知事は再び吐血、これ以上知事職に留まること

は出来ないと判断、1月18日、横山武夫・副知

事を通じて辞表を提出、任期半ばにして辞任す

ることになった（前掲書、『青森県議会史　自昭和
35年～至昭和37年』、913頁）。

1957（昭和31）年7月に知事就任以来連続二

期6年6 ヵ月間務めて、山崎県政に終止符が打

たれることになった。苦悩の果てに意を決した

山崎は、1月26日に開かれた県議会第54回臨

時会で辞表が承認された。県議会で辞任の挨拶

は横山副知事が代理として述べ、これに対して、

自民党を代表した北村正哉・議員が在任中の功

績を称えた送別演説を行った。辞任の挨拶の中

心は次の通りである。

「……顧みれば昭和31年7月、知事に就任以

来今日まで6年半、私は県政運営の基本線とい

たしまして、一つ、県民に対して経済生活の基

盤を固めること。二つ、次世代をになう青少年

の健全なる教育の振興をはかること。三つ、社

会福祉施設の充実を講ずること―の三点を掲げ、

県政振興のため鋭意努力して参ったのでありま

すが、幸いにして経済界の好況、政府の財源措

置などもありまして、昭和36年度限りをもっ

て財政再建準用団体を返上して健全財政を樹立

することができることになりました。

一方において県産業経済基盤の整備充実、高

校生急増対策として高等学校の新増設、各種福

祉施設の拡充整備等ある程度の成果をおさめる

ことが出来、いささか御奉公申し上げることが

出来ましたことは私の最も喜びとするところで

あります。特に私の多年の念願でありました下

北砂鉄工場の建設が1月16日、（経済）企画庁

の内示によって本ぎまりとなりましたことは、

県議会議員並びに県民各位の御支援と御協力の

たまものであると心から御礼申しあげる次第で

あります……」（前掲書『山崎伝』、248~249頁）。

これを受けて、北村正哉・県議員は、山崎の

知事退任にあたり送別の演説を行った。北村議

員は、下北の砂鉄開発事業の見通しがついたの

を花道に、辞任を決意するに至った山崎知事の

心境を語り、その上で、財政再建、県庁舎の新築、

および高校生急増対策など在任中の功績を称え

た。次いで、県議会は発議第二号で、山崎知事

に対する感謝状を上程、全回一致で可決した。

「知事山崎岩男殿は昭和31年7月、県民の与

望を担って当選、就任以来6年6 ヵ月にわたり

在任、先ず財政の確立に全力を挙げ、昭和36

年度をもって計画どおり累積せる赤字の解消を

実現して県政の基盤を強化し、また県政三大方

針として民政の安定、教育の振興、社会福祉の

充実を公表し、道路の整備、テンサイ工場の誘

致、青森、弘前、五所川原、十和田、三沢の各

市に高校を新設する高校急増対策に善処する等、

着々とその実績を挙げつつあることは県民ひと

しく認めるところである。

特に多年悲願として政治生命をかけた砂鉄の

工業化も東北開発会社の誘致で実現する運びと
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なり、下北開発の拠点はもちろん、本県第二次

産業開発の端緒を拓く等県政発展のためにつく

された功績は極めて大なるものがある。

今回病気のため任期半ばにして退職すること

は県政将来のためまことに遺憾である。ここに

県議会は満場一致をもって在職中の大きな功績

を称え感謝の意を表する。右決議する。昭和

38年1月26日　青森県議会」（前掲書、『青森県議
会史　自昭和38年～至昭和41年』、21頁）。

その山崎は、1964年11月22日に死去する。

カゼのため県立青森病院に入院中であったが、

その後、病状が悪化、持病の門脈高血圧症に急

性肺炎を併発、帰らぬ人となった。実は、山崎

はかなり健康を取り戻しており、1965年6月に

予定されている参院地方区から出馬することを

自民党県連から公認されていたのだ。このため

各種の会合にも進んで出席し、11月5日の青森

空港開港式にも臨席した。だが、その際カゼを

こじらせて9日から入院、手当を受けていた

（『東奥日報』1964年11月23日〔夕〕）。松岡孝一著

『一地方記者の記録～東奥日報とともに半世紀

～』の中の「官選知事と民選知事―“座談100

年史」で、A氏は「山崎の死を早めたものは、

むつ製鉄と工専だと思う」と発言しているが、

山崎の知事としてのエネルギシュな政治活動か

ら判断して、この発言は遠からず当たっている、

思われる（松岡孝一、前掲書『一地方記者の記録～東
奥日報とともに半世紀～』、73頁）。

山崎が23日朝に亡くなったことは、県政界

や関係者に大きなショックを与えたのはいうま

でもない。竹内俊吉知事は、23日昼、次のよ

うな「知事談話」を発表している。

「前知事山崎岩男君の死去はまことに残念で

ならない。政治家としては山崎君は政策型とい

うよりも実行型でよく仕事をされた。県政にお

いては財政立て直しに苦心され、これを確立し、

電気復元問題ではスポーツセンターを実現、県

庁舎新築、高校急増対策、むつ製鉄事業推進な

ど長く記録されるべき記録治績をあげられた。

“誠実で馬力の強い山崎さん”は本県政界のホ

－プとして来年の参院選には自民党公認がすで

に決定し、当選が疑いなく再び政治で活躍を待

たれていたのに全く残念である」（『東奥日報』
1964年11月24日）。

後年、竹内知事は畏友淡谷悠蔵との対談の中

で、山崎から「私は健康上から、むつ製鉄の事

業認可を花道に知事を辞めたい」といわれ、経

済企画庁の大堀次官と掛け合い、「結局、（同

16日）私の情報として認可内示の見通しのよ

うな電報を山崎に打った。山崎はその電報を見

て辞任を決意したでのすよ」、と山崎退陣の内

幕を披露している（『青森に生きる―竹内俊吉・淡
谷悠蔵対談集』〔毎日新聞青森支局、1981年〕、312~313頁）。

既述のように、山崎は学生時代に結婚し、生

涯イマ夫人を愛し続けた。一般的に、政治家は

艶聞と黒いうわさが絶えないものだ。だが、山

崎は選挙では常に法定費用ギリギリの線での

“綱渡り選挙”であったし、また熱烈な愛妻ぶ

りで艶聞には縁がなかった。山崎は1959年外

遊した時には、留守宅のイマ夫人に7通もの手

紙を送っているほどだ。そのイマ夫人は、「夫

は商業教諭時代の6年間を除くと、あとは亡く

なるまで政治生活でした。選挙に明け選挙に暮

れた生活であり“生活即政治”“選挙即生活”

であったわけです。夫はどんな大変と思われる

選挙の時でも“俺の舌が健全なうちは大丈夫”

といっておりました。私はあまり心配せずに、

ただ夫についていけばよかったのです」、と語

っている（前掲書、『山崎伝』、269頁）。

④ 地方財政再建促進特別措置法（以下、地財

再建法と略す）

山崎は知事に就任した当初、津島県政を踏襲

するという表看板を掲げて県の運営に乗り出し

た一方で、重要事項に関してはかなり手直しを
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行っている。例えば、津島前知事の命運を決し

た「中間給与条例」を1956年11月の県議会の

第47回定例会であっさりと廃止したし、また

長谷川総務部長を更迭して東京事務所長に据え

たのも、その一例であった。なお、ここでいう

中間給与とは、県職員の給与表に中間段階を設

けて、定期昇給を二分の一に押さえるものであ

る（藤本一美、前掲書『現代青森県の政治（上）　1945
～1969年』、115頁）。

しかし、何といっても、津島県政を修正した

最大のものは、県財政の自主再建方針を放棄し

て、「地財再建法」の準用に踏みきったことだ

ろう。1957年3月、国会で東北開発促進法、東

北開発株式会社法、および北海道開発公庫法な

どの、いわゆる「東北開発三法」が成立し、

1957年度から政府による本格的な開発促進計

画が実施されることになった。ただ、青森県の

場合、津島前知事時代のように、自主的に県財

政を再建することなれば、「地財再建法」を準

用する県に対して、高率補助を適用する指定事

業の範囲内に限って同様の補助措置を定めてい

る関係上、その恩典に浴しないことになる。そ

のため、山崎知事は3月の“予算議会”で一旦

決定した自主再建計画を水に流し、11月の定

例会に改めて、「再建準用団体」としての再建

計画に切り替えて提案、県議会もまた事情を勘

案してやむなきと認め、これを異議なく承認し

た（『東奥年鑑　昭和32年版』〔東奥日報社、1957年〕、
30頁、その詳しい経緯については、古瀬兵次『議員活
動三十五年』〔三国印刷、1986年〕、374 ～ 375頁などを
参照されたい）。

⑤ むつ製鉄問題

山崎が知事として政治生命をかけたのが、む

つ市への製鉄工場の誘致に他ならない。県南か

ら下北にかけて埋蔵されている砂鉄を原料に、

一大精錬所を建設しようという計画であった
（『人生80年－前青森県知事北村正哉の軌跡』〔アクセス

21世紀出版、2000年〕、219~220頁）。

周知のように、下北地域は、先の戦争以前に

もこの地で産出される砂鉄を精錬する事業所

（日本特殊鋼管）が立地、戦後は東北砂鉄鋼業

が立地、さらに1954年（昭和29年）の通産省

未利用鉄資源調査委員会で、県内で国内全体の

約4割、下北地域だけで国内全体の約2割とい

う砂鉄埋蔵量が報告され、その有効活用を目指

した。1957年（昭和32年）に東北開発社が再

発足した際に選定された5大基幹事業の一つに

砂鉄利用工業を掲げられ、1958年（昭和33年）

から調査活動を開始、下北地区に銑鋼一貫方式

による特殊鋼工場の建設を目指した。その後、

砂鉄鉱区の取得、精錬方式の決定等を経て

1962年（昭和37年）7月、三菱グループ（ 三

菱鉱業・三菱製鋼・三菱鋼材 ・東北砂鉄鋼業

〔昭和32年より三菱鉱業の傘下となる〕）との

提携覚書が締結され、1963年（昭和38年）3月

に総理大臣の認可を受けて、同年4月、資本金

5億円の「むつ製鉄株式会社」が設立された。

本社は東京都千代田区大手町に置かれ、事業所

は青森県むつ市に設置することになった。

だが、1961年（昭和36年）をピークにして

砂鉄銑の需要は減り始め、それに代わって高炉

銑による安価で良質の鋼が出回り始めていた。

このような情勢の変化もあって数次に渡り実施

計画が見直されたが、いずれも企業化は困難で

あるとして1964年（昭和39年）11月三菱グル

ープが撤退を表明、その後1965年（昭和40年）

4月むつ製鉄事業推進断念の閣議了解がなされ、

むつ製鉄は解散することになった（『新聞記事に
見る青森県日記100年史』〔東奥日報社、1978年〕、827

～ 828頁）。

⑥ 工専誘致合戦

1961年6月、学校教育法の一部改正で、五年

制の国立工業専門学校（以下、“工専”と略す）

の設置が決まり、文部省の意向により、各府県
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に工専一校が設置されることになった。工専の

青森県誘致については、青森市と八戸市の両市

がともに譲らず、県議会内でも青森支持派と八

戸支持派とに分かれて紛糾した。誘致合戦も山

崎知事を悩ませたものの一つである。最初、八

戸市が名乗りを挙げ、山崎も乞われて「誘致期

成同盟」の会長を引き受けた。ところが青森市

も名乗りを挙げ、県議会を巻き込んで陳情合戦

が展開された。このため8月23日、荒木萬壽

夫・文部大臣は、山崎知事に対して「同一県内

で紛争を起こしている所は保留になろう」と言

明、本県への工専誘致が危惧された。

結果的に青森県の場合、当初開設を予定され

ていた1962（昭和37）年度開校の12校からは

ずされてしまい、青森と八戸の対立は、いわゆ

る“津軽”と“南部”という旧藩時代以来の対

抗心を改めて高めることになり、県政の空白状

態を生み出した。しかしその後、山崎はこれに

屈せず、自民党県連会長の森田会長らと共に、

持ち前の“政治力”を駆使して自民党三役に働

きかけ、工業都市など立地条件が整っていた八

戸市への1963年度設置の確約をさせたのであ

る（『東奥年鑑　昭和37年版』〔東奥日報社、1962年〕、
36頁）。

⑦ 県議会選挙区問題

1963年4月の地方統一選に絡む県議会の定数、

選挙区の改正は、1962年11月の第53回臨時会

に提案された。しかし、県議員の定数は1名増

員となることからもめた。提案に先立って、山

崎は自民党両派議員団に対して、現行選挙区案

と東通―むつ、平内―青森の合区案の二つを示

し、議員団の意向を聞いた。自民党議員団は両

派合同議員総会を開いて協議したものの、直接

関係のある東青議員団と下北議員団とが激しく

対立、結局、山崎は現行選挙区案（青森、八戸

両市1増、むつ市1減）を提出したが、議会は

初日から紛糾した。

会期は28日までの3日間に過ぎず、最終日の

28日、自民クラブが知事提案に反対、合区案

を修正動議として提出、そのため会期を1日延

長して“暁の議会”となった。しかし、修正案

は15票対25票で否決され、山崎が提出した現

行選挙区案が26票対13票で可決されたのであ

る（『東奥年鑑　昭和38年版』〔東奥日報社、1963年〕、
98頁）。

『東奥日報』紙は、「話題をつく」と題した記

者対談の中で、選挙区改定の問題を次のように

総括して山崎知事の政治姿勢を批判する。「（山

崎）知事はもっと議会に強くなってもいい。今

度の選挙区問題だって、知事が責任をもって提

案したらある程度混乱が避けられたであろう。

与党の意見を尊重するのはいいが、まるで提案

権まで与党にあずけた格好だ。やはり責任を持

つところはもっと毅然たる態度で臨むべきだ」
（『東奥日報』1962年12月1日）。

山崎知事の前の津島県政を特色づけたのは、

財政的欠乏であり、国の地方財政への制度的改

正がなくては、意欲だけあってもどうならない

時代であった。ただ、例えば、八戸市の三角洲

地帯造成は津島県政下で着手したもので、これ

もある意味で新産都市指定への一つの布石とな

った。この後を受けて山崎県政は、知事選緒戦

の時から「東北開発」を一枚看板のように強調

した。たが一方で、開発関係法の乱発が総合的

な地域開発をかえって停滞させてしまった結果

となったことも否めない。実際、青森県の場合

に当てはめて見れば、東北開発に基づく「むつ

製鉄」「八戸新産」とが重なり合い、新旧の開

発計画がほぼ同時期に押し寄せてきた事情も散

見される。その結果、東北開発を叫んだ山崎県

政が非運の退陣で終わるのと同時に、「むつ製

鉄」も消滅した、のである（前掲書、『青森県議会
史　自昭和38年~至昭和41年』、5~6頁）。
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６．おわりに―
　　「政治家」山崎岩男とその評価

一般に、前知事津島の政治手法＝リーダーシ

ップの特色は「理づめの合理的」タイプであり、

それに対して、山崎知事の政治手法＝リーダー

シップの特色は、「積極的な行動派」タイプの

それである、といわれる（秋元良治『知事交渉15
年－対決の旋律』〔北の街社、1987年〕、藤本一美「戦
後青森県の政治と選挙　1945年～ 1969年」『日本臨床
政治学会　2015年東京大会』〔2015年4月〕提出ペーパ
ー）。

本論でも指摘したように、山崎は政治家とし

て、参議院選でも知事選でも党公認を得られな

かったこともあった。また、保守合同以前の旧

自由党時代の仲間からは、「山崎の狙いは代議

士か、参議院か、それとも知事か」という具合

に、何にでも出馬宣言する山崎に批判の声も聞

かれた（松岡孝一、前掲書『一地方記者の記録～東奥
日報とともに半世紀～』、252頁）。

これを受けて、東奥日報記者の松岡孝一は次

のように山崎の行動を批判する。「山崎は、忙

しく選挙の立候補のために動きまわってろくに

政策など身につける時間もなかったろう。五期

の代議士経験はあっても“知事”としての県政

構想など練る暇もなかった。……町村合併問題

がこじれてもめた。山崎の態度は二転、三転し

た。……走りながら考えるという意味でも“マ

ラソン知事”の反面もあったのである。とかく

早とちりである」（同上、252 ～ 253頁）。

一方、県の幹部として山崎知事に仕えた山内

善郎・元副知事は、山崎は「涙もろく行動力は

抜群」と述べて、次のように山崎を評価する。

「学生時代（中央大学）、箱根駅伝の選手として

鳴らした山崎知事は行動力抜群。私が仕えた4

知事のなかで運動量はピカ一だった。派手さは

ないが、現木村守男知事に負けないほど足を動

かした。“予算獲得のため国に一押ししてくれ

ませんか”という部下の頼みにも嫌な顔を見せ

ず、すぐに霞が関に発してくれた。そして人情

家。涙もろかった。山崎県政のほとんどを私は

開拓課長として働いたが、恵まれない入植者の

ため、知事は思い切った予算措置を講じた」。

「その反面、大変なかんしゃく持ちで、頭にく

ると、顔を紅潮させ、床を踏んで部下をしかり

つけた」（山内善郎、前掲書『回想　県政50年』、49
頁）。

また山内は人事について、次のように津島と

山崎の相違を述べている。「人事については

“動の津島”に対して“静の山崎”だった。津

島さんの特徴は抜擢人事。思い切った人材登用

をする反面、不祥事などが発覚すると、すぐに

降格した。……逆に山崎さんは人事をほとんど

いじらない。……通常、部長、課長級の人事の

幹部クラスの人事には知事の意向が反映される

が、山崎さんはノータッチだった」（同上、57 ～
58頁）。

さらに、青森県教員組合の書記長として山崎

知事と交渉でやりのあった、秋元良治は、“間

がとれない山崎知事交渉”と記して、次のよう

に山崎が取った手法の特徴を指摘している。

「雄弁家として定評を博し、裸一貫から鍛えら

れてきた庶民派の政治家と自負している山崎知

事との交渉は、組合側からの質問や追及と、そ

れに対しての知事の答弁とが間断なく相互に行

われ、まことにニギヤカにして活気のある雰囲

気で進行するのだ」。「津島知事交渉を“静かな

団体交渉”と規定したとすれば、山崎知事交渉

は、まさに“喧噪たる団体交渉”だということ

になる。……その意味では、山崎知事との場合

は、“間のない動きばかりの団体交渉」という

ことになる」「山崎知事の人柄のせいでもあろ

うが、私をはじめとして組合側から、かなり辛

辣にズケズケとモノを申しても別に怒ることも

せず、例の熱弁で答えてくれるのだ。だから、
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私が津島、山崎、竹内の三大にわたった15年

間に、なんの気がねも遠慮もせずに、言いたい

ことを喋りまくって交渉できたのは、山崎知事

とであった」（秋元良治、前掲書『知事交渉15年－
対決の旋律』、164~166頁）。

付言しておくならば、秋元は「山崎知事は組

合との交渉で、答弁しているうちに熱をおび、

だんだんと大声で演説口調となり、あげくの果

てにテーブルをドンと叩くのは、知事になって

からではなく、知事就任に先立つ30余年前の

大正8年、青森商業の教諭となって教壇に立っ

たときからの一八番（おはこ）であった」と、

述べている（同上、168頁）。

次に、『山崎岩男伝』に追想記を寄せた人達

の山崎の人物像を述べておこう。伝記に寄せる

文章は大抵その人物を褒め称えるが常だとはい

え、一面の真実もまた含まれていることも否定

できない。山崎のことを同じ自民党の衆議院議

員・田沢吉郎は、「先生は一言でいえば、明朗

で行動的で責任感の強い政治家であり、人間的

には豪快で人情家で義理固い人であったように

思います」、と述べている（前掲書『山崎伝』、18

頁）。また、山崎と選挙戦を演じた社会党の淡

谷悠蔵は「山崎岩男氏はスポーツマンであった

が特にサバサバしていて、こだわる風もなく、

闘志だけはいちも凛凛としていた。・・・山崎

氏は例によって、カラッと明るい喜び方をして

いた。悔しがっても嬉しがっても陰影のない明

るい悔しがり喜び方をするのは、山崎氏の持っ

て生まれた人柄である」、と評している（同上、
25、27頁）。

ただ、中央大学で一緒に陸上選手である、亀

谷デパートの社長・南勘二は次のように「政治

家」山崎を見ていた興味深い。すなわち、「山

崎さんは人から選挙の神様といわれたが、神様

でも何でもない。商業学校における人望高い教

師であったこと、持って生まれた正義感と雄弁

の力がプラスされて多くの有権者の共鳴を喚起

したのである。言えかえれば卓越した雄弁と公

正正大な行動が、時代の先駆者として大きく注

目され、期待されて“票”として固まるに至っ

たものである」。「しかし、山崎さんといえども

人間である。私たちのような商売をやっている

者の目から見ると実に頑固なほど自己主張を変

えない。それはそれとしてよかろうが、人間と

して沢山の人のリーダーとなって生きていくに

はもう少し如才なく振るまったらどうかとこれ

までもしばしば考えたことは否めない」（同上、
33頁、南勘二は青商OBで、山崎の県議選、衆議院選へ
の出馬を通じて、選挙戦で采配を振るい、その指揮下で、
青商時代の教え子が恩師のために応援演説や票集めに
走り回った〔前掲書『風雪の人脈　第一部・政界編』、
78頁〕）。

松岡孝一著『一地方記者の記録～東奥日報と

ともに半世紀～』「官選知事と民選知事―“座

談100年史」（1967年9月19日）の中に、“民選

知事・下・高度経済成長に乗った山崎”という

箇所がある。その中で、以下のように山崎県政

の功罪を問うている。本稿の結論に代えて、最

後に紹介しておきたい。

「A ところで山崎の功罪をどうみるか。B 一

期目は非常によかった。いわゆる高度経済成長

の始まった年だ。C それに金があった。津島

がためた財源がかなりあった。B 経済も上が

り坂。それに津島の遺産があった。津島が部課

長の旅費を一等から二等に下げて緊縮した結果、

山崎の時代に現れてきた。そういう点で山崎は

非常に恵まれていた。C 恵まれすぎたから仕

事にあと先の勘がなく飛びついたきらいがある。

それがいま出てきた。A 山崎の遺産だ、危険

だといわれる青森空港も問題。だめになったフ

ジ製糖、むつ製鉄。いまの知事はそういう点で

後始末の段階ともいえる。結果論だけれども山

崎の時代にスタートしたのはあまりいい方向に

向かっていないということがいえる。C 最大
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の話題は管理局と工専だ。A （国鉄青森）管理

局を誘致するとしゃべり出したのは代議士時代

の山崎だ。これが奏功しないで落選の原因とも

なった。30年の総選挙で6番目に落ちた。……

A 山崎は津島と違って人事にはテンダンだっ

たし、県議会工作も手のこんだことはしなかっ

た。ガラス張りのだれにでもわかるやり方だっ

たが、それがまた先見性を要求される指導者と

いう角度からみるとマイナスという評価も出て

こよう」（松岡孝一、前掲書『一地方記者の記録～東
奥日報とともに半世紀～』、69 ～ 71頁）。

いずれにせよ、山崎は「政治家」として仕事

をするのに駆け引きがなく、万事正攻法だった。

ともかく、一旦方針が決まれば走り出す。政治

街道というゴールなき道程を、スピードを落と

したり途中で休んだりすることなくひたすら走

り続けた。その山崎は有権者に対して、政治家

としての期待感を与えた。それは政治に対する

“希望”でもあった。ともかく山崎といえば、

情熱に燃えた火の玉のような正義漢だったとい

う印象を有権者に示した。つまり、それだけ魅

力のある政治家としてクローズアップされたわ

けであって、その意味で、山崎岩男は本県の選

挙史および政治史に大きな光彩を放ったエネル

ギシュに満ち溢れた政治家であった、と結論づ

けておきたい。
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2015年1月から12月までの社会科学研究所の活動は以下のとおりである。

１．機関及び人事

１．定例所員総会

所員の総意のもとに、各所員の積極的な参加を活力にして、本研究所を民主的に運営し、社会科

学の総合的研究を推進していくために努力してきた。今後も、所員の意見・希望等に積極的に応え

ていきたい。

（1）第105回定例所員総会　2015年6月6日（土）12：30 ～　　生田校舎1号館2階第6会議室

議事：①所長代理挨拶、②所員等の異動、③2015年度社研体制、④2014年度事業報告、⑤同

会計報告、⑥2015年度事業計画案、⑦同予算案、⑧その他、すべての議案は承認された。

（2）第106回定例所員総会　2015年12月12日（土）14：30 ～　神田校舎1号館7階7A会議室

議事：①所長挨拶、②2015度活動報告、③同会計報告、④2016年度事業計画案、⑤同予算案、

⑥その他、すべての議案は承認された。

２．所員の異動

（1）所員の委嘱･解嘱

　委嘱：徐　一睿・服部あさこ・矢崎慶太郎・小川　健・谷城秀吉・飯　考行

　解嘱： 新井勝紘・佐藤恭三・町田俊彦（以上、定年退職）、田仲　聡（所員=任期制助手の

任期切）、赤羽新太郎（ご逝去）

（2）研究参与の委嘱・解嘱

　委嘱：新井勝紘・佐藤恭三・町田俊彦（以上、定年退職=所員から参与へ）

　解嘱：宮下誠一郎（ご本人のお申し出による）

（3）客員研究員の委嘱･解嘱

　委嘱：田仲　聡・魏　聖銓・畠中　亨・遠山隆淑・宮川英一・宮定　章

　解嘱：徐　一睿（本学経済学部准教授へ）、服部あさこ（本学文学部助教へ）

（4）特別研究員の委嘱・解嘱

　委嘱：ティナヒューゲル、朝倉健男

　解嘱：―

３．運営委員、会計監査、事務局員の構成

（1）2014年度体制

 運営委員 事務局員（○はチーフ）

所長 村上　俊介（経） 事務局長 　大矢根　淳（人）
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事務局長 大矢根　淳（人） 会計 ○鈴木奈穂美（経）

前事務局長 宮嵜　晃臣（経）  　樋口　博美（人）

 原田　博夫（経） 研究会 ○佐藤康一郎（営）

 木幡　文徳（法）  　兵頭　淳史（経）

 池本　正純（営）  　枡田大知彦（経）

 川村　晃正（商）  　飯沼　健子（経）

 嶋根　克己（人）  　小池　隆生（経）

  編集 ○福島　義和（文）

   　内藤　光博（法）

会計監査 永江　雅和（経）  　前田　和實（商）

   　新田　　滋（経）

  文献資料 ○野部　公一（経）

  ホームページ ○高萩栄一郎（商）

   　吉田　雅明（経）

（2）2015年度体制

 運営委員 事務局員（○はチーフ）

所長 村上　俊介（経） 事務局長 　大矢根　淳（人）

（所長代理） 大矢根　淳（人） 会計 ○樋口　博美（人）

事務局長 大矢根　淳（人）  　（鈴木奈穂美（経））

前事務局長 宮嵜　晃臣（経）  　恒木健太郎（経）

運営委員 原田　博夫（経） 研究会 ○佐藤康一郎（営）

 木幡　文徳（法）  　兵頭　淳史（経）

 池本　正純（営）  　宮嵜　晃臣（経）

 川村　晃正（商）  　飯沼　健子（経）

 嶋根　克己（人）  　佐藤　慶一（ネ）

   　枡田大知彦（経）

  編集 ○新田　　滋（経）

   　内藤　光博（法）

会計監査　 福島　利夫（経）  　福島　義和（文）

   　石川　和男（商）

  文献資料 ○松井　　暁（経）

  ホームページ　○高萩栄一郎（商）

   　吉田　雅明（経）

４．事務局会議

2014年度

（1）4月22日（火）
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今年度社研体制、昨年度2013年度事業報告、2013年度会計報告、2014年度事業方針：社研規

則改訂版作成・発行、社研各種書類（会計･出張等）の体裁の検討について、夏季実態調査（東

北地方）、春季実態調査（ベトナム南部）、グループ研究助成（特別+A+B：新規or継続）募集、

文献整理（山田盛太郎文庫、図書館との重複資料）、消費税増税分の社研予算実質減額分の吸収

について、所報（月報の入稿･企画状況）。

（2）5月20日（火）

2014年度社研体制の確認（所員の異動等の把握）、2013年度会計報告（5／ 9内部監査報告）、

社研規則等の改訂版回覧、夏季実態調査（三陸鉄道被災地ツアーの利用）の企画進捗状況、グル

ープ研究Aの年度内に研究中間報告を定例研究会枠にて実施のこと、また、3年継続枠のグルー

プ研究A、特別研究助成については、前年度成果報告書の提出の際に、翌年度計画書を添付する

こと（現況は翌年度に入ってからの作成・提出）が提案され、了承された。新年度4月1日から、

実質的に予算消化を始めるので、前年度のうちに新年度分の研究計画書を提出しておくという趣

旨、文献（図書館との重複資料／山田盛太郎文庫の整備について）。

（3）5月27日（火）（運営委員会との合同会議）

所長あいさつ、2014年度社研体制、2013年度事業報告、2013年度会計報告、2013年度会計監

査報告、2014年度事業計画案（特別研究助成、グループ研究A･Bの事前審査報告書等の回覧･了

承）、2014年度予算要求案、その他（研究中間報告を定例研究会枠にて実施することについて、

了承、VASS投稿原稿出版企画の進捗状況の報告、『叢書第17巻 :宮嵜代表』の編集計画、報告）。

（4）7月15日（火）

2013年度会計監査実施報告、各研究助成の実行報告書のテンプレートの大幅修正についての

説明、2014夏季実態調査（東北地方）準備進捗状況報告、定例研究会申し込み・開催報告、月

報編集進捗状況報告、7月末の頒布会開催企画。

（5）9月30日（火）

2014年度予算執行状況報告／夏季実態調査（東北地方）会計報告、研究会企画報告（定例／

第7回壇国大学合同研究会／ 2014春季実態調査）、編集担当報告、文献担当報告（中国統計年鑑

の購入／購入停止図書アンケートに基づく対処は購入契約期間満了となる再来年に実施）。

（6）10月28日（火）

2015年度事業計画書･予算要求書案、研究会企画：壇国大学との合同研究会のプログラム等に

ついて／ VASS一行の訪日スケジュール及び定例研究会開催予定について／春季実態調査（南ベ

トナム）の企画進捗状況について、月報編集状況（12-1合併号の原稿督促状の発送について）／

年報の申し込み･入稿･キャンセル状況について、文献整理：担当アルバイトの退職に伴う引継

事項の整理について／それに伴う文献整理のデジタル化企画の進捗状況について（HP担当チー

フの報告）。

（7）11月18日（火）

2015年度事業計画書･予算要求案について（壇国大学との合同研究会の報告）、VASS東北アジ

ア研究所との国際交流協定の更新手続き及び一行訪日中の定例研究会の設定について、月報･年

報の編集状況について、文献整理のデジタル化企画進捗状況について、所長改選について、改選
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された場合の来年度半年の所長代理について（所長の中期海外出張予定）。

（8）12月2日（火）（運営委員会との合同会議）

2014年度事業報告書･予算執行状況について、2015年度事業計画書･予算要求書（案）、特に、

消費税アップ分（70万円弱）が社研運営･研究活動に支障をきたしている点を学長宛｢願い｣を

作成･提出して訴えていることが報告された、ベトナム社会科学院（VASS）東北アジア研究所

関係について（国際交流組織間協定更新･調印式、来日スケジュール･定例研究会開催について、

紀要投稿協力について、図書の送付について）、研究会担当より（2014年度春季実態調査･ベト

ナム中南部案）、文献担当+HP担当より（文献整理の体制、デジタル化企画進捗状況について）、

その他：所長より、今年度の「社研事故点検・評価報告書」を作成して提出について、また、総

会時に所長改選が行われることが報告された。

2015年度

（1）4月21日（火）

2015年度社研体制（前期所長代行、事務員の交代、事務局・運営委員の体制、所員等の異動）、

2014年度報告（「2014年度事業報告書」に基づき）（定例研究会／シンポジウム、夏季（東北）・

春季（ベトナム中南部）実態調査、壇国大学合同研究会、グループ研究助成／特別研究助成、所

報刊行（年報・月報、叢書）、文献（定期購入、山盛文庫、書庫整理、定年退職者返却本、等）、

HP・PC、その他）、2015年度方針、（夏季・春季実態調査企画／壇国大学合同研究会 :研究会担

当者会議より、グループ研究助成（継続・新規）、叢書（第18巻）編集体制・契約書等作成の段

取り等、予算案、2015年度前期社研総会、事務局会議・運営委員会等の開催日程案）。

（2）5月19日（火）

2015社会科学研究所運営・事務局体制（事務局／運営委員、所員の異動等：現在、異動の状

況・意向を把握・確認中）、2014年度事業報告（2014年度会計報告：内部会計監査（5 / 11）報

告→6月実施予定の大学監査へ書類の提出）、2015年度事業計画：現況と今年度の計画（・所報

について（年度始め『月報』入稿・編集状況、『年報』応募状況）、・グループ研究助成の応募状

況について、グループ研究助成の予算執行･領収書等の作成ついての説明書類の更新について／

グループ研究助成（継続分）の助成金の配布について、・2015年度夏季実態調査（案）：日時／

場所／案内・申し込みの段取り、・文献：アルバイト学生を使っての整理状況、・PC、HP：社研

PCの新セット、社研HPの月報･年報等の見出し･ファイルの再構築、2015年度予算案、その他

（今年度事務局での検討事項）、・各種書類（出張関連）の整理･簡素化に向けて、今後の予定（・

総会案内（出欠確認／委任状）、・5月26日（火）運営委員会との合同会議、・6月6日（土）　第

105回社会科学研究所定例所員総会　開催時間の検討）

（3）5月26日（火）運営委員会との合同会議

所長代理挨拶、新所員の承認／今年度社研体制、2014年度事業報告／会計報告／内部会計監

査報告、2015年度事業計画案（研究調査事業／所報の刊行／文献資料の整理／ HP･PC）／予算

案、第105回総会の開催時間／研究助成金受け渡し・諸注意。

（4）7月14日（火）

2014年度大学会計監査の実施結果、各研究助成（A、B、特）の書類等（特に出張関連）の変
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更について、2015年度夏季実態調査（北陸）の企画・準備・応募状況、定例研究会の申込段取

りの変更および新類型案（A：従来型、B：社研予算非利用型、C：G研枠）、月報編集の進捗状

況、年報の応募状況（→承認後、執筆依頼）、外部機関（労働科学研究所・藤本文庫）からの寄

贈図書の受入について、重複定期刊行物資料の購入見直し。

（5）9月29日（火）

村上所長帰国の挨拶、情報共有：社研資料室の入室制限について、第106回定例所員総会（神

田開催）の日程について、予算執行状況（2015夏季実態調査（北信）、月報、その他）について、

研究会企画・実施状況について（・2015夏季実態調査（20150907-09@北信）、・定例研究会、・檀

国大学との合同研究会（201501121@韓国）の準備状況、・2015春季実態調査案（2016年2 ～ 3

月））、月報、年報、叢書の編集状況について（・月報：6月号、7+8（合併＠2014年度春季実態

調査@ベトナム中南部）号、9月号、10月号、・年報：10/20原稿〆切予定、・叢書：9月末日入稿

で年内刊行予定（山田健太グループ）、・月報の英文書名表記）、文献（・重複図書頒布会延期に

ついて（社研書庫閉鎖状況により）、・資料購入について、・VASSへの図書寄贈について（今年

度後期、予算残額を見てから送付冊数等を検討）、・中国統計年鑑の購入について（今年度後期、

予算残額を見てから企画））、次年度予算・物品予算要求について（・｢28年度予算要求及び事業

計画｣、・デジタルビデオカメラ（4K））。

（6）11月10日（火）

来年度事業計画書・予算要求書について（11月初旬、学務課へ仮提出〆切）（・特に、来年度大

型研究会企画について→「Inequality（仮）」（所長提案）があり、これの企画化に向けて、11/17

（火）昼休み、打合会を開催、・G研（B）の援用について（大型研究会企画／文献整理）、・学務課

提出･来年度事業計画書＋予算要求書）、研究会企画・実施状況（・壇国大学合同研究会11/21（土）

@韓国・ソウルについて、・春季実態調査企画の進捗状況について：3/14～3/17@関西案）、月報、

年報、叢書の企画・編集状況（・特に、遅れている月報6、9、10月号の編集状況について、・年報

〆切の入稿状況について、・叢書の年内刊行見込みについて：入稿遅れ･年内刊行に向けてのまき

直し）、文献（・文献整理（山盛文庫&藤本文庫）については、G研新年度新企画化を進める、・

VASSへの図書寄贈については、昨年度（予算逼迫のため）滞っていた分を、今年度予算で処理す

る、・中国統計書購入プロジェクトについては、今年度までは確実に継続する。2015春季実態調査

日程枠の前（入試日程の後）を想定して、北京への同書購入出張を事務局で企画する）。

（7）12月1日（火）

研究会企画・実施状況（・壇国大学合同研究会11/21の実施報告、・春季実態調査（2016.3.14-

17）の企画の進捗状況、案内・募集の段取りについて、・年内の定例研究会・公開研究会の企画・

実施状況、・来年度・社研大型企画に向けた検討状況について）、月報、年報、叢書の編集状況・

企画について（・月報6月号、7+8合併号、9月号、10月号、11月号、12月特集号（案）の進捗

状況、について、・年報の入稿・校正進捗状況について、・叢書の入稿・編集状況について）、文

献整理について（・整理作業のための研究会開催について（2015.2.26定例研究会案：恒木所員

企画））、社研事務局体制について（職員交代：11/30鮏川→12/1岩本）。

（8）12月8日（火）（運営委員会との合同会議）
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新所員の承認、2015年度事業報告・同会計報告、2016年度事業計画案・同要求予算案、研究

会の企画・実施：ルーティーンの研究会企画＋来年度大型企画案、編集の進捗状況（年報、月報、

叢書）、文献の収集・整理：ルーティーンのタスク＋山盛文庫･藤本文庫、ホームページ・情報

化の状況：新ノートPCのセッティング、旧デスクトップPCの更新。

５．運営委員会

2014年度

（1）5月27日（火）　（事務局会議との合同会議：上述）

（2）12月2日（火）　（事務局会議との合同会議：上述）

2015年度

（1）5月26日（火）　（事務局会議との合同会議：上述）

（2）12月8日（火）　（事務局会議との合同会議：上述）

２．研究調査活動

１．定例研究会（公開研究会、新基準A･B･Cを含む）

　定例研究会は、以下の3種に分けることとした。

　　◇定例研究会A：従来の定例研究会

　　◇定例研究会B：定例研究会予算枠を使用しない研究会

　　◇定例研究会C：G研成果（中間）報告会として研究会（開催予算はG研予算）

Aは月一回程度の開催として、一回の予算枠は最大10万円以下とする（謝金と交通費、懇親

会費等を含む総額）。

Bについては、これまで「公開研究会」等と称して開催されてきたもの（定例研究会ではない

ことから、予算はつかないが、社研が広報を担ってきた）。

Cは、G研成果（中間）報告会として開催されるもので、開催予算はG研予算でまかなうこと

とする。

ABC枠を設けたことで、定例研究会として認められる研究会開催回数は年20回を越えること

もあると思われるが、予算枠上限は定められているなか、BCのように定例研究会予算枠を使用

しない研究会があることから、こうした運用によって、徒な定例研究会の回数制限をかけること

なく、活発に定例研究会が開催されることが期待されている。

◦公開研究会
（1）5月2日（土）15:00 ～ 18:30　　場所　神田校舎1号館204教室

　　テーマ：中国におけるインディペンデント映画とドキュメンタリー

　　報告者：中山大樹（中国在住インディペンデント映画プロデューサー）

　　参加者：70名

◦定例研究会
（2）5月16日（土）13:00 ～ 16:00　　場所　神田校舎541教室
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　　テーマ：「経済学と経済教育の未来を考えるシンポジウム」

　　報告者：八木紀一郎氏（摂南大学）

　　　　　　大坂洋氏（富山大学）

　　　　　　岸谷英一氏（神戸商業高校）

　　参加者：45名

◦公開研究会
（3）5月28日（木）18時45分～　　場所　専修大学神田校舎1号館72教室

　　テーマ：「習近平と文革―現代に落とす文化大革命の影」

　　発表者：矢吹　晋氏（横浜市立大学名誉教授）

　　進　行：土屋昌明（所員・本学経済学部教授）

◦定例研究会
（4）5月30日（土）14時～ 17時　　場所　専修大学神田校舎7号館773教室

　　テーマ：「アメリカの墓地と葬儀―AmericanWayofDeathを考える」

　　報告者：黒沢眞理子（所員・本学文学部教授）

　　司会者：末次俊之（所員・本学法学部助教）

　　参加者：12名

◦公開研究会
（5）6月18日（木）15時00分～ 17時30分　　場所　サテライトキャンパス「スタジオB」

　　テーマ：「2011-2015東日本大震災･離半島部

　　　　　：医療福祉過疎地帯における在宅支援事業の制度設計と諸課題

 ―1995阪神･淡路大震災･復興まちづくりの研究実践との繋がりから考える―」

　　報告１：「大震災による被害・復興事業と生活再建の課題」

　　報告者：宮定　章氏（本学社会科学研究所客員研究員）

　　報告２：「医療福祉過疎地帯における在宅支援事業の制度設計と諸課題

　　　　　　　―東日本大震災･津波被災地＝石巻市牡鹿半島･清水田浜

　　　　　　　　：キャンナス東北「おらほの家」の実践より―」

　　報告者：野津裕二郎氏（作業療法士・キャンナス東北「おらほの家」設立･運営スタッフ）

　　司会者：大矢根淳（本学社会科学研究所･所長代理：本学人間科学部教授）

◦定例研究会
（6）6月20日（土）13時30分～ 17時30分　　場所　専修大学神田校舎1号館ゼミ45教室

　　テーマ：「現代制度経済学の射程」

　　報告１：「コンヴァンシオナリスト・アプローチ―新しいフランス官僚経済学の誕生―」

　　報告者：黒澤　悠氏（大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員：同大学院博士課程）

　　報告２：「J.R.コモンズ『制度経済学』における適正価値論とは」

　　報告者：北川亘太氏（京都大学学際融合教育研究推進センター研究員）

　　参加者：10名

◦公開研究会
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（7）6月27日（土）14時50分～ 15時00分　　場所　専修大学神田校舎1号館204教室

　◦趣旨説明：土屋昌明（所員・本学経済学部教授）
　　15時00分～ 17時00分　「フタバから遠く離れて　第二部」上映

　　17時05分～ 18時30分　解説と討論

　　　主　催：専修大学社会科学研究所グループ研究（土屋グループ）

　　　　　　　「方法としてのドキュメンタリーの生成とアジアにおける発展」

　　　討　論： 我々の問題としてのフクシマ

　　　　　　　　―舩橋淳監督「フタバから遠く離れて　第二部」上映と討論―

　　　講　師：舩橋　淳監督

　　　コメント：大矢根淳（本学社会科学研究所長代理・人間科学部教授）

◦定例研究会
（8）7月18日（土）14時00分～ 17時00分　　場所　専修大学神田校舎7号館763教室

　　テーマ：「現代米国の『新しい女性像』―ヒラリー・クリントン」

　　報告者：藤本一美（参与・本学名誉教授）

　　司　会：末次俊之（所員・本学法学部助教）

　　参加者：12名

◦定例研究会
（9）9月5日（土）　　場所　専修大学生田校舎92A会議室

　　10時30分～ 12時30分　公開講演会

　　13時30分～ 17時10分　公開シンポジウム→次項｢シンポジウム（3）｣に記載

　　　参加者：46名

◦定例研究会
（10）10月6日（火）15時00分～ 18時00分　　場所　専修大学生田校舎社研会議室　

　　テーマ：「新常態」下の中国自動車市場と日系サプライヤーの対応

　　報告者：湯　進氏（客員研究員（みずほ銀行国際営業部））

　　コメント：宮嵜晃臣（所員・本学経済学部教授）

　　参加者：15名

◦定例研究会
（11）10月10日（土）14時00分～ 17時00分　　場所　専修大学神田校舎7号館774教室

　　テーマ：「現代青森県の核問題」

　　報告者：鎌田　慧氏（ルポライター）「青森県下北核半島の現状」

　　　　　　伊藤奈々恵氏（毎日新聞社記者）「青森県六ヶ所村　核燃サイクル30年の課題」

　　討論者：山本武彦氏（早稲田大学名誉教授）

　　　　　　藤本一美氏（参与・日本臨床政治研究所所長

　　司会者：末次俊之（所員・本学法学部助教）

　　参加者：21名

◦定例研究会
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（12）11月4日（水）17時00分～ 18時30分　　場所　専修大学生田校舎社研会議室

　　テーマ：「日越国際交流会　―『日本の歴史と文化』における発表報告―

　　　　　　　　　　　　　　　　 　日本の伝統工芸品産業の経験とベトナム」

　　司　会：大矢根淳（所員・本学人間科学部教授）

　　報告者：樋口博美（所員・本学人間科学部教授）

　　解　題：嶋根克己（所員・本学人間科学部教授）

　　参加者：10名

◦定例研究会
（13）12月1日（火）16：30 ～ 18：00　　場所　専修大学生田校舎社研会議室　

　　テーマ：自治州国家スペインの行方

　　報告者：砂山充子（所員・本学経済学部教授）

　　参加者：4名

◦公開研究会：緊急討論会
（14）12月1日（火）16:35 ～ 18:00　　場所　専修大学神田校舎1号館208教室

　　テーマ：パリの同時多発テロをめぐって～どのように捉え、どのように向き合うか

　　報告者：下澤和義（所員・本学商学部教授）

　　　　　　田浪亜央江氏（成蹊大学アジア太平洋研究センター主任研究員）

　　進　行：根岸徹郎

◦定例研究会
（15）12月5日（火）16:00 ～ 17:30　　場所　専修大学生田校舎社研会議室

　　テーマ：朝鮮通信使の足跡を辿る

　　報告者：梶原勝美（所員・本学商学部教授）

　　　　　　魏　聖銓（客員研究員・本学経済学部兼任講師）

　　参加者：3名

◦定例研究会
（16）12月11日（金）18:00 ～ 21:00　　場所　専修大学神田校舎1号館13A会議室

　　テーマ：安保法制と立憲主義・民主主義

　　報告者：広渡清吾（所員・本学法学部教授）

　　　　　　永山茂樹氏（東海大学教授）

　　参加者：25名

　　　―2015年12月12日（総会開催日･本所報執筆）以降の開催予定―

◦定例研究会
（17）12月15日（火）15時00分～ 17時30分　　場所　専修大学生田校舎8号館M841会議室

　　合評会：ゲゼル研究―シルビオ・ゲゼルと自然的経済秩序　合評会

　　評　者：恒木健太郎（所員・本学経済学部）

　　著者によるリプライ：相田慎一（所員・本学経済学部）

◦定例研究会
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（18）1月9日（土）14：00 ～ 17：00　場所　専修大学神田校舎1号館13A会議室

　　テーマ：「巨大事業と失敗―エネルギー環境分野を中心に」

　　報告者：齋藤雄志（参与・本学名誉教授）

　　司会者：末次俊之（所員・本学法学部助教）

（19）2月13日（土）14：00 ～ 17：00　場所　専修大学神田校舎7号館772会議室

　　合評会：「髙橋豊著『日本の近代化を支えた文化外交の軌跡

　　　　　　　　　　　　 ―脱亜入欧からクール・ジャパンまで』

　　報告者：髙橋　豊氏（小石川後楽園庭園保存会・理事）

　　討論者：金子敏也氏（臨床政治研究所・研究員）

２．シンポジウム

（1）9月27日（日）9：30 ～ 11：30 ／ 13：30 ～ 16：50　　神田キャンパス1号館302教室

　　テーマ：「阪神・淡路大震災20年の経験をふまえた未来の災害復興への提言」

　　　　　　　（日本災害復興学会公開セッション）

　　　　　：「首都直下地震からの東京の復興課題とそのあり方」

　　　　　　　　（日本災害復興学会公開シンポジウム）

　　　　　　ともに専大社研共催、一般公開・入場無料・事前申込不要

　　コーディネーター：大矢根淳（所員・本学人間科学部教授）

　　　　　　　　　　　佐藤慶一（所員・本学ネットワーク情報学部准教授）

　　参加者：120名

（2）10月3日（土）13:30 ～ 16:30　　神田キャンパス5号館551教室

　　テーマ：「噴火災害時の被災地支援を模索する」（日本災害復興学会公開シンポジウム）

　　　　　　専大社研共催、一般公開・入場無料・事前申込不要

　　コーディネーター：大矢根淳（所員・本学人間科学部教授）

　　参加者：50名

再　掲

（3）9月5日（土）　場所　　専修大学生田校舎92A会議室

　　13時30分～ 17時10分　公開シンポジウム

　　　公開講演会：「教育破綻からの再生 :失敗自治体の学校教育再生プロジェクト

　　　　　　　　　　権限剥奪・民営化された教育委員会

　　　　　　　　：ロンドン・ハックニー区のラーニング・トラストによる教育改革」

　　　講演者：アラン・ウッド氏（英国ロンドン・ハックニー区子ども若者政策共同長官）

　　　司　会・コーディネーター：広瀬裕子（所員・本学文学部教授）

　　　参加者：46名

３．特別研究会

（1）2015度夏季実態調査（北信：2015年9月7日～ 9日）
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〔行　程〕

　9月7日（月）

　　午　前

　　　◦長野駅新幹線改札口集合　
　　　・サンクゼール：昼食、見学、ヒアリング

　　午　後

　　　◦小布施：北斎館、見学
　　　◦アグリ長沼（ＪＡ直売所）見学
　　　◦国民宿舎松代荘　泊
　9月8日（火）

　　午　前

　　　◦松代象山地下壕・象山神社、見学、昼食
　　午　後

　　　◦長野経済研究所（八十二銀行）
　　　　�論題「 《リーマンショックその後の円高》ならびに《アベノミクスその後の円安》長野

県製造業に及ぼす影響」

　　　　意見交換
　　夕　方

　　　◦善光寺・川中島古戦場　見学
　　　◦国民宿舎松代荘着　泊
　9月9日（水）

　　午　前

　　　◦小川村役場
　　　◦�株式会社小川の庄：第3セクター方式（小川村の関与）による地域活性化事業、30年の

実績

　　午　後

　　　◦長野駅解散
（2）第8回専修大学・檀国大学合同研究会

　2015年11月21日（土）　　場所　檀国大学･竹田キャンパス

　　テーマ：Glocalizationと東アジアの質的成長のためのパラダイムの転換

　開　会

　　◦檀国大学　経済・ビジネス学部長　Sang-Hyuk Lim

　　◦専修大学　社会科学研究所所長　村上俊介
　第1報告「Social Well-being Studiesin Asia」村上俊介（原田博夫）

　第2報告「韓国の技術貿易現況と課題」Jeong Yoon-Se

　第3報告「 An exploratory study about CSR and financial ratios in Korean firms」  

SungjinSon&JootaeKim
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　第4報告「A Study on Service Innovation: Focusing on a Case of Care Service in Japan」

　　　　　　　東　史恵

　閉　会

（3）2015年度春季実態調査（関西　2016年3月14日～ 3月17日予定）

４．研究助成

☆ グループ研究助成A（ 4名以上・年50万円3年間・定例所員総会にて研究経過の報告義務・年

度内に研究中間報告を定例研究会枠にて実施・1名以上論文発表義務）

　2013年度発足

　　◇「日本のカメラ産業の競争力・ブランド力分析」

　　　　（望月宏（責）・梶原勝美・溝田誠吾・笠原伸一郎、今井雅和、小林守の6名）

　2014年度発足　なし

　2015年度新規

　　◇「社会における｢治癒｣文化の総合的研究

　　　　― 聖地・交易・復興拠点としての寺院・温泉・共同体」

　　　　　（鈴木健郎（責）・川上隆志・山田健太・根岸徹郎の4名）

　　◇「非伝統的金融政策の波及メカニズムに関する理論的・実証的研究」

　　　　（田中隆之（責）・大倉正典・山田節夫・山中尚の4名）

　　◇「東京都心商業集積部の空間情報環境と災害対応に関する社会調査」

　　　　（佐藤慶一（責）・大矢根淳・福島義和・植村八潮の4名）

☆グループ研究助成B（2名以上・年20万円1年間・定例所員総会にて研究経過報告義務）

　2015年度

　　◇「カリブ海をめぐる文学・文化と経済史学」

　　　　（恒木健太郎（責）・松田智穂子の2名）

　　◇「現代労働運動におけるローカルセンターの役割と可能性」

　　　　（兵頭淳史（責）・高橋祐吉・赤堀正成・池田有日子の4名）

　　◇「児童養護における自立支援につながる実践史研究

　　　　― 明治・大正・昭和期の福田会育児院院児の修業内容と自立にかかわる事例を通して」

　　　　（宇都榮子（責）・樋口博美・小泉亜紀の3名）

　　◇「基地問題を中心とした沖縄の現状と琉球独立論、沖縄差別論」

　　　　（鐘ヶ江晴彦（責）・服部あさこの2名）

　　◇「日韓コミュニケーション研究の第一歩としての朝鮮通信使の経路を巡る」

　　　　（梶原勝美（責）・小林守・魏聖銓の3名）

　　◇「宮城県石巻市の復興と日本型LSPの導入」

　　　　　福島義和（責）・近江吉明・大矢根淳・勝俣達也・李東勲の5名）

☆特別研究助成（ 5名以上・年100万円3年間・定例所員総会にて研究経過報告義務、年度内に

研究中間報告を定例研究会枠にて実施・助成終了後2年以内に『社会科学研究
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叢書』刊行義務）

　2013年度発足

　　◇「方法としてのドキュメンタリーの生成とアジアにおける発展」

　　　　（ 土屋昌明（責）・鈴木健郎・下澤和義・根岸徹郎・川上隆志・上原正博・三田村圭子・

森　瑞枝の8名）

　2014年度発足

　　◇「アクショングループと地域主義―日本とヨーロッパの比較考察―」

　　　　（松尾容孝（責）・砂山充子・堀江洋文・広田康生・山本充の5名）

　2015年度新規　なし

３．所報の刊行

（1）『社会科学年報』第50号の刊行

所員の執筆申し込みに応じて、『年報』の今号=第50号を編集し650部印刷した。掲載論文

等は本号目次を参照のこと。なお、『年報』第50号の製作ならびに出版契約については、佐藤

印刷株式会社との契約を継続。また、エントリーの締め切りは6月末に設定し、10月20日〆

切後、年内に校正作業に入った。

（2）『月報』第622号～第633号を所員等の投稿に基づいて刊行する。なお、『月報』の制作につい

ては、佐藤印刷株式会社との契約を継続する。毎号600部印刷。

①　4月20日（第622号）

「ナイジェリアにおける石油戦争 ―国家・少数部族・環境汚染―」 室井義雄所員

②　5月20日（第623号）

「世田谷区「梅丘」の地名由来と小田急線沿線開発」 永江雅和所員

「胡傑監督『星火』初探」 土屋昌明所員

「 「日清戦争」研究を語る　―大 谷正『 日清戦争 ― 近代日本初の対外戦争の実像』  

（中公新書2014年）によせて― 大谷　正所員

 菅原　光所員

 前川　亨所員

③　6月20日号（624号）

「習近平と文化大革命―現代に落とす文革の影」 矢吹　晋（横浜市立大学名誉教授）

「Civicness in Question:The Caseof Women’s Activities in Rural Vietnam｣ Takeko IINUMA（所員）

「 Social Safety Net （SSN） in Vietnam: Comparative analysis of two villages in the north and south  

in terms of community-based SSN and the market economywave」 Juichi INADA（所員）

④　7月20日号、8月20日号、合併号（625＋626合併号）：2014年度春季実態調査特集号

「社会科学研究所2014年度春季合宿研究会（ベトナム南部・中部）行程」 村上俊介（所長）

「転換経済における諸問題」 熊野剛雄（参与）

「ベトナム日系現地企業の経営者と管理者の従業員の管理に対する意識」 飯田謙一（参与）
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「ローエンド製品の開発途上国における製造」 石川和男（所員）

「在ベトナム日系企業の人事管理」 柴田弘捷（参与）

「ベトナム戦争後のベトナム社会と同国の安全保障政策につき」 隅野隆徳（参与）

「ケーススタディ：ベトナムのブランド「ハプロ」」 梶原勝美（所員）

「2014年度春季実態調査（ベトナム中南部）ミニ・フォトエッセー」　 大矢根淳（所員）

 樋口博美（所員）

⑤　9月20日号（627号）

「満州映画史研究に新しい光を ―「満州国」における日本映画の上映と受容の実態」

 劉　文兵（客員）

「荒幡克己『減反廃止：農政大転換の誤解と真実』」 森　　宏（参与）

⑥　10月20日号（628号）

「グローバルリテーラーの東アジアへの成功要因と失敗要因

　：経済発展（段階）と適応化―標準化戦略を中心に 金　成洙（所員）

⑦　11月20日号（629号）

「資本結合をめぐる原理論的諸問題

　―証券市場、株式会社、独占・寡占、資本 -利子をめぐって―」 新田　滋（所員）

⑧　12月20日号（630号）：2015夏季実態調査特集号　12月14日現在、編集中

⑨　1月号（631号）　入稿調整中

⑩　2月号（632号）　入稿調整中

⑪　3月号（633号）　入稿調整中

（3）「社研叢書」第18巻刊行について

特別研究助成2013年度終了（代表：山田健太）：『ポスト3・11の情報流通とメディアの役

割』（山田健太（責）・網野房子・川上隆志・野口武悟・藤森研・三木由希子の6名）が、本年

度年内刊行予定。

4．その他の活動

（1）文献資料の収集

①　社会科学分野にかかわるリファレンス資料に相当するもの（辞書、統計、白書、年鑑等）の

収集に重点を置くという方針に基づいて、文献資料を収集した｡

②　年度当初から文献購入希望を募り、予算枠を考慮しつつ、随時購入した｡

③　社研プロジェクト「中国社会研究」の一環としておこなってきた中国経済・社会に関する文

献収集に関しては、東アジア経済社会に対象を広げ実施している（今年度分は年明けに訪中、

購入予定）。

（2）文献資料の整理、配架

①　文献資料の検索は「図書カード」によるものとして、収集した文献の整理を行なった。また、

電子化にむけた作業を開始した（システム構築についての検討開始）。
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②　CD-ROM版の文献資料はロッカーに別途保管した｡

③　図書館と重複して購入している和雑誌に関しては、書庫が手狭になったため（直近2年分を

除き）廃棄処分とした。なお、廃棄にあたっては、希望者に対象雑誌を頒布する期間を設けて

いるが、今年度は社研書庫の閉鎖状況のため延期している。状況が改善されたところで再開の

予定である。2014年度には、英文資料について検討を行い、重複所蔵している年鑑･統計集に

ついては、和雑誌と同等の処理をすることとした。廃棄処分をする資料で図書館に欠号の資料

については寄贈を行う。

④　山田盛太郎文庫整備に関しては、東亜研究所時代の文献を中心に保全を図るという基本方針

を決定した。また、労働科学研究所・藤本文庫が今年度新たに大量に寄贈された。これは恒木

所員が今年度より整理・解題等の方針の検討を始め、来年度はG研BorAなどを取得して研究

会を開催しつつ、これらの整理に就いてくれることとなった。

⑤　昨年度は書庫のスペースを確保するために判型毎に並び替える作業を行い多くのすペースを

確保できたが、今年度その後、上記（4）のように大量の図書等の搬入が続き、再びスペース

を占めつつある。

（3）ホームページ（パーソナル・コンピュータ）

①　ホームページの充実

HPのさらなる充実をすすめた。論文を読みやすくするために、論文単位のPDFファイル掲

示化を進めた。

②　電子メールの活用

電子メールを活用して、通信業務を効率化した。2007年度より開始した、所員に対する案

内等の原則電子メール化を継続している。

総会案内、出欠確認、委任状集約等に電子メール（添付ファイル）を利用することを試行し

ているところである（これまでは、往復はがき、メールボックス投函等、いくつかの手法を順

次、試行しているところである）。

③　コンピュータシステムの充実

社研内の無線LANを構築し、また、ページ・スキャナを購入・インストールし利用に供し

ている。昨年度末、A3判カラーページプリンターを購入し、今年度は事務用にXPマシンの後

継として新Windowsマシンを備えた。会議室の一台、事務室の一台（赤）の計2台の旧マシン

を、今年度予算（残額を見極めつつ）で更新する予定。

④　専修大学学術機関リポジトリへの登録

社研のホームページに掲載されている論文（月報・年報）を図書館が運用する「専修大学学

術機関レポジトリ」に登録している（登録するために、月報・年報の投稿規定に、「掲載され

た論文は、原則として、社会科学研究所ホームページおよび専修大学学術機関リポジトリに登

録し、全文公開する」を追加した）。
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編集後記

『社会科学年報』第50号をお届けします。社

会科学研究所の事務局体制は、昨年度をもって

長年事務を担当されてきた土屋さんが退職され、

今年度は新たな体制で臨むこととなりました。

ところが、新体制もようやく軌道に乗ってきた

かに思われた頃、新任の鮏川さんがご家庭の事

情により11月末をもって退職され、急遽、学

務課から岩本さんが任に当たられることとなり

ました。こうした慌ただしい経緯はありました

が、『年報』に関してはとくに何の混乱もなく

スムースに引き継ぎが行われ無事刊行の運びと

なり、論稿14本（所員5本、客員研究員5本、

研究参与4本）からなる大変大部のものとなり

ました。

2015年末には、米国連邦準備制度理事会が

リーマン・ショック後の非伝統的金融政策、量

的緩和からの出口戦略として緩やかな利上げ政

策への転換に着手しました。このことは、2008

年の世界金融恐慌が収束したという判断を意味

しているものと思われます。つまり、短期的・

中期的な景気変動の波はこれで一段落したもの

ということができそうです。他方で、アメリカ

のオバマ大統領は数年前から「アメリカは世界

の警察官ではない」と言明し、今年1月の一般

教書演説でも、「（第三に、）世界の警察官とし

てではなく、どのように世界をリードし、アメ

リカの安全を守っていくか？」と述べたことが

話題となっています。これは、アメリカがもは

や、いわゆるパクス・アメリカーナを維持して

いく能力を喪失したことを公に認めたというこ

とにほかなりません。外国の眼からは、アメリ

カが中東を散々掻き回し、フセイン政権、アル

カイダ、IS等々を育成しては制御不能に陥ると

いうことを繰り返してきた挙げ句に放り出すと

いうのは身勝手で無責任にしかみえませんが、

もはや中国にもロシアにもまったく押さえが効

かなくなっている現実をアメリカ自身が受け入

れざるをえなくなっていることの表れなのでし

ょう。他方で、EUもユーロ圏も現局面では救

心力より遠心力のほうが強く働いているようで

あり、500年来、米・欧が支配してきた世界シ

ステムの時代は、いまや確実に往き過ぎつつあ

るようです。

戦前の日本は、米欧支配体制に無謀な戦いを

挑み多大の惨禍を内外にもたらしましたが、一

転して戦後の日本は「世界の警察官」に忠誠を

誓いその傘下に居ることで平和と経済繁栄を享

受してきました。しかし、今日、そうした戦後

世界の構図が掘り崩されていく時代に入ってし

まっているということは、21世紀の日本にと

って大変厳しい現実的な選択が問われるように

なっていく一方となるということでしょう。そ

れだけに、世界システムの大局的かつ超長期的

な構造と動向を見透す社会科学の役割は、今後

益々重要なものとなっていくものと考えざるを

えないのではないでしょうか。 （新田滋）

編集スタッフ　　 新田　　滋（経済学部）　　福島　義和（文学部）

内藤　光博（法学部）　　　石川　和男（商学部）
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